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し
て
取
り
扱
わ
れ
る
額
…
…
…
二
八
〇
 
 

Ⅶ
 
法
人
課
税
を
選
択
す
る
個
人
…
…
…
…
…
…
…
ニ
八
一
 
 
 

1
 
合
算
時
に
お
け
る
課
税
取
扱
い
…
…
…
…
…
二
八
一
 
 
 

2
 
配
当
時
に
お
け
る
課
税
取
扱
い
…
…
…
…
…
二
八
一
 
 

Ⅶ
 
他
の
親
定
と
の
適
用
関
係
…
・
 
 
 
 
 
 
二
八
一
 
 
 



Ⅲ
 
 4

 
 

米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
…
…
…
…
…
…
…
…
・
‥
天
七
 
 

1
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
規
定
…
…
元
入
 
 

2
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
規
定
…
…
二
八
八
 
 
 

の
廃
止
 
 

と
の
関
係
 
 

株
主
の
帳
簿
書
摂
の
備
付
け
等
…
…
…
…
…
二
t
八
三
 
 

米
国
の
租
税
条
約
上
の
制
度
…
…
…
…
・
…
…
‥
天
四
 
 

ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
規
定
の
変
 
 

と
の
関
係
 
 

の
関
係
 
 

の
関
係
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
と
の
租
税
条
約
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
I
C
条
項
と
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
P
H
C
条
項
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
S
C
条
項
と
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
P
F
I
C
条
項
 
 
 こ

＝
卯
m
だ
 
 

＝
T
W
二
＝
 
 

二
竺
 
 

天
三
 
 

二
八
四
 
 
 

〔
＝
田
γ
Ⅶ
 
 

Ⅳ
 
米
国
が
最
近
締
結
し
た
租
税
条
約
…
…
・
…
…
‥
元
四
 
 

第
四
節
 
米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
 
 

Ⅰ
 
情
報
申
告
 
 

∽
 
申
告
僻
怠
の
継
続
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 元
七
 
 
 

㈲
 
外
国
税
額
控
除
額
の
減
額
…
…
…
・
 
二
 

元
七
 
 

Ⅱ
 
株
式
取
得
等
に
係
る
情
報
申
告
…
…
…
…
…
…
二
矢
 
 

行
確
保
に
関
す
る
制
度
 
 

4
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
検
討
 
 

3
一
九
八
一
年
十
t
一
月
の
検
討
素
案
 
 

5
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
検
討
 
 

1
 
概
要
 
 

1
 
概
要
 
 

素
案
の
比
較
 
 

素
案
の
評
価
 
 

∽
 
申
告
の
 
 

（
〓
ハ
条
関
係
）
 
 

二
条
 
 

二
突
 
 

二
突
 
 

二
九
七
 
 

二
九
七
 
 



Ⅵ
 
故
意
に
よ
る
情
報
不
提
出
等
の
場
合
の
罰
 
 
 

3
 
罰
則
等
 
 

Ⅴ
 
サ
モ
ン
ズ
 
 

Ⅳ
 
外
資
系
米
国
法
人
等
の
情
報
提
出
義
務
…
…
…
三
〇
t
一
 
 

Ⅲ
 
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
…
…
…
…
…
三
〇
〇
 
 

2
 
罰
則
 
 

1
 
サ
モ
ン
ズ
の
概
要
 
 

1
 
情
報
提
出
義
務
者
 
 

2
 
提
出
す
べ
き
情
報
 
 

1
 
概
要
 
 

2
 
罰
則
等
 
 

∽
 
サ
モ
ン
ズ
の
権
限
等
…
…
…
…
…
…
…
…
看
四
 
 

吻
 
サ
モ
ン
ズ
の
限
界
…
…
…
…
…
…
…
…
・
＝
三
〇
四
 
 

㈲
 
サ
モ
ン
ズ
の
発
出
…
…
…
…
…
‥
…
…
…
二
 二
〇
五
 
 

㈲
 
サ
モ
ン
ズ
の
執
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
五
 
 

三
雲
 
 

書
六
 
 

看
二
 
 

¶
＝
T
網
T
¶
 
 

三
≡
 
 

三
≡
 
 

T
「
＝
謂
〔
T
T
 
 

二
究
 
 

第
六
節
 
日
本
の
制
度
の
概
要
 
 

一
一
入
 
 
 

第
五
節
 
米
国
に
お
け
る
司
法
上
の
理
論
…
…
…
…
…
…
看
七
 
 

（
判
例
）
 
G
r
e
g
O
r
y
く
一
H
e
－
諾
r
i
n
g
N
∽
∽
 
 

U
．
S
．
会
∽
 
（
－
∽
〕
∽
）
 
…
…
…
…
…
三
〇
八
 
 

Ⅰ
 
制
度
の
概
要
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
変
遷
…
…
・
 
三
二
 
 

m
 
全
所
得
軽
課
税
国
等
…
…
…
…
…
…
・
…
‥
 

≡
五
 
 
 

∽
 
国
外
源
泉
所
得
軽
課
税
国
等
…
…
…
…
…
三
三
 
 
 

刷
 
特
定
事
業
所
得
軽
課
税
国
等
…
…
…
…
…
 三
二
ハ
 
 

5
 
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
…
…
・
 
 
 
 
三
石
 
 
 

∽
 
所
得
の
金
額
の
計
算
…
…
…
…
…
 
 

三
一
七
 
 
 

∽
 
未
処
分
所
得
金
額
の
計
算
…
…
…
…
…
…
 ≡
七
 
 
 

相
 
通
用
対
象
留
保
金
額
の
計
算
…
…
・
…
 
三
一
入
 
 
 

4
 
軽
課
税
国
の
定
義
 
 

3
 
株
式
所
有
要
件
 
 

1
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
…
…
…
…
…
…
 
 
三
二
二
 
 

2
 
対
象
と
な
る
内
国
法
人
…
…
…
‥
・
…
 
 
 
三
一
四
 
 

三
三
 
 

T
T
＝
T
T
 
 



Ⅲ
 
 6

 
 

∽
 
通
常
の
場
合
 
 

∽
 
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
 
 

∽
 
直
接
受
領
配
当
等
の
調
整
等
が
あ
る
 
 

イ
 
合
算
所
得
に
係
る
外
国
税
額
控
除
…
…
三
二
七
 
 
 

口
 
配
当
に
係
る
外
国
税
額
控
除
…
…
…
…
三
天
 
 
 

ハ
 
外
国
税
額
の
減
額
に
係
る
調
整
…
…
…
三
二
八
 
 
 

他
の
規
定
と
の
調
整
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
〇
 
 
 

所
得
税
法
に
お
け
る
制
度
…
…
…
…
‥
…
…
二
二
三
〇
 
 

三
看
 
 

U
 
課
税
対
象
留
保
金
額
…
…
…
…
…
‥
…
…
・
 
 

∽
 
二
重
課
税
の
排
除
…
…
…
…
…
…
＝
…
…
二
 
二
≡
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
 
 

∽
 
外
国
税
額
控
除
 
 

重
課
税
の
排
除
 
 

三
完
 
 

課
税
対
象
留
保
金
額
の
計
算
…
…
…
…
…
…
 
 

二
重
課
税
の
排
除
 
 

第
三
章
 
 
 

第
一
節
 
 

米
比
較
 
 

1
 
内
国
法
人
の
帳
簿
書
類
の
備
付
け
…
…
・
…
‥
三
三
二
 
 

3
 
質
問
検
査
権
 
 

【
第
二
章
（
荘
）
】
 
 

2
 
情
報
収
集
 
 

に
関
す
る
制
度
 
 

1
 
米
国
の
制
度
 
 

日
米
の
制
度
の
比
較
 
 

2
 
日
本
の
制
度
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
立
法
の
背
景
…
…
…
‥
…
二
三
四
五
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
目
的
及
び
仕
組
み
 
 

制
度
の
背
景
・
目
的
・
仕
組
み
…
…
…
…
…
…
三
四
五
 
 

川
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
立
法
 
 

一
一
九
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
日
 
 

イ
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
目
的
…
…
…
…
・
…
‥
三
四
八
 
 

ロ
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
仕
阻
み
∴
性
格
…
…
三
五
〇
 
 

・
性
格
 
 

T
¶
＝
m
T
〔
¶
ニ
¶
 
 

＝
¶
＝
〔
T
〔
¶
ニ
T
 
 

T
¶
＝
〔
T
¶
¶
ニ
¶
 
 

T
T
＝
塑
唾
 
 

T
†
＝
墾
塾
 
 

三
宍
 
 

三
豊
 
 

三
至
 
 



ロ
 
制
度
の
基
本
的
考
え
方
及
び
根
拠
…
…
三
雲
 
 

ハ
 
制
度
の
基
本
的
仕
組
み
・
性
格
…
…
…
三
雲
 
 
 

【
蓑
】
み
な
し
配
当
理
論
と
所
得
直
接
稼
 
 

三
五
九
 
 
 

得
理
論
の
比
較
…
…
…
…
…
…
…
…
‥
 
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
…
…
…
…
‥
 
 
…
三
六
〇
 
 

1
 
対
象
と
な
る
者
の
種
類
（
範
囲
）
…
…
…
…
三
六
〇
 
 

3
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
所
在
地
国
…
…
…
三
六
六
 
 

2
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
に
対
す
る
支
配
 
 
 

の
判
定
基
準
（
具
体
的
支
配
基
準
）
…
…
…
…
三
六
t
一
 
 

∽
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
目
的
 
 
 

及
び
仕
組
み
・
性
格
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
塁
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 

切
 
実
質
的
比
較
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 

イ
 
制
度
の
 
 

の
背
景
 
 

¶
仁
丁
田
T
T
〔
 
 

三
雲
 
 

Ⅲ
 
 

Ⅳ
 
 

義
務
者
）
 
 

1
 
納
税
義
務
者
の
種
類
（
態
様
の
範
囲
）
…
…
三
六
七
 
 

2
 
み
な
し
所
有
 
 
 

1
直
接
・
間
接
所
有
 
 

2
 
納
税
義
務
者
の
株
式
所
有
割
合
（
具
体
 
 

株
式
所
有
要
件
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 

切
 
実
質
的
比
較
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 

S
 
実
質
的
比
較
 
 

山
 
形
式
的
比
較
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 

聞
 
直
接
・
間
接
所
有
の
効
果
…
…
…
…
…
…
 三
七
三
 
 

U
 
直
接
所
有
 
 

∽
 
間
接
所
有
 
 

的
所
有
基
準
）
 
 

対
象
と
な
る
内
国
法
人
・
居
住
者
（
納
税
 
 

三
宍
 
 

三
宍
 
 

〔
巴
丁
叩
叫
匹
 
 

¶
巴
丁
搾
T
 
 

だ
＝
「
問
叩
T
¶
 
 

だ
T
T
娼
T
T
一
 
 

芸
三
 
 

ノ‾し  一七  
票
七
 
 

ヒ  フて  
－  



Ⅴ
 
 1

 
形
式
的
比
較
 
 

2
 
実
質
的
比
較
 
 

㈲
 
み
な
し
所
有
の
効
果
…
…
…
…
 
…
…
三
八
一
 
 

3
 
株
式
所
有
要
件
に
係
る
そ
の
他
の
事
項
 
 
 

に
関
す
る
比
較
（
議
決
権
テ
ス
ト
及
び
価
 
 
 

額
テ
ス
ト
に
つ
い
て
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
天
一
 
 
 

∽
 
米
国
の
制
度
に
お
け
る
特
徴
…
…
…
…
…
三
八
七
 
 
 

イ
 
合
算
所
得
の
範
囲
が
日
本
の
制
度
 
 

m
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
特
徴
…
…
 
 
二
元
三
 
 
 

イ
 
軽
課
税
国
所
在
の
外
国
法
人
に
限
 
 
 

定
し
た
制
度
の
適
用
（
軽
課
税
国
指
 
 

合
算
所
得
の
内
容
 
 

m
 
形
式
的
比
較
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 

ロ
 
適
用
除
外
要
件
の
存
在
（
非
関
連
 
 

者
基
準
）
 
 

定
制
度
）
 
 

T
〔
T
W
困
 
 

天
四
 
 

Ⅵ
 
課
税
所
得
の
計
算
 
 

1
 
 

課
税
所
得
の
計
算
 
 

2
 
同
一
年
度
の
所
得
間
の
損
益
通
算
…
…
…
…
四
〇
二
 
 

3
 
過
年
度
の
損
失
の
繰
越
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
ニ
 
 

4
 
C
F
C
損
失
の
そ
の
国
内
株
主
の
所
得
 
 

か
ら
の
控
除
 
 

に
お
け
る
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
と
 
 
 

す
る
見
方
の
根
拠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
天
セ
 
 

ロ
 
米
国
の
合
算
所
得
の
具
体
的
範
囲
…
‥
・
t
元
○
 
 

H
 
賄
賂
等
の
額
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
先
 
 

回
 
未
承
認
国
に
係
る
所
得
…
…
…
…
…
t
元
九
 
 

日
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
 
 
 

る
課
税
範
囲
の
拡
大
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
〇
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
所
得
…
…
…
・
…
…
‥
一
元
三
 
 

日
 
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
イ
 
 
 

川
 
俣
険
所
得
 
 

コ
ッ
ト
所
得
 
 

t
元
入
 
 

t
元
○
 
 



6
 
支
払
配
当
の
控
除
 
 

5
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
二
 
 

1
 
 

課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
 
 

7
 
合
算
基
準
日
 
 

2
 
外
国
税
額
控
除
 
 

∽
 
合
算
時
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
…
…
…
四
〇
五
 
 

㈱
 
両
制
度
の
政
策
の
相
違
の
分
析
…
…
…
…
四
〇
五
 
 

川
 
形
式
的
比
較
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 

課
税
の
排
除
 
 

ハ
 
両
制
度
の
相
違
の
分
析
…
…
…
…
…
…
 四
〇
六
 
 

∽
 
配
当
時
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
…
…
…
四
〇
七
 
 

二
重
課
税
の
排
除
 
 

イ
 
形
式
的
比
較
 
 

口
 
実
質
的
比
較
 
 

イ
 
形
式
的
比
較
 
 

四
〇
八
 
 

四
〇
五
 
 

1
 
C
F
C
株
式
の
出
資
価
額
の
調
整
…
…
・
‥
四
一
五
 
 

2
 
個
人
に
よ
る
法
人
課
税
の
選
択
・
…
…
‥
…
‥
四
豆
 
 

3
 
帳
簿
・
書
瑛
の
備
付
け
等
…
…
…
…
…
‥
…
四
一
五
 
 

第
二
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
 
 

等
に
関
す
る
制
度
の
日
米
比
較
…
…
…
…
…
…
…
四
二
ハ
 
 

Ⅰ
 
租
税
条
約
上
の
制
度
…
…
 
 
 
…
…
…
…
・
四
二
ハ
 
 

Ⅰ
 
情
報
収
集
・
罰
則
等
に
係
る
制
度
…
…
…
…
…
四
二
ハ
 
 

Ⅸ
 
そ
の
他
の
比
較
 
 

4
 
サ
モ
ン
ズ
 
 

2
 
株
式
取
得
等
に
係
る
情
報
申
告
…
…
：
…
…
・
四
一
七
 
 

四
一
七
 
 

3
 
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
・
…
…
…
‥
 
 

1
 
情
報
申
告
 
 

T
†
＝
¶
「
 
 

口
 
実
質
的
比
較
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
宍
 
 

四
完
 
 
 

㈲
 
控
除
限
度
額
の
計
算
…
…
…
…
…
…
…
…
 
 
 

イ
 
比
較
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
讐
九
 
 
 

口
 
両
制
度
の
相
違
の
分
析
…
・
…
‥
 
…
‥
四
二
 
 
 

四
一
四
 
 

ハ
 
比
較
の
ま
と
め
…
…
…
…
…
…
 
…
‥
 
 

四   
ノし   

四
一
七
 
 

四
妄
 
 



第
四
章
 
日
本
の
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
四
天
 
 
 

第
一
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
の
 
 

第
三
節
 
日
米
の
制
度
の
比
較
の
ま
と
め
…
…
…
…
…
‥
・
四
一
入
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
係
る
主
要
 
 

Ⅰ
 
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
た
日
本
の
制
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
 
 
 

等
に
関
す
る
制
度
の
主
要
相
違
点
…
…
…
…
…
…
竺
○
 
 

度
の
特
徴
 
 

検
討
 
 

相
違
点
 
 

1
 
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
限
 
 
 

定
方
式
の
考
え
方
・
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
九
 
 
 

∽
 
対
象
取
引
限
定
方
式
…
…
…
…
…
…
…
…
 四
三
九
 
 
 

∽
 
対
象
地
城
阪
定
方
式
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
〇
 
 

5
 
故
意
に
よ
る
情
報
不
提
出
等
の
場
合
の
 
 

【
第
三
章
（
注
）
】
 
 

罰
則
 
 

聖
二
 
 

竺
八
 
 

四
一
入
 
 

望
九
 
 

望
八
 
 
 

日
本
の
制
度
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
 

問
題
点
及
び
そ
の
妥
当
性
の
分
析
…
…
…
…
…
…
⊥
岩
五
 
 

1
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
具
体
的
タ
ー
ゲ
 
 

2
 
日
本
の
制
度
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
 
 
 

の
租
税
回
避
論
の
妥
当
性
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
七
 
 

3
 
日
本
の
制
度
に
対
す
る
問
題
点
指
摘
の
 
 

㈲
 
対
象
法
人
限
定
方
式
…
…
…
…
…
…
…
…
 四
四
〇
 
 

㈲
 
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
 
 

m
 
日
本
の
制
度
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
て
 
 

一
二
三
 
 
 

㈲
 
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
 
 
 

四
四
三
 
 

限
定
方
式
の
欠
点
…
…
…
…
…
…
‥
 
 
：
 
 

㈲
 
対
象
地
域
限
定
方
式
・
対
象
法
人
限
 
 
 

定
方
式
と
し
て
の
日
本
の
制
度
の
問
題
 
 

妥
当
性
の
分
析
 
 

ツ
ー
ト
 
 

点
及
び
特
徴
 
 

限
定
方
式
の
長
所
 
 

四
四
四
 
 

四
四
二
 
 

四
五
二
 
 

四
望
ハ
 
 



㈲
 
個
々
の
指
摘
の
妥
当
性
の
個
別
的
検
 
 

ロ
 
適
用
除
外
に
関
す
る
問
題
…
‥
㌻
・
…
…
望
三
 
 
 

望
三
 
 

ハ
 
そ
の
他
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 
 

∽
 
指
摘
の
根
拠
と
な
る
基
本
的
考
え
方
 
 

イ
 
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
問
 
 

イ
 
基
本
的
考
え
方
の
位
置
付
け
…
…
…
…
四
五
四
 
 

日
 
問
題
点
指
摘
の
根
拠
（
制
度
の
目
 
 

い
る
具
体
的
問
題
点
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 聖
二
 
 

イ
 
対
象
地
域
限
定
方
式
に
関
す
る
問
 
 

の
妥
当
性
 
 

ロ
 
リ
ス
ト
の
限
定
性
及
び
告
示
の
枚
 
 

M
 
リ
ス
ー
の
限
定
性
の
問
題
…
…
…
…
四
宍
 
 

動
性
の
問
題
 
 

的
・
考
え
方
）
 
 

四
宍
 
 

四
五
七
 
 

四
票
 
 

四
五
五
 
 

四
五
四
 
 

四
五
二
 
 

一
二
四
 
 
 

望
（
一
 
 
 

国
 
告
示
の
機
動
性
の
問
題
…
…
…
‥
‥
 
 
 

適
用
除
外
に
関
す
る
問
題
…
…
…
‥
…
望
（
二
 
 

川
 
特
定
の
所
得
の
適
用
除
外
の
 
 

必
要
性
の
問
題
…
‥
‥
‥
…
…
…
‥
‥
四
六
二
 
 

H
一
般
的
規
定
と
し
て
の
動
磯
 
 

基
準
の
必
要
性
の
問
題
…
…
…
…
‥
空
（
二
 
 

日
 
管
理
支
配
基
準
及
び
非
関
連
者
 
 
 

基
準
の
強
化
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
四
六
三
 
 

A
 
管
理
支
配
基
準
に
つ
い
て
…
…
四
六
三
 
 

B
 
非
関
連
者
基
準
に
つ
い
て
…
…
望
ハ
三
 
 

国
 
対
象
取
引
限
定
方
式
対
対
 
 

象
法
人
限
定
方
式
の
議
論
…
…
買
三
 
 

㈱
 
対
象
法
人
限
定
方
式
自
体
 
 

の
問
題
と
し
て
の
非
関
連
者
 
 

基
準
及
び
そ
の
妥
当
性
…
…
＝
四
六
四
 
 

H
 
適
用
除
外
に
よ
る
制
度
の
無
力
 
 

性
の
問
題
 
 
 



第
二
節
 
制
度
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
に
つ
 
 

Ⅰ
 
租
税
条
約
上
の
制
度
の
問
題
点
…
…
…
…
・
…
‥
望
七
 
 

Ⅰ
 
情
報
収
集
及
び
罰
則
等
に
関
す
る
問
題
点
…
…
宅
八
 
 
 

1
 
日
米
の
制
度
上
の
相
違
…
…
・
…
…
…
…
…
‥
宅
八
 
 
 

2
 
国
外
資
料
提
出
義
務
・
罰
則
規
定
の
必
 
 

Ⅲ
 
ま
と
め
 
 

い
て
の
検
討
 
 

ニ
そ
の
他
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
買
九
 
 

川
 
株
式
所
有
要
件
に
つ
い
て
…
…
…
…
四
六
九
 
 

H
 
株
式
の
処
分
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
四
六
九
 
 

日
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
 
 

重
複
適
用
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
四
七
〇
 
 

【
表
】
対
象
取
引
限
定
方
式
と
対
象
地
域
限
 
 

定
方
式
の
比
較
（
付
‥
日
米
比
較
）
…
…
四
七
一
 
 

㈲
 
日
本
の
制
度
に
対
す
る
問
題
点
指
摘
 
 
 

の
妥
当
性
の
分
析
の
結
論
…
…
…
…
…
…
…
四
七
四
 
 

要
性
 
 

四
七
九
 
 
 

望
六
 
 

四
蓋
 
 
お
わ
り
に
 
 

∽
 
資
料
提
出
義
務
の
執
行
を
担
保
す
る
 
 

た
め
の
罰
則
等
の
必
要
性
…
…
…
…
…
…
…
四
八
〇
 
 

3
 
サ
モ
ン
ズ
等
の
域
外
適
用
と
国
家
主
権
 
 
 

及
び
我
が
国
の
資
料
収
集
制
度
…
…
…
…
…
…
宍
一
 
 

【
第
四
章
（
注
）
】
 
 

∽
 
国
外
資
料
の
提
出
義
務
規
定
の
強
化
 
 

立
証
責
任
の
転
換
 
 

の
必
要
性
 
 



m
 
米
国
の
税
法
の
場
合
 
 
 

H
n
t
e
r
n
巴
R
e
く
e
n
u
e
 
C
O
d
e
（
内
国
歳
入
法
）
 
 

略
語
等
に
つ
い
て
 
 

略
語
に
つ
い
て
 
 
 

本
稿
に
お
い
て
、
米
国
及
び
日
本
の
関
連
税
法
の
根
拠
条
文
 
 

を
示
す
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
表
記
す
る
こ
と
と
 
 

し
た
。
 
 

（
例
）
内
国
歳
入
法
第
九
五
一
条
第
a
項
 
 

‥
…
…
…
…
 ∴R
C
∽
∽
－
（
p
）
 
 

H
n
c
O
m
e
↓
a
X
 
R
e
g
u
【
a
t
i
O
ロ
S
（
所
得
税
規
則
）
 
 

（
例
）
所
得
税
規
則
第
一
・
九
五
一
－
一
条
 
 

…
…
…
…
…
 R
e
g
」
．
∽
竺
－
－
（
a
）
 
 
 

な
お
、
本
稿
第
二
章
で
は
、
原
則
と
し
て
内
国
歳
入
法
の
 
 

解
説
に
限
る
こ
と
と
し
た
こ
と
か
ら
、
コ
R
n
」
 
を
表
記
せ
 
 
 

H
R
C
 
 

R
e
g
．
 
 

（
略
語
）
 
 

2
 
 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
…
…
…
…
…
…
…
・
＝
・
‥
措
規
 
 
 

項
目
の
付
番
に
つ
い
て
 
 
 

項
目
を
細
分
す
る
場
合
の
番
号
の
配
列
順
序
は
、
原
則
と
し
 
 

て
、
第
一
章
、
第
一
節
、
Ⅰ
、
1
、
U
、
イ
、
M
、
A
、
因
、
 
 

a
、
い
（
但
し
、
文
章
中
で
は
適
宜
①
、
②
…
…
等
を
使
用
）
 
 

等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

そ
の
他
 
 
 

一
二
六
 
 

ず
、
単
に
条
文
数
の
み
を
掲
げ
て
内
国
歳
入
法
の
根
拠
条
文
 
 
 

を
示
す
こ
と
と
し
た
。
 
 

8
 
日
本
の
税
法
の
場
合
 
 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
 
 

租
税
特
別
措
置
法
 
 

法
人
税
法
施
行
規
則
 
 

法
人
税
法
施
行
令
 
 

法
人
税
法
 
 

（
例
）
法
人
税
法
第
六
九
条
第
一
項
第
二
号
 
 

…
…
法
法
六
九
①
一
 
 法

令
 
 

法
規
 
 

措
法
 
 

措
令
 
 

法
法
 
 



本
稿
は
、
基
本
的
に
平
成
元
年
六
月
に
脱
稿
し
た
も
の
で
あ
 
 

り
、
原
則
と
し
て
そ
の
時
点
に
お
け
る
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
 
 

が
、
平
成
四
年
一
月
に
、
必
要
な
限
り
に
お
い
て
最
新
の
情
報
 
 

に
基
づ
き
加
筆
、
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 





ほ
じ
め
に
 
 

最
近
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
対
す
る
投
資
が
節
税
等
の
魅
力
あ
る
手
段
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
喧
伝
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
 
 

際
、
我
が
国
企
業
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
へ
の
進
出
法
人
数
は
昭
和
六
十
三
年
度
現
在
二
九
」
一
社
、
我
が
国
企
業
の
対
外
直
接
投
資
 
 

総
額
の
約
二
割
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
向
け
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
増
加
傾
向
は
、
統
計
の
上
で
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
か
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
米
国
、
加
、
西
独
等
が
採
用
す
る
も
の
に
 
 

改
め
る
べ
し
と
の
比
較
法
的
観
点
に
立
っ
た
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

米
国
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
最
も
早
く
導
入
し
た
国
で
あ
り
、
米
国
企
業
の
多
国
籍
的
展
開
を
背
景
に
、
そ
の
制
度
も
精
 
 

緻
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
日
米
両
制
度
の
比
較
・
分
析
を
行
い
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
対
す
る
批
判
の
妥
当
性
を
検
 
 

討
す
る
と
と
も
に
、
本
制
度
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

本
稿
の
具
体
的
問
題
意
識
は
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
同
じ
く
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
関
す
る
租
税
回
避
の
規
制
策
 
 

と
し
て
導
入
さ
れ
な
が
ら
、
全
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
違
い
は
実
際
上
ど
の
程
度
 
 

で
、
そ
れ
は
我
が
国
の
制
度
を
考
え
て
い
く
上
で
問
題
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 
 

二
つ
め
の
問
題
意
識
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
を
確
保
す
る
た
め
の
国
外
情
報
の
収
集
、
罰
則
に
つ
い
て
の
日
米
の
制
 
 

度
の
相
違
点
を
把
捉
し
、
そ
の
相
違
点
か
ら
、
我
が
国
が
学
ぶ
べ
き
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 
 

三
つ
め
の
問
題
意
識
は
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
我
が
国
租
税
条
約
に
お
け
る
採
用
可
能
性
の
検
討
に
資
す
る
見
地
か
 
 

一
二
九
 
 
 



本
章
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
本
稿
の
予
備
知
識
と
な
る
租
税
回
避
の
定
義
に
つ
い
て
、
我
が
国
及
び
主
要
諸
外
国
の
定
義
が
各
々
区
々
 
 

で
あ
る
こ
と
を
概
観
す
る
。
 
 
 

次
に
、
本
稿
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
対
す
る
我
が
国
及
び
米
国
の
企
業
の
進
出
の
度
合
い
を
、
日
米
の
 
 

各
々
の
制
度
の
利
用
の
現
状
の
理
解
に
資
す
る
見
地
か
ら
統
計
的
に
把
接
す
る
と
と
も
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
か
ら
生
ず
る
 
 

（
1
）
 
 

問
題
点
に
可
能
な
限
り
の
接
近
を
試
み
る
。
特
に
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
日
米
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
比
較
分
析
の
前
提
と
な
る
 
 

の
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
形
態
で
利
用
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
で
あ
る
。
そ
こ
 
 

で
第
三
節
に
お
い
て
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
理
論
的
構
造
及
び
具
体
的
・
機
能
的
頬
塑
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
本
質
的
構
 
 

造
の
把
撞
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

ま
た
、
第
四
節
で
は
、
本
稿
の
主
要
目
的
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
、
一
般
的
に
、
な
ぜ
必
要
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
 
 

そ
の
税
制
上
の
原
因
が
租
税
制
度
の
基
本
構
造
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

第
一
節
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
の
定
義
 
 

本
稿
の
主
要
な
研
究
の
対
象
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
我
が
国
の
そ
れ
も
含
め
主
要
先
進
諸
国
に
お
い
て
、
租
税
回
避
 
 
 

一
三
〇
 
 
 

ら
、
米
国
租
税
条
約
上
の
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
国
の
経
験
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
る
。
 
 

第
一
章
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
類
型
 
 



行
為
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
て
き
た
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
租
税
回
避
行
為
及
び
国
際
的
租
税
回
避
行
為
の
概
念
を
 
 

理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
我
が
国
に
お
け
る
概
念
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
租
税
 
 

回
避
行
為
の
否
認
の
た
め
の
明
文
規
定
の
必
要
性
の
有
無
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
検
討
が
重
要
と
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
 
 

（
Ⅰ
・
3
参
照
）
の
よ
う
に
、
結
局
、
学
説
が
対
立
し
、
判
例
も
未
だ
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
及
び
本
稿
の
主
要
目
的
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
 
 

・
ヘ
イ
ブ
ン
に
係
る
課
税
問
題
に
つ
い
て
は
明
文
の
否
認
規
定
が
一
応
存
在
し
て
い
る
こ
と
（
我
が
国
の
場
合
は
措
法
六
六
の
六
）
か
 
 

ら
、
本
節
で
は
、
基
本
的
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
関
す
る
学
説
及
び
主
要
先
進
国
の
考
え
方
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
と
ど
め
る
。
 
 

Ⅰ
 
租
税
回
避
行
為
の
定
義
 
 

租
税
回
避
又
は
租
税
回
避
行
為
と
は
何
か
を
考
え
る
場
合
に
ま
ず
念
頭
に
置
い
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
定
義
を
議
 
 

論
す
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
が
租
税
回
避
行
為
、
脱
税
又
は
節
税
の
い
ず
れ
に
区
分
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
そ
 
 

の
法
的
効
果
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
に
、
租
税
回
避
行
為
は
法
律
上
の
明
文
規
定
が
な
い
場
合
に
納
税
義
務
 
 

（
2
）
 
が
成
立
す
る
の
か
あ
る
い
は
税
務
当
局
の
否
認
が
可
能
か
否
か
と
い
う
点
も
問
題
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て
 
 

み
る
。
 
 

1
 
租
税
回
避
行
為
の
定
義
に
関
す
る
主
要
な
学
説
 
 
 

租
税
回
避
行
為
の
定
義
に
関
す
る
主
要
な
学
説
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

日
 
金
子
宏
教
授
 
 
 

租
税
回
避
と
は
、
「
私
法
上
の
選
択
可
能
性
を
利
用
し
、
私
的
経
済
取
引
プ
ロ
パ
ー
の
見
地
か
ら
は
合
理
的
理
由
が
な
い
の
に
、
通
常
用
 
 

一
三
一
 
 
 



一
三
二
 
 
 

い
ら
れ
な
い
法
形
式
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
意
図
し
た
経
済
的
成
果
を
実
現
し
な
が
ら
、
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式
 
 

（
3
）
 
 

に
対
応
す
る
課
税
要
件
の
充
足
を
免
れ
、
も
っ
て
税
負
担
を
減
少
さ
せ
あ
る
い
は
排
除
す
る
こ
と
」
を
い
う
 

切
 
清
永
敬
次
教
授
 
 
 

租
税
回
避
と
は
、
「
税
法
上
通
常
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
取
引
形
式
を
選
択
せ
ず
、
そ
れ
と
は
異
な
る
取
引
形
式
を
選
択
す
る
こ
 
 

と
に
よ
り
、
通
常
の
取
引
形
式
を
選
択
し
た
場
合
と
同
一
ま
た
は
は
ぼ
同
一
の
経
済
的
効
果
を
達
成
し
な
が
ら
、
租
税
上
の
負
担
を
軽
減
 
 

（
4
）
 
 

ま
た
は
排
除
す
る
こ
と
」
 
で
あ
る
 

㈱
 
北
野
弘
久
教
授
 
 
 

「
理
論
上
租
税
回
避
行
為
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
次
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
∽
 
 

不
相
応
な
方
法
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
異
常
な
行
為
を
選
択
し
、
∽
そ
れ
に
よ
っ
て
通
常
の
行
為
を
選
択
し
た
と
き
と
同
一
の
経
済
目
 
 

的
の
達
成
が
な
さ
れ
、
㈲
そ
の
結
果
、
か
な
り
の
租
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
こ
の
異
常
な
行
為
を
租
税
回
避
行
為
 
 

（
5
）
 
 

と
い
う
」
。
 
 

㈲
 
松
沢
智
教
授
 
 
 

「
租
税
回
避
行
為
と
は
、
私
法
上
の
選
択
可
能
性
を
利
用
し
、
当
事
者
の
選
択
し
た
法
形
式
な
い
し
取
引
行
為
が
異
常
で
あ
っ
て
、
そ
 
 

れ
に
よ
り
通
常
の
法
形
式
な
い
し
取
引
行
為
を
選
択
し
た
と
実
質
的
に
は
同
様
の
経
済
的
効
果
を
実
現
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
課
 
 

税
要
件
の
充
足
を
免
れ
、
不
当
に
租
税
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
租
税
の
回
避
以
外
に
は
、
異
常
な
法
形
式
な
い
し
取
引
行
為
を
選
択
し
た
 
 

（
6
）
 
 

な
ん
ら
の
正
当
な
理
由
の
な
い
こ
と
を
い
う
と
解
す
る
」
。
 
 

㈲
 
田
中
二
郎
博
士
 
 
 



（
7
）
 
 
 

「
租
税
回
避
行
為
と
い
う
の
は
、
迂
回
行
為
や
多
段
階
行
為
に
よ
っ
て
租
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
回
避
し
ょ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
」
 
 

㈲
 
渡
辺
仲
平
判
事
 
 
 

「
こ
の
仮
装
行
為
・
租
税
回
避
行
為
・
隠
れ
た
る
利
益
処
分
と
は
如
何
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
・
二
‥
‥
先
ず
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
 
 

も
納
税
者
の
真
に
意
図
し
た
経
済
的
実
質
と
は
異
な
る
事
実
上
あ
る
い
は
法
律
上
の
形
式
を
意
識
的
に
作
出
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
と
 
 

い
う
点
で
は
す
べ
て
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
異
な
る
の
は
、
…
…
 「
租
税
回
避
行
為
」
…
…
と
ほ
右
作
出
さ
れ
た
形
式
自
体
は
当
 
 

該
納
税
者
の
真
意
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る
。
…
…
次
に
租
税
回
避
行
為
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
…
…
を
…
…
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
じ
 
 

租
税
回
避
（
軽
減
も
し
く
は
免
除
）
 
の
意
図
ま
た
は
認
識
を
必
要
と
す
る
…
…
次
に
∽
租
税
回
避
行
為
成
立
の
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
に
 
 

作
出
さ
れ
た
形
式
…
…
そ
れ
相
当
の
合
理
的
な
経
済
的
理
由
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
他
面
右
行
為
形
式
が
、
そ
の
経
済
 
 

的
実
質
と
の
対
比
で
通
常
の
社
会
観
念
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
特
に
異
常
で
あ
る
場
合
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
…
…
そ
し
て
最
後
 
 

に
、
…
…
租
税
回
避
の
結
果
つ
ま
り
租
税
の
減
免
と
い
う
結
果
の
発
生
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
し
た
場
合
に
は
 
 

（
8
）
 
 

租
税
回
避
行
為
に
該
当
す
る
」
。
 
 

S
 
主
要
な
学
説
の
ま
と
め
 
 
 

前
述
∽
～
㈲
の
学
説
は
、
渡
辺
判
事
の
説
を
別
と
す
れ
ば
、
①
選
択
し
た
法
形
式
の
異
常
性
、
②
通
常
の
法
形
式
と
同
様
の
経
済
的
成
 
 

果
の
実
現
、
③
税
負
担
の
減
少
、
と
い
っ
た
要
素
で
説
明
を
す
る
点
共
通
し
て
い
る
。
な
お
、
松
沢
教
授
が
 
「
租
税
の
回
避
以
外
に
は
異
 
 

常
な
法
形
式
…
…
を
選
択
し
た
な
ん
ら
の
正
当
な
理
由
の
な
い
こ
と
」
を
あ
げ
、
ま
た
、
渡
辺
判
事
が
、
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
租
税
回
 
 

避
の
意
図
を
あ
げ
て
い
る
点
注
目
さ
れ
る
。
 
 

2
 
租
税
回
避
行
為
と
脱
税
及
び
節
税
と
の
相
違
 
 

一
三
三
 
 
 



一
三
四
 
 

脱
税
、
租
税
回
避
及
び
節
税
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
は
ぼ
対
立
は
な
く
、
金
子
宏
教
授
の
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
代
表
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

「
租
税
回
避
は
、
一
方
で
、
脱
税
（
t
a
X
e
喜
S
i
O
n
－
S
肯
u
e
r
h
i
n
t
e
r
z
i
e
h
u
n
g
）
と
異
な
る
。
脱
税
が
課
税
要
件
の
充
足
の
事
実
を
全
部
ま
 
 

た
は
一
部
秘
匿
す
る
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
租
税
回
避
は
、
課
税
要
件
の
充
足
そ
の
も
の
を
回
避
す
る
行
為
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
 
 

は
、
節
税
（
t
a
舛
S
a
く
i
n
g
－
S
t
e
u
e
r
e
r
s
p
a
r
u
n
g
）
と
も
異
な
る
。
節
税
が
租
税
法
規
が
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
税
負
担
の
減
少
を
 
 

図
る
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
租
税
回
避
ほ
、
租
税
法
規
が
予
定
し
て
い
な
い
異
常
な
法
形
式
を
用
い
て
税
負
担
の
減
少
を
図
る
行
為
で
 
 

（
9
）
 
 

あ
る
。
も
っ
と
も
、
節
税
と
租
税
回
避
の
限
界
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
結
局
ほ
社
会
通
念
に
よ
っ
て
決
め
ざ
る
を
え
な
い
」
。
 
 

3
 
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
た
め
の
明
文
規
定
の
必
要
性
 
 
 

租
税
回
避
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
用
い
た
私
法
上
の
法
形
式
を
租
税
法
上
も
そ
の
ま
ま
容
認
し
、
そ
れ
に
即
し
て
課
税
を
行
 
 

う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
が
私
法
上
は
有
効
な
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
租
税
法
上
は
そ
れ
を
無
視
し
、
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
 
 

（
1
0
）
 
 

式
に
対
応
す
る
課
税
要
件
が
充
足
さ
れ
た
も
の
と
し
て
課
税
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
租
税
回
避
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
事
 
 

者
が
用
い
た
法
形
式
を
租
税
法
上
は
無
視
し
、
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式
に
対
応
す
る
喪
税
要
件
が
充
足
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
 
 

W
狙
汎
 
 

こ
と
を
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
と
呼
ぶ
。
 
 
 

（
1
2
）
 
が
な
い
場
合
に
も
否
認
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
 

租
税
回
避
行
為
の
否
認
を
認
め
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
め
る
要
件
に
従
っ
て
否
認
が
認
め
ら
れ
る
。
問
題
は
、
否
認
規
定
 
 

。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 
 

∽
 
学
説
の
動
向
 
 
 

租
税
回
避
行
為
の
否
認
を
認
め
る
規
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
否
認
規
定
が
、
一
般
的
な
否
認
規
定
で
足
り
る
と
す
る
考
え
方
（
消
極
一
 
 
 



般
規
定
説
）
と
一
般
的
な
否
認
規
定
で
は
足
り
ず
個
別
的
・
具
体
的
な
否
認
規
定
が
必
要
と
す
る
説
（
消
極
具
体
的
規
定
説
）
と
に
大
き
 
 

く
分
か
れ
る
。
 
 

一
方
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
を
認
め
る
規
定
が
な
い
場
合
に
、
そ
の
租
税
回
避
行
為
を
否
認
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
否
認
で
 
 

（
1
3
）
 
 

き
る
と
す
る
立
場
（
積
極
説
）
と
否
認
で
き
な
い
と
す
る
立
場
（
消
極
説
）
と
二
つ
に
分
か
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
に
関
し
て
、
前
述
の
1
の
学
説
の
各
々
の
考
え
方
の
概
要
を
見
て
み
る
と
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

【
表
】
明
文
規
定
が
な
い
場
合
の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
可
否
 
 

∽
 
判
例
の
動
向
 
 
 

最
高
裁
判
所
の
判
断
は
ま
だ
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
下
級
審
の
裁
判
例
は
積
極
説
、
消
極
説
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
、
積
極
説
 
 

一
三
五
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権  
理  
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格  
き  否  
も  
の  の  等  

法  
理  
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19  18  17   16  15  14  

個  
別  

の  
具  
体  
的  
規  
定   規  

定  



一
三
六
 
 

（
1
3
）
 
 

に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
裁
判
例
は
、
従
前
は
積
極
説
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
、
消
極
説
に
立
つ
裁
判
例
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
 
 

（
2
0
）
 
 

に
な
っ
て
き
て
い
る
 

次
に
、
積
極
説
、
消
極
説
の
裁
判
例
を
い
く
つ
か
概
観
す
る
。
 
 

イ
．
積
極
説
に
立
つ
判
例
 
 
 

日
 
大
阪
高
判
・
昭
和
三
十
九
年
九
月
二
十
四
日
（
行
裁
例
集
一
五
巻
九
号
一
七
〓
ハ
頁
）
 
 

課
我
要
件
事
実
の
儲
定
に
当
た
っ
て
は
、
行
為
の
実
質
及
び
経
済
的
効
果
を
参
し
ゃ
く
考
量
し
て
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
が
許
さ
 
 
 

れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
他
の
合
理
的
な
経
済
目
的
か
ら
合
法
的
に
な
さ
れ
た
私
法
上
の
行
為
ま
で
、
法
律
上
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
 
 
 

否
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
例
。
 
 
 

H
 
神
戸
地
判
・
昭
和
四
十
五
年
七
月
七
日
（
訟
務
月
報
一
六
巻
一
二
号
一
五
一
三
頁
）
 
 

税
法
上
そ
の
所
得
を
判
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
選
択
し
た
法
律
形
式
だ
け
で
な
く
そ
の
経
済
実
質
を
も
検
討
し
て
判
定
 
 
 

す
べ
き
で
あ
り
、
右
選
択
さ
れ
た
法
律
形
式
が
異
常
で
あ
り
、
こ
れ
を
選
択
し
た
こ
と
に
つ
き
正
当
化
す
る
特
段
の
事
情
の
な
い
限
 
 
 

り
、
租
税
負
担
の
公
平
の
見
地
か
ら
、
当
該
選
択
さ
れ
た
法
律
形
式
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
例
。
 
 
 

日
 
東
京
地
裁
・
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
日
判
決
（
行
裁
例
集
二
t
衰
三
号
三
九
九
頁
）
 
 

法
人
税
法
は
、
法
人
が
純
経
済
人
と
し
て
合
理
的
に
行
為
計
算
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
が
租
税
の
 
 
 

回
避
目
的
で
こ
と
さ
ら
に
不
自
然
、
不
合
理
な
行
為
計
算
を
す
る
こ
と
に
よ
り
税
負
担
を
免
れ
る
結
果
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
 
 
 

よ
う
な
行
為
計
算
を
否
認
し
、
経
済
合
理
的
に
行
動
し
た
と
す
れ
ば
通
常
と
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
行
為
計
算
に
従
っ
て
課
 
 
 

税
し
得
る
と
さ
れ
た
例
。
 
 
 



ロ
 
消
極
説
に
立
つ
裁
判
例
 
 
 

東
京
高
裁
・
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日
（
訟
務
月
報
二
一
巻
六
号
一
三
一
四
頁
）
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
の
は
か
、
一
般
的
に
租
税
回
避
の
否
認
を
認
め
る
規
定
の
な
い
わ
が
税
法
に
お
い
て
は
、
租
税
法
律
 
 
 

主
義
の
原
則
か
ら
租
税
回
避
行
為
を
否
認
し
て
通
常
の
取
引
形
式
を
選
択
し
、
こ
れ
に
課
税
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
例
。
 
 

㈱
 
裁
判
例
の
分
析
 
 
 

積
極
説
に
立
つ
前
述
吻
・
イ
の
裁
判
例
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

租
税
回
避
行
為
ほ
、
法
律
の
規
定
な
く
し
て
も
否
認
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
否
認
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
「
他
 
 

の
合
理
的
な
経
済
目
的
か
ら
合
法
的
に
な
さ
れ
た
私
法
上
の
行
為
で
は
な
い
場
合
」
（
前
述
吻
イ
M
）
、
「
異
常
な
法
律
形
式
を
選
択
し
た
 
 

こ
と
に
つ
き
正
当
化
す
る
特
段
の
事
情
が
な
い
場
合
」
（
前
述
聞
イ
伺
）
に
、
否
認
で
き
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
否
認
の
根
拠
 
 

は
、
判
示
か
ら
推
察
す
る
に
、
「
法
人
税
法
の
目
的
」
、
と
か
「
租
税
負
担
の
公
平
」
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

消
極
説
に
立
つ
前
述
∽
・
ロ
の
裁
判
例
は
、
ま
さ
に
、
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
否
認
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
非
同
族
会
社
へ
の
適
用
の
有
無
 
 

（
2
1
）
 
 
 

法
人
税
法
一
三
二
条
に
閲
し
、
こ
の
規
定
が
同
族
会
社
の
み
で
は
な
く
非
同
族
会
社
に
も
適
用
さ
れ
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
 
 

本
件
検
討
の
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
考
え
方
を
概
観
し
、
非
同
族
会
社
へ
の
適
用
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
考
え
 
 

て
み
る
。
 
 
 

法
人
税
法
一
三
二
条
の
同
族
会
社
の
否
認
規
定
に
閲
し
、
非
同
族
会
社
の
租
税
回
避
行
為
を
否
認
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
 
 

つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
 
 

一
三
七
 
 
 



一
三
八
 
 

イ
 
租
税
回
避
行
為
が
同
族
会
社
に
お
い
て
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
一
三
二
条
は
宣
言
的
、
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
 
 
 

実
質
課
税
の
具
体
化
の
見
地
か
ら
、
非
同
族
会
社
の
租
税
回
避
行
為
も
こ
の
規
定
に
よ
り
否
認
し
う
る
と
す
る
考
え
方
。
 
 

ロ
 
租
税
法
律
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て
法
三
≡
粂
は
特
に
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
を
許
し
た
も
の
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
 
 
 

で
あ
っ
て
、
一
般
の
非
同
族
会
社
等
に
つ
い
て
は
そ
の
租
税
回
避
行
為
に
つ
き
実
質
課
税
に
よ
っ
て
否
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
 
 
 

な
い
と
す
る
考
え
方
。
 
 
 

こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
考
え
方
の
う
ち
法
三
≡
条
を
い
ず
れ
の
も
の
と
考
え
る
か
は
、
基
本
的
に
は
、
租
税
法
律
主
義
と
租
税
負
担
 
 

（
2
2
）
 
 

公
平
の
原
則
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
る
。
租
税
法
律
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
非
同
族
会
社
の
「
行
為
計
算
否
認
を
認
め
る
規
定
が
 
 

な
い
か
ら
、
そ
の
行
為
計
算
が
経
済
的
合
理
性
を
欠
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
 
 

（
2
3
）
 
 

き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
立
場
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
M
～
何
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
結
局
、
主
と
し
て
公
平
負
担
を
重
視
す
 
 

る
立
場
に
立
ち
、
実
質
的
な
担
税
力
に
応
じ
た
公
平
負
担
こ
そ
が
租
税
法
の
根
本
理
念
で
あ
り
、
租
税
法
律
主
義
は
究
極
的
に
ほ
租
税
正
 
 

義
を
実
現
す
る
た
め
の
形
式
的
な
一
面
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
法
t
三
二
条
を
租
税
法
に
内
在
す
る
解
釈
原
理
と
し
て
 
 

（
2
4
）
 
 

の
実
質
主
義
の
宣
言
的
表
現
と
理
解
す
る
立
場
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

日
 
本
旗
定
創
設
当
時
（
大
正
十
二
年
）
は
、
「
公
平
ヲ
期
ス
ル
」
趣
旨
（
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
答
申
税
制
整
理
秦
・
大
正
十
一
年
七
 
 

（
2
5
）
 
 

月
二
十
日
」
 
で
あ
っ
た
こ
と
 
 
 

H
 
前
述
M
の
背
景
か
ら
、
本
規
定
は
租
税
負
担
の
公
平
が
図
ら
れ
る
よ
う
経
済
的
意
義
及
び
実
質
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
こ
と
を
定
 
 

（
2
6
）
 
 

め
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
 
 
 



目
 
前
述
何
の
公
平
負
担
の
見
地
か
ら
は
、
同
族
会
社
で
あ
れ
、
非
同
族
会
社
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
課
税
主
体
を
課
税
上
公
平
に
扱
う
 
 

（
2
7
）
 
 

必
要
が
あ
る
こ
と
 
 
 

H
 
仮
に
、
非
同
族
会
社
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
不
当
な
行
為
計
算
も
否
認
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
同
族
会
社
を
差
別
的
に
扱
ケ
こ
 
 

（
2
8
）
 
 

と
と
な
り
憲
法
の
保
証
す
る
租
税
法
律
主
義
に
反
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
 
 
 

回
 
非
同
族
会
社
に
適
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
非
同
族
会
社
を
不
利
に
扱
う
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
新
た
な
課
税
権
の
創
設
で
も
な
い
 
 

（
2
9
）
 
 

こ
と
 
 
 

㈲
 
明
文
規
定
の
必
要
性
の
有
無
 
 
 

前
述
∽
か
ら
㈲
ま
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
学
説
に
お
い
て
は
、
積
極
説
、
消
極
説
の
両
説
が
あ
る
が
消
極
説
が
優
勢
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

ロ
 
裁
判
例
に
お
い
て
も
両
説
あ
る
が
、
や
や
積
極
説
の
万
が
一
般
的
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
積
極
説
は
租
税
負
担
の
公
平
と
 
 
 

い
っ
た
点
を
根
拠
と
す
る
。
 
 

ハ
 
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
非
同
族
会
社
へ
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
非
同
族
会
社
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る
立
場
と
同
 
 
 

族
会
社
に
限
定
す
る
立
場
と
が
あ
る
。
 
 
 

学
説
及
び
裁
判
例
か
ら
は
い
ず
れ
の
説
と
も
決
め
が
た
い
が
、
学
説
に
お
い
て
消
極
説
が
優
勢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
個
 
 

別
の
事
案
の
判
断
に
当
た
っ
て
裁
判
所
の
考
え
方
が
積
極
説
に
立
つ
も
の
が
多
い
現
状
は
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
 
 

こ
れ
は
、
個
別
案
件
が
実
際
に
出
て
き
た
場
合
に
は
否
認
規
定
な
し
と
い
え
ど
も
そ
の
租
税
回
避
行
為
に
つ
い
て
、
租
税
法
の
板
木
原
理
 
 

た
る
公
平
負
担
の
原
則
と
い
っ
た
見
地
か
ら
の
考
慮
を
重
視
せ
ぎ
る
を
得
な
い
事
案
の
存
在
を
示
す
も
の
と
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

一
三
九
 
 
 



一
四
〇
 
 

特
に
、
法
人
税
法
一
三
二
条
が
租
税
法
に
内
在
す
る
解
釈
原
理
と
し
て
の
実
質
主
義
の
宣
言
的
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
 
 

と
す
る
立
場
か
ら
は
、
租
税
回
避
行
為
一
般
に
つ
い
て
も
租
税
法
の
根
本
理
念
で
あ
る
公
平
負
担
の
原
則
に
立
っ
て
否
認
を
行
う
こ
と
が
 
 

可
能
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

4
 
外
国
に
お
け
る
租
税
回
避
の
概
念
 
 
 

諸
外
国
で
の
租
税
回
避
の
概
念
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
一
様
で
は
な
い
。
 
 

m
 
米
 
国
 
 
 

脱
税
（
t
a
X
 
e
く
a
S
i
O
n
）
 
に
は
、
租
税
の
納
付
を
免
れ
る
た
め
の
故
意
の
脱
法
行
為
（
a
w
i
ニ
f
u
ニ
ま
○
－
a
t
i
O
n
 
O
f
 
t
h
e
 
F
w
）
が
含
ま
れ
、
 
 

租
税
回
避
（
t
a
H
a
∃
i
d
a
コ
C
e
）
に
ほ
、
広
義
に
解
す
る
場
合
、
脱
税
以
外
の
全
て
の
税
の
最
小
化
の
た
め
の
行
為
が
含
ま
れ
る
。
経
済
的
 
 

実
質
（
e
c
O
n
O
m
i
n
s
u
b
s
t
a
n
c
e
）
ま
た
は
事
業
目
的
（
b
u
s
i
n
e
s
s
p
u
r
p
O
S
e
）
の
な
い
人
為
的
な
租
税
回
避
行
為
は
、
否
認
さ
れ
経
済
的
真
 
 

実
（
e
c
O
n
O
m
i
c
r
e
a
－
i
t
y
）
 
に
従
っ
た
課
税
取
扱
い
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
に
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
さ
れ
る
（
民
事
上
及
び
刑
 
 

事
上
の
詐
欺
と
し
て
の
制
裁
は
課
さ
れ
な
い
。
）
。
し
か
し
、
実
際
上
、
こ
の
よ
う
な
受
入
れ
難
い
租
税
最
小
化
ス
キ
ー
ム
と
適
法
な
租
税
 
 

（
3
0
）
 
 

回
避
（
ま
た
は
最
小
化
行
為
）
と
の
間
の
明
確
な
区
別
は
困
難
で
あ
る
 

な
お
、
脱
税
を
違
法
（
i
－
－
e
g
a
－
）
な
も
の
、
租
税
屈
避
を
適
法
（
－
e
g
巴
）
な
も
の
と
定
義
し
た
上
、
租
税
回
避
を
①
国
家
政
策
遂
行
上
の
 
 

も
の
 
（
例
‥
持
家
に
関
す
る
控
除
）
及
び
②
議
会
の
意
図
を
超
え
る
も
の
、
の
二
つ
に
分
け
、
②
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
行
為
が
発
見
 
 

（
3
1
）
 
 

さ
れ
た
ら
議
会
は
直
ち
に
法
改
正
を
行
う
べ
き
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る
 

（
3
2
）
 
 
 

ま
た
、
内
国
歳
入
庁
マ
ニ
ュ
ア
ル
 
（
H
n
t
e
r
n
巴
R
e
く
e
n
u
e
S
e
r
く
i
c
e
M
a
n
u
a
－
）
は
、
租
税
回
避
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
前
提
で
、
適
法
 
 

（
3
3
）
 
 

性
と
隠
匿
な
い
し
不
正
陳
述
の
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
次
の
よ
う
な
定
義
を
示
し
て
い
る
 



「
租
税
回
避
は
犯
罪
行
為
で
は
な
い
。
適
法
な
手
段
（
－
e
g
i
t
i
m
a
t
e
m
e
a
n
s
）
に
よ
り
、
租
税
を
減
じ
、
回
避
し
、
最
小
限
に
抑
え
、
ま
 
 

た
は
軽
減
す
る
試
み
は
許
さ
れ
る
。
（
中
略
）
租
税
を
回
避
す
る
老
は
、
隠
匿
な
い
し
不
正
陳
述
を
行
な
わ
な
い
。
そ
の
者
は
、
納
税
義
務
 
 

を
軽
減
な
い
し
消
滅
せ
し
め
る
た
め
に
事
柄
を
形
成
す
る
が
、
一
旦
当
該
事
柄
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
完
全
開
示
を
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
」
 
 

∽
 
独
 
 
 

「
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
租
税
通
則
法
（
a
b
g
a
b
e
n
O
r
d
n
u
n
g
）
第
四
二
条
が
、
法
的
形
式
の
濫
用
に
よ
る
租
税
回
避
を
禁
じ
て
い
る
 
 

と
こ
ろ
か
ら
、
法
的
形
式
の
濫
用
を
中
心
と
し
て
租
税
回
避
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
法
特
有
の
概
念
と
し
て
、
租
税
逃
避
 
 

（
S
t
e
u
e
r
f
F
c
h
t
）
が
あ
る
。
租
税
逃
避
と
は
、
国
際
的
分
野
に
お
い
て
、
納
税
義
務
者
の
現
実
行
為
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
法
的
形
式
も
 
 

し
く
は
営
業
関
係
に
お
け
る
機
会
の
特
定
の
選
択
に
よ
っ
て
高
率
租
税
を
軽
減
す
る
こ
と
、
ま
た
ほ
、
現
在
も
し
く
は
将
来
の
課
税
客
体
 
 

（
3
4
）
 
 

を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
国
の
課
税
水
準
の
差
を
有
利
に
利
用
す
る
こ
と
」
を
い
う
。
 
 

㈲
 
英
 
国
 
 
 

「
英
法
の
下
で
、
租
税
回
避
は
t
般
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、
租
税
回
避
と
は
、
合
法
的
な
手
段
（
即
ち
、
納
税
義
務
者
に
罰
則
も
 
 

し
く
は
刑
事
手
続
の
責
任
を
も
た
ら
さ
な
い
手
段
）
 
で
納
税
義
務
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
、
更
に
短
い
定
義
を
与
え
る
な
ら
ば
、
実
際
に
 
 

法
を
破
る
こ
と
な
く
税
金
を
避
け
る
技
術
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
租
税
回
避
の
解
釈
基
準
と
し
て
、
人
為
的
 
（
a
r
t
i
f
i
c
i
a
－
i
t
y
）
、
動
機
 
 

（
m
O
t
i
く
e
）
、
主
た
る
利
益
（
m
a
i
n
 
b
e
n
e
f
i
t
）
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
、
い
ず
れ
も
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
 
 

（
3
5
）
 
い
る
。
 
 

㈲
 
仏
 
 

一
四
一
 
 
 



一
四
二
 
 

「
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
は
、
租
税
回
避
に
、
法
の
濫
用
（
a
b
u
s
 
d
e
 
d
r
O
i
t
）
 
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
欺
岡
的
意
図
（
－
、
i
n
t
e
n
・
 
 

t
i
O
n
f
r
a
u
d
u
訂
u
s
e
）
が
加
わ
れ
ば
、
脱
税
と
し
て
刑
罪
の
対
象
と
な
る
。
法
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
実
定
法
上
規
定
が
あ
り
、
一
般
租
税
 
 

（
3
6
）
 
 

法
（
c
O
d
e
g
e
n
e
r
a
－
d
e
s
i
m
p
O
t
S
）
第
〓
ハ
四
九
条
B
項
に
よ
り
、
法
の
濫
用
は
税
務
当
局
に
対
し
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
 

5
 
租
税
回
避
の
定
義
の
共
通
化
の
試
み
 
 
 

「
国
際
的
側
面
に
お
け
る
租
税
回
避
に
つ
い
て
共
通
の
定
義
を
求
め
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
O
E
C
D
税
務
委
員
会
第
八
作
業
部
 
 

会
の
報
告
に
お
い
て
は
、
法
の
文
言
に
合
致
し
て
い
る
も
、
立
法
の
意
図
に
合
致
し
な
い
租
税
軽
減
行
為
を
租
税
回
避
と
定
義
し
、
許
容
 
 

さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
要
素
と
し
て
、
人
為
性
、
秘
密
性
、
法
の
抜
け
穴
の
利
用
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
一
体
誰
が
 
 

立
法
の
意
図
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
税
務
当
局
の
み
が
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
納
税
義
務
者
も
こ
れ
を
知
る
 
 

（
3
7
）
 
べ
き
で
は
な
い
か
。
現
在
の
租
税
立
法
は
必
ず
し
も
首
尾
一
貫
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
等
々
の
批
判
が
あ
る
」
。
 
 

Ⅰ
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
の
定
義
 
 

国
際
的
租
税
回
避
行
為
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
国
内
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
特
に
定
ま
っ
た
も
 
 

の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
定
義
を
共
通
化
し
ょ
う
と
す
る
試
み
ほ
、
O
E
C
D
等
の
場
で
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
困
 
 

難
な
問
題
へ
の
努
力
を
続
け
て
い
る
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
 
（
t
h
e
 
R
O
t
t
e
r
d
a
m
H
n
s
t
i
t
u
t
e
f
O
r
F
i
s
c
a
－
S
t
u
d
i
e
s
）
の
 
 

（
3
8
）
 
 

研
究
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
 

「
国
際
的
租
税
回
避
行
為
と
は
、
適
法
な
手
段
に
よ
り
、
国
境
を
超
え
て
の
人
的
、
物
的
移
動
（
ま
た
は
不
移
動
）
 
に
よ
り
納
税
義
務
 
 

を
減
免
す
る
行
為
と
定
義
し
、
租
税
回
避
を
適
法
な
（
－
e
g
i
t
i
ヨ
a
t
e
）
な
も
の
、
不
適
法
な
（
e
－
－
r
g
i
t
i
m
a
t
e
）
も
の
と
に
分
け
、
妥
当
で
な
 
 
 



い
手
段
に
よ
る
租
税
回
避
を
後
者
と
し
、
こ
れ
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
そ
し
て
、
何
が
 
「
妥
当
で
な
い
」
 
か
 
 

に
つ
い
て
は
、
M
動
機
、
H
法
形
式
の
人
為
性
、
い
租
税
上
の
利
益
の
取
得
、
日
立
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
の
税
務
 
 

当
局
の
決
定
、
国
広
く
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
結
果
、
立
法
、
司
法
ま
た
は
行
政
府
に
よ
る
排
除
の
決
定
が
基
準
に
な
る
と
す
る
。
こ
れ
 
 

も
、
所
詮
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
判
断
と
な
る
。
 
 

（
3
8
）
 
 

許
容
さ
れ
な
い
国
際
的
租
税
回
避
の
明
確
な
一
般
的
定
義
ほ
至
難
の
技
で
あ
り
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
従
っ
て
判
断
せ
ぎ
る
を
得
な
い
」
 
 

第
二
節
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
現
状
及
び
問
題
点
 
 

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
企
業
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
へ
実
際
上
ど
の
程
度
進
出
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
そ
の
現
状
を
統
計
的
に
把
握
 
 

す
る
。
次
に
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
企
業
は
海
外
特
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
進
出
す
る
の
か
に
つ
い
て
そ
の
安
国
を
分
析
す
る
。
さ
 
 

ら
に
、
最
近
に
お
け
る
企
業
の
海
外
租
税
戦
略
が
金
融
子
会
社
の
設
立
を
特
徴
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
分
析
し
、
最
後
 
 

に
、
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
が
も
た
ら
す
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
対
外
直
接
投
資
等
の
現
状
 
 
 

1
 
概
 
要
 
 
 

我
が
国
経
済
の
国
際
化
の
進
展
の
状
況
を
み
る
と
、
我
が
国
の
対
外
民
間
投
資
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
の
 
 

大
改
正
を
ほ
じ
め
数
次
に
わ
た
る
自
由
化
措
置
が
採
ら
れ
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
自
由
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
 
 

経
済
自
体
が
著
し
い
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
を
反
映
し
て
急
激
に
増
加
し
て
き
た
。
対
外
民
間
投
資
の
う
ち
海
外
で
の
経
済
活
動
に
関
係
の
 
 

一
四
三
 
 
 



一
四
四
 
 
 

深
い
対
外
直
接
投
資
を
み
る
と
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
導
入
直
前
の
昭
和
五
十
一
年
度
末
の
累
計
額
一
九
四
億
ド
ル
が
昭
和
六
十
 
 

（
3
9
）
 
 

三
年
度
末
で
は
一
入
六
四
億
ド
ル
と
約
t
O
倍
に
な
っ
て
い
る
。
略
和
六
十
三
年
度
末
の
世
界
各
国
の
対
外
直
接
投
資
残
高
を
比
較
し
て
 
 

み
る
と
我
が
国
は
一
一
〇
八
億
ド
ル
 
（
前
年
比
伸
び
率
四
四
％
）
 
で
、
米
国
（
三
三
六
九
億
ド
ル
）
 
及
び
英
国
（
一
入
三
七
億
ド
ル
）
 
に
 
 

（
4
0
）
 
 

次
い
で
第
三
位
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
我
が
国
の
対
外
純
資
産
は
、
昭
和
六
十
年
に
英
国
を
抜
い
て
世
界
長
大
と
な
っ
た
後
も
増
加
を
 
 

（
4
1
）
 
 

続
け
、
昭
和
六
十
三
年
末
に
は
三
五
〇
〇
億
ド
ル
に
達
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
海
外
投
資
の
本
格
化
に
伴
い
外
国
か
 
 

ら
受
け
取
る
投
資
収
益
（
利
子
、
配
当
）
 
の
受
取
高
が
急
激
な
伸
び
を
み
せ
、
平
成
元
年
は
一
〇
一
七
億
ド
ル
で
最
近
三
年
間
で
三
・
五
 
 

（
4
2
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
3
）
 
倍
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
六
十
三
年
度
の
国
別
・
業
種
別
直
接
投
資
額
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

【
表
】
昭
和
六
十
三
年
度
の
国
別
・
業
種
別
直
接
投
資
額
（
上
位
一
〇
か
国
・
業
種
）
 
 （

単
位
ほ
百
万
ド
ル
、
カ
ツ
コ
内
は
構
成
比
）
 
 

⑧⑦⑥（9④③（∋（∋   

国  
イ 港ナ ラ】イ 国国   

マ ン’ス マ   
ダト ン   

ラ   
リ   

名  国  

ア  

金  
五六一五一○五○   
九二二九三九六一   
／‾ヽ ′（ヽ   （     （     （     （     （     （   別   

一   
四  

三 三 五 五 五．へ 六   

八五六－ －五 四 二   ）    ）    ）    ）    ）    ）    ）   ＼＿／   

額  

（診（∋（む（9（彰（∋（∋①   

業   
附    l  種  皇       ビ   

鉄枕  
投  

業  資  

先   

一 一 二 ≡；三 三 ノ＼三  

金  
六三七四 ○三四 ○  

種   七二ニー 四二四 四  

（     （     （     （     （     （     （     （  別   

二三五六六セノ＼七   
額  

九0 0五入九四九   ）     ）     ）     ）     ）     ）     ）     ）  



2
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
向
け
直
接
投
資
 
 

m
 
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
向
け
直
接
投
資
 
 

（
朗
）
 
 
 

我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
の
軽
課
税
国
は
四
一
か
国
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
（
昭
和
二
十
六
年
～
昭
和
六
十
三
年
）
 
 

直
接
投
資
額
の
累
計
額
が
1
億
ド
ル
を
超
え
た
軽
課
税
国
は
パ
ナ
マ
、
香
港
、
ケ
イ
マ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
リ
ベ
リ
ア
、
バ
ハ
マ
、
 
 

（
4
5
）
 
 

ス
イ
ス
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
、
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
、
バ
ー
ジ
ン
、
バ
ー
レ
ン
の
一
一
か
国
で
あ
る
 
（
後
掲
、
【
表
1
】
参
殿
）
。
特
徴
と
し
て
は
、
 
 

便
宜
置
籍
国
と
し
て
の
パ
ナ
マ
、
リ
ベ
リ
ア
、
日
本
に
近
い
香
港
、
金
融
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
い
っ
た
国
が
上
位
に
 
 

ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

最
近
一
一
年
間
（
昭
和
六
十
二
年
及
び
六
十
三
年
）
の
直
接
投
資
額
が
こ
れ
ま
で
（
昭
和
二
十
六
年
～
及
び
昭
和
六
十
二
奉
）
の
直
接
投
 
 

資
累
計
額
に
占
め
る
割
合
を
み
る
と
全
世
界
（
こ
れ
か
ら
一
一
か
国
を
除
く
）
平
均
の
割
合
が
四
二
・
九
％
で
こ
れ
ら
t
一
か
国
の
平
均
 
 

が
四
三
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
み
せ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
を
業
種
別
に
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
が
比
較
的
集
中
し
て
い
る
中
南
米
地
域
全
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
地
域
に
 
 

一
四
五
 
 
 

全  
世  
界  

ノ＼ン’  

マガ  
ポ  

計   l  

ル   

四  
七  
○  七  金  

二 四  
上土  

（   （     （   別  

○  
○  
）   

／ヽ／＼  

額  

＼ノ）   

全  
世  
界  

、学  種  

計   

資  

四  先  
七  

業  

八重  種  

（    （      （  別   

○  
○  
）   額   

セセ ））  



一
四
六
 
 
 

対
す
る
直
接
投
資
累
計
額
（
一
〇
〇
％
と
す
る
）
 
の
う
ち
金
融
・
保
険
業
が
三
四
・
八
％
、
運
輸
業
が
二
九
ニ
ー
％
と
こ
れ
ら
の
業
種
で
 
 

（
4
6
）
 
 

対
中
南
米
投
資
の
六
四
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
別
に
み
た
直
接
投
資
に
占
め
る
金
融
・
保
 
 

険
業
の
投
資
の
割
合
は
、
ケ
イ
マ
ン
 
（
九
九
ニ
ー
％
）
、
バ
ー
レ
ン
 
（
九
七
・
八
％
）
、
バ
ハ
マ
 
（
九
二
・
一
％
）
、
バ
ー
ジ
ン
諸
島
（
八
八
 
 

（
斬
）
 
 

・
四
％
）
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島
（
六
八
・
一
％
）
、
香
港
（
四
五
・
四
％
）
と
い
っ
た
国
で
圧
倒
的
に
高
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
 

∽
 
米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
向
け
直
接
投
資
 
 
 

米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
サ
ブ
パ
ー
ト
F
）
 
で
は
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
を
指
定
す
る
方
式
は
 
 

採
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
軽
課
税
国
と
比
較
す
る
意
味
か
ら
、
米
国
企
業
の
投
資
先
国
の
う
ち
日
本
の
制
度
で
軽
課
税
国
と
さ
れ
て
い
 
 

る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
に
つ
い
て
投
資
総
資
産
額
を
基
準
に
見
て
み
る
と
、
①
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
、
②
ス
イ
ス
、
③
バ
 
 

ミ
ュ
ー
ダ
、
④
香
港
、
⑤
パ
ナ
マ
、
⑥
イ
ギ
リ
ス
領
の
カ
リ
ブ
諸
国
、
⑦
バ
ハ
マ
、
⑧
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
⑨
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
⑲
リ
ベ
リ
 
 

ア
と
い
っ
た
順
に
な
っ
て
い
る
 
（
一
九
入
七
年
米
国
多
国
籍
企
業
の
活
動
の
推
計
値
）
 
（
後
掲
【
表
2
】
参
照
）
。
 
 
 

日
本
企
業
の
対
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
投
資
先
上
位
一
〇
か
国
（
後
掲
【
表
1
】
参
照
）
と
米
国
企
業
の
対
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
 
 

国
投
資
先
上
位
t
 
O
か
国
（
後
掲
【
表
2
】
参
照
）
 
は
そ
の
範
囲
が
は
ぼ
同
じ
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
米
国
の
場
合
は
、
過
去
の
租
税
 
 

条
約
の
適
用
の
影
響
も
あ
っ
て
か
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
が
第
一
位
、
古
く
か
ら
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
し
て
有
名
な
ス
イ
ス
が
 
 

第
二
位
、
さ
ら
に
バ
ミ
ュ
ー
ダ
と
続
い
て
い
る
。
な
お
、
日
本
の
制
度
に
い
う
軽
課
税
国
以
外
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
中
で
は
オ
 
 

ラ
ン
ダ
へ
の
投
資
が
多
い
。
 
 
 



⑫ ⑬（勤 ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④（∋ ② ①   

バ ス バ  国  
ミ イ ハ ベ ク イ 港 ナ  
ユ ス マ リ セ マ  マ  
l  ア ン′ ン′  
ダ  フ  

ル  
ク  

名  

①  

四  
昭  

三  二 ≡三 二  
和  

ー ー ー  セ セ ー ー ニ ○ 三 －   十  
三 八 七 五 一 六 四 七  

／ヽ  

構  

0 0 0 0 0 一 一 三 四 三 五   成  

虔 計    二 五 五 八 八 － ○ 七 四 ○  比  

②  

三 四 五 六 二   
昭  

二  和  
九 三 一 五 二 八 六 五   十  

五 ニ セ ー ニ 八 八 九 五 七 八   六  

ハ  

構  

0 0 0 0．0 － ＿ ＿ ＿ ニ ハ   成  

ー  虔  
計  

ニ 九 四 三 四 五 二 五 七 四 三   
セ セ 四 五 一 四 四 一   

五 四 七 六 ≡三 一 ○ 二 八 三 二   

（
亜
）
 
 

【
表
－
】
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
別
投
資
額
 
 

（
単
位
百
万
ド
ル
、
構
成
比
は
％
）
 
 

一
四
七
 
 
 



そ  参考（その他の国）  
の  

円 lコ  他  国  

の 国  
小  

カ 韓 シ オ ブ豪 イ 英米  
ナ 国 ソ ラ ラ 州 ソ 国 国  

小  ダ   ガ ソ ジ  ド  

計  ポ ダ ル   ネ  

計  計   シ  
名  

l  

ル  ア   

①  

ノヽ  五  昭  
‾ 

9   
七  五  和  
○  七三四入三三三二○   ±   

六   九   九  二九○一入九五一九五  
ノ＼  

○  四  
梼   ±  

○  九  一一一 四○四一入五              成  毒  

四   度 計     五  ○ 六 四 五 ○ 九 五 四 ○ 二  比   

一七  昭  
／ヽ   四       二三三三五五入九○－  型   

五  ＝‾‾入五五一入五ノ＼   
五  六三四一二九三○五六  

四一入二五六七四四○   六  

／＼  

○  
構   ±  

一 一  ○  二 ≡三 三 四 五 五 ノ＼               成  毒  

度  
七   計     七  三 セ セ 0 0 0 四 三 七 六  比   

①  

四  四  三 三 三 三 五 一 四 一 六 五   ◎  
九 四 ニ 七 三 四 － 0 0   

三 六 人 六 七 ニ セ 五 九 七   
同  

四  

一
四
八
 
 
 



e）庄）   

小  香 バ ス 蘭  
ヤク ハ 領 ナ 港・ミ イ 領  

国  

マ セ マ カ マ  エ ス ア  
イ ン   リ  】  ソ  

計   カ ブ   ブ  名  
ル  ル  諸  】  

ク   国  ル  

田 言  

＿．．．．．．．． ／＼  九   一  二 ≡三 四 三    社  
四 四 セ セ 五 入 三 九 ○  

数                    ○ 四  六  六 六 五 四 三 三・四 二 三 0 0  

総  

五  四   一  三 三 四   資総  
‾  n． 二 二二 ／＼ ＿ ノ＼ ノ＼ ‾  

産  

額資  

九七   
N   

割   
悶 【コ    ○九  A  A ニ セ 四 四 八 一 四 ○ 九 二  

純  
（  

一  二 四 一  
所純  

五  
一一  

得  
額所  

九七   
Ⅳ   

割   
○七  A  A 八 一 六 九 七 三 入 三 五 入   困 Iコ  

（
4
9
）
 
 

【
表
2
】
米
国
法
人
の
外
国
関
係
会
社
に
対
す
る
投
資
金
額
（
銀
行
業
を
除
く
）
 
 



（
注
）
関
連
割
合
と
は
、
米
国
の
親
会
社
に
よ
り
直
接
・
間
接
に
五
〇
％
超
を
所
有
さ
れ
る
外
国
子
会
社
等
に
係
る
総
資
産
が
全
体
の
 
 

総
資
産
に
止
め
る
割
合
を
い
う
（
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
で
対
象
と
な
る
外
国
法
人
は
米
国
株
主
等
に
よ
り
そ
の
株
式
の
五
〇
 
 

％
超
を
保
有
さ
れ
る
外
国
法
人
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。
）
。
 
 

3
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
調
査
事
績
等
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
申
告
・
調
査
事
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
5
0
）
 
 

m
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
申
告
・
調
査
事
績
 
 
 

参 考   

合  

そ仏西日英  
計   の 

計  
独本国  

名  

会   
六    九  

八    八○六人 九一入六   
社  

八 一 九 一 四  数   

総  
○  入  四  
資総  九  
へ  

三 六 九 六  産  
≡    九 八 セ セ   
額資           ／＼    入 ハ ニ 八 八   

七  七  セ セ セ ≡三 ノ＼  閑  産   
七    九 七 三 九  連   

割  
合  四    六九ニセ  

純  
（  

四  所純   
＿四ニセ  

六     四四二六  得  
八    三 － ○ 七   
額所           入  ○  一 五 入 五 － ）   

八  ．へ  八 八 入 六 九  閑  得   
六    セ セ ー  連   

割  
A Ⅰコ  九  四  八 八 六 五 一  



（
5
1
）
 
 

∽
 
海
外
取
引
に
関
す
る
不
正
脱
漏
所
得
 
 

事  
六六六六五五五五五  務   
三ニー○九入七六五   年  

虔   

有特  

す定 る外  
内国  

六六五 四 四 四 四 三二      国子   
申  

七三一○三八五五九  人社  
数等  

を  

数特  
』ヒ 臼  

外  
国   

九入七四二九七五三  子   

一九一九ニー三ニセ  会  ー○一九一四六四六  社  
状  

の  

申  

況   

金  
四九入四二二四入二   

額   

申  
∠iニ ロ  

三五三  
漏  

四  一  れ   
五五二六九四一入六  金  

額   

（
注
）
資
本
金
一
億
円
以
上
の
調
査
課
所
管
法
人
で
一
年
虔
に
三
千
万
円
以
上
の
脱
漏
所
得
が
あ
っ
た
も
の
を
集
計
し
た
も
の
。
 
 

（
単
位
＝
億
円
）
 
 

（
単
位
‥
億
円
）
 
 
 

五   



一
五
二
 
 

Ⅰ
 
企
業
の
海
外
戦
略
 
 
 

1
 
企
業
の
国
際
化
戦
略
 
 

∽
 
企
業
の
海
外
進
出
・
海
外
子
会
社
設
立
の
要
因
 
 

（
5
2
）
 
 
 

企
業
は
、
利
潤
の
追
求
・
極
大
化
を
図
る
た
め
に
活
動
す
る
。
こ
の
場
合
、
企
業
が
、
言
い
つ
、
回
ど
こ
で
、
H
何
を
、
H
ど
の
よ
う
 
 

に
す
る
か
に
つ
い
て
様
々
な
選
択
肢
が
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
一
年
後
に
特
定
の
外
国
で
、
A
と
い
う
商
品
を
、
一
〇
〇
％
子
会
社
を
通
 
 

じ
て
販
売
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
①
国
内
（
又
は
既
存
の
国
際
市
場
）
の
み
で
そ
の
ま
ま
事
業
を
続
け
る
か
、
②
 
 

新
し
く
海
外
市
場
で
事
業
を
行
う
（
海
外
進
出
）
か
の
選
択
肢
、
海
外
進
出
を
す
る
場
合
に
は
、
①
子
会
社
を
設
立
す
る
か
、
②
輸
出
と
 
 

す
る
か
、
③
技
術
提
携
と
す
る
か
等
の
選
択
肢
が
あ
る
。
様
々
な
選
択
肢
が
あ
る
中
で
、
企
業
が
海
外
進
出
（
海
外
子
会
社
設
立
、
輸
出
 
 

又
は
技
術
提
携
等
）
を
す
る
要
因
及
び
企
業
が
海
外
進
出
を
す
る
場
合
に
は
特
に
子
会
社
設
立
を
行
う
要
田
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
の
決
定
要
因
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
進
出
企
業
の
利
潤
（
後
述
イ
参
照
）
か
ら
費
用
（
コ
ス
ト
）
（
後
述
口
参
照
）
を
控
除
し
た
額
 
 

（
以
下
、
「
特
別
利
潤
」
と
い
う
。
）
が
、
基
本
的
に
、
他
の
同
業
種
の
競
争
企
業
（
進
出
先
の
現
地
企
業
を
含
む
。
）
と
比
較
し
て
、
競
争
 
 

的
（
有
利
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
海
外
進
出
を
行
う
こ
と
を
決
定
す
る
要
因
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
海
外
進
出
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
、
①
 
 

海
外
子
会
社
を
設
立
す
る
形
で
行
う
の
か
、
海
外
子
会
社
を
設
立
し
な
い
形
、
例
え
ば
、
②
輸
出
、
③
技
術
提
携
（
ラ
イ
セ
ン
シ
ソ
グ
）
 
 

で
行
う
の
か
の
決
定
要
因
は
、
こ
れ
ら
①
～
③
の
三
つ
の
進
出
方
法
の
う
ち
特
別
利
潤
（
後
述
ハ
参
照
）
が
最
も
大
き
い
も
の
が
選
択
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
説
明
す
る
。
な
お
、
以
下
の
説
明
に
当
た
っ
て
は
、
直
接
投
資
と
多
国
籍
企
業
の
活
動
に
つ
い
て
理
論
 
 
 



（
5
3
）
 
 

的
分
析
を
行
っ
て
い
る
「
多
国
籍
企
業
と
重
層
的
統
合
化
」
（
杉
本
昭
七
、
同
文
館
、
昭
六
十
こ
を
参
考
と
し
た
。
 
 

イ
 
利
潤
（
の
最
大
限
度
）
 
の
決
定
要
因
 
 

（
5
4
）
 
 
 

企
業
が
海
外
進
出
す
る
場
合
に
は
、
生
産
技
術
、
販
売
技
術
等
に
閲
し
、
他
の
企
業
に
比
し
格
差
を
生
み
出
す
優
位
性
を
有
し
て
い
 
 
 

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
優
位
性
か
ら
得
ら
れ
る
利
潤
の
最
大
限
度
額
は
、
①
海
外
子
会
社
設
立
、
②
輸
出
及
び
③
ラ
イ
セ
 
 
 

ソ
シ
ソ
グ
の
t
ニ
つ
の
各
々
の
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
の
進
出
企
業
（
の
親
 
 
 

会
社
）
は
、
こ
れ
ら
①
～
③
の
い
ず
れ
の
方
法
で
も
、
こ
の
優
位
性
か
ら
全
く
同
一
の
利
益
（
生
産
価
格
）
を
得
ら
れ
る
も
の
と
の
前
 
 
 

提
を
置
い
て
い
る
。
）
。
 
 
 

川
 
子
会
社
設
立
の
場
合
…
…
次
の
①
と
②
の
合
計
額
 
 

A
 
鍔
詰
恰
粥
8
粋
師
尋
革
 
－
 
折
半
項
妙
洋
8
陣
取
裏
革
 
＝
 
㊤
 
 

（
注
）
 
現
地
企
業
よ
り
子
会
社
の
方
が
低
価
格
で
生
産
で
き
る
…
…
優
位
性
の
存
在
 
 

（
荘
）
 
現
地
市
場
の
方
が
国
際
市
場
よ
り
利
潤
が
多
い
…
…
…
・
…
‥
利
潤
格
差
の
存
在
 
 
 

何
 
輪
出
の
場
合
…
…
次
の
①
と
②
の
合
計
額
か
ら
③
を
控
除
し
た
額
 
 

B
 
 

C
 
生
産
価
格
に
閲
し
海
外
子
会
社
が
進
出
企
業
（
親
会
社
）
に
比
し
て
現
地
で
有
利
に
 
 
 

A
 
前
述
M
A
と
同
じ
 
 

B
 
前
述
S
B
と
同
じ
 
 

蓮
爵
割
渇
d
熟
斡
「
バ
 
 

〔
ノ
か
－
藩
写
望
遠
8
滴
 
 

Ⅷ
哨
＝
L
摘
い
鱒
詐
〓
針
 
＝
 
㊥
 
固
霜
功
添
d
熟
粒
「
バ
 
〔
ノ
か
－
語
写
彗
議
8
翁
 
 



何
 
輪
出
の
場
合
…
‥
・
次
の
①
～
③
の
合
計
額
 
 

費
用
の
決
定
要
因
 
 

M
 
子
会
社
設
立
の
場
合
…
…
次
の
①
～
⑥
の
合
計
額
 
 
 

A
 
設
立
地
国
の
文
化
、
政
治
、
経
済
に
精
通
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
情
報
入
手
 
 

A
 
関
税
‥
 
 

C
 
借
入
金
利
子
コ
ス
ト
…
…
…
‥
 
 

B
 
次
の
費
用
 
 
 

因
 
覿
織
分
割
か
ら
生
ず
る
規
模
の
経
済
性
に
つ
い
て
の
非
効
率
に
起
因
す
る
費
用
…
…
…
…
…
…
②
 
 

卸
 
企
業
会
計
上
の
管
理
費
用
…
…
…
…
…
…
‥
 
 

㈹
 
設
立
地
国
政
府
の
差
別
措
置
に
起
因
す
る
費
用
 
 

㈲
 
子
会
社
と
の
通
信
、
子
会
社
の
監
視
の
た
め
の
費
用
 
 

（
注
）
 
輸
出
の
場
合
は
本
国
で
生
産
す
る
。
従
っ
て
、
進
出
先
国
で
の
安
い
労
働
力
等
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
か
ら
③
を
控
除
す
る
必
 
 

要
が
あ
る
。
 
 

ラ
イ
セ
ン
シ
ソ
グ
の
場
合
…
…
次
の
①
の
額
 
 

前
述
M
A
と
同
じ
 
 

生
産
で
き
る
額
 
 

の
た
め
の
費
用
（
租
税
の
納
付
の
よ
う
に
一
時
払
い
で
支
払
わ
れ
る
）
 
 

開   ③
 
 

④
 
 

⑤
 
 

⑥
 
 

③  



（
注
）
 
ラ
イ
セ
ン
シ
ソ
グ
の
場
合
は
、
子
会
社
設
立
、
輸
出
の
場
合
と
異
な
り
、
生
産
活
動
が
な
い
こ
と
か
ら
長
期
借
入
金
利
子
コ
ス
ト
 
 

は
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
。
 
 

ハ
 
結
論
 
 
 

海
外
子
会
社
の
設
立
は
、
前
述
イ
S
の
利
潤
か
ら
前
述
日
日
の
費
用
を
控
除
し
た
残
額
（
す
な
わ
ち
、
特
別
利
潤
）
が
、
輸
出
又
ほ
 
 
 

ラ
イ
セ
ソ
シ
ソ
グ
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
し
て
有
利
と
な
る
時
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

∽
 
企
業
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
進
出
す
る
理
由
 
 
 

前
述
∽
に
お
い
て
は
、
企
業
の
有
す
る
優
位
性
に
基
づ
く
利
潤
が
、
進
出
に
伴
い
要
す
る
費
用
（
コ
ス
ト
）
を
払
っ
て
も
、
な
お
他
の
 
 

選
択
肢
と
の
比
較
上
現
地
子
会
社
設
立
の
方
が
企
業
に
と
っ
て
有
利
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
選
択
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
み
た
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
海
外
進
出
の
う
ち
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
へ
の
進
出
（
子
会
社
等
設
立
）
 
は
、
以
上
の
考
え
方
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
 
 

る
の
か
に
つ
い
て
次
に
考
察
す
る
。
 
 

（
5
5
）
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
特
徴
あ
る
い
は
利
点
と
し
て
、
通
常
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

イ
 
政
治
的
・
経
済
的
安
定
性
 
 

一
五
五
 
 
 

B
 
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
終
了
後
に
失
わ
れ
る
独
占
的
優
位
性
の
消
滅
費
用
 
 

ラ
イ
セ
ソ
シ
ソ
グ
の
場
合
…
…
次
の
①
、
②
の
合
計
額
 
 

A
 
進
出
先
へ
の
特
許
出
願
料
、
契
約
交
渉
費
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
係
る
訴
訟
費
用
等
…
…
…
…
…
①
 
 

C
 
借
入
金
利
子
コ
ス
ト
 
 

B
 
製
品
販
売
・
マ
ー
ケ
テ
イ
ン
グ
に
要
す
る
流
通
経
費
 
 

③ ②  



ト
 
為
替
管
理
の
緩
や
か
さ
 
 
 

チ
 
会
社
法
の
規
定
が
簡
素
 
 
 

り
 
会
社
の
設
立
費
用
が
少
な
く
て
済
む
 
 
 

ヌ
 
運
輸
・
通
信
網
が
整
備
さ
れ
て
い
る
 
 
 

ル
 
地
理
的
条
件
が
良
い
 
 
 

ヲ
 
適
切
な
銀
行
及
び
専
門
家
の
利
用
が
可
能
 
 
 

前
述
イ
～
ヲ
の
各
々
に
つ
い
て
、
前
述
∽
イ
川
及
び
ロ
‖
に
述
べ
た
コ
ス
ト
等
と
の
関
連
を
次
に
考
え
る
 
（
次
の
よ
う
に
蓑
で
示
 
 

す
。
）
。
 
 
 

へ ホ ニ ハ ロ  

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
内
で
の
事
業
活
動
に
対
す
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
態
度
が
好
意
的
 
 

所
得
課
税
以
外
の
税
及
び
税
外
費
用
が
ほ
と
ん
ど
又
は
ま
っ
た
く
か
か
ら
な
い
 
 

租
税
特
別
措
置
が
あ
る
 
 

将
来
に
お
け
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
し
て
の
地
位
及
び
そ
れ
に
関
す
る
政
府
の
意
向
の
見
通
し
の
確
実
性
 
 

租
税
条
約
の
存
在
 
 



へ   ホ  ノ＼   lコ   イ   の タ   
特ッ  

為  租  T  租  税  T  蓼  徽ク  
H  口   ス   

税        管    と     国  
へ   
イ   
ブ   理  約  し  別  外  の  安    の  の  て  措  費  態  定    緩  存  の  置  用  度  性    や  在  安  の  の  が  等   

安  
ン′   

か  （   

さ  性  在  さ   T  

的  H  ヽJ  

（  （  （  （  （  
（  （  

①  ①  ①  
海   ○  

⑥   ④   ○ ④   

）  ）  ）  ）  ）  ）  ）   外  

進  
）  

出  
産述  
価（1）  

（  （  （  （  

＝l  

のレ）   

減（》  

（∋○  ①○  ①○  ①○  
少（診  

むこへ   
つの  

＼＿ノ  ）  ）  ）  な該  
が当  

る性 も  
の  ）   

の   
ト資  ノ＼  イ   同  が税  はで  危政   
の金  の   

の  上  可の  差Ⅱ  険治  理  
減達  由  由  は  せの  し激   

ーこ  に  
運  

′ ヽ  
産  出  が   係  

用  じ   じ  
に  
係  

価 格  

る  
コ  

由  

ス  
下  
げ   

【
表
】
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
特
徴
と
海
外
進
出
 
 

一
五
七
 
 
 



以
上
を
ま
と
め
る
と
、
企
業
が
あ
る
市
場
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
直
接
投
資
（
子
会
社
設
立
）
を
す
 
 

る
の
は
、
そ
の
企
業
の
利
潤
の
追
求
・
最
大
化
の
た
め
で
あ
り
、
タ
ッ
ク
ス
∴
イ
ブ
ン
の
税
が
安
い
と
か
為
替
管
理
・
会
社
設
立
の
規
 
 

制
が
緩
や
か
と
い
っ
た
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
点
と
し
て
通
常
説
明
さ
れ
て
い
る
諸
点
ほ
、
皆
等
し
く
そ
の
利
潤
最
大
化
の
た
め
の
 
 

コ
ス
ト
の
軽
減
に
も
つ
な
が
る
も
の
（
生
産
価
格
の
減
少
に
つ
な
が
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
と
結
論
で
き
る
 
 
 

ヲ   ／レ   ヌ   リ   チ   のタ  
特ッ  

専  地  運  田 ：＝言   
会   

徽ク  
ス  

門  理  輸  法   
通   へ   

簡   イ   
利  件  信  費      用  の  網  用  素   ブ   
が   よ   の   の  ン′   

さ  整  
（  

可 能  備   
T  

H  ）  

（  （  （  （  （  

⑤  海  

）   ）  ）  ）  ）   外  

進  
）  

出  
産述  
価（1）  

（  

コ  
（  

減（∋  

ス  

つの  
）  ト  

が当  

と  
の  ）   

の  

ト優  ・子  易子  かはと設  
軽な  易社   の秀  容会  悶 フ言   

関   
コ用 じ   

門  の   の   スがき  
家  ア  通   トかが   係  
の   ク  信   のか煩   
利  セ   が   軽ら璃   

用  ス  安   
由  

にいな   
コ   つ し＿ し、   

ス   〔ト・   なと こ  



の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

な
お
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
へ
の
進
出
を
税
逃
れ
的
イ
メ
ー
ジ
で
常
に
「
悪
」
と
し
て
と
ら
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
進
 
 

（
5
6
）
 
 

出
の
本
質
は
企
業
の
利
潤
の
最
大
化
と
い
う
目
的
の
下
で
の
コ
ス
ト
と
し
て
の
意
識
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
実
体
の
な
い
子
会
 
 

社
（
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
）
等
を
形
式
上
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
す
る
こ
と
に
よ
る
租
税
回
避
、
脱
税
に
つ
い
て
は
当
然
に
 
 

（
5
7
）
 
 

後
述
（
第
二
章
第
六
節
）
の
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
等
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
 

2
 
企
業
の
海
外
租
税
戦
略
 
 
 

企
業
に
よ
る
海
外
戦
略
は
、
企
業
の
業
種
・
業
態
に
よ
り
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
最
近
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
海
外
金
融
子
会
社
 
 

の
設
立
に
よ
る
戦
略
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
t
部
上
場
企
業
（
調
査
対
象
企
業
八
三
二
社
）
 
の
う
 
 

（
5
8
）
 
 

ち
二
五
一
社
が
金
融
子
会
社
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
金
融
子
会
社
の
う
ち
約
半
分
は
海
外
金
融
子
会
社
で
あ
る
と
の
調
査
が
あ
る
。
こ
の
 
 

調
査
に
よ
れ
ば
、
最
近
一
年
間
に
お
け
る
海
外
金
融
子
会
社
の
新
規
設
立
数
は
四
〇
社
で
そ
の
う
ち
約
半
分
は
オ
ラ
ン
ダ
に
設
立
さ
れ
て
 
 

（
5
8
）
 
 

い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
①
こ
う
し
た
海
外
金
融
子
会
社
設
立
の
背
景
、
②
海
外
金
融
子
会
社
の
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
、
③
海
外
金
融
子
会
 
 

（
5
9
）
 
 

社
の
利
用
形
態
及
び
設
立
地
国
、
及
び
③
オ
ラ
ン
ダ
の
金
融
子
会
社
と
そ
の
税
務
上
の
利
点
、
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
 
 

∽
 
海
外
金
融
子
会
社
設
立
の
背
景
 
 
 

海
外
金
融
子
会
社
設
立
ブ
ー
ム
の
背
景
と
し
て
は
、
最
近
に
お
い
て
は
特
に
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
 
 

海
外
金
融
子
会
社
を
通
じ
た
資
金
の
調
達
・
貸
付
・
運
用
の
効
率
化
及
び
為
替
リ
ス
ク
の
回
避
を
図
る
企
業
の
増
加
、
さ
ら
に
は
、
企
業
 
 

グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
収
益
の
向
上
を
目
指
す
企
業
が
増
加
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 

丁
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〓
ハ
○
 
 

イ
 
消
費
地
で
の
現
地
生
産
を
営
む
海
外
進
出
の
活
発
化
 
 
 

口
 
低
成
長
時
代
の
到
来
に
よ
る
財
テ
ク
志
向
の
高
ま
り
 
 
 

ハ
 
急
激
な
円
高
に
よ
る
為
替
リ
ス
ク
回
避
の
必
要
性
 
 
 

二
 
金
融
の
自
由
化
・
国
際
化
 
 
 

ホ
 
ス
ワ
ッ
プ
を
は
じ
め
と
す
る
新
金
融
手
法
の
開
発
と
そ
の
一
般
化
等
 
 

S
 
海
外
金
融
子
会
社
の
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
 
 
 

今
日
の
よ
う
に
金
融
が
国
際
化
・
自
由
化
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
海
外
金
融
子
会
社
の
設
立
に
よ
ら
な
く
と
も
日
本
 
 

企
業
本
体
が
海
外
で
低
利
の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
に
、
あ
え
て
、
海
外
金
融
子
会
社
が
設
立
さ
れ
る
要
因
は
、
主
と
 
 

し
て
、
次
の
三
点
に
あ
る
。
 
 

イ
 
負
債
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
化
 
 
 

日
本
の
企
業
本
体
で
な
く
、
海
外
金
融
子
会
社
が
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
体
の
財
務
指
標
の
悪
化
ほ
生
じ
ず
、
負
債
の
 
 

（
6
0
）
 
 
 

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
化
が
可
能
と
な
る
 

ロ
 
源
泉
税
の
回
避
 
 
 

日
本
企
業
本
体
が
海
外
で
調
達
し
た
資
金
に
係
る
支
払
利
子
に
つ
い
て
は
、
償
還
期
間
が
四
年
以
上
の
外
債
の
場
合
ほ
日
本
の
源
泉
 
 
 

税
が
免
除
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
源
泉
税
が
課
さ
れ
る
。
 
 
 

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
、
米
国
等
に
設
立
し
た
金
融
子
会
社
に
よ
る
調
達
資
金
に
係
る
支
払
利
子
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
国
で
の
源
 
 

（
6
1
）
 
 
 

泉
税
は
、
全
く
又
ほ
特
定
の
場
合
に
ほ
、
免
除
さ
れ
る
。
 
 
 



従
っ
て
、
一
般
的
に
は
、
こ
れ
ら
支
払
利
子
に
対
す
る
源
泉
税
が
免
除
さ
れ
る
国
に
お
い
て
金
融
子
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
が
有
利
 
 
 

と
な
る
。
 
 

ハ
 
為
替
リ
ス
ク
の
回
避
 
 
 

日
本
企
業
本
体
に
お
け
る
為
替
リ
ス
ク
は
、
海
外
金
融
子
会
社
に
よ
る
資
金
の
調
達
・
運
用
に
よ
り
回
避
が
可
能
と
な
る
。
 
 

㈲
 
海
外
金
融
子
会
社
の
利
用
形
態
及
び
設
立
地
国
 
 
 

日
本
企
業
の
海
外
金
融
子
会
社
の
利
用
形
態
の
う
ち
最
も
多
い
の
が
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
行
う
グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
 
 

ナ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
り
、
そ
の
他
に
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ソ
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
、
リ
イ
ン
ポ
イ
シ
ソ
グ
・
セ
ン
 
 

タ
ー
等
が
あ
る
。
 
 
 

海
外
金
融
子
会
社
を
い
ず
れ
の
国
に
設
立
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
為
替
管
理
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
と
い
っ
た
点
の
 
 

考
慮
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
利
用
形
態
毎
に
選
定
が
有
利
と
な
る
設
立
地
国
を
具
体
的
に
み
る
と
次
の
と
お
 
 

り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
 
 
 

グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ
、
低
利
資
金
の
調
達
が
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
選
定
 
 
 

さ
れ
る
べ
き
国
に
お
け
る
利
用
形
態
及
び
メ
リ
ッ
ト
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



ロ
 
ボ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ソ
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
 
 
 

こ
れ
は
、
証
券
投
資
に
よ
る
財
テ
ク
を
主
目
的
と
す
る
金
融
子
会
社
で
あ
る
。
従
っ
七
、
金
融
収
益
の
極
大
化
の
観
点
か
ら
、
税
負
 
 

担
の
少
な
い
国
（
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
）
で
金
融
の
中
心
に
最
も
近
い
も
の
が
選
定
さ
れ
、
典
型
的
に
は
次
の
よ
う
な
利
 
 
 

その他  オラ ンダ  英 国   米国  
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用
形
態
が
あ
る
。
 
 

①
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
べ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
Ⅹ
）
を
設
立
。
 
 

②
 
Ⅹ
の
駐
在
員
事
務
所
（
Ⅹ
1
）
を
ロ
ン
ド
ン
に
置
き
、
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
 
（
一
～
二
名
）
を
派
遣
。
 
 

③
 
Ⅹ
1
は
現
地
の
投
資
顧
問
会
社
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
基
づ
き
投
資
活
動
を
行
う
。
 
 

④
 
投
資
収
益
の
ブ
ッ
キ
ン
グ
は
Ⅹ
の
も
の
と
し
て
行
う
。
そ
の
記
帳
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
信
託
会
社
等
が
行
う
。
 
 
 

但
し
、
こ
の
利
用
例
は
、
①
Ⅹ
に
対
し
て
、
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
よ
る
課
税
及
び
英
国
に
よ
る
居
住
法
人
と
し
て
 
 

の
課
税
の
双
方
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
及
び
②
米
国
及
び
英
国
の
法
人
税
率
が
下
が
っ
て
き
て
い
る
（
三
四
％
、
：
豆
％
）
こ
と
等
か
ら
、
 
 

本
来
の
姿
に
戻
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
に
財
テ
ク
金
融
子
会
社
を
設
け
る
動
き
も
出
て
き
て
い
る
。
な
お
、
生
命
保
険
会
社
 
 

の
場
合
は
、
イ
ン
カ
ム
・
ゲ
イ
ン
の
極
大
化
の
観
点
か
ら
、
そ
の
財
テ
ク
金
融
子
会
社
の
設
立
地
国
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
 
 

（
6
2
）
 
 

選
好
す
る
傾
向
に
あ
る
 

リ
イ
ン
ポ
イ
シ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
 
 
 

こ
れ
は
、
関
係
会
社
間
取
引
に
よ
る
為
替
リ
ス
ク
の
集
中
一
元
管
理
を
行
う
目
的
で
利
用
さ
れ
る
形
態
で
あ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
A
国
に
あ
る
製
造
子
会
社
か
ら
B
国
の
販
売
子
会
社
へ
製
品
を
輸
出
す
る
場
合
に
、
取
引
価
格
を
A
国
通
貨
で
表
示
す
れ
 
 

ば
B
国
子
会
社
が
為
替
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
B
国
通
貨
で
表
示
す
れ
ば
A
国
子
会
社
が
為
替
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
取
引
を
C
国
に
所
在
す
る
金
融
子
会
社
（
リ
イ
ン
ポ
イ
シ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
）
を
経
由
さ
せ
、
A
国
か
 
 

ら
C
国
へ
の
売
上
は
A
国
通
貨
建
、
C
国
か
ら
B
国
へ
の
売
上
は
B
国
通
貨
建
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
為
替
リ
ス
ク
は
す
べ
て
リ
イ
ン
 
 

ポ
イ
シ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
に
集
中
さ
せ
、
A
国
子
会
社
、
B
国
子
会
社
の
双
方
で
為
替
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
 
 

一
六
三
 
 
 



一
六
四
 
 
 

設
立
国
と
し
て
は
、
為
替
管
理
が
緩
や
か
で
、
対
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
規
制
が
少
な
く
、
資
金
の
調
達
に
係
る
支
払
利
子
に
源
泉
税
が
 
 
 

課
さ
れ
な
い
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
、
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
等
が
該
当
す
る
。
 
 

ニ
 
ネ
ッ
テ
ィ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
 
 
 

こ
れ
は
、
前
述
の
リ
イ
ン
ポ
イ
シ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
に
至
る
前
段
階
の
利
用
形
態
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
部
品
の
相
互
融
通
等
 
 

（
6
3
）
 
 
の
関
係
会
社
間
取
引
を
金
融
子
会
社
（
ネ
ッ
テ
ィ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
）
経
由
で
行
い
、
取
引
差
額
分
を
相
殺
決
済
す
る
方
式
を
い
う
。
 
 

ホ
 
そ
の
他
の
利
用
形
態
 
 
 

前
述
イ
～
ニ
の
は
か
に
、
日
本
企
業
に
よ
る
利
用
ほ
少
な
い
が
、
①
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
販
売
子
会
社
群
の
有
す
る
 
 
 

売
上
債
権
を
金
融
子
会
社
が
一
括
購
入
し
、
為
替
リ
ス
ク
、
回
収
及
び
信
用
の
一
元
管
理
を
行
う
も
の
）
、
パ
テ
ン
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ソ
 
 
 

グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
等
が
あ
る
。
な
お
、
地
域
本
社
と
し
て
の
持
株
会
社
ほ
、
厳
 
 
 

密
な
意
味
で
は
金
融
子
会
社
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 

㈲
 
オ
ラ
ン
ダ
の
金
融
子
会
社
と
税
務
上
の
利
点
 
 

イ
 
借
入
方
式
で
資
金
調
達
を
行
う
グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
場
合
 
 

低利調達  

調   

達   

資  金   
むこ   
係   
る   
支   
払   
利   
子   

す   

て   
の   
支   
払   

オ   
子   
に  フ  
源   

ン′  

ダ  
し   

約期国   
で資外   
免金で   

英  

国  



ロ
 
親
会
社
か
ら
の
出
資
で
融
資
を
行
う
グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
■
カ
ン
パ
ニ
ー
の
場
合
 
 
 

オ
ラ
ン
ダ
の
金
融
子
会
社
（
グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
）
が
そ
の
貸
出
資
金
の
大
部
分
を
親
会
社
（
日
本
企
業
）
 
 
 

か
ら
の
出
資
で
賄
う
場
合
、
通
常
は
、
支
払
利
子
が
な
い
た
め
、
貸
付
利
子
収
入
の
す
べ
て
が
課
税
対
象
と
な
る
。
こ
の
間
題
の
解
決
 
 

策
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
税
務
当
局
か
ら
「
九
〇
＝
一
〇
」
 
タ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
リ
ン
グ
を
得
る
方
法
が
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
い
う
、
「
九
〇
‥
一
〇
」
タ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
リ
ン
グ
と
は
、
低
税
率
国
に
支
店
を
設
置
し
、
オ
ラ
ン
ダ
法
人
の
自
己
資
本
の
大
 
 

部
分
（
通
常
九
〇
％
）
を
当
該
外
国
支
店
に
送
金
し
て
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
ス
キ
ー
ム
に
対
し
て
、
当
該
外
国
支
店
が
十
分
な
実
体
を
 
 

一
六
五
 
 
 

調達方法   低 利 融 資   

過   
少   

金   融  
融   資   

資   子   先   
本   A ：＝言   国   
規   社   か   
制   の   ら  
（  の   
注   税   支   
65   所   払  

利  
子   

な  得せ金企公  よ 支米        、  
し  る し利業募  り 払  

こ た は間ユ  源利英       、  
と も 調価1  泉子  
がの連絡 ロ  税は酉  
可に金 と 唐  な オ毒虫  
能つ利認等  し ラ  

い に∴め の   ソ仏  
（        注て最 ら支   ダ  
64事低れ払   と ル  
＼ノ前1る金   こ ク  

合／ ○利   れセ  
意 8 閑は   ら ソ  
を ～ 係 の ブ  
税1会そ   国 ル  
務  社の   と ク  
当 4 へ ま   の等  
局％の ま   粂か  
か上融独   約 ら  
ら乗資立   をこ の   

ば定あ   上  粂等米   
な要 り   記  約か 
い件 の  むこ ら オ   
（        ）を負   取  よ の ラ   

満債   扱  り 支 ソ   

た：   
い  源払ダ   
な  泉利 

場本   
合Il  

の 1   
し  税子酉      （  な は     税  し英’   

み：   
過1   
少未   

務   国仏  
不   こ ル   

資満   安   れク   
本で   定   ら セ   
規あ   の ン′   

制る  国 ブ   
と ル   

及一  の ク  



一
六
」
ハ
 
 

備
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
オ
ラ
ン
ダ
法
人
の
自
己
資
本
及
び
稼
得
利
益
の
両
者
と
も
、
そ
の
九
〇
％
が
当
該
外
国
支
店
に
 
 
 

帰
属
し
、
残
り
の
一
〇
％
が
オ
ラ
ン
ダ
の
本
店
に
帰
属
す
る
も
の
と
み
な
す
ル
ー
リ
ン
グ
を
発
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
該
残
 
 
 

り
の
九
〇
％
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
支
店
所
在
地
国
が
軽
課
税
の
国
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
有
利
と
な
る
。
 
 

こ
の
 
「
九
〇
‥
一
〇
」
 
タ
ッ
ク
ス
・
ル
ー
リ
ン
グ
を
得
る
た
め
の
条
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

M
 
オ
ラ
ン
ダ
法
人
の
資
本
金
ほ
最
低
一
億
ギ
ル
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
 
 
 

M
 
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
本
店
は
実
体
を
有
し
、
取
締
役
会
も
オ
ラ
ン
ダ
国
内
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
 
 
 

H
 
外
国
支
店
も
、
恒
久
的
施
設
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
十
分
な
実
体
を
有
し
、
少
な
く
と
も
同
一
グ
ル
ー
プ
内
の
他
の
法
人
に
ほ
雇
 
 

用
さ
れ
て
い
な
い
複
数
の
従
業
員
が
い
る
こ
と
 
 
 

な
お
、
こ
の
ル
ー
リ
ン
グ
は
、
前
述
の
イ
の
場
合
と
異
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
本
店
が
実
体
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
ル
ー
リ
ン
グ
は
、
現
在
、
グ
ル
ー
プ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
限
り
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
 
（
す
な
わ
ち
、
当
該
外
国
支
 
 
 

店
が
特
許
料
収
入
の
受
領
、
有
価
証
券
投
資
等
の
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
ル
ー
リ
ン
グ
は
与
え
ら
れ
な
い
。
）
。
ま
た
、
外
 
 
 

国
支
店
の
設
置
国
の
う
ち
ル
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
の
は
、
大
部
分
の
ケ
ー
ス
が
ス
イ
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
（
外
国
支
店
設
置
 
 
 

国
と
し
て
適
切
な
国
と
し
て
は
、
理
論
的
に
は
、
英
国
、
ベ
ル
ギ
ー
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
も
考
え
ら
れ
る
。
）
。
 
 

Ⅲ
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
に
よ
り
生
ず
る
問
題
点
 
 
 

1
 
問
題
点
 
 
 

国
際
的
租
税
回
避
行
為
（
脱
税
を
含
む
。
以
下
「
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
」
と
い
う
）
 
ほ
一
般
に
次
の
四
つ
の
弊
害
を
生
ず
る
も
の
 
 
 



（
6
6
）
 
 

と
い
わ
れ
て
い
る
 

m
 
租
税
の
公
平
に
反
す
る
。
 
 
 

あ
る
納
税
者
が
国
際
的
な
税
の
操
作
の
利
益
を
享
受
し
、
他
の
者
は
享
受
で
き
な
い
事
態
と
な
る
の
は
公
平
に
反
す
る
。
 
 

∽
 
財
政
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
基
地
会
社
（
b
a
s
e
c
O
m
p
a
n
y
）
を
利
用
し
て
高
税
率
国
か
ら
低
税
率
国
に
所
得
を
移
転
 
 

さ
れ
る
結
果
、
課
税
ベ
ー
ス
が
減
少
す
る
国
の
歳
入
が
明
ら
か
に
不
利
益
を
被
る
。
 
 

㈲
 
国
際
競
争
の
阻
害
要
田
と
な
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
租
税
回
避
が
国
際
競
争
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
ほ
な
い
。
 
 

㈲
 
資
本
の
流
れ
を
歪
め
る
。
 
 

そ
も
そ
も
各
国
の
税
制
の
違
い
に
よ
り
投
資
行
動
に
何
ら
か
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
ほ
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
経
済
の
相
互
依
 
 

存
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
今
日
に
お
い
て
は
税
制
に
よ
っ
て
生
ず
る
投
資
決
定
の
歪
曲
に
つ
い
て
ほ
こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
が
各
国
共
通
の
 
 

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
税
率
の
相
違
、
租
税
上
の
減
免
措
置
の
利
用
可
能
性
は
投
資
場
所
の
決
定
上
考
慮
の
対
象
と
さ
れ
る
 
 

要
素
と
い
え
る
。
 
 

2
 
中
立
性
と
の
関
係
 
 
 

本
稿
の
主
な
対
象
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
資
本
輸
出
国
の
例
を
念
頭
に
、
以
下
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
居
住
者
と
資
本
輸
出
国
の
居
住
者
が
と
も
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
お
い
て
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
 
 

て
、
こ
の
両
者
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
税
制
に
従
っ
た
課
税
上
の
取
扱
い
 
（
通
常
、
免
税
又
ほ
低
率
課
税
）
を
受
け
て
い
る
限
り
に
 
 

一
六
七
 
 
 



一
六
入
 
 
 

お
い
て
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
関
す
る
資
本
輸
入
中
立
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
事
業
を
行
う
資
本
輸
出
国
の
居
住
者
が
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
内
だ
け
で
 
 

事
業
を
行
う
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
居
住
者
に
は
利
用
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
、
例
え
ば
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
内
 
 

取
引
に
関
連
の
あ
る
国
外
取
引
の
所
得
の
隠
蔽
と
い
っ
た
方
法
で
租
税
回
避
又
は
脱
税
（
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
以
外
の
国
に
対
す
 
 

る
租
税
回
避
ま
た
は
脱
税
）
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
資
本
輸
入
中
立
性
及
び
租
税
回
避
・
脱
税
が
行
わ
 
 

れ
た
国
（
当
該
資
本
輸
出
国
を
含
む
）
 
の
資
本
輸
出
中
立
性
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ま
ず
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
資
本
輸
入
中
立
性
は
、
前
述
の
と
お
り
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
租
税
が
回
避
さ
れ
て
 
 

は
い
な
い
の
で
、
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

次
に
当
該
資
本
輸
出
国
が
外
国
税
額
控
除
制
度
を
採
る
場
合
に
は
、
当
該
資
本
輸
出
国
の
居
住
者
に
対
す
る
全
世
界
所
得
課
税
が
確
保
 
 

さ
れ
て
初
め
て
そ
の
中
立
性
の
確
保
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
租
税
回
避
■
脱
税
が
行
わ
れ
た
所
得
に
つ
い
て
の
 
 

全
世
界
所
得
課
税
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
資
本
輸
出
の
中
立
性
は
確
保
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
当
該
資
本
輸
出
国
が
外
国
所
得
免
除
 
 

制
度
を
採
る
場
合
に
は
、
外
国
所
得
免
除
制
度
自
体
が
外
国
（
こ
の
場
合
は
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
）
に
お
い
て
事
業
を
行
う
老
 
 

ほ
そ
の
事
業
を
行
う
国
の
企
業
と
租
税
上
平
等
に
競
争
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
（
資
本
輸
入
中
立
性
）
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
資
本
 
 

輸
出
中
立
性
の
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
租
税
回
避
・
脱
税
に
よ
り
当
該
資
本
輸
出
国
の
国
内
所
得
が
減
少
し
 
 

（
6
7
）
 
 

て
い
る
場
合
に
は
課
税
ベ
ー
ス
が
侵
食
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
当
該
資
本
輸
出
国
が
累
進
付
免
除
制
度
を
採
 
 

る
場
合
に
ほ
、
当
該
租
税
回
避
・
脱
税
に
よ
り
当
該
資
本
輸
出
国
の
国
外
所
得
が
減
少
し
て
い
る
と
き
に
当
該
資
本
輸
出
国
に
対
す
る
納
 
 

税
額
が
減
少
し
得
る
と
い
っ
た
問
題
が
生
ず
る
。
な
お
、
外
国
所
得
免
除
制
度
は
本
来
国
外
所
得
に
対
す
る
課
税
権
を
納
税
者
の
居
住
地
 
 
 



（
7
1
）
 
 

告
書
を
作
成
し
、
租
税
回
避
・
脱
税
を
防
止
す
る
た
め
の
具
体
的
問
題
点
及
び
対
処
策
に
つ
い
て
分
析
・
提
案
を
行
っ
て
い
る
 

〓
ハ
九
 
 
 

国
が
放
棄
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
居
住
者
の
投
資
先
国
（
こ
の
例
で
い
え
ば
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
）
 
の
税
率
が
低
け
 
 

れ
ば
低
い
ほ
ど
、
当
該
外
国
所
得
免
除
制
度
を
採
る
固
か
ら
当
該
投
資
先
国
へ
の
投
資
の
誘
因
が
強
く
な
る
と
い
う
問
題
（
あ
る
い
は
特
 
 

（
6
8
）
 
 

徽
）
が
あ
る
。
 
 

3
 
各
国
の
対
応
及
び
国
際
機
関
に
お
け
る
検
討
 
 
 

国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
か
ら
生
ず
る
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
各
国
は
、
ま
ず
国
内
法
上
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
、
 
 

移
転
価
格
税
制
、
過
少
資
本
税
制
等
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
各
国
の
基
本
と
な
る
税
制
の
相
違
が
存
在
す
る
た
め
必
ず
し
も
一
 
 

様
で
は
な
い
。
こ
の
他
に
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
等
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
て
租
税
条
約
上
特
定
の
規
定
を
設
け
て
い
る
国
も
 
 

（
6
9
）
 
あ
る
。
 
 
 

国
際
磯
閑
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
O
E
C
D
、
国
連
の
場
等
で
租
税
回
避
及
び
脱
税
に
対
す
る
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ア
ブ
ロ
ー
 
 

（
7
0
）
 
 

チ
に
つ
い
て
各
国
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
べ
く
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

特
に
、
O
E
C
D
理
事
会
は
、
国
際
的
取
引
に
関
す
る
租
税
回
避
及
び
脱
税
の
ス
キ
ー
ム
が
複
雑
化
し
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が
一
 
 

層
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
 
〓
九
七
七
年
九
月
）
。
 
 

m
 
法
令
上
・
執
行
上
の
対
処
策
・
調
査
権
限
の
強
化
を
国
内
・
国
際
の
両
面
に
お
い
て
執
る
こ
と
 
 

切
 
情
報
交
換
等
の
t
一
国
間
取
決
め
を
締
結
し
、
情
報
交
換
を
促
進
す
る
こ
と
 
 

㈱
 
租
税
回
避
・
脱
税
の
発
見
・
防
止
の
た
め
の
経
験
を
各
国
間
で
交
換
す
る
こ
と
 
 

勧
告
を
受
け
た
O
E
C
D
租
税
委
員
会
は
、
加
盟
各
国
間
の
協
力
拡
大
の
た
め
の
作
業
を
続
け
、
一
九
入
○
年
及
び
 
 
九
八
七
年
に
報
 
 



一
七
〇
 
 

ま
た
、
一
九
入
六
年
七
月
に
O
E
C
D
租
税
委
員
会
は
、
近
年
に
お
け
る
国
際
的
な
人
、
資
本
、
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
移
動
の
進
展
が
 
 

租
税
回
避
及
び
脱
税
の
可
能
性
を
高
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
税
務
当
局
間
の
一
層
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
「
税
務
に
 
 

つ
い
て
の
相
互
執
行
協
力
に
関
す
る
条
約
」
（
C
O
n
く
e
n
t
i
O
n
O
ロ
M
u
t
亡
巴
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
諾
a
S
S
i
s
t
a
n
c
e
i
n
T
a
H
M
a
t
t
e
r
s
、
以
下
「
多
国
 
 

間
税
務
執
行
協
力
条
約
」
と
い
う
。
）
を
採
択
し
た
。
こ
の
多
国
間
税
務
執
行
協
力
条
約
は
、
一
九
八
七
年
四
月
に
、
欧
州
評
議
会
閣
僚
会
 
 

議
に
お
い
て
も
採
択
さ
れ
、
一
九
八
八
年
1
月
に
、
O
E
C
D
加
盟
国
（
二
四
か
国
）
及
び
欧
州
評
議
会
加
盟
国
（
ニ
ー
か
国
）
 
に
対
し
 
 

て
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
多
国
間
税
務
執
行
協
力
条
約
で
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
租
税
に
つ
い
て
、
①
情
報
交
換
、
②
徴
収
協
力
及
び
③
文
書
の
送
 
 

達
、
の
三
つ
の
協
力
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
な
お
、
加
盟
国
は
、
こ
れ
ら
の
協
力
の
一
部
、
例
え
ば
、
特
定
の
税
目
、
租
税
債
権
 
 

の
徴
収
等
に
・
つ
い
て
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
被
要
請
国
又
は
要
請
国
の
法
令
又
は
行
政
慣
行
に
抵
触
す
 
 

る
措
置
等
を
採
る
義
務
を
課
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
協
力
義
務
の
限
度
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

国
際
的
な
租
税
回
避
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
条
約
を
評
価
す
る
と
す
れ
ば
、
①
同
時
税
務
調
査
、
国
外
で
の
税
務
調
査
（
立
 
 

合
い
）
等
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
交
換
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
②
要
請
国
の
租
税
債
権
の
徴
収
に
つ
い
て
の
協
力
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
 
 

と
い
っ
た
点
が
画
期
的
な
も
の
と
い
え
る
 
（
但
し
、
②
に
閲
し
、
徴
収
協
力
が
行
わ
れ
る
租
税
債
権
は
、
被
要
請
国
の
債
権
に
特
別
に
認
 
 

め
ら
れ
て
い
る
優
先
権
を
有
し
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
実
効
性
が
問
題
と
な
ろ
う
。
）
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
画
期
的
で
あ
る
だ
け
に
、
納
税
者
の
権
利
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
、
地
方
政
府
へ
の
適
用
等
の
問
題
も
あ
り
、
西
 
 

独
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
等
は
こ
の
条
約
の
批
准
の
意
思
が
な
く
、
ま
た
、
ス
イ
ス
等
も
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
 
 

（
7
2
）
 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
約
に
つ
い
て
、
特
に
、
強
い
反
対
意
見
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
 



第
三
節
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
類
型
 
 

本
節
で
は
、
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
撰
型
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
類
型
と
し
て
、
一
般
的
に
よ
く
説
 
 

明
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、
基
地
会
社
、
導
管
会
社
、
海
運
会
社
、
保
険
会
社
と
い
っ
た
外
国
子
会
社
等
の
形
態
に
着
目
し
た
分
類
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
類
型
を
考
え
る
場
合
に
は
様
々
な
観
点
か
ら
の
分
類
、
例
え
ば
、
回
避
の
背
景
と
な
 
 

る
本
国
の
税
法
的
構
造
に
着
目
し
た
分
類
、
外
国
子
会
社
等
の
課
税
上
の
機
能
に
着
目
し
た
分
類
な
ど
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
 
 

で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
類
も
加
え
て
考
察
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
基
本
類
型
 
 
 

1
 
日
本
の
法
人
税
法
の
体
系
か
ら
み
た
租
税
回
避
の
理
論
的
基
本
型
 
 

一
般
に
、
課
税
所
得
の
金
額
は
、
①
法
人
の
居
住
性
、
②
所
得
の
源
泉
性
、
③
所
得
の
性
質
及
び
④
収
益
の
費
用
の
具
体
的
価
額
（
の
 
 

計
算
）
の
四
つ
の
要
素
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
法
人
の
居
住
性
及
び
②
の
所
得
の
源
泉
性
に
つ
い
て
は
、
内
国
法
人
で
 
 

あ
れ
ば
国
内
源
泉
所
得
及
び
国
外
源
泉
所
得
の
双
方
が
課
税
範
囲
と
さ
れ
、
外
国
法
人
で
あ
れ
ば
国
内
源
泉
所
得
の
み
が
課
税
範
囲
と
さ
 
 

れ
る
。
③
の
所
得
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
前
述
①
及
び
②
で
決
定
さ
れ
た
課
税
範
囲
の
う
ち
法
に
規
定
す
る
特
定
の
非
課
税
所
得
に
該
当
 
 

す
れ
ば
非
課
税
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
所
得
に
該
当
す
れ
ば
課
税
対
象
所
得
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
所
得
の
性
質
に
応
じ
、
経
費
控
除
後
の
 
 

ネ
ッ
ト
所
得
が
課
税
さ
れ
る
も
の
、
総
収
入
に
対
す
る
源
泉
課
税
が
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
④
の
収
益
・
費
用
の
具
体
的
価
額
の
計
算
 
 

に
つ
い
て
ほ
、
③
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
課
税
対
象
所
得
に
つ
い
て
例
え
ば
、
販
売
金
額
・
仕
入
金
額
の
う
ち
独
立
の
第
三
者
間
価
格
が
そ
 
 

一
七
一
 
 
 



一
七
二
 
 
 

の
適
正
な
額
と
し
て
課
税
所
得
金
額
の
計
算
に
服
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
金
額
は
別
途
適
正
金
額
に
置
き
治
す
等
の
取
扱
い
が
 
 

な
さ
れ
る
。
ま
た
、
費
用
の
配
分
・
配
賦
に
つ
い
て
も
合
理
的
な
金
額
の
配
分
・
配
賦
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
合
理
的
で
な
い
金
額
に
 
 

つ
い
て
は
そ
の
合
理
的
で
な
い
部
分
の
金
額
の
配
分
・
配
賦
が
否
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
我
が
国
の
法
人
税
法
に
つ
い
て
の
国
際
的
租
税
 
 

回
避
行
為
等
も
基
本
的
に
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
回
避
（
ま
た
は
操
作
）
 
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
と
い
え
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
日
本
の
法
人
税
法
に
つ
い
て
、
前
述
①
～
④
の
各
々
に
つ
い
て
そ
の
基
本
的
租
税
回
避
の
構
造
を
分
析
す
る
と
次
の
と
お
り
 
 

と
な
る
。
 
 

U
 
法
人
の
居
住
性
・
所
得
の
源
泉
性
の
変
更
に
よ
る
回
避
の
構
造
 
 

イ
 
法
人
の
居
住
性
の
変
更
に
よ
る
租
税
回
避
 
 
 

現
行
法
人
税
法
の
課
税
範
囲
は
、
法
人
の
居
住
性
つ
ま
り
内
国
法
人
で
あ
る
か
外
国
法
人
で
あ
る
か
及
び
そ
の
所
得
の
源
泉
性
に
応
 
 
 

じ
次
の
よ
う
に
異
な
る
（
□
の
部
分
が
課
税
さ
れ
る
）
。
 
 
 
 
 
 
 
T
 

日
本
国
内
源
泉
所
得
1
丁
日
本
国
外
源
泉
所
得
⊥
 
 



そ
こ
で
、
仮
に
、
内
国
法
人
が
そ
の
本
店
を
国
外
に
移
し
た
（
実
質
的
な
管
理
地
を
国
内
に
置
く
こ
と
と
し
た
）
場
合
に
は
法
人
税
 
 

法
上
の
外
国
法
人
と
な
り
国
外
源
泉
所
得
（
前
掲
④
の
部
分
）
は
課
税
所
得
を
構
成
し
な
い
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
 
 

ロ
 
源
泉
性
の
変
更
に
よ
る
租
税
回
避
 
 

川
 
国
内
源
泉
所
得
を
国
外
源
泉
所
得
に
変
更
し
た
場
合
一
般
に
つ
い
て
 
 

内
国
法
人
が
そ
の
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
、
外
国
支
店
、
外
国
子
会
社
等
を
利
用
し
て
国
外
源
泉
所
得
へ
変
更
し
た
場
合
 
 

は
、
主
と
し
て
当
該
内
国
法
人
の
外
国
税
額
控
除
限
度
枠
の
増
加
と
い
う
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

回
 
外
国
子
会
社
等
の
国
外
源
泉
所
得
に
変
更
し
た
場
合
に
つ
い
て
 
 

内
国
法
人
が
そ
の
事
業
を
外
国
子
会
社
等
に
移
転
し
国
外
源
泉
所
得
を
稼
得
す
る
場
合
、
そ
の
外
国
子
会
社
等
が
稼
得
す
る
所
 
 

得
は
法
人
税
法
上
の
国
外
源
泉
所
得
と
な
る
（
内
国
法
人
の
国
内
源
泉
所
得
ま
た
は
国
外
源
泉
所
得
を
外
国
法
人
の
国
外
源
泉
所
 
 

得
へ
変
更
）
。
こ
の
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
が
内
国
法
人
に
対
し
て
配
当
さ
れ
た
場
合
と
配
当
さ
れ
な
い
場
合
と
で
は
そ
の
 
 

効
果
に
次
の
よ
う
な
相
違
が
出
る
。
 
 
 

A
 
外
国
子
会
社
等
か
ら
配
当
さ
れ
る
場
合
 
 

内
国
法
人
が
受
領
し
た
配
当
は
、
国
外
源
泉
所
得
と
な
る
と
と
も
に
、
配
当
時
期
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
課
税
時
期
の
繰
延
 
 

B
 
外
国
子
会
社
が
配
当
し
な
い
場
合
 
 

べ
が
可
能
と
な
る
。
 
 

内
国
法
人
へ
の
配
当
を
行
わ
ず
外
国
子
会
社
等
に
留
保
し
た
所
得
は
、
外
国
法
人
の
日
本
国
外
源
泉
所
得
で
あ
り
我
が
国
で
の
 
 

課
税
は
行
わ
れ
な
い
 
（
第
四
節
I
l
参
照
）
。
以
上
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
表
の
と
お
り
と
な
る
。
 
 

t
七
三
 
 
 



【表】内国法人の源泉性の変更の基本形態（理論的区分）  

（かっこ内の丸付き数字は前述イの（∋～④のいずれかを示す）  

←法人税法上→   

の課税範囲  

←…… 源泉性の変更の基本形態…‥・→  ←…効果…→  

所得の源泉を変更  
→外税睦除枠   

の増加（前   

述（イ））  

日本国内  

源泉所得  
（庄））  

→内国法人の  

日本国外源  

泉所得（（塾）  

に変更   

外
国
に
設
立
し
た
子
会
社
等
に
事
業
を
移
転
 
 

外国子会社   

等の日本国 配当し 受領配当ほ  

→外源泉所得 た場合 内国法人の  内
 
国
 
法
 
人
 
 

配当を遅ら   

せることに  →（④）に変   

更（第⊥次   

的避難（73）  

→日本国外源  

泉所得（②）一→よる課税繰  

延べ（前述  

（ロ）、A）  配
当
し
な
 
い
場
合
 
 

外国子会社  

等の留保所  

得は外国故  

人の日本国   課税所得の  

→ 外源泉所得 －→減少（前述  

④）（第二次  （ロ）、B）   

的避難（74）   



な
お
、
前
述
M
及
び
何
で
は
、
源
泉
の
変
更
が
、
真
に
海
外
で
子
会
社
等
を
設
置
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
と
、
そ
れ
と
は
 
 

異
な
り
租
税
回
避
目
的
で
実
体
な
き
子
会
社
等
を
海
外
に
設
置
す
る
場
合
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
区
別
は
実
務
上
 
 

微
妙
な
問
題
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
区
分
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
律
等
（
措
法
六
六
の
六
、
法
人
格
否
認
の
法
理
等
）
 
に
 
 

ょ
り
否
認
等
の
取
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
偲
及
び
㈱
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
 

拗
 
所
得
の
性
質
の
変
更
に
よ
る
回
避
の
構
造
 
 
 

我
が
国
の
法
人
税
法
を
離
れ
て
t
般
的
に
い
え
ば
、
あ
る
所
得
を
国
内
に
お
い
て
非
課
税
又
は
低
率
課
税
と
な
る
所
得
等
に
外
国
で
変
 
 

更
し
た
上
で
国
内
に
還
流
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
回
避
を
い
う
。
我
が
国
の
法
人
税
法
に
お
け
る
典
型
例
は
考
え
に
く
い
が
、
あ
え
て
い
え
 
 

ば
外
国
子
会
社
の
留
保
所
得
を
内
国
法
人
に
対
す
る
貸
付
金
の
形
で
還
流
さ
せ
る
こ
と
が
該
当
し
よ
う
。
 
 

㈱
 
収
益
・
費
用
の
具
体
的
価
格
に
つ
い
て
の
回
避
の
構
造
 
 
 

こ
れ
は
、
例
え
ば
、
収
入
金
額
、
仕
入
金
額
に
つ
い
て
低
価
販
売
、
高
価
買
入
な
ど
の
移
転
価
格
操
作
を
行
う
こ
と
又
は
費
用
の
配
分
 
 

・
配
賦
を
過
大
な
も
の
と
す
る
な
ど
の
操
作
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
規
定
（
措
法
六
六
の
五
 
 

等
）
 
に
よ
り
独
立
企
業
間
価
格
又
は
合
理
的
な
額
の
配
分
・
配
賦
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

2
 
法
人
税
体
系
上
の
基
本
型
と
外
国
子
会
社
等
の
関
係
 
 

m
 
利
用
の
対
象
と
し
て
の
外
国
子
会
社
等
 
 
 

前
述
1
に
お
い
て
は
、
法
人
税
法
の
体
系
上
理
論
的
に
は
、
①
居
住
性
、
②
源
泉
性
、
③
所
得
の
性
質
及
び
④
収
益
・
費
用
の
具
体
的
 
 

価
額
の
計
算
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
租
税
回
避
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
を
分
析
し
た
。
こ
の
分
析
は
、
法
人
税
法
の
構
造
上
ど
の
よ
う
に
利
 
 

一
七
五
 
 
 



一
七
六
 
 
 

用
さ
れ
る
か
を
分
析
し
た
点
で
理
論
的
に
は
重
要
で
あ
る
が
、
実
際
に
外
国
で
行
わ
れ
て
い
る
具
体
的
租
税
回
避
行
為
、
特
に
、
本
稿
の
 
 

目
的
と
す
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
の
租
税
回
避
行
為
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
何
ら
具
体
的
な
説
明
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 

そ
こ
で
次
に
、
具
体
的
租
税
回
避
行
為
を
説
明
す
る
前
段
階
の
問
題
と
し
て
、
前
述
①
～
④
と
実
際
の
租
税
回
避
行
為
と
の
か
か
わ
り
を
 
 

説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
 
 

①
 
居
住
性
の
変
更
は
、
第
t
義
的
に
は
、
内
国
法
人
か
ら
外
国
法
人
（
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
等
の
居
住
者
）
と
な
る
こ
と
を
い
う
。
 
 
 

我
が
国
の
場
合
に
は
こ
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
内
国
法
人
は
そ
の
内
国
法
人
と
し
て
の
ス
 
 
 

テ
ー
タ
ス
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
次
の
②
の
よ
う
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
等
を
設
立
す
る
こ
と
の
方
が
ほ
る
か
に
多
い
も
の
 
 

（
7
5
）
 
 
 

と
考
え
ら
れ
る
（
な
お
、
そ
の
よ
う
な
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
が
本
稿
の
対
象
で
も
あ
る
。
）
。
ち
な
み
に
、
日
本
以
外
の
 
 
 

国
、
例
え
ば
か
つ
て
の
西
独
の
例
に
お
け
る
よ
う
な
個
人
に
よ
る
住
所
の
移
動
の
問
題
も
我
が
国
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
 
 

（
7
6
）
 
 
 

れ
る
。
 
 

②
 
源
泉
性
の
変
更
は
、
内
国
法
人
の
国
外
支
店
及
び
内
国
法
人
の
外
国
子
会
社
等
の
い
ず
れ
を
用
い
て
も
行
わ
れ
得
る
。
し
か
し
、
国
 
 
 

外
支
店
利
用
に
よ
る
源
泉
の
変
更
を
し
て
も
、
法
人
税
法
上
国
外
所
得
に
分
類
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
課
税
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
の
 
 
 

変
更
は
少
な
く
と
も
形
式
上
は
な
い
こ
と
か
ら
、
特
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
念
頭
に
置
く
場
合
に
は
、
外
国
子
会
社
等
を
利
用
し
 
 
 

た
源
泉
の
変
更
（
こ
れ
は
外
国
法
人
の
国
外
源
泉
所
得
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
法
人
税
法
の
課
税
が
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

第
一
次
的
避
難
）
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
基
地
会
社
（
b
a
s
e
c
O
m
p
a
n
i
e
s
）
、
持
株
会
社
（
h
O
－
d
i
n
g
 
 
 

C
O
m
p
a
n
i
e
s
）
、
r
e
n
T
a
s
t
a
r
c
O
m
p
a
n
i
e
s
、
金
融
会
社
（
f
i
n
a
n
c
e
c
O
m
p
a
n
i
e
s
）
を
含
む
。
）
、
導
管
会
社
（
c
O
n
d
u
i
t
c
O
m
p
a
n
i
e
s
）
、
 
 
 

自
家
保
険
会
社
（
c
a
p
t
i
く
e
i
n
s
u
r
a
n
c
e
c
O
m
p
a
n
i
e
s
）
、
海
運
会
社
、
サ
ー
ビ
ス
会
社
（
s
e
r
ま
c
e
c
O
ヨ
p
a
n
i
e
s
）
と
い
っ
た
子
会
社
等
の
 
 
 



利
用
は
す
べ
て
こ
の
範
疇
に
入
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

③
 
所
得
の
性
質
の
変
更
は
、
あ
る
所
得
に
つ
い
て
中
間
会
社
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
課
税
又
は
低
率
課
税
と
さ
れ
る
配
当
又
 
 
 

ほ
そ
の
他
の
所
得
等
に
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
や
は
り
外
国
子
会
社
例
え
ば
前
述
②
に
述
べ
た
よ
う
な
会
社
が
介
在
す
る
 
 
 

こ
と
か
ら
、
子
会
社
の
具
体
的
形
態
と
し
て
前
述
②
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。
所
得
の
性
質
の
変
更
は
、
そ
う
し
た
子
会
社
か
ら
受
領
 
 
 

す
る
所
得
等
の
形
態
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

④
 
収
益
・
費
用
の
具
体
的
価
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
主
と
し
て
外
国
関
連
会
社
と
の
間
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
タ
ッ
ク
ス
・
 
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
に
あ
る
子
会
社
と
の
間
で
も
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
移
転
価
格
税
制
及
び
親
子
会
社
間
の
費
用
配
分
規
定
 
 
 

と
主
と
し
て
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
範
疇
の
も
の
と
し
て
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
 
 
 

と
す
る
。
 
 

∽
 
結
 
論
 
 
 

以
上
に
つ
い
て
結
論
的
に
い
え
ば
、
前
述
川
②
～
④
に
つ
い
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
等
が
介
在
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
 
 

の
中
で
も
特
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
等
の
機
能
と
し
て
重
要
な
の
は
、
②
の
源
泉
性
の
変
更
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
 
 

手
段
と
し
て
こ
れ
ら
子
会
社
等
が
利
用
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
し
た
子
 
 

会
社
等
の
具
体
的
利
用
形
態
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
等
の
具
体
的
類
型
 
 
 

1
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
定
義
・
特
徴
・
利
用
の
概
要
 
 

一
七
七
 
 
 



一
七
入
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
し
た
外
国
子
会
社
等
に
よ
る
利
用
の
形
態
を
具
体
的
に
検
討
す
る
前
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
つ
 
 

い
て
の
一
般
的
知
識
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

m
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
定
義
 
 

（
7
7
）
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
概
念
は
相
対
的
な
も
の
な
の
で
、
こ
れ
に
単
一
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
 

（
7
8
）
 
 
 

し
か
し
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
次
の
よ
う
な
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
定
義
す
る
立
場
が
あ
る
 

イ
 
無
税
国
（
n
？
t
a
舛
h
a
詔
n
S
）
 
 

所
得
税
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
税
を
は
じ
め
と
し
て
一
切
の
租
税
を
課
さ
な
い
国
（
例
え
ば
、
バ
ハ
マ
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
、
ケ
イ
マ
 
 
 

ン
、
ナ
ウ
ル
、
ニ
ュ
ー
ヘ
ブ
リ
デ
ス
、
ク
ー
ク
ス
・
カ
イ
コ
ス
）
 
 

ロ
 
国
外
源
泉
所
得
非
課
税
国
 
 

国
内
源
泉
所
得
に
対
し
て
の
み
租
税
を
課
す
る
国
（
例
え
ば
、
リ
ベ
リ
ア
、
パ
ナ
マ
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、
香
港
）
 
 

ハ
 
低
税
率
国
で
あ
っ
て
か
つ
租
税
条
約
の
恩
典
を
受
け
ら
れ
る
国
 
 

租
税
条
約
を
締
結
し
て
お
り
し
か
も
低
税
率
の
国
（
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
、
英
領
バ
ー
ジ
ン
諸
島
、
モ
ソ
ト
セ
ラ
 
 

（
7
9
）
 
 
 

ト
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ガ
ー
ソ
ジ
ー
、
マ
ン
島
）
 
 

ニ
特
定
の
所
得
を
免
除
す
る
国
（
例
え
ば
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
、
 
 
 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
、
バ
ル
バ
ジ
ス
、
グ
レ
ナ
ダ
、
セ
ン
ト
・
ビ
ン
セ
ン
ト
）
 
 
 

日
本
の
軽
課
税
国
（
大
蔵
大
臣
告
示
に
よ
る
も
の
）
は
、
①
全
所
得
軽
課
税
国
（
バ
ハ
マ
、
ケ
イ
マ
ン
諸
島
、
香
港
等
一
九
か
国
）
、
②
 
 

国
外
源
泉
所
得
軽
課
税
国
等
（
パ
ナ
マ
、
ソ
ロ
モ
ソ
等
五
か
国
）
及
び
特
定
事
業
所
得
軽
課
税
国
等
（
リ
ベ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
 
 
 



ス
イ
ス
等
t
七
か
国
）
 
の
三
種
類
転
分
類
し
て
い
る
。
 
 

物
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
特
徴
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
特
徴
に
つ
い
て
は
第
二
節
Ⅱ
・
1
・
似
で
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
O
E
C
D
で
も
は
ぼ
同
様
に
次
の
よ
う
 
 

（
飢
）
 
 

な
点
を
あ
げ
て
い
る
 

イ
 
税
率
が
相
対
的
に
低
い
こ
と
 
 
 

所
得
及
び
資
本
の
す
べ
て
又
は
特
定
の
タ
イ
プ
の
も
の
に
対
し
、
全
く
課
税
し
な
い
か
あ
る
い
は
低
税
率
で
課
税
す
る
。
 
 

ロ
 
銀
行
秘
密
及
び
商
業
秘
密
が
高
水
準
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
 
 
 

多
く
の
国
で
は
、
銀
行
家
が
顧
客
か
ら
得
た
情
報
に
特
権
を
与
え
る
と
い
う
判
例
法
（
c
O
m
m
O
n
－
a
w
 
p
r
e
c
e
d
e
n
t
）
 
に
従
っ
て
お
 
 
 

り
、
こ
れ
が
発
展
し
て
、
銀
行
業
務
等
の
金
融
上
の
取
引
を
外
国
税
務
当
局
か
ら
保
護
す
る
こ
と
の
一
般
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

ハ
 
為
替
管
理
が
存
在
し
な
い
こ
と
 
 
 

多
く
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
は
、
居
住
者
と
非
居
住
者
、
さ
ら
に
現
地
通
貨
と
外
国
通
貨
と
を
区
別
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
 
 
 

が
、
非
居
住
者
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
設
立
子
会
社
等
は
、
外
国
通
貨
を
取
り
扱
い
か
つ
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
 
 
 

イ
ブ
ン
で
事
業
を
行
わ
な
い
限
り
そ
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
の
為
替
管
理
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
 
 

ニ
 
銀
行
業
務
が
相
対
的
に
重
要
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
 
 
 

多
く
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
は
、
居
住
者
と
非
居
住
者
の
銀
行
活
動
を
区
別
し
た
上
、
非
居
住
者
の
活
動
に
つ
い
て
は
準
備
 
 
 

金
、
為
替
管
理
等
の
規
制
が
な
く
オ
フ
シ
ョ
ア
銀
行
業
務
を
推
進
す
る
政
策
を
採
っ
て
い
る
。
 
 

ホ
 
通
信
網
の
整
備
 
 

一
七
九
 
 
 



一
入
〇
 
 

通
信
（
n
O
m
m
u
n
i
c
a
t
i
O
n
S
）
と
は
、
物
理
的
輸
送
（
海
運
、
航
空
輸
送
な
ど
）
及
び
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
の
金
融
業
務
に
特
に
 
 
 

重
要
な
郵
便
、
電
報
、
テ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
の
通
信
網
の
両
方
を
意
味
す
る
。
 
 

へ
 
租
税
条
約
 
 
 

ほ
と
ん
ど
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
は
外
国
と
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
。
締
結
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
情
報
交
換
規
定
 
 
 

が
な
い
か
、
あ
っ
て
も
非
常
に
限
定
的
で
あ
り
、
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
全
く
な
い
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
租
税
条
約
を
結
ん
で
い
る
場
合
、
そ
の
条
約
上
の
有
利
な
規
定
と
そ
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
国
内
法
 
 
 

上
の
有
利
な
規
定
と
が
結
び
つ
く
場
合
（
t
「
い
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
）
 
に
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
あ
る
特
定
の
取
引
に
と
っ
て
特
 
 
 

に
魅
力
的
な
も
の
と
な
り
得
る
。
 
 

ト
 
そ
の
他
の
特
徴
 
 
 

何
 
故
治
的
・
経
済
的
安
定
性
 
 
 

M
 
規
制
の
緩
い
商
法
の
規
定
 
 
 

日
 
適
切
な
専
門
家
（
会
計
士
、
弁
護
士
等
）
 
の
存
在
 
 

㈱
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
の
形
態
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
具
体
的
形
態
ほ
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
O
E
C
D
の
場
で
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
利
用
の
形
態
 
 

（
8
1
）
 
 

を
項
目
だ
け
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
 

イ
 
移
住
及
び
住
所
の
移
動
 
 
 

相
対
的
に
高
税
率
国
に
居
住
す
る
納
税
者
が
国
内
の
租
税
法
上
の
居
住
地
を
操
作
ま
た
は
海
外
に
移
す
こ
と
を
い
う
。
 
 
 



ロ
 
基
地
会
社
 
 
 

後
述
2
・
∽
・
イ
参
照
 
 

ハ
 
導
管
会
社
 
 
 

後
述
2
・
m
・
ロ
参
照
 
 

二
 
保
険
会
社
 
 
 

後
述
2
・
0
0
・
ハ
参
照
 
 

ホ
 
海
運
会
社
 
 
 

後
述
2
・
∽
・
ロ
参
照
 
 

へ
 
サ
ー
ビ
ス
会
社
 
 
 

後
述
2
・
∽
・
ロ
参
照
 
 

2
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
具
体
的
演
型
 
 

∽
 
子
会
社
等
の
形
態
別
分
頼
 
 
 

利
用
さ
れ
る
外
国
子
会
社
の
形
態
に
着
目
す
る
と
主
に
前
述
1
・
㈱
の
よ
う
に
、
基
地
会
社
、
導
管
会
社
、
保
険
会
社
、
海
運
会
社
、
 
 

サ
ー
ビ
ス
会
社
等
に
分
摸
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
そ
の
利
用
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
基
地
会
社
と
導
管
会
社
に
つ
い
て
分
析
す
 
 

る
。
 
 

イ
 
基
地
会
社
 
 
 

的
 
基
地
会
社
の
定
義
 
 

t
八
一
 
 
 



一
入
二
 
 
 

基
地
会
社
の
定
義
は
各
国
に
お
い
て
区
々
で
あ
り
統
一
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
、
税
務
上
の
機
能
及
び
目
的
の
面
か
ら
み
 
 
 

た
抽
象
的
説
明
を
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
基
地
会
社
が
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
納
税
者
に
直
接
帰
属
し
 
 
 

た
は
ず
の
所
得
を
基
地
会
社
に
帰
属
さ
せ
、
納
税
者
の
居
住
地
国
の
課
税
か
ら
所
得
を
切
り
離
す
機
能
を
持
た
せ
る
と
い
う
目
的
の
 
 

（
紀
）
 
 
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
基
地
会
社
で
あ
る
。
 
 

何
 
基
地
会
社
の
機
能
・
利
用
方
法
の
分
析
 
 
 

基
地
会
社
の
最
も
重
要
な
枚
能
は
、
そ
れ
が
な
い
と
直
接
納
税
者
に
流
れ
る
は
ず
の
所
得
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
通
 
 

（
8
3
）
 
 
常
、
基
地
会
社
の
所
得
は
納
税
者
（
基
地
会
社
の
親
会
社
）
の
居
住
地
国
で
は
課
税
さ
れ
な
い
（
第
一
次
的
避
難
）
。
 
 
 

ま
た
、
基
地
会
社
か
ら
親
会
社
に
配
当
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
親
会
社
の
居
住
地
国
で
の
課
税
を
回
避
す
る
た
め
に
、
①
基
 
 
 

地
会
社
の
所
得
を
租
税
条
約
ま
た
は
国
内
法
に
基
づ
く
免
税
所
得
（
役
員
報
酬
、
配
当
等
）
の
形
で
分
配
す
る
、
②
基
地
会
社
の
所
 
 
 

得
を
海
外
へ
の
再
投
資
又
は
親
会
社
へ
の
貸
付
の
形
で
送
金
す
る
、
③
基
地
会
社
資
本
の
譲
渡
（
通
常
無
税
か
低
税
率
）
を
行
う
、
 
 

（
8
4
）
 
 
 

と
い
っ
た
方
法
を
採
る
 
（
第
二
次
的
避
難
）
。
 
 

H
 
基
地
会
社
の
類
型
（
形
式
的
■
業
種
別
分
類
）
 
 
 

様
々
な
類
型
が
あ
る
が
、
一
般
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

A
 
資
産
管
理
 
（
a
s
s
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
O
n
）
 
 

納
税
者
が
基
地
会
社
に
株
式
、
社
債
、
特
許
権
又
は
そ
の
実
施
権
を
移
転
す
る
等
に
よ
り
基
地
会
社
が
そ
れ
ら
の
資
産
を
運
用
 
 

（
8
5
）
 
 

管
理
す
る
。
 
 
 

B
 
金
融
セ
ン
タ
ー
（
f
i
n
a
ロ
C
i
a
－
p
i
言
t
S
）
 
 
 



こ
れ
は
、
広
い
地
域
に
わ
た
る
国
際
的
活
動
の
金
融
面
で
の
中
軸
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
を
い
 
 
 

ぅ
。
例
え
ば
、
持
株
会
社
、
多
国
籍
企
業
の
あ
る
地
域
を
統
括
す
る
も
の
、
貸
付
等
の
業
務
の
中
心
と
な
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
 
 

（
郎
）
 
 
法
人
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
は
、
銀
行
業
、
保
険
業
を
集
中
的
に
取
り
扱
う
法
人
も
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
。
 
 
 

C
 
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
基
地
会
社
 
 

こ
の
種
の
基
地
会
社
ほ
そ
の
設
立
国
外
に
お
け
る
事
業
、
専
門
的
活
動
に
関
し
て
利
用
さ
れ
る
。
設
立
国
内
及
び
国
外
に
お
け
 
 
 

る
事
業
・
役
務
の
提
供
か
ら
生
ず
る
収
益
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
基
地
会
社
に
所
得
を
避
難
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
 
 

（
8
7
）
 
 

と
に
な
る
 

D
 
そ
の
他
の
基
地
会
社
 
 

（
8
8
）
 
 
 
そ
の
他
に
は
、
所
得
の
抜
け
道
だ
け
の
目
的
で
あ
っ
た
り
、
隠
蔽
活
動
等
に
用
い
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
 
 

H
 
基
地
会
社
と
導
管
会
社
と
の
関
係
等
 
 
 

A
 
導
管
会
社
と
の
関
係
 
 

導
管
会
社
（
c
O
n
d
u
i
t
c
O
m
p
a
n
y
）
（
後
述
日
参
照
）
の
概
念
は
、
避
難
し
た
所
得
の
源
泉
地
国
に
お
け
る
税
務
上
の
利
点
の
確
 
 
 

保
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
基
地
会
社
の
概
念
は
、
そ
の
法
人
を
支
配
し
て
い
る
者
（
親
会
社
）
の
居
住
地
国
の
 
 
 

税
負
担
の
最
小
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
法
人
グ
ル
ー
プ
が
こ
れ
ら
両
者
を
同
時
に
利
用
し
て
そ
の
目
的
の
達
成
を
図
 
 

（
8
9
）
 
 
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
導
管
会
社
及
び
基
地
会
社
は
同
一
の
問
題
の
裏
表
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

B
 
飛
び
石
戦
略
（
s
t
e
p
p
i
n
g
・
S
t
O
n
e
S
t
r
a
t
e
g
y
）
と
の
関
係
 
 

基
地
会
社
は
通
常
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
さ
れ
る
。
し
か
し
、
特
別
な
状
況
例
え
ば
、
納
税
者
の
居
住
地
国
と
基
地
金
 
 

一
八
三
 
 
 



一
入
四
 
 

社
の
所
在
地
国
の
各
々
の
実
効
税
率
を
勘
案
す
る
と
あ
る
高
税
率
国
で
税
を
支
払
う
方
が
納
税
者
に
と
っ
て
節
税
と
な
っ
た
り
、
 
 

そ
の
高
税
率
国
の
国
内
法
上
の
特
別
な
制
度
が
意
図
し
な
い
よ
う
な
方
法
で
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
 
 

る
飛
び
石
戦
略
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
低
税
率
国
へ
避
難
し
た
所
得
を
最
終
目
的
地
に
送
る
に
当
た
っ
て
高
課
税
国
を
経
由
さ
 
 

（
9
0
）
 
 

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
目
的
地
の
課
税
当
局
か
ら
の
所
得
の
本
当
の
発
生
地
を
隠
蔽
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
戦
略
を
い
う
 

C
 
基
地
会
社
の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
 
 

基
地
会
社
の
利
用
ほ
、
其
の
経
済
上
の
理
由
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
税
務
上
の
理
由
か
ら
利
用
さ
れ
 
 

る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
税
務
上
の
利
益
に
つ
い
て
、
納
税
者
の
居
住
地
国
に
お
け
る
租
税
の
公
平
及
び
中
立
 
 

性
の
観
点
か
ら
、
ど
の
程
度
の
も
の
を
否
認
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
 
 

ロ
 
導
管
会
社
 
 
 

£
 
導
管
会
社
の
意
義
 
 

導
管
会
社
（
c
O
ロ
d
u
i
t
c
O
ヨ
p
a
n
i
e
s
）
と
は
、
あ
る
国
の
居
住
者
に
対
し
て
そ
の
者
が
取
得
す
る
所
得
に
つ
い
て
本
来
享
受
し
得
な
 
 
 

い
条
約
上
の
利
益
を
そ
の
者
に
不
正
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動
す
る
法
人
で
あ
っ
て
租
税
条
約
締
結
国
内
に
設
立
さ
 
 

（
9
1
）
 
 
 

れ
た
も
の
を
い
う
。
つ
ま
り
、
導
管
会
社
に
関
す
る
利
用
は
租
税
条
約
の
利
用
と
係
わ
っ
て
い
る
。
 
 
 

M
 
導
管
会
社
の
利
用
の
基
本
形
態
 
 

（
9
2
）
 
 

導
管
会
社
利
用
の
基
本
形
態
は
、
直
接
導
管
（
次
の
【
囲
1
】
）
及
び
飛
び
石
導
管
（
次
の
【
図
2
】
）
 
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
 
 
 



【図1】 直接導管（direct conduit）  

租税条約（投資所得の源泉  

徴収免除）有り  
A国では受領した  （A国）←  

投資所得を非課税  導管会社  
とする  法人Ⅹ ←  

→（B国）  

投資所得の支払い  

全額出資  

Z（第三国）  

【図2】 飛び石導管（stepping－StOne COnduit）  

D 国  
（第二導管会社）  

法人W  

費
用
支
払
 
 

租税条約（投資所得の  
源泉徴収免除）有り  A国は受領した投資所得100   

に対して課税するがそれに対  

する費用として同額の控除が  A 国 ←  
認められることによりA国で（第一導管会社）  
は課税無し  法人Ⅹ ←  

投資所得支払い100  

全額出資  

Z  

（第三国）   



前
述
何
の
例
に
お
い
て
、
源
泉
地
国
（
Y
）
と
の
条
約
を
利
用
し
た
の
は
形
式
上
は
Ⅹ
で
あ
る
が
そ
の
経
済
的
利
益
が
第
三
国
の
 
 
 

居
住
者
Z
 
（
そ
の
条
約
を
利
用
す
る
権
利
の
な
い
者
）
 
で
あ
る
点
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
主
に
次
の
よ
う
な
意
味
 
 

（
9
3
）
 
 

に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
る
 

A
 
第
三
国
居
住
者
に
よ
る
利
用
は
、
条
約
締
結
国
間
の
租
税
条
約
の
相
互
主
義
の
担
保
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
 
 

B
 
条
約
に
基
づ
く
恩
典
は
、
本
来
そ
の
恩
典
を
受
け
る
者
の
居
住
地
国
で
通
常
の
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
与
え
ら
 
 

れ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
居
住
地
国
で
の
適
正
な
課
税
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

C
 
そ
の
所
得
の
最
終
受
領
者
の
居
住
地
国
が
租
税
条
約
を
締
結
す
る
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

H
 
導
管
会
社
の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
 
 

例
え
ば
、
Ⅹ
国
の
居
住
者
A
が
Y
国
に
お
い
て
行
う
生
産
活
動
に
関
し
て
特
許
を
取
得
し
、
A
が
B
国
の
企
業
に
こ
れ
を
ラ
イ
セ
 
 

シ
ス
し
て
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
を
取
得
す
る
よ
う
な
真
正
な
取
引
（
b
O
n
a
f
i
d
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
）
の
場
合
に
ほ
、
Ⅹ
Y
間
に
租
税
条
約
が
 
 

（
鋸
）
 
 

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
Y
B
間
の
租
税
条
約
上
の
恩
典
ま
で
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
、
源
泉
地
国
と
の
間
に
租
税
条
約
 
 

の
な
い
国
（
源
泉
地
国
と
の
間
に
租
税
条
約
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
条
約
の
恩
典
が
源
泉
地
国
と
導
管
会
社
居
住
地
国
と
の
間
の
租
税
 
 

条
約
の
恩
典
よ
り
も
限
定
的
な
場
合
に
お
け
る
問
題
の
納
税
者
の
居
住
地
国
を
含
む
。
）
 
の
居
住
者
に
よ
る
不
正
利
用
の
ケ
ー
ス
で
 
 

あ
る
が
、
こ
う
し
た
利
用
に
対
す
る
対
応
策
は
現
在
の
と
こ
ろ
各
国
の
租
税
条
約
の
規
定
を
み
て
も
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
 
 

（
9
5
）
 
 

状
況
に
あ
る
 

∽
 
子
会
社
等
の
課
税
面
か
ら
の
機
能
的
分
類
 
 
 

導
管
会
社
利
用
の
問
題
点
 
 



前
述
∽
で
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
等
に
つ
い
て
形
態
別
に
類
型
を
み
た
。
し
か
し
、
子
会
社
等
を
設
け
る
実
質
的
意
義
は
 
 

課
税
上
の
効
果
が
ど
の
程
度
得
ら
れ
る
か
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
子
会
社
等
が
課
税
の
面
で
果
た
す
役
割
す
な
わ
ち
機
 
 

（
9
6
）
 
 

能
的
分
類
か
ら
の
分
析
を
試
み
る
。
 
 
 

ま
ず
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
さ
れ
た
子
会
社
等
自
体
が
親
会
社
に
対
し
て
支
払
う
配
当
・
利
子
に
つ
い
て
、
当
該
タ
ッ
ク
ス
 
 

・
ヘ
イ
ブ
ン
が
源
泉
徴
収
税
を
課
す
こ
と
は
通
常
な
い
。
従
っ
て
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
子
会
社
等
の
果
た
す
機
能
に
課
税
面
で
差
が
 
 

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
三
点
か
ら
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

①
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
￥
子
会
社
等
の
行
う
取
引
活
動
が
投
資
活
動
（
取
引
先
で
の
源
泉
徴
収
の
問
題
）
 
か
事
業
活
動
（
取
引
先
に
恒
 
 
 

久
的
施
設
が
な
け
れ
ば
課
税
な
し
）
 
か
。
 
 

②
 
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
取
引
先
の
国
と
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
る
 
（
源
泉
徴
収
の
免
除
）
 
か
否
 
（
源
泉
徴
収
の
課
税
）
 
 
 

か
。
 
 

③
 
当
該
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
日
本
と
租
税
条
約
を
結
ん
で
い
る
か
否
か
。
 
 
 

以
上
の
観
点
か
ら
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
子
会
社
等
が
果
た
す
租
税
の
面
の
機
能
は
ほ
ぼ
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
な
お
、
以
下
 
 

の
図
で
は
、
日
本
の
親
会
社
を
P
、
そ
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
子
会
社
を
S
、
源
泉
徴
収
を
W
T
で
表
す
。
 
 

イ
 
投
資
所
得
受
取
機
能
 
 
 



（
説
明
）
 
 

1
 
S
は
投
資
活
動
の
成
果
を
受
け
取
る
機
能
を
果
た
す
。
 
 

2
 
 S
ほ
租
税
条
約
に
基
づ
き
源
泉
徴
収
税
な
し
で
利
子
・
配
当
等
を
受
領
し
、
そ
れ
に
対
し
T
Ⅱ
国
は
全
く
税
を
課
さ
な
い
 
（
P
に
 
 
 

還
流
し
な
い
限
り
全
く
無
税
）
。
 
 

3
 
こ
う
し
た
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
例
と
し
て
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
、
英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
 
 
 

島
が
あ
る
。
 
 

（
投
資
所
得
受
取
型
の
法
人
の
例
）
 
 

l
 
h
O
－
d
i
n
g
 
c
O
ヨ
p
a
n
y
 
 

・
持
株
会
社
 
 

2
 
i
n
く
e
S
t
m
e
n
t
 
C
O
m
p
a
n
y
 
 

・
個
人
投
資
家
の
資
金
を
集
め
て
そ
の
投
資
を
行
う
会
社
を
い
い
、
次
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
も
あ
る
。
 
 
 

【
図
】
 
 
 

（
T
H
遡
）
 
－
 
 

粟
外
来
劉
 
 

（
平
針
）
 
 

P
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
I
I
S
 
 

S
8
望
お
器
粥
襲
 
 

簿
 
 
埼
 
 

彗
叫
・
讃
躁
亜
 
 
 

（
審
‖
圃
）
 
 

園
常
勤
東
森
這
 
1
 
 

1
簿
埼
冷
鮮
ゝ
 
 
 

W
T
冷
静
 
 



川
 
O
f
f
s
h
O
r
e
i
n
諾
S
t
ヨ
e
n
t
f
u
n
d
 
 

・
ア
メ
リ
カ
の
証
券
、
商
品
の
取
引
を
行
う
。
 
 

吻
 
r
e
a
；
○
－
d
i
n
g
c
O
m
p
a
n
y
 
 

・
ア
メ
リ
カ
の
不
動
産
へ
の
投
資
を
行
う
。
 
 
 

p
a
t
e
n
t
 
h
O
－
d
i
n
g
．
c
O
m
p
a
ロ
y
 
 

・
無
体
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
行
う
。
 
 

（
利
用
例
）
 
文
芸
作
品
の
映
画
化
権
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
人
A
が
ス
イ
ス
に
法
人
S
を
設
立
し
、
S
に
当
該
映
画
化
権
を
移
転
 
 

し
、
S
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
映
画
会
社
に
ラ
イ
セ
ン
ス
す
る
。
S
は
多
額
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
を
受
け
取
る
が
、
そ
れ
 
 

に
対
し
て
は
ス
イ
ス
・
ア
メ
リ
カ
租
税
条
約
に
基
づ
き
源
泉
徴
収
は
な
さ
れ
な
い
。
A
は
、
S
か
ら
借
入
を
行
い
利
子
を
 
 

支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
S
に
留
保
さ
れ
た
金
を
使
う
と
い
う
形
で
利
用
さ
れ
る
。
 
 

事
業
所
得
留
保
機
能
 
 

【
図
】
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一
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ヽ
ゝ
 
 

竣
音
 
 

m
a
r
g
i
コ
・
C
O
m
m
i
s
s
i
O
n
8
砲
苅
 
 

S
8
頚
論
戦
異
常
 
 

P
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蟹
・
ヰ
ー
q
ゝ
ゝ
 
 
 

頭
 
 

S
8
嚇
泄
尊
命
戦
菊
戴
 
 

（
P
E
抒
「
）
 
 

W
T
貯
t
、
 
 
 

↓
B
u
y
e
r
 
 



一
九
〇
 
 
 

（
説
明
）
 
 

1
 
S
は
、
親
会
社
の
事
業
利
益
の
一
部
を
留
保
す
る
機
能
を
果
た
す
。
 
 

2
 
P
は
、
直
接
B
u
y
e
r
に
対
す
る
販
売
・
提
供
を
行
わ
ず
、
間
に
S
を
介
在
さ
せ
る
。
 
 

3
 
S
の
B
u
y
e
r
国
に
お
け
る
取
扱
い
は
、
S
が
P
E
を
有
さ
ず
（
事
業
所
得
課
税
な
し
）
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
所
得
で
も
な
い
 
 
 

こ
と
か
ら
、
課
税
は
行
わ
れ
な
い
。
 
 

4
 
S
は
そ
の
居
住
地
国
で
は
全
く
課
税
が
な
い
。
 
 

5
 
 従
っ
て
、
S
は
m
a
r
g
i
n
、
c
O
m
m
i
s
s
i
O
n
相
当
額
を
非
課
税
で
留
保
で
き
る
。
 
 

6
 
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
S
の
居
住
地
国
が
租
税
条
約
を
有
す
る
か
否
か
は
関
係
な
い
 
（
但
し
、
人
的
役
務
提
供
事
業
の
場
合
は
 
 
 

別
で
あ
る
）
。
 
 

7
 
こ
う
し
た
タ
ッ
ク
ス
∴
イ
ブ
ン
国
せ
し
て
利
用
で
き
る
の
は
、
直
接
税
の
存
在
し
な
い
バ
ハ
マ
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
、
ケ
イ
マ
ン
諸
 
 
 

島
で
あ
る
。
 
 

（
事
業
所
得
留
保
型
の
法
人
の
例
）
 
 

1
 
t
r
a
d
i
コ
g
 
C
O
m
p
a
n
y
 
 

・
商
品
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
取
引
過
程
に
介
在
し
て
マ
ー
ジ
ン
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
利
用
は
移
転
価
格
の
問
題
と
密
接
 
 

な
関
連
を
有
す
る
。
 
 

2
 
s
h
i
p
p
－
n
g
 
a
n
d
 
a
i
r
c
r
a
f
t
 
c
O
m
p
a
n
y
 
 

・
国
際
運
輸
業
所
得
の
免
税
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
（
但
し
、
一
九
七
五
年
、
一
九
八
六
年
に
こ
の
所
得
に
対
す
る
課
税
強
化
が
 
 
 



（
説
明
）
 
 

1
 
親
会
社
か
ら
支
払
い
を
受
け
、
親
会
社
段
階
に
お
け
る
事
業
経
費
の
控
除
を
作
り
出
す
機
能
を
果
た
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
親
会
 
 
 

社
の
課
税
所
得
の
減
少
と
S
へ
の
利
益
留
保
が
図
ら
れ
る
。
 
 

2
 
P
は
、
S
か
ら
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
資
金
の
貸
付
け
等
を
受
け
る
。
 
 

t
九
一
 
 
 

な
さ
れ
て
い
る
。
）
。
 
 

3
 
p
e
r
s
O
ロ
巴
s
e
r
く
i
c
e
 
c
O
m
p
a
n
y
 
 

・
例
え
ば
、
r
e
n
t
 
a
s
t
a
r
c
O
m
p
a
n
y
は
、
事
業
所
得
塑
で
あ
り
な
が
ら
租
税
条
約
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
形
態
で
あ
る
。
 
 
 

（
利
用
例
）
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歌
手
が
ス
イ
ス
に
法
人
S
を
設
立
し
、
S
に
雇
わ
れ
る
と
い
う
契
約
を
結
ぶ
。
S
は
外
国
で
当
該
歌
 
 

手
に
人
的
役
務
の
提
供
を
さ
せ
、
対
価
を
受
け
取
る
が
、
租
税
条
約
に
よ
り
、
S
の
受
領
す
る
報
酬
に
対
し
て
サ
ー
ヴ
ィ
 
 

ス
提
供
地
国
の
源
泉
徴
収
税
が
減
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
当
該
歌
手
は
S
か
ら
s
巴
a
r
y
を
受
け
取
る
。
 
 
 

事
業
経
費
控
除
機
能
 
 
 

【
図
】
 
 

ヰ
一
代
．
ゝ
 
 

S
8
倒
湘
望
論
戦
粥
襲
（
勺
廿
〓
灯
「
）
 
 

勺
8
粗
野
強
付
筒
袖
什
「
バ
蒋
謬
 
 

（
f
a
－
s
e
 
b
亡
S
i
n
e
s
s
 
d
e
d
u
c
t
i
O
n
）
 
 

茸
豆
 
 

・
S
8
望
お
ゃ
沖
器
常
襲
 
 



一
九
二
 
 
 

3
 
 S
は
、
P
の
居
住
地
国
に
P
E
を
有
さ
ず
課
税
さ
れ
な
い
 
（
利
子
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
が
な
い
場
合
に
は
源
泉
徴
収
が
行
わ
 
 
 

れ
る
る
）
。
 
 

4
 
S
は
、
S
の
居
住
地
国
で
の
課
税
は
な
い
。
 
 

（
事
業
経
費
控
除
型
法
人
の
例
）
 
 

1
 
C
a
p
t
i
く
e
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
c
O
m
p
a
n
y
 
 

・
例
え
ば
、
米
国
法
人
が
バ
ハ
マ
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
と
い
っ
た
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
と
し
て
保
険
会
社
S
を
設
立
し
、
S
 
 

に
P
及
び
そ
の
関
連
会
社
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
保
険
を
引
き
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
設
立
さ
れ
た
保
険
会
社
 
 

を
c
a
p
t
i
諾
と
呼
ぶ
。
通
常
S
は
、
そ
の
引
き
受
け
た
リ
ス
ク
を
第
三
者
に
再
保
険
に
付
す
る
。
す
る
と
S
は
P
か
ら
受
け
取
っ
た
 
 
 

保
険
料
を
第
三
者
保
険
会
社
へ
の
再
保
険
料
支
払
期
日
ま
で
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
c
a
p
t
i
く
e
ほ
自
家
保
険
と
実
質
的
に
類
 
 
 

似
し
て
い
る
が
、
事
業
経
費
控
除
が
で
き
る
点
で
自
家
保
険
よ
り
有
利
で
あ
る
。
ま
た
、
P
が
保
険
料
相
当
額
を
実
質
的
に
運
用
 
 

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
自
家
保
険
の
利
点
も
失
っ
て
い
な
い
し
、
通
常
の
保
険
会
社
が
引
き
受
け
て
く
れ
な
い
よ
 
 

う
な
保
険
も
引
き
受
け
て
く
れ
る
こ
と
等
の
利
点
も
あ
る
。
 
 

2
 
f
i
n
a
コ
C
e
 
C
O
m
p
a
n
y
 
 

・
資
金
調
達
の
た
め
の
子
会
社
で
O
f
f
s
h
O
r
e
 
f
i
n
a
n
c
e
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
と
も
い
う
。
 
 

Ⅲ
 
銀
行
秘
密
 
 
 

銀
行
秘
密
は
、
租
税
回
避
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
手
段
と
な
り
得
る
の
で
税
務
当
局
と
し
て
大
い
に
関
心
の
あ
る
分
野
で
あ
る
。
国
際
 
 
 



的
に
も
、
各
国
の
重
要
な
関
心
の
的
と
な
っ
て
お
り
、
O
E
C
D
、
欧
州
評
議
会
等
で
は
、
税
務
当
局
に
対
す
る
銀
行
秘
密
の
緩
和
、
銀
 
 

（
9
7
）
 
 

行
秘
密
に
関
す
る
規
定
の
緩
和
と
い
っ
た
提
案
、
採
択
が
な
さ
れ
て
い
る
 

（
9
8
）
 
 

1
 
銀
行
秘
密
の
問
題
点
 
 

m
 
税
務
上
の
問
題
点
 
 
 

次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

イ
 
租
税
回
避
に
よ
る
歳
入
減
 
 
 

口
 
秘
密
を
利
用
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
間
の
公
平
が
損
な
わ
れ
る
。
 
 
 

ハ
 
税
務
当
局
間
の
国
際
協
力
が
損
な
わ
れ
る
。
 
 

∽
 
税
務
以
外
の
問
題
点
 
 
 

銀
行
秘
密
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
こ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
て
き
た
の
は
、
顧
客
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
必
要
性
の
問
題
を
別
と
 
 

す
る
と
、
主
と
し
て
あ
る
国
の
銀
行
が
他
の
国
の
銀
行
と
比
較
し
て
競
争
上
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
べ
き
で
ほ
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
 
 

た
。
税
務
以
外
の
問
題
点
と
し
て
は
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

イ
 
国
際
収
支
悪
化
等
に
よ
り
資
本
流
入
を
必
要
と
す
る
国
へ
の
悪
影
響
 
 
 

口
 
非
合
法
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
資
金
の
隠
匿
 
 

2
 
対
処
策
 
 

（
9
9
）
 
 
対
処
策
と
し
て
O
E
C
D
の
場
で
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

m
 
国
際
協
力
の
改
善
 
 

一
九
三
 
 
 



一
九
四
 
 
 

イ
 
租
税
条
約
の
情
報
交
換
規
定
に
基
づ
く
交
換
に
当
た
っ
て
ほ
、
相
互
主
義
の
原
則
が
で
き
る
だ
け
広
く
弾
力
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
 
 
 

あ
る
。
 
 

ロ
 
例
え
ば
、
米
国
ほ
、
一
九
八
二
年
以
来
、
カ
リ
ブ
諸
島
か
ら
情
報
交
換
に
つ
い
て
協
力
を
得
る
た
め
の
手
段
を
と
っ
て
き
た
。
こ
れ
 
 
 

は
税
務
に
関
す
る
限
り
多
国
間
税
務
執
行
協
力
条
約
に
似
た
も
の
で
あ
り
、
通
常
の
税
務
情
報
と
刑
事
上
の
税
務
情
報
の
両
方
が
カ
 
 
 

バ
ー
さ
れ
て
い
る
。
 
 

漑
 
税
務
当
局
に
対
す
る
銀
行
秘
密
の
緩
和
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

多
く
の
国
で
は
、
銀
行
秘
密
を
税
務
当
局
に
ま
で
適
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
銀
行
の
競
争
上
の
不
利
が
国
際
的
な
ハ
ー
 
 

モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
関
係
国
の
税
務
当
局
に
対
す
る
銀
行
秘
密
の
緩
和
が
等
し
く
 
 

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

第
四
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
必
要
と
さ
れ
る
税
制
上
の
構
造
的
背
景
 
 

前
節
で
は
、
我
が
国
の
法
人
税
法
の
構
造
か
ら
み
た
国
際
的
租
税
回
避
行
為
の
理
論
的
・
構
造
的
背
景
の
分
析
及
び
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
 
 

ブ
ン
利
用
の
具
体
的
類
型
の
形
態
的
・
機
能
的
分
析
を
行
っ
た
。
本
稿
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
念
頭
に
 
 

置
く
と
き
に
、
次
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
必
要
と
さ
れ
る
税
制
上
の
構
造
的
背
景
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
必
要
と
さ
れ
る
税
制
上
の
構
造
的
背
景
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
制
度
の
存
在
及
 
 

び
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
主
と
し
て
考
察
す
る
。
な
お
、
参
考
ま
で
に
、
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
以
外
の
制
度
的
対
処
 
 
 



策
及
び
先
進
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
も
、
そ
の
概
要
を
簡
単
に
み
て
み
る
。
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
必
要
と
さ
れ
る
税
制
上
の
構
造
的
背
景
 
 
 

1
 
課
税
繰
延
べ
 

我
が
国
を
含
む
主
要
先
進
国
の
税
制
で
は
、
法
人
格
を
有
す
る
団
体
（
例
え
ば
、
我
が
国
の
商
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
会
社
、
米
国
 
 

の
各
州
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
等
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
納
税
義
務
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
あ
る
 
 

一
人
の
老
に
よ
っ
て
そ
の
株
式
の
一
〇
〇
％
を
所
有
さ
れ
て
い
る
法
人
（
特
定
の
老
が
絶
対
的
支
配
権
を
有
す
る
よ
う
な
法
人
）
 
で
あ
 
 

れ
、
複
数
の
株
主
の
い
ず
れ
も
が
又
は
複
数
の
特
定
の
株
主
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
所
有
割
合
が
低
く
、
従
っ
て
、
そ
の
法
人
の
 
 

絶
対
的
支
配
権
を
有
て
い
な
い
よ
う
な
法
人
で
あ
れ
、
出
資
者
た
る
株
主
と
は
別
人
格
を
有
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
出
資
者
と
は
別
 
 

個
の
納
税
義
務
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
別
人
格
で
あ
る
法
人
が
外
国
に
設
立
さ
れ
た
場
合
、
外
国
に
設
立
さ
れ
た
当
該
法
人
は
、
出
資
者
の
居
住
地
国
（
以
下
、
「
本
 
 

国
」
と
い
う
。
）
の
税
法
上
外
国
法
人
に
区
分
さ
れ
、
制
限
納
税
義
務
、
す
な
わ
ち
、
本
国
の
国
内
源
泉
所
得
に
対
し
て
の
み
納
税
義
務
を
 
 

負
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
例
え
ば
、
あ
る
老
が
国
外
で
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
（
当
該
者
の
居
住
地
国
に
と
っ
て
は
国
外
源
泉
所
得
を
稼
得
す
る
 
 

（
川
）
 
 

こ
と
と
と
な
る
場
合
）
 
に
、
支
店
形
態
で
行
う
こ
と
及
び
子
会
社
形
態
で
行
う
こ
と
の
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
り
得
る
と
き
に
は
、
当
該
者
 
 

は
、
少
な
く
と
も
税
制
上
の
観
点
か
ら
は
、
子
会
社
形
態
で
事
業
を
行
う
こ
と
を
選
択
す
る
の
が
一
般
的
に
有
利
で
あ
る
。
そ
の
理
由
 
 

は
、
前
述
の
と
お
り
、
支
店
形
態
で
行
う
場
合
に
は
当
該
国
外
源
泉
所
得
に
対
し
て
本
国
の
課
税
が
行
わ
れ
る
が
、
子
会
社
形
態
で
行
う
 
 

一
九
五
 
 
 



一
九
」
ハ
 
 
 

場
合
に
は
、
当
該
国
外
源
泉
所
得
に
対
し
て
配
当
と
し
て
還
流
す
る
ま
で
は
、
本
国
の
課
税
が
行
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
「
課
税
繰
延
べ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
「
課
税
繰
延
べ
」
は
、
通
常
、
外
国
法
人
の
国
外
源
泉
所
得
 
 

に
対
す
る
国
内
税
の
課
税
を
繰
延
べ
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
用
語
を
定
義
す
る
と
す
れ
 
 

ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
、
居
住
者
（
個
人
及
び
法
人
）
が
外
国
法
人
、
信
託
、
そ
の
他
の
団
体
を
通
じ
て
所
得
を
 
 

稼
得
し
た
場
合
に
、
そ
の
所
得
に
対
す
る
課
税
の
基
準
を
「
所
得
を
稼
得
し
た
こ
と
」
に
求
め
る
の
で
は
な
く
居
住
者
が
実
際
の
そ
の
「
所
 
 

得
を
受
領
し
た
」
こ
と
に
求
め
る
制
度
を
い
う
。
従
っ
て
、
送
金
課
税
制
度
（
r
e
ヨ
i
t
t
a
n
c
e
b
a
s
i
s
）
を
採
る
場
合
に
も
課
税
繰
延
べ
は
起
 
 

（
m
）
 
 

こ
り
得
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
、
広
義
の
「
課
税
繰
延
べ
」
と
定
義
す
る
。
広
義
の
「
課
税
繰
延
べ
」
の
定
義
は
、
租
税
制
度
の
仕
観
 
 

み
自
体
に
着
目
し
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
課
税
繰
延
べ
制
度
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
課
税
繰
延
べ
 
（
制
 
 

度
）
の
定
義
は
、
同
一
の
事
業
を
行
う
（
す
な
わ
ち
同
じ
く
所
得
を
稼
得
す
る
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
 
 

場
合
に
、
外
国
子
会
社
等
の
形
態
で
こ
れ
を
行
う
場
合
と
そ
れ
以
外
の
形
態
（
例
え
ば
外
国
支
店
）
で
こ
れ
を
行
う
場
合
と
で
税
負
担
に
 
 

相
違
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
相
違
が
、
現
在
、
日
本
を
含
む
世
界
の
主
要
先
進
国
が
採
用
し
て
い
る
基
本
的
租
 
 

税
制
度
の
う
ち
の
t
つ
の
仕
組
み
に
基
因
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
自
体
に
「
悪
」
の
意
味
が
 
 

含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
 
（
但
し
、
後
述
4
の
よ
う
に
、
資
本
輸
出
中
立
性
、
資
本
輸
入
中
立
性
等
い
ず
 
 

れ
を
重
ん
じ
る
の
か
の
立
場
の
相
違
に
よ
る
批
判
は
あ
り
得
る
）
。
一
方
、
居
住
者
が
外
国
法
人
、
信
託
、
そ
の
他
の
団
体
を
通
じ
て
稼
得
 
 

し
た
所
得
の
当
該
居
住
者
へ
の
分
配
に
つ
い
て
課
税
上
の
考
慮
か
ら
そ
の
時
期
を
遅
ら
せ
る
こ
と
を
狭
義
の
「
課
税
繰
延
べ
」
と
定
義
し
 
 

て
お
く
。
こ
の
狭
義
の
「
課
税
繰
延
べ
」
は
、
租
税
制
度
の
仕
組
み
で
は
な
く
、
広
義
の
課
税
繰
延
べ
 
（
制
度
）
を
前
提
と
し
た
納
税
者
 
 

に
よ
る
所
得
の
分
配
（
本
国
へ
の
還
流
）
 
の
時
期
の
操
作
だ
け
に
着
目
し
た
定
義
と
し
て
使
用
す
る
。
 
 
 



2
 
 課
税
繰
延
べ
制
度
の
意
義
の
理
論
的
分
析
 
 
 

前
述
1
に
お
い
て
は
、
課
税
繰
延
べ
制
度
を
定
義
し
、
そ
れ
が
外
国
子
会
社
等
を
通
じ
た
所
得
の
稼
得
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
み
 
 

た
。
し
か
し
、
課
税
繰
延
べ
制
度
の
本
質
的
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
外
国
子
会
社
等
を
通
じ
た
所
得
の
接
待
が
国
内
子
会
社
を
通
 
 

じ
て
所
得
を
接
待
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
比
較
し
て
な
ぜ
有
利
な
の
か
、
狭
義
の
課
税
繰
延
べ
は
納
税
者
に
と
っ
て
実
質
的
に
ど
の
よ
う
 
 

な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
の
か
、
又
ほ
、
課
税
繰
延
べ
制
度
の
利
用
に
当
た
り
外
国
子
会
社
等
の
設
立
地
国
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
 
 

ン
の
よ
う
な
低
税
率
国
が
選
択
さ
れ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
我
が
国
及
び
主
要
先
進
国
の
現
行
税
制
を
前
提
と
 
 

し
た
理
論
的
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 
 

（
Ⅲ
）
 
 

m
 
課
税
繰
延
べ
制
度
の
利
用
が
可
能
と
な
る
形
態
（
子
会
社
形
態
の
利
用
）
 
 
 

次
の
具
体
例
に
よ
り
検
討
す
る
。
 
 

イ
 
具
体
例
 
 

ケ
ー
ス
A
…
…
国
内
で
子
会
社
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
 
 

ケ
ー
ス
C
…
・
：
国
外
で
子
会
社
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
（
個
人
株
主
と
外
国
子
会
社
と
の
間
に
内
国
法
人
を
置
く
ケ
ー
ス
）
 
 

個
人
株
主
 
 
－
 
 
↓
親
会
社
Ⅹ
②
 
 
－
 
 
1
Ⅹ
の
国
内
子
会
社
①
 
 
 

ケ
ー
ス
B
…
・
‥
国
外
で
支
店
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
 
 

個
人
株
主
 
 

個
人
株
主
1
1
親
会
社
Ⅹ
②
 
 

1
親
会
社
Ⅹ
②
 
 ＋
 
 

－
十
 
 1

Ⅹ
の
外
国
子
会
社
①
 
 
 

1
Ⅹ
の
外
国
支
店
①
 
 



（
前
提
1
）
 
非
居
住
者
（
外
国
法
人
）
 
に
対
し
て
ほ
国
内
源
泉
所
得
の
み
に
対
し
て
課
税
す
る
。
 
 

（
前
提
2
）
 
法
人
間
配
当
の
二
重
課
税
排
除
は
、
国
内
法
人
間
配
当
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
 
 

（
前
提
3
）
 
法
人
・
個
人
間
の
二
重
課
税
排
除
は
国
内
法
人
配
当
の
み
に
つ
い
て
完
全
に
排
除
す
る
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。
 
 

（
前
提
4
）
 
進
出
先
国
の
税
率
と
国
内
税
率
は
同
率
と
す
る
。
 
 

（
前
提
5
）
 
い
わ
ゆ
る
国
際
的
二
重
課
税
の
排
除
方
法
と
し
て
我
が
国
の
現
行
の
直
接
・
間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
が
適
用
さ
れ
 
 

る
。
 
 

（
前
提
6
）
 
外
国
支
店
又
は
外
国
子
会
社
が
国
外
で
接
待
す
る
所
得
は
国
外
源
泉
所
得
の
み
と
す
る
。
 
 

【
表
】
（
狭
義
の
課
税
繰
延
べ
が
生
ず
る
理
論
的
根
拠
（
国
内
税
の
課
税
の
有
無
）
 
 

な
お
、
以
下
で
は
、
子
会
社
等
を
含
め
た
納
税
者
グ
ル
ー
プ
全
体
に
対
し
て
本
国
（
本
例
で
は
個
人
株
主
の
居
住
地
国
）
の
課
税
（
国
内
税
の
 
 

課
税
）
が
及
ぶ
か
否
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
 
 
 

2
 
 

ケ
ー
ス
C
…
…
国
外
で
子
会
社
を
通
じ
て
直
接
事
業
を
行
う
場
合
 
 

個
人
株
主
 
 ＋
 
 
1
外
国
子
会
社
①
 
 



子会社等から配当  子会社等から配   有国   
された場合  当されない場合   

無内 税  
の  
課  

個人株主  親会社（前述  子会社等（前述  への課税．  ②）への課税  （D）への課税   税  
の   

／‾「ヽ  （   （  を国   

前   前  
ケ  行内   

l  うで   

3   鉦  2  有  
参   参  A  ）  場の   
照   照  事   

業   

（   支  

前 捉 
（ ケ店  

l形  
3十血   1   有     ス態  
参  B の  国  

）  ′ 、    ）  
）   悶 lコ  外  

で  

（  （  （   （す国   事  

前   前   前   
ケる内   
l場法   業  

3  無  5  無   6  無  ス合人   
参   参  参   を  
）   ）   

（  プ  悶 フ言  行  
形  

う  
等  

（   場  

前 捷  
場  

円 lコ   

有  】  6  無  

（  
参   】場：社   

照   ス合を   
3  ）  

C2 通  
）   

（
江
1
）
…
‥
・
支
店
へ
の
課
税
で
あ
る
こ
と
か
ら
国
内
税
の
課
税
が
あ
る
。
 
 

（
注
2
）
…
…
完
全
に
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
誉
」
と
か
ら
実
質
的
に
国
内
税
の
課
税
が
な
い
と
の
同
様
の
効
果
を
持
つ
 
 

一
九
九
 
 
 



二
〇
〇
 
 

（
注
3
）
…
…
外
国
子
会
社
の
稼
得
し
た
所
得
に
対
す
る
国
内
税
の
（
個
人
株
主
へ
の
）
課
税
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
国
外
子
会
 
 

社
の
支
払
う
u
n
d
e
－
官
g
t
P
X
を
損
金
算
入
し
た
の
と
同
じ
効
果
を
持
つ
（
個
人
株
主
に
対
し
て
は
外
国
子
会
社
 
 

か
ら
の
配
当
が
課
税
標
準
と
な
る
こ
と
に
注
意
）
。
な
お
、
源
泉
税
は
外
国
税
額
控
除
さ
れ
る
。
 
 
 

ロ
 
結
 
論
 
 
 

上
の
【
衰
】
の
□
の
部
分
か
ら
、
前
掲
1
～
6
の
条
件
の
下
で
は
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
 
 
 

国
内
税
の
課
税
繰
延
べ
は
、
①
国
外
で
、
②
別
法
人
格
を
有
す
る
子
会
社
形
態
で
事
業
を
行
う
、
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
。
 
 
 

な
お
、
国
外
で
子
会
社
形
態
で
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
国
内
法
人
を
介
在
さ
せ
た
方
が
税
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
る
。
以
上
の
結
 
 
 

論
の
前
提
と
し
て
、
本
例
で
ほ
、
国
内
税
率
と
進
出
先
国
の
税
率
を
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
る
（
前
述
前
提
4
参
照
）
の
で
、
納
税
者
 
 
 

の
グ
ル
ー
プ
全
体
の
税
負
担
は
、
課
税
繰
延
べ
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
同
一
で
あ
る
。
 
 

（
潤
）
 
 

拗
 
投
資
先
と
し
て
の
低
税
率
国
の
有
利
性
 
 
 

前
述
じ
で
は
、
投
資
先
国
の
税
率
が
国
内
税
率
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
た
。
従
っ
て
、
前
述
∽
は
、
国
内
税
 
 

の
課
税
繰
延
べ
は
可
能
で
あ
る
が
、
納
税
者
グ
ル
ー
プ
全
体
の
税
負
担
の
軽
減
は
実
現
で
き
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
次
に
、
国
内
税
の
 
 

課
税
繰
延
べ
に
つ
い
て
、
納
税
者
の
グ
ル
ー
プ
全
体
の
税
負
担
の
軽
減
を
実
現
で
き
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
 
 

投
資
先
囲
が
、
国
内
税
率
よ
り
も
低
い
低
税
率
国
で
あ
る
場
合
（
後
述
イ
）
と
国
内
税
率
と
同
じ
税
率
を
有
す
る
国
で
あ
る
場
合
（
後
述
 
 

ロ
）
と
を
比
較
し
、
低
税
率
国
に
つ
い
て
の
課
税
繰
延
べ
が
税
負
担
の
面
で
ど
の
よ
う
な
経
済
的
効
果
を
有
す
る
の
か
を
み
る
。
 
 

イ
 
低
税
率
国
を
利
用
し
た
課
税
繰
延
べ
の
メ
リ
ッ
ト
（
納
税
者
グ
ル
ー
プ
全
体
の
負
担
）
 
 
 

低
税
率
国
を
利
用
し
た
課
税
繰
延
べ
は
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
間
題
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
国
内
税
率
は
 
 
 



五
〇
％
（
一
〇
年
間
不
変
）
、
低
税
率
国
の
税
率
は
三
〇
％
、
低
税
率
国
に
設
立
し
た
子
会
社
の
留
保
所
得
の
繰
延
期
間
を
t
O
年
、
利
 
 

子
率
を
年
一
〇
％
、
配
当
は
一
度
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
掴
）
 
 

M
 
繰
延
べ
さ
れ
た
所
得
に
対
応
す
る
国
内
税
額
一
円
当
た
り
の
現
在
価
値
（
年
一
〇
％
の
福
利
）
…
…
…
…
〇
二
t
元
円
 
 

阿
 
国
外
所
得
に
対
す
る
実
効
負
担
税
率
 
 

C
 
A
＋
B
＝
∽
↓
．
0
0
拭
 
 

ぃ
 
課
税
繰
延
べ
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
 
 
 

子
会
社
の
所
得
を
直
ち
に
国
内
に
還
流
さ
せ
た
場
合
に
は
五
〇
％
の
税
負
担
と
な
る
の
に
対
し
て
、
低
税
率
国
（
三
〇
％
）
に
一
 
 
 

〇
年
間
留
保
し
た
場
合
に
は
三
七
・
八
％
の
税
負
担
と
な
る
。
な
お
、
課
税
繰
延
べ
の
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
は
、
①
国
外
所
得
の
金
 
 

（
M
）
 
 
 

額
、
②
国
内
税
率
と
低
税
率
国
の
税
率
と
の
差
、
③
繰
延
べ
期
間
、
及
び
④
利
子
率
の
四
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
 
 
 

投
資
先
国
の
税
率
が
国
内
税
率
と
同
じ
で
あ
る
場
合
の
納
税
者
グ
ル
ー
プ
全
体
の
税
負
担
 
 
 

投
資
先
国
の
税
率
が
国
内
税
率
と
同
じ
場
合
（
課
税
所
得
の
計
算
も
同
一
で
あ
る
も
の
と
す
る
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
企
業
の
税
 
 

負
担
は
、
前
述
∽
に
お
け
る
国
内
で
の
み
活
動
す
る
場
合
と
同
じ
で
あ
り
、
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。
 
 

M
 
投
資
先
国
に
お
け
る
子
会
社
の
税
負
担
 
 

H
 
本
国
の
親
会
社
の
税
負
担
 
 

B
 
繰
延
べ
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
国
内
税
額
の
現
在
価
値
 
 

（
∽
○
衣
卜
u
O
竣
）
 
×
〇
．
∽
∽
＝
↓
．
∞
竣
 
 

A
 
低
税
率
国
の
税
率
 
 

三
七
・
八
％
 
 

三
〇
％
 
 

七
・
八
％
 
 

五
〇
％
 
 
 



㈲
 
結
 
論
 
 
 

前
述
∽
及
び
拗
か
ら
、
納
税
者
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
方
法
は
、
①
低
税
率
国
に
（
低
税
率
屈
の
利
用
）
、
②
別
人
格
（
s
e
p
a
r
a
t
e
 
 

e
n
t
i
t
y
）
 
の
子
会
社
等
を
設
立
し
（
別
法
人
格
の
利
用
）
、
③
当
該
子
会
社
等
か
ら
の
配
当
を
国
内
に
還
流
さ
せ
な
い
か
又
は
還
流
の
時
期
 
 

を
遅
ら
せ
る
（
狭
義
の
課
税
繰
延
べ
）
、
と
い
っ
た
形
の
戦
略
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
次
の
【
蓑
】
参
照
）
。
 
 

（
畑
）
 
 
 

な
お
、
繰
延
期
間
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
効
果
ほ
、
国
外
所
得
免
除
制
度
に
お
け
る
場
合
と
同
様
の
効
果
に
近
づ
く
。
ま
 
 

た
、
子
会
社
等
が
所
得
を
稜
得
し
て
、
直
ち
に
配
当
し
た
と
き
に
配
当
受
領
会
社
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
二
重
課
税
排
除
方
法
と
同
じ
方
 
 

法
で
、
課
税
繰
延
べ
期
間
終
了
後
に
配
当
受
領
会
社
に
対
し
て
二
重
課
税
を
排
除
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
（
納
税
者
が
こ
う
し
た
二
 
 

重
課
税
の
排
除
が
将
来
も
続
く
も
の
と
認
識
し
て
い
る
場
合
）
に
は
、
納
税
者
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
の
利
用
は
、
基
本
的
に
は
な
く
な
ら
 
 

（
仰
）
 
 

な
い
。
 
 
 

B
一
〇
年
後
に
配
当
さ
れ
た
場
合
（
配
当
が
親
会
社
の
所
得
と
し
て
そ
の
課
税
所
得
に
算
入
さ
れ
る
 
 
 

の
で
あ
る
が
、
間
接
外
国
税
額
控
除
が
適
用
さ
れ
完
全
に
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
る
）
…
…
…
…
…
…
…
 
 

○
％
 
 

A
 
繰
延
べ
期
間
中
（
配
当
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
課
税
な
し
）
 
 

S
＋
H
 
 

五
〇
％
 
 



【
表
】
 
外
国
子
会
社
の
設
立
に
よ
る
納
税
者
ゲ
ル
㌧
フ
全
体
の
メ
リ
ッ
ト
（
国
内
の
み
で
活
動
す
る
ケ
ー
ス
と
の
比
較
）
 
 

下
の
□
の
部
分
に
該
当
す
る
ケ
ー
ス
が
有
利
と
な
る
。
 
 

、外国子会社からの酉己当の受領時期  

所得接待時よ りもの時点  所得稼待（荘）   

後  

メ同国  
リじ内  
ツ税の  

国  
内  

ト負み  
な担で  

税  
同  

し（活 ）  率 と   

右   済す  
的る  

同 率  
の  

に場  場   
み合  悶 lコ   

てと  社  

設  

立  

よ国  
り内  

地  

もの  
経：み  

国  

済で  同   
的活  

の  

に動  
みす  上   税  
てる  
有場  

率  

利合  
場  
合  

（
注
）
 
所
得
稼
得
時
に
配
当
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
国
内
の
親
会
社
及
び
外
国
子
会
社
の
課
 
 

税
年
度
が
ず
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
若
干
の
繰
延
べ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
 
 

な
る
が
、
そ
の
ず
れ
は
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
と
み
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
 
 
 



二
〇
四
 
 
 

3
 
課
税
繰
延
べ
制
度
が
与
え
る
経
済
的
な
効
果
・
問
題
点
 
 

（
澗
）
 
 
課
税
繰
延
べ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

m
 
外
国
直
接
投
資
が
 
（
内
外
投
資
の
中
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
比
し
て
）
よ
り
促
進
さ
れ
る
。
 
 

∽
 
国
内
投
資
よ
り
も
国
外
投
資
の
方
が
資
本
コ
ス
ト
が
低
い
こ
と
か
ら
、
内
国
法
人
よ
り
も
外
国
法
人
の
方
が
よ
り
資
本
集
中
的
（
c
a
p
，
 
 
 

i
t
a
〓
n
t
e
n
s
i
完
）
 
で
、
よ
り
利
益
が
大
き
く
（
p
r
O
f
i
t
a
b
－
e
）
な
る
。
 
 

制
 
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
内
国
法
人
の
場
合
に
比
し
て
、
が
国
法
人
の
場
合
に
ほ
、
資
本
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
傾
向
が
よ
り
強
く
な
る
。
 
 

4
 
課
税
繰
延
べ
是
非
論
 
 
 

課
税
繰
延
べ
が
、
一
般
的
に
、
是
か
非
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
と
否
定
す
る
立
場
と
の
双
方
か
ら
、
次
の
よ
う
な
議
 
 

（
川
）
 
 

論
が
行
わ
れ
て
い
る
 

∽
 
課
税
繰
延
べ
肯
定
論
 
 
 

次
の
点
か
ら
、
課
税
繰
延
べ
制
度
は
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

イ
 
国
外
所
得
は
、
国
内
所
得
よ
り
も
高
い
税
負
担
を
負
っ
て
い
る
。
 
 
 

（
説
明
）
 
例
え
ば
、
一
九
八
三
年
に
お
け
る
米
国
大
企
業
の
国
外
所
得
に
対
す
る
実
効
税
負
担
率
は
五
四
二
二
％
（
こ
れ
ら
の
法
人
 
 

（
Ⅲ
）
 
 

の
米
国
内
所
得
に
対
す
る
実
効
税
負
担
率
は
わ
ず
か
に
〓
ハ
・
七
％
）
と
す
る
調
査
が
あ
る
。
 
 

ロ
 
経
済
的
側
面
に
関
す
る
問
題
 
 
 

M
 
国
外
投
資
が
行
わ
れ
る
の
は
、
国
内
投
資
を
行
う
途
が
な
い
こ
と
に
よ
る
。
 
 
 

阿
 
国
外
投
資
は
、
自
国
の
国
内
所
得
、
成
長
、
雇
用
及
び
税
収
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
国
際
収
支
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
。
 
 
 



H
 
国
外
投
資
を
促
進
す
る
見
地
か
ら
は
、
最
も
適
当
な
手
段
で
あ
る
。
 
 

ハ
 
資
本
輸
入
中
立
性
（
国
際
競
争
力
）
 
の
問
題
 
 
 

M
 
課
税
繰
延
べ
は
、
国
際
競
争
力
を
確
保
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
 
 
 

阿
 
国
際
競
争
力
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
全
体
の
利
益
と
な
る
。
 
 

ニ
 
源
泉
地
国
の
租
税
政
策
と
の
関
係
 
 
 

M
 
課
税
繰
延
べ
の
廃
止
は
、
源
泉
地
国
の
租
税
政
策
を
無
に
す
る
。
 
 
 

H
 
課
税
繰
延
べ
の
廃
止
ほ
、
開
発
途
上
国
へ
の
投
資
を
よ
り
利
益
の
少
な
い
も
の
す
る
。
 
 

（
1
1
1
）
 
 
 

日
 
課
税
繰
延
べ
の
廃
止
は
、
投
資
受
入
れ
国
の
税
率
上
昇
に
つ
な
が
る
 

ホ
 
過
大
な
事
務
負
担
の
問
題
 
 

外
国
子
会
社
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
通
貨
換
算
、
異
な
る
言
語
、
所
得
再
計
算
等
に
関
す
る
納
税
事
務
負
担
が
、
納
税
者
に
 
 
 

と
っ
て
も
税
務
当
局
に
と
っ
て
も
過
大
な
も
の
と
な
る
。
 
 

∞
 
課
税
繰
延
べ
否
定
論
 
 
 

次
の
点
か
ら
、
課
税
繰
延
べ
制
度
を
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

イ
 
外
国
子
会
社
等
の
設
立
は
低
税
率
の
外
国
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
国
外
所
得
は
、
通
常
、
国
内
所
得
よ
り
も
低
い
税
 
 
 

負
担
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

ロ
 
経
済
的
側
面
に
関
す
る
問
題
 
 
 

S
 
課
税
繰
延
べ
ほ
、
国
外
投
資
の
み
を
優
遇
す
る
の
で
、
一
国
の
経
済
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
。
 
 

二
〇
五
 
 
 



二
〇
六
 
 
 

何
 
課
税
膿
延
べ
ほ
、
租
税
優
遇
策
で
あ
り
、
そ
ぅ
で
透
る
限
り
は
そ
れ
を
正
当
化
す
る
明
確
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

ハ
 
資
本
輸
出
中
立
性
の
確
保
の
問
題
 
 
 

納
税
者
が
国
内
忙
投
資
す
る
か
国
外
に
投
資
す
る
か
の
投
資
決
定
に
対
し
て
、
税
制
が
中
立
的
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
 
 
 

要
で
あ
る
。
 
 

ニ
 
公
平
性
の
確
保
の
問
題
 
 
 

川
 
同
じ
所
得
を
有
す
る
居
住
者
は
同
じ
負
担
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
 
（
但
し
、
被
支
配
外
国
法
人
に
該
当
し
な
い
外
国
法
人
（
n
O
n
・
 
 
 

c
O
n
t
r
O
青
d
f
O
r
e
i
g
n
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
）
 
の
株
主
は
、
そ
の
外
国
法
人
の
配
当
の
決
定
に
つ
い
て
の
権
限
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
 
 
 

そ
の
場
合
に
は
、
課
税
繰
選
べ
は
正
当
化
さ
れ
る
。
）
。
 
 
 

M
 
課
税
繰
延
べ
砿
よ
る
経
済
的
効
果
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

日
 
課
税
繰
延
べ
に
よ
る
利
益
を
受
け
る
の
は
大
企
業
で
あ
る
。
 
 

ホ
 
税
収
と
の
関
係
 
 
 

課
税
繰
延
べ
の
廃
止
に
よ
り
税
収
が
増
え
る
。
 
 

へ
 
執
行
上
の
問
題
 
 
 

M
 
課
税
腰
延
べ
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
租
税
回
避
防
止
規
定
が
不
要
と
な
り
、
税
制
の
簡
素
化
が
図
ら
れ
る
。
 
 
 

M
 
課
税
繰
延
べ
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
連
者
闇
取
引
の
問
題
に
対
し
、
よ
り
効
果
的
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
 
 
 

た
、
従
前
こ
の
間
題
へ
の
対
処
に
当
た
り
移
転
価
格
税
制
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
い
た
負
担
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
 
 
 



ト
 
課
税
繰
延
べ
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
租
税
回
避
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
 
（
移
転
価
格
税
制
が
あ
る
と
い
っ
て
 
 
 

も
、
こ
れ
は
実
際
上
執
行
が
困
難
で
あ
る
。
）
。
 
 

Ⅰ
 
包
括
的
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
必
要
性
 
 

前
述
Ⅰ
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
次
に
、
課
税
繰
延
べ
制
度
は
維
持
す
べ
き
か
又
は
廃
止
す
べ
き
か
、
維
持
す
べ
き
場
合
に
ほ
、
一
般
 
 

的
に
例
外
な
く
維
持
す
る
の
か
又
は
特
定
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
課
税
繰
延
べ
を
否
定
す
る
の
か
、
課
税
繰
延
べ
を
特
定
の
ケ
ー
ス
に
つ
 
 

い
て
否
定
す
る
と
い
う
場
合
の
特
定
の
ケ
ー
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
の
で
、
次
に
こ
れ
を
考
察
す
る
。
 
 

1
 
課
税
繰
延
べ
を
否
定
す
べ
き
ケ
ー
ス
 
 

Ⅲ
 
検
 
討
 
 
 

前
述
Ⅰ
・
4
で
述
べ
た
よ
う
に
、
課
税
繰
延
べ
肯
定
論
及
び
否
定
論
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
理
由
を
有
し
て
い
る
。
 
 

従
っ
て
、
例
外
な
く
課
税
繰
延
べ
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
も
、
逆
に
、
例
外
な
く
課
税
繰
延
べ
制
度
を
廃
止
し
て
し
ま
う
こ
と
も
ど
ち
ら
 
 

も
困
難
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
述
Ⅰ
・
4
・
∽
に
も
あ
る
よ
う
に
、
M
少
な
く
と
も
被
支
配
外
国
法
人
 
 

に
該
当
し
な
い
外
国
法
人
（
n
O
n
C
O
n
t
r
O
－
－
e
d
 
f
O
r
e
i
g
n
 
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
）
 
に
つ
い
て
の
課
税
繰
延
べ
は
、
そ
の
国
内
株
主
が
当
該
外
国
法
人
 
 

の
配
当
決
定
等
に
つ
い
て
権
限
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
正
当
化
さ
れ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、
同
じ
く
Ⅰ
・
4
 
 

・
∽
に
あ
る
よ
う
に
、
H
租
税
回
避
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
課
税
繰
延
べ
を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
 
 

の
否
定
の
対
象
と
な
る
ケ
ー
ス
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
正
当
化
し
得
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
に
 
 

問
題
と
な
る
の
は
、
M
の
被
支
配
外
国
法
人
に
該
当
し
な
い
外
国
法
人
と
は
何
か
、
及
び
何
の
課
税
繰
延
べ
を
否
定
す
べ
き
ケ
ー
ス
と
は
 
 

二
〇
七
 
 
 



二
〇
八
 
 
 

何
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
税
法
に
例
を
採
っ
て
考
察
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
支
配
権
と
い
う
場
合
に
は
、
外
国
子
 
 

会
社
等
の
株
式
等
の
所
有
割
合
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
が
基
本
的
に
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
例
え
ば
、
我
が
国
税
法
に
は
次
の
よ
う
な
基
 
 

準
が
あ
る
。
 
 
 

日
 
岡
一
の
老
又
は
同
一
の
関
連
グ
ル
ー
プ
全
体
で
外
国
法
人
の
株
式
等
の
五
〇
％
以
上
又
は
五
〇
％
超
を
所
有
す
る
場
合
（
例
‥
法
 
 

令
四
②
、
措
法
六
六
の
六
②
）
 
 
 

M
 
法
人
の
株
式
の
l
一
五
％
以
上
を
所
有
す
る
場
合
（
例
‥
特
殊
関
係
株
主
等
が
有
す
る
企
業
支
配
株
式
等
に
つ
い
て
法
令
三
四
③
、
 
 
 

間
接
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
株
式
所
有
に
つ
い
て
法
法
六
九
④
）
 
 
 

日
 
岡
一
の
者
又
は
関
連
グ
ル
ー
プ
全
体
で
外
国
法
人
の
株
式
の
一
〇
％
以
上
を
所
有
す
る
場
合
（
例
‥
措
法
六
六
の
六
）
 
 
 

前
述
川
～
H
の
う
ち
ど
の
基
準
が
最
も
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
か
ら
一
〇
％
以
上
と
い
っ
た
基
準
が
考
え
ら
れ
 
 

る
。
 
 
 

A
 
五
〇
％
又
は
二
五
％
と
す
る
場
合
に
は
、
容
易
に
株
式
の
分
散
が
可
能
と
な
る
。
一
〇
％
と
し
て
も
株
式
の
分
散
の
可
能
性
は
否
 
 

定
で
き
な
い
が
、
他
の
割
合
（
例
え
ば
五
％
）
を
採
用
す
る
考
え
方
が
我
が
国
税
法
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
 
（
五
％
を
採
用
す
 
 

る
か
否
か
は
政
策
選
択
の
問
題
）
。
 
 

（
1
1
2
）
 
 
 

B
 
主
要
先
進
国
は
い
ず
れ
も
ー
〇
％
を
相
当
の
持
分
（
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
i
n
t
e
r
e
s
t
）
と
し
て
い
る
こ
と
 
 
 

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
被
支
配
外
国
法
人
に
該
当
し
な
い
法
人
と
し
て
、
株
式
等
の
所
有
割
合
が
一
〇
％
未
満
と
な
る
外
国
法
人
を
考
 
 

え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
 
 
 



次
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

糾
 
い
わ
ゆ
る
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
よ
う
に
、
租
税
回
避
目
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
は
、
国
内
税
の
課
税
ベ
ー
 
 

ス
の
侵
食
を
防
止
し
、
課
税
の
公
平
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
課
税
繰
延
べ
の
否
定
が
正
当
化
さ
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
れ
は
租
税
回
 
 

避
防
止
の
観
点
か
ら
の
課
税
繰
延
べ
の
否
定
で
あ
る
。
 
 
 

M
 
子
会
社
設
立
地
国
が
高
税
率
国
で
あ
れ
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
あ
れ
、
そ
の
地
で
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
真
に
資
本
輸
 
 

入
中
立
性
を
確
保
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
課
税
繰
延
べ
は
正
当
化
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

目
 
白
国
の
経
済
政
策
的
観
点
か
ら
、
国
外
投
資
の
障
害
と
な
ら
な
い
と
い
っ
た
点
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
自
国
の
具
体
的
経
済
的
 
 

事
情
に
即
し
た
課
税
繰
延
べ
の
否
定
は
、
各
国
共
通
の
認
識
を
著
し
く
逸
脱
す
る
も
の
で
な
い
限
り
（
経
済
の
相
互
依
存
が
進
展
し
 
 

（
1
1
3
）
 
 

て
い
る
今
日
で
は
、
各
国
の
税
制
の
あ
る
程
度
の
調
和
が
必
要
と
な
る
）
、
正
当
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
よ
う
。
 
 

∽
 
結
 
論
 
 
 

前
述
∽
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
次
の
三
つ
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

イ
 
相
当
の
持
分
（
主
要
先
進
国
で
は
い
ず
れ
も
ー
〇
％
）
を
有
し
な
い
場
合
は
、
課
税
繰
延
べ
を
認
め
る
こ
と
 
 

ロ
 
真
に
資
本
輸
入
中
立
性
を
重
ん
ず
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
課
税
繰
延
べ
を
認
め
る
こ
と
 
 

ハ
 
租
税
回
避
目
的
の
場
合
は
、
課
税
繰
延
べ
を
否
定
す
る
こ
と
 
 
 

な
お
、
前
述
ロ
の
 
「
真
に
資
本
輸
入
中
立
性
を
重
ん
ず
べ
き
も
の
」
 
及
び
ハ
の
 
「
租
税
回
避
目
的
の
も
の
」
 
の
内
容
は
、
各
国
の
政
策
 
 

に
よ
り
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
一
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
相
当
の
持
分
を
有
し
か
つ
 
 

資
本
輸
入
中
立
性
を
重
ん
ず
べ
き
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
も
の
 
（
例
え
ば
、
低
税
率
国
以
外
の
国
の
う
ち
特
定
の
優
遇
税
制
を
有
す
る
国
 
 

二
〇
九
 
 
 



二
一
〇
 
 
 

に
、
国
外
の
関
連
者
と
の
間
だ
け
で
取
引
を
行
う
一
〇
〇
％
支
配
の
外
国
子
会
社
等
を
置
く
よ
う
な
場
合
）
に
つ
い
て
ど
う
す
る
か
と
い
 
 

（
1
1
4
）
 
 

ぅ
問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
本
節
の
直
接
の
目
的
で
も
な
い
こ
と
か
ら
そ
 
 

の
考
察
は
行
わ
な
い
。
 
 

（
1
1
5
）
 
 

2
 
課
税
繰
延
べ
に
対
処
す
る
措
置
 
 
 

次
の
よ
う
な
手
段
二
止
法
措
置
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

∽
 
移
転
価
格
税
制
 
 
 

移
転
価
格
税
制
は
、
国
外
関
連
会
社
等
と
の
取
引
価
格
に
対
す
る
規
制
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
課
税
繰
延
べ
防
止
 
 

の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
次
の
点
に
限
界
が
あ
る
。
例
え
ば
、
本
国
の
親
会
社
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
 
 

Ⅴ
舶
爪
 
 

の
子
会
社
に
対
し
て
多
額
の
投
資
を
行
い
、
当
該
子
会
社
が
当
該
資
金
の
運
用
を
独
立
企
業
間
価
格
（
a
r
m
－
s
－
e
n
g
t
h
p
r
i
n
e
）
で
行
っ
て
 
 

得
た
投
資
所
得
を
留
保
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
取
引
を
独
立
企
業
間
価
格
で
行
う
こ
と
に
よ
り
移
転
価
格
税
制
の
規
制
を
回
避
し
、
所
得
 
 

を
留
保
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
課
税
繰
延
べ
は
生
ず
る
。
ま
た
、
移
転
価
格
税
制
の
執
行
に
は
詳
細
な
取
引
資
料
が
必
要
と
な
る
が
、
 
 

そ
の
入
手
が
困
難
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
 
 

侶
一
般
的
租
税
回
避
防
止
規
定
 
 
 

こ
の
種
の
規
定
は
、
一
般
に
、
抽
象
的
に
過
ぎ
る
の
で
、
租
税
回
避
の
防
止
に
役
立
た
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
 
 

㈲
 
管
理
支
配
地
主
義
 
 
 

次
の
問
題
が
あ
る
。
 
 

イ
 
外
国
子
会
社
等
の
運
営
・
管
理
等
に
つ
い
て
本
国
か
ら
指
示
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
法
人
で
あ
っ
て
も
、
役
員
の
構
成
等
に
つ
い
て
 
 
 



一
定
の
対
処
を
す
る
こ
と
で
そ
の
適
用
が
回
避
さ
れ
得
る
場
合
が
あ
る
。
 
 

ロ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
法
人
が
本
国
に
資
産
を
有
し
て
い
な
い
と
き
は
、
徴
収
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
法
人
格
・
取
引
の
否
認
 
 
 

次
の
間
題
が
あ
る
。
 
 

イ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
利
用
し
た
租
税
回
避
の
う
ち
、
明
ら
か
に
租
税
回
避
と
み
ら
れ
る
も
の
等
限
定
的
に
し
か
適
用
さ
れ
得
な
 
 

ヽ
 
○
 
 

－
∨
 
 

ロ
 
英
国
、
加
等
に
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
権
利
の
濫
用
（
a
b
u
s
e
。
f
－
i
g
h
t
）
の
理
念
よ
り
も
限
定
的
に
し
か
適
用
さ
 
 
 

れ
な
い
b
 
 
 

M
 
s
h
a
m
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
（
み
せ
か
け
の
取
引
理
論
）
 
 
 

M
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
く
e
r
f
O
r
m
（
実
質
理
論
）
 
 
 

H
 
a
r
t
i
f
i
c
i
a
〓
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
（
人
為
的
取
引
理
論
）
 
 
 

H
 
s
t
e
p
t
r
a
コ
S
a
C
t
i
O
n
（
段
階
取
引
理
論
）
 
 

㈲
 
特
定
の
租
税
回
避
防
止
規
定
 
 
 

西
独
の
A
u
s
s
e
n
s
t
e
u
e
r
g
e
s
e
t
N
第
二
条
（
移
住
）
の
よ
う
な
規
定
は
、
そ
の
特
別
の
目
的
の
み
に
対
処
が
可
能
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
 
 

と
か
ら
、
結
局
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
補
完
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
。
 
 

㈲
 
為
替
管
理
規
制
 
 
 

資
本
の
移
動
に
つ
い
て
原
則
的
に
自
由
を
認
め
る
国
に
と
っ
て
は
、
有
効
な
規
制
と
は
な
り
得
な
い
。
 
 

ニ
ー
一
 
 
 



〔
T
ニ
T
「
 
 

以
上
、
∽
～
㈲
を
ま
と
め
る
と
、
結
局
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
適
用
範
囲
が
広
過
ぎ
る
こ
と
か
ら
実
際
上
適
用
困
難
な
規
定
で
あ
る
か
又
 
 

は
そ
の
適
用
範
囲
が
狭
過
ぎ
る
こ
と
か
ら
有
効
で
な
い
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
係
る
課
軌
繰
延
べ
 
 

の
防
止
に
は
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
。
 
 

3
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
必
要
性
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
は
、
典
型
的
に
は
、
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
設
立
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
租
税
回
避
目
的
（
現
地
ペ
ー
 
 

パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
所
得
を
留
保
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
課
税
繰
延
べ
の
目
的
）
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
前
述
1
・
∽
・
ハ
 
 

該
当
）
。
 
 
 

但
し
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
称
さ
れ
る
国
に
お
い
て
、
製
造
業
、
観
光
業
と
い
っ
た
真
正
な
目
的
を
も
っ
た
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
 
 

と
も
あ
る
（
前
述
1
・
∽
・
ロ
該
当
）
。
国
際
的
租
税
回
避
と
い
っ
た
場
合
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
み
が
舞
台
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
 
 

で
も
な
い
が
、
主
と
し
て
利
用
さ
れ
や
す
い
の
は
や
は
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
前
述
1
・
∽
で
課
税
繰
 
 

延
べ
の
否
定
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
典
型
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
租
税
回
避
目
的
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
 
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ッ
ク
ス
∴
イ
ブ
ン
税
制
と
は
、
後
述
（
第
二
章
第
二
節
及
び
璽
ハ
節
）
の
よ
う
に
課
税
繰
延
べ
に
対
し
て
 
 

（
m
）
 
 

い
わ
ゆ
る
合
算
課
税
又
は
所
得
壕
得
時
課
税
（
c
u
r
r
e
n
t
t
a
邑
i
O
n
）
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
防
止
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
必
 
 

要
性
の
原
因
は
、
正
に
租
税
制
度
の
基
本
的
構
造
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
制
度
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
前
述
2
で
述
べ
た
対
処
措
置
は
、
い
ず
れ
も
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
に
係
る
課
税
繰
延
べ
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
有
効
で
 
 

な
い
。
前
述
2
で
述
べ
た
は
か
に
も
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
∵
ヘ
イ
ブ
ン
子
会
社
の
所
得
に
つ
い
て
、
①
一
定
率
を
配
当
と
み
な
す
、
②
 
 

一
定
期
間
経
過
し
た
と
き
に
配
当
し
た
も
の
と
み
な
す
、
と
い
っ
た
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
所
得
の
タ
イ
プ
又
は
子
会
社
の
 
 
 



実
体
の
有
無
を
問
わ
ず
一
律
に
適
用
さ
れ
る
点
で
き
め
細
か
さ
に
欠
け
る
等
の
欠
点
が
あ
り
、
結
局
、
包
括
的
な
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
 
 

税
制
が
必
要
と
な
る
。
 
 

4
 
主
要
先
進
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
 
 

∽
 
税
制
の
概
要
 
 

イ
 
基
本
的
仕
組
み
 
 

主
要
先
進
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
基
本
的
仕
組
み
は
、
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
う
ち
持
分
割
合
相
当
額
に
つ
い
 
 
 

て
い
わ
ゆ
る
合
算
課
税
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
同
様
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

な
お
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
関
す
る
租
税
回
避
の
対
処
措
置
と
し
て
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
等
を
本
国
の
居
住
者
 
 

叫
榔
爪
 
 
 

と
み
な
す
方
法
も
あ
る
が
、
こ
の
方
法
は
、
執
行
上
困
難
な
問
題
も
あ
り
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
外
国
子
会
社
等
の
人
格
否
認
 
 
 

の
方
法
（
外
国
子
会
社
等
の
人
格
を
本
国
の
株
主
の
人
格
と
み
な
す
方
法
）
 
ほ
、
外
国
子
会
社
等
自
体
を
本
国
の
居
住
者
と
み
な
す
方
 
 
 

法
に
つ
い
て
生
ず
る
問
題
の
解
決
に
は
役
立
つ
が
、
課
税
繰
延
べ
を
完
全
に
排
除
し
て
し
ま
う
効
果
を
有
す
る
の
で
採
用
さ
れ
て
い
 
 

（
1
1
9
）
 
 
 

な
。
 
 

そ
こ
で
、
主
要
先
進
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
で
は
、
本
国
の
株
主
に
対
し
て
、
そ
の
持
分
に
応
じ
て
課
税
す
る
と
い
う
方
 
 
 

法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
に
ほ
、
当
該
株
主
は
本
国
の
課
税
管
轄
に
服
す
る
こ
と
及
び
本
国
の
執
行
が
完
全
に
当
該
株
主
に
 
 
 

及
ぶ
こ
と
と
い
う
利
点
が
あ
る
反
面
次
の
よ
う
な
欠
点
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

川
 
子
会
社
等
が
本
国
に
所
在
し
て
い
な
い
の
で
、
当
該
子
会
社
等
に
関
す
る
情
報
入
手
が
困
難
で
あ
る
。
 
 
 

川
 
本
国
の
当
該
株
主
ほ
、
被
害
者
等
の
所
得
・
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。
 
 

二
一
三
 
 
 



ニ
ー
四
 
 
 

日
 
何
の
理
由
か
ら
、
納
税
義
務
者
の
範
囲
は
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

ロ
 
適
用
要
件
 
 
 

い
わ
ゆ
る
、
良
い
課
税
繰
延
べ
と
悪
い
課
税
繰
延
べ
と
を
次
の
三
つ
の
基
準
に
基
づ
き
区
別
す
る
。
 
 
 

川
 
支
配
要
件
（
五
〇
％
起
）
及
び
所
有
要
件
（
一
〇
％
以
上
）
を
満
た
す
場
合
に
合
算
課
税
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

M
 
対
象
所
得
…
…
次
の
所
得
が
合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
。
 
 

A
 
受
動
所
得
（
p
a
s
s
i
諾
i
n
c
O
m
e
）
 
 
 

B
一
定
の
事
業
所
得
…
…
例
え
ば
関
連
者
と
の
間
で
生
じ
た
外
国
基
地
会
社
所
得
等
 
 

（
真
正
な
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
国
際
競
争
力
維
持
の
観
点
か
ら
非
課
税
と
す
る
。
）
 
 

（
Ⅷ
）
 
 
 

な
お
、
日
本
の
よ
う
な
対
象
法
人
限
定
方
式
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
全
所
得
が
課
税
と
な
る
。
 
 
 

H
 
所
在
地
…
…
次
の
t
t
つ
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
 
 
 

A
 
設
立
地
（
日
本
の
よ
う
に
対
象
地
域
限
定
方
式
を
採
る
国
の
場
合
に
は
、
対
象
と
な
る
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
法
人
の
み
が
合
 
 

算
課
税
さ
れ
る
。
）
 
 
 

B
 
活
動
地
（
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
設
立
地
国
以
外
で
専
ら
活
動
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
合
算
課
税
さ
れ
る
。
）
 
 

∽
 
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
概
要
の
比
較
 
 
 

日
、
米
、
西
独
、
仏
、
英
の
五
か
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
基
本
的
仕
観
み
を
比
較
す
る
と
次
の
【
表
】
の
と
お
り
で
あ
 
 

る
。
 
 
 



【
表
】
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
概
要
の
仕
組
み
 
 

（5）   極）  （3）  （2）   

外  
基そ  む住   

法法  

円 闘  軽  
項  

準の   に税   ・（象   

他   
所   税   は義   C被と   
得   国   務   F支な   

適  人老   目  
用  を（   
除  

）外外  
含居   国国  

すえ全  公二がくに本  る・上C単  もに超の軽   
Cる所  式五指低対弗  居を甘独  のよが株課  

日  
は定但  ト満ると鋭け  ・株同   非のし  あの国しにる  閉式族  
課要’  り国 

（て比法  接のグ  

本  
Y菱大し人  むこ 

た備  の率臣し得  す以で   

基少  たでの外  条きの（限  る上C  もに上が額外   
準額  すあ所国  件れ税合定  居をF  のよの直・国   
（基  もる得基  をて率算な  住直C  つ持接話法   

米  
掲、  、ノと関金  たる九得   ・株  保を間権で   

すも○に   

（3）高  等遵社  
間式  有有披）そ   

国  

こ税  件の等  を一超、   保○  て居00式   
有％  い任タ‘％（   

）得  満引定  外の課定   す以  る者以起価   

少  すす基受  公丁考率受  低接C   て接そ軽   
額  Cる地動  式Ⅱ慮（動  所にア   保・の課   
基  F等会所  リ及）課所  有保C   有間株税   
準  C一社得  スびが税得  基有の   酉  

れにのの  

課要（特  り他％スす  し居を   
は定所及  トそ三べに  準す株     非の得び  あの01対  なる式   

て居五外         い住○国  
税件実定   の未のる  ）任直   独  

を体の   
国満相実   

た有国   非国を税   最間   
老境   

もに超人  
つ直そ軽   

を事全  あ国率て仏  る上C  （   
たを得   で仏し人  法直C  低保・株税  
す行（   人接の  所有閉式国  
吸う C  
合等F  仏  
は一C  接の  準て仏五国  
非定が  に二  ないノ法％法  
課の其  保五  しる人以人  

有％  ）もに上等  
税要正        ）件の   トの税ベ   す以   のよがで   

場配  満をく キ   ス国光英  る上C  てにのそ軽   
基当  た有全 ヤ   ト税未国  英が甘  い居五の課   
準基－  すす所ピ   あの満の  国配C  る任○株税   

準  場る得タ   英  
少’  合等（ル   故国人  人さ所  

ま一C・   、（に  
基磯  非定Fゲ   非外対   るの   
準基  課のCイ   T国す   こ一   国                  主   

準  

上．   二旺観る   と○  

二
t
五
 
 
 



（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 
 

本
稿
に
お
い
て
は
、
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
」
 
の
用
語
を
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
 
（
c
O
ヨ
p
r
e
h
e
コ
S
i
く
e
 
 

a
n
t
i
】
t
a
甲
h
a
諾
n
－
e
g
i
s
l
a
t
i
O
n
）
 
の
意
味
で
用
い
る
 
（
従
っ
て
、
こ
の
用
語
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
称
さ
れ
る
国
又
は
地
域
自
体
の
税
制
を
意
 
 

味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
）
。
ま
た
、
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
 
 

用
を
含
む
一
般
的
な
租
税
回
避
防
止
規
定
（
g
e
n
e
邑
P
n
t
i
・
a
く
O
i
d
P
n
C
e
r
u
】
e
い
例
え
ば
、
管
理
支
配
地
主
義
、
移
転
価
格
税
制
等
）
及
び
タ
ッ
ク
ス
 
 

・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
の
み
に
対
処
す
る
た
め
の
租
税
回
避
防
止
規
定
の
う
ち
特
定
の
利
用
・
行
為
の
防
止
の
み
を
目
的
と
す
る
規
定
（
s
p
e
c
i
f
i
c
 
 

a
n
t
i
・
a
く
O
i
d
P
n
C
e
p
r
O
く
i
s
i
O
n
S
い
例
え
ば
、
西
独
の
A
亡
S
S
e
n
S
t
e
亡
e
r
g
e
S
e
t
N
第
二
粂
（
移
住
に
よ
る
租
税
回
避
の
防
止
裁
定
）
並
び
に
租
税
回
避
防
 
 

止
に
関
す
る
司
法
上
の
理
論
（
j
u
d
i
c
i
a
－
a
n
t
i
・
a
く
O
i
d
a
n
c
e
d
O
C
t
O
r
i
n
e
い
例
え
ば
、
実
質
理
論
、
事
業
目
的
理
論
等
）
を
含
ま
な
い
。
す
な
わ
ち
、
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
対
象
と
す
る
租
税
回
避
防
止
の
た
め
の
立
法
に
よ
る
包
括
的
な
制
度
（
c
O
m
p
r
e
h
e
n
s
i
く
e
 
a
コ
t
i
・
t
a
窄
h
a
く
e
n
－
e
g
i
s
－
a
t
i
・
 
 

〇
n
い
例
え
ば
、
我
が
国
の
租
税
特
別
措
置
法
第
六
六
条
の
六
～
九
、
米
国
の
内
国
歳
入
法
第
九
五
一
条
～
九
六
四
条
）
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
 
 

用
す
る
。
 
 
 

金
子
宏
「
租
税
法
（
第
二
版
）
」
一
一
一
貫
（
弘
文
堂
、
平
こ
 
 
 

金
子
・
前
掲
江
（
2
）
 
「
租
税
法
」
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
 
 
 

清
永
敬
次
「
実
質
主
義
と
租
税
回
避
」
法
律
時
報
三
九
巻
t
 
O
号
二
七
頁
（
一
九
六
七
）
 
 
 

北
野
弘
久
「
租
税
回
避
行
為
と
仮
装
行
為
」
税
理
二
三
巻
四
号
一
入
貢
（
一
九
入
○
）
 
 
 

松
沢
智
「
租
税
回
避
を
め
ぐ
る
周
辺
問
題
」
税
理
二
四
巻
一
号
六
四
頁
（
一
九
八
一
）
 
 
 

田
中
二
郎
「
租
税
法
・
新
版
」
法
律
学
全
集
〓
ハ
七
頁
（
有
斐
閣
、
昭
五
六
）
 
 
 

渡
辺
仲
平
「
税
法
上
の
所
得
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
 
司
法
研
究
報
告
書
、
第
一
九
輯
第
一
号
一
〇
～
〓
貢
（
昭
四
〇
）
 
 
 

金
子
・
前
掲
荘
（
2
）
 
「
租
税
法
」
一
一
〇
頁
。
他
に
も
基
本
的
に
同
様
の
考
え
方
に
立
つ
次
の
学
説
を
あ
げ
て
お
く
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
他
に
 
 

も
、
租
税
回
避
行
為
と
脱
税
及
び
節
税
の
区
別
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
福
家
俊
朗
「
租
税
回
避
行
為
と
仮
装
行
為
」
税
理
二
五
巻
一
〇
号
 
 

七
～
一
三
貢
（
一
九
入
二
）
、
首
藤
重
幸
「
節
税
・
租
税
回
避
・
脱
税
の
接
点
」
税
理
三
〇
号
一
一
巻
九
～
一
四
貢
（
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。
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昭
五
三
）
 
 

金
子
・
前
掲
在
（
2
）
 
「
租
税
法
」
 
 

金
子
・
前
掲
注
（
2
）
 
「
租
税
法
」
 
 

金
子
・
前
掲
注
（
2
）
 
「
租
税
法
」
 
 

首
藤
重
幸
「
節
税
、
租
税
回
避
、
 
 

金
子
・
前
掲
注
（
2
）
 
「
租
税
法
」
 
 

節   租   租！ 仮  
税   
回   税 璽  装   

税  避   脱… 為  
行幸  
為   

単  の 当   ！意仮   

むこ  事   ；思装   
租  在者   北  
税  
法  

前  
野  

… かあ  （5）   
上        の  重 な り   弘  

特  
… い（   

恵  … ）当   久  
事  

教  
の  頁  授   

三景   真   
用  の   

税  も 形   ≡税仮   
法  脱式   … 着装   

上  税 自   
前  渡  

至 の的   
許  為は   辺  
容  を真   … にあ   （8）   

さ  構意   茎 基 り  
：、つ （  

伸  
に  

た  す基   
る づ   

平  

の  ） く   ；か形       ：な       … い 自  ○  判  

（   ‡ ）  貢  事  
も  

れ   】 納   

特   其  い達璽  
恵   ）法 皇   

むこ  
日  

（  【   （  松  
基   当 …   

を   づ  
琶  

沢  

智 教  

（
注
）
松
沢
智
「
私
法
上
の
取
引
と
租
税
回
避
行
為
－
法
的
所
得
概
念
の
研
究
」
租
税
法
研
究
第
六
号
五
六
、
五
九
支
（
租
税
法
学
会
、
 
 

一
一
〇
真
 
 

一
一
〇
～
二
 
〓
且
 
 

一
一
一
貫
 
 

脱
税
の
接
点
」
税
理
三
〇
巻
一
一
号
一
〇
真
 
 

一
一
一
～
一
一
二
頁
 
 

ニ
ー
七
 
 
 



（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
5
）
 
 

（
2
6
）
 
 

（
2
7
）
 
 

（
2
8
）
 
 

（
2
9
）
 
 

（
3
0
）
 
 

（
3
1
）
 
 

（
3
2
）
 
 
 

l
O
n
．
E
．
B
i
s
c
h
e
－
e
t
．
a
－
．
．
C
a
h
i
e
r
s
 
d
e
 
D
r
O
i
t
 
F
i
s
c
a
〓
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
1
．
∃
1
．
「
H
貞
a
 
p
一
〕
∽
∽
 
 
 

O
f
f
s
h
O
r
e
 
T
a
舛
H
a
く
e
n
S
‥
H
e
P
r
i
n
g
s
 
B
e
f
O
r
e
 
t
h
e
 
S
u
b
c
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
O
く
e
r
S
i
g
h
t
 
O
f
 
t
h
e
 
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
W
P
y
S
 
a
n
d
 
M
e
a
コ
S
 
O
f
 
 

R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
く
e
S
、
宗
t
h
 
C
O
n
g
．
．
－
s
t
 
S
e
s
s
．
p
．
〕
○
↓
（
－
g
遥
）
 
 
 

米
国
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
を
塞
い
で
き
た
 
（
例
え
ば
、
一
九
三
二
年
の
国
外
へ
の
株
式
等
の
移
転
に
対
す
る
消
費
税
課
 
 

税
、
t
九
三
七
年
の
外
国
同
族
持
株
会
社
課
税
、
一
九
六
二
年
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
導
入
等
）
が
、
こ
れ
ら
の
課
税
制
度
を
導
入
す
る
前
に
行
わ
れ
て
 
 

い
た
こ
れ
ら
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
の
利
用
行
為
は
、
一
般
的
に
、
適
法
な
租
税
回
避
（
－
a
w
f
u
〓
a
H
a
く
O
i
d
a
n
c
e
）
と
い
う
認
識
が
あ
る
 
（
O
f
f
s
h
O
r
e
 
 
 

清
永
・
前
掲
荘
（
3
）
 
 
 

北
野
・
前
掲
荘
（
4
）
 
 
 

松
沢
・
前
掲
注
（
5
）
 
 
 

田
中
・
前
掲
注
（
6
）
 
 
 

渡
辺
・
前
掲
注
（
1
5
）
 
 
 

首
藤
・
罷
掲
荘
（
ほ
）
 
 

照
）
 
 村

上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

金
子
こ
別
掲
荘
（
2
）
 
 

村
上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

村
上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

村
上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

村
上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

村
上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

村
上
・
前
掲
注
（
2
1
）
 
 

村
上
泰
治
「
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
沿
革
か
ら
の
考
察
」
税
務
大
学
校
論
叢
〓
 
二
五
九
～
二
六
〇
貢
、
t
一
六
六
頁
（
昭
五
二
）
 
 

「
同
族
会
社
」
 
 

「
同
族
会
社
」
 
 

「
同
族
会
社
」
 
 

「
同
族
会
社
」
 
 

「
同
族
会
社
」
 
 

「
同
族
会
社
」
 
 

「
同
族
会
社
」
 
二
六
六
貢
 
 

「
租
税
法
」
 
t
一
七
五
頁
 
 

二
一
入
 
 
 

「
実
質
主
義
」
 
二
入
貢
 
 

「
仮
装
行
為
」
一
九
貢
 
 

「
周
辺
問
題
」
 
六
四
～
六
五
頁
 
 

「
租
税
法
」
 
八
二
～
八
四
頁
 
 

「
諸
問
題
」
一
一
貫
 
 

「
節
税
・
租
税
回
避
」
一
一
貫
、
東
京
高
裁
・
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日
（
訴
訟
月
報
ニ
ー
巻
六
号
三
一
四
頁
以
下
参
 
 

二
六
六
～
二
六
七
頁
 
 

二
二
ニ
ハ
貢
 
 

二
六
六
真
 
 

二
」
ハ
七
頁
 
 

二
六
七
真
 
 

二
六
六
頁
 
 



↓
a
X
H
a
諾
n
S
－
i
b
i
d
．
．
p
．
－
謡
）
。
つ
ま
り
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
に
閲
し
、
米
国
で
は
一
九
三
〇
年
代
以
降
は
、
い
わ
ゆ
る
形
式
主
義
か
実
質
主
 
 
 

義
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
は
姿
を
消
し
て
、
税
法
上
は
、
必
要
な
場
合
に
は
も
っ
ば
ら
個
別
具
体
的
な
抜
け
穴
ふ
さ
ぎ
の
た
め
の
立
法
に
よ
っ
て
 
 
 

対
処
し
て
き
て
い
る
（
小
松
芳
明
「
自
由
企
業
体
制
を
尊
重
す
る
税
法
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
号
入
貢
）
。
 
 

但
し
、
み
せ
か
け
（
s
h
a
m
）
の
取
引
や
事
業
目
的
（
b
u
s
i
n
e
s
s
p
u
r
p
O
S
e
）
を
欠
く
も
の
に
つ
い
て
は
、
否
認
は
あ
り
得
る
（
第
二
章
第
五
節
参
 
 

應
）
。
 
 

（
…
聖
－
n
t
e
r
邑
R
e
く
e
n
u
e
S
e
r
ま
c
e
M
a
n
u
a
二
宮
武
敏
夫
「
国
際
的
租
税
お
よ
び
租
税
回
避
」
租
税
法
研
究
第
一
〇
号
三
一
貫
（
租
税
法
学
会
、
昭
五
 
 

七
）
 
に
引
用
。
）
 
 

（
3
4
）
 
W
O
h
r
－
e
－
A
S
↓
G
】
の
 
宮
武
こ
別
掲
注
（
警
「
租
税
回
避
」
三
一
貫
（
租
税
法
学
会
、
昭
五
七
）
に
引
用
。
な
お
、
西
独
の
場
合
、
租
税
回
避
 
 
 

へ
の
対
処
の
方
法
と
し
て
、
経
済
的
観
察
法
と
呼
ば
れ
る
実
質
主
義
の
考
え
方
に
よ
る
（
須
貝
修
一
「
租
税
回
避
と
脱
税
」
税
経
通
信
三
四
巻
一
五
 
 
 

号
七
頁
（
一
九
七
九
）
。
 
 

（
3
5
）
 
官
武
・
前
掲
注
（
3
3
）
 
「
租
税
回
避
」
 
二
〓
頁
。
 
 

な
お
、
租
税
回
避
に
対
す
る
英
国
の
裁
判
所
の
対
応
ほ
、
一
九
三
五
年
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
ク
ー
公
事
件
判
決
（
H
n
】
a
n
d
 
R
e
く
2
n
亡
e
 
 
 

C
O
ヨ
m
i
s
s
i
O
n
e
r
S
く
．
D
u
k
e
O
f
W
e
P
S
ヨ
i
n
s
t
e
r
、
H
O
u
S
e
O
f
r
O
r
d
s
ニ
ー
讐
立
A
r
r
E
．
R
．
R
e
p
．
N
諾
）
以
来
、
租
税
制
定
法
の
厳
格
解
釈
の
原
則
 
 

（
r
u
－
e
O
〓
i
t
e
邑
O
r
g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
－
c
O
n
S
t
r
u
C
t
i
O
コ
）
が
租
税
回
避
行
為
の
実
質
主
義
（
こ
こ
で
い
う
実
質
主
義
と
は
西
独
に
お
け
る
よ
う
な
経
済
 
 
 

的
実
質
で
は
な
く
当
事
者
の
法
的
権
利
義
務
に
目
を
向
け
る
考
え
方
を
い
う
。
）
的
解
釈
に
ょ
り
、
租
税
回
避
を
合
法
的
存
在
と
し
て
承
認
す
る
と
 
 
 

い
う
伝
統
的
対
応
が
確
立
さ
れ
て
き
て
い
た
（
福
家
俊
朗
「
イ
ギ
リ
ス
租
税
法
研
究
序
説
－
租
税
制
定
法
主
義
と
租
税
回
避
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
 
 
 

の
観
察
」
東
京
都
立
大
学
法
学
雑
誌
t
六
巻
二
号
二
〇
六
、
二
〇
入
貢
〓
九
七
六
）
）
。
 
 

（
3
6
）
 
官
武
・
前
掲
注
（
3
3
）
 
「
租
税
回
避
」
 
二
≡
頁
 
 

（
3
7
）
 
官
武
・
前
掲
注
（
3
3
）
 
「
租
税
回
避
」
 
二
≡
頁
 
 

な
お
、
国
連
の
場
で
も
租
税
回
避
お
よ
び
脱
税
の
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い
る
 
（
D
e
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
O
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
E
c
O
n
O
ヨ
i
c
 
a
n
d
 
S
O
C
i
a
－
 
 
 

A
f
f
巴
r
s
－
M
a
n
u
a
〓
O
r
 
t
h
e
 
N
e
g
O
t
i
a
t
i
O
n
 
O
f
 
B
i
】
a
t
e
r
a
l
↓
a
舛
T
r
e
註
e
s
 
B
e
t
w
e
e
コ
D
e
く
e
－
O
p
e
d
 
a
n
d
 
D
e
く
e
－
O
p
i
n
g
 
C
O
亡
n
t
r
i
e
s
、
p
・
N
N
－
 
 

U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
O
n
S
．
－
当
e
。
 
 

ニ
ー
九
 
 
 



（
3
8
）
 
 

（
3
9
）
 
 

（
4
0
）
 
 

（
4
1
）
 
 

（
4
2
）
 
 

（
4
3
）
 
 

（
4
4
）
 
 

（
4
5
）
 
 

（
4
6
）
 
 

（
4
7
）
 
 

（
亜
）
 
 

（
4
9
）
 
 

二
二
〇
 
 

D
－
・
B
a
－
－
y
B
－
a
C
2
W
e
－
T
M
i
－
n
e
s
J
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
↓
a
X
A
く
O
i
d
a
n
c
e
－
A
S
t
u
d
y
b
y
t
h
e
R
O
t
t
e
r
d
a
ヨ
ー
ヨ
S
t
i
t
亡
t
e
f
O
r
F
i
s
c
a
－
S
t
u
d
i
e
s
－
く
0
1
．
 
 

A
－
p
p
．
u
∽
0
0
ー
∽
声
∽
会
－
N
彗
（
－
讐
∽
）
 
（
官
武
こ
別
掲
注
（
3
3
）
 
「
租
税
回
避
」
 
三
二
頁
に
引
用
。
）
 
 
 

大
蔵
省
「
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
け
る
対
外
お
よ
び
対
内
直
接
投
資
届
出
実
績
」
（
平
成
元
年
五
月
三
十
日
発
表
資
料
）
 
 
 

日
本
貿
易
振
興
会
「
ジ
ェ
ト
ロ
白
書
・
投
資
編
」
一
～
二
頁
（
一
九
九
〇
）
 
 
 

日
本
経
済
新
聞
平
成
t
一
年
一
月
二
十
入
日
（
朝
刊
）
 
 
 

日
本
経
済
新
聞
平
成
二
年
二
月
十
五
日
 
（
朝
刊
）
 
 
 

日
本
経
済
新
聞
平
成
元
年
六
月
十
一
日
（
朝
刊
）
 
 
 

平
成
四
年
度
の
税
制
改
正
案
に
お
い
て
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
の
軽
課
税
国
指
定
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
旨
報
道
さ
れ
て
い
 
 

る
 
（
日
本
経
済
新
聞
平
成
三
年
十
二
月
六
日
）
。
 
 
 

大
蔵
省
・
前
掲
注
（
3
9
）
 
「
直
接
投
資
」
 
 
 

大
蔵
省
・
前
掲
注
（
3
9
）
 
「
直
接
投
資
」
 
 
 

日
本
経
済
新
聞
平
成
元
年
八
月
入
日
（
朝
刊
）
 
 
 

大
蔵
省
・
前
掲
注
（
2
9
）
 
「
直
接
投
資
」
を
基
に
作
成
し
た
。
 
 
 

U
・
S
・
D
e
p
a
－
t
ヨ
2
n
t
O
f
n
O
ヨ
ヨ
e
－
C
e
、
B
亡
－
2
a
亡
O
f
E
c
O
コ
O
m
i
c
A
n
a
－
y
s
i
s
、
U
・
S
・
D
i
－
2
C
こ
n
く
e
S
t
m
e
n
t
 
A
b
r
O
a
d
－
O
p
e
r
a
t
i
O
n
S
 
O
f
U
．
S
．
 
 

P
a
r
e
n
t
C
O
m
p
P
n
i
e
s
A
n
d
T
h
2
i
r
A
f
f
i
－
i
a
t
e
s
（
P
邑
i
m
i
n
a
r
y
】
冨
↓
E
s
t
i
m
P
t
e
S
）
を
基
に
作
成
し
た
。
残
高
は
一
九
入
七
会
計
年
度
末
現
在
の
 
 

も
の
（
見
横
も
り
値
）
で
あ
る
。
な
お
、
米
国
多
国
籍
企
業
に
ょ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
実
態
等
に
つ
い
て
、
中
村
雅
秀
「
ア
メ
リ
カ
・
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
展
開
過
程
－
展
開
軸
と
し
て
の
ゴ
ー
ド
ン
・
レ
ポ
ー
ト
を
中
心
に
し
て
－
－
出
」
経
済
、
N
〇
．
∽
○
∽
－
（
－
冨
甲
 
 

〓
）
N
N
O
－
N
u
∽
貢
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
 
 
 

数
字
の
出
典
は
、
国
際
税
務
（
税
務
研
究
会
）
第
二
巻
～
第
一
〇
巻
に
依
る
。
な
お
、
平
成
元
事
務
年
度
に
お
い
て
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
 
 

数
は
二
九
九
三
社
、
申
告
漏
れ
金
額
は
ニ
ー
億
円
（
平
成
二
事
務
年
度
は
一
〇
億
円
）
と
な
っ
て
い
る
（
産
経
新
聞
、
平
成
三
年
十
一
月
八
日
）
。
 
 
 

数
字
の
出
典
ほ
、
国
際
税
務
第
二
巻
～
第
一
〇
巻
に
依
る
。
な
お
、
平
成
元
事
務
年
度
に
お
い
て
は
一
三
七
億
円
、
平
成
二
事
務
年
度
に
お
い
て
 
 

は
一
六
六
億
円
と
増
加
し
て
い
る
 
（
産
経
新
聞
、
平
成
三
年
十
一
月
八
日
）
。
 
 
 



（
5
2
）
 
企
業
に
は
、
そ
の
所
在
す
る
地
域
・
社
会
に
貢
献
す
る
と
い
っ
た
目
的
も
あ
る
が
、
企
業
の
本
質
的
意
味
と
し
て
は
利
潤
の
極
大
化
又
は
追
求
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
5
3
）
 
杉
本
昭
七
「
多
国
籍
企
業
と
重
層
的
統
合
化
」
 
二
三
三
～
二
五
一
貫
（
同
文
館
、
昭
六
一
）
 
 

（
5
4
）
 
「
優
位
性
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
説
も
あ
る
。
「
企
業
の
優
位
性
と
い
う
の
は
、
企
業
が
他
の
企
業
よ
り
低
コ
ス
ト
で
生
産
要
素
を
手
に
入
れ
 
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
、
よ
り
効
率
的
な
生
産
関
数
に
閲
し
知
識
な
い
し
支
配
を
保
持
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
企
業
が
流
通
面
の
能
力
 
 
 

に
お
い
て
優
れ
て
い
る
か
、
生
産
物
差
別
を
持
っ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
で
あ
る
。
」
（
杉
本
・
前
掲
注
（
5
3
）
「
重
層
的
統
合
化
」
二
三
五
頁
）
 
 

（
5
5
）
 
窪
内
義
正
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
国
際
租
税
問
題
」
六
二
～
六
三
貢
、
（
教
育
社
、
昭
五
三
）
 
 

（
5
6
）
 
週
刊
宝
石
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
日
号
七
二
衰
、
な
お
、
世
上
い
わ
れ
て
い
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
進
出
の
主
な
目
的
は
、
業
種
お
よ
び
事
 
 
 

業
目
的
に
よ
り
異
な
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

U
 
全
業
種
…
…
持
株
会
社
の
設
立
（
例
‥
オ
ラ
ン
ダ
）
（
週
刊
宝
石
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
日
号
七
一
貫
）
 
 
 

∽
 
海
運
業
…
…
登
録
税
・
固
定
資
産
税
・
法
人
税
の
安
さ
、
手
続
き
の
簡
素
さ
、
乗
敵
船
員
の
規
制
な
し
（
例
‥
パ
ナ
マ
、
リ
ベ
リ
ア
）
（
週
刊
 
 

宝
石
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
日
号
六
九
貢
）
 
 
 

㈱
 
金
融
業
等
…
…
C
D
の
発
行
等
の
資
金
調
達
の
利
便
性
、
機
動
的
な
資
金
運
用
の
可
能
性
（
例
‥
ケ
イ
マ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
バ
ハ
マ
）
 
 

（
同
上
∽
週
刊
宝
石
七
〇
貢
、
日
本
経
済
新
聞
平
成
元
年
六
月
二
十
九
日
）
 
 
 

㈲
 
保
険
業
…
…
保
険
業
法
に
ょ
る
親
制
の
回
避
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
イ
ン
カ
ム
化
）
、
独
禁
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
持
株
会
社
の
設
立
、
 
 

有
価
証
券
の
投
資
運
用
（
例
‥
ケ
イ
マ
ン
、
英
領
チ
ャ
ネ
ル
諸
島
）
（
同
上
∽
週
刊
宝
石
七
〇
～
七
一
貫
、
読
売
新
聞
平
成
元
年
三
月
三
十
 
 

日
、
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
号
一
入
～
一
九
頁
）
 
 
 

㈲
 
そ
の
他
…
…
自
家
保
険
会
社
の
設
立
（
例
‥
バ
ミ
ュ
ー
ダ
）
 
（
日
経
金
融
新
聞
昭
和
六
十
三
年
八
月
六
日
）
 
 

（
5
7
）
 
 
進
出
目
的
と
課
税
の
可
否
に
つ
い
て
囲
 
 

例
え
ば
、
税
の
軽
減
目
的
の
み
で
海
外
特
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
進
出
し
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
課
税
上
の
取
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
 
 
 

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
税
目
的
の
み
で
進
出
し
た
場
合
に
は
そ
の
こ
と
だ
け
で
直
接
的
に
課
税
（
行
為
の
否
認
）
が
可
能
な
の
か
否
か
と
い
 
 

う
疑
問
が
生
ず
る
。
 
 

¶
¶
＝
T
 
T
 
 
 



∴
・
⊥
 
 

そ
こ
で
、
お
よ
そ
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
進
出
す
る
ケ
ー
ス
に
つ
き
（
税
を
コ
ス
斗
と
み
た
上
で
又
は
高
税
率
国
へ
の
進
出
ど
比
較
し
た
場
 
 

合
に
ほ
マ
イ
ナ
ス
の
コ
ス
ト
と
み
た
う
え
で
）
、
①
税
の
軽
減
目
的
は
な
く
他
の
目
的
（
例
え
ば
C
D
の
発
行
が
容
易
で
あ
る
こ
と
等
）
の
み
で
進
 
 

出
す
る
ケ
ー
ス
、
②
税
の
軽
減
目
的
の
他
に
そ
の
他
（
例
え
ば
C
D
の
発
行
が
容
易
で
あ
る
こ
と
等
）
の
目
的
を
も
有
し
て
進
出
す
る
ケ
ー
ス
、
③
 
 

税
の
軽
減
目
的
の
み
か
ち
進
出
す
る
ケ
ー
ス
、
の
三
つ
に
理
論
上
分
類
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
対
す
る
理
論
上
の
課
税
取
扱
い
を
整
理
 
 

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
進
出
目
的
が
た
と
え
税
の
軽
減
目
朗
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
課
税
さ
れ
る
か
否
か
は
そ
の
目
的
の
み
で
判
断
さ
れ
る
も
 
 

の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
法
の
定
め
る
課
税
要
件
の
充
足
の
有
無
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
目
的
と
課
税
の
可
否
と
の
間
に
は
層
接
的
な
関
係
は
な
い
。
 
 

課
税
の
可
否
は
、
そ
の
目
的
を
も
含
め
当
該
事
案
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
事
実
認
定
の
結
果
課
税
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
の
み
課
税
が
行
わ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
る
（
次
の
【
蓑
】
参
照
）
。
 
 

囲
 
進
出
目
的
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
ほ
、
そ
れ
が
本
来
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
務
上
は
そ
の
証
明
に
閲
し
、
難
し
い
問
題
が
生
 
 
 

ず
る
。
こ
こ
で
は
、
理
論
上
仮
転
①
～
③
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
分
類
し
得
た
場
合
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

【
蓑
】
 
タ
ッ
ク
ス
一
へ
イ
ブ
ン
進
出
目
的
と
租
税
回
避
行
為
等
の
否
認
と
の
関
係
 
 

ケ  
③  ②  ①  

ス  

の税  
○  ○   目以  

的外   
出ス  
の・  

○  ○  目へ  
的イ  

右
の
表
の
ー
…
…
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
よ
り
異
論
が
あ
る
。
 
 
 

（
否
認
の
有
無
）
 
 

否
認
さ
れ
る
 
 

場
合
な
し
 
 

否
認
さ
れ
る
 
 

場
合
あ
り
 
 

（
踊
餞
㌶
艶
 
 
 

措
法
六
六
の
六
 
 

法
法
一
一
 
 

の
他
 
 

実
質
主
義
 
 

権
利
濫
用
の
法
理
 
 

そ
の
他
 
 



囲
 
半
分
の
二
〇
社
は
、
税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
 
 

な
お
、
平
成
三
年
五
月
時
に
お
い
て
は
、
金
融
子
会
社
を
有
す
る
企
業
ほ
二
七
入
社
、
金
融
子
会
社
数
ほ
五
入
二
社
と
な
っ
て
い
る
（
日
本
経
済
 
 
 

新
聞
平
成
三
年
八
月
七
日
）
。
 
 

（
5
9
）
 
大
杉
海
「
海
外
金
融
子
会
社
の
活
用
と
税
務
」
J
I
C
P
A
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
N
〇
．
受
岩
－
A
u
g
」
浣
∽
p
p
．
念
I
∽
∽
を
参
考
と
し
た
。
 
 

（
6
0
）
 
子
会
社
に
よ
る
資
金
調
達
に
際
し
、
・
日
本
企
業
本
体
が
保
証
を
与
え
れ
ば
偶
発
債
務
と
し
て
開
示
が
必
要
と
な
る
が
、
保
証
に
該
当
し
な
い
 
 

「
キ
ー
プ
・
ウ
ェ
ル
方
式
」
（
子
会
社
が
現
地
で
行
う
銀
行
借
入
に
際
し
、
本
体
が
銀
行
に
差
入
れ
る
 
「
レ
タ
ー
・
オ
ブ
・
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
」
等
 
 
 

は
、
子
会
社
が
債
務
不
履
行
と
な
っ
た
場
合
の
元
利
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
）
 
で
あ
れ
ば
、
現
時
点
で
ほ
偶
発
債
務
に
 
 

小
 
山
．
．
“
一
 
 
 

（
5
8
）
 
日
本
企
業
の
海
外
金
融
子
会
社
は
、
日
本
経
済
新
聞
社
の
調
べ
に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
日
本
経
済
新
聞
平
成
二
年
五
月
二
日
付
朝
 
 

刊
）
。
 
 

2
 
 

3
 
 

調
査
対
企
業
は
、
束
証
、
大
証
、
名
証
一
部
上
場
企
業
八
三
二
社
で
あ
る
。
 
 
 

金
融
子
会
社
 
四
入
五
社
（
前
年
四
二
五
社
）
 
 

内
 
国
内
金
融
子
会
社
 
五
二
％
 
 

内
 
海
外
金
融
子
会
社
 
四
八
％
（
設
立
国
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
）
 
 

新
規
設
立
の
海
外
金
融
子
会
社
数
（
今
回
調
査
時
）
 
四
〇
社
 
 

一
位
 
オ
ラ
ン
ダ
 
 

二
位
 
米
 
 
国
 
 

三
位
 
英
 
 
国
 
 

四
位
 
香
 
 
港
 
 

五
位
 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 
 

六
位
 
オ
ー
ス
ー
ラ
リ
ア
 
 

七
位
 
ケ
イ
マ
ン
 
 

前
述
1
の
金
融
子
会
社
を
有
す
る
企
業
 
 （

一
七
・
五
％
）
 
 

（
一
二
・
一
％
）
 
 

（
 
八
 
 
％
）
 
 

（
 
二
■
七
％
）
 
 

（
 
t
 
二
ハ
％
）
 
 

（
一
・
二
％
）
 
 

（
．
一
・
〇
％
）
 
 

二
五
一
社
（
前
年
ニ
ー
三
社
）
 
 



二
二
四
 
 

該
当
し
な
い
た
め
開
示
は
要
求
さ
れ
な
い
 
（
大
杉
・
前
掲
注
（
5
9
）
、
四
入
貢
）
。
 
 

（
6
1
）
 
オ
ラ
ン
ダ
は
、
支
払
利
子
に
つ
い
て
ほ
一
切
源
泉
税
を
課
さ
な
い
。
英
国
は
、
①
返
済
期
間
一
年
以
内
の
短
期
資
金
に
係
る
支
払
利
子
ほ
源
泉
税
 
 
 

免
除
、
②
返
済
期
間
1
年
超
の
長
期
資
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
は
源
泉
税
課
税
で
あ
る
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
上
場
ユ
ー
ロ
債
に
係
る
支
払
利
 
 
 

子
お
よ
び
英
国
内
で
銀
行
業
を
営
む
法
人
が
そ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
支
払
う
利
子
に
つ
い
て
は
源
泉
税
が
課
さ
れ
な
い
。
米
国
で
は
、
非
居
住
 
 
 

者
に
対
す
る
支
払
利
子
は
原
則
課
税
で
あ
る
が
、
租
税
条
約
に
基
づ
き
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
、
西
独
等
に
対
す
る
支
払
利
子
に
つ
い
て
は
源
泉
税
が
免
 
 
 

除
さ
れ
る
。
ま
た
、
米
国
の
場
合
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
デ
ッ
ト
（
米
国
の
債
権
者
が
外
国
の
債
権
者
か
ら
米
国
の
者
に
よ
り
取
得
さ
れ
な
い
よ
う
 
 
 

ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
支
払
利
子
に
も
源
泉
税
は
課
さ
れ
な
い
。
 
 

（
6
2
）
 
生
命
保
険
会
社
の
具
体
的
な
投
資
目
標
は
、
次
の
二
点
か
ら
、
イ
ン
カ
ム
・
ゲ
イ
ン
の
極
大
化
に
あ
る
（
大
杉
・
前
掲
注
銅
、
五
二
頁
）
。
 
 
 

1
 
金
融
機
関
間
競
争
に
お
け
る
優
位
を
確
保
す
る
た
め
に
総
資
産
利
回
り
を
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

2
 
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
、
保
険
業
法
第
八
六
条
に
よ
り
衝
立
金
と
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
イ
ン
カ
ム
・
ゲ
イ
ン
と
異
な
り
自
由
に
分
配
 
 

の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
が
利
用
さ
れ
る
。
 
 

∽
 
特
定
金
銭
信
託
を
設
定
し
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
信
託
か
ら
の
分
配
金
（
イ
ン
カ
ム
・
ゲ
イ
ン
）
と
し
て
受
け
取
る
。
 
 

∽
 
投
資
子
会
社
を
設
立
し
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
子
会
社
か
ら
の
配
当
金
（
イ
ン
カ
ム
・
ゲ
イ
ン
）
と
し
て
受
け
取
る
。
 
 

（
6
3
）
 
ネ
ッ
テ
ィ
ソ
グ
・
セ
ン
タ
ー
方
式
と
ほ
、
次
の
【
囲
1
】
の
取
引
を
次
の
【
囲
2
】
の
よ
う
に
す
る
方
式
で
あ
る
（
大
杉
・
前
掲
注
（
5
9
）
、
五
 
 

三
貴
）
。
 
 

【
図
こ
 
 
 



（
ユ
ー
ロ
債
の
発
行
、
銀
行
借
入
等
）
…
…
‥
 
 
 
 
 
…
…
1
／
4
 
 

（
6
5
）
 
過
少
資
本
規
制
と
は
、
法
人
の
株
主
か
ら
の
借
入
金
の
う
ち
、
一
定
の
負
債
・
資
本
比
率
（
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
一
般
的
に
 
 
 

3
‥
1
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
）
を
超
え
る
部
分
を
資
本
と
み
な
し
、
当
該
資
本
と
み
な
さ
れ
た
部
分
に
対
応
す
る
利
子
の
損
金
算
入
を
認
め
な
 
 

い
こ
と
と
す
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
規
制
が
問
題
と
な
る
の
は
、
金
融
子
会
社
の
設
立
国
に
こ
の
規
制
が
あ
る
場
合
に
ほ
親
か
い
し
ら
の
借
入
の
 
 
 

形
態
に
よ
る
資
金
調
達
に
上
限
が
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
資
金
調
達
方
法
に
制
約
が
生
じ
る
点
で
あ
る
。
 
 

（
6
6
）
 
O
E
C
D
J
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
l
T
a
H
 
A
く
O
i
d
a
n
c
e
 
P
n
d
 
E
く
a
S
i
O
ロ
■
■
F
O
u
r
R
e
－
a
t
e
d
 
M
a
t
t
e
r
s
．
p
」
－
－
】
N
（
－
麗
3
 
 

（
6
7
）
 
小
松
芳
明
「
租
税
条
約
の
研
究
（
新
版
）
」
 
二
 
t
～
〓
三
頁
（
有
斐
閣
、
昭
五
七
）
 
 

二
二
五
 
 
 

（
6
4
）
 
現
在
、
税
務
当
局
が
独
立
企
業
間
価
格
で
あ
る
と
認
め
る
ス
プ
レ
ッ
ド
の
最
低
水
準
は
、
資
金
調
達
方
式
の
相
違
に
応
じ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
 
 

い
る
。
な
お
、
こ
の
割
合
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
金
融
子
会
社
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
債
務
の
平
均
残
高
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
（
大
杉
・
前
掲
荘
 
 

醐
、
五
四
～
五
五
貢
）
。
 
 

【
図
N
】
 
 

（診（診（》  

②
以
外
の
方
法
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
資
金
調
達
 
 

（
資
金
調
達
の
方
式
）
 
 

同
一
企
業
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
借
入
 
 

ユ
ー
ロ
C
P
の
発
行
 
 

磁
辞
≠
妙
拝
 
 

ー
 
一
 
斗
∴
で
¶
 
t
二
＼
≠
・
d
∴
＼
b
－
↑
 
 

（
最
低
ス
プ
レ
ッ
ド
 
（
％
）
）
 
 
 

1
／
8
 
 

1
／
8
 
 

斗
Ⅷ
t
ヾ
旬
刊
妙
渾
 
 



二
二
六
 
 

〇
E
C
D
L
b
i
d
．
．
p
．
－
∽
 
 
 

O
E
C
D
の
勧
告
後
に
採
ら
れ
た
各
国
の
対
応
策
と
し
て
、
例
え
ば
、
英
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
導
入
（
一
九
八
四
年
）
、
米
国
の
サ
 
 

ブ
パ
ー
ト
F
の
強
化
（
一
九
八
六
年
）
、
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
の
過
少
資
本
規
制
の
導
入
（
一
九
八
七
年
）
、
納
税
者
番
号
制
度
・
現
金
取
引
報
告
法
の
 
 

導
入
（
一
九
八
九
年
、
な
お
、
同
年
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
導
入
案
を
発
表
）
等
が
あ
る
。
我
が
国
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
 
 

改
正
（
一
九
八
五
年
、
一
九
八
八
年
お
よ
び
一
九
九
一
年
）
、
移
転
価
格
税
制
の
導
入
（
一
九
入
六
年
）
を
行
っ
 

O
E
C
D
－
i
b
i
チ
p
」
－
 
 

一
九
八
七
年
O
E
C
血
の
報
告
書
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
濫
用
防
止
お
よ
び
租
税
条
約
の
利
用
へ
の
対
抗
の
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
検
 
 

討
し
て
お
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

1
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
濫
用
防
止
の
た
め
の
手
段
 
 
 

∽
 
法
的
措
置
を
通
じ
た
協
力
 
 
 

イ
 
挙
証
責
任
の
恵
換
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
等
の
対
抗
措
置
を
通
じ
た
協
力
を
行
う
こ
と
 
 

ロ
 
国
際
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
、
例
え
ば
、
情
報
交
換
の
促
進
、
租
税
条
約
の
締
結
、
多
国
間
執
行
協
力
の
推
進
（
例
え
ば
、
次
の
①
～
③
 
 

の
条
約
）
を
行
う
こ
と
 
 

（2）  

ホ ニ ハ ロ イ  

①
一
九
七
三
年
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
税
務
共
助
条
約
 
 

②
一
九
七
七
年
E
E
C
指
令
 
 

③
一
九
入
六
年
O
E
C
D
・
欧
州
評
議
会
の
多
国
間
執
行
協
力
条
約
 
 

次
の
よ
う
な
行
政
上
の
協
力
（
情
報
交
換
）
 
を
促
進
す
る
こ
と
 
 
 

自
発
的
情
報
交
換
 
 
 

産
業
別
情
報
交
換
 
 
 

地
域
協
力
 
 
 

同
時
調
査
 
 
 

関
係
情
報
の
集
中
管
理
及
び
そ
の
利
用
（
例
え
ば
、
西
独
の
外
国
情
報
セ
ン
タ
ー
）
 
 
 



へ
 
税
務
調
査
官
会
合
 
 

2
 
租
税
条
約
の
利
用
に
対
す
る
対
抗
手
段
 
 

国
際
課
税
の
原
則
及
び
租
税
条
約
の
精
神
に
従
っ
て
、
外
国
基
地
会
社
又
は
導
管
会
社
を
通
じ
た
租
税
条
約
の
不
正
利
用
に
対
抗
す
る
た
め
 
 

の
手
段
の
導
入
及
び
協
力
を
行
う
こ
と
 
 

（
警
 
固
際
税
務
八
巻
＝
専
五
～
七
貢
、
八
彗
○
号
六
頁
参
喝
な
お
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
絡
み
で
多
国
間
執
行
協
力
条
約
を
み
る
と
、
特
 
 
 

に
、
属
領
へ
の
適
用
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
英
国
が
批
准
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
イ
マ
ン
諸
島
等
の
西
イ
ン
ド
諸
島
の
 
 
 

い
く
つ
か
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
国
際
税
務
八
巻
一
〇
号
六
貢
）
。
 
 

（
7
3
）
 
基
地
会
社
が
独
立
し
た
別
個
の
法
人
格
を
有
す
る
事
実
を
納
税
者
（
基
地
会
社
の
親
会
社
）
の
居
住
地
国
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
居
 
 
 

住
地
国
で
の
課
税
を
免
れ
る
場
合
を
「
第
一
次
的
避
難
」
（
p
r
i
m
a
r
y
s
h
e
－
t
e
r
i
n
g
）
と
い
う
（
O
E
C
D
．
i
b
i
d
一
－
p
．
の
N
）
。
 
 

（
7
4
）
 
基
地
会
社
に
留
保
し
た
所
得
が
納
税
者
（
基
地
会
社
の
親
会
社
）
に
配
当
さ
れ
れ
ば
当
該
納
税
者
の
課
税
所
得
と
な
る
。
こ
の
配
当
課
税
を
回
避
 
 
 

す
る
た
め
に
、
当
該
納
税
者
の
居
住
地
国
で
課
税
所
得
と
さ
れ
な
い
所
得
の
形
、
海
外
へ
の
再
投
資
の
形
又
ほ
当
該
納
税
者
（
親
会
社
）
へ
の
貸
付
 
 
 

の
形
に
変
換
し
て
当
該
居
住
地
国
に
還
流
さ
せ
る
こ
と
を
第
二
次
的
避
難
（
s
e
c
O
n
d
a
r
y
s
h
e
罫
i
n
g
）
と
い
う
（
O
E
C
D
、
i
b
i
d
こ
p
．
の
N
）
。
 
 

（
7
5
）
 
本
社
を
海
外
に
設
け
た
例
と
し
て
、
「
流
通
国
際
化
時
代
へ
の
挑
戦
－
私
は
な
ぜ
本
社
を
香
港
に
つ
く
る
か
」
w
i
u
、
一
九
九
〇
年
二
月
号
t
三
 
 
 

二
†
〓
二
七
真
（
中
央
公
論
社
）
参
照
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
当
該
法
人
の
属
す
る
業
界
（
流
通
業
）
再
編
の
中
で
海
外
戦
略
の
方
が
国
内
よ
り
も
 
 
 

大
き
い
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
国
内
に
は
い
わ
ゆ
る
大
店
法
等
の
規
制
が
あ
る
こ
と
等
を
背
景
に
、
日
本
を
中
心
と
し
た
発
想
で
 
 
 

は
こ
れ
ら
の
海
外
戦
略
で
は
通
用
し
な
い
こ
と
か
ら
海
外
に
本
社
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
7
6
）
 
国
税
不
服
審
判
所
の
裁
決
事
例
の
中
に
、
あ
る
日
本
人
が
そ
の
香
港
子
会
社
の
役
員
の
役
務
の
遂
行
上
香
港
に
年
の
う
ち
一
定
期
間
滞
在
し
た
 
 
 

こ
と
を
も
っ
て
香
港
の
居
住
者
た
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
こ
の
主
張
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
（
国
税
不
服
審
判
所
、
裁
決
事
例
集
肋
三
三
（
昭
 
 
 

和
六
十
二
年
分
・
第
こ
四
九
貢
）
。
 
 

（
7
7
）
 
O
E
C
D
こ
b
i
d
．
－
p
一
N
－
 
 

（
7
8
）
 
M
a
－
S
h
a
l
こ
・
「
a
n
g
e
－
・
H
O
W
－
O
U
s
e
F
O
－
2
i
g
n
↑
P
X
H
a
く
e
n
S
も
p
・
－
∽
⊥
二
－
笥
∽
）
。
な
お
、
各
分
類
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
国
は
一
九
七
五
 
 
 

年
時
点
の
も
の
で
あ
る
た
め
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
の
分
類
に
合
致
し
な
い
国
も
若
干
あ
る
。
 
 

二
二
七
 
 
 



（
7
9
）
 
 

（
8
0
）
 
 

（
8
1
）
 
 

（
紀
）
 
 

（
8
3
）
 
 

（
8
4
）
 
 

（
8
5
）
 
 

（
8
6
）
 
 

（
即
）
 
 

（
8
8
）
 
 

（
拍
）
 
 

（
9
0
）
 
 

（
9
1
）
 
 

（
9
2
）
 
 

（
9
3
）
 
 

（
9
4
）
 
 

（
9
5
）
 
 

二
二
八
 
 
 

米
国
は
一
九
八
〇
年
代
前
半
よ
り
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
租
税
条
約
を
失
効
さ
せ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

O
E
C
D
－
i
b
i
d
．
“
p
p
．
N
N
I
N
∽
 
 
 

O
E
C
D
－
i
b
i
d
．
．
p
p
．
N
A
I
N
の
 
 
 

O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
、
p
p
．
N
や
巴
 
 

基
地
会
社
に
つ
い
て
は
各
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ソ
税
制
（
米
国
は
サ
ブ
パ
ー
ト
F
、
日
本
は
措
法
六
六
の
六
）
に
基
づ
き
課
税
が
な
さ
れ
る
 
 

（
但
し
、
課
税
の
範
囲
、
態
様
等
は
異
な
る
）
。
第
二
章
参
喝
 
 
 

O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
、
p
．
の
N
 
 
 

O
E
C
D
、
i
b
i
d
．
－
p
．
の
u
 
 
 

O
E
C
D
こ
b
i
d
．
．
p
．
の
∽
 
 
 

O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
－
p
p
．
票
－
澄
 
 
 

O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
．
p
．
冨
 
 
 

O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
、
p
．
害
 
 
 

O
E
C
D
∴
b
i
d
．
－
p
．
讐
 
 
 

O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
－
p
．
0
0
0
0
 
 
 

O
E
C
D
－
i
b
i
d
．
．
p
p
．
0
0
0
0
－
笠
 
 
 

O
E
C
D
L
b
i
d
．
－
p
．
害
 
 
 

O
E
C
D
こ
b
i
d
．
．
p
．
讐
 
 
 

条
約
上
の
あ
り
得
べ
き
対
処
策
に
つ
い
て
は
、
O
E
C
D
こ
b
i
d
．
、
p
p
．
澄
以
下
参
照
。
な
お
、
米
国
で
は
、
外
国
の
親
会
社
が
利
子
に
つ
い
て
非
課
 
 

税
条
項
を
設
け
て
い
る
条
約
締
結
国
等
に
中
継
会
社
を
設
け
こ
の
中
継
会
社
を
通
じ
て
米
国
子
会
社
等
に
対
し
て
行
う
融
資
か
ら
生
ず
る
支
払
利
 
 

子
に
つ
い
て
、
米
国
か
ら
直
接
親
会
社
の
所
在
す
る
国
へ
支
払
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
通
常
の
税
率
で
源
泉
税
の
課
税
を
行
っ
て
き
て
い
る
 
 

（
内
国
歳
入
法
ル
ー
リ
ン
グ
八
四
⊥
五
二
）
（
「
米
国
子
会
社
へ
の
融
資
に
関
す
る
税
務
当
局
の
最
近
の
動
向
」
C
h
u
O
C
0
0
p
e
r
S
か
「
y
b
r
a
n
d
 
 

C
O
n
S
u
－
t
i
n
g
－
H
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
l
T
a
X
C
O
n
S
u
－
t
i
n
g
、
D
e
c
．
－
冨
－
－
N
2
」
品
参
照
）
ふ
 
 
 



（
9
6
）
 
故
能
的
分
類
に
つ
い
て
は
中
里
実
「
↓
a
X
H
a
く
e
n
の
利
用
形
熊
†
研
究
ノ
ー
上
税
研
五
巻
二
九
号
八
～
一
四
貢
（
一
九
九
〇
）
に
全
面
的
に
依
 
 

拠
し
た
。
 
 

（
9
7
）
 
O
E
C
D
∵
b
i
d
．
－
p
∴
〓
二
h
e
 
P
a
r
－
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
A
s
s
e
ヨ
b
－
y
 
O
f
 
t
h
e
 
C
O
u
n
C
i
】
O
f
 
E
亡
r
O
p
e
－
R
e
c
O
m
m
e
n
d
a
t
i
O
n
0
0
∽
u
 
O
笥
讐
 
O
f
 
t
h
e
 
 

P
a
r
－
i
a
ヨ
e
n
t
a
r
y
A
s
s
e
m
b
一
y
参
照
。
 
 

（
9
8
）
 
O
E
C
D
∵
b
i
d
こ
p
p
J
O
∞
－
〓
○
 
 

（
9
9
）
 
O
E
C
D
、
i
b
i
d
．
－
p
p
．
岩
∽
－
〓
－
 
 

（
1
0
0
）
 
国
外
投
資
は
、
支
店
設
立
及
び
子
会
社
設
立
の
い
ず
れ
も
が
通
常
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
税
制
上
の
観
点
か
ら
は
、
一
般
的
に
 
 
 

は
子
会
社
形
態
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
銀
行
業
の
場
合
の
よ
う
に
進
出
先
国
で
の
規
制
に
よ
り
支
店
 
 
 

形
態
で
の
営
業
に
制
限
さ
れ
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
（
A
r
n
O
】
d
こ
b
i
d
．
も
p
∴
≡
1
－
O
N
）
。
 
 

（
1
0
1
）
 
B
r
i
a
n
1
．
A
r
n
O
－
d
、
↓
h
e
↓
a
誓
t
i
O
n
O
f
C
O
n
t
r
O
－
－
e
d
F
O
r
e
i
g
n
n
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
S
‥
A
コ
：
n
t
e
r
コ
a
t
i
O
コ
p
－
n
O
m
p
a
r
i
s
〇
三
－
∽
墨
．
p
．
0
0
∽
。
米
国
が
、
 
 
 

米
国
企
業
の
海
外
子
会
社
を
利
用
し
た
米
国
税
の
課
税
繰
延
べ
（
t
a
H
d
e
f
e
r
r
a
－
）
を
防
止
す
る
た
め
の
s
亡
b
p
a
r
t
F
を
内
国
歳
入
法
に
導
入
し
よ
う
 
 
 

と
し
た
際
の
米
国
議
会
に
お
け
る
議
論
の
中
で
は
、
課
税
繰
延
べ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
t
a
舛
d
e
f
e
r
r
a
－
と
 
 
 

ほ
、
被
支
配
外
国
法
人
は
そ
の
居
住
地
国
に
お
い
て
所
得
接
待
時
に
当
該
居
住
地
国
の
税
率
（
米
国
の
税
率
よ
り
低
い
税
率
）
に
よ
る
課
税
を
受
け
 
 
 

る
が
、
当
該
所
得
に
対
す
る
米
国
の
税
率
と
当
該
被
支
配
外
国
法
人
の
居
住
地
国
の
税
率
と
の
差
に
相
当
す
る
税
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
被
支
配
 
 
 

外
国
法
人
か
ら
米
国
へ
配
当
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
課
税
が
行
わ
れ
な
い
仕
観
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
ご
（
S
e
n
a
t
e
 
n
O
m
m
i
t
t
e
e
 
R
e
p
O
r
t
 
 

（
0
0
ゴ
h
C
O
n
g
一
－
N
d
S
e
s
s
．
．
S
．
R
e
p
．
N
O
」
0
0
0
0
ー
（
－
∽
の
N
）
声
c
i
t
e
d
i
n
J
a
c
O
b
R
a
b
k
i
n
a
コ
d
M
a
r
k
H
J
O
h
a
n
s
O
n
－
F
e
d
e
r
a
〓
n
c
O
m
e
－
G
i
f
t
 
 
 

a
コ
d
E
s
t
已
e
T
a
x
a
t
i
O
n
－
邑
．
↓
、
C
O
d
e
a
コ
d
C
O
n
g
r
e
S
S
i
O
n
a
■
R
e
p
O
r
t
S
－
（
M
a
t
t
h
e
w
計
n
d
e
r
）
p
p
∴
∵
－
N
≡
⊥
N
O
N
）
。
な
お
、
送
金
課
税
制
 
 
 

度
と
は
、
例
え
ば
、
英
国
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
国
源
泉
所
得
の
う
ち
英
国
内
に
送
金
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
課
税
を
す
る
制
度
を
い
う
。
具
体
例
 
 
 

と
し
て
は
、
英
国
に
住
所
を
有
し
な
い
英
国
居
住
者
及
び
英
国
の
通
常
居
住
者
で
な
い
英
国
市
民
が
取
得
す
る
外
国
証
券
か
ら
の
所
得
は
、
英
国
 
 
 

内
に
送
金
さ
れ
な
い
限
り
英
国
で
の
課
税
は
行
わ
な
い
 
（
A
r
n
O
－
d
L
b
i
d
．
．
p
p
．
N
謡
－
∽
0
0
）
。
 
 

（
1
0
2
）
 
A
r
コ
○
－
d
、
i
b
i
d
．
、
p
p
．
遥
－
0
0
N
を
参
考
と
し
た
。
 
 

（
1
0
3
）
 
A
r
喜
声
i
b
i
d
．
も
．
賢
 
 

二
二
九
 
 
 



二
三
〇
 
 
 

（
1
0
4
）
 
繰
延
べ
期
間
が
一
〇
年
で
あ
る
か
ら
、
外
国
子
会
社
が
接
待
し
た
所
得
（
留
保
所
得
）
に
対
す
る
国
内
税
ほ
、
当
該
外
国
子
会
社
の
所
得
稼
待
暗
 
 
 

か
ら
t
O
年
後
（
配
当
時
）
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
〇
年
経
過
時
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
国
内
税
額
の
現
在
価
値
が
〇
・
三
九
で
あ
る
。
 
 

（
1
0
5
）
 
A
r
n
O
－
d
L
b
i
d
．
、
p
．
0
0
↓
な
お
、
課
税
繰
延
べ
は
、
次
の
よ
う
に
、
政
府
に
よ
る
納
税
者
へ
の
無
利
子
貸
付
け
（
i
n
t
2
－
2
S
エ
ー
2
e
】
O
a
n
）
と
同
等
の
 
 
 

効
果
を
生
ず
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
．
p
．
0
0
∽
）
。
 
 

（
例
）
 
 

（
前
提
条
件
）
 
 

外
国
子
会
社
の
所
得
‥
四
〇
〇
万
ド
ル
 
 

利
子
率
‥
一
〇
％
 
 

繰
延
べ
期
間
‥
一
年
 
 

本
国
（
納
税
者
の
居
住
地
国
）
 
の
税
率
‥
五
〇
％
 
 

外
国
子
会
社
の
居
住
地
国
（
低
税
率
国
）
 
の
税
率
＝
三
〇
％
 
 

（
結
論
）
 
 

次
の
よ
う
に
、
納
税
者
は
八
万
ド
ル
の
利
子
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
入
○
万
ド
ル
の
金
銭
（
一
〇
％
）
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
 
 

り
、
実
際
に
は
こ
の
八
万
ド
ル
を
支
払
わ
な
く
て
も
済
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
八
〇
万
ド
ル
（
繰
延
べ
税
額
）
の
無
利
子
貸
付
け
を
受
け
た
の
 
 

と
同
じ
効
果
が
あ
る
。
 
 

1
 
納
税
者
（
の
グ
ル
ー
プ
全
体
）
が
支
払
わ
ず
に
済
ん
だ
税
額
…
＝
…
…
・
…
・
…
…
人
○
万
ド
ル
 
 

安
岩
N
二
千
子
×
 
（
讐
忘
T
∴
岩
ま
）
＝
∞
O
u
で
ぐ
 
 

0
0
瑚
「
＼
て
×
岩
竣
＝
0
0
瑚
「
、
ぐ
 
 

（
1
0
6
）
 
A
r
n
O
】
d
－
i
b
i
d
．
も
．
∞
の
。
な
お
、
国
外
所
得
免
除
制
度
は
、
国
外
所
得
（
の
う
ち
特
定
の
も
の
）
を
免
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
的
二
重
課
税
 
 
 

を
排
除
す
る
制
度
で
あ
り
、
例
え
ば
、
仏
の
海
外
支
店
所
得
の
免
税
、
カ
ナ
ダ
の
特
定
の
配
当
の
免
税
等
が
あ
る
。
国
外
所
得
免
除
制
度
は
、
簡
素
 
 
 

で
執
行
上
の
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
反
面
、
公
平
性
及
び
資
本
輸
出
中
立
性
に
反
す
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
こ
の
制
度
の
 
 
 

2
 
八
〇
万
ド
ル
に
対
す
る
利
子
収
益
率
 
 

八
万
ド
ル
 
 



（
1
0
7
）
 
 

（
1
0
8
）
 
 

（
1
0
9
）
 
 

（
1
1
0
）
 
 

（
1
1
1
）
 
 

（
1
1
2
）
 
 

（
1
1
3
）
 
 

（
1
1
4
）
 
 考

え
方
に
は
課
税
繰
延
べ
を
許
容
す
る
又
は
し
な
い
と
い
っ
た
考
え
方
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
課
税
繰
延
べ
制
度
と
ほ
次
元
の
異
 
 

な
る
概
念
で
あ
る
 
（
A
r
n
0
1
d
．
i
b
i
d
．
．
p
p
．
詔
－
警
．
∞
〕
－
0
0
A
参
照
）
。
 
 
 

A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
．
p
p
．
∞
0
1
∞
－
 
 
 

A
r
n
O
－
d
こ
b
i
d
．
、
p
p
．
0
0
∽
－
∽
○
。
な
お
、
逆
に
、
課
税
繰
延
べ
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
国
内
投
資
及
び
国
外
投
資
の
レ
ベ
ル
が
ど
の
 
 

よ
う
に
変
化
す
る
か
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
 
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
．
p
．
讐
）
。
 
 
 

A
r
n
O
－
d
∵
b
i
d
．
．
p
p
．
∽
N
－
－
喜
 
 
 

l
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
誓
t
i
O
n
、
S
t
u
d
y
O
〓
冨
山
E
f
f
e
c
t
i
く
e
↓
a
粥
R
已
e
s
 
O
f
 
S
e
訂
c
t
e
d
 
r
a
r
g
e
 
U
．
S
．
C
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
S
（
竜
a
s
h
i
n
g
t
O
n
 
 

D
．
C
．
‥
U
．
S
．
G
O
詔
r
n
m
e
n
t
 
P
r
i
n
t
i
n
g
 
O
f
f
i
c
e
、
－
父
芯
）
、
A
p
p
e
n
d
i
X
 
A
c
i
t
e
d
 
i
n
 
A
r
n
O
－
d
L
b
i
d
．
、
p
．
∽
N
 
 
 

課
税
繰
延
べ
の
廃
止
に
よ
り
、
投
資
国
の
税
率
（
例
え
ば
、
五
〇
％
）
と
投
資
受
入
国
の
税
率
（
例
え
ば
、
三
〇
％
）
の
差
（
二
〇
％
）
が
投
資
 
 

国
に
よ
り
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
投
資
受
入
国
に
と
っ
て
低
税
率
（
三
〇
％
）
と
し
て
お
く
意
味
が
な
く
な
る
こ
と
に
ょ
る
。
 
 
 

A
r
n
O
－
d
こ
b
i
d
．
－
p
．
0
0
ー
 
 
 

小
松
芳
明
「
課
税
面
で
の
国
際
協
調
」
東
京
税
理
士
界
一
九
九
〇
年
五
月
十
1
日
号
、
一
三
頁
参
照
。
 
 
 

低
税
率
国
以
外
の
国
の
う
ち
特
定
の
税
制
を
有
す
る
国
に
、
当
該
国
以
外
に
所
在
す
る
関
連
者
と
の
間
だ
け
で
取
引
を
行
う
よ
う
な
外
国
子
会
 
 

社
等
を
置
く
ケ
ー
ス
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
で
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
よ
う
な
所
得
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
し
て
合
算
課
税
 
 

し
（
第
二
章
第
一
一
節
参
照
）
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
措
法
六
六
の
六
1
九
）
 
で
は
、
当
該
外
国
子
会
社
等
は
合
算
課
税
さ
れ
な
 
 

い
 
（
第
二
章
第
六
節
参
照
）
。
 
 
 

A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
、
p
p
J
O
∽
－
－
○
∽
 
 
 

独
立
企
業
間
価
格
（
a
r
m
㌦
－
e
n
g
t
h
p
r
i
c
e
）
と
ほ
、
関
連
企
業
間
で
通
常
と
異
な
る
取
引
条
件
が
設
定
さ
れ
、
結
果
と
し
て
所
得
が
移
転
し
、
最
 
 

終
的
に
関
連
企
業
の
租
税
債
務
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
取
引
条
件
を
是
正
し
、
租
税
債
務
の
歪
み
を
取
り
除
く
こ
 
 

と
を
目
的
と
す
る
移
転
価
格
税
制
下
に
お
け
る
基
本
的
な
概
念
で
あ
り
、
問
題
と
な
っ
た
関
連
企
業
間
の
取
引
が
、
同
様
の
状
況
の
下
で
非
関
連
 
 

者
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
と
認
め
ら
れ
る
価
格
を
い
う
。
具
体
的
な
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
方
法
に
は
、
独
立
価
格
比
準
法
、
 
 

再
販
売
価
格
基
準
法
、
原
価
基
準
法
等
が
あ
る
。
我
が
国
の
移
転
価
格
税
制
は
、
租
税
特
別
措
置
法
六
六
の
五
に
定
め
ら
れ
て
い
る
 
（
荒
巻
健
二
、
 
 

二
三
一
 
 
 



二
三
二
 
 

昭
和
六
十
一
年
改
正
の
す
べ
て
、
国
税
庁
編
、
一
九
九
頁
）
。
 
 

（
1
1
7
）
 
所
得
稼
得
時
課
税
 

の
概
念
を
明
確
に
定
義
し
た
も
の
は
特
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
こ
れ
を
使
用
す
る
場
合
に
は
次
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

こ
の
用
語
の
概
念
は
、
納
税
者
が
所
得
を
稼
得
し
た
こ
と
を
も
っ
て
当
該
納
税
者
へ
の
課
税
を
行
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
所
得
を
接
 
 
 

待
し
た
こ
と
」
に
は
、
納
税
者
が
、
①
直
接
稼
得
す
る
場
合
、
②
支
店
等
を
通
じ
て
接
待
す
る
場
合
、
く
③
子
会
社
を
通
じ
て
稼
得
す
る
場
合
、
の
い
 
 
 

ず
れ
も
が
含
ま
れ
る
。
現
在
の
主
要
国
の
租
税
制
度
の
下
で
は
、
①
及
び
②
に
つ
い
て
は
、
所
得
を
接
待
し
た
時
点
で
当
該
納
税
者
の
居
住
地
国
 
 

（
以
下
、
「
本
国
」
と
い
う
。
）
の
租
税
（
以
下
、
「
国
内
税
」
と
い
う
。
）
が
課
さ
れ
る
が
、
③
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
会
社
が
外
国
に
設
立
等
を
さ
 
 
 

れ
て
い
る
場
合
（
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
）
に
は
、
当
該
外
国
子
会
社
の
所
得
の
う
ち
本
国
に
と
っ
て
の
国
外
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
 
 

て
は
所
得
を
受
領
す
る
ま
で
（
配
当
が
あ
る
ま
で
）
は
国
内
税
の
課
税
が
及
ば
な
い
（
課
税
繰
延
べ
制
度
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
す
 
 
 

べ
き
は
、
こ
の
概
念
が
別
人
格
で
あ
る
子
会
社
が
稼
得
し
た
所
得
を
そ
の
出
資
者
た
る
納
税
者
が
稼
得
し
た
も
の
と
み
る
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
 
 

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
そ
の
出
資
者
た
る
納
税
者
が
稼
待
し
た
も
の
と
み
る
」
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
的
投
資
ほ
除
か
れ
、
 
 
 

相
当
の
持
分
（
s
i
g
n
f
i
c
a
n
t
i
n
t
e
r
e
s
t
）
と
な
る
よ
う
な
投
資
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
相
当
の
持
分
を
何
％
の
出
資
と
 
 

す
る
か
の
基
準
は
、
課
税
繰
延
べ
制
度
を
一
般
的
に
廃
止
し
た
国
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
お
け
る
納
税
義
務
 
 
 

者
へ
の
該
当
要
件
と
し
て
の
一
〇
％
基
準
を
除
き
、
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
。
こ
の
③
の
ケ
ー
ス
に
対
し
て
、
所
得
の
稼
得
時
点
で
（
配
当
が
な
い
場
 
 
 

合
に
）
国
内
税
の
課
税
を
行
う
（
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
合
算
課
税
）
こ
と
も
所
得
稼
得
時
課
税
の
範
疇
に
含
 
 

ま
れ
る
。
こ
の
概
念
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
所
得
を
稜
得
し
た
者
は
、
み
な
等
し
く
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
 
 
 

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
公
平
（
e
q
u
i
t
y
）
」
及
び
「
資
本
輸
出
中
立
性
（
c
a
p
i
t
a
l
e
召
O
r
t
コ
e
u
t
r
a
－
i
t
y
）
」
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
以
 
 

上
の
点
及
び
次
の
【
参
考
】
に
つ
い
て
、
A
r
n
0
1
d
．
i
b
i
d
．
．
p
p
．
謡
－
〓
N
を
参
考
と
し
た
。
）
。
 
 

【
参
考
】
 
主
要
先
進
国
の
税
制
に
お
け
る
所
得
稜
得
時
課
税
 
 

主
要
先
進
国
に
は
ぼ
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



囲
 
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
、
一
定
の
所
得
に
つ
い
て
国
外
所
得
免
除
制
度
を
採
用
す
る
点
で
、
そ
の
基
本
的
制
度
は
、
他
の
主
要
先
進
国
の
 
 

制
度
と
は
異
な
る
。
 
 

（
1
1
8
）
 
外
国
子
会
社
等
そ
の
も
の
を
居
住
者
と
み
な
す
場
合
に
は
、
租
税
の
徴
収
に
関
し
て
次
の
問
題
が
あ
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
・
、
p
・
0
0
∽
）
。
 
 
 

1
 
外
国
子
会
社
を
本
国
の
居
住
者
と
み
な
し
て
も
、
本
国
の
税
法
は
、
外
国
子
会
社
の
所
在
地
国
に
は
及
ば
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
国
子
会
社
の
 
 

資
産
が
本
国
（
居
住
者
と
さ
れ
た
国
）
に
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
主
権
の
問
題
も
あ
り
、
租
税
の
徴
収
が
極
め
て
困
難
な
る
。
 
 
 

2
 
1
に
加
え
て
、
租
税
徴
収
の
た
め
の
各
国
間
の
執
行
協
力
の
現
状
は
、
未
だ
十
分
と
い
え
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
 
 

（
1
1
9
）
 
外
国
子
会
社
等
の
法
人
格
を
否
認
し
、
当
該
外
国
子
会
社
等
の
株
主
で
あ
る
本
国
の
居
住
者
（
親
会
社
等
）
の
人
格
と
同
一
の
も
の
と
み
な
す
方
 
 
 

法
に
よ
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
、
当
該
外
国
子
会
社
等
の
所
得
の
す
べ
て
が
当
該
株
主
の
所
得
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
所
得
 
 

（
t
a
i
n
t
e
d
i
n
c
O
m
e
、
直
訳
す
る
と
「
汚
い
所
得
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
、
繰
延
べ
が
許
容
さ
れ
な
い
よ
う
な
所
得
、
例
え
ば
、
関
連
 
 

二
三
三
 
 
 

行 所   納   
わ 得   税   
れ稼   者   
る 得   の   

も 時   
の 課   
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う   

ヤ  
③②（む次  

の  
】外外外 も  

国 国 国 の  
の の 支 を  
ジ バ 店通  

○  ヨ】  じ  
イ ト   て  
ソ ナ  行  
ト】  う  
ベ シ   場  
ソ ツ  合  
チ プ   

（診（診（D次  
老 制   の  
を に タ  そ 外外 国  
通定 ッ  の 国 国 体  
じ め ク  他 の 子 を  

○   て る ス  の 信 会 通   行 要 ■  別 託 社 じ  
て  

う 件 へ  人       場 を イ  格  行  
合満 ブ   の  う  

た ソ  外  場  
す 税  国  合  

の  
団   

う  体  
場（1）  

合以  
外  

×   の  
者  
を  
通  
じ  
て  
行  



二
三
四
 
 

者
と
の
間
の
取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
で
特
定
の
も
の
が
該
当
す
る
）
以
外
の
所
得
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
「
課
税
繰
延
べ
を
完
全
 
 

に
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
後
述
第
四
章
第
二
節
で
詳
述
す
る
対
象
取
引
限
定
方
式
の
考
え
方
に
立
つ
 
 

も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
よ
う
に
、
対
象
地
域
限
定
方
式
と
対
象
法
人
限
定
方
式
の
双
方
を
採
用
す
る
制
度
に
あ
っ
て
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
 
 

（
t
a
i
n
t
e
d
e
n
t
i
t
y
、
直
訳
す
る
と
「
汚
い
法
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
実
体
の
な
い
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
が
該
当
す
 
 

る
。
）
 
の
す
べ
て
の
所
得
に
つ
い
て
課
税
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

（
川
）
 
第
四
章
第
一
節
Ⅰ
・
1
・
㈱
参
照
。
 
 
 

（
1
2
1
）
 
A
r
n
0
1
d
．
i
b
i
d
．
．
p
p
」
〕
∽
－
】
念
 
 

第
二
章
 
日
米
の
制
度
の
内
容
 
 
 

本
章
で
ほ
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
、
そ
の
執
行
確
保
の
制
度
及
び
租
税
条
約
上
の
租
税
回
避
防
止
規
定
の
内
容
を
み
る
。
 
 

主
要
先
進
国
の
ほ
と
ん
ど
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
導
入
し
て
い
る
が
、
特
に
米
国
に
お
い
て
は
、
米
国
企
業
の
国
際
化
が
、
そ
 
 

の
進
展
の
時
期
に
お
い
て
も
量
的
な
拡
大
の
面
に
つ
い
て
も
世
界
に
例
の
な
い
ほ
ど
の
経
験
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
タ
ッ
ク
ス
・
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
に
か
か
わ
る
問
題
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
た
米
国
の
税
制
は
、
こ
れ
ら
米
国
の
経
験
を
反
映
し
た
精
緻
な
も
の
と
な
っ
て
 
 

（
1
）
 
 

い
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
経
験
の
積
み
重
ね
を
基
礎
に
幾
多
の
改
正
を
経
て
釆
た
米
国
の
制
度
の
内
容
の
詳
細
（
第
一
 
 

節
～
第
五
節
）
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
日
本
の
制
度
（
第
六
節
）
 
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
 
 
 



Ⅰ
 
制
度
の
変
遷
の
概
要
 
 

米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
は
二
九
六
二
年
に
創
設
さ
れ
、
主
に
以
下
の
よ
う
 
 

な
改
正
を
経
て
き
て
い
る
。
 
 

第
一
節
 
米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
概
要
 
 

2
 
t
九
七
五
年
 
 

3
一
九
七
六
年
 
 

4
一
九
八
二
年
 
 

5
一
九
八
六
年
 
 

1
一
九
六
二
年
 
 制
度
の
創
設
（
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
創
設
）
 
 

外
国
法
人
を
通
じ
た
所
得
の
接
待
が
租
税
回
避
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
課
税
の
繰
延
べ
を
許
さ
ず
 
 

課
税
を
行
う
と
の
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
き
本
制
度
が
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

最
低
限
配
当
制
度
、
開
発
途
上
国
投
資
に
係
る
適
用
除
外
制
度
の
廃
止
 
 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
、
賄
賂
等
の
額
等
に
つ
き
課
税
範
囲
を
拡
大
 
 

外
国
石
油
関
連
所
得
に
つ
き
課
税
範
囲
を
拡
大
 
 

じ
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
の
範
囲
の
拡
大
 
 

∽
 
保
険
所
得
の
範
囲
の
拡
大
 
 

㈱
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
の
範
囲
の
拡
大
 
 

㈲
 
適
用
除
外
範
囲
の
縮
小
 
 
 

イ
 
デ
‥
、
‥
l
ミ
ス
・
ル
ー
ル
の
改
正
 
 

二
三
五
 
 
 



二
三
六
 
 

口
 
租
税
回
避
意
図
の
立
証
に
つ
き
客
観
的
基
準
の
導
入
 
 

㈲
 
欠
損
の
繰
越
又
は
相
殺
の
範
囲
の
縮
減
 
 

Ⅱ
 
制
度
の
概
要
 
 

米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
内
国
歳
入
法
九
五
一
～
九
六
四
条
（
s
u
b
p
a
r
t
F
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
簡
 
 

潔
に
い
え
ば
、
米
国
株
主
等
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
外
国
法
人
の
所
得
を
、
米
国
株
主
等
の
株
式
所
有
割
合
に
応
じ
、
当
該
米
国
株
主
等
の
 
 

所
得
に
合
算
し
て
課
税
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

米
国
の
制
度
ほ
、
海
外
に
外
国
子
会
社
等
を
設
立
し
て
国
内
税
の
課
税
繰
延
べ
を
図
る
こ
と
に
対
処
す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
。
す
な
 
 

わ
ち
、
海
外
子
会
社
等
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
外
国
法
人
は
、
米
国
株
主
等
（
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
s
h
a
r
2
h
O
－
d
2
－
）
に
よ
り
そ
 
 

の
議
決
権
の
あ
る
株
式
又
は
そ
の
価
額
の
総
額
の
五
〇
％
超
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
以
下
「
C
F
C
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
て
い
 
 

る
。
 
 

一
方
、
C
F
C
の
所
得
に
つ
き
納
税
義
務
を
負
う
の
は
、
C
F
C
に
対
し
て
相
当
の
持
分
を
有
す
る
米
国
の
者
で
、
具
体
的
に
は
、
当
 
 

該
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
総
額
の
一
〇
％
以
上
を
所
有
す
る
又
は
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
米
国
の
老
 
 

（
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
p
e
r
s
O
n
）
が
納
税
義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

納
税
義
務
者
は
、
C
F
C
の
所
得
を
合
算
し
て
課
税
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
真
正
な
事
業
か
ら
生
ず
る
C
F
C
の
所
得
に
 
 

つ
い
て
は
、
国
際
競
争
力
の
維
持
の
観
点
か
ら
非
課
税
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
次
の
1
～
3
の
所
得
の
み
が
課
税
の
対
象
と
な
る
。
 
 

1
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
（
次
の
五
つ
の
所
得
が
該
当
す
る
。
）
 
 
 



∽
 
保
険
所
得
 
 
 

吻
 
外
国
基
地
会
社
所
得
（
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
、
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
、
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
、
外
国
基
地
会
社
海
 
 
 

運
所
得
及
び
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
を
い
う
。
）
 
 
 

㈲
 
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
 
 
 

㈲
 
賄
賂
等
 
 
 

㈲
 
米
国
の
未
承
認
国
に
係
る
所
得
 
 

2
 
海
運
事
業
等
へ
の
投
資
の
減
少
額
 
 

3
 
米
国
資
産
へ
の
投
資
の
増
加
額
 
 
 

合
算
対
象
と
な
る
所
得
（
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
）
は
、
対
象
と
な
る
C
F
C
の
所
得
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
次
に
掲
げ
る
順
序
で
控
除
 
 

し
、
控
除
後
の
残
額
に
対
す
る
米
国
株
主
等
の
持
分
割
合
相
当
額
と
さ
れ
る
。
 
 
 

日
 
当
該
年
度
の
他
の
種
類
の
所
得
に
係
る
損
失
の
控
除
（
但
し
、
後
年
度
に
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
邑
i
O
n
が
行
わ
れ
る
。
）
 
 
 

∽
 
過
年
度
の
適
格
損
失
の
控
除
（
a
c
c
u
m
u
訂
t
e
d
d
e
f
i
c
i
t
r
u
－
e
）
 
 
 

㈱
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
（
c
h
a
i
n
d
e
f
i
c
i
t
r
u
亙
 
 
 

な
お
、
合
算
対
象
と
な
る
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
は
、
留
保
利
益
（
e
a
r
n
i
n
g
s
a
n
d
p
r
O
f
i
t
s
（
後
述
第
二
節
Ⅳ
・
2
・
∽
）
参
照
。
以
 
 

下
、
「
E
／
P
」
と
い
う
）
が
限
度
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
C
F
C
が
米
国
株
主
等
以
外
の
老
へ
支
払
っ
た
配
当
の
控
除
が
行
わ
れ
る
と
 
 

と
も
に
、
他
の
種
類
の
所
得
に
係
る
損
失
の
控
除
に
閲
し
後
年
度
に
損
失
の
取
戻
し
（
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
O
n
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
 
 

て
お
り
、
ま
た
、
所
得
の
計
算
は
一
般
に
米
国
税
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
 
 

二
三
七
 
 
 



二
三
八
 
 

既
に
合
算
課
税
の
行
わ
れ
た
所
得
が
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
t
一
重
課
税
を
排
除
す
る
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
課
税
済
合
算
 
 

所
得
が
直
接
米
国
株
主
等
に
配
当
さ
れ
た
場
合
に
は
、
配
当
を
受
領
し
た
米
国
株
主
等
の
段
階
で
益
金
不
算
入
と
す
る
こ
と
で
二
重
課
税
 
 

を
排
除
し
、
課
税
済
合
算
所
得
が
他
の
C
F
C
に
配
当
さ
れ
た
場
合
に
は
、
配
当
を
受
領
し
た
C
F
C
の
段
階
で
益
金
不
算
入
と
す
る
こ
 
 

と
で
二
重
課
税
を
排
除
し
て
い
る
。
 
 
 

合
算
課
税
の
対
象
と
な
っ
た
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
た
外
国
の
租
税
と
当
該
合
算
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
連
邦
所
得
税
と
の
二
重
課
 
 

税
は
、
外
国
税
額
控
除
の
本
則
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
間
接
外
国
税
額
控
除
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
合
算
課
税
又
は
配
当
の
分
配
が
あ
っ
た
場
合
に
、
米
国
株
主
等
の
出
資
額
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
、
C
F
C
の
所
得
が
合
算
 
 

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
C
F
C
の
米
国
株
主
等
の
有
す
る
株
式
の
帳
簿
価
額
を
当
該
合
算
所
得
相
当
額
だ
け
増
額
し
、
当
該
合
算
額
を
 
 

受
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
C
F
C
の
株
式
の
帳
簿
価
額
を
当
該
合
算
所
得
相
当
額
だ
け
減
額
す
る
と
い
う
調
整
規
定
も
 
 

置
い
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
米
国
株
主
等
で
あ
る
個
人
に
対
し
て
、
法
人
に
対
す
る
課
税
と
の
権
衡
上
、
選
択
に
よ
り
、
合
算
所
得
に
つ
い
て
内
国
法
人
と
 
 

し
て
課
税
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

第
二
節
 
米
国
の
タ
ッ
 

本
稿
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
日
米
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
比
較
・
分
析
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
理
解
 
 

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
構
造
を
、
米
国
内
国
歳
入
法
の
規
定
（
サ
ブ
パ
ー
 
 

ト
F
条
項
）
に
沿
っ
て
分
析
す
る
。
な
お
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
導
入
の
背
景
、
考
え
方
、
性
格
、
特
徴
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
 
 
 



日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
の
比
較
・
分
析
を
行
う
上
で
も
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
米
比
較
 
 

を
行
う
第
三
章
で
述
べ
る
こ
と
と
し
、
本
節
で
は
、
必
要
な
限
り
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
止
め
る
。
 
 
 

以
下
、
米
国
の
タ
ッ
ク
ス
∴
イ
ブ
ン
税
制
（
以
下
、
本
節
に
お
い
て
「
米
国
の
制
度
」
と
い
う
。
）
の
構
造
の
詳
細
に
つ
い
て
分
析
す
 
 

る
。
な
お
、
分
析
の
中
心
は
、
だ
れ
が
納
税
義
務
を
負
う
の
か
（
納
税
義
務
者
の
問
題
、
後
述
I
「
対
象
と
な
る
米
国
の
者
」
参
照
）
、
納
 
 

税
義
務
者
が
設
立
し
た
ど
の
よ
う
な
外
国
子
会
社
等
を
課
税
の
対
象
と
し
て
取
り
込
む
の
か
（
後
述
I
「
対
象
と
な
る
外
国
法
人
」
参
 
 

照
）
、
納
税
義
務
者
と
対
象
と
な
る
外
国
法
人
と
の
支
配
・
被
支
配
関
係
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
合
算
課
税
が
行
わ
れ
る
の
か
（
後
述
Ⅲ
 
 

「
株
式
所
有
要
件
」
参
照
）
、
合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
の
種
類
・
内
容
及
び
そ
の
計
算
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
（
後
述
Ⅳ
 
 

「
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
」
参
照
）
、
C
F
C
の
外
国
法
人
税
及
び
支
払
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
は
ど
の
よ
う
に
排
除
さ
れ
る
の
か
 
 

（
後
述
Ⅴ
 
「
二
重
課
税
の
排
除
」
参
照
）
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
 
 

Ⅰ
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
 
 

日
米
を
含
む
先
進
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
一
般
的
に
、
そ
の
基
本
的
租
税
制
度
に
起
因
す
る
（
内
国
税
の
）
課
税
 
 

（
2
）
 
 

繰
延
べ
を
特
定
の
場
合
に
否
定
す
る
規
定
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
課
税
繰
延
べ
は
、
自
国
の
納
税
者
に
よ
り
支
配
が
行
 
 

わ
れ
て
い
る
が
人
格
的
に
は
異
な
る
外
国
子
会
社
等
（
孫
会
社
、
曾
孫
会
社
等
を
含
む
。
）
の
所
得
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
 
 

す
る
課
税
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
中
心
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
ず
、
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
す
 
 

る
か
が
重
要
と
な
る
。
米
国
の
制
度
で
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
九
五
七
）
。
 
 

1
 
原
 
則
 
 

二
三
九
 
 
 



二
四
〇
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
（
c
O
n
t
r
O
－
－
e
d
f
O
r
e
i
g
n
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
）
は
、
そ
の
課
税
年
度
中
の
い
ず
れ
日
（
O
n
a
n
y
d
a
y
）
か
に
お
い
て
米
 
 

国
株
主
等
（
後
述
Ⅰ
参
照
）
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
の
五
〇
％
超
を
所
有
さ
れ
る
又
は
所
有
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
で
 
 

あ
る
。
 
 

り
 
当
該
外
国
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
 
 

侶
 
当
該
外
国
法
人
の
株
式
の
価
額
の
合
計
額
 
 

2
 
例
 
外
 
 
 

保
険
所
得
（
後
述
Ⅳ
・
1
・
∽
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
割
合
が
七
五
％
起
と
な
る
場
合
に
は
、
前
述
1
の
原
 
 

則
に
い
う
「
五
〇
％
超
」
は
「
二
五
％
超
」
と
し
て
適
用
さ
れ
る
（
九
五
七
何
）
。
 
 

胡
蔀
謬
ノ
蔀
謬
閂
柵
8
淋
苛
国
中
押
頂
紗
泄
替
地
8
隷
葦
戸
 
 

森
か
蔀
野
草
舟
8
爵
8
竣
音
戸
効
か
謬
頁
＞
 
 

Ⅰ
 
対
象
と
な
る
米
国
の
者
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
自
国
の
納
税
者
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
外
国
子
会
社
等
の
所
得
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
 
 

は
、
m
当
該
所
得
に
つ
い
て
誰
か
ら
納
税
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
納
税
義
務
者
を
誰
に
す
る
の
か
、
及
び
∽
納
税
義
 
 

務
者
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
前
者
m
に
つ
い
て
は
、
①
外
国
子
会
社
等
自
体
を
納
税
義
務
者
 
 

と
す
る
方
法
、
②
外
国
子
会
社
等
の
人
格
を
否
認
し
て
自
国
の
株
主
の
人
格
と
同
一
の
も
の
と
み
て
そ
の
所
得
の
全
額
に
課
税
す
る
方
法
 
 
 

砂
バ
8
河
野
芦
効
か
宛
浮
華
舟
8
詰
8
華
尋
8
翁
8
ゆ
半
 
 



（
納
税
義
務
者
は
自
国
の
株
主
）
、
及
び
③
外
国
子
会
社
等
人
格
は
否
定
せ
ず
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、
自
国
株
主
に
対
し
て
そ
の
持
分
割
 
 

（
3
）
 
 

合
に
応
じ
た
所
得
を
合
算
課
税
す
る
方
法
（
納
税
義
務
者
は
自
国
の
株
主
）
等
が
あ
る
。
こ
の
点
に
閲
し
、
米
国
の
制
度
は
③
の
方
法
に
 
 

ょ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
佃
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
（
九
五
一
回
）
。
 
 

1
 
納
税
義
務
者
 
 
 

本
制
度
の
対
象
と
な
る
者
、
す
な
わ
ち
、
納
税
義
務
者
は
米
国
株
主
等
で
あ
る
。
 
 
 

米
国
株
主
等
（
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
s
h
a
r
e
h
O
－
d
e
r
）
と
は
、
外
国
法
人
に
閲
し
、
当
該
外
国
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
の
一
〇
％
 
 

以
上
を
所
有
す
る
又
は
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
米
国
の
老
（
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
p
e
r
s
O
n
）
を
い
う
。
 
 

2
 
米
国
の
者
の
定
義
 
 
 

米
国
の
者
と
は
、
原
則
と
し
て
次
の
∽
か
ら
㈲
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
な
お
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
等
の
属
領
の
法
人
に
係
る
株
主
で
あ
る
 
 

個
人
が
米
国
の
者
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
別
段
の
定
め
が
あ
る
。
 
 
 

∽
 
合
衆
国
の
市
民
、
居
住
者
 
 
 

∽
 
内
国
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
 
 
 

㈱
 
内
国
法
人
 
 
 

細
 
道
産
、
信
託
（
七
七
〇
一
局
帥
に
い
う
戒
告
遺
産
及
び
外
国
信
託
を
除
く
）
 
 

Ⅲ
 
株
式
所
有
要
件
 
 

前
述
Ⅰ
（
対
象
と
な
る
外
国
法
人
）
及
び
Ⅰ
（
対
象
と
な
る
米
国
の
老
）
で
述
べ
た
定
義
に
お
い
て
は
、
株
式
所
有
に
つ
い
て
の
要
件
 
 

二
四
一
 
 
 



二
四
二
 
 
 

が
最
も
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
株
式
所
有
と
は
何
か
の
定
義
、
す
な
わ
ち
、
対
象
と
な
る
米
国
の
者
と
対
象
と
な
る
 
 

外
国
法
人
と
の
抹
式
を
通
じ
た
支
配
関
係
の
存
在
の
認
識
は
ど
の
よ
う
な
手
続
又
は
要
素
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
か
（
株
式
所
有
要
件
）
に
 
 

つ
い
て
み
て
み
る
 
（
九
五
入
）
。
 
 
 

株
式
所
有
要
件
は
、
1
 
直
接
及
び
間
接
所
有
要
件
、
2
 
み
な
し
所
有
要
件
に
分
か
れ
る
。
 
 

1
 
直
接
所
有
要
件
及
び
間
接
所
有
要
件
 
 
 

こ
の
要
件
は
、
直
接
所
有
株
式
（
米
国
の
者
が
直
接
に
保
有
す
る
株
式
）
及
び
間
接
所
有
株
式
（
米
国
の
者
に
よ
り
、
外
国
法
人
等
を
 
 

（
4
）
 
 

通
じ
て
所
有
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
所
有
す
る
要
件
で
あ
る
。
こ
の
要
件
と
は
、
次
の
∽
～
㈲
の
者
に
よ
り
直
接
・
間
接
に
所
有
さ
れ
 
 

て
い
る
場
合
に
は
、
各
々
次
に
掲
げ
る
株
主
、
パ
ー
ト
ナ
ー
又
は
受
益
者
に
よ
っ
て
比
例
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
 
 

の
場
合
、
そ
の
株
式
は
こ
れ
ら
の
株
主
、
パ
ー
ト
ナ
ー
又
は
受
益
者
に
よ
っ
て
実
際
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
 
 

と
を
い
う
。
 
 
 

m
 
外
国
法
人
…
…
…
…
…
…
…
…
株
主
 
 
 

侶
 
外
国
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
…
…
パ
ー
ト
ナ
ー
 
 
 

㈲
 
外
国
信
託
…
…
…
…
…
…
…
…
受
益
者
 
 
 

㈲
 
外
国
遺
産
…
…
…
…
…
…
…
…
受
益
者
 
 

2
 
み
な
し
所
有
要
件
 
 
 

次
の
∽
～
㈱
の
場
合
に
も
、
各
々
次
の
m
～
㈲
転
掲
げ
る
者
が
C
F
C
を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
を
み
な
し
所
有
と
 
 
 

（
5
）
 
 

い
う
。
 
 
 



∽
 
次
の
イ
～
ハ
の
暑
が
直
接
・
間
接
に
株
式
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
個
人
が
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

イ
 
当
該
個
人
の
配
偶
者
（
法
律
に
基
づ
く
離
婚
を
し
た
者
を
除
く
）
 
 
 

ロ
 
当
該
個
人
の
子
、
孫
、
親
 
 
 

ハ
 
当
該
個
人
の
養
子
（
法
律
に
基
づ
く
養
子
は
「
子
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
）
 
 

似
 
次
の
イ
～
ハ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
、
法
人
が
直
接
・
間
接
に
株
式
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
各
々
、
次
の
 
 
 

イ
～
ハ
に
掲
げ
る
者
が
C
F
C
を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

イ
 
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
又
は
遺
産
が
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
場
合
p
 
 

…
…
…
…
こ
れ
ら
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
（
持
分
割
合
に
応
じ
た
所
有
）
 
 
 

ロ
 
信
託
（
従
業
員
信
託
（
四
〇
一
∽
り
）
を
除
く
）
が
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
場
合
 
 

（
6
）
 
 

…
 …
＝
…
・
そ
の
受
益
者
（
持
分
割
合
に
応
じ
た
所
得
）
 
 
 

ハ
 
法
人
に
つ
い
て
は
、
あ
る
暑
が
法
人
の
株
式
の
価
額
の
一
〇
％
以
上
を
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
 
 
 

は
、
当
該
法
人
が
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
株
式
の
う
ち
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
割
合
に
相
当
す
る
部
分
だ
け
当
該
C
F
C
 
 
 

を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

な
お
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
ほ
法
人
が
他
の
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
五
〇
％
超
を
所
有
す
る
と
き
は
、
 
 

こ
れ
ら
の
老
ほ
当
該
他
の
法
人
の
当
該
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
す
べ
て
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 二

四
三
 
 
 

（
鞭
鮎
）
 
 

脹
鮮
碑
碧
封
ヰ
か
此
謝
辞
＞
8
薬
沸
8
裔
翁
 
 

此
封
辞
＞
8
押
粟
淋
8
専
念
 
 



N
∽
竣
 
 

㈱
 
次
の
イ
～
ニ
に
い
う
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
又
は
老
が
C
F
C
を
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
各
々
次
の
イ
～
ニ
に
 
 
 

掲
げ
る
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
、
法
人
）
が
当
該
C
F
C
を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
イ
～
 
 

ニ
に
よ
り
、
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
株
式
は
、
こ
れ
ら
イ
～
ニ
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
実
際
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
 
 

（
7
）
 
 
 

れ
る
。
 
 

イ
 
パ
ー
ト
ナ
ー
が
所
有
し
て
い
る
場
合
 
 

ロ
 
遺
産
の
受
益
者
が
所
有
し
て
い
る
場
合
 
 

ハ
 
信
託
（
従
業
員
信
託
（
四
〇
一
り
）
を
除
く
）
 
の
受
益
者
が
所
有
し
て
い
る
場
合
 
 

…
…
信
託
（
但
し
、
こ
の
場
合
信
託
に
対
す
る
受
益
者
の
持
分
に
つ
き
一
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
 
 

れ
る
。
）
 
 
 

二
四
四
 
 
 

【
図
解
】
R
e
g
．
∽
－
．
∽
∽
0
0
・
N
（
g
）
E
誓
m
p
－
e
（
亡
 
 

（
結
論
）
A
一
〇
％
未
満
の
所
有
で
あ
る
の
で
N
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
▼
は
み
な
さ
れ
な
い
 
（
前
述
ハ
参
照
）
。
 
 

B
 
M
は
N
に
つ
き
一
〇
〇
％
所
有
と
み
な
さ
れ
る
（
前
述
ハ
、
な
お
書
参
照
）
 
の
で
B
は
N
に
閲
し
二
五
％
を
所
有
 
 

（
一
〇
〇
％
×
二
五
％
）
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

（
米
圃
8
軸
）
 
 

（
学
園
辞
＞
）
 
 

琶
竣
 
 

（
学
凪
辞
ゝ
）
 
 

l
 
宅
 
 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
 
 

遺
産
 
 



Ⅳ
 
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
 
 
 

一
般
に
、
は
と
ん
ど
の
主
要
先
進
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
い
わ
ゆ
る
課
税
繰
延
べ
 
（
制
度
）
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
 
 

て
い
る
が
、
そ
の
否
定
の
範
囲
は
、
課
税
繰
延
べ
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
一
部
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
否
定
に
止
ま
る
理
由
 
 

の
ポ
イ
ン
ト
を
、
例
を
と
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
外
国
子
会
社
の
う
ち
、
①
自
国
の
株
主
が
少
数
の
持
分
を
有
す
る
株
主
で
あ
る
場
合
、
②
 
 

二
四
五
 
 
 

ニ
直
接
・
間
接
に
法
人
の
株
式
の
五
〇
％
以
上
を
所
有
し
て
い
る
あ
る
老
が
所
有
し
て
い
る
場
合
…
…
当
該
法
人
 
 

な
お
、
前
述
2
の
∽
、
∽
及
び
㈲
の
い
ず
れ
か
二
つ
以
上
が
重
複
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
 
（
R
e
g
．
竿
∽
∽
∞
・
N
（
f
）
（
N
）
）
。
 
 
 

【
図
解
】
R
e
g
．
∽
－
．
誤
∞
・
N
（
g
）
E
H
a
ヨ
p
－
e
（
巴
 
 

T
 
 

（
方
図
群
＞
）
 
 

富
 
談
彗
胃
汝
丁
バ
ノ
両
市
D
碧
米
頂
8
軸
d
料
料
j
冷
感
蕗
高
畠
ノ
舛
伊
↓
伊
S
8
望
封
軸
什
劉
抒
放
ぎ
か
日
付
芦
抒
三
芳
筈
）
（
豊
○
 
 

（
万
国
、
人
－
ナ
サ
ー
ヾ
ヾ
≠
）
国
 
 

（
米
遡
8
的
）
 
 

（
H
8
、
人
－
ナ
†
1
）
 
 

g
次
 
 

（
幹
部
）
 
 

函
伊
丁
伊
米
囲
幕
臣
礪
胃
鮮
躁
ヰ
か
○
 
 

舛
…
…
S
吋
N
∽
衣
望
封
「
バ
r
ノ
か
伊
8
付
か
抒
放
ぎ
望
繋
謀
ヽ
馳
麺
）
○
 
 

ワ
…
＝
S
吋
N
∽
訳
望
封
「
パ
（
ノ
か
伊
8
付
か
抒
放
ぎ
文
部
詳
ヽ
浮
環
＝
勒
麺
）
○
 
 

1
 
S
 
（
学
圃
群
＞
）
 
 



二
四
六
 
 
 

自
国
の
株
主
が
絶
対
的
な
支
配
権
を
有
す
る
外
国
子
会
社
等
で
あ
っ
て
も
真
の
事
業
の
行
う
場
合
、
な
ど
に
お
い
て
は
課
税
繰
延
べ
を
許
 
 

容
す
べ
き
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
課
税
繰
延
べ
の
定
義
に
よ
っ
て
は
、
「
こ
の
よ
う
な
例
は
そ
も
そ
も
課
税
繰
延
べ
と
ほ
考
え
る
べ
き
で
は
 
 

な
い
」
）
と
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
利
用
し
た
課
税
繰
延
べ
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
対
し
て
の
み
こ
れ
を
否
定
 
 

（
8
）
 
 

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
課
税
繰
延
べ
を
否
定
す
べ
き
場
合
、
す
な
わ
ち
、
合
算
課
税
が
行
わ
れ
 
 

る
た
め
の
条
件
は
、
対
象
と
な
る
外
国
法
人
（
前
述
Ⅰ
）
、
納
税
義
務
者
（
前
述
Ⅰ
）
、
事
業
・
稼
得
所
得
の
各
々
の
範
囲
・
内
容
ご
と
に
 
 

定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
述
べ
る
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
は
、
米
国
の
制
度
上
、
課
税
繰
延
べ
が
否
定
さ
れ
る
事
業
・
接
待
所
得
、
 
 

す
な
わ
ち
、
合
算
所
得
と
は
何
か
に
つ
き
述
べ
る
も
の
で
あ
る
（
九
五
二
～
九
五
六
）
。
 
 
 

合
算
さ
れ
る
所
得
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
（
後
述
1
）
、
海
運
事
業
等
へ
の
投
資
の
減
少
額
（
後
述
3
）
及
び
米
国
資
産
へ
の
投
資
の
 
 

増
加
額
（
後
述
4
）
 
で
あ
る
。
 
 

1
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
の
範
囲
及
び
内
容
（
九
五
二
）
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
と
は
、
保
険
所
得
、
外
国
基
地
会
社
所
得
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
、
賄
賂
等
の
額
及
び
未
 
 

承
認
国
に
係
る
所
得
（
後
述
∽
～
㈲
）
を
い
う
。
 
 
 

但
し
、
C
F
C
が
米
国
内
で
行
う
事
業
に
実
質
的
に
関
連
す
る
米
国
内
源
泉
所
得
（
米
国
の
租
税
条
約
に
よ
り
軽
減
・
免
除
さ
れ
た
所
 
 

得
を
除
く
。
）
 
は
、
原
則
と
し
て
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
に
は
含
ま
れ
な
い
 
（
九
五
二
回
）
。
 
 

m
 
保
険
所
得
（
九
五
三
）
 
 
 

（
保
険
所
得
の
定
義
）
 
 
 

保
険
所
待
と
は
、
保
険
証
書
の
発
行
又
は
そ
の
再
保
険
、
年
金
契
約
に
帰
属
す
る
所
得
の
う
ち
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
各
々
の
条
件
を
 
 
 



満
た
す
所
得
を
い
う
。
但
し
、
当
該
所
得
が
内
国
保
険
会
社
の
所
得
で
あ
っ
た
と
し
た
場
合
に
、
内
国
歳
入
法
の
保
険
会
社
の
規
定
 
 

（
s
u
b
c
h
a
p
t
e
r
「
（
∞
○
－
～
∞
彗
）
 
に
基
づ
き
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
所
得
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
 
 

イ
 
C
F
C
の
居
住
地
国
以
外
の
国
の
危
険
の
場
合
 
 
 

川
 
C
F
C
が
設
立
・
阻
織
さ
れ
た
国
以
外
の
国
に
所
在
す
る
財
産
に
係
る
も
の
 
 
 

H
 
C
F
C
が
設
立
・
狙
織
さ
れ
た
国
以
外
の
国
に
お
い
て
行
う
事
業
か
ら
生
ず
る
債
務
に
係
る
も
の
 
 
 

い
 
C
F
C
が
設
立
・
魁
織
さ
れ
た
国
以
外
の
国
の
居
住
者
の
生
命
・
健
康
に
係
る
も
の
 
 

ロ
 
前
述
イ
の
危
険
以
外
の
場
合
 
 

前
述
イ
に
い
う
契
約
書
の
発
行
又
は
再
保
険
に
係
る
保
険
料
、
そ
の
他
の
対
価
に
実
質
的
に
相
当
す
る
額
を
他
の
法
人
が
受
領
す
 
 
 

る
と
い
う
契
約
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
 
 

（
所
得
計
算
）
 
 

（
9
）
 
 
 

保
険
所
得
の
計
算
ほ
、
内
国
歳
入
法
の
関
係
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
、
所
得
、
費
用
、
損
失
及
び
控
除
は
適
正
に
配
分
さ
れ
る
。
 
 

（
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
係
る
課
税
）
 
 
 

い
わ
ゆ
る
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
関
連
者
所
得
に
つ
き
、
C
F
C
に
対
す
る
 
 

株
式
所
有
要
件
の
拡
大
（
五
〇
％
1
二
五
％
）
、
米
国
株
主
等
の
株
式
所
有
要
件
の
撤
廃
（
一
〇
％
基
準
の
撤
廃
）
に
よ
り
広
範
な
課
税
 
 

が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
M
に
該
当
す
る
場
合
に
も
、
本
制
度
の
課
税
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
 
（
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
 
 

ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
対
す
る
課
税
）
 
（
九
五
三
日
）
。
 
 
 

川
 
定
義
等
 
 

二
四
七
 
 
 



二
四
八
 
 

キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
述
Ⅰ
、
Ⅰ
、
Ⅲ
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
修
正
 
 

の
上
、
本
制
度
が
適
用
さ
れ
る
。
 
 

A
 
米
国
株
主
等
の
定
義
 
 

こ
こ
で
い
う
米
国
株
主
等
と
は
、
外
国
法
人
の
株
式
の
所
有
に
閲
し
直
接
・
間
接
所
有
要
件
を
満
た
す
老
を
い
う
。
こ
こ
で
 
 
 

は
、
み
な
し
所
有
要
件
は
適
用
さ
れ
な
い
。
 
 

B
 
C
F
C
の
定
義
 
 

C
F
C
と
は
、
前
述
Ⅰ
に
い
う
C
F
C
 
（
す
な
わ
ち
直
接
・
間
接
に
そ
の
株
式
の
二
五
％
以
上
を
所
有
さ
れ
る
外
国
法
人
）
 
 
 

を
い
う
。
 
 

C
 
持
分
割
合
相
当
額
の
定
義
 
 
 

持
分
割
合
相
当
額
と
は
、
関
連
者
保
険
所
得
だ
け
を
考
慮
し
た
場
合
に
計
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
一
定
の
要
件
に
基
 
 
 

づ
き
計
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
 
 

D
 
関
連
者
保
険
所
得
の
定
義
 
 
 

関
連
者
保
険
所
得
（
r
e
【
a
t
e
d
p
e
r
s
O
n
i
n
s
u
r
a
n
c
e
i
n
c
O
ヨ
e
）
と
は
、
前
述
の
所
得
（
保
険
所
得
）
の
う
ち
、
①
保
険
証
書
の
 
 
 

発
行
、
再
保
険
に
係
る
所
得
、
で
か
つ
②
直
接
・
間
接
に
保
険
さ
れ
た
者
が
そ
の
外
国
法
人
に
係
る
米
国
株
主
等
で
あ
る
場
合
 
 
 

又
は
そ
の
米
国
株
主
等
の
関
連
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
、
に
該
当
す
る
所
得
を
い
う
。
 
 

E
 
関
連
者
の
定
義
 
 
 

原
則
と
し
て
、
次
の
囚
又
は
㈲
の
い
ず
れ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
、
当
該
C
F
C
の
関
連
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 
 



因
 
C
F
C
の
個
人
、
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
又
は
遺
産
と
が
支
配
又
は
被
支
配
の
関
係
に
あ
る
場
合
 
 

㈲
 
当
該
外
国
法
人
を
支
配
す
る
者
（
同
一
又
は
複
数
の
者
）
 
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
法
人
、
パ
ー
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
又
は
 
 

遺
産
 
 

こ
こ
で
、
支
配
と
は
、
原
則
と
し
て
直
接
・
間
接
に
五
〇
％
超
を
支
配
す
る
関
係
を
い
う
。
な
お
、
法
人
の
場
合
に
お
け
る
役
 
 
 

員
、
従
業
員
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
場
合
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
、
従
事
貞
と
し
て
の
役
務
の
提
供
に
係
る
債
務
を
対
象
と
 
 
 

す
る
保
険
証
券
の
場
合
に
は
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
老
又
は
団
体
は
関
連
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

回
 
適
用
除
外
 
 

キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
っ
て
も
、
関
連
者
保
険
所
得
が
総
所
得
の
二
〇
％
未
満
で
あ
る
等
次
 
 
 

の
A
、
B
又
は
C
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
合
算
課
税
は
行
わ
れ
な
い
 
（
九
五
三
日
㈲
）
。
 
 
 

A
 
関
連
性
が
希
薄
な
場
合
（
二
〇
％
未
満
の
関
連
性
ル
ー
ル
）
 
 

米
国
株
主
等
と
C
F
C
と
の
関
連
性
が
弱
い
蓼
合
、
す
な
わ
ち
、
①
外
国
法
人
の
発
行
し
た
保
険
又
は
再
保
険
証
書
に
基
づ
 
 

き
直
接
・
間
接
に
保
険
さ
れ
た
者
、
又
は
②
当
該
者
の
関
連
者
、
に
よ
り
直
接
・
間
接
に
所
有
さ
れ
た
割
合
が
当
該
C
F
C
の
 
 

議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
の
二
〇
％
未
満
又
は
株
式
の
価
額
の
合
計
額
の
二
〇
％
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
関
連
者
保
険
所
待
 
 

と
し
て
の
課
税
は
さ
れ
な
い
。
 
 
 

B
 
デ
‥
、
、
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
 
（
二
〇
％
未
満
ル
ー
ル
）
 
 

関
連
者
保
険
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
割
合
が
僅
少
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
 
（
グ
ロ
ス
イ
ン
 
 

カ
ム
・
ベ
ー
ス
）
割
合
が
二
〇
％
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
外
国
法
人
に
係
る
関
連
者
保
険
所
待
と
し
て
の
課
税
は
行
わ
れ
 
 

二
四
九
 
 
 



（
1
0
）
 
 

C
 
国
内
事
業
実
質
関
連
所
得
と
し
て
の
選
択
 

次
の
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
非
適
格
法
人
（
d
i
s
q
u
a
－
i
f
i
e
d
旨
p
O
r
a
t
i
O
n
）
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
関
 
 
 

連
者
保
険
所
得
に
係
る
課
税
は
行
わ
れ
な
い
。
 
 
 

国
 
関
連
老
保
険
所
得
に
閲
し
米
国
内
事
業
に
実
質
的
に
関
連
す
る
所
得
と
し
て
の
選
択
を
行
う
こ
と
 
 
 

㈲
 
当
該
関
連
者
保
険
所
得
に
つ
い
て
米
国
の
租
税
条
約
上
の
恩
典
（
八
八
四
の
恩
典
を
除
く
）
を
放
棄
す
る
こ
と
 
 
 

㈹
 
財
務
長
官
が
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
 
 
 

非
適
格
法
人
と
ほ
、
事
業
年
度
中
連
続
三
〇
日
以
上
C
F
C
に
該
当
す
る
外
国
法
人
を
い
う
。
 
 
 

内
国
法
人
と
し
て
の
取
扱
い
の
選
択
 
 
 

次
の
A
～
D
ま
で
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
外
国
法
人
は
、
内
国
法
人
と
し
て
の
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

A
 
米
国
株
主
等
の
所
有
割
合
を
問
わ
ず
か
つ
直
接
・
間
接
株
式
の
所
有
割
合
が
二
五
％
以
上
と
な
る
基
準
を
満
た
す
C
F
C
に
 
 
 

該
当
す
る
こ
と
 
 

B
 
仮
に
そ
の
外
国
法
人
が
内
国
法
人
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
内
国
歳
入
法
の
特
定
の
規
定
ノ
（
s
u
b
c
h
p
t
e
r
L
の
パ
ー
ト
Ⅰ
、
 
 
 

な
い
。
 
 

翠
学
こ
誓
言
晶
由
遜
〔
ぎ
ノ
d
竿
堀
「
汁
箔
ゆ
芦
哲
苛
か
捌
淋
個
輌
8
望
童
 
 
 

（
ヰ
抒
汁
晶
．
C
F
C
8
軸
両
岸
圃
8
浄
罪
8
寂
静
望
お
吋
ゆ
詳
抒
翁
）
 
 

此
謝
辞
＞
8
躁
鄭
琳
粥
甘
鞄
日
放
耳
か
溺
掛
軸
藻
琴
望
お
 
 



Ⅰ
）
 
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 

C
 
租
税
が
適
切
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
 
 

D
 
米
国
の
租
税
条
約
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
恩
典
の
す
べ
て
を
放
棄
す
る
こ
と
 
 

W
仰
爪
 
 

こ
の
内
国
法
人
と
し
て
の
取
扱
い
ほ
、
A
～
D
の
選
択
を
行
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
る
。
 
 

0
0
 
外
国
基
地
会
社
所
得
（
九
五
四
）
 
 
 

イ
 
概
要
及
び
所
得
の
計
算
（
九
五
四
㈲
）
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
に
は
、
次
の
ロ
～
へ
に
述
べ
る
よ
う
に
五
つ
の
所
得
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
規
定
と
し
て
後
述
M
か
 
 

ら
H
に
定
め
る
も
の
が
あ
・
る
。
な
お
、
こ
の
M
及
び
何
の
規
定
は
、
前
述
∽
の
保
険
所
得
に
対
し
て
も
適
用
が
あ
る
。
 
 

M
 
適
用
除
外
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
等
の
額
が
少
額
で
あ
る
場
合
又
ほ
外
国
で
低
率
の
税
負
担
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
次
の
A
 
 

又
は
B
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
合
算
課
税
は
行
わ
れ
な
い
。
 
 

A
 
デ
‥
、
二
l
ミ
ス
・
ル
ー
ル
 
（
五
％
O
r
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
ル
）
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
（
後
述
H
に
述
べ
る
経
費
の
配
分
の
規
定
を
適
用
す
る
前
の
所
得
を
い
う
）
及
び
総
保
険
所
得
（
g
r
O
S
S
 
 

i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
i
n
n
O
m
e
）
 
の
合
計
額
が
総
所
得
の
五
％
又
は
t
0
0
万
ド
ル
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
未
満
の
場
合
に
ほ
、
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
又
ほ
保
険
所
得
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 

B
 
高
率
課
税
所
得
（
九
〇
％
超
ル
ー
ル
）
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
及
び
保
険
所
得
に
係
る
規
定
の
適
用
上
、
C
F
C
の
所
得
が
内
国
歳
入
法
（
〓
条
）
 
に
定
め
る
最
高
 
 

二
五
一
 
 
 



二
五
二
 
 

税
率
の
九
〇
％
超
の
税
率
で
外
国
で
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
納
税
者
が
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
所
得
（
外
国
基
地
会
 
 

社
石
油
関
連
所
得
を
除
く
。
）
 
は
、
外
国
基
地
会
社
所
得
又
は
保
険
所
待
と
は
さ
れ
な
い
。
 
 

H
 
フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ソ
 
（
七
〇
％
超
ル
ー
ル
）
 
 

C
F
C
の
所
得
の
う
ち
合
算
対
象
所
得
が
一
定
割
合
を
超
え
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
外
国
基
地
会
社
所
得
（
後
述
H
を
適
 
 
 

用
す
る
前
の
所
得
を
い
う
。
）
 
及
び
総
保
険
所
得
の
合
計
額
が
総
所
得
の
七
〇
％
超
の
と
き
は
、
総
所
得
の
全
額
が
外
国
基
地
会
 
 
 

社
所
得
及
び
保
険
所
待
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
但
し
、
前
述
川
、
B
及
び
後
述
H
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
。
）
）
。
な
お
、
こ
こ
に
 
 
 

い
う
総
保
険
所
得
及
び
前
述
M
A
に
い
う
総
保
険
所
待
と
は
、
前
述
じ
に
い
う
総
所
得
（
九
五
三
に
規
定
す
る
も
の
）
 
の
す
べ
て
 
 
 

を
い
う
。
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
に
対
し
て
は
、
適
正
に
経
費
（
租
税
を
含
む
）
が
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
 
 
 

特
定
の
利
子
費
用
（
C
F
C
か
ら
そ
の
C
F
C
の
米
国
株
主
等
又
は
、
そ
の
米
国
株
主
等
の
関
連
者
で
あ
る
C
F
C
に
対
し
て
支
 
 
 

払
わ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
は
、
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
の
う
ち
受
動
所
得
（
p
a
s
s
i
く
e
i
n
c
O
m
e
）
に
対
し
て
、
ま
ず
配
分
さ
れ
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
課
税
所
得
の
計
算
は
、
米
国
税
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
 
 
 

外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
（
九
五
四
川
）
 
 

M
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
の
定
義
 
 
 

外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
と
ほ
、
次
の
A
～
E
ま
で
の
所
得
を
い
う
。
 
 
 

A
 
配
当
等
（
d
e
ま
d
e
n
d
s
．
e
t
c
．
）
 
 
 

経
費
の
配
分
 
 



こ
こ
に
い
う
配
当
等
と
は
、
配
当
、
利
子
、
使
用
料
、
賃
貸
料
又
は
年
金
の
五
つ
の
所
得
を
い
う
。
 
 

B
 
特
定
の
資
産
取
引
（
c
e
r
t
a
i
n
p
r
O
p
e
r
t
y
t
r
a
n
S
a
C
t
i
O
n
）
 
 
 

特
定
の
資
産
取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
に
は
、
①
前
述
A
の
所
得
（
但
し
、
次
の
M
A
を
適
用
し
た
後
の
所
得
に
限
る
。
）
を
生
 
 
 

ず
る
資
産
、
②
信
託
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
又
は
R
E
M
I
C
に
対
す
る
持
分
、
又
は
③
所
得
を
生
じ
な
い
資
産
、
の
売
却
・
 
 
 

交
換
か
ら
生
ず
る
所
得
（
譲
渡
益
か
ら
損
失
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
。
）
が
該
当
す
る
。
 
 
 

但
し
、
次
の
国
文
ほ
㈲
の
所
得
は
、
特
定
の
資
産
取
引
か
ら
の
所
得
に
ほ
含
ま
れ
な
い
。
 
 
 

囚
 
r
e
g
u
－
a
r
d
e
a
－
e
r
の
場
合
は
、
当
該
資
産
の
d
e
巴
e
r
と
し
て
の
事
業
の
遂
行
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
 
 
 

真
実
の
ヘ
ッ
ジ
取
引
か
ら
生
ず
る
譲
渡
益
又
は
損
失
、
並
び
に
当
該
資
産
の
売
却
又
は
交
換
か
ら
生
ず
る
譲
渡
益
又
ほ
損
失
 
 
 

0
0
 
棚
卸
資
産
の
場
合
は
、
そ
の
C
F
C
に
と
っ
て
資
本
資
産
〓
二
ニ
ー
∽
）
で
あ
る
財
産
の
売
却
又
は
交
換
に
よ
り
生
ず
 
 

る
譲
渡
益
又
は
損
失
 
 

C
 
商
品
取
引
（
c
O
m
m
O
d
i
t
i
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
）
 
 
 

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
ズ
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
そ
の
他
類
似
の
取
引
か
ら
生
ず
る
譲
渡
益
が
そ
の
損
失
を
超
え
る
部
分
の
金
額
は
、
商
品
 
 
 

取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
に
含
ま
れ
る
。
但
し
、
次
の
因
～
㈹
の
所
得
は
、
商
品
取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
に
は
含
ま
れ
な
い
。
 
 
 

因
 
商
品
の
生
産
者
等
と
し
て
の
事
業
の
遂
行
上
必
要
で
あ
る
こ
と
が
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
真
実
の
ヘ
ッ
ジ
取
引
の
う
ち
特
 
 
 

定
要
件
を
満
た
す
も
の
 
 
 

㈱
 
C
F
C
の
事
業
の
す
べ
て
が
実
質
上
物
品
の
能
動
的
な
生
産
者
等
の
事
業
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
能
動
的
事
業
に
係
 
 

る
物
品
販
売
益
 
 

二
五
三
 
 
 



二
五
四
 
 

㈹
 
外
国
通
貨
為
替
益
 
 
 

D
 
外
国
通
貨
為
替
益
（
f
O
r
e
i
g
n
c
u
r
r
e
n
n
y
g
巴
n
s
）
 
 

外
国
通
貨
為
替
益
（
九
八
八
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
）
が
こ
の
所
得
に
該
当
す
る
が
、
C
F
C
の
事
業
に
直
接
関
 
 
 

連
す
る
取
引
か
ら
生
ず
る
外
国
通
貨
為
替
益
は
含
ま
れ
な
い
。
 
 
 

E
 
利
子
に
相
当
す
る
所
得
 
 

利
子
に
相
当
す
る
所
得
（
実
際
に
行
わ
れ
た
貸
付
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ー
・
フ
ィ
ー
そ
の
他
類
似
の
額
を
含
む
。
）
が
 
 

こ
れ
に
該
当
す
る
。
 
 

仲
 
通
用
除
外
 
 

次
の
A
～
C
の
所
得
は
、
次
の
D
の
所
得
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
と
は
さ
れ
な
い
。
 
 
 

A
 
能
動
的
事
業
に
係
る
賃
貸
料
・
使
用
料
 
 

こ
れ
は
、
能
動
的
事
業
を
行
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
関
連
者
以
外
の
着
か
ら
受
領
し
た
賃
貸
料
・
使
用
料
を
い
う
。
 
 
 

B
 
特
定
の
輸
出
金
融
か
ら
生
ず
る
利
子
 
 

こ
れ
は
、
銀
行
業
か
ら
生
じ
た
輸
出
金
融
利
子
を
い
う
。
 
 
 

C
 
関
連
者
か
ら
生
じ
た
所
得
の
う
ち
次
の
因
、
㈱
に
該
当
す
る
も
の
 
（
但
し
、
後
述
D
が
優
先
適
用
さ
れ
る
。
）
 
 

因
・
利
子
・
配
当
に
つ
い
て
 
 

C
F
C
が
設
立
さ
れ
又
は
組
織
さ
れ
た
国
に
お
い
て
設
立
・
組
織
さ
れ
た
関
連
者
の
そ
の
国
に
有
す
る
資
産
の
割
合
が
全
 
 

資
産
の
大
部
分
（
s
亡
b
s
t
a
n
t
i
a
【
）
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
関
連
者
か
ら
受
領
す
る
利
子
又
は
配
当
 
 
 



㈲
 
C
F
C
の
設
立
・
覿
織
国
に
お
い
て
、
財
産
を
使
用
す
る
こ
と
文
は
財
産
を
使
用
す
る
権
利
に
関
し
て
関
連
者
か
ら
受
領
 
 

し
た
賃
貸
料
・
使
用
料
 
 
 

D
 
例
外
（
支
払
者
の
所
得
を
減
少
さ
せ
る
も
の
に
対
す
る
課
税
）
 
 

支
払
者
又
は
他
の
C
F
C
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
支
払
者
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
を
減
少
 
 

さ
せ
又
は
損
失
の
基
因
と
な
る
利
子
、
賃
貸
料
又
は
使
用
料
は
前
述
A
、
B
の
所
得
に
は
含
ま
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
 
 

の
所
得
は
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
 
（
九
五
四
日
㈲
㈱
）
。
 
 
 

外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
（
九
五
四
囲
）
 
 
 

外
国
基
地
会
社
販
売
所
待
と
は
、
基
本
的
に
、
関
連
者
間
に
お
け
る
動
産
（
C
F
C
の
居
住
地
国
内
で
製
造
・
消
費
さ
れ
る
も
の
 
 

を
除
く
。
）
 
の
売
買
か
ら
生
ず
る
所
得
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
該
当
す
る
。
な
お
、
利
得
、
コ
、
、
、
ッ
 
 

シ
ョ
ソ
、
手
数
料
等
形
式
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。
 
 

（
要
件
）
 
 

川
 
関
連
者
に
係
る
要
件
 
 
 

A
 
関
連
者
か
ら
の
動
産
の
購
入
か
つ
他
の
者
へ
の
販
売
 
 
 

B
 
他
の
者
へ
の
動
産
の
販
売
で
関
連
者
の
た
め
の
も
の
 
 
 

C
 
他
の
着
か
ら
の
動
産
の
購
入
か
つ
関
連
者
へ
の
販
売
 
 
 

D
 
他
の
老
か
ら
の
動
産
の
購
入
で
関
連
者
の
た
め
の
も
の
 
 

H
 
製
造
等
・
消
費
等
に
係
る
要
件
 
 

二
五
五
 
 
 



二
五
六
 
 
 

A
 
購
入
（
又
は
関
連
者
の
た
め
に
販
売
）
さ
れ
た
資
産
は
、
C
F
C
の
設
立
・
魁
織
国
以
外
の
国
で
製
造
・
生
産
・
採
取
等
が
 
 
 

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 
 

B
 
販
売
（
又
は
関
連
者
の
た
め
に
購
入
）
さ
れ
た
資
産
は
、
当
該
C
F
C
の
設
立
・
組
織
国
以
外
の
国
で
使
用
・
消
費
等
が
な
 
 
 

さ
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 

こ
の
場
合
、
「
動
産
」
（
p
e
r
s
O
n
a
；
r
O
p
e
r
t
y
）
に
は
、
米
国
内
で
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
る
よ
う
な
形
で
生
産
さ
れ
る
も
の
で
な
い
 
 
 

農
産
物
は
含
ま
れ
な
い
。
 
 

（
関
連
者
の
定
義
）
 
 

こ
こ
に
い
う
「
関
連
者
」
 
に
は
、
次
の
者
が
該
当
す
る
。
 
 
 

囚
 
C
F
C
と
個
人
、
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
又
は
遺
産
（
以
下
、
法
人
等
と
い
う
。
）
と
が
支
配
又
ほ
非
支
配
の
 
 

関
係
に
あ
る
場
合
の
当
該
法
人
等
を
い
う
。
 
 
 

㈱
 
当
該
外
国
法
人
を
支
配
す
る
者
（
同
一
又
は
複
数
の
老
）
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
又
は
 
 

遺
産
 
 

こ
こ
で
支
配
と
は
、
基
本
的
に
株
式
等
の
五
〇
％
超
が
直
接
・
間
接
に
所
有
さ
れ
て
い
る
関
係
（
九
五
入
に
定
め
る
関
 
 

係
）
 
を
い
う
。
 
 

（
支
店
に
係
る
別
段
の
定
め
）
 
 
 

な
お
、
支
店
に
閑
し
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
C
F
C
が
設
立
・
魁
織
国
以
外
の
国
で
支
店
等
を
通
じ
て
事
業
を
行
 
 

う
場
合
に
は
、
そ
の
支
店
等
は
当
該
C
F
C
の
一
〇
〇
％
子
会
社
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
当
該
支
店
の
事
業
所
得
は
、
当
該
C
F
 
 
 



C
の
子
会
社
の
所
得
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
は
、
外
国
基
地
会
社
販
売
所
待
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

ニ
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
（
九
五
四
は
）
 
 
 

外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
と
は
、
基
本
的
に
、
関
連
者
間
に
お
け
る
役
務
の
提
供
（
C
F
C
の
居
住
地
国
内
で
提
供
さ
れ
た
も
の
 
 
 

を
除
く
。
）
か
ら
生
ず
る
所
得
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
次
に
述
べ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
が
該
当
す
る
。
 
 
 

（
要
件
）
 
 

技
術
上
、
産
業
上
、
商
業
上
、
科
学
上
そ
の
他
類
似
の
役
務
の
提
供
に
関
連
し
て
取
得
す
る
所
得
の
う
ち
、
次
の
M
及
び
何
の
 
 
 

双
方
の
条
件
を
満
た
す
も
の
が
、
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
と
さ
れ
る
（
後
述
の
適
用
除
外
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
 
 
 

M
 
関
連
者
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 
 

H
 
C
F
C
の
設
立
・
組
織
国
以
外
の
国
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 
 

（
適
用
除
外
）
 
 

次
の
川
又
は
何
に
直
接
関
連
し
て
提
供
さ
れ
る
役
務
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
と
は
さ
れ
な
い
。
 
 
 

M
 
C
F
C
が
製
造
、
生
産
等
を
行
っ
た
資
産
に
つ
い
て
そ
の
売
却
又
は
交
換
の
直
前
に
提
供
さ
れ
た
役
務
 
 
 

M
 
当
該
資
産
の
売
却
又
は
交
換
の
た
め
の
注
文
等
の
取
得
の
た
め
の
役
務
 
 

ホ
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
 
 
 

外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
と
は
、
基
本
的
に
、
船
舶
・
航
空
機
の
貸
付
・
使
用
か
ら
生
ず
る
国
際
運
輸
に
係
る
所
得
を
い
い
、
具
 
 

（
1
2
）
 
 
 

体
的
に
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
該
当
す
る
（
後
述
の
い
わ
ゆ
る
国
内
運
輸
に
係
る
所
得
を
除
く
。
）
。
 
 
 

（
要
件
）
 
 

二
五
七
 
 
 



二
五
入
 
 

外
国
商
運
に
従
事
す
る
船
舶
・
航
空
機
に
閲
し
、
①
使
用
又
は
使
用
す
る
た
め
の
貸
付
、
②
使
用
に
直
接
関
連
し
た
役
務
の
提
 
 
 

供
、
又
は
③
売
却
、
交
換
、
そ
の
他
の
処
分
、
か
ら
生
ず
る
所
得
が
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
と
さ
れ
る
。
 
 

な
お
、
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
の
例
と
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
所
得
の
う
ち
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
に
帰
属
す
る
も
の
が
 
 
 

あ
る
。
 
 

M
 
間
接
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
外
国
法
人
か
ら
受
領
す
る
利
子
又
は
配
当
 
 

何
 
問
接
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
株
式
又
は
債
権
の
売
却
・
交
換
等
か
ら
生
ず
る
譲
渡
益
 
 

H
 
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
所
得
の
う
ち
分
配
さ
れ
る
べ
き
持
分
（
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
く
e
S
h
a
r
e
）
 
 
 

（
適
用
除
外
）
 
 

C
F
C
の
設
立
・
組
織
国
に
お
い
て
船
舶
・
航
空
機
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
国
内
の
複
数
地
点
に
お
い
て
、
船
舶
 
 
 

・
航
空
機
の
使
用
又
ほ
使
用
の
た
め
の
貸
付
を
行
う
こ
と
又
は
こ
れ
と
関
連
し
て
生
ず
る
所
得
（
国
内
運
輸
に
係
る
所
得
）
は
、
 
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
と
は
さ
れ
な
い
 
（
九
五
四
囲
S
）
。
 
 

へ
 
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
（
九
五
四
は
）
 
 
 

外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
と
は
、
基
本
的
に
、
石
油
・
ガ
ス
井
の
所
在
地
国
以
外
に
お
け
る
鉱
物
資
源
加
工
所
得
、
輸
送
所
 
 

得
等
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
該
当
す
る
（
後
述
の
適
用
除
外
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 
 
 

（
要
件
）
 
 

外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
と
は
、
①
当
該
外
国
に
所
在
す
る
石
油
・
ガ
ス
井
か
ら
採
取
さ
れ
た
石
油
・
ガ
ス
、
並
び
に
②
 
 
 

石
油
・
ガ
ス
又
は
石
油
・
ガ
ス
の
主
要
生
産
物
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
し
て
当
該
外
国
の
源
泉
か
 
 
 



ら
生
じ
た
所
得
以
外
の
石
油
関
達
所
得
を
い
う
。
 
 
 

M
 
当
該
外
国
法
人
又
は
そ
の
関
連
者
が
当
該
外
国
に
お
い
て
使
用
又
消
費
す
る
た
め
に
売
却
し
た
も
の
 
 
 

回
 
船
舶
又
は
航
空
機
用
の
燃
料
と
し
て
当
該
外
国
に
お
い
て
船
舶
又
は
航
空
機
に
積
み
込
ま
れ
た
も
の
 
 

な
お
、
こ
こ
に
い
う
石
油
関
連
所
得
に
は
、
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
所
得
が
含
ま
れ
る
（
九
〇
七
い
∽
㈲
）
。
 

M
 
石
油
・
ガ
ス
井
か
ら
採
取
さ
れ
た
鉱
物
資
源
を
主
要
製
品
に
加
工
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
所
得
 
 

H
 
当
該
鉱
物
資
源
又
は
主
要
製
品
の
輸
送
か
ら
生
ず
る
所
得
 
 

日
 
当
該
鉱
物
資
源
又
ほ
主
要
製
品
の
売
却
か
ら
生
ず
る
所
得
 
 
 

H
 
間
接
外
国
税
額
控
除
（
九
〇
二
）
の
適
用
の
対
象
と
な
る
外
国
法
人
か
ら
受
領
す
る
配
当
又
は
利
子
 
 
 

河
 
合
算
所
得
に
係
る
外
国
税
額
控
除
（
九
六
〇
局
）
 
の
適
用
上
支
払
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
租
税
に
係
る
額
 
 

前
述
H
及
び
何
に
つ
い
て
は
、
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
に
帰
属
す
る
部
分
の
み
が
含
ま
れ
る
。
 
 

（
適
用
除
外
）
 
 

前
述
（
要
件
）
 
の
規
定
は
大
規
模
石
油
生
産
者
（
－
a
r
g
e
O
i
－
p
r
O
d
u
c
e
r
）
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
、
大
規
 
 

模
石
油
生
産
者
と
は
、
そ
の
法
人
の
属
す
る
関
連
グ
ル
ー
プ
の
外
国
原
油
又
は
外
国
天
然
ガ
ス
の
平
均
日
産
量
が
千
バ
ー
レ
ル
以
 
 

上
で
あ
る
法
人
を
い
い
、
関
連
グ
ル
ー
プ
と
は
、
当
該
外
国
法
人
又
は
当
該
外
国
法
人
の
関
連
者
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
 
 

㈱
 
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
（
i
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
b
O
i
c
O
t
t
所
得
）
 
 
 

国
際
的
な
ボ
イ
コ
ッ
ト
へ
の
参
加
又
は
協
力
を
行
う
者
に
対
し
連
邦
所
得
税
に
よ
り
罰
則
を
課
す
る
目
的
か
ら
、
例
え
ば
、
ボ
イ
コ
ッ
 
 

ト
の
対
象
と
さ
れ
た
国
の
政
府
、
企
業
、
国
民
等
と
の
取
引
を
行
わ
な
い
と
い
っ
た
条
件
の
下
で
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
所
得
に
 
 

二
五
九
 
 
 



㈲
 
賄
賂
等
の
額
（
九
五
二
い
㈲
）
 
 
 

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
C
F
C
に
よ
る
賄
賂
等
の
不
法
支
払
を
通
じ
た
活
動
を
抑
制
す
る
点
に
あ
る
。
米
国
の
納
税
者
は
、
t
般
的
 
 

に
、
課
税
所
得
の
計
算
上
、
賄
賂
等
（
i
－
－
e
g
a
－
b
r
i
b
e
s
a
n
d
k
i
c
k
b
a
n
k
s
）
を
損
金
に
算
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
 
〓
六
二
 
 

日
）
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
者
に
よ
り
支
配
さ
れ
た
C
F
C
が
こ
う
し
た
不
法
支
払
を
行
う
場
合
に
も
、
当
該
不
法
支
払
を
合
算
所
得
と
し
 
 

て
そ
の
米
国
株
主
等
の
所
有
に
合
算
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
述
の
米
国
納
税
者
に
対
す
る
賄
賂
等
の
損
金
不
算
入
と
同
一
の
効
果
を
達
成
 
 
 

（
1
3
）
 
 

つ
い
て
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
と
し
て
の
合
算
課
税
が
行
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
を
い
う
（
九
五
二
い
㈱
）
。
 
 

こ
こ
で
、
i
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
b
O
i
c
O
t
t
 
f
a
c
t
O
r
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
割
合
を
い
う
。
 
 

i
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
b
O
i
c
O
t
t
戸
勒
営
「
バ
〔
ノ
か
学
固
辞
＞
浮
環
舟
8
ヽ
、
て
－
≠
 
 

芦
知
ヰ
か
辞
＞
8
制
湘
8
け
♂
舟
8
i
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
b
O
i
c
O
t
t
芦
習
椒
ヰ
か
 
 

琳
瀬
戸
効
か
余
弊
什
「
パ
て
働
い
て
1
ヾ
山
ヾ
d
袖
浮
か
伊
8
 
 

此
覿
半
周
辞
＞
園
現
車
㊦
ヽ
、
r
－
旦
戸
圃
ヰ
か
辞
＞
碧
陣
痛
洩
白
頭
ふ
似
弛
 
 

市
愈
か
功
労
什
「
パ
て
地
ト
て
－
ヾ
u
ヾ
d
簡
啓
か
伊
㊦
 
 

C
句
C
皇
慧
讐
X
ふ
兎
や
翠
攣
慧
言
義
盛
 
 

T
）
 
ヰ
叫
ゝ
－
ナ
句
（
誤
－
）
芦
隣
止
呼
米
遡
8
軸
8
謬
望
 
 
 

谷
戸
ゆ
頒
価
ぎ
抒
C
句
C
8
E
＼
P
 
（
苗
－
品
義
）
 
 

（
且
 
C
句
C
翠
塑
些
曇
丹
雪
ノ
バ
苛
け
朝
粥
市
池
場
富
市
 
 
 

琴
謝
ヰ
か
米
周
辺
諒
恕
迦
盃
 
（
米
頂
8
薗
発
泡
泰
再
細
 
 
 

評
か
帝
素
因
買
掛
罪
障
柚
与
バ
（
ノ
抒
〔
ノ
伊
8
声
帯
か
）
 
 

冴
周
知
＞
許
諾
翌
∩
勒
詳
か
 
 

i
n
t
e
r
n
P
t
i
O
n
a
l
 
b
O
i
c
O
t
t
 
f
a
c
t
O
r
 
 



（
1
4
）
 
 

す
る
趣
旨
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
い
う
賄
賂
等
の
額
と
は
、
政
府
の
公
務
員
、
代
理
人
等
に
対
し
て
当
該
法
人
の
た
め
に
直
接
・
間
接
に
支
払
わ
れ
た
賄
賂
、
 
 

キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
及
び
そ
の
他
の
支
払
を
い
い
、
支
払
者
が
米
国
の
者
だ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
↓
h
e
F
O
r
e
i
g
n
C
O
r
r
u
p
t
P
r
胃
t
i
c
e
s
A
c
t
 
 

O
f
－
讐
↓
に
よ
り
違
法
と
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
 
 

㈲
 
未
承
認
国
に
係
る
所
得
（
九
五
二
い
㈲
）
 
 
 

こ
の
所
得
は
、
米
国
政
府
が
承
認
し
て
い
な
い
外
国
か
ら
当
該
外
国
法
人
が
接
待
す
る
所
得
を
い
う
。
 
 

2
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
に
係
る
所
得
計
算
の
通
則
（
九
五
二
川
）
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
の
計
算
は
、
次
の
m
～
㈲
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
の
限
度
額
（
九
五
二
H
∽
因
）
 
 

（
1
5
）
 
 
 

C
F
C
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
は
、
当
該
C
F
C
の
当
該
事
業
年
度
に
係
る
E
／
P
を
超
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
の
年
度
の
E
／
 
 

P
損
失
は
、
い
か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
れ
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
 
（
但
し
、
翌
年
度
に
後
述
㈲
の
適
用
が
あ
る
）
。
 
 

∽
 
過
年
度
損
失
の
繰
越
控
除
（
九
五
二
日
∽
㈱
）
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
と
し
て
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
合
算
さ
れ
た
持
分
割
合
相
当
額
の
う
ち
適
格
事
業
（
q
u
a
－
i
t
i
e
d
a
c
t
i
く
i
t
y
）
に
帰
 
 

属
す
る
も
の
か
ら
、
適
格
損
失
（
q
u
a
－
i
t
i
e
d
d
i
f
i
c
i
t
s
）
 
の
う
ち
当
該
米
国
株
主
等
の
持
分
割
合
相
当
額
の
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
 
 

い
う
、
適
格
損
失
等
の
定
義
は
、
次
の
イ
～
ホ
に
温
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

イ
 
適
格
損
失
の
定
義
 
 

適
格
損
失
と
は
、
一
九
八
七
年
一
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
C
F
C
の
事
業
年
度
の
E
／
P
損
失
（
そ
の
外
国
法
人
が
C
F
C
に
 
 

二
六
一
 
 
 



二
六
二
 
 
 

該
当
し
て
い
た
期
間
の
も
の
に
限
る
）
を
い
う
。
但
し
、
次
の
川
及
び
何
の
条
件
を
満
た
す
損
失
に
限
ら
れ
る
。
 
 

∽
 
損
失
控
除
の
対
象
と
な
る
所
得
の
基
因
と
な
る
事
業
と
同
一
の
適
格
事
業
に
係
る
損
失
で
あ
る
こ
と
 
 

M
 
本
規
定
に
よ
り
従
前
受
け
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
 

な
お
、
次
の
ロ
の
H
の
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
及
び
H
の
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
に
つ
い
て
は
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
八
六
 
 

年
ま
で
の
損
失
の
控
除
が
認
め
ら
れ
、
何
の
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
に
つ
い
て
は
一
九
入
二
年
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
の
損
 
 
 

失
の
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

ロ
 
適
格
事
業
の
定
義
 
 
 

適
格
事
業
と
は
、
次
の
所
得
を
生
ず
る
事
業
を
い
う
。
 
 
 

M
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
 
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
 
 

同
 
保
険
所
得
及
び
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
（
但
し
、
適
格
保
険
会
社
の
場
合
に
限
る
）
 
 

H
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
（
但
し
、
適
格
金
融
会
社
の
場
合
に
限
る
）
 
 

ハ
 
持
分
割
合
相
当
額
の
定
義
 
 
 

持
分
割
合
相
当
額
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
低
い
割
合
に
相
当
す
る
合
算
所
得
を
い
う
。
 
 
 

E
 
当
該
課
税
年
度
末
に
お
け
る
持
分
割
合
 
 
 



H
 
損
失
が
発
生
し
た
課
税
年
度
末
に
お
け
る
持
分
割
合
 
 
 

二
 
適
格
保
険
会
社
の
定
義
 
 

適
格
保
険
会
社
と
は
、
当
該
課
税
年
度
及
び
損
失
が
発
生
し
た
外
国
子
会
社
の
課
税
年
度
に
お
い
て
能
動
的
な
保
険
事
業
を
支
配
 
 
 

的
に
 
（
p
r
e
d
O
m
i
n
a
n
t
－
y
）
行
っ
て
い
た
C
F
C
を
い
う
。
 
 
 

ホ
 
適
格
金
融
会
社
の
定
義
 
 

適
格
金
融
会
社
と
は
、
当
該
課
税
年
度
及
び
損
失
が
発
生
し
た
過
去
の
課
税
年
度
に
お
い
て
能
動
的
な
銀
行
業
、
金
融
業
そ
の
他
 
 

摂
似
の
事
業
を
支
配
的
に
 
（
p
r
e
d
O
ヨ
i
n
a
n
t
－
y
）
行
っ
て
い
た
C
F
C
を
い
う
。
 
 

㈲
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
（
九
五
二
い
川
㈹
）
 
 
 

C
F
C
は
、
適
格
グ
ル
ー
プ
会
社
の
E
／
P
損
失
の
う
ち
適
格
事
業
に
係
る
損
失
の
額
を
当
該
C
F
C
の
適
格
事
業
に
係
る
サ
ブ
パ
ー
 
 
 

ト
F
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
適
格
グ
ル
ー
プ
会
社
（
a
 
q
u
a
－
i
f
i
e
d
 
c
h
a
i
n
 
 

m
e
m
b
e
r
）
と
は
、
C
F
C
に
関
し
て
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
条
件
を
満
た
す
他
の
法
人
の
う
ち
、
当
該
C
F
C
と
同
 
 
 

一
国
に
お
い
て
設
立
・
魁
織
さ
れ
た
者
を
い
う
。
 
 
 

イ
 
損
失
が
生
じ
た
他
の
法
人
の
課
税
年
度
の
全
期
間
を
通
じ
、
当
該
C
F
C
が
当
該
他
の
法
人
の
株
式
（
取
締
役
の
適
格
株
式
を
除
 
 

く
）
 
の
一
〇
〇
％
を
所
有
す
る
こ
と
 
 
 

ロ
 
損
失
が
生
じ
た
他
の
法
人
の
課
税
年
度
の
全
期
間
を
通
じ
、
当
該
他
の
法
人
が
当
該
C
F
C
の
株
式
（
取
締
役
の
適
格
株
式
を
除
 
 

く
）
 
の
一
〇
〇
％
を
所
有
す
る
こ
と
 
 
 

な
お
、
関
連
会
社
損
失
の
控
除
ほ
、
前
述
m
（
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
の
限
度
額
）
及
び
前
述
∽
（
過
年
度
損
失
の
繰
越
控
除
）
 
の
適
用
 
 

二
六
三
 
 
 



二
六
四
 
 
 

後
に
適
用
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
損
失
の
取
戻
し
 
（
九
五
二
川
∽
）
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
は
、
法
人
の
そ
の
課
税
年
度
の
E
／
P
を
限
度
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
前
述
∽
参
照
）
。
こ
の
規
定
に
基
づ
 
 

き
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
の
範
囲
 
 

内
で
後
年
度
に
お
い
て
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
取
戻
し
（
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
O
n
）
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
外
国
 
 

税
額
控
除
に
定
め
る
取
戻
し
 
（
九
〇
四
㈹
㈲
）
 
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。
 
 

以
上
前
述
∽
～
㈲
を
図
解
す
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。
 
 
 

W
相
即
内
 
姐
 
 
藤
横
柄
戸
汝
耳
か
躁
鄭
 
 

C
F
C
8
E
＼
P
 
 

舟
8
藤
個
輌
戸
村
耳
か
 
 

ヰ
≠
ゝ
－
ナ
F
習
お
 
 

＝
 
帝
渕
「
放
ぎ
か
紗
滴
 
 



【図解】 サブパートF所得の計算（合算所得の算定）  

同一年度の  

ある種類の  

所得の損失  

米国源泉の所得で  

米国内事業に実質   

的に関連するもの  

過年度の適格  

損失（例：FBC  

海運損失）  

→当年度のアBC海運所得  

I
 
翌
 
年
 
度
 
1
 
 

二
六
五
 
 

サブパート   

F所得とし  

て課税   

サブパートF所得（課税）  



二
六
六
 
 
 

㈲
 
具
体
的
所
得
計
算
 
 
 

米
国
株
主
等
に
合
算
さ
れ
る
額
は
、
C
F
C
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
に
対
す
る
米
国
株
主
等
の
持
分
割
合
相
当
額
（
p
r
O
邑
a
s
h
S
．
．
）
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

持
分
割
合
相
当
額
は
、
次
の
イ
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
金
額
（
米
国
株
主
等
が
 
「
直
接
・
間
接
所
有
割
合
」
 
に
基
づ
き
受
け
る
こ
と
と
な
 
 

る
で
あ
ろ
う
金
額
と
し
て
計
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
 
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
（
九
五
一
局
∽
）
。
 
 

前
述
の
具
体
的
所
得
計
算
に
閲
し
、
具
体
例
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

【
例
】
 
R
e
g
．
∽
－
．
冨
〓
（
b
）
（
N
）
E
H
a
m
p
－
e
（
∽
）
 
 

（
米
固
濯
匪
亜
）
 
 

ィ
〔
 
 

ロ
 
米
国
株
主
等
が
所
有
す
る
C
F
C
の
当
該
株
式
に
対
し
て
当
該
課
税
年
度
中
に
他
の
株
主
に
対
し
て
支
払
っ
た
配
当
の
額
（
但
し
、
次
の
算
式
に
 
 
 

ょ
り
計
算
さ
れ
る
額
を
限
度
と
す
る
）
。
 
 

（
御
鮎
）
 
ヰ
叫
ゝ
1
ナ
句
望
亜
 
×
 
 

ヰ
≠
ゝ
 
 

『
習
顎
 
 」
×
 
 

学
園
群
＞
8
巾
8
栗
東
喩
癒
蕎
ふ
舟
C
句
C
芦
鮮
此
「
パ
ワ
抒
岩
頭
 
 

岩
○
次
 
 

学
凪
辞
＞
8
舟
8
梨
常
個
陶
8
砂
岩
溺
 
 

C
句
C
掛
川
巾
8
菊
常
個
輌
8
け
♂
此
対
米
辺
藻
匪
亜
 
 

惣
菜
淋
呼
望
劃
「
パ
（
ノ
村
営
J
汗
顔
頭
 
 

C
句
C
9
巾
8
畢
常
例
陶
8
仲
恕
東
 
 

C
句
C
 
 

C
句
C
 
 

I
 
R
 
 
 



（
事
実
）
 
 

A
は
P
の
株
式
を
一
九
六
三
年
の
全
期
間
を
通
じ
一
〇
〇
％
所
有
。
 
 

P
は
R
の
株
式
を
一
九
六
三
年
三
月
一
四
日
に
C
（
非
居
住
者
）
か
ら
六
〇
％
相
当
分
の
み
取
得
。
 
 

R
は
一
九
六
三
年
に
 
（
P
が
取
得
し
た
株
式
に
つ
い
て
）
 
三
五
の
配
当
を
C
に
分
配
。
 
 

C
は
R
の
株
を
一
九
六
三
年
一
月
一
日
～
三
月
一
四
日
ま
で
の
間
の
所
有
。
 
 

（
計
算
）
 
1
一
九
六
三
年
の
R
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
 
 

2
 
前
述
イ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
 
 

∽
－
≡
 
×
 
↓
N
＼
∽
冨
 
×
 
害
ま
 
＝
－
N
 
 

三
六
 
 

4
 
A
の
持
分
割
合
相
当
額
（
A
が
合
算
さ
れ
る
金
額
）
…
…
…
…
…
…
…
 
 

A
∞
 
－
 
－
N
 
‖
 
〕
の
 
 
 

3
 
前
述
ロ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
 
 

川
 
C
へ
支
払
っ
た
配
当
 
 

ー
≡
 
×
 
N
∞
N
＼
∽
の
∽
 
×
 
害
浜
 
 



3
 
海
運
事
業
等
へ
の
投
資
の
減
少
額
（
九
五
五
）
 
 
 

海
運
事
業
等
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
が
こ
れ
ら
事
業
に
再
投
資
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
従
前
非
課
税
と
さ
れ
て
お
り
、
後
年
度
に
お
い
 
 

て
こ
れ
が
引
上
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
非
課
税
を
取
り
戻
す
意
味
で
引
上
げ
ら
れ
た
時
点
で
課
税
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
規
定
の
趣
 
 

旨
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
糾
及
び
∽
の
取
戻
し
課
税
が
行
わ
れ
る
。
 
 

U
 
海
運
事
業
へ
の
投
資
の
減
少
額
 
 
 

米
国
株
主
等
の
所
得
に
合
算
さ
れ
る
C
F
C
の
額
は
、
従
前
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
た
所
得
の
う
ち
外
国
基
地
会
社
海
運
 
 
 

（
図
）
 
R
8
ヰ
≠
ゝ
－
ナ
句
習
お
 
 

C
学
習
劉
↑
 
 

バ
〔
ノ
抒
蟄
溺
 
 

ヰ
≠
ゝ
－
ナ
F
望
軍
 
 

P
慧
望
針
「
パ
㌻
汁
遊
溺
 
 

トー⊥  ，  ● ∵   

N   の    IPゝ      ⊂＝）     ⊂⊃  

ピこま：＋ こま  

（
郡
〓
熊
碧
望
封
）
 
 

（
C
O
r
A
碧
望
劉
）
 
 



事
業
へ
の
投
資
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
額
に
係
る
持
分
割
合
相
当
額
で
あ
る
。
投
資
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
額
に
係
る
持
分
割
合
相
当
額
 
 

と
は
、
「
C
F
C
の
外
国
基
地
会
社
海
運
事
業
に
お
け
る
適
格
投
資
の
減
少
額
」
の
持
分
割
合
相
当
額
を
い
う
。
但
し
、
次
の
額
が
限
度
と
 
 

な
る
。
 
 

〔
緋
紺
銅
鐸
銅
珊
哺
〕
⊥
紺
絹
…
掴
禰
緋
…
醐
瀾
硝
琵
姉
鋼
師
ぶ
 
 
 

な
お
、
こ
こ
に
い
う
適
格
投
資
の
減
少
額
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
を
い
う
が
、
次
の
M
～
H
の
額
の
合
計
額
を
超
え
 
 

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
。
 
 

〔
弼
…
緋
緋
掴
緋
冊
醐
摘
拙
弼
餉
〕
・
〔
掴
臓
紺
購
緋
紺
紺
…
緋
錮
踊
齢
錮
餉
那
〕
 
 
 

M
 
そ
の
年
度
の
E
／
P
 
 
 

M
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
降
の
E
／
P
 
 
 

H
 
開
発
途
上
国
へ
投
資
さ
れ
た
サ
ブ
パ
ー
ー
F
所
得
の
う
ち
従
前
除
外
さ
れ
た
も
の
 
 
 

ま
た
、
投
資
の
処
分
に
閲
し
損
失
が
で
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
失
を
前
述
「
減
少
額
」
 
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

外
国
基
地
会
社
海
運
事
業
へ
の
適
格
投
資
と
は
、
①
外
国
商
運
に
使
用
ぎ
れ
る
船
舶
・
航
空
機
、
又
は
②
こ
れ
ら
の
船
舶
又
は
航
空
機
 
 

の
使
用
に
直
接
関
連
し
て
提
供
さ
れ
る
役
務
に
関
連
し
て
使
用
さ
れ
る
そ
の
他
の
資
産
、
へ
の
投
資
を
い
う
。
 
 
 

な
お
、
当
該
C
F
C
が
他
の
C
F
C
の
株
式
・
債
権
を
保
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
・
債
権
も
こ
こ
に
い
う
 
「
資
産
」
 
と
さ
れ
 
 

る
。
但
し
、
そ
の
資
産
が
前
述
①
又
は
②
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
 
 

二
六
九
 
 
 



二
七
〇
 
 
 

拗
 
開
発
途
上
国
か
ら
の
投
資
の
引
上
げ
額
 
 
 

米
国
株
主
等
の
所
得
に
合
算
さ
れ
る
の
は
、
開
発
途
上
国
か
ら
の
投
資
引
上
げ
額
の
う
ち
従
前
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
除
外
（
開
発
 
 

途
上
国
投
資
免
除
制
度
と
い
う
）
さ
れ
た
も
の
の
持
分
割
合
相
当
額
（
t
九
七
五
年
租
税
改
革
法
の
施
行
前
に
効
力
を
有
し
て
い
た
も
の
 
 

を
い
う
。
）
で
あ
る
。
こ
の
開
発
途
上
国
投
資
免
除
制
度
は
一
九
七
五
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
投
資
引
上
げ
 
 

額
と
は
、
原
則
と
し
て
、
前
年
度
末
に
お
け
る
対
開
発
途
上
国
適
格
投
資
額
と
当
年
度
末
に
お
け
る
そ
れ
と
の
差
額
を
い
う
。
 
 

4
 
米
国
資
産
へ
の
投
資
の
増
加
額
（
九
五
六
）
 
 

∽
 
概
 
要
 
 
 

米
国
株
主
等
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
C
F
C
が
米
国
資
産
へ
の
投
資
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
投
資
は
実
質
的
に
み
て
米
国
へ
の
配
当
で
あ
 
 

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
該
米
国
株
主
等
は
、
C
F
C
に
よ
る
米
国
資
産
へ
の
投
資
額
の
う
ち
、
原
則
と
し
て
、
前
年
 
 

（
1
6
）
 
 

度
か
ら
増
加
し
た
額
に
つ
い
て
、
合
算
課
税
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

米
国
珠
主
等
に
合
算
さ
れ
る
C
F
C
の
額
は
、
課
税
年
度
に
お
い
て
米
国
資
産
に
投
資
さ
れ
た
利
益
の
増
加
額
に
対
す
る
持
分
割
合
相
 
 

当
額
と
さ
れ
る
。
 
 
 

C
F
C
の
利
益
（
e
a
－
n
i
n
g
s
）
の
う
ち
「
米
国
資
産
へ
投
資
さ
れ
た
額
」
と
は
、
当
該
課
税
年
度
末
日
に
お
い
て
そ
の
C
F
C
が
直
接
・
 
 

間
接
に
有
す
る
資
産
の
合
計
額
（
仮
に
、
そ
の
資
産
が
分
配
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
「
配
当
」
 
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
い
う
。
）
 
を
い
 
 

員
ノ
○
 
 
 

こ
こ
で
、
持
分
割
合
相
当
額
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
に
、
C
F
C
に
該
当
し
て
い
た
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る
米
 
 

国
株
主
等
の
持
分
割
合
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
る
額
を
い
う
。
 
 
 



∽
 
米
国
資
産
の
定
義
 
 
 

米
国
資
産
と
ほ
、
一
九
六
三
年
一
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
財
産
を
い
う
。
 
 

M
 
米
国
に
所
在
す
る
有
体
財
産
 
 

H
 
内
国
法
人
の
株
式
 
 

日
 
米
国
の
者
の
債
権
 
 
 

H
 
特
許
権
又
は
著
作
権
、
発
明
、
モ
デ
ル
、
デ
ザ
イ
ン
、
秘
密
方
式
又
ほ
秘
密
工
程
並
び
に
そ
の
他
類
似
の
権
利
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
財
産
は
、
C
F
C
に
よ
り
米
国
内
に
お
け
る
使
用
の
た
め
に
開
発
又
は
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
 
 

れ
る
。
 
 
 

前
述
の
米
国
資
産
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
は
含
ま
れ
な
い
 
（
適
用
除
外
）
。
 
 
 

日
 
銀
行
業
者
へ
の
預
金
 
 
 

何
 
輪
出
用
に
購
入
さ
れ
た
資
産
で
米
国
内
に
所
在
し
て
い
る
も
の
 
 
 

H
 
外
国
商
運
の
た
め
の
運
送
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
・
航
空
機
等
 
 
 

H
 
海
洋
又
は
海
底
資
源
の
採
取
、
開
発
、
運
送
の
目
的
で
使
用
さ
れ
る
動
産
（
船
舶
・
航
空
機
を
除
き
、
当
該
資
産
が
米
国
の
大
 
 

陸
棚
で
使
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
 
 
 

回
 
C
F
C
の
資
産
の
額
の
う
ち
、
一
九
六
三
年
一
月
一
日
以
後
に
留
保
し
た
留
保
利
益
で
米
国
源
泉
所
得
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
 
 

二
七
一
 
 
 

此
覿
個
輌
穎
胃
皆
耳
か
 
 

当
課
8
米
圃
埴
輪
ノ
滞
 
 

簿
埴
偶
ぎ
汁
翁
 
 

拝
増
価
ぎ
汁
発
 
 

当
欄
輌
穎
芦
皆
苛
か
 
 

躁
鄭
当
梢
市
 
 

当
欝
8
米
圃
場
敵
う
 
－
 
皆
〔
ノ
バ
粗
野
 
 
 

汁
ぎ
符
蕾
 
 



二
七
二
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
額
 
 
 

日
 
米
国
の
関
連
者
か
ら
取
得
し
た
債
権
 
 
 

前
述
の
適
用
除
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
資
産
に
は
、
米
国
の
者
で
あ
る
関
連
者
か
ら
取
得
し
た
事
業
上
の
債
権
で
債
務
者
が
米
国
の
 
 

者
で
あ
る
場
合
の
事
業
上
等
の
債
権
も
含
ま
れ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
い
う
関
連
者
と
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
い
う
米
国
株
主
等
の
他
に
家
族
等
が
含
ま
れ
る
。
 
 

Ⅴ
 
二
重
課
税
の
排
除
 
 

前
述
Ⅳ
（
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
）
に
述
べ
た
合
算
所
得
が
既
に
米
国
株
主
等
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
て
お
り
、
当
該
合
算
所
得
 
 

が
分
配
さ
れ
た
時
点
で
課
税
（
益
金
算
入
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
該
所
得
に
つ
い
て
の
二
重
課
税
が
生
ず
る
（
分
配
時
に
お
 
 

け
る
課
税
済
合
算
所
得
に
つ
い
て
の
三
重
課
税
の
排
除
の
問
題
‥
後
述
1
参
照
）
。
ま
た
、
C
F
C
が
そ
の
居
住
地
国
等
で
課
税
さ
れ
た
 
 

所
得
に
つ
い
て
米
国
株
主
等
に
対
し
て
合
算
課
税
（
米
国
の
連
邦
所
得
税
の
課
税
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
C
F
C
居
住
地
国
等
の
 
 

法
人
税
と
連
邦
所
得
税
と
の
t
一
重
課
税
を
ど
の
よ
う
に
排
除
（
外
国
税
額
控
除
）
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
生
ず
る
（
合
算
時
に
お
け
る
 
 

外
国
税
額
控
除
の
問
題
‥
後
述
2
参
照
）
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
二
重
課
税
の
排
除
が
、
米
国
の
制
度
で
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
 
 

の
か
を
み
る
。
 
 

1
 
 
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
課
税
の
排
除
（
九
五
九
）
 
 
 

米
国
の
制
度
に
お
い
て
は
、
次
の
∽
及
び
似
の
よ
う
に
、
分
配
さ
れ
た
課
税
済
合
算
所
得
は
、
連
邦
所
得
税
の
適
用
上
、
受
領
者
の
益
 
 

金
（
又
は
課
税
所
得
）
に
算
入
し
な
い
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 



∽
 
米
国
株
主
等
に
直
接
分
配
さ
れ
た
場
合
（
益
金
に
不
算
入
）
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
基
づ
き
米
国
株
主
等
が
す
で
に
課
税
さ
れ
て
お
り
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
場
合
（
配
当
さ
れ
た
場
合
又
は
実
 
 

質
的
に
配
当
と
み
て
よ
い
場
合
）
に
は
、
こ
れ
ら
イ
又
は
ロ
の
額
に
つ
い
て
、
米
国
株
主
等
は
、
益
金
不
算
入
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
課
 
 

税
さ
れ
な
い
仕
観
み
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

イ
 
当
該
額
が
米
国
株
主
等
に
分
配
さ
れ
た
場
合
 
 
 

口
 
米
国
資
産
へ
の
投
資
の
増
加
額
の
益
金
算
入
の
規
定
（
九
五
一
い
U
㈲
）
に
基
づ
き
米
国
株
主
等
に
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
 
 
 

米
国
株
主
等
へ
直
接
分
配
さ
れ
た
配
当
が
益
金
不
算
入
と
さ
れ
た
場
合
、
当
該
分
配
額
は
、
原
則
と
し
て
、
内
国
歳
入
法
上
配
当
と
し
 
 

て
取
り
扱
わ
れ
な
い
（
配
当
以
外
の
分
配
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
但
し
、
当
該
分
配
が
直
ち
に
E
／
P
を
減
少
さ
せ
な
い
こ
と
を
条
件
 
 

と
す
る
）
。
 
 

吻
 
他
の
C
F
C
に
配
当
さ
れ
た
場
合
（
合
算
所
得
に
不
算
入
）
 
 
 

C
F
C
の
E
／
P
が
米
国
株
主
等
に
対
し
て
合
算
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
C
F
C
が
支
配
関
係
（
c
h
a
i
n
 
O
f
 
 

。
W
n
e
r
S
h
i
p
）
を
通
じ
て
他
の
C
F
C
に
対
し
て
当
該
課
税
済
E
／
P
を
分
配
し
た
と
き
は
、
当
該
他
の
C
F
C
に
対
す
る
サ
ブ
パ
ー
ト
 
 

F
の
適
用
上
、
当
該
分
配
額
に
つ
い
て
米
国
株
主
等
に
対
す
る
合
算
課
税
ほ
行
わ
れ
な
い
。
 
 

2
 
外
国
税
額
控
除
（
九
六
〇
）
 
 

∽
 
合
算
年
度
に
係
る
外
国
税
額
控
除
（
九
六
〇
局
∽
）
 
 
 

C
F
C
の
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
と
合
算
所
得
に
対
す
る
連
邦
所
得
税
と
の
二
重
課
税
は
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
に
乗
せ
て
 
 

排
除
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
C
F
C
の
所
得
に
閲
し
合
算
課
税
を
受
け
た
米
国
株
主
等
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
当
該
合
算
額
を
配
当
と
み
 
 

二
七
三
 
 
 



二
七
四
 
 
 

な
し
た
上
で
間
接
外
国
税
額
控
除
に
係
る
規
定
（
九
〇
二
）
を
適
用
し
て
外
国
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
合
算
所
得
は
、
 
 

実
際
に
配
当
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
間
接
外
国
税
額
控
除
を
行
う
た
め
に
、
合
算
所
得
を
配
当
と
み
な
す
と
い
う
立
法
 
 

上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
使
わ
れ
て
お
り
、
内
国
歳
入
法
上
外
国
税
額
控
除
の
別
段
に
定
め
（
九
六
〇
）
と
し
て
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
 
 

の
具
体
的
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
C
F
C
に
係
る
外
国
税
額
控
除
）
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
基
づ
き
、
次
の
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
法
人
の
留
保
利
益
（
E
／
P
）
に
帰
す
る
額
が
内
国
法
人
の
総
所
得
と
し
て
合
算
 
 

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
内
国
法
人
は
間
接
外
国
税
額
控
除
（
九
〇
二
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
、
当
該
外
国
 
 

法
人
の
納
付
し
た
外
国
所
得
税
を
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
額
と
は
、
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
 
 

定
（
九
〇
二
）
に
定
め
る
の
と
同
様
の
方
法
で
計
算
さ
れ
た
額
を
い
う
。
こ
の
場
合
、
内
国
法
人
の
総
所
得
に
合
算
さ
れ
た
額
は
当
該
外
 
 

国
法
人
か
ら
の
配
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

イ
 
第
一
法
人
…
・
…
…
‥
内
国
法
人
に
よ
り
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
一
〇
％
以
上
を
所
有
さ
れ
る
外
国
法
人
を
い
う
。
 
 
 

ロ
 
第
二
法
人
…
…
…
・
＝
第
一
法
人
に
よ
り
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
一
〇
％
以
上
を
所
有
さ
れ
る
外
国
法
人
を
い
う
。
 
 
 

ハ
 
第
三
法
人
…
‥
＝
㌻
‥
第
二
法
人
に
よ
り
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
一
〇
％
以
上
を
所
有
さ
れ
る
外
国
法
人
を
い
う
。
 
 
 

な
お
、
前
述
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
内
国
法
人
か
ら
こ
れ
ら
第
二
、
第
三
法
人
ま
で
の
各
段
階
に
お
け
る
 
 

所
有
割
合
を
各
々
乗
じ
て
計
算
さ
れ
た
割
合
が
五
場
合
以
上
で
あ
る
こ
と
と
の
要
件
（
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
・
〇
f
・
く
O
t
i
n
h
・
S
t
O
C
k
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
）
 
 

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
る
。
 
 

∽
 
配
当
年
度
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
（
九
六
〇
い
㈲
㈱
、
㈲
）
 
 
 



イ
 
原
則
（
合
算
時
に
間
接
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
）
 
 
 

C
F
C
が
納
付
し
た
外
国
法
人
税
の
う
ち
米
国
株
主
等
に
対
す
る
配
当
の
基
に
な
っ
た
E
／
P
に
対
し
て
課
さ
れ
た
租
税
で
過
年
度
 
 
 

（
米
国
株
主
等
に
対
す
る
合
算
時
）
に
お
い
て
当
該
米
国
株
主
等
で
あ
る
内
国
法
人
が
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
額
は
、
既
に
外
 
 

国
税
額
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
内
国
法
人
の
配
当
受
領
年
度
に
お
い
て
は
益
金
不
算
入
と
さ
れ
る
（
前
述
∽
参
照
）
 
 

と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
は
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
合
算
時
に
内
国
法
 
 

人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
外
国
法
人
税
、
例
え
ば
、
孫
会
社
の
所
得
（
五
〇
）
が
あ
る
年
度
に
米
国
株
主
 
 

等
に
合
算
課
税
さ
れ
、
そ
の
後
の
年
度
に
こ
の
五
〇
が
子
会
社
に
配
当
さ
れ
、
当
該
子
会
社
が
こ
の
五
〇
に
つ
い
て
そ
の
居
住
地
国
に
 
 

対
し
て
外
国
法
人
税
（
二
〇
）
を
納
付
し
、
当
該
子
会
社
が
残
り
の
三
〇
を
米
国
株
主
等
に
配
当
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
の
 
 

外
国
法
人
税
二
〇
に
つ
い
て
ほ
、
次
の
よ
う
な
定
め
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
株
主
等
は
、
配
当
（
三
〇
）
に
つ
い
て
そ
の
受
領
時
 
 

に
I
R
C
九
五
九
に
基
づ
き
、
益
金
不
算
入
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
配
当
三
〇
は
、
当
該
配
当
の
基
と
な
っ
た
利
益
 
 

に
対
す
る
外
国
法
人
税
の
う
ち
前
述
∽
に
基
づ
き
内
国
法
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
部
分
以
外
の
部
分
（
二
〇
）
 
 

に
つ
い
て
、
間
接
外
国
税
額
控
除
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
こ
の
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
（
九
〇
二
）
の
適
用
を
考
え
る
場
合
に
 
 

限
っ
て
、
当
該
内
国
法
人
の
受
領
配
当
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
九
六
〇
い
吻
㈲
）
。
 
 

ロ
 
合
算
後
に
課
さ
れ
た
外
国
法
人
税
に
対
す
る
取
扱
い
 
 
 

合
算
時
に
は
合
算
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
が
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
に
外
国
法
人
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
 
 

な
っ
た
場
合
に
は
、
や
は
り
二
重
課
税
の
排
除
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
。
こ
の
場
合
の
二
重
課
税
排
除
に
閲
し
、
立
法
技
術
上
は
、
後
 
 

述
の
よ
う
に
、
控
除
限
度
額
の
増
加
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
（
九
六
〇
何
日
∽
）
。
 
 

t
一
七
五
 
 
 



二
七
六
 
 
 

（
控
除
限
度
額
の
増
加
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
）
 
 

次
の
M
～
H
の
三
つ
の
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
分
配
額
を
受
領
し
た
年
度
の
外
国
税
額
控
除
の
限
度
蘭
（
九
 
 

〇
四
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
は
、
後
述
（
増
加
額
の
計
算
）
に
述
べ
る
額
だ
け
増
額
さ
れ
る
。
 
 
 

川
 
納
税
者
が
次
の
A
又
は
B
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
 
 
 

A
 
C
F
C
の
額
に
つ
い
て
合
算
す
べ
き
年
度
に
お
い
て
外
国
税
額
控
除
の
規
定
（
九
〇
一
～
九
〇
入
）
の
適
用
を
選
択
す
る
こ
と
 
 
 

B
 
外
国
又
ほ
米
国
属
領
に
対
し
、
当
該
年
度
に
お
い
て
外
国
法
人
税
を
支
払
わ
な
か
っ
た
か
又
は
外
国
法
人
税
額
が
生
じ
な
か
っ
 
 

た
こ
と
 
 
 

H
 
納
税
者
が
、
次
の
A
√
）
C
の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
分
配
額
に
つ
い
て
、
当
該
分
配
額
の
受
領
年
度
に
お
い
て
外
国
税
額
控
除
の
 
 
 

規
定
（
九
〇
一
～
九
〇
入
）
 
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
 
 
 

A
 
前
述
∽
に
い
う
課
税
年
度
に
お
い
て
合
算
課
税
を
既
に
受
け
て
い
る
こ
と
 
 

B
 
C
F
C
の
留
保
利
益
（
E
／
P
）
 
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 
 

C
 
受
領
し
た
時
に
九
五
九
（
前
述
1
参
照
）
に
基
づ
き
益
金
不
算
入
と
な
る
こ
と
 
 
 

い
 
納
税
者
が
当
該
分
配
額
を
受
領
し
た
年
度
に
お
い
て
、
当
該
分
配
額
に
関
し
て
外
国
等
に
対
し
て
外
国
法
人
税
を
支
払
っ
た
、
若
 
 

し
く
は
、
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
又
は
外
国
法
人
税
を
生
じ
た
こ
と
 
 

（
増
加
額
の
計
算
）
 
 
 

増
加
額
の
計
算
に
閲
し
、
当
該
分
配
額
を
受
領
し
た
年
度
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
限
度
額
の
増
加
額
は
、
次
の
A
に
掲
げ
る
金
額
か
 
 

ら
B
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
と
さ
れ
る
。
但
し
、
当
該
増
加
額
は
、
当
該
分
配
額
に
関
し
て
支
払
っ
た
 
 
 



又
は
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
租
税
の
額
が
限
度
と
な
る
。
 
 
 

A
 
合
算
に
よ
り
増
加
し
た
限
度
額
 
 

合
算
年
度
の
外
国
税
額
控
除
限
度
額
の
う
ち
、
合
算
所
得
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
年
度
に
お
い
て
増
加
す
る
こ
と
と
 
 

な
っ
た
部
分
 
 
 

B
 
合
算
年
度
に
納
付
し
た
租
税
 
 

外
国
等
に
支
払
っ
た
若
し
く
は
支
払
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
租
税
又
は
外
国
で
生
じ
た
租
税
の
額
で
次
の
因
及
び
㈲
の
二
つ
の
条
 
 

件
を
満
た
す
も
の
 
 

囚
 
合
算
年
度
に
お
い
て
外
国
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
る
税
額
 
 

㈲
 
合
算
所
得
を
総
所
得
に
含
め
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
外
国
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
税
額
 
 

ハ
 
外
国
税
額
控
除
を
選
択
し
な
か
っ
た
場
合
の
外
国
税
の
損
金
不
算
入
 
 
 

次
の
M
及
び
M
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
配
当
受
領
年
度
に
お
い
て
、
当
該
配
当
に
つ
い
て
外
国
等
に
支
払
っ
た
外
 
 

国
税
に
つ
き
内
国
歳
入
法
（
〓
ハ
四
）
に
基
づ
く
控
除
は
認
め
ら
れ
な
い
（
九
六
〇
回
㈱
）
。
 
 

M
 
納
税
者
が
合
算
年
度
に
お
い
て
外
国
税
額
控
除
を
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
 
 

何
 
次
の
二
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
配
当
受
領
年
度
に
外
国
税
額
控
除
の
適
用
を
選
択
し
な
か
っ
た
こ
と
 
 
 

A
 
当
該
配
当
を
受
領
し
た
年
度
に
お
い
て
、
当
該
配
当
に
つ
き
益
金
不
算
入
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
 
 
 

日
 
当
該
受
領
し
た
配
当
は
、
C
F
C
の
E
／
P
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
合
算
年
度
に
お
い
て
合
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
 
 

る
こ
と
 
 

二
七
七
 
 
 



二
七
八
 
 
 

㈱
 
外
国
税
額
の
還
付
（
九
六
〇
何
㈲
）
 
 

前
述
甲
ロ
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
限
度
額
の
う
ち
内
国
歳
入
法
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
税
額
を
超
え
る
部
分
は
、
 
 

そ
の
課
税
年
度
の
過
払
い
税
額
（
○
く
e
r
p
a
y
m
e
n
t
）
と
さ
れ
、
還
付
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
控
除
限
度
額
の
計
算
（
九
〇
四
は
）
 
 

外
国
税
額
控
除
の
限
度
額
の
計
算
は
、
一
般
の
外
国
税
額
控
除
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
控
除
限
度
額
の
計
算
上
、
米
国
内
源
泉
所
 
 

得
と
な
る
か
米
国
外
源
泉
所
得
と
な
る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
米
国
の
制
度
に
ほ
、
租
税
回
避
の
防
止
を
目
的
と
す
る
サ
ブ
パ
ー
ト
 
 

F
の
趣
旨
を
反
映
し
た
（
あ
る
意
味
で
は
合
理
的
と
も
考
え
ら
れ
る
）
特
別
の
源
泉
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
制
 
 

度
に
お
い
て
は
、
次
の
所
得
が
米
国
内
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
。
 
 

イ
 
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
か
ら
な
る
部
分
に
相
当
す
る
額
 
 
 

C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
、
米
国
所
有
外
国
法
人
（
U
n
i
－
e
d
S
t
a
－
2
0
w
n
2
d
F
O
－
2
i
g
n
C
O
r
p
O
－
a
－
i
O
n
。
基
本
的
に
米
国
の
者
に
よ
 
 

（
1
7
）
 
 
り
五
〇
％
以
上
を
支
配
さ
れ
る
外
国
法
人
を
い
う
。
）
が
取
得
す
る
米
国
内
源
泉
所
得
に
帰
属
す
る
所
得
は
米
国
内
源
泉
所
得
と
さ
れ
 
 
 

る
。
 
 

ロ
 
C
F
C
か
ら
受
領
し
た
配
当
の
う
ち
、
C
F
C
の
E
／
P
に
占
め
る
米
国
内
源
泉
相
当
額
の
割
合
（
但
し
、
当
該
割
合
が
一
〇
％
以
 
 
 

上
の
場
合
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
額
 
 
 

米
国
所
有
外
国
法
人
が
支
払
う
配
当
の
う
ち
、
次
の
算
式
に
ょ
り
計
算
さ
れ
る
割
合
（
U
n
i
－
e
d
S
－
a
t
e
s
O
u
－
C
2
r
a
t
i
O
。
米
国
源
泉
割
 
 

（
柑
）
 
合
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
は
米
国
内
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
。
 
 

（
算
式
）
 
 

舟
8
梢
輌
8
謬
鳴
瀬
彗
餅
㊦
 
 

舟
8
欄
陶
8
野
砲
涛
彗
餅
（
E
＼
P
）
 
 
 

Y
野
草
些
婆
野
準
翠
軍
芦
蒜
此
ヰ
か
幾
吟
 
 



ハ
 
C
F
C
か
ら
米
国
株
主
等
又
は
そ
の
関
連
者
が
受
け
取
る
利
益
で
そ
の
C
F
C
の
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
に
配
分
さ
れ
る
べ
 
 
 

き
も
の
に
相
当
す
る
額
 
 
 

米
国
所
有
外
国
法
人
が
支
払
う
利
子
の
う
ち
、
次
の
二
つ
の
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
利
子
は
米
国
内
源
泉
 
 

（
1
8
）
 
 
 

所
得
と
さ
れ
る
。
 
 
 

M
 
当
該
利
子
の
受
領
者
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
（
九
五
一
㈲
）
に
定
義
す
る
米
国
株
主
等
で
あ
る
か
又
は
当
該
米
国
株
主
等
の
関
連
者
 
 

（
二
六
七
何
に
定
め
る
老
を
い
う
。
）
 
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

H
 
当
該
利
子
は
、
当
該
米
国
所
有
外
国
法
人
の
米
国
内
源
泉
所
得
に
対
し
て
合
理
的
に
配
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

Ⅵ
 
C
F
C
株
式
の
出
資
価
額
の
調
整
 
 

C
F
C
の
所
得
が
米
国
株
主
等
の
所
得
に
合
算
し
て
課
税
さ
れ
か
つ
当
該
所
得
が
C
F
C
か
ら
米
国
株
主
等
に
対
し
分
配
さ
れ
て
い
な
 
 

（
1
9
）
 
 

い
状
態
は
、
あ
た
か
も
当
該
米
国
株
主
等
が
当
該
C
F
C
に
対
し
て
出
資
を
行
っ
た
も
の
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 

そ
こ
で
、
米
国
の
制
度
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
次
の
1
及
び
2
の
よ
う
な
C
F
C
株
式
の
出
資
価
額
の
調
整
規
定
が
設
け
 
 

ら
れ
て
い
る
。
 
 

1
 
合
算
時
の
調
整
（
増
額
）
 
（
九
六
一
い
）
 
 

川
 
内
国
法
人
等
の
場
合
 
 
 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
株
式
の
帳
簿
価
額
（
b
a
s
i
s
）
は
、
米
国
株
主
等
の
所
得
に
合
算
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
額
だ
け
増
額
さ
れ
 
 

る
。
但
し
、
米
国
株
主
等
の
所
得
に
実
際
に
合
算
さ
れ
た
額
を
限
度
と
す
る
。
 
 

二
七
九
 
 
 



二
八
○
 
 

イ
 
C
F
C
の
米
国
株
主
等
の
有
す
る
株
式
の
帳
簿
価
額
 
 
 

口
 
株
式
の
み
な
し
所
有
の
規
定
に
基
づ
き
C
F
C
の
株
式
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
資
産
の
帳
簿
価
額
 
 

拗
 
個
人
株
主
の
場
合
 
 
 

当
該
課
税
年
度
に
お
い
て
法
人
課
税
を
受
け
る
こ
と
（
九
六
二
に
基
づ
く
課
税
）
を
選
択
し
た
米
国
株
主
等
で
あ
る
個
人
に
つ
い
て
 
 

は
、
内
国
歳
入
法
に
基
づ
い
て
納
付
さ
れ
た
税
額
に
相
当
す
る
額
を
限
度
に
、
当
該
合
算
を
要
求
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
前
述
∽
の
増
額
 
 

が
行
わ
れ
る
。
 
 

2
 
配
当
時
に
お
け
る
調
整
（
減
額
）
 
（
九
六
一
回
）
 
 

∽
 
内
国
法
人
等
の
場
合
 
 
 

受
領
し
た
配
当
に
つ
い
て
益
金
不
算
入
と
な
る
額
を
受
領
し
た
米
国
株
主
等
又
は
米
国
の
老
は
、
そ
の
株
式
の
帳
簿
価
額
（
a
d
j
u
s
t
e
d
 
 

b
a
s
i
s
）
 
を
、
合
算
さ
れ
た
分
だ
け
減
額
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

吻
 
個
人
株
主
の
場
合
 
 
 

過
年
度
に
お
い
て
法
人
課
税
を
受
け
る
こ
と
を
選
択
（
九
六
二
）
し
た
米
国
株
主
等
で
あ
る
個
人
は
、
九
六
二
川
の
適
用
（
後
述
Ⅶ
・
 
 

（
2
0
）
 
 

2
参
照
）
に
よ
り
益
金
不
算
入
と
な
っ
た
額
、
す
な
わ
ち
、
内
国
歳
入
法
九
六
二
川
に
い
う
（
合
算
所
得
に
つ
き
支
払
わ
れ
る
）
米
国
の
 
 

租
税
の
額
）
を
限
度
に
前
述
の
減
額
が
行
わ
れ
る
。
 
 

㈲
 
ゲ
イ
ン
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
額
 
 
 

配
当
受
領
時
に
益
金
不
算
入
と
さ
れ
た
額
（
九
五
九
局
）
が
配
当
の
基
と
な
っ
た
株
式
の
帳
簿
価
額
を
超
え
る
場
合
、
当
該
超
過
額
 
 

は
、
そ
の
資
産
の
売
却
又
は
交
換
に
よ
る
ゲ
イ
ン
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 
 



Ⅶ
 
法
人
課
税
を
選
択
す
る
個
人
（
九
大
二
）
 
 

個
人
で
あ
る
米
国
株
主
等
を
法
人
で
あ
る
米
国
株
主
等
と
同
様
に
取
り
扱
う
趣
旨
か
ら
、
個
人
で
あ
る
米
国
株
主
等
に
対
し
、
サ
ブ
 
 

パ
ー
ト
F
の
適
用
に
限
り
、
選
択
に
よ
り
、
法
人
と
し
て
の
課
税
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
後
述
1
）
。
但
し
、
法
人
課
税
と
 
 

全
く
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
が
合
理
的
で
な
い
点
に
つ
い
て
ほ
一
定
の
調
整
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
（
後
述
2
）
。
 
 

1
 
合
算
時
に
お
け
る
課
税
取
扱
い
 
 
 

法
人
と
し
て
の
課
税
を
選
択
し
た
個
人
で
あ
る
米
国
株
主
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
租
税
上
の
効
果
が
生
ず
る
（
九
六
二
い
）
。
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
基
づ
き
合
算
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
税
額
ほ
、
内
国
歳
入
法
一
条
（
個
人
に
対
す
る
税
率
）
及
び
五
五
条
 
 

（
ミ
ニ
マ
ム
・
タ
ッ
ク
ス
）
で
は
な
く
一
一
条
（
法
人
に
対
す
る
税
率
）
及
び
五
五
条
に
基
づ
き
、
当
該
額
が
内
国
法
人
に
受
領
さ
れ
た
 
 

も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
た
税
額
と
さ
れ
る
。
 
 

偲
 
外
国
税
額
控
除
の
適
用
上
、
当
該
額
は
、
内
国
法
人
に
よ
り
受
領
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

2
 
配
当
時
に
お
け
る
課
税
取
扱
い
 
 
 

C
F
C
の
E
／
P
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
い
う
選
択
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
E
／
P
が
後
に
配
当
さ
れ
た
と
き
は
、
配
当
 
 

の
益
金
不
算
入
の
規
定
（
九
五
九
い
∽
）
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
選
択
に
係
る
合
算
所
得
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
租
税
を
超
え
る
部
分
の
配
 
 

当
額
は
総
所
得
に
算
入
さ
れ
る
（
九
六
二
川
）
。
 
 

Ⅶ
 
他
の
規
定
と
の
適
用
関
係
 
 

二
八
一
 
 
 



二
八
二
 
 

1
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
I
C
条
項
と
の
関
係
 
 
 

F
I
C
す
な
わ
ち
外
国
投
資
会
社
（
f
O
r
e
i
g
n
i
n
く
e
S
t
m
e
n
t
C
O
ヨ
p
a
n
y
）
と
は
、
一
九
四
〇
年
投
資
会
社
法
上
の
外
国
法
人
で
あ
る
管
 
 

理
会
社
（
a
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
O
m
p
a
n
y
）
等
で
主
と
し
て
投
資
、
証
券
の
売
買
等
を
行
う
も
の
の
う
ち
米
国
の
者
に
よ
り
そ
の
株
式
の
五
 
 

〇
％
以
上
を
所
有
さ
れ
る
法
人
を
い
い
、
当
該
会
社
の
株
式
の
売
却
益
は
、
当
該
会
社
の
E
／
P
の
う
ち
当
該
米
国
の
老
の
持
分
割
合
相
 
 

当
額
を
限
度
に
、
通
常
の
所
得
と
し
て
の
課
税
取
扱
い
が
行
わ
れ
る
 
（
一
二
四
六
、
一
二
四
七
）
。
 
 
 

次
の
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
米
国
株
主
等
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
基
づ
く
合
算
を
行
う
こ
と
は
要
し
な
い
 
 

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

∽
 
F
I
C
に
係
る
規
定
（
二
二
四
七
）
 
に
基
づ
き
有
効
な
選
択
を
行
っ
て
い
る
こ
と
 
 

吻
 
米
国
株
主
等
が
F
I
C
に
係
る
規
定
〓
二
四
七
い
）
 
に
い
う
適
格
株
主
（
q
u
a
－
i
f
i
e
d
s
h
a
r
e
h
O
E
e
r
）
 
に
該
当
す
る
こ
と
 
 

2
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
P
Ⅱ
C
条
項
と
の
関
係
 
 
 

F
P
Ⅱ
C
す
な
わ
ち
外
国
同
族
持
株
会
社
（
f
O
r
e
i
g
n
p
e
r
s
O
n
a
－
h
O
－
d
i
n
g
c
O
m
p
a
n
y
）
と
は
、
五
人
以
下
の
米
国
市
民
等
に
よ
り
そ
の
 
 

株
式
の
五
〇
％
超
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
で
そ
の
総
所
得
の
五
〇
％
以
上
が
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
か
ら
な
る
も
の
を
い
い
、
 
 

こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
の
留
保
所
得
の
一
定
割
合
を
当
該
市
民
等
の
所
得
に
合
算
す
る
等
の
課
税
が
行
わ
れ
る
（
五
五
一
－
五
五
入
）
。
 
 
 

米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
対
す
る
合
算
が
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
P
Ⅱ
C
条
項
（
五
五
一
）
と
の
両
方
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
ご
と
 
 

と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
（
九
五
t
り
m
因
）
 
に
基
づ
き
課
税
す
る
。
 
 

3
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
F
S
．
C
条
項
と
の
関
係
 
 
 

F
S
C
す
な
わ
ち
外
国
販
売
法
人
（
f
O
r
e
i
g
n
s
巴
e
s
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
）
と
は
、
米
国
と
情
報
交
換
規
定
を
有
す
る
租
税
条
約
を
締
結
し
た
 
 
 



外
国
で
設
立
さ
れ
、
株
主
が
二
五
人
以
下
で
あ
る
等
の
要
件
を
満
た
す
法
人
を
い
い
、
そ
の
免
税
外
国
貿
易
所
得
は
、
米
国
内
事
業
に
実
 
 

質
的
に
関
連
し
な
い
国
外
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
等
の
取
扱
い
が
行
わ
れ
る
（
九
ニ
ー
－
九
二
七
）
。
 
 
 

F
S
C
条
項
に
い
う
外
国
貿
易
所
得
及
び
控
除
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
適
用
上
考
慮
さ
れ
な
い
。
 
 

4
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
P
F
I
C
条
項
と
の
関
係
 
 
 

P
F
I
C
す
な
わ
ち
受
動
所
得
稼
得
外
国
投
資
会
社
（
p
a
s
s
i
く
e
ぎ
e
i
g
n
i
n
諾
S
t
m
e
n
t
C
O
m
p
a
n
y
）
と
ほ
、
外
国
法
人
で
そ
の
総
所
得
 
 

の
七
五
％
以
上
が
受
動
所
得
で
あ
る
も
の
等
を
い
い
、
そ
の
株
主
で
あ
る
米
国
の
者
に
対
し
、
当
該
外
国
法
人
か
ら
の
超
過
配
当
等
に
つ
 
 

い
て
特
別
の
課
税
が
行
わ
れ
る
（
二
一
九
一
～
一
二
九
七
）
。
 
 
 

米
国
株
主
等
の
稔
所
得
に
合
算
さ
れ
る
額
が
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
及
び
P
F
I
C
条
項
（
一
二
九
三
）
の
両
方
の
規
定
に
基
づ
き
課
税
 
 

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
ほ
、
当
該
額
は
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
基
づ
き
課
税
さ
れ
る
。
 
 

Ⅸ
 
株
主
の
帳
簿
書
類
の
備
付
け
等
 
 

C
F
C
の
米
国
株
主
等
で
あ
る
老
又
は
従
前
に
C
F
C
の
米
国
株
主
等
で
あ
っ
た
者
は
、
こ
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
を
適
用
す
る
上
で
 
 

必
要
な
も
の
と
し
て
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
記
録
（
r
e
c
O
r
d
s
）
及
び
勘
定
（
a
c
c
O
u
n
t
S
）
を
備
え
付
け
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
英
語
以
外
の
言
語
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
英
語
訳
を
付
け
る
等
の
義
務
が
あ
る
（
九
六
四
日
、
 
 

R
e
g
．
∽
－
．
岩
†
∽
（
p
）
）
。
 
 
 

な
お
、
C
F
C
の
米
国
株
主
等
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
帳
簿
書
類
の
備
付
け
、
提
出
等
に
係
る
一
般
規
定
と
し
て
内
国
歳
入
法
六
〇
 
 

〇
一
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
納
税
義
務
者
は
、
記
録
（
r
e
c
O
r
d
s
）
を
備
え
付
け
、
文
書
（
s
t
a
t
e
ヨ
e
n
t
）
を
提
出
し
、
申
告
書
 
 

二
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二
八
四
 
 
 

（
r
e
t
u
r
n
）
を
作
成
し
、
そ
の
他
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
う
旨
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

第
三
節
 
米
国
の
租
税
条
約
上
の
制
度
 
 

米
国
は
、
現
在
〓
九
入
九
・
六
二
二
〇
）
、
三
八
か
国
と
の
間
で
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
排
除
の
た
め
の
条
約
（
租
税
条
約
）
を
 
 

（
2
1
）
 
 

締
結
し
て
い
る
。
米
国
は
、
従
前
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
と
い
っ
た
国
と
の
間
の
租
税
条
約
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
 
 

ブ
ン
と
い
わ
れ
る
国
・
地
域
（
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
、
英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
等
）
 
へ
の
拡
大
適
用
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
 
 

米
国
と
こ
れ
ら
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
条
約
の
濫
用
が
目
に
余
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
次
々
と
、
こ
れ
ら
の
 
 

国
・
地
域
と
の
間
の
租
税
条
約
の
適
用
関
係
を
失
効
さ
せ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
近
年
に
お
け
る
米
国
は
、
条
約
当
事
国
以
外
 
 

の
国
の
居
住
者
（
第
三
国
居
住
者
）
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
目
的
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
 
 

項
を
規
定
し
た
条
約
を
可
能
な
限
り
締
結
す
る
こ
と
と
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
∽
国
際
的
租
税
回
避
防
止
を
目
的
と
し
た
 
 

条
項
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
規
定
し
た
米
国
租
税
条
約
の
変
遷
、
∽
米
国
租
税
条
約
ポ
リ
シ
ー
 
 

の
う
ち
の
国
際
的
租
税
回
避
防
止
に
係
る
も
の
を
示
す
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
関
連
規
定
、
及
び
㈱
最
近
の
米
国
の
租
税
条
約
に
お
け
 
 

る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
規
定
の
変
遷
 
 

ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
規
定
し
た
条
約
と
し
て
は
、
一
九
六
六
年
の
米
英
租
税
条
約
補
足
議
定
書
を
含
め
、
例
え
ば
、
 
 

以
下
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
き
た
。
 
 
 



1
 
非
居
住
者
に
よ
る
二
五
％
以
上
出
資
法
人
に
対
す
る
不
適
用
を
規
定
し
た
例
 
 
 

米
英
租
税
条
約
補
足
議
定
書
で
は
、
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
が
他
方
の
締
約
国
か
ら
取
得
す
る
利
子
、
配
当
、
使
用
料
 
 

に
つ
い
て
は
、
日
当
該
法
人
の
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
租
税
が
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
人
の
通
常
課
さ
れ
る
租
税
よ
り
著
 
 

し
く
低
く
、
か
つ
、
佃
当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
な
い
個
人
か
つ
ア
メ
リ
カ
の
市
民
で
な
い
者
に
よ
り
当
該
法
人
の
資
本
の
二
 
 

五
％
以
上
が
直
接
・
間
接
に
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
条
約
上
の
配
当
、
利
子
、
使
用
料
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
規
定
し
て
い
 
 

た
。
こ
の
規
定
は
、
要
す
る
に
、
第
三
国
の
居
住
者
に
よ
り
実
質
的
に
支
配
さ
れ
る
法
人
を
租
税
条
約
当
事
国
の
一
方
に
設
立
し
て
他
方
 
 

の
当
事
国
の
租
税
を
免
れ
る
こ
と
へ
の
対
処
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
類
し
た
規
定
は
、
そ
の
後
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
 
 

ウ
ェ
ー
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
コ
、
カ
ナ
ダ
等
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
。
 
 

2
 
持
株
会
社
に
対
す
る
不
適
用
を
規
定
し
た
例
 
 
 

米
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
条
約
（
一
五
条
）
で
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
法
律
に
定
め
る
租
税
上
の
特
別
措
置
に
基
づ
き
恩
典
を
与
え
ら
 
 

れ
る
持
株
会
社
の
所
得
又
は
当
該
持
株
会
社
の
株
主
が
当
該
持
株
会
社
か
ら
取
得
す
る
所
得
に
対
し
て
ほ
条
約
を
適
用
し
な
い
旨
定
め
 
 

る
。
こ
れ
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
持
株
会
社
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
に
全
く
無
税
で
所
得
を
留
保
又
は
取
得
で
き
る
こ
と
 
 

の
濫
用
に
対
す
る
防
止
規
定
で
あ
る
。
 
 

3
 
特
定
法
人
に
対
す
る
条
約
の
不
適
用
を
規
定
し
た
例
 
 
 

例
え
ば
、
新
米
英
租
税
条
約
（
一
九
八
〇
年
発
効
）
 
で
は
、
次
の
∽
及
び
吻
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
 
 

∽
 
前
述
1
に
同
じ
 
 

仏
 
米
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
の
総
所
得
の
八
〇
％
超
が
米
国
外
源
泉
で
あ
る
と
き
は
、
条
約
上
の
配
当
、
利
子
、
使
用
料
条
項
を
当
 
 

二
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五
 
 
 



二
八
六
 
 

該
法
人
に
は
対
し
て
適
用
し
な
い
。
 
 

こ
の
規
定
の
目
的
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

イ
一
方
の
締
約
国
が
、
投
資
会
社
又
は
持
株
会
社
の
国
外
源
泉
所
得
に
対
し
租
税
条
約
の
恩
典
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
下
 
 
 

で
、
第
三
国
居
住
者
が
条
約
上
の
源
泉
税
率
の
軽
減
の
恩
典
を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
る
濫
用
の
潜
在
的
可
能
性
の
防
止
 
 
 

口
 
米
国
法
人
で
そ
の
所
得
の
八
〇
％
超
が
米
国
外
源
泉
で
あ
る
場
合
、
当
該
米
国
法
人
が
非
居
住
者
に
対
し
て
支
払
う
利
子
、
配
当
 
 
 

は
米
国
で
源
泉
税
が
課
さ
れ
な
い
（
但
し
、
当
該
米
国
法
人
が
米
国
で
通
常
の
課
税
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
こ
と
を
 
 
 

利
用
し
て
、
第
三
国
居
住
者
が
米
国
に
法
人
を
設
立
し
て
英
国
か
ら
利
子
又
は
配
当
に
つ
き
軽
減
税
率
を
適
用
し
た
上
で
受
け
取
 
 

り
、
こ
れ
を
第
三
国
へ
無
税
で
移
転
す
る
こ
と
の
防
止
 
 

Ⅱ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
と
の
租
税
条
約
の
廃
止
 
 

オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
、
〉
英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
、
ス
イ
ス
等
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
租
税
条
約
は
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
 
 

シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
顕
在
化
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
 
 

グ
を
放
置
し
た
場
合
に
は
、
条
約
本
来
の
趣
旨
が
損
な
わ
れ
、
ま
た
、
外
国
が
米
国
と
租
税
条
約
を
締
結
す
る
上
で
の
デ
ス
イ
ン
セ
ソ
 
 

テ
ィ
ブ
に
な
る
こ
と
か
ら
、
租
税
条
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
し
て
い
く
と
の
米
国
政
府
の
条
約
ポ
リ
シ
ー
の
推
進
の
障
害
と
も
な
る
 
 

得
る
。
ま
た
、
ひ
い
て
ほ
、
こ
れ
が
米
国
の
租
税
政
策
全
般
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
よ
り
現
実
的
に
 
 

（
2
2
）
 
 

は
、
米
国
政
府
の
歳
入
が
減
少
す
る
と
い
う
問
題
の
惹
起
に
も
つ
な
が
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
米
国
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
 
 

租
税
条
約
を
廃
止
し
て
き
て
い
る
。
 
 
 



租
税
条
約
は
、
米
国
政
府
の
租
税
条
約
の
ポ
リ
シ
ー
を
示
す
も
の
と
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
米
国
政
票
外
国
政
府
と
租
税
条
 
 

二
八
七
 
 
 

↓
P
X
ゴ
e
a
t
i
e
s
↓
e
r
m
i
n
a
t
e
d
 
 
 

相
手
国
 
 

B
r
i
t
i
s
h
く
i
r
g
i
n
H
s
l
a
已
s
 
 

A
n
t
i
g
u
a
P
n
d
B
a
r
b
u
d
a
 
 

A
u
g
u
i
－
－
a
 
 

B
P
r
b
a
d
O
S
 
 

B
e
－
i
詣
 
 

B
u
r
u
n
d
i
 
 

D
O
m
i
n
i
c
a
 
 

F
a
芹
l
a
n
d
 
l
a
－
a
n
d
s
 
 

↓
h
e
 
G
a
m
b
i
a
 
 

G
r
e
n
a
d
a
 
 

M
巴
a
w
i
 
 

M
O
n
t
S
e
r
r
a
t
 
 

（
2
1
）
 
完
入
○
年
代
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
条
約
の
う
ち
廃
止
し
た
の
は
次
の
国
・
地
域
と
の
条
約
で
雪
。
 
 

Ⅲ
 
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
 
 
 

こ
こ
に
い
う
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
は
、
 
 

（
2
3
）
 
 

い
わ
ゆ
る
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
排
除
の
た
め
の
モ
デ
ル
租
税
条
約
で
あ
る
 

失
効
日
 
 

0
0
∽
．
－
．
－
 
 

0
0
∽
．
∽
．
N
の
 
 

芝
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芝
．
－
．
－
 
 

芝
．
－
．
－
 
 

0
0
A
．
－
．
－
 
 

0
0
P
－
．
－
 
 

0
0
鼻
．
－
．
－
 
 

0
0
A
．
－
．
－
 
 

0
0
P
－
．
－
 
 

∞
P
－
．
－
 
 

0
0
P
－
．
】
 
 

相
手
国
 
 

R
w
a
n
d
a
 
 

S
t
一
C
h
r
i
s
t
O
p
h
e
r
±
e
く
i
s
 
 

S
t
．
「
u
c
i
a
 
 

S
t
．
く
i
n
c
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
r
e
n
a
d
i
n
e
s
 
 

S
e
y
c
h
e
－
－
e
s
 
 

S
i
e
r
r
a
 
r
e
O
n
e
 
 

N
P
m
b
i
a
 
 

N
P
i
r
e
 
 

S
O
u
t
h
 
A
f
琵
c
P
 
 

A
r
u
b
a
 
 

N
e
t
h
e
ユ
a
n
d
s
 
A
n
i
t
≡
e
s
 
 

失
効
日
 
 

0
0
P
】
．
－
 
 

澄
．
－
．
－
 
 

∞
A
．
－
．
－
 
 

∞
P
－
．
－
 
 

0
0
P
－
．
－
 
 

0
0
A
．
－
．
－
 
 

0
0
P
－
．
－
 
 

0
0
P
－
．
－
 
 

讐
．
－
．
↓
 
 

0
0
0
0
．
－
．
－
 
 

0
0
0
0
．
－
．
－
 
 

モ
デ
ル
 
 



二
八
入
 
 

約
の
締
結
又
は
改
訂
交
警
行
う
際
の
米
国
側
の
ス
タ
ー
テ
ィ
ソ
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
も
の
で
艶
。
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
は
、
一
 
 

九
七
七
年
に
最
初
に
公
表
さ
れ
、
そ
の
後
、
一
九
八
一
年
六
月
に
そ
の
改
訂
版
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
 
 

項
は
、
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
お
い
て
導
入
さ
れ
、
一
九
八
一
年
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
t
九
八
一
年
一
二
月
に
 
 

（
2
5
）
 
 

は
、
こ
の
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
み
に
つ
い
て
の
検
討
素
案
が
作
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
み
て
み
る
。
 
 

1
一
九
七
七
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
規
定
 
 
 

こ
の
条
約
〓
六
条
）
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

一
六
条
（
投
資
会
社
・
持
株
会
社
）
 
 
 

次
の
二
つ
の
条
件
の
い
ず
れ
も
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
条
約
上
の
利
子
、
配
当
又
は
使
用
料
条
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
 
 

∽
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
の
株
式
の
二
五
％
以
上
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
な
い
個
人
に
よ
り
直
接
・
間
接
 
 
 

に
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

吻
 
配
当
・
利
子
又
は
使
用
料
を
受
領
し
た
一
方
の
締
約
国
の
法
人
に
対
す
る
課
税
が
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
 
 
 

に
よ
り
、
事
業
所
得
に
対
す
る
通
常
の
課
税
に
比
較
し
て
実
質
的
に
低
い
こ
と
 
 
 

前
述
∽
は
、
第
三
国
居
住
者
の
利
用
を
直
接
的
に
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
、
前
述
吻
は
、
こ
れ
を
も
含
め
実
質
的
に
非
課
税
と
な
る
 
 

法
人
の
利
用
に
対
処
す
る
目
的
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

2
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
規
定
 
 

m
 
こ
の
条
約
の
内
容
ほ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

コ
川
条
 



（
第
一
項
）
 
 
 

一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
（
個
人
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
は
、
次
の
り
及
び
何
の
二
つ
の
条
件
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
 
 
 

約
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 
 

局
 
当
該
居
住
者
に
対
す
る
持
分
の
七
五
％
超
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
個
人
に
よ
り
直
接
・
間
接
に
所
有
さ
れ
て
い
 
 

る
こ
と
 
 
 

回
 
当
該
居
住
者
の
所
得
の
実
質
的
な
部
分
が
、
当
該
一
方
の
締
約
国
以
外
の
国
の
居
住
者
で
あ
り
か
つ
米
国
市
民
で
な
い
者
に
対
す
 
 

る
債
務
（
利
子
及
び
使
用
料
の
債
務
を
含
む
）
 
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

い
の
適
用
上
、
一
方
の
締
約
国
の
公
認
の
株
式
市
場
で
そ
の
株
式
の
実
質
的
部
分
が
取
引
さ
れ
て
い
る
法
人
は
、
一
方
の
締
約
国
の
 
 
 

個
人
居
住
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
 
 

（
第
二
項
）
 
 
 

当
該
居
住
者
の
取
得
・
管
理
及
び
そ
の
事
業
の
運
営
の
目
的
が
主
と
し
て
こ
の
条
約
の
恩
典
を
利
用
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ
 
 
 

と
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
 
 

（
第
三
項
）
 
 
 

一
方
の
締
約
国
に
よ
っ
て
こ
の
条
約
に
基
づ
き
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
租
税
の
軽
減
・
免
除
は
、
軽
減
・
 
 
 

免
除
さ
れ
る
べ
き
所
得
に
対
す
る
他
方
の
締
約
国
の
租
税
が
他
方
の
締
約
国
の
法
律
に
基
づ
き
当
該
他
方
の
締
約
国
源
泉
の
類
似
の
所
 
 
 

得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
租
税
よ
り
も
著
し
く
低
い
税
負
担
と
な
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。
 
 

∽
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
背
景
及
び
意
義
 
 

二
八
九
 
 
 



二
九
〇
 
 

第
t
項
の
規
定
は
、
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
で
新
し
く
租
税
回
避
に
対
処
す
る
規
定
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 
 

規
定
の
ね
ら
い
は
、
例
え
ば
、
米
国
の
者
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
に
設
立
さ
れ
た
子
会
社
が
第
三
国
か
ら
資
金
を
取
り
入
れ
 
 

て
米
国
の
老
に
貸
し
付
け
た
場
合
に
お
い
て
、
米
国
の
者
か
ら
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
子
会
社
に
支
払
わ
れ
る
利
子
に
対
し
て
は
、
当
該
子
会
社
 
 

の
受
取
利
子
を
取
り
入
れ
資
金
に
係
る
支
払
利
子
に
充
て
る
よ
う
な
場
合
に
、
条
約
の
適
用
を
否
定
し
国
内
税
法
で
源
泉
税
を
課
す
こ
と
 
 

が
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。
 
 

3
一
九
八
t
年
一
二
月
の
検
討
素
案
（
二
ハ
粂
関
係
）
 
 

山
 
塊
定
の
内
容
 
 

一
六
条
（
投
資
会
社
及
び
持
株
会
社
）
 
 

（
第
一
項
）
 
 
 

一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
は
、
次
の
め
、
い
又
は
d
の
い
ず
れ
か
を
立
証
し
な
い
限
り
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
所
 
 

得
、
譲
渡
収
益
又
は
利
得
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
の
軽
減
又
は
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

め
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
 
 
 

心
 
当
該
法
人
の
株
式
は
一
方
の
締
約
国
の
公
認
さ
れ
た
株
式
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 
 

鋸
 
当
該
法
人
は
、
公
認
さ
れ
た
株
式
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
法
人
に
よ
り
直
接
又
は
t
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
一
以
上
 
 

の
法
人
を
通
じ
て
、
そ
の
株
式
の
全
額
が
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

1
■
 
 

b
 
 
 

、
 
 

当
該
法
人
は
、
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
な
い
者
で
米
国
の
市
民
で
も
な
い
者
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
 
 
 



心
 
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
が
条
約
上
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
 
 
 

鋸
 
当
該
法
人
は
条
約
上
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
事
業
を
行
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
 
 
 

の
 
条
約
上
の
軽
減
・
免
除
の
対
象
で
あ
る
所
得
の
基
因
と
な
る
持
分
又
は
そ
の
他
の
資
産
を
取
得
又
は
維
持
す
る
こ
と
の
主
た
る
 
 

目
的
が
条
約
上
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
 
 

（
第
二
項
）
 
 
 

本
条
の
適
用
上
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

い
 
米
国
に
お
い
て
は
、
公
認
さ
れ
た
株
式
市
場
と
ほ
、
次
の
も
の
を
い
う
。
 
 
 

心
 
t
h
a
N
a
t
i
O
n
a
－
A
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
O
f
S
e
c
u
r
i
t
i
e
s
D
e
巴
e
r
s
L
n
c
．
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
ナ
ス
ダ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
 
 
 

鋸
一
九
三
四
年
証
券
取
引
法
に
基
づ
き
証
券
取
引
所
と
し
て
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
さ
れ
た
証
券
取
引
所
 
 

d
 
所
得
の
源
泉
地
国
の
所
得
税
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
あ
る
法
人
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
 
 
 

れ
る
者
は
、
当
該
法
人
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

の
 
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
、
法
人
の
全
て
の
種
類
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
の
七
五
％
超
が
直
接
に
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
 
 

び
そ
の
法
人
の
そ
の
他
の
株
式
の
数
の
七
五
％
超
が
直
接
に
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
当
該
法
人
が
立
証
し
た
と
き
は
、
前
述
d
 
 
 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
法
人
は
第
一
項
の
い
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
 
 
 

‖
 
米
国
の
市
民
 
 
 

㈲
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
 
 

二
九
一
 
 
 

）
 
 
 

a
 
 

国
に
お
い
て
は
、
公
認
さ
れ
た
株
式
市
場
と
は
、
 
 

を
い
う
。
 
 



二
九
二
 
 

㈲
一
方
の
締
約
国
が
一
つ
以
上
の
第
三
国
と
の
間
で
条
約
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
条
約
に
定
め
る
軽
減
・
免
除
の
規
定
に
よ
 
 

り
当
該
一
方
の
締
約
国
が
与
え
る
こ
と
と
な
る
内
容
が
、
こ
の
条
約
に
基
づ
き
（
当
該
法
人
に
対
し
て
）
与
え
る
内
容
よ
り
も
軽
 
 

減
・
免
除
の
度
合
い
が
広
い
と
い
う
状
況
の
下
に
お
け
る
当
該
第
三
国
の
居
住
者
 
 
 

め
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
法
人
は
、
第
一
項
の
d
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。
 
 
 

‖
 
軽
減
・
免
除
さ
れ
る
額
が
、
当
該
法
人
の
居
住
地
国
が
実
際
に
課
す
る
租
税
よ
り
大
き
い
も
の
で
な
い
こ
と
 
 
 

㈲
 
次
の
二
つ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
 
 

心
 
法
人
は
そ
の
居
住
地
国
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
 
 

め
 
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
軽
減
・
免
除
は
次
の
い
ず
れ
か
の
所
得
に
該
当
す
る
こ
と
 
 

わ
 
当
該
事
業
に
と
っ
て
付
随
的
な
所
得
で
あ
る
こ
と
 
 

い
 
当
該
事
業
に
関
し
て
生
ず
る
所
得
で
あ
る
こ
と
 
 

吻
 
意
 
義
 
 
 

こ
の
素
案
は
、
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
が
発
表
さ
れ
た
後
、
そ
の
年
の
一
二
月
t
≡
日
に
、
財
務
省
よ
り
、
今
後
の
米
国
の
租
 
 

税
条
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
規
定
と
し
て
、
今
後
の
あ
る
べ
き
規
定
を
議
論
す
る
た
め
の
タ
タ
キ
台
と
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
そ
の
趣
旨
は
、
条
約
上
源
泉
地
国
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
恩
典
が
第
三
国
居
住
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
見
地
か
ら
、
 
 

一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
六
条
の
規
定
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
よ
う
な
も
の
を
入
れ
て
 
 

（
2
5
）
 
 

い
く
べ
き
で
あ
る
と
の
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
 

4
一
九
入
t
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
検
討
素
案
の
比
較
 
 
 



5   4   3   2  

の事け条   公  親ベ   
不業る約   認  定l   

七  軽  

適をたの   株  ／「ス   
項  

％  又   
用行め軽   

うに減   
式  百三・   超  は  

市  26イ   
保  免   

場の・   
場   有  除   

の法除  
要   
件   ジ  

目  
件  対  

条人を  ヨ  
約の受  ン′  

象  
者   

規   す個  親   
定   

ー軽  ・個  九  
た人   定   次減  人  入  

り   め            の住   り   要は  外  年  
二者  
次に  

件免  の   

的よ  
六      除  者  月  
を  モ  

推る  受  フ‾  
定所  け  ′レ  
要有  る  
件を  た  

租  

満  め  
税  

た  の  
条  
約   

と他親  立除公一   親  る他者に一  法  
のに定  証を認次   定  場のにつ次  人   
要、あ  義適株的   な  合粂よい的   
件法り  務用式要   し  の件るて要   
を人   が（市件  本で立の件   
追の   納拡場  粂受証二で   

加目   税大上  約けを次あ   
的   者）場  通ら条的る   
等   に 法  用れ件か「  
が   あ 人  のるとつ非  

九  
ノ＼  

る  が  容哲  
約   

こ  間  
認典る宜住  

の  
年  

よ）  
恩   を 的  走り  客に  

典  明  に  
あも 観支  月   
り少 的配  

な 認さ  
検   

用   化 有  討   

の   す  い 識れ  
た   る  恩  のた  
め   ケ  典 た法   

素            案  

の   
ス  

を  め人   
も  本  ので   
の   
で   

も  条 要な  
軽  約 伴い   

な  減  で（こ  
し、  

免  
受納と け税」  

以
下
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
一
九
八
一
年
一
二
月
検
討
素
案
を
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

【
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
及
び
検
討
素
案
の
比
較
】
 
 



5
一
九
八
一
年
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
検
討
素
案
の
評
価
 
 
 

両
者
と
も
に
、
第
三
国
居
住
者
を
条
約
の
適
用
か
ら
排
除
す
る
と
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
緻
密
な
規
定
を
置
い
て
い
る
も
の
と
 
 

い
え
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
は
、
立
証
の
負
担
が
ど
の
程
度
納
税
者
又
は
当
局
に
負
わ
し
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
最
大
の
問
題
点
 
 

（
2
7
）
 
 

と
な
ろ
う
。
仮
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
執
行
上
そ
れ
は
ど
の
問
題
が
な
い
と
す
れ
ば
、
実
際
上
の
採
用
可
能
性
有
り
と
い
う
意
味
で
我
が
 
 

国
を
含
む
米
国
以
外
の
国
に
と
っ
て
も
大
い
に
参
考
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

Ⅳ
 
米
国
が
最
近
締
結
L
た
租
税
条
約
 
 

米
国
が
主
要
先
進
国
三
か
国
（
英
、
仏
、
独
）
と
締
結
し
た
租
税
条
約
に
お
け
る
租
税
回
避
防
止
条
項
を
比
較
し
て
み
る
と
次
の
と
お
 
 

り
で
あ
る
。
 
 
 

8   7   6   

地間  遂居  適所居   
国題  行住  用得住   
事の  要地   と地   
業所  件国   の国   
関得   に   比に   
連に   お   絞お   
性係   け   にけ   
の る   る   よ る   
安居  事   る頬   
件住  業  不似   

規  
定   （   

規  
定   

な   定   あ   
し   な  り   

し  ＼J  

親   あ  校 親   
但定  但り  に但定   

しあ  し（  よ しな  、り  、明  る軽し   

前  前確  不滅   

述  述化  適・     ）  
5   5  

の   
用免  

の   の除   
推  推  規さ   
定  定  走れ   
要  要   ある   
件  件   り額  

と  
居  

住 地  
国  
で  
の  
実  
際  
課  

税  

額 と  
の  
比  



（
2
8
）
 
 
 

特
に
コ
メ
ソ
ー
す
べ
き
点
は
、
例
え
ば
、
一
九
八
九
年
八
月
二
九
日
署
名
の
米
西
独
租
税
条
約
（
第
二
入
条
）
に
お
い
て
は
、
前
述
Ⅲ
 
 

の
2
及
び
3
の
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
類
似
し
た
規
定
の
他
に
新
し
い
規
定
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
今
後
の
新
し
い
二
国
間
条
約
に
 
 

お
け
る
租
税
回
避
防
止
規
定
の
範
を
示
す
べ
く
、
多
岐
に
亘
っ
た
詳
細
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

【
米
国
と
主
要
先
進
国
と
の
間
の
租
税
条
約
の
概
要
】
 
 

米  米   （ 英   

西  仏   
独  条   

注 米     ： 条  

条  約   租                 米 約  
約  

（   
四   

加 （  
七  税     約 九   

九  年   
年  署   に 年  条  
署  
名  

名   約  
）  

第   
琴  規 第  名     定  

＝  
ノ＼   A   
条   粂   

／＼      り 条  
ヽ J   

（∋  （∋次  （診（∋（》次  さ支但 ②（》次   
（c）（b）（a）の   個 の  れ酉己しる の の   

前該所  個い  そ公人そい  るさ、場そ場居二   
述者得適公能人ず  の認、のず  ○れ持合の合住つ   
① の格認動及れ  者株公老れ  て分 法 地の  に 五びか  の 

者株的  式認（か  いの 人 国粂   
該 ○（式事次に  設市株個に  る七 の で件  
当 ％前市業の該  立場武人該  法五 持 のの   
親                                                              し 超掲場（（a）当  ・に市を当  人％ 分 配い   

な が（a）に銀iす  取上場除す  、J超 の 当ず  定   、 
い 不上行cる  得場上くる  にが こ  れ   （   
者 適（b）場業の場  がさ場）場  所適 五 へに  ト   
の 格のさ等い合  条れ法の合  有格 ％ のも  リ   
う 者よれ以ずに  約て人受に  さ者 以 課該  l   
ち （うて外れ粂  のい等益条  れ（ 上 税当  テ   
権 適ないのか約  恩る）的約  て相 が がす  イ  
限 格着る投のを  典法に持不  い手 そ そる   
シ′           の 者）法資着通  利人よ分適  る国 の の場   
あ 以に人業に用  用でりの用  場の 法 国合  ヨ   
る 外よ を該す  目な所五   合居 人 にに  ツ   
当 のり 除当る  的い有○   に住 の お条  ピ   

は者 居 け約  ン’   
局 者五 くす ○  で場さ％        に ）○ ）る  な合れ超   前で 住 る不  グ   
よ に％ を場  い てが   掲五 地 他適  粂   
り 支超 行合  場 い適   （∋○ 国 の用  彗  

を   合 る   0。 上； 月   
約 わ支 も   も者   の                 び超 外 得   
の れ配 の   

の（   
（診が の に  内   

通 るさ   に当 者 対  容   
用 もれ   な結   優該 に す   
を のる   い国   先相 よ る   
認 で老   場の   し手 り 課   
め なで   合居   て国 支 税   
ら い当   住   粂の 酉己 よ   
れ 場該   者   約居 さ り   
た 合老   で   が住 れ 軽   
者 のの   あ   適者 て 課   

当総   る   用に い 税  



二
九
六
 
 

第
四
節
 
米
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
に
関
す
る
制
度
 
 

こ
こ
で
は
、
米
国
の
情
報
収
集
、
特
に
、
海
外
に
所
在
す
る
情
報
を
収
集
す
る
規
定
と
し
て
制
度
的
に
ア
メ
リ
カ
が
ど
の
よ
う
な
規
定
 
 

（
2
9
）
 
 

を
も
っ
て
い
る
か
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
罰
則
等
の
制
度
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
情
報
申
告
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
そ
の
対
象
が
外
国
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
局
に
と
っ
て
は
、
国
外
資
料
を
入
手
で
き
る
か
否
か
 
 

が
そ
の
税
制
の
適
正
な
執
行
の
成
否
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、
税
制
の
執
行
確
保
の
観
点
か
ら
は
、
ま
ず
、
納
税
者
が
申
告
義
務
 

を
負
う
国
外
資
料
の
範
囲
が
適
正
か
否
か
と
い
う
問
題
、
次
に
、
こ
う
し
た
申
告
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
そ
の
履
行
の
た
め
の
罰
 
 

則
等
の
担
保
手
段
が
適
正
か
否
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
閲
し
、
米
国
に
は
、
情
報
申
告
（
i
n
f
O
r
m
a
t
i
O
n
 
 

r
e
t
u
r
n
）
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
特
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
に
関
連
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
情
報
の
入
手
の
た
め
の
定
め
 

が
あ
る
。
 
 

1
 
概
 
要
 
 
 

米
国
の
者
は
、
自
己
が
支
配
す
る
外
国
法
人
（
原
則
と
し
て
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
又
は
株
式
の
価
額
の
五
〇
％
超
を
直
接
 
 

間
接
に
米
国
の
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
者
を
い
う
。
）
 
に
閲
し
次
の
情
報
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
六
〇
三
八
）
。
 
 

U
 
名
称
、
事
業
の
主
た
る
場
所
、
事
業
内
容
、
設
立
地
国
 
 

∽
 
未
分
配
利
益
 
 
 



㈲
 
貸
借
対
照
表
 
 

㈲
 
当
該
外
国
法
人
と
次
の
者
と
の
間
の
取
引
の
内
容
 
 
 

イ
 
当
該
米
国
の
者
 
 
 

口
 
当
該
米
国
の
者
が
支
配
す
る
他
の
老
 
 
 

ハ
 
当
該
外
国
法
人
の
発
行
済
株
式
の
一
〇
％
以
上
を
有
す
る
米
国
の
者
 
 

㈲
 
発
行
済
株
式
の
種
類
ご
と
の
詳
細
及
び
発
行
済
株
式
の
価
額
の
五
％
以
上
を
所
有
す
る
米
国
の
者
の
名
称
、
住
所
、
所
有
株
数
 
 
 

な
お
、
財
務
長
官
ほ
、
前
述
の
情
報
に
関
連
す
る
情
報
の
提
供
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
罰
則
等
 
 

∽
 
申
告
の
解
怠
 
 
 

情
報
申
告
を
怠
っ
た
老
は
怠
っ
た
事
業
年
度
ご
と
に
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

切
 
申
告
僻
怠
の
継
続
 
 
 

財
務
長
官
が
僻
怠
通
知
を
郵
送
し
た
と
き
か
ら
九
〇
日
以
上
経
過
し
た
と
き
ほ
、
当
該
者
は
九
〇
日
を
超
え
て
経
過
す
る
目
に
つ
い
て
 
 

三
〇
日
当
た
り
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
割
合
で
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
合
計
二
四
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
え
な
い
 
 

こ
と
と
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
外
国
税
額
控
除
額
の
減
額
 
 
 

米
国
の
者
が
期
間
内
ま
で
に
申
告
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
外
国
税
額
控
除
（
九
〇
一
、
九
〇
二
及
び
九
六
〇
）
 
の
適
用
上
、
外
国
税
額
 
が
一
〇
％
減
額
さ
れ
る
。
こ
の
不
申
告
が
、
申
告
に
係
る
通
知
後
九
〇
日
以
上
継
続
す
る
と
き
ほ
九
〇
日
を
超
え
る
期
間
に
つ
い
て
こ
の
 
 

二
九
七
 
 
 



二
九
八
 
 
 

一
〇
％
減
額
の
他
に
、
三
か
月
当
た
り
五
％
相
当
額
を
別
に
減
額
す
る
。
 
 
 

但
し
、
減
額
幅
に
は
限
度
が
あ
り
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
金
額
が
限
度
と
さ
れ
る
。
 
 
 

イ
一
万
ド
ル
 
 
 

ロ
 
不
申
告
に
係
る
外
国
法
人
の
事
業
年
度
の
所
得
 
 
 

な
お
、
こ
こ
に
い
う
外
国
税
額
控
除
の
減
少
額
は
、
前
述
∽
及
び
∽
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
 

情
報
申
告
を
怠
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罰
則
と
し
て
は
、
金
銭
に
よ
る
罰
金
で
対
処
す
る
の
が
通
常
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
で
は
、
こ
 
 

れ
に
加
え
て
、
外
国
税
額
控
除
の
減
額
と
い
う
手
段
を
も
っ
て
金
銭
に
よ
る
罰
金
と
実
質
的
に
同
様
の
効
果
を
有
す
る
罰
則
を
定
め
て
い
 
 

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
執
行
確
保
規
定
を
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

Ⅰ
 
株
式
取
得
等
に
係
る
情
報
申
告
 
 

納
税
者
の
国
外
事
業
は
、
必
然
的
に
国
外
投
資
、
す
な
わ
ち
、
外
国
子
会
社
等
の
設
立
、
外
国
法
人
の
株
式
取
得
等
と
か
か
わ
ら
ざ
る
 
 

を
得
な
い
。
従
っ
て
、
納
税
者
の
株
式
取
得
に
関
す
る
情
報
は
、
国
際
課
税
特
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
基
づ
く
課
税
を
執
行
し
 
 

て
い
く
上
で
、
基
本
的
か
つ
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
点
に
閲
し
、
米
国
に
は
、
株
式
取
得
等
に
関
す
る
次
の
1
及
び
2
の
よ
う
な
情
 
 

報
申
告
及
び
罰
則
の
制
度
が
あ
る
。
 
 

1
 
概
 
要
 
 

∽
 
要
 
件
 
 
 

次
の
イ
～
ニ
の
者
は
、
次
の
拗
に
掲
げ
る
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
六
〇
四
八
）
。
 
 
 



イ
 
米
国
の
者
に
よ
り
そ
の
株
式
の
価
額
の
五
％
以
上
が
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
の
オ
フ
ィ
サ
ー
又
は
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
米
 
 

国
市
民
又
は
居
住
者
 
 
 

口
 
外
国
法
人
の
株
式
の
価
額
の
五
％
以
上
を
所
有
す
る
米
国
の
老
又
は
次
の
着
 
 

日
 
外
国
法
人
の
株
式
の
価
額
の
五
％
以
上
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
 
 

H
 
外
国
法
人
の
株
式
価
額
を
追
加
的
に
五
％
以
上
を
取
得
す
る
老
 
 
 

ハ
 
前
述
口
以
外
の
者
の
う
ち
一
九
八
七
年
一
月
一
日
後
に
保
険
所
得
に
係
る
規
定
（
九
五
三
日
）
 
に
基
づ
き
外
国
法
人
の
米
国
株
主
 
 

等
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
者
 
 
 

二
 
外
国
法
人
の
株
式
の
価
額
の
五
％
以
上
を
有
す
る
老
が
米
国
の
者
と
な
っ
た
と
き
 
 

吻
 
フ
ォ
ー
ム
及
び
申
告
内
容
 
 
 

フ
ォ
ー
ム
及
び
申
告
内
容
は
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
次
の
情
報
を
申
告
す
る
 
 

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

A
 
株
式
取
得
者
の
名
称
、
住
所
、
T
I
N
（
t
a
召
a
p
e
r
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
O
n
n
u
ヨ
b
e
r
）
 
 
 

B
 
株
式
取
得
の
内
容
に
係
る
情
報
 
 

2
 
罰
則
等
 
 
 

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
、
そ
れ
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
又
は
提
出
は
し
た
が
法
の
要
求
す
る
情
報
 
 

を
示
さ
な
か
っ
た
と
き
は
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
さ
れ
る
。
但
し
、
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
 
 

い
 
（
六
六
七
九
）
。
 
 

二
九
九
 
 
 



Ⅲ
 
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
 
 

納
税
者
に
対
す
る
調
査
の
遂
行
上
必
要
な
国
外
資
料
の
入
手
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
適
正
な
課
税
の
担
保
が
困
難
と
な
る
。
そ
こ
 
 

で
、
米
国
で
は
、
調
査
上
必
要
な
国
外
資
料
の
入
手
の
た
め
の
制
度
と
し
て
、
次
の
1
及
び
2
の
よ
う
に
特
別
の
規
定
を
導
入
し
て
い
 
 

る
。
 
 
 

1
 
概
 
要
 
 
 

調
査
（
e
臣
m
i
n
a
t
i
O
n
）
上
必
要
で
あ
る
国
外
資
料
を
納
税
者
か
ら
入
手
す
る
た
め
の
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
（
f
O
－
ヨ
a
－
 
 

d
O
C
u
ヨ
e
n
t
r
e
q
u
e
S
t
）
の
郵
送
後
九
〇
日
以
内
に
当
該
要
求
に
実
質
的
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
調
査
に
係
る
課
税
に
つ
い
て
の
民
事
管
 
 

轄
権
（
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
ロ
O
f
n
i
皇
p
r
O
C
e
e
d
i
n
g
）
を
有
す
る
裁
判
所
ほ
、
当
該
要
求
さ
れ
た
国
外
情
報
の
法
廷
で
の
提
出
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
 
（
九
八
二
い
）
。
 
 
 

但
し
、
従
わ
な
い
こ
と
に
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
な
お
、
外
国
が
納
税
者
そ
の
他
の
者
に
対
 
 

し
て
要
求
に
係
る
書
類
の
開
示
に
つ
い
て
民
事
上
又
は
刑
事
上
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
課
す
こ
と
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
合
理
 
 

（
3
0
）
 
 

的
理
由
」
 
に
は
当
た
ら
な
い
 

2
 
定
義
等
 
 

凹
 
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
（
f
O
r
m
巴
d
O
C
u
ヨ
e
n
t
r
e
q
u
e
S
t
）
 
 
 

特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
と
は
、
通
常
の
要
求
手
続
（
n
O
r
m
a
－
r
e
q
u
e
s
t
p
r
O
n
e
d
u
r
e
）
に
よ
り
調
査
に
必
要
な
資
料
が
入
手
で
 
 

き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
、
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
m
a
i
－
も
e
r
t
i
f
i
e
d
ヨ
a
i
－
に
よ
り
発
送
さ
れ
た
国
外
資
料
の
提
出
要
求
を
い
う
。
要
求
の
内
容
と
 
 
 



し
て
、
具
体
的
に
は
、
次
の
も
の
 
（
A
～
D
）
が
記
載
さ
れ
る
。
 
 
 

A
 
書
類
の
提
出
期
限
・
場
所
 
 
 

B
 
従
前
提
出
さ
れ
た
書
類
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
 
 
 

C
 
提
出
す
べ
き
情
報
の
内
容
 
 
 

D
 
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
の
効
果
 
 

∽
 
納
税
者
の
権
利
等
 
 
 

納
税
者
の
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
、
納
税
者
に
は
、
次
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

A
 
納
税
者
は
、
書
類
要
求
の
郵
送
後
九
〇
日
以
内
に
こ
の
要
求
の
取
消
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

B
 
前
述
A
の
訴
え
の
管
轄
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
（
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
D
i
s
t
r
i
c
t
C
O
u
r
t
）
 
で
あ
る
。
 
 
 

C
 
前
述
A
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
ほ
、
九
〇
日
の
期
間
の
進
行
は
停
止
す
る
。
 
 

㈲
 
そ
の
他
の
定
義
等
 
 
 

A
 
国
外
資
料
（
f
O
r
e
i
g
n
】
b
a
s
e
d
 
d
O
C
u
m
e
n
t
a
t
i
O
n
）
 
 

国
外
資
料
と
は
、
米
国
外
に
あ
る
書
類
（
d
O
C
u
m
e
n
t
a
t
i
O
n
）
で
あ
っ
て
か
つ
調
査
の
対
象
項
目
と
関
連
す
る
も
の
を
い
う
。
 
 
 

B
 
資
料
（
d
O
n
u
m
e
n
t
a
t
i
O
n
）
 
 

資
料
（
d
O
C
u
m
e
n
t
a
t
i
O
n
）
と
は
、
帳
簿
（
b
0
0
k
s
）
及
び
記
録
（
r
e
c
O
r
d
s
）
を
い
う
。
 
 
 

C
 
財
務
長
官
及
び
裁
判
所
ほ
、
九
〇
日
の
期
間
の
延
長
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 



Ⅳ
 
外
資
系
米
国
法
人
等
の
情
報
提
出
義
務
 
 
 

外
資
系
米
国
法
人
等
の
親
会
社
等
が
有
す
る
資
料
に
対
す
る
米
国
内
国
歳
入
庁
の
調
査
権
限
を
強
化
し
、
主
と
し
て
移
転
価
格
税
制
 
 

（
3
1
）
 
（
第
一
章
（
注
1
1
6
）
参
照
。
）
の
執
行
を
円
滑
に
す
る
目
的
か
ら
、
次
の
1
に
掲
げ
る
外
資
系
米
国
法
人
等
に
対
し
て
、
2
に
掲
げ
る
義
務
 
 

（
3
2
）
 
 

を
課
し
、
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
は
3
の
罰
則
を
課
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
六
〇
三
八
A
）
。
 
 

1
 
情
報
提
出
義
務
者
 
 
 

情
報
の
提
出
義
務
を
負
う
の
は
、
米
国
内
で
事
業
を
行
う
次
の
老
（
外
資
系
米
国
法
人
等
）
で
あ
る
。
 
 

m
 
米
国
内
で
事
業
を
行
う
二
五
％
外
資
〓
の
外
国
株
主
に
よ
り
二
五
％
以
上
を
保
有
さ
れ
る
場
合
を
い
う
。
）
の
内
国
法
人
 
 

∽
 
米
国
内
で
事
業
を
行
う
外
国
法
人
 
 

2
 
提
出
す
べ
き
情
報
 
 

∽
 
外
資
系
米
国
法
人
等
は
、
そ
の
関
連
者
及
び
そ
の
取
引
相
手
に
係
る
次
の
情
報
を
提
出
す
る
義
務
及
び
米
国
内
国
歳
入
庁
に
よ
る
こ
 
 
 

れ
ら
の
情
報
の
提
出
要
求
に
応
じ
た
迅
速
な
提
出
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
米
国
内
に
保
存
す
る
義
務
を
負
 
 

ら
ノ
0
 
 
 

イ
 
名
称
、
主
た
る
事
業
の
場
所
、
事
業
の
種
類
、
設
立
国
名
（
法
人
の
場
合
）
、
居
住
地
国
名
（
個
人
の
場
合
）
 
 
 

ロ
 
当
該
外
資
系
米
国
法
人
等
と
の
関
係
 
 
 

ハ
 
当
該
外
資
系
米
国
法
人
等
と
の
取
引
 
 
 

こ
 
そ
の
他
摂
似
の
情
報
で
財
務
長
官
が
定
め
る
も
の
 
 
 



な
お
、
関
連
者
と
は
、
当
該
外
資
系
米
国
法
人
等
の
二
五
％
以
上
の
株
式
を
保
有
す
る
外
国
株
主
、
I
R
C
四
八
二
に
規
定
す
る
関
 
 
 

連
者
等
を
い
う
。
 
 

∽
 
国
外
の
関
連
者
と
外
資
系
米
国
法
人
等
と
の
間
の
取
引
に
つ
い
て
の
資
料
提
出
・
証
言
又
は
命
令
（
サ
モ
ン
ズ
）
に
関
す
る
目
的
に
 
 
 

限
り
、
当
該
外
資
系
米
国
法
人
等
を
そ
の
限
定
的
代
理
人
に
指
名
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
 
 

3
 
罰
則
等
 
 

m
 
前
述
2
・
∽
の
情
報
提
出
義
務
又
ほ
保
存
義
務
に
違
反
し
た
場
合
は
一
〇
、
0
0
0
ド
ル
の
罰
金
、
当
局
の
督
促
を
受
け
た
後
九
〇
 
 
 

日
以
上
経
っ
て
も
提
出
等
に
応
じ
な
い
場
合
は
三
〇
日
毎
に
一
〇
、
0
0
0
ド
ル
の
罰
金
（
上
限
な
し
）
が
課
さ
れ
る
。
 
 

∽
 
前
述
2
・
S
に
い
う
代
理
人
指
名
に
国
外
の
関
連
者
が
同
意
し
な
い
場
合
に
ほ
、
当
該
外
資
系
米
国
法
人
等
が
サ
モ
ン
ズ
に
実
質
的
 
 
 

に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
外
資
系
米
国
法
人
等
が
当
該
国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
関
し
て
支
払
っ
た
金
額
の
う
ち
、
損
金
算
入
額
 
 
 

又
ほ
資
産
コ
ス
ト
と
さ
れ
る
額
は
、
財
務
長
官
の
裁
量
で
決
定
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
限
定
的
な
司
法
審
査
に
お
い
 
 
 

て
、
納
税
者
は
、
財
務
長
官
が
裁
量
権
を
濫
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
説
得
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。
 
 

Ⅴ
 
サ
モ
ン
ズ
 
 

米
国
に
ほ
、
一
般
的
制
度
と
し
て
、
申
告
の
正
確
性
の
確
認
等
の
た
め
に
、
納
税
者
の
帳
簿
等
の
調
査
、
納
税
者
を
召
喚
（
サ
モ
ン
 
 

ズ
）
の
上
証
言
を
行
わ
せ
る
等
の
権
限
を
当
局
に
認
め
る
規
定
が
あ
る
。
特
に
、
サ
モ
ン
ズ
は
、
裁
判
所
に
よ
る
執
行
を
通
じ
た
連
絡
、
 
 

罰
則
等
を
含
む
強
力
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

1
 
サ
モ
ン
ズ
の
概
要
 
 

三
〇
三
 
 
 



三
〇
四
 
 
 

∽
 
サ
モ
ン
ズ
 
（
S
u
m
m
O
n
S
）
 
の
権
限
等
（
七
六
〇
二
）
 
 
 

財
務
長
官
は
、
①
租
税
（
i
n
t
e
r
邑
r
e
く
e
n
u
e
t
a
已
に
係
る
申
告
の
正
確
性
の
確
認
（
a
s
c
e
r
t
a
i
n
i
n
g
）
及
び
無
申
告
の
場
合
の
所
得
の
 
 

把
握
を
行
い
、
②
租
税
債
務
（
租
税
に
つ
い
て
の
譲
り
受
け
人
文
は
受
託
者
（
f
i
d
u
c
i
a
r
y
）
の
法
律
上
の
債
務
を
含
む
。
）
を
決
定
し
、
③
 
 

前
述
②
の
債
務
を
徴
収
す
る
た
め
に
、
M
調
査
に
係
る
帳
簿
（
b
O
。
k
s
）
、
書
類
（
p
a
p
e
r
s
）
、
記
録
（
r
e
c
。
r
S
）
及
び
そ
の
他
の
デ
ー
タ
の
 
 

調
査
を
行
う
こ
と
、
何
次
の
老
に
対
し
、
財
務
長
官
の
前
に
出
頭
し
（
a
p
p
e
a
r
）
、
帳
簿
等
を
提
出
し
（
p
r
。
d
u
c
e
）
、
H
証
言
（
t
e
s
t
i
f
y
）
 
 

（
3
3
）
 
 

を
行
わ
せ
、
H
関
連
者
に
証
言
を
さ
せ
る
こ
と
（
但
し
、
当
該
調
査
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
）
、
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
 

イ
 
納
税
義
務
の
あ
る
者
 
 
 

口
 
財
務
長
官
に
よ
り
証
言
等
を
行
う
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
者
 
 
 

ハ
 
当
該
者
の
従
業
員
等
 
 
 

二
 
納
税
義
務
者
の
事
業
に
関
連
す
る
記
録
を
含
む
帳
簿
の
占
有
等
を
し
て
い
る
者
 
 

∽
 
サ
モ
ン
ズ
の
限
界
 
 
 

対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
、
司
法
省
に
対
し
て
行
っ
た
事
案
の
勧
告
（
l
u
s
t
i
c
e
D
e
p
a
r
t
m
e
ロ
t
r
e
f
e
r
r
a
－
）
が
効
力
を
生
じ
て
い
る
期
間
 
 

中
は
、
サ
モ
ン
ズ
は
発
せ
ら
れ
ず
、
財
務
長
官
は
サ
モ
ン
ズ
の
執
行
手
続
き
（
七
六
〇
四
）
を
採
ら
な
い
（
七
六
〇
二
日
）
。
こ
れ
は
、
司
 
 

（
3
4
）
 
 

法
省
に
対
し
て
刑
事
訴
追
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
、
犯
則
調
査
は
、
司
法
省
及
び
大
陪
審
の
専
権
事
項
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
 
 

こ
で
、
司
法
省
へ
の
事
案
の
勧
告
の
効
力
は
、
①
あ
る
者
が
内
国
歳
入
法
違
反
を
し
た
と
い
う
理
由
で
当
該
者
に
つ
い
て
長
官
が
司
法
省
 
 

に
対
し
、
大
陪
審
の
審
査
（
a
g
r
a
n
d
j
u
r
y
i
n
く
e
S
t
i
g
s
t
i
O
ロ
）
又
は
刑
事
訴
追
（
c
r
i
m
i
邑
p
r
。
S
e
C
u
t
i
。
n
）
を
求
め
て
い
る
期
間
、
②
当
該
 
 

者
に
関
連
す
る
申
告
、
情
報
申
告
の
開
示
が
司
法
省
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
期
間
中
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
司
法
省
へ
の
勧
告
ほ
、
①
司
 
 
 



法
省
が
訴
追
し
な
い
こ
と
等
を
決
定
し
た
旨
を
長
官
に
文
書
で
通
知
し
た
と
き
及
び
②
刑
事
上
の
最
終
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
に
失
効
 
 

（
t
e
r
m
i
n
a
t
i
O
n
）
す
る
。
 
 

㈱
 
サ
モ
ン
ズ
の
発
出
 
 
 

サ
モ
ン
ズ
の
発
出
は
、
財
務
長
官
が
ア
テ
ス
ト
（
a
t
t
e
s
t
）
付
き
の
副
本
を
名
宛
人
に
手
交
す
る
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
 
 

い
う
サ
モ
ン
ズ
と
は
、
帳
簿
等
の
調
査
等
の
規
定
（
六
四
二
〇
回
喝
六
四
二
二
輿
嘩
六
四
二
七
日
喝
七
六
〇
二
）
に
基
づ
き
発
せ
 
 

ら
れ
る
も
の
を
い
う
（
七
六
〇
三
）
。
 
 

㈲
 
サ
モ
ン
ズ
の
執
行
 
 
 

サ
モ
ン
ズ
は
、
当
該
者
が
居
住
（
r
e
s
i
d
e
）
又
は
発
見
（
f
O
u
n
d
）
さ
れ
た
地
域
を
管
轄
す
る
連
邦
地
方
裁
判
所
（
d
i
s
t
r
i
c
t
n
O
u
r
t
）
が
 
 

執
行
す
る
。
 
 
 

サ
モ
ン
ズ
は
、
財
務
長
官
の
申
請
（
後
述
イ
）
、
裁
判
官
に
よ
る
執
行
、
罰
則
の
付
加
（
後
述
ロ
）
と
い
っ
た
手
続
き
で
執
行
さ
れ
る
 
 

（
七
六
〇
四
）
。
 
 

イ
 
拘
引
の
申
請
 
 
 

サ
モ
ン
ズ
を
発
せ
ら
れ
た
者
が
、
①
サ
モ
ン
ズ
に
従
う
こ
と
、
②
帳
簿
等
を
提
出
す
る
こ
と
、
又
は
③
証
言
を
行
う
こ
と
、
を
棄
避
 
 
 

（
n
e
g
－
e
c
t
。
r
r
e
f
u
s
e
）
し
た
と
き
は
、
財
務
長
官
は
、
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
（
j
u
d
g
e
）
又
は
U
S
c
O
ヨ
m
i
s
s
i
O
n
e
r
に
対
し
、
当
該
 
 
 

者
に
よ
る
侮
辱
（
c
O
n
t
e
m
p
t
）
に
つ
き
拘
引
（
a
n
a
t
t
a
c
h
m
e
n
t
）
を
申
請
す
る
。
 
 

ロ
 
裁
判
官
に
よ
る
執
行
 
 
 

裁
判
官
は
、
次
の
こ
と
を
行
い
、
サ
モ
ン
ズ
に
従
う
こ
と
を
強
制
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
命
令
を
下
し
、
当
該
者
が
こ
れ
に
服
 
 

三
〇
五
 
 
 



三
〇
六
 
 

従
し
な
い
等
の
場
合
に
は
罰
則
を
課
す
（
7
6
0
4
㈲
）
。
 
 
 

川
 
中
諸
に
関
す
る
審
問
を
行
う
。
 
 
 

回
 
申
諸
に
つ
い
て
満
足
す
べ
き
立
証
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
逮
描
の
た
め
身
柄
拘
束
令
状
を
発
出
す
る
。
 
 
 

H
 
拘
引
対
象
者
が
現
れ
た
ら
そ
の
事
案
に
つ
い
て
審
理
す
る
。
 
 

2
 
罰
 
則
 
 
 

証
言
及
び
帳
簿
等
の
提
出
の
た
め
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
サ
モ
ン
ズ
の
発
出
を
受
け
た
者
が
、
そ
れ
ら
を
棄
避
（
n
e
g
訂
c
t
）
し
た
と
き
 
 

は
、
当
該
者
は
有
罪
判
決
（
u
p
O
n
C
O
n
ま
c
t
i
O
n
）
を
経
た
の
ち
次
の
罰
則
等
が
課
さ
れ
る
（
七
六
〇
四
呵
七
二
t
O
）
。
 
 
 

M
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
又
は
一
年
以
下
の
禁
固
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
 
 
 

同
 
訴
訟
費
用
 
 

Ⅵ
 
故
意
に
よ
る
情
報
不
提
出
等
の
場
合
の
罰
則
 
 

故
意
で
、
申
告
し
な
か
っ
た
り
、
情
報
を
提
出
し
な
か
っ
た
り
、
税
を
納
付
し
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
他
に
定
め
る
罰
則
に
加
 
 

え
次
の
よ
う
な
罰
則
が
課
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
1
～
4
に
掲
げ
る
老
は
、
軽
罪
（
g
u
i
－
t
y
O
f
a
m
i
s
d
e
m
e
a
n
e
r
）
と
な
り
、
有
罪
 
 

の
判
決
を
経
た
の
ち
、
他
に
定
め
る
罰
則
に
加
え
、
山
二
五
、
0
0
0
ド
ル
 
（
法
人
は
一
〇
万
ド
ル
）
又
は
一
年
以
下
の
懲
役
の
い
ず
れ
 
 

か
一
方
又
は
双
方
の
併
科
及
び
庸
訴
訟
費
用
の
負
担
を
課
さ
れ
る
。
 
 
 

1
 
租
税
（
e
s
t
i
ヨ
a
t
e
 
t
a
已
を
納
付
し
な
か
っ
た
も
の
 
 
 

2
 
当
該
申
告
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
 
 
 



3
 
当
該
帳
簿
を
備
え
つ
け
な
か
っ
た
も
の
 
 
 

4
 
当
該
帳
簿
を
提
出
し
な
か
っ
た
も
の
 
 
 

な
お
、
現
金
取
引
一
万
ド
ル
以
上
の
情
報
申
告
に
係
わ
る
規
定
（
六
〇
五
〇
Ⅰ
）
に
つ
い
て
、
故
意
に
よ
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
前
 
 

述
の
 
「
一
年
」
 
は
 
「
五
年
」
と
さ
れ
る
。
 
 

第
五
節
 
米
国
に
お
け
る
司
法
上
の
理
論
 
 

米
国
の
租
税
訴
訟
例
の
中
に
ほ
、
例
え
ば
、
実
質
主
義
（
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
完
r
f
O
r
m
）
、
み
せ
か
け
の
取
引
（
s
h
a
m
t
r
a
ロ
S
a
C
C
t
i
O
n
）
、
事
 
 

業
目
的
テ
ス
ト
（
b
u
s
i
n
e
s
s
p
u
r
p
O
S
e
t
e
S
t
）
と
い
っ
た
考
え
方
で
納
税
者
の
形
式
上
の
取
引
を
否
認
し
て
課
税
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
 
 

れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
概
念
の
意
義
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
 
 

（
3
5
）
 
 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
相
互
に
重
な
り
合
う
部
分
が
存
在
す
る
。
 
 

一
般
的
に
は
、
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
諾
r
f
O
r
m
と
は
、
経
済
的
、
社
会
的
事
実
（
e
c
O
n
O
m
i
O
C
O
r
S
O
C
i
a
－
r
e
a
－
i
t
y
）
又
は
実
質
（
s
u
b
s
t
a
n
c
e
）
 
 

（
3
6
）
 
 

を
税
務
当
局
に
開
示
さ
れ
た
（
r
e
p
O
r
t
e
d
）
契
約
又
は
私
法
上
の
形
式
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
考
え
方
を
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
s
h
a
m
と
 
 

（
3
7
）
 
 

は
、
事
実
を
隠
蔽
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
人
為
的
に
な
さ
れ
た
又
は
異
常
な
私
法
上
の
形
式
を
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
b
u
s
i
n
e
s
s
p
u
r
p
O
S
e
 
 

（
3
8
）
 
 

（
3
9
）
 
 

と
は
、
課
税
上
個
々
の
取
引
に
は
事
業
上
の
目
的
又
は
動
機
の
存
在
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 

（
4
0
）
 
 
米
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
概
念
の
意
義
は
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
が
区
々
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
課
税
事
案
に
対
し
て
も
 
 

ー
般
的
に
適
用
さ
れ
る
統
一
的
な
確
固
な
理
論
と
い
う
よ
り
は
、
個
別
事
案
の
審
理
に
当
た
り
個
々
に
適
用
し
て
い
く
と
い
っ
た
形
で
、
 
 

三
〇
七
 
 
 



三
〇
八
 
 
 

個
々
の
判
決
に
お
い
て
使
わ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

本
稿
の
目
的
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
の
課
税
事
案
に
対
し
て
こ
う
し
た
考
え
方
が
用
い
ら
れ
る
可
能
性
と
い
う
の
も
、
恐
 
 

ら
く
は
、
個
々
の
事
案
の
内
容
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
理
論
の
紹
介
に
と
ど
め
る
。
 
 
 

次
に
、
参
考
ま
で
に
こ
れ
ら
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
米
国
の
代
表
的
判
例
で
み
て
み
る
。
 
 

判
例
 
G
r
e
g
O
r
y
く
．
H
e
－
詔
r
i
n
g
 
N
∽
∽
U
．
S
．
畠
∽
（
－
∽
∽
∽
）
 
 

1
 
事
実
の
概
要
 
 

m
 
下
の
【
取
引
図
】
に
お
い
て
、
Ⅹ
（
p
e
t
i
t
i
O
n
e
r
）
は
、
M
S
C
株
を
取
得
の
上
売
却
し
個
人
的
利
益
を
得
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
 
 
 

U
M
C
が
M
S
C
株
を
売
却
し
た
上
で
そ
の
利
益
を
Ⅹ
に
対
し
て
配
当
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
に
な
る
租
税
を
回
避
す
る
こ
 
 
 

と
を
計
画
し
た
。
 
 

∽
 
そ
の
方
法
と
し
て
、
旧
法
一
一
二
条
い
に
い
う
r
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
O
n
を
利
用
す
る
た
め
、
ま
ず
、
一
九
二
八
年
九
月
一
八
日
に
デ
ラ
ウ
エ
 
 
 

ア
に
A
諾
r
i
－
C
O
r
p
．
を
設
立
し
、
U
M
C
が
所
有
す
る
M
S
C
株
式
（
一
〇
〇
〇
株
）
を
A
く
2
r
i
－
C
O
r
p
．
に
譲
渡
さ
せ
 
（
A
く
e
－
i
－
 
 
 

C
O
r
p
．
の
資
産
ほ
M
S
C
株
式
（
一
〇
〇
〇
株
）
 
の
み
か
ら
な
る
。
ま
た
、
同
社
は
他
に
事
業
を
営
む
意
思
は
な
い
。
）
、
A
完
－
i
－
 
 
 

C
O
r
p
一
株
式
全
部
を
Ⅹ
に
対
し
て
発
行
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
（
Ⅹ
が
A
諾
r
i
【
C
O
r
p
．
を
一
〇
〇
％
支
配
）
。
 
 

㈱
 
A
諾
r
i
【
C
O
r
p
．
は
直
ち
に
（
九
月
二
四
日
）
解
散
し
、
Ⅹ
に
残
余
財
産
（
M
S
C
株
一
〇
〇
〇
株
）
を
分
配
し
た
。
 
 

㈲
 
連
邦
最
高
裁
に
至
る
ま
で
の
経
緯
 
 
 

①
 
内
国
歳
入
庁
長
官
は
、
本
件
r
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
O
n
は
実
質
（
s
u
b
s
t
a
n
c
e
）
が
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
否
認
し
、
U
M
C
か
ら
 
 

p
e
t
i
t
i
O
ロ
e
r
へ
M
S
C
抹
式
売
却
額
相
当
額
の
配
当
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
課
税
し
た
。
 
 
 



も
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
b
u
s
i
n
e
s
s
 
O
r
C
O
r
p
O
r
a
t
e
 
p
u
r
p
O
S
e
」
を
有
し
て
い
な
い
本
件
は
、
M
S
C
株
を
Ⅹ
に
移
転
す
る
こ
 
 

と
を
目
的
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

（
注
）
 
本
件
判
決
は
、
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
完
こ
O
r
m
の
考
え
方
を
最
も
早
く
明
確
に
打
ち
出
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
本
件
判
決
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
納
 
 
 

税
者
の
取
引
全
体
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
取
引
は
存
在
し
て
は
い
た
が
s
h
a
ヨ
（
見
せ
か
け
）
で
あ
り
、
b
亡
S
i
n
e
s
s
p
u
r
p
O
S
e
（
事
業
目
的
）
を
有
し
 
 

（
4
1
）
 
 

な
い
こ
と
、
行
わ
れ
た
取
引
が
法
の
規
定
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

②
 
租
税
不
服
審
判
所
（
t
h
e
B
O
a
r
d
 
O
f
 
T
a
X
 
A
p
p
e
巴
s
）
 
で
は
、
M
r
s
．
g
r
e
g
O
r
y
（
p
e
t
i
t
i
O
n
e
r
）
 
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
 
（
N
↓
．
B
．
 
 

↓
．
A
．
N
N
〕
）
。
 
 
 

③
 
巡
回
控
訴
裁
判
所
（
t
h
e
C
i
r
c
u
i
t
 
C
O
u
r
t
 
O
f
A
p
p
e
a
－
s
）
 
で
は
、
内
国
歳
入
庁
長
官
の
主
張
が
認
め
れ
た
 
（
冨
f
一
（
N
d
）
∞
○
∽
）
。
 
 

2
 
争
 
点
 
 
 

U
M
C
か
ら
A
く
e
r
i
－
C
O
r
p
．
へ
の
M
S
C
株
式
の
移
転
が
r
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
O
n
に
当
た
る
な
ら
、
s
e
c
∴
－
N
（
g
）
に
よ
り
、
A
く
e
r
i
－
 
 

C
O
r
p
．
か
ら
Ⅹ
に
対
し
て
行
わ
れ
た
株
式
発
行
か
ら
ほ
、
Ⅹ
に
と
っ
て
何
の
利
益
も
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
件
U
M
C
か
ら
A
諾
r
i
－
C
O
r
p
一
へ
の
M
S
C
株
譲
渡
は
r
e
O
r
g
a
n
i
N
a
t
i
O
n
に
該
当
す
る
か
。
 
 

3
 
判
 
決
 
 
 

法
（
一
一
二
‖
）
 
の
定
め
る
「
資
産
の
移
転
」
と
は
、
法
人
の
事
業
r
e
O
r
g
a
n
i
N
a
t
i
O
n
の
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
「
資
産
の
 
 

移
転
」
を
い
う
。
し
か
る
に
、
本
件
取
引
は
、
r
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
O
n
の
形
式
（
f
O
r
m
）
を
と
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
法
人
の
事
業
と
ほ
何
の
関
係
 
 



【取引図】  

1928．9．18 設立  

9．21MSC株譲渡  

9．24 解散・分配  

▲  －    ‥ l互＼ 「－   

株
 
 

0
 
 

0
 
 

0
 
 

1
 
 

－
・
・
・
・
一
・
－
↓
 
 

ニー‾  

〔参考〕1reorganizationの意義（Rev．Act．1928．sec．112（i））  
reorganizationとは、次のような関係において、BがCにB所有の資  

産の売却を行うことをいう（但し、売却直後にAand／orBがCを支  

配していることを条件とする）。  

ノヲ＼  
「  

（譲受人）  （譲渡人）  

資産の売却  
2 Distrbution of stock on reorganiationの意義   

Distrbution ofstockon reorganiationによりAが受領したstock又   
はsecuritiesについてはゲインは認識されない。  

［∃  

○   



第
六
節
 
日
本
の
制
度
の
概
要
 
 

本
稿
の
目
的
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
税
制
の
日
米
比
較
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
本
章
第
五
節
ま
で
に
 
 

お
い
て
米
国
の
制
度
を
詳
細
に
見
た
こ
と
か
ら
、
本
節
で
は
、
日
本
の
制
度
（
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
そ
の
執
行
確
保
の
た
め
 
 

の
国
外
情
報
収
集
及
び
罰
則
の
規
定
）
 
の
内
容
を
み
て
み
る
。
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
変
遷
 
 

1
一
九
七
八
年
 
制
度
創
設
 
 

4
 
 

我
が
国
経
済
の
国
際
化
に
伴
い
、
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
等
を
設
立
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
 
 

税
負
担
の
不
当
な
軽
減
を
図
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
を
背
景
に
、
租
税
回
避
対
策
の
た
め
の
明
文
規
定
の
整
 
 

備
に
関
す
る
内
外
の
要
請
を
受
け
、
税
負
担
の
公
平
の
見
地
か
ら
立
法
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
軽
課
税
指
定
 
 

国
は
二
七
か
国
で
あ
っ
た
。
 
 

一
九
七
九
年
 
軽
課
税
国
と
し
て
新
た
に
六
か
国
が
追
加
指
定
さ
れ
た
。
 
 

一
九
八
五
年
 
受
取
配
当
課
税
減
免
制
度
又
は
管
理
支
配
地
主
義
と
い
っ
た
我
が
国
と
の
制
度
の
違
い
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
生
 
 

じ
て
い
た
本
制
度
の
適
用
回
避
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
所
要
の
規
定
の
整
備
が
行
わ
れ
た
（
支
払
配
当
控
除
の
制
 
 

限
、
み
な
し
本
店
所
在
地
の
採
用
、
財
務
諸
表
等
の
添
付
義
務
等
）
。
 
 

一
九
八
八
年
 
∽
 
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
財
務
諸
表
の
添
付
義
務
が
整
備
さ
れ
た
（
三
月
改
正
）
。
 
 

三
一
一
 
 
 



三
一
二
 
 

∽
 
法
人
税
法
本
法
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
に
伴
い
所
要
の
整
備
が
行
わ
れ
た
 
（
二
五
％
未
満
出
資
 
 

の
場
合
の
間
接
外
国
税
額
控
除
の
適
用
の
廃
止
等
）
 
（
十
二
月
改
正
）
。
 
 

㈲
 
軽
課
税
国
と
し
て
新
た
に
九
か
国
を
追
加
指
定
し
た
 
（
指
定
の
取
消
が
一
か
国
あ
り
、
計
四
一
か
国
が
軽
課
税
 
 

（
4
2
）
 
 

国
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
）
 
（
十
二
月
改
正
）
。
 
 

5
一
九
九
一
年
 
山
 
海
外
支
店
等
の
所
得
を
非
課
税
と
す
る
国
等
の
外
国
関
係
会
社
に
対
し
、
み
な
し
本
店
所
在
地
を
適
用
を
す
る
 
 

こ
と
と
し
た
。
 
 

0
0
 
特
定
外
国
子
会
社
等
の
未
処
分
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
国
外
関
連
者
に
対
す
る
寄
付
金
は
、
全
額
損
金
不
算
 
 

入
と
さ
れ
た
。
 
 

Ⅰ
 
制
度
の
概
要
 
 

本
制
度
の
基
本
的
仕
阻
み
は
、
居
住
者
及
び
内
国
法
人
等
に
よ
っ
て
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
五
〇
％
を
超
え
る
株
式
等
を
直
接
及
び
間
 
 

接
に
保
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
外
国
関
係
会
社
）
 
で
、
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
 
（
軽
課
税
国
）
 
に
本
店
等
を
有
す
る
も
の
 
 

（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
 
の
留
保
所
得
（
適
用
対
象
留
保
金
額
）
 
の
う
ち
、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
発
行
済
株
式
等
の
一
〇
％
以
上
 
 

（
又
は
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
で
一
〇
％
以
上
）
を
直
接
及
び
間
接
に
保
有
す
る
内
国
法
人
の
当
該
保
有
す
る
株
式
等
（
直
接
及
び
間
接
保
 
 

有
の
株
式
等
）
 
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
（
課
税
対
象
留
保
金
額
）
を
、
そ
の
内
国
法
人
の
所
得
に
合
算
し
て
課
税
す
る
と
い
う
も
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

但
し
、
当
該
外
国
法
人
が
独
立
企
業
と
し
て
の
実
体
を
備
え
、
か
つ
、
そ
の
地
で
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ
き
十
分
な
経
済
合
理
性
 
 
 



が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
等
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
合
算
課
税
は
行
わ
れ
な
い
 
（
適
用
除
外
）
。
 
 
 

合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
に
関
し
て
特
定
外
国
子
会
社
等
が
納
付
し
た
外
国
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
外
国
税
額
控
除
の
方
法
に
よ
 
 

り
二
重
課
税
の
排
除
が
行
わ
れ
、
合
算
課
税
の
対
象
と
な
っ
た
所
得
を
原
資
と
し
た
配
当
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
す
で
に
合
算
さ
れ
た
 
 

金
額
を
損
金
算
入
す
る
方
法
に
よ
り
二
重
課
税
の
排
除
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
法
人
税
に
関
す
る
定
め
 
（
内
国
法
人
に
関
し
租
税
特
別
措
置
法
第
六
六
条
の
六
～
 
 

六
六
条
の
九
）
と
所
得
税
に
関
す
る
定
め
（
居
住
者
に
閲
し
同
法
第
四
〇
条
の
四
～
四
〇
条
の
六
）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
基
 
 

本
的
に
は
違
い
が
な
い
こ
と
か
ら
、
本
章
で
は
主
と
し
て
法
人
税
に
関
す
る
仕
組
み
に
沿
っ
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
所
 
 

（
4
3
）
 
 

待
税
に
関
す
る
定
め
に
も
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

1
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
 
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
は
、
次
の
要
件
を
備
え
る
外
国
法
人
（
特
定
外
国
子
会
社
等
と
い
う
）
で
あ
る
（
措
法
六
六
の
六
①
）
。
 
 
 

（
要
件
）
 
 
 

糾
 
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
五
〇
％
超
が
居
住
者
（
居
住
者
と
法
人
税
法
第
二
条
第
t
O
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
 
 

の
あ
る
非
居
住
者
を
含
む
。
）
及
び
内
国
法
人
に
よ
っ
て
直
接
及
び
間
接
に
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
外
国
関
係
会
社
）
 
 
 

∽
 
本
制
度
の
適
用
を
受
け
る
内
国
法
人
に
係
る
外
国
関
係
会
社
で
あ
る
こ
と
 
 
 

㈱
 
軽
課
税
国
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
こ
と
 
 

（
剋
）
 
 

な
お
、
法
人
の
居
住
性
の
判
定
基
準
と
し
て
管
理
支
配
地
主
義
を
採
用
す
る
国
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
外
国
関
係
 
 
 

会
社
で
、
そ
の
事
業
の
管
理
及
び
支
配
の
場
所
が
軽
課
税
国
に
存
在
す
る
も
の
は
、
当
該
軽
課
税
国
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
 
 

三
一
三
 
 
 



三
一
四
 
 

有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
措
置
法
六
六
の
六
④
）
。
こ
の
場
合
、
外
国
関
係
会
社
の
事
業
の
管
理
及
び
支
配
が
軽
課
税
国
に
存
在
 
 
 

す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
外
国
関
係
会
社
の
各
事
業
年
度
を
通
じ
て
そ
の
事
業
の
管
理
及
び
支
配
が
主
と
し
て
当
該
軽
課
税
 
 
 

国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
シ
か
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
九
②
）
。
 
 
 

な
お
、
発
行
済
株
式
等
と
は
、
そ
の
有
す
る
外
国
関
係
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
を
い
う
。
ま
た
、
当
該
外
国
関
係
 
 

会
社
又
は
特
定
外
国
子
会
社
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
外
国
法
人
の
各
事
業
年
度
終
了
の
時
点
で
行
わ
れ
る
 
（
措
令
三
 
 

九
の
一
九
①
）
。
 
 

2
 
対
象
と
な
る
内
国
法
人
 
 
 

対
象
と
な
る
内
国
法
人
す
な
わ
ち
、
納
税
義
務
者
は
次
の
法
人
で
あ
る
 
（
措
法
六
六
の
六
①
一
、
二
）
。
 
 

∽
 
そ
の
有
す
る
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
当
該
外
国
関
係
会
社
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
 
 

一
〇
％
以
上
で
あ
る
内
国
法
人
 
 

∽
 
そ
の
有
す
る
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
当
該
外
国
関
係
会
社
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
 
 

一
〇
％
以
上
で
あ
る
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
内
国
法
人
 
 
 

同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
と
は
、
外
国
関
係
会
社
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
一
の
居
住
者
（
又
は
内
国
法
人
）
 
 

と
、
そ
れ
と
法
人
税
法
上
の
同
族
関
係
に
あ
る
者
（
外
国
法
人
を
除
く
）
と
の
集
ま
り
を
い
う
。
 
 
 

な
お
、
前
述
じ
又
は
切
の
内
国
法
人
が
前
述
∽
又
は
∽
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
 
（
す
な
わ
ち
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
か
 
 

否
か
）
 
の
判
定
は
、
前
述
m
又
は
∽
の
内
国
法
人
に
係
る
外
国
関
係
会
社
の
各
事
業
年
度
終
了
の
時
点
で
行
わ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
九
 
 

①
）
。
 
 
 



・
ア
ン
ド
ラ
 
 
 

・
ア
ン
ギ
ラ
 
 
 

・
バ
ハ
マ
 
 
 

バ
ハ
レ
ー
ソ
 
 

・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
 
 

・
英
領
チ
ャ
ネ
ル
諸
島
 
 

・
英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
 
 

・
ケ
イ
マ
ン
諸
島
 
 
 

・
ジ
ブ
テ
ィ
 
 

・
香
港
 
 

切
 
国
外
源
泉
所
得
軽
課
税
国
等
 
 
 

・
コ
ス
タ
・
リ
カ
 
 
 

・
ソ
ロ
キ
ン
 
 

3
 
株
式
所
有
要
件
 
 
 

外
国
法
人
が
特
定
外
国
子
会
社
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
内
国
法
人
が
直
接
に
保
有
す
る
株
式
等
と
間
接
に
保
有
す
る
株
 
 

式
等
を
合
計
し
た
割
合
（
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
（
措
法
六
六
の
六
②
三
）
。
 
 

4
 
軽
課
税
国
の
定
義
 
 
 

軽
課
税
国
と
し
て
現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
国
又
は
地
域
ほ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
 
（
な
お
、
平
成
四
年
虔
か
ら
軽
課
税
国
指
定
制
度
は
 
 

廃
止
さ
れ
て
い
る
）
。
 
 

U
 
全
所
得
軽
課
税
国
等
 
 

・
ウ
ル
グ
ア
イ
 
 

・
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
 
 

・
マ
ン
島
 
 

・
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
 
 

・
マ
カ
オ
 
 

・
ナ
ウ
ル
 
 

・
 ニ

ュ
ー
・
カ
レ
ド
ニ
ア
 
 

バ
ヌ
ツ
ア
 
 

・
ク
ー
ク
ス
及
び
カ
イ
コ
ス
諸
島
 
 

・
モ
ル
デ
ィ
ヴ
 
 

・
モ
ナ
コ
 
 

・
パ
ナ
マ
 
 
 



㈱
 
特
定
事
業
所
得
軽
課
税
国
等
 
 

（
国
又
は
地
域
）
 
 

・
バ
ル
バ
ド
ス
 
 

・
ア
ン
テ
ィ
グ
ァ
 
 
 

・
リ
ベ
リ
ア
 
 

・
ジ
ャ
マ
イ
カ
 
 
 

・
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
 
 

・
グ
レ
ナ
ダ
 
 

・
モ
ソ
ト
セ
ラ
ト
 
 

・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
 
 
 

・
リ
ベ
リ
ア
 
 

オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
 
 

セ
ン
ト
・
ゲ
イ
ン
セ
 
 

ス
イ
ス
 ．

．
」
 
 
 

ソ
ト
 

J
‥
 
 

（
軽
課
税
国
と
さ
れ
る
事
業
）
 
 

・
ア
ン
テ
ィ
グ
ァ
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
．
ル
■
ビ
ジ
ネ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

バ
ル
バ
ド
ス
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
■
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
グ
レ
ナ
ダ
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
グ
ゼ
ソ
プ
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
リ
ベ
リ
ア
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
ノ
ン
レ
ジ
デ
ン
ト
・
ラ
イ
ベ
リ
ア
ン
■
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
事
業
 
 

・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
ホ
ー
ル
デ
ィ
ソ
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
モ
ソ
ト
セ
ラ
ト
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
オ
フ
シ
ュ
ア
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
 
 

・
オ
ラ
シ
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
メ
ソ
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
パ
テ
ン
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ソ
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
 
 

・
ス
イ
ス
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
ホ
ー
ル
デ
ィ
ソ
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
ス
イ
ス
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
ド
ミ
サ
イ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
船
舶
又
は
航
空
機
の
運
行
、
貸
付
け
又
ほ
売
買
に
係
る
事
業
 
 
 

事
業
 
 

セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
 
 

の
事
業
 
 

セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 



5
 
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
 
 
 

合
算
所
得
（
課
税
対
象
留
保
金
額
）
 
は
、
次
の
順
序
で
計
算
さ
れ
る
。
 
 

∽
 
所
得
の
金
額
の
計
算
 
 
 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
ほ
、
我
が
国
の
法
令
又
は
本
店
所
在
地
国
の
法
令
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
で
あ
る
。
 
 

∽
 
未
処
分
所
得
金
額
の
計
算
 
 
 

未
処
分
所
得
金
額
は
、
前
述
m
の
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
で
あ
る
（
措
法
六
六
の
六
②
二
）
。
 
 
 

イ
 
前
五
年
以
内
に
生
じ
た
欠
損
金
額
 
 
 

口
 
控
除
対
象
配
当
等
の
額
 
 

三
一
七
 
 
 

・
ク
ッ
ク
諸
島
 
 

・
セ
イ
シ
ェ
ル
 
 

・
マ
ル
タ
 
 

・
ネ
イ
ヴ
ィ
ー
ス
 
 

サ
イ
プ
ラ
ス
」
 
 

ァ
 ″

バ
 
 
 
「
 
 
 

・
マ
ル
タ
の
商
船
に
対
す
る
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
グ
セ
ソ
プ
テ
ッ
ド
・
シ
ッ
プ
に
よ
る
海
運
業
 
 

・
サ
イ
プ
ラ
ス
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
サ
イ
プ
ラ
ス
・
シ
ッ
プ
に
ょ
る
海
運
業
 
 

・
サ
イ
プ
ラ
ス
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
オ
フ
シ
ョ
ア
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
ク
ッ
ク
諸
島
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
セ
イ
シ
ェ
ル
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
グ
ゼ
ソ
プ
テ
ッ
ド
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
事
業
 
 

・
ア
ル
バ
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
メ
ソ
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

・
ア
ル
バ
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
パ
テ
ン
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ソ
グ
■
カ
ン
パ
ニ
ー
の
事
業
 
 

‥
ネ
イ
ヴ
ィ
ー
ス
の
税
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
及
び
ネ
イ
 
 

ヴ
ィ
ー
ス
内
で
事
業
活
動
を
行
わ
な
い
法
人
の
事
業
 
 



三
一
入
 
 

控
除
対
象
配
当
等
の
額
と
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
が
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
等
の
額
の
う
ち
当
該
他
の
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
対
象
留
保
金
額
の
生
ず
る
事
業
年
度
の
未
処
分
所
得
の
金
額
か
ら
充
て
ら
れ
た
配
当
等
の
額
を
い
う
 
 

（
措
令
三
九
の
一
四
③
）
。
 
 

㈱
 
適
用
対
象
留
保
金
額
の
計
算
 
 
 

適
用
対
象
留
保
金
額
は
、
未
処
分
所
得
の
金
額
か
ら
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
で
あ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
五
 
 

①
）
。
 
 
 イ

 
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
す
る
こ
と
と
な
る
法
人
所
得
税
の
額
（
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
還
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
法
 
 

人
所
得
税
の
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
を
加
算
す
る
。
）
 
 
 

ロ
 
当
該
事
業
年
度
に
係
る
利
益
の
配
当
又
は
剰
余
金
の
分
配
の
額
 
 

但
し
、
特
定
外
国
子
会
社
等
が
利
益
の
配
当
又
は
剰
余
金
の
分
配
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
次
の
者
に
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
前
 
 

述
ロ
の
配
当
等
の
全
額
を
控
除
し
な
い
で
適
用
対
象
留
保
金
額
を
計
算
す
る
 
（
措
令
三
九
の
t
五
①
二
）
。
 
 

M
 
当
該
内
国
法
人
に
係
る
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
 
 

H
 
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
 
 
 

「
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
」
と
は
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
外
国
関
係
会
社
（
前
述
S
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
該
当
す
る
著
す
 
 

な
わ
ち
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
外
国
関
係
会
社
を
除
く
。
）
 
で
そ
の
受
け
る
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
、
そ
の
本
店
所
在
地
国
に
お
い
て
課
 
 

さ
れ
る
税
の
負
担
が
軽
課
税
基
準
以
下
の
も
の
を
い
う
。
な
お
、
「
軽
課
税
基
準
」
と
は
、
二
五
％
の
税
率
に
よ
り
課
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
 
 

場
合
の
税
の
負
担
を
い
う
（
措
規
二
二
の
一
〇
①
）
。
「
法
人
所
得
税
」
と
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
と
、
 
 
 



そ
れ
に
付
帯
し
て
課
さ
れ
る
す
べ
て
の
税
を
さ
し
て
お
り
、
そ
の
課
税
の
態
様
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
本
店
所
在
地
国
で
課
さ
れ
る
税
に
限
 
 

ら
れ
な
い
。
 
 

6
 
 課
税
対
象
留
保
金
額
の
計
算
 
 

じ
 
通
常
の
場
合
 
 
 

課
税
対
象
留
保
金
額
と
は
、
適
用
対
象
留
保
金
額
に
内
国
法
人
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
る
 
 

金
額
を
い
う
 
（
措
令
三
九
の
一
五
②
）
。
 
 

侶
 
直
接
受
領
配
当
等
の
調
整
等
が
あ
る
場
合
 
 
 

次
の
イ
、
ロ
又
ほ
ハ
の
場
合
に
は
、
前
述
∽
の
金
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
が
課
税
 
 

対
象
留
保
金
額
と
さ
れ
る
（
但
し
、
こ
の
調
整
は
、
合
算
年
度
中
に
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
事
実
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
）
（
措
 
 

令
三
九
の
一
五
②
）
。
 
 
 

イ
 
直
接
受
領
配
当
等
が
生
じ
て
い
る
場
合
 
 

次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
 
 

（
注
）
 
直
接
受
領
配
当
等
が
生
じ
て
い
る
場
合
と
は
、
支
払
配
当
の
一
部
が
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
及
び
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
以
外
の
 
 
 

者
（
例
え
ば
、
内
国
法
人
）
 
に
対
し
て
も
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
を
い
う
。
 
 

t
≡
九
 
 
 

恭
細
字
題
斗
紗
洋
亜
8
浦
野
語
此
夢
虫
 
 

（
粗
野
常
此
碧
此
料
制
湘
㊦
輌
8
謝
遜
 
 

竣
静
痙
薄
紗
鶉
呼
討
沖
か
＄
ゆ
芦
や
沖
謝
 
 

適
竣
沖
砲
苅
紗
萄
碧
渾
輌
）
 
 

訝
固
辞
＞
8
封
ヰ
か
園
熊
河
q
溺
落
諦
封
 
 

8
芽
外
側
（
詮
8
串
柿
芋
凪
叫
妙
辞
亜
国
 
 

中
沖
琵
此
帝
弾
8
半
切
澄
諭
妙
伴
付
録
ロ
バ
 
 

蔀
劃
ヰ
か
粟
兇
亜
呼
野
（
）
 
8
苅
劉
彗
ゆ
 
 



間
接
受
領
配
当
が
生
じ
て
い
る
場
合
 
 
 

間
接
受
領
配
当
の
う
ち
控
除
未
済
課
税
済
配
当
等
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
 
 
 

な
お
、
間
接
受
領
配
当
が
生
じ
て
い
る
場
合
等
の
意
義
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

①
 
周
接
受
領
配
当
が
生
じ
て
い
る
場
合
と
ほ
、
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
配
当
等
の
額
を
受
領
し
た
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
 
 
 

又
は
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
が
内
国
法
人
に
対
し
て
配
当
等
の
額
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
を
い
う
。
ま
た
、
間
接
受
領
配
当
と
 
 
 

は
、
こ
の
場
合
に
内
国
法
人
が
受
償
し
た
配
当
等
の
額
を
い
う
。
 
 

②
 
控
除
未
済
課
税
済
配
当
等
の
額
と
は
、
内
国
法
人
が
、
外
国
関
係
会
社
（
特
定
外
国
子
会
社
等
に
該
当
す
る
老
も
含
ま
れ
る
。
）
 
 
 

回
 
金
銭
等
の
交
付
が
な
い
場
合
 
 

み
な
し
配
当
が
生
じ
て
い
る
場
合
 
 
 

次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
 
 

的
 
金
銭
等
の
交
付
が
あ
る
場
合
 
 

財
抒
「
詔
此
什
 
 

傾
ぎ
か
紗
薪
 
 

週
廻
群
＞
戸
竣
「
バ
料
率
 
 

「
汁
粉
翁
d
か
汗
「
語
脹
 
 

什
放
ぎ
か
伊
8
 
 

冴
固
辞
＞
8
劉
ヰ
か
耐
蒋
匝
q
溺
鞍
涛
劫
㊦
菜
鮎
亜
（
呑
8
茹
神
学
圃
叫
紗
辞
亜
河
 
 

岸
語
腹
帯
菊
8
学
園
冠
惑
妙
澤
村
謝
ロ
バ
諦
封
ヰ
か
粟
外
堀
吋
霹
〇
8
薄
封
彗
ゆ
 
 

舟
8
糊
卑
ヰ
か
紗
斡
亜
8
 
 

鶉
8
α
♂
埴
科
亜
8
紗
翁
 
 

吋
尉
沖
か
襲
吟
8
紗
鶉
 
 



か
ら
配
当
等
の
額
（
み
な
し
配
当
も
含
ま
れ
る
。
）
を
受
領
し
た
日
前
二
年
以
内
の
期
間
中
に
当
該
外
国
関
係
会
社
が
問
題
の
特
 
 
 

定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
等
の
額
（
み
な
し
配
当
等
も
含
ま
れ
る
 

保
金
額
の
計
算
上
控
除
さ
れ
な
い
も
の
（
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
課
税
済
配
当
等
の
額
と
さ
れ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
 
 
 

る
。
）
 
の
う
ち
、
当
該
内
国
法
人
の
当
該
外
国
関
係
会
社
を
通
じ
て
保
有
す
る
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
間
接
保
有
の
株
式
等
 
 
 

に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
を
い
う
（
す
で
に
こ
の
措
置
の
適
用
に
充
て
ら
れ
た
部
分
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
。
）
 
 
 

（
措
令
三
九
の
一
五
③
）
（
課
税
済
配
当
等
の
額
の
定
義
に
つ
い
て
は
後
述
8
・
U
・
イ
・
川
参
照
。
）
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
課
税
対
象
留
保
金
額
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
事
業
年
度
の
終
了
の
日
以
後
二
月
を
経
過
し
た
日
を
含
む
内
国
法
 
 

人
の
事
業
年
度
の
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
合
算
所
得
及
び
そ
の
計
算
を
図
示
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
 
 
 



【図】合算所得及びその計算（の部分が課税対象留保金額）  

所  

得   

の   

金   

額  

我が国の法令又は現地の法令で計算した金額  

得
 
の
 
金
 
額
 
 

未
 
処
 
分
 
所
 
 

控除対象配i前5年以内  

当等の額 …に生じた欠  

（注）  ≡損金額  

（注）他の特定外国子会社等の合算所得から支払われた配当等の額をいう  

1  

二‾＿二三 期 

留
保
金
額
 
 

適
用
対
象
 
 

当期中の納  

付確定法人  

所得税の額  

に係る  

当（注）  

（注）他の特定外国子会社等などへの支払配当があるときはその全額が  

控除されない。 1  川
通
常
の
場
合
 
 

保有割合を  

乗じて計算  

された額  
課
税
対
象
留
保
金
額
 
 

［
〓
］
 
調
整
等
が
あ
る
場
合
 
 

直
接
受
領
配
当
等
の
 
 

※1直接受領配当等の額として計算される額  
※2 みなし配当等の額として計算される額  
※3 間接受領配当の額として計算される額   



7
 
適
用
除
外
 
 
 

我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
我
が
国
企
業
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
し
た
子
会
社
等
を
利
用
し
て
我
が
国
税
負
 
 

担
の
不
当
な
軽
減
を
図
る
こ
と
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
正
常
な
営
業
 
 

（
4
5
）
 
活
動
を
営
む
も
の
ま
で
も
本
税
制
の
対
象
と
す
る
の
ほ
適
当
で
は
な
い
と
の
考
え
方
で
立
法
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
、
現
地
に
 
 

所
在
す
る
こ
と
に
十
分
な
経
済
合
理
性
を
有
す
る
場
合
に
は
、
本
税
制
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
適
用
除
外
と
な
る
外
国
法
 
 

人
は
全
く
課
税
さ
れ
ず
、
逆
に
適
用
除
外
と
な
ら
な
い
外
国
法
人
は
そ
の
す
べ
て
の
所
得
が
課
税
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
適
用
除
外
は
、
 
 

我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
適
用
除
外
の
具
体
的
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
が
次
の
四
つ
の
基
準
の
す
べ
て
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
満
た
し
た
事
業
年
度
の
留
保
所
得
は
内
国
法
人
の
 
 

所
得
に
は
合
算
さ
れ
な
い
 
（
措
法
六
六
の
六
③
）
。
 
 

∽
 
主
た
る
事
業
が
次
の
も
の
で
な
い
こ
と
 
 
 

イ
 
株
式
又
は
債
券
の
保
有
 
 
 

口
 
工
業
所
有
権
、
著
作
権
等
の
提
供
 
 
 

ハ
 
船
舶
・
航
空
機
の
貸
付
け
 
 

∽
 
実
体
基
準
 
 
 

そ
の
本
店
所
在
地
国
に
主
た
る
事
業
に
必
要
な
事
務
所
、
店
舗
、
工
場
等
の
固
定
的
施
設
を
有
す
る
こ
と
 
 

㈱
 
管
理
支
配
基
準
 
 
 

そ
の
本
店
所
在
地
国
に
お
い
て
主
た
る
事
業
の
管
理
、
支
配
及
び
運
営
を
自
ら
行
っ
て
い
る
こ
と
 
 

三
二
三
 
 
 



三
二
四
 
 
 

㈲
 
非
関
連
者
基
準
及
び
所
在
地
国
基
準
 
 
 

イ
 
都
関
連
老
基
準
（
卸
売
、
銀
行
、
信
託
、
保
険
、
証
券
、
水
運
及
び
航
空
運
送
業
の
場
合
）
 
 

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
関
連
者
以
外
の
者
と
の
間
で
行
っ
て
い
る
こ
と
 
 
 

ロ
 
所
在
地
国
基
準
（
前
述
イ
以
外
の
業
種
の
場
合
）
 
 

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
そ
の
本
店
所
在
地
国
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
こ
と
（
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
に
 
 
 

お
い
て
所
在
し
又
は
使
用
さ
れ
る
物
件
を
主
と
し
て
扱
う
も
の
に
限
る
。
）
 
 

8
 
二
重
課
税
の
排
除
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
閲
し
二
重
課
税
が
問
題
と
な
る
の
は
次
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
ず
、
課
税
対
象
留
保
金
額
が
合
 
 

算
の
対
象
と
さ
れ
我
が
国
の
法
人
税
が
課
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
金
額
を
原
資
と
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
の
配
当
が
あ
っ
た
 
 

と
き
に
は
、
そ
の
配
当
に
つ
い
て
も
法
人
税
が
課
さ
れ
る
の
で
、
同
一
所
得
に
対
し
、
我
が
国
の
法
人
税
が
二
重
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
ま
た
、
合
算
の
対
象
と
な
る
課
税
対
象
留
保
金
額
に
対
し
す
で
に
外
国
で
法
人
税
が
課
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
同
一
所
得
に
対
し
 
 

外
国
の
法
人
税
と
我
が
国
の
法
人
税
と
が
二
重
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
ほ
、
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
課
税
の
排
 
 

除
の
問
題
（
後
述
∽
）
で
あ
り
、
後
者
は
、
外
国
税
額
控
除
の
問
題
（
後
述
∽
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
重
課
税
の
排
除
は
、
各
々
次
の
 
 

よ
う
に
行
わ
れ
る
。
 
 

m
 
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
課
税
の
排
除
 
 

イ
 
内
国
法
人
に
直
接
配
当
さ
れ
た
場
合
 
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
が
す
で
に
合
算
課
税
を
受
け
た
所
得
に
つ
い
て
配
当
等
の
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
発
生
す
る
合
算
課
税
と
受
取
 
 
 



配
当
課
税
と
の
二
重
課
税
を
排
除
す
る
た
め
、
課
税
済
配
当
等
の
額
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
 
 

金
額
は
当
該
課
税
済
配
当
等
の
額
を
限
度
と
し
て
内
国
法
人
の
損
金
に
算
入
さ
れ
る
（
措
法
六
六
の
入
）
。
 
 

M
 
課
税
済
配
当
等
の
額
の
定
義
（
措
令
三
九
の
一
入
②
）
 
 

課
税
済
配
当
等
の
額
ほ
、
そ
の
発
生
形
態
に
応
じ
て
次
の
A
～
C
の
二
ち
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
が
課
税
済
 
 
 

配
当
等
の
額
と
さ
れ
る
。
 
 
 

A
 
通
常
の
課
税
済
配
当
等
の
額
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
が
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
業
年
度
（
配
当
事
業
年
度
）
の
税
引
後
所
得
を
超
え
る
配
当
等
を
支
 
 
 

払
っ
た
場
合
（
内
国
法
人
に
支
払
わ
れ
る
必
要
ほ
な
い
。
）
に
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
が
課
税
済
配
当
等
の
額
と
 
 
 

な
る
 
（
措
令
三
九
の
一
入
②
一
）
。
 
 

B
 
み
な
し
配
当
等
に
係
る
課
税
済
配
当
等
の
額
 
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
に
み
な
し
配
当
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
が
課
税
済
配
当
等
の
額
と
な
 
 
 

る
。
但
し
、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
金
額
の
計
算
上
控
除
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
を
控
除
 
 

三
二
五
 
 
 

囲
評
語
雌
亜
8
渦
 
－
 
 

讃
此
琳
湘
個
輌
8
 
 

謝
辞
吟
望
布
8
紗
 
 

翁
（
躁
対
制
掴
橋
 
 

陶
せ
芦
枯
野
蟹
沖
 
 

讃
此
亜
8
希
望
沙
 
 

か
部
ゆ
市
中
沖
此
鮮
 
 

紗
鶉
曹
営
塀
）
 
 

琵
脹
制
服
倒
陶
せ
 
 

芦
薔
卒
8
裔
補
「
 
 

拝
辞
＞
迦
癒
虚
言
 
 

翁
（
獅
卒
呼
柚
耳
 
 

か
群
＞
望
お
常
8
 
 

発
禁
沙
か
亜
め
再
 
 

ヤ
沖
H
ぎ
村
営
礪
）
 
 
 

認
固
辞
＞
8
卦
ヰ
か
画
餅
 
 
 

沖
q
国
籍
蔀
卦
8
粟
淋
亜
 
 

（
詮
8
茹
彿
学
園
叫
妙
澤
 
 

×
 
亜
河
岸
語
此
滞
菊
8
学
頂
 
 
 

袈
滴
紗
辞
吋
鄭
ロ
バ
蔀
封
 
 
 

ヰ
か
粟
兇
亜
呼
野
（
）
 
8
 
 
 

蔀
封
彗
ゆ
 
 



㈲
金
銭
等
の
交
付
が
な
い
場
合
 
 

〔
…
開
町
開
削
什
〕
 
×
 
〔
錮
描
紛
錨
錮
錮
銅
開
閉
摘
謂
錮
椚
謂
錮
鮎
錨
相
詣
錮
㈹
蝉
醐
崇
〕
 
 
 

C
 
間
接
受
領
配
当
に
係
る
課
税
済
配
当
等
の
額
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
配
当
等
の
額
を
受
領
し
た
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
又
は
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
が
内
国
法
人
 
 

に
対
し
て
配
当
等
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
内
国
法
人
が
受
領
し
た
配
当
等
の
額
（
間
接
受
領
配
当
等
の
額
）
 
の
う
ち
控
除
 
 
 

未
済
課
税
済
配
当
等
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
（
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
金
額
の
計
算
上
控
除
さ
れ
た
金
額
 
 
 

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
残
額
）
が
課
税
済
配
当
等
の
額
と
な
る
（
措
令
三
九
の
一
入
②
四
）
。
 
 

回
 
課
税
済
留
保
金
額
の
定
義
（
措
法
六
六
の
八
①
）
 
 
 

課
税
済
留
保
金
額
と
は
、
合
算
課
税
を
受
け
た
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会
社
等
又
は
外
国
関
係
会
社
に
つ
き
、
配
当
等
 
 
 

（
み
な
し
配
当
等
を
含
む
J
の
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
内
国
法
人
の
そ
の
事
実
が
生
じ
た
事
業
年
度
前
五
年
以
内
の
 
 
 

事
業
年
度
に
お
い
て
合
算
課
税
さ
れ
た
課
税
対
象
留
保
金
額
（
課
税
済
留
保
金
額
の
損
金
算
入
の
適
用
を
す
で
に
受
け
た
金
額
を
除
 
 
 

し
た
残
額
が
課
税
済
配
当
等
の
額
と
な
る
 
（
括
令
三
九
の
一
入
②
二
、
三
）
。
 
 

因
 
金
銭
等
の
交
付
が
あ
る
場
合
 
 

苫
適
評
＞
芦
竣
「
パ
 
 

糊
卒
「
汁
紗
荒
d
針
 
 

抒
「
詔
脹
什
価
ぎ
か
 
 

伊
8
 
 

舟
8
料
亭
ヰ
か
紗
鮨
 
 

亜
8
荒
8
Ⅷ
♂
埼
＃
 
 

姻
㊦
紗
渦
吋
酎
沖
か
 
 

幾
吟
8
紗
翁
 
 

冴
固
辞
＞
㊦
劉
ヰ
か
頭
語
蔀
劉
8
葉
鮎
亜
 
 

（
詩
8
帝
簡
単
圃
項
妙
＃
亜
河
昂
詔
此
帝
 
 

粟
8
芋
回
避
森
妙
揮
付
録
ロ
バ
蘇
我
ヰ
か
 
 

弟
外
亜
呼
野
（
）
 
8
苅
封
彗
ゆ
 
 



く
。
）
 
を
い
う
。
 
 

ロ
 
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
配
当
さ
れ
た
場
合
 
 
 

他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
等
（
課
税
対
象
留
保
金
額
を
生
じ
た
年
度
の
未
処
分
所
得
の
金
額
か
ら
充
て
ら
れ
た
 
 
 

も
の
）
を
受
領
し
た
特
定
外
国
子
会
社
等
は
、
そ
の
未
処
分
所
得
の
金
額
の
計
算
上
当
該
配
当
等
の
額
（
控
除
対
象
配
当
等
の
額
）
を
 
 
 

控
除
さ
れ
る
。
 
 

切
 
外
国
税
額
控
除
 
 

イ
 
合
算
所
得
に
係
る
外
国
税
額
控
除
 
 
 

川
 
概
 
要
 
 

内
国
法
人
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
課
税
対
象
留
保
金
額
を
益
金
の
額
に
算
入
す
る
場
合
に
は
、
選
択
に
よ
り
、
特
定
外
 
 
 

国
子
会
社
等
の
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
た
外
国
法
人
税
額
の
う
ち
そ
の
課
税
対
象
留
保
金
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
を
そ
の
内
 
 
 

国
法
人
が
納
付
し
た
外
国
法
人
税
額
（
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
）
と
み
な
し
て
外
国
税
額
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
措
法
六
六
 
 

の
七
①
）
。
 
 
 

河
 
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
税
額
 
 

内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
金
額
で
あ
る
。
但
し
、
課
税
対
 
 

象
留
保
金
額
に
相
当
す
る
金
額
が
限
度
と
な
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
①
）
。
 
 

茶
簡
単
圃
叫
妙
伴
侶
声
調
 
 

映
ぎ
洋
学
固
辞
＞
襲
8
弟
 
 

猷
適
葦
浄
砲
蔀
紗
満
 
＋
 
譜
此
亜
8
荒
 
 
 

梨
園
竣
浄
隠
蔀
紗
翁
 
 



三
二
八
 
 

（
注
）
 
適
用
対
象
留
保
金
額
の
計
算
上
支
払
配
当
等
の
額
が
控
除
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
分
母
の
配
当
等
の
額
は
な
い
も
の
と
し
、
他
の
特
 
 

定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
等
の
額
で
未
処
分
所
得
の
金
額
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
（
控
除
対
象
配
当
等
の
額
）
が
あ
る
場
 
 

合
に
ほ
、
適
用
対
象
留
保
金
額
に
そ
の
含
ま
れ
な
か
っ
た
金
額
を
加
算
す
る
。
 
 

な
お
、
合
算
所
得
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
金
額
が
国
外
所
得
金
額
と
さ
れ
る
（
但
し
、
合
算
さ
れ
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
 
 
 

本
店
所
在
地
国
が
法
人
税
非
課
税
制
度
を
と
る
場
合
に
は
、
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
が
国
外
所
得
金
額
に
含
ま
れ
る
）
。
ま
た
、
内
国
 
 
 

法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
税
額
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
国
外
所
得
金
額
に
含
ま
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
 
 
 

七
⑦
⑧
）
。
 
 
 

配
当
に
係
る
外
国
税
額
控
除
（
間
接
外
国
税
額
控
除
）
 
 

S
 
概
 
要
 
 
 

内
国
法
人
が
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
本
法
に
定
め
る
間
接
外
国
税
額
控
除
（
法
法
六
 
 
 

九
）
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
要
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
要
件
）
 
 
 

配
当
等
を
受
け
る
外
国
法
人
が
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
若
し
く
は
出
資
金
額
の
二
五
％
以
上
又
は
発
行
済
 
 
 

株
式
の
う
ち
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
総
数
の
二
五
％
以
上
を
、
当
該
配
当
等
の
支
払
義
務
の
確
定
す
る
日
以
前
に
お
い
て
引
き
続
き
 
 
 

六
か
月
以
上
所
有
し
て
い
る
こ
と
 
 
 

外
国
税
額
の
減
額
に
係
る
調
整
 
 

川
 
合
算
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
の
減
額
 
 
 



合
算
課
税
を
受
け
た
後
、
そ
の
合
算
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
が
減
額
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次
の
順
序
で
そ
の
減
額
分
相
当
額
 
 
 

の
控
除
が
行
わ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
⑤
⑥
）
。
 
 
 

A
 
減
額
の
あ
っ
た
日
の
事
業
年
度
に
お
け
る
控
除
対
象
外
国
法
人
鋭
か
ら
控
除
す
る
。
 
 
 

B
 
前
三
年
以
内
事
業
年
度
の
控
除
限
度
超
過
額
か
ら
控
除
す
る
。
 
 
 

C
 
後
二
年
以
内
の
事
業
年
度
に
お
け
る
控
除
対
象
外
国
法
人
鋭
か
ら
控
除
す
る
。
 
 
 

な
お
、
控
除
対
象
外
国
法
人
税
及
び
控
除
限
度
超
過
額
か
ら
の
控
除
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
金
額
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
 
 
 

上
国
外
所
得
金
額
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
七
⑨
）
。
 
 

M
 
外
国
子
会
社
で
あ
る
特
定
外
国
子
会
社
等
に
対
す
る
外
国
法
人
税
の
減
額
 
 
 

外
国
子
会
社
で
あ
る
特
定
外
国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
に
つ
き
外
国
税
額
控
除
を
受
け
た
後
、
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
 
 
 

に
対
す
る
外
国
法
人
税
が
減
額
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
減
額
分
相
当
額
に
係
る
控
除
対
象
外
国
法
人
鋭
か
ら
の
控
除
、
外
国
税
 
 
 

額
の
控
除
限
度
額
の
計
算
上
の
取
扱
い
は
、
前
述
M
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
（
法
令
一
五
〇
の
二
）
。
 
 

H
 
合
算
後
に
お
け
る
合
算
所
得
の
配
当
等
に
係
る
調
整
 
 
 

合
算
課
税
さ
れ
た
所
得
を
原
資
と
し
て
特
定
外
国
子
会
社
等
が
配
当
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
課
税
済
留
保
金
額
を
一
定
限
度
の
 
 
 

下
に
内
国
法
人
の
配
当
等
の
発
生
年
度
の
損
金
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
外
国
法
人
税
額
が
そ
の
年
度
に
減
額
さ
れ
た
 
 
 

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
減
額
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
税
の
減
額
分
相
当
額
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
か
 
 
 

ら
の
控
除
等
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
上
の
外
国
税
額
控
除
の
減
額
の
取
扱
い
（
法
法
六
九
⑤
）
が
適
用
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
t
 
 
 

七
⑨
）
。
 
 

三
二
九
 
 
 



三
三
〇
 
 

な
お
、
課
税
済
留
保
金
額
の
う
ち
内
国
法
人
の
配
当
発
生
年
度
の
損
金
と
さ
れ
た
金
額
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
国
外
所
得
に
 
 

係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
 
（
但
し
、
合
算
課
税
を
受
け
た
特
定
外
国
子
会
社
等
の
本
店
所
在
地
国
が
法
人
税
非
課
税
の
制
度
を
 
 

と
る
場
合
に
は
、
全
額
損
金
算
入
で
は
な
く
二
分
の
一
相
当
額
が
国
外
所
得
金
額
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
）
。
ま
た
、
外
国
法
 
 

人
税
の
減
額
分
相
当
額
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
国
外
所
得
金
額
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
七
⑲
⑬
）
。
 
 

9
 
他
の
規
定
と
の
調
整
 
 
 

移
転
価
格
税
制
に
い
う
国
外
関
連
者
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
い
う
特
定
外
国
子
会
社
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
内
国
法
人
 
 

に
対
す
る
移
転
価
格
税
制
に
よ
る
所
得
の
増
額
課
税
と
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
よ
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
合
算
課
 
 

税
と
が
二
重
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
課
税
を
排
除
す
る
た
め
、
内
国
法
人
が
特
定
外
国
子
会
社
等
と
行
っ
た
取
 
 

引
に
つ
い
て
、
移
転
価
格
税
制
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
未
処
分
所
得
の
金
額
の
計
算
に
お
い
て
、
そ
の
取
引
 
 

が
独
立
企
業
間
価
格
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
四
①
一
、
②
）
。
す
な
わ
ち
、
移
転
価
格
税
制
に
よ
る
内
国
 
 

法
人
の
所
得
の
増
額
分
を
常
に
国
外
関
連
者
で
あ
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
両
制
度
の
調
整
が
図
 
 

ら
れ
る
。
 
 

1
0
 
所
得
税
法
に
お
け
る
制
度
 
 
 

所
得
税
に
お
け
る
本
制
度
の
仕
組
み
は
、
次
の
点
を
除
き
法
人
税
に
お
け
る
そ
れ
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。
 
 

川
 
課
税
対
象
留
保
金
額
 
 

イ
 
課
税
対
象
留
保
金
額
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
適
用
対
象
留
保
金
額
か
ら
次
の
も
の
を
控
除
し
た
金
額
に
、
居
住
者
の
有
す
る
直
 
 
 

接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
さ
れ
る
 
（
措
令
二
五
の
一
五
②
）
。
 
 
 



M
 
利
益
又
は
剰
余
金
の
処
分
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
金
額
（
法
人
所
得
税
の
額
と
配
当
等
の
額
を
除
く
。
）
 
 
 

回
 
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
金
額
の
う
ち
損
金
性
を
否
認
さ
れ
そ
の
結
果
未
処
分
所
得
の
金
額
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
 
 
 

但
し
、
直
接
受
領
配
当
等
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
定
外
国
子
会
社
等
の
合
算
所
得
か
ら
特
定
外
国
子
会
社
等
の
支
払
配
当
の
 
 
 

全
額
と
調
整
適
用
対
象
留
保
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
に
居
住
者
の
有
す
る
直
接
・
間
接
持
分
（
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
又
は
 
 
 

配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
を
通
じ
た
持
分
を
除
く
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
て
課
税
対
象
留
保
金
額
が
計
算
さ
れ
る
 
 
 

（
措
令
二
五
の
一
五
②
）
。
 
 
 

な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
合
算
所
得
」
と
は
、
支
払
配
当
控
除
前
の
調
整
適
用
対
象
留
保
金
額
（
適
用
対
象
留
保
金
額
か
ら
社
外
流
出
 
 
 

を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
。
）
に
居
住
者
の
有
す
る
直
接
・
間
接
の
持
分
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。
 
 

ロ
 
特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
対
象
留
保
金
額
は
、
居
住
者
の
雑
所
得
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な
さ
れ
る
（
措
令
四
〇
の
四
①
）
。
な
 
 
 

お
、
そ
の
居
住
者
の
有
す
る
す
べ
て
の
特
定
外
国
子
会
社
等
の
株
式
（
そ
の
居
住
者
が
特
定
外
国
子
会
社
等
の
株
式
を
他
の
外
国
法
人
 
 
 

を
通
じ
て
間
接
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
外
国
法
人
の
株
式
等
を
含
む
。
）
 
の
取
得
に
要
し
た
負
債
の
利
子
が
必
要
 
 
 

経
費
と
し
て
控
除
さ
れ
る
 
（
措
令
二
四
の
一
五
④
⑤
）
。
 
 

∽
 
二
重
課
税
の
排
除
 
 

イ
 
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
課
税
の
排
除
 
 
 

特
定
外
周
子
会
社
等
に
課
税
済
配
当
等
の
額
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
課
税
済
配
当
等
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
課
税
済
留
保
 
 
 

金
額
に
係
る
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
腰
除
す
る
は
か
、
居
住
者
の
そ
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
分
の
特
定
外
国
子
会
社
等
（
二
以
上
 
 
 

あ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
）
か
ら
配
当
収
入
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
の
計
算
上
も
控
除
さ
れ
る
（
措
法
四
〇
の
五
①
、
措
令
 
 

三
t
三
 
 
 



三
三
二
 
 

二
五
の
一
七
④
）
。
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額
は
三
年
間
繰
り
越
さ
れ
、
課
税
対
象
留
保
金
額
に
係
る
雑
所
得
の
金
額
及
び
特
定
外
 
 
 

国
子
会
社
等
か
ら
の
配
当
収
入
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
（
措
令
二
五
の
一
七
④
）
。
 
 
 

な
お
、
課
税
済
配
当
等
の
額
は
、
支
払
配
当
等
の
額
が
配
当
事
業
年
度
の
実
質
的
な
留
保
金
額
を
超
え
る
場
合
に
生
ず
る
こ
と
と
さ
 
 
 

れ
る
（
措
令
二
五
の
一
七
②
）
。
ま
た
、
特
定
外
国
子
会
社
等
が
配
当
可
能
金
額
す
な
わ
ち
実
質
的
な
留
保
所
得
（
但
し
、
他
の
特
定
外
 
 
 

国
子
会
社
等
か
ら
受
領
し
た
配
当
等
の
額
で
未
処
分
所
得
の
金
額
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
）
を
上
回
る
配
 
 
 

当
等
を
支
払
っ
た
場
合
に
ほ
、
そ
の
超
過
額
の
持
分
対
応
額
を
す
べ
て
課
税
済
配
当
等
の
額
と
し
、
雑
所
得
又
は
配
当
所
得
か
ら
控
除
 
 
 

す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
特
定
外
国
子
会
社
等
に
該
当
す
る
外
国
関
係
会
社
か
ら
受
領
す
る
配
当
ほ
間
接
受
領
配
当
と
は
さ
 
 
 

れ
な
い
 
（
措
令
二
五
の
一
七
①
）
。
 
 

ロ
 
外
国
税
額
控
除
 
 
 

課
税
対
象
留
保
金
額
に
係
る
外
国
法
人
税
の
額
を
控
除
す
る
制
度
は
な
い
．
。
 
 

Ⅲ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
に
関
す
る
制
度
 
 
 

1
 
内
国
法
人
の
帳
簿
書
類
の
備
付
け
 
 
 

青
色
申
告
法
人
は
、
次
の
よ
う
な
帳
簿
書
類
を
備
付
け
て
取
引
を
記
録
し
こ
れ
を
七
年
間
（
特
定
の
も
の
ほ
五
年
間
）
保
存
す
る
義
務
 
 

を
負
う
（
法
法
一
二
六
、
法
規
五
三
～
五
九
）
。
 
 

U
 
仕
訳
帳
、
総
勘
定
元
帳
 
 

切
 
棚
卸
帳
 
 
 



㈱
 
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
 
 

㈲
 
取
引
に
係
る
注
文
書
、
契
約
書
、
送
り
状
、
領
収
書
等
 
 

2
 
情
報
収
集
 
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
の
株
主
で
あ
る
内
国
法
人
の
う
ち
原
則
と
し
て
一
〇
％
以
上
の
株
式
を
直
接
・
間
接
に
保
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
 
 

げ
る
よ
う
な
書
類
を
確
定
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
括
法
六
六
の
六
⑤
、
措
規
二
二
の
一
二
②
）
。
 
 

∽
 
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
勘
定
科
目
内
訳
明
細
書
 
 

∽
 
損
益
金
の
処
分
表
 
 

㈱
 
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
本
店
所
在
地
国
の
税
務
申
告
書
の
写
し
 
 

㈲
 
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
株
主
等
の
名
称
、
住
所
等
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
等
 
 

㈲
 
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
間
接
保
有
に
係
る
他
の
外
国
法
人
の
株
主
等
の
名
称
、
住
所
等
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
等
 
 

3
 
質
問
検
査
権
 
 
 

国
税
庁
、
所
轄
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
法
人
税
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法
人
又
は
金
銭
の
支
 
 

払
、
物
品
の
譲
渡
の
義
務
の
あ
る
者
に
対
す
る
質
問
、
帳
簿
書
類
等
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
法
一
五
三
～
一
五
四
）
。
 
 
 

な
お
、
国
税
庁
、
所
轄
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
官
公
署
又
は
政
府
関
係
機
関
に
、
調
査
に
参
考
と
な
る
資
料
の
提
供
等
 
 

の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
 
（
法
法
一
五
六
）
。
 
 
 

〔
注
〕
 
 
 

（
1
）
 
国
際
的
租
税
回
避
行
為
に
対
処
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
と
司
法
上
の
理
論
に
基
づ
く
も
の
と
の
二
つ
 
 

三
三
三
 
 
 



三
三
四
 
 
 

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
の
制
度
に
お
け
る
国
際
的
租
税
回
避
防
止
の
た
め
の
制
度
は
、
例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
規
定
又
は
理
論
 
 

に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

1
 
法
律
上
の
親
定
に
基
づ
く
も
の
 
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
下
条
項
（
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
）
 
 
 

∽
 
I
R
C
四
八
二
条
（
移
転
価
格
税
制
）
 
 

関
連
企
業
間
の
移
転
価
格
操
作
に
対
処
す
る
も
の
で
、
独
立
企
業
間
価
格
に
ょ
る
課
税
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

籾
 
I
R
C
三
六
七
粂
（
資
産
の
非
課
税
国
外
譲
渡
に
対
す
る
制
限
（
課
税
）
）
 
 

非
課
税
で
国
外
譲
渡
さ
れ
た
資
産
に
つ
い
て
米
国
納
税
義
務
者
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
国
外
の
譲
受
け
者
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
こ
 
 

と
へ
対
処
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
下
で
は
、
資
産
の
国
外
譲
渡
が
非
課
税
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
制
限
（
課
税
）
規
定
の
う
 
 

ち
、
例
外
的
に
非
課
税
と
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
、
国
外
譲
渡
資
産
が
外
国
法
人
に
よ
り
米
国
外
の
能
動
的
事
業
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
限
定
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 

㈲
 
I
R
C
一
二
四
六
条
（
外
国
投
資
会
社
に
対
す
る
課
税
）
 
 

米
国
の
投
資
家
が
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
よ
う
な
低
税
率
国
の
投
資
会
社
へ
投
資
を
行
い
、
当
該
投
資
会
社
の
留
保
利
益
が
 
 

累
積
し
た
時
点
で
そ
の
株
式
を
売
却
す
る
（
そ
の
売
却
益
は
低
率
課
税
と
な
る
）
こ
と
に
よ
る
当
該
株
式
の
売
却
益
に
対
し
て
通
常
所
得
 
 

と
し
て
の
課
税
が
行
わ
れ
る
。
な
お
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
と
異
な
り
、
こ
の
規
定
に
は
、
米
国
の
投
資
家
の
具
体
的
所
有
基
準
は
な
い
 
 

（
す
な
わ
ち
、
持
株
比
率
が
一
〇
％
未
満
で
も
課
税
さ
れ
る
。
）
。
 
 
 

㈲
 
I
R
C
六
七
九
、
六
六
入
条
等
（
外
国
信
託
に
対
す
る
課
税
）
 
 

外
国
信
託
ほ
、
原
則
と
し
て
、
米
国
外
源
泉
所
得
に
対
し
て
米
国
の
租
税
は
課
税
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
制
度
の
利
用
に
対
し
て
、
①
一
以
 
 

上
の
米
国
の
受
益
者
が
存
在
す
る
外
国
信
託
へ
の
資
産
譲
渡
者
に
対
す
る
所
得
稜
得
時
課
税
（
I
R
C
六
七
九
）
、
②
外
国
信
託
か
ら
の
配
 
 

当
時
に
米
国
の
受
益
者
に
課
さ
れ
る
税
へ
の
利
子
相
当
額
の
付
加
（
I
R
C
六
六
八
）
、
等
の
措
置
が
あ
る
。
 
 

㈲
 
そ
の
他
 
 

留
保
収
益
税
（
I
R
C
五
二
〓
）
、
外
国
同
族
持
株
会
社
等
に
対
す
る
課
税
（
I
R
C
五
四
一
、
五
五
一
）
等
が
あ
る
。
 
 
 



2
 
司
法
上
の
理
論
に
基
づ
く
も
の
 
 

事
業
目
的
理
論
 
（
b
u
s
i
n
e
s
s
 
p
亡
r
p
O
S
e
 
d
O
C
t
O
r
i
n
e
）
、
実
質
理
論
 
（
s
u
b
s
t
a
コ
C
e
 
O
く
e
r
 
f
O
r
m
 
d
O
C
t
O
r
i
n
e
）
、
段
階
取
引
理
論
 
（
s
t
e
p
 
 

t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
 
d
O
C
t
O
r
i
n
e
）
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
る
 
（
第
五
章
参
照
）
。
 
 

以
上
に
つ
い
て
、
B
r
i
P
n
1
．
A
r
b
O
－
d
－
T
h
e
↓
a
誓
t
i
O
n
 
O
f
 
C
O
n
t
邑
－
e
d
 
F
O
r
e
i
g
n
 
C
O
r
p
O
r
邑
O
n
S
‥
A
n
－
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
■
C
O
m
p
a
r
i
s
O
n
 
 

（
－
冨
の
）
p
p
．
u
の
∽
I
u
冨
参
照
。
 
 
 

第
一
章
第
四
節
Ⅰ
・
3
参
應
。
 
 
 

第
一
章
第
四
節
Ⅰ
・
4
・
∽
・
イ
参
照
。
 
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
次
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
ほ
、
こ
の
株
式
所
得
要
件
ほ
適
用
さ
れ
な
い
 
（
九
五
入
局
∽
）
。
 
 
 

1
 
九
五
五
呵
印
弼
鱒
…
：
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
に
い
う
「
外
国
基
地
会
社
海
運
事
業
へ
の
適
格
投
資
」
 
 
 

2
 
九
五
五
日
∽
因
加
…
…
（
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
）
 
 
 

3
 
九
六
〇
局
m
…
…
外
国
税
額
控
除
の
特
例
 
 
 

こ
の
要
件
ほ
、
米
国
株
主
等
の
定
義
（
九
五
一
㈲
）
、
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
に
い
う
関
連
者
の
定
義
（
九
五
四
囲
㈱
）
、
米
国
資
産
の
定
義
 
 

（
九
五
六
何
切
）
及
び
C
F
C
の
定
義
（
九
五
七
）
 
の
適
用
上
適
用
さ
れ
る
。
 
 
 

特
定
の
信
託
（
六
七
一
、
六
七
人
に
定
め
る
信
託
）
に
つ
い
て
は
別
段
の
定
め
が
あ
る
。
 
 
 

選
択
権
（
O
p
t
i
O
n
）
を
有
す
る
老
ほ
、
こ
れ
に
係
る
株
式
を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
老
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
 
 

る
（
当
該
選
択
権
を
取
得
す
る
た
め
の
選
択
権
も
こ
の
「
株
式
を
取
得
す
る
選
択
権
」
と
み
な
さ
れ
る
）
。
ま
た
、
S
c
O
r
p
O
r
註
O
n
は
パ
ー
ト
ナ
ー
 
 

シ
ッ
プ
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
S
 
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
の
株
主
は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 
 

第
三
章
第
一
節
Ⅰ
参
照
。
 
 
 

但
し
、
次
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
 
 
 

1
 
S
u
b
c
h
a
p
t
e
r
 
L
の
s
ヨ
a
－
〓
i
f
e
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
d
e
d
亡
C
t
i
O
n
 
 
 

2
 
s
亡
b
c
h
a
p
t
e
r
「
の
八
〇
五
い
㈲
（
事
業
損
失
の
控
除
）
 
 
 

3
 
s
u
b
c
h
a
p
t
e
r
「
の
八
三
二
日
㈲
（
特
定
の
資
本
損
失
）
 
 

三
三
五
 
 
 



三
三
六
 
 
 

（
1
0
）
 
米
国
内
事
業
実
質
関
連
所
得
（
e
f
f
e
c
t
i
註
y
c
O
n
n
e
C
t
e
d
r
u
l
e
、
こ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
小
松
芳
明
「
逐
条
研
究
・
日
米
租
税
条
約
」
四
人
～
 
 
 

四
九
頁
（
税
務
経
理
協
会
、
平
こ
参
應
。
）
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
納
税
者
が
選
択
す
る
こ
と
の
効
果
は
、
①
連
邦
消
費
税
（
f
2
d
e
邑
 
 
 

e
邑
s
e
t
a
x
）
の
免
税
（
連
邦
消
費
税
は
、
米
国
内
事
業
に
実
質
的
に
関
連
す
る
所
得
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
－
一
九
八
八
年
改
正
（
↓
A
M
R
A
）
 
 
 

で
導
入
。
）
。
②
連
邦
所
得
税
の
課
税
、
及
び
③
支
店
利
益
税
の
課
税
の
三
つ
で
あ
る
（
R
O
b
2
－
こ
・
R
O
】
訂
a
n
d
W
・
C
h
P
S
e
 
H
d
O
－
戸
↓
h
e
 
 
 

↓
a
琵
t
i
O
n
O
f
O
f
f
s
h
O
r
e
C
a
p
t
i
く
e
－
n
s
u
r
a
n
c
e
C
O
m
p
a
n
i
e
s
．
↓
h
e
：
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
↓
a
火
l
O
亡
r
n
a
r
く
已
」
の
、
N
P
N
も
」
N
の
）
。
ま
た
、
一
〇
％
 
 
 

米
国
株
主
に
認
め
ら
れ
る
特
定
の
配
当
に
係
る
益
金
不
算
入
の
規
定
（
I
R
C
二
四
五
）
 
の
適
用
も
あ
る
 
（
t
h
2
1
0
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
 
 

T
a
舛
a
t
i
O
n
－
G
e
n
e
r
P
E
召
【
a
n
a
t
i
O
n
O
〓
h
e
T
a
X
R
e
f
O
r
ヨ
A
c
t
O
〓
慧
声
p
．
冨
－
）
。
 
 

（
1
1
）
 
こ
の
選
択
を
行
っ
た
場
合
の
効
果
と
し
て
は
、
①
連
邦
消
費
税
及
び
支
店
利
益
税
の
課
税
は
行
わ
れ
ず
、
ま
た
、
受
取
配
当
益
金
不
算
入
（
t
h
e
 
 
 

d
i
く
i
d
e
n
d
s
孟
C
e
i
く
e
d
d
e
d
u
c
t
i
O
n
）
が
適
用
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
、
が
、
②
米
国
の
連
邦
所
得
税
が
、
全
世
界
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
、
と
 
 
 

と
も
に
そ
の
選
択
年
度
の
租
税
は
次
の
囚
又
は
㈱
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
だ
け
増
額
さ
れ
る
（
R
0
1
f
、
e
t
．
a
L
L
b
i
d
・
p
p
・
－
N
の
」
N
3
 
 

（
B
）
 
－
．
g
O
、
0
0
0
で
ぐ
 
 

（
ほ
）
 
宇
宙
（
s
p
a
c
e
）
又
は
海
洋
（
O
C
e
a
n
）
に
お
け
る
活
動
か
ら
生
ず
る
所
得
も
、
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
に
含
ま
れ
る
。
海
洋
と
は
、
米
国
、
米
 
 
 

国
の
属
領
又
は
米
国
が
承
認
し
た
外
国
の
管
轄
内
以
外
の
す
べ
て
を
い
い
、
宇
宙
又
ほ
海
洋
に
お
け
る
活
動
に
は
、
例
え
ば
、
南
極
に
お
け
る
活
動
 
 
 

が
ふ
く
ま
れ
る
 
（
I
R
C
九
五
四
㈹
、
八
六
三
川
）
。
 
 

（
ほ
）
 
こ
の
規
定
は
、
一
九
七
六
年
（
T
a
x
R
e
f
O
r
m
A
c
t
O
〓
当
∽
）
で
、
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
イ
コ
ッ
ー
と
い
 
 
 

う
形
で
一
般
的
に
規
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
主
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
諸
国
に
ょ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
（
A
－
a
b
b
O
i
c
O
t
t
O
〓
s
－
a
e
－
）
に
対
処
 
 
 

す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
R
O
b
e
r
t
H
e
ニ
a
w
e
l
－
－
e
t
．
a
【
．
、
↓
P
誓
t
i
O
n
O
f
T
r
a
n
s
n
邑
O
n
a
－
T
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
S
－
∽
∞
芸
0
0
も
p
．
∽
軍
∽
∽
∽
参
 
 

照
。
 
 

（
1
4
）
 
A
r
n
0
1
d
L
b
i
d
こ
p
．
∽
∞
〕
参
照
。
 
 

（
1
5
）
 
E
／
P
（
e
a
r
コ
i
n
g
s
a
n
d
p
r
O
f
i
t
s
二
留
保
利
益
）
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
S
t
2
p
h
e
n
－
A
・
「
i
n
d
㌔
t
・
a
－
・
－
 
 
 

（
A
）
 
 

一
宏
べ
梯
－
N
血
∽
－
Ⅲ
薗
悶
8
埴
科
（
c
a
p
i
t
a
－
）
 
 

什
曲
蔀
望
遠
（
a
c
c
u
m
u
－
a
t
e
d
 
s
u
旦
u
s
）
 
 

×
－
筑
×
∽
＼
料
 
 



C
a
s
e
s
a
n
d
M
a
t
e
r
i
a
－
s
O
n
F
亡
n
d
a
m
e
n
邑
s
O
f
C
O
r
p
O
r
a
t
e
↓
a
x
a
t
i
O
n
∴
石
讐
．
p
p
」
∽
∽
⊥
∽
∽
）
。
 
 

E
／
P
は
、
課
税
所
得
か
ら
連
邦
所
得
税
等
（
二
六
五
、
二
六
七
、
二
七
四
で
損
金
算
入
を
否
認
さ
れ
る
も
の
等
を
含
む
。
）
を
控
除
し
、
非
課
 
 
 

税
の
金
融
上
の
ゲ
イ
ン
（
地
方
債
利
子
、
く
連
邦
税
の
還
付
金
等
を
含
む
。
）
、
法
人
の
価
値
を
減
少
し
て
い
な
い
も
の
（
二
四
三
に
い
う
受
取
配
当
益
 
 
 

金
不
算
入
額
を
含
む
。
）
及
び
期
間
損
益
及
び
加
速
度
償
却
等
を
加
算
し
た
も
の
を
い
う
。
 
 

E
／
P
の
用
語
は
、
内
国
歳
入
法
上
の
用
語
で
あ
る
。
内
国
歳
入
法
で
は
、
配
当
が
E
／
P
を
限
度
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
 
 
 

る
が
、
こ
の
用
語
の
概
念
に
つ
い
て
の
厳
密
な
定
義
は
置
い
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
内
国
歳
入
法
三
t
二
で
は
、
あ
る
取
引
が
E
／
P
に
与
え
る
影
 
 
 

響
を
規
定
し
て
い
る
の
に
止
ま
り
、
I
R
C
三
〓
正
関
連
す
る
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
こ
れ
を
若
干
数
街
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

一
方
、
E
／
P
は
、
課
税
所
得
及
び
払
込
資
本
の
概
念
と
は
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
果
た
す
役
割
は
い
わ
ば
法
人
の
経
済
的
所
得
 
 

（
e
c
O
n
O
ヨ
i
c
i
n
c
O
m
e
）
か
ら
配
当
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
範
開
を
画
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
非
常
に
重
要
な
基
本
的
概
念
の
t
つ
し
 
 

て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
6
）
 
C
C
H
、
S
t
a
d
a
－
d
F
2
d
e
邑
↓
a
H
R
e
p
O
r
t
e
r
二
重
董
二
邑
一
↓
．
p
．
竺
N
∞
∽
）
。
米
国
へ
の
投
資
の
増
加
額
の
合
算
ほ
、
年
度
末
に
お
け
る
米
国
資
産
 
 
 

の
取
得
コ
ス
ト
か
ら
そ
れ
に
係
る
債
務
を
控
除
し
た
残
額
の
う
ち
、
そ
の
C
F
C
か
ら
の
配
当
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
k
相
当
す
る
額
が
対
 
 
 

象
と
な
る
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
一
般
的
に
、
配
当
以
外
の
形
で
米
国
株
主
等
に
C
F
C
の
留
保
利
益
を
還
流
さ
せ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
 
 
 

あ
る
が
、
さ
ら
に
、
具
体
的
に
敷
術
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
C
F
C
が
そ
の
留
保
利
益
を
米
国
株
主
等
に
対
し
て
無
利
子
貸
付
 
 
 

又
は
米
国
株
主
等
の
株
式
に
対
す
る
投
資
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
米
国
株
主
等
は
、
当
該
留
保
利
益
に
相
当
す
る
資
金
を
自
由
に
使
用
・
処
分
 
 
 

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
同
時
に
、
無
期
限
の
課
税
繰
延
べ
を
実
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
、
ひ
ろ
い
意
味
で
、
ア
ッ
 
 
 

プ
・
ス
ト
リ
ー
ム
・
ロ
ー
ン
（
u
p
・
S
t
r
e
a
m
－
O
a
n
）
及
び
隠
れ
た
る
利
益
配
当
（
d
i
s
g
u
i
s
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
O
n
）
に
対
処
す
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
 
 
 

る
 
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
こ
p
．
u
∞
∽
）
。
 
 

（
け
）
 
米
国
所
有
外
国
法
人
と
は
、
問
題
と
な
る
外
国
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
又
は
当
該
外
国
法
人
の
株
式
の
価
額
の
総
額
の
五
〇
％
以
 
 
 

上
が
、
直
接
・
間
接
に
米
国
の
者
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
外
国
法
人
を
い
う
（
I
R
C
九
〇
四
局
㈲
）
。
 
 

（
1
8
）
 
米
国
所
有
外
国
法
人
の
支
払
配
当
又
は
支
払
利
子
の
う
ち
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
控
除
限
度
額
計
算
上
米
国
内
源
泉
所
得
と
す
る
と
い
 
 
 

ぅ
規
定
は
、
無
制
限
に
米
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
取
扱
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
米
国
内
源
泉
所
得
が
低
い
割
合
で
あ
る
場
合
、
具
 
 

三
三
七
 
 
 



三
三
八
 
 

体
的
に
は
、
米
国
所
有
外
国
法
人
の
E
／
P
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
の
占
め
る
割
合
が
一
〇
％
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
米
国
所
有
外
国
法
 
 
 

人
の
支
払
配
当
又
は
支
払
利
子
が
限
度
計
算
上
米
国
内
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
I
R
C
九
〇
四
は
㈲
）
。
 
 

（
1
9
）
 
合
算
課
税
さ
れ
た
所
得
が
米
国
株
主
等
に
分
配
さ
れ
た
場
合
に
は
、
出
資
の
返
還
が
あ
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
分
配
後
 
 
 

の
当
該
C
y
C
株
式
の
売
却
に
係
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
計
算
上
は
、
当
該
合
算
課
税
相
当
額
を
コ
ス
ト
か
ら
除
外
す
る
の
が
合
理
的
と
考
 
 
 

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
合
算
課
税
が
行
わ
れ
た
後
で
か
つ
C
F
C
か
ら
の
分
配
が
行
わ
れ
る
前
に
当
該
C
F
C
株
式
が
売
却
さ
れ
た
場
合
の
キ
ャ
 
 
 

ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
計
算
上
控
除
す
べ
き
当
該
C
F
C
株
式
の
取
得
価
額
は
、
当
該
売
却
価
額
が
C
F
C
の
留
保
所
得
（
既
に
合
算
課
税
さ
れ
た
 
 
 

も
の
）
か
ら
成
る
も
の
と
考
え
る
場
合
に
は
、
当
該
既
合
算
課
税
相
当
額
だ
け
増
額
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
既
合
算
課
税
相
当
額
も
コ
ス
ト
と
 
 
 

し
て
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
こ
の
調
整
措
置
（
九
六
一
）
の
背
景
に
あ
る
（
A
－
n
0
1
d
こ
b
i
d
・
も
p
・
邑
？
会
－
）
。
 
 

（
2
0
）
 
I
R
C
九
六
二
川
で
は
、
法
人
課
税
を
選
択
し
た
個
人
が
配
当
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
九
五
九
局
∽
（
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
額
の
益
金
不
 
 
 

算
入
）
の
親
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
択
に
係
る
合
算
額
か
ら
米
国
内
国
歳
入
法
に
基
づ
き
当
該
合
算
額
に
つ
い
て
納
付
し
た
税
額
を
控
除
し
た
残
 
 
 

額
を
配
当
受
取
時
に
益
金
に
算
入
す
る
旨
親
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
配
当
受
取
時
に
益
金
不
算
入
と
な
る
額
は
米
国
内
国
歳
入
法
に
基
づ
く
 
 
 

納
付
税
額
で
あ
る
。
 
 

（
2
1
）
 
T
a
H
M
P
n
a
g
e
m
e
n
二
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
こ
O
u
r
n
a
－
、
く
O
L
－
∞
．
N
O
J
N
－
p
・
巴
の
。
 
 

例
え
ば
、
オ
ラ
ソ
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
は
、
従
前
、
主
に
米
国
と
の
間
に
租
税
条
約
の
な
い
国
の
投
資
家
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
入
 
 
 

七
年
六
月
二
九
日
の
オ
ラ
ソ
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ル
政
府
に
対
す
る
租
税
条
約
終
了
通
告
に
ょ
り
、
一
九
八
八
年
一
月
に
終
了
し
た
。
但
し
、
同
条
約
 
 
 

算
入
条
の
利
子
に
係
る
課
税
免
除
ほ
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
。
（
内
国
歳
入
庁
ル
ー
リ
ン
グ
八
七
－
七
九
）
。
但
し
、
こ
の
免
除
は
、
内
国
歳
入
庁
 
 
 

ル
ー
リ
ン
グ
八
四
－
一
五
三
に
い
う
．
■
c
O
n
d
u
i
t
（
導
管
）
、
－
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
。
以
上
に
つ
い
て
、
「
ア
メ
リ
カ
 
 
 

合
衆
国
・
蘭
領
ア
ン
テ
イ
ル
ス
租
税
条
約
の
終
了
に
伴
う
外
国
投
資
家
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
」
C
h
u
O
 
C
0
0
p
e
r
S
恥
「
y
b
r
a
n
d
 
n
O
n
S
u
l
t
i
n
g
、
 
 
 

I
n
t
e
r
n
註
O
n
巴
↓
a
舛
C
O
n
S
亡
l
t
i
n
g
二
重
笥
」
亭
N
〇
．
〕
－
参
照
。
 
 

（
㌘
 
川
田
剛
「
米
国
の
新
租
税
条
約
モ
デ
ル
草
案
の
概
要
」
租
税
研
究
昭
和
五
十
七
年
五
月
号
（
N
。
・
∽
∽
N
）
 
三
一
～
一
四
貢
 
 

（
2
3
）
 
米
国
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
相
続
・
贈
与
税
モ
デ
ル
租
税
条
約
（
t
h
e
 
a
u
a
n
i
t
e
d
 
S
t
已
e
s
M
O
d
e
－
E
s
t
a
t
e
a
n
d
 
G
i
f
t
↓
P
X
 
C
O
n
詔
n
t
i
O
n
 
 
 

（
N
O
く
e
m
b
e
r
N
O
こ
冨
○
）
）
が
あ
告
 
 
 



（
2
4
）
 
D
e
p
a
r
t
m
e
已
O
f
ゴ
e
a
s
亡
r
y
n
e
W
S
．
M
a
y
－
↓
こ
当
↓
．
p
．
N
 
 

（
2
5
）
 
T
r
e
a
s
亡
r
y
N
e
w
s
－
D
e
c
e
ヨ
b
e
r
N
∽
」
冨
－
－
p
p
．
－
～
N
 
 

（
仰
望
 
ベ
ー
ス
・
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
規
定
と
は
、
条
約
の
適
用
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
人
の
所
得
の
実
質
的
な
部
分
（
s
・
 
 
 

u
b
s
t
a
n
t
i
a
－
p
a
r
t
）
が
条
約
締
結
国
以
外
の
居
住
者
に
対
す
る
債
務
（
利
子
及
び
使
用
料
を
含
む
。
）
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
場
合
に
条
約
の
適
用
を
 
 
 

否
定
す
る
競
走
い
う
（
第
三
節
Ⅲ
2
m
第
一
項
㈲
）
。
 
 

（
2
7
）
 
例
え
ば
、
租
税
条
約
の
一
方
の
当
事
国
の
居
住
者
（
A
）
が
他
方
の
当
事
国
の
居
住
者
（
B
）
に
対
し
て
投
資
所
得
を
支
払
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
 
 
 

場
合
、
支
払
者
A
は
受
領
者
B
が
当
該
租
税
条
約
の
適
用
を
受
け
る
資
格
の
あ
る
者
（
条
約
適
格
者
）
で
あ
る
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
得
 
 
 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
支
払
老
A
は
、
B
が
条
約
適
格
者
で
あ
る
か
否
か
を
知
る
た
め
の
努
力
を
ど
の
程
度
行
え
ば
源
泉
徴
収
義
務
者
と
し
て
 
 
 

の
確
認
義
務
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
立
証
責
任
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
源
泉
徴
収
義
務
者
の
確
認
義
 
 
 

務
に
つ
い
て
の
考
え
方
等
そ
の
国
の
租
税
制
度
全
体
の
考
え
方
と
の
関
連
も
あ
り
、
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
点
に
閲
し
、
例
え
ば
、
米
豪
条
約
（
一
九
入
六
年
八
月
六
日
署
名
）
の
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
防
止
条
項
で
あ
る
第
〓
ハ
条
 
 

（
利
益
の
制
限
）
の
下
で
の
運
用
上
の
考
え
方
を
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
立
証
責
任
は
、
一
般
の
他
の
 
 
 

課
税
事
案
に
お
け
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
具
体
的
手
続
き
は
、
例
え
ば
、
米
国
源
泉
所
得
に
つ
い
て
米
国
で
軽
減
税
率
の
適
用
を
受
け
る
豪
の
居
住
 
 
 

者
は
申
請
書
様
式
（
f
O
r
m
－
○
≡
）
を
源
泉
徴
収
義
務
者
（
t
a
H
a
g
e
n
t
）
に
提
出
す
る
だ
け
で
よ
く
、
当
該
取
引
に
問
題
が
あ
れ
ば
米
国
内
国
歳
入
 
 
 

庁
は
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
調
査
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
↓
r
e
a
s
u
r
y
T
e
c
h
n
i
c
巴
E
召
－
P
n
a
t
i
O
n
O
f
U
一
S
．
A
亡
S
t
r
a
－
i
a
n
ゴ
e
a
t
y
s
i
g
n
e
d
 
 
 

A
u
g
亡
S
t
の
L
諾
N
）
。
な
お
、
米
国
で
は
、
一
般
的
に
、
租
税
条
約
の
恩
典
を
受
け
る
者
に
対
し
て
そ
の
恩
典
の
内
容
に
係
る
情
報
を
提
出
す
る
義
務
 
 
 

を
課
し
て
い
る
 
（
内
国
歳
入
法
第
六
一
一
四
条
及
び
同
規
則
三
〇
一
二
ハ
一
一
四
－
t
参
照
）
。
 
 

（
㌶
）
 
米
西
独
租
税
条
約
は
、
一
九
九
一
年
八
月
二
一
日
に
両
国
政
府
間
で
批
准
書
の
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
約
は
、
旧
西
独
地
域
に
つ
い
て
 
 
 

ほ
一
九
九
一
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
D
巴
【
y
↓
a
X
R
e
p
O
r
t
－
甲
N
N
・
∽
、
N
O
」
昂
p
．
G
⊥
）
。
こ
の
新
米
独
租
税
条
約
に
 
 
 

は
、
、
∴
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ヅ
ビ
ン
グ
条
項
の
ほ
か
に
も
、
仲
裁
手
続
規
定
（
同
条
約
第
二
五
条
）
が
盛
り
込
ま
れ
る
な
ど
、
他
の
条
約
に
類
を
み
な
い
 
 
 

新
し
い
導
入
が
さ
れ
て
お
り
、
米
国
が
今
後
E
C
諸
国
と
の
間
で
改
訂
又
は
締
結
す
る
条
約
の
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
と
の
観
測
が
行
わ
れ
て
い
る
 
 

（
－
≠
S
I
W
e
s
t
G
e
r
m
a
n
y
ゴ
e
a
t
y
i
s
R
e
a
d
y
t
O
S
i
g
ロ
ー
B
亡
t
H
O
u
S
e
ゴ
e
已
y
O
く
e
r
r
i
d
e
s
P
O
S
e
T
r
e
a
t
－
－
T
a
H
N
O
t
e
S
L
亡
－
y
芦
－
冨
豊
。
 
 

三
三
九
 
 
 



三
四
〇
 
 

な
お
、
米
独
租
税
条
約
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
村
井
正
、
川
端
康
之
「
新
米
独
租
税
条
約
の
問
題
点
」
税
経
通
信
一
九
九
一
年
一
月
号
、
 
 
 

二
八
～
四
〇
頁
及
び
村
井
正
「
租
税
条
約
を
め
ぐ
る
紛
争
解
決
の
あ
り
方
－
仲
裁
手
続
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
」
税
務
弘
報
三
九
巻
一
二
号
六
～
t
 
 

二
頁
に
詳
し
い
。
 
 

（
2
9
）
 
第
四
節
Ⅰ
～
Ⅴ
に
述
べ
た
情
報
収
集
、
罰
則
等
の
他
に
、
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
も
外
国
か
ら
の
資
料
収
集
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
サ
 
 
 

ピ
ー
ナ
（
s
亡
b
p
O
e
n
a
、
召
喚
状
）
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
s
亡
b
p
O
e
n
p
に
つ
い
て
マ
ー
ク
・
リ
ッ
チ
社
の
ケ
ー
ス
を
紹
介
す
る
。
 
 

（
マ
ー
ク
・
リ
ッ
チ
社
ケ
ー
ス
）
 
 

「
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
の
親
会
社
Ⅹ
と
そ
の
ア
メ
リ
カ
子
会
社
Y
（
ス
イ
ス
法
準
拠
で
設
立
さ
れ
ア
メ
リ
カ
に
本
店
を
置
く
。
）
と
の
間
で
行
わ
 
 

れ
た
移
転
価
格
に
関
す
る
脱
税
事
件
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
司
法
当
局
に
ょ
る
刑
事
手
続
き
の
事
案
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
第
t
壷
邦
控
訴
裁
判
 
 

所
は
、
Ⅹ
に
対
し
て
、
資
料
提
出
等
を
求
め
て
裁
判
所
出
頭
命
令
（
s
亡
b
p
O
e
コ
a
）
を
発
し
、
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
に
事
務
所
を
持
た
ず
、
ま
た
ア
 
 

メ
リ
カ
に
お
い
て
何
ら
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
Ⅹ
に
対
し
て
s
u
b
p
O
e
n
P
に
従
わ
な
い
場
合
は
一
日
に
つ
き
五
万
ド
ル
の
f
i
完
を
科
す
る
こ
と
を
 
 

決
定
し
た
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
事
業
上
の
秘
密
を
外
国
政
府
等
に
対
し
て
洩
ら
す
こ
と
を
禁
ず
る
刑
法
二
七
三
条
の
規
定
が
存
在
す
る
が
、
 
 

同
裁
判
所
は
、
脱
税
事
件
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
利
益
の
ほ
う
が
そ
う
し
た
禁
止
に
関
す
る
ス
イ
ス
の
利
益
よ
り
も
重
大
で
あ
る
と
述
べ
て
い
 
 

る
。
」
（
中
里
実
「
ア
メ
リ
カ
内
国
歳
入
庁
に
ょ
る
在
外
資
料
収
集
」
税
研
東
」
－
p
p
．
畠
～
急
か
ら
引
用
）
 
 

（
3
0
）
 
I
R
C
九
八
二
（
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
）
の
規
定
は
、
一
九
入
二
年
に
、
t
h
e
T
a
舛
E
q
u
l
i
t
y
a
n
d
F
i
s
c
a
l
R
e
s
p
O
n
S
i
b
i
一
i
t
y
A
c
t
 
 
 

O
〓
冨
N
（
↓
E
F
R
A
）
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
導
入
の
背
景
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
入
二
年
前
に
お
い
て
は
、
I
R
S
が
 
 
 

納
税
者
の
国
外
資
料
を
入
手
す
る
手
段
と
し
て
サ
モ
ン
ズ
（
註
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
く
e
S
u
m
ヨ
O
n
S
L
R
C
謡
O
N
参
照
）
よ
り
他
に
有
力
な
手
段
が
な
か
っ
 
 
 

た
。
し
か
し
、
こ
の
サ
モ
ン
ズ
は
、
米
国
子
会
社
の
外
国
関
係
会
社
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
米
国
に
居
住
し
（
－
e
S
i
d
e
）
又
は
発
見
さ
れ
（
f
O
u
n
d
）
 
 
 

な
い
（
H
R
C
謡
O
e
こ
と
か
ら
、
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
年
、
外
資
系
法
人
等
に
対
す
 
 
 

る
資
料
要
求
（
主
と
し
て
移
転
価
格
課
税
事
案
の
円
滑
な
執
行
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
。
I
R
C
害
U
∞
A
）
参
喝
）
の
規
定
も
併
せ
て
導
入
さ
 
 
 

れ
て
い
る
（
さ
ら
に
、
－
R
C
害
∽
8
A
は
、
一
九
八
九
年
の
改
正
（
R
e
く
e
n
亡
e
R
e
c
O
n
C
i
－
i
a
t
i
O
n
A
c
t
。
〓
∽
0
0
豊
で
大
幅
な
強
化
が
行
わ
れ
て
い
る
 
 

（
S
t
a
n
l
y
G
．
S
h
e
r
w
0
0
d
 
a
n
d
 
S
i
く
l
a
n
g
e
r
 
B
O
n
n
e
y
－
F
O
r
e
i
g
n
・
〇
w
n
e
d
 
C
O
m
p
a
n
i
e
s
‥
N
e
w
 
D
i
s
c
l
O
S
亡
r
e
 
a
n
d
 
R
e
c
O
r
d
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
n
e
 
 
 

B
u
r
d
e
n
s
w
i
t
h
R
e
s
p
e
c
ニ
O
R
e
－
a
t
e
d
P
a
r
t
y
T
r
a
n
s
邑
i
O
n
S
、
↓
a
X
M
a
n
a
g
e
m
e
n
こ
n
t
2
－
n
P
t
i
O
n
a
こ
○
亡
－
n
a
l
－
く
○
＝
∽
、
N
〇
・
N
も
p
・
声
0
0
豊
。
 
 
 



（
3
3
）
 
 

ま
た
、
同
条
は
一
九
九
〇
年
改
正
を
経
て
、
一
九
九
一
年
六
月
一
四
日
に
そ
の
規
則
が
新
し
く
施
行
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

五
味
雄
治
「
米
国
外
国
企
業
課
税
強
化
－
国
際
税
金
摩
擦
の
恐
れ
」
 
日
本
経
済
新
聞
平
成
二
年
三
月
一
七
日
 
 
 

木
村
嘉
秀
「
米
国
の
企
業
等
に
対
す
る
課
税
強
化
措
置
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
号
二
二
～
二
三
頁
。
外
資
系
米
国
法
人
等
の
情
報
提
出
義
務
は
、
 
 

一
九
八
九
年
歳
入
調
整
法
（
R
e
く
e
n
u
e
R
e
c
O
n
C
i
l
i
註
O
n
A
c
t
O
〓
∽
0
0
∽
）
に
よ
り
大
幅
な
強
化
が
行
わ
れ
た
。
同
法
で
は
、
関
連
外
国
企
業
（
親
会
 
 

社
等
）
 
に
対
し
て
支
払
う
非
課
税
利
子
の
損
金
算
入
の
否
認
規
定
も
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
外
資
系
企
業
に
対
す
る
課
税
強
化
を
ね
ら
っ
た
も
の
が
 
 

導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
定
の
導
入
の
背
景
に
は
、
こ
こ
十
年
来
、
外
資
系
企
業
の
総
収
益
が
二
倍
を
超
え
て
 
 

増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
得
税
納
付
額
は
は
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
一
九
入
六
年
に
申
告
書
を
提
出
し
た
外
資
系
法
人
の
半
 
 

分
超
が
赤
字
申
告
で
あ
り
取
引
価
格
の
操
作
の
疑
い
が
あ
る
も
の
の
米
国
内
資
料
で
は
そ
の
実
状
を
十
分
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
い
こ
と
と
い
っ
た
 
 

認
識
が
米
国
税
務
当
局
内
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
 
（
小
松
芳
明
「
ア
メ
リ
カ
の
徽
税
政
勢
」
国
際
税
務
一
〇
巻
四
号
一
〇
～
一
一
貫
）
。
在
米
国
 
 

外
資
企
業
の
う
ち
、
在
米
日
系
企
業
が
税
を
過
少
に
納
付
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
総
資
産
所
得
率
（
総
資
産
に
対
す
る
課
税
所
得
の
比
 
 

率
）
で
み
る
と
、
米
系
企
業
の
〇
・
九
％
に
対
し
て
丁
五
％
と
高
い
こ
と
（
平
成
二
年
五
月
十
五
日
付
日
本
経
済
新
聞
）
、
米
国
の
法
人
所
得
税
 
 

率
は
日
本
の
そ
れ
よ
り
も
低
く
一
〇
％
の
開
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
価
格
操
作
を
行
う
理
由
が
な
い
こ
と
 
（
小
松
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
の
 
 

徴
税
攻
勢
」
一
〇
貢
）
等
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

課
税
上
の
資
料
収
集
、
特
に
、
反
面
調
査
の
観
点
か
ら
米
国
の
サ
モ
ン
ズ
の
制
度
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
、
有
価
証
券
の
ブ
 
 

ロ
ー
カ
ー
、
会
計
士
と
い
っ
た
第
一
二
者
（
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
r
e
c
O
r
d
k
e
e
p
e
r
）
に
対
す
る
サ
モ
ン
ズ
の
発
出
の
規
定
（
I
R
C
七
六
〇
九
）
が
あ
り
、
こ
 
 

の
場
合
、
一
定
要
件
の
下
に
、
納
税
義
務
者
の
氏
名
を
特
定
せ
ず
夢
二
者
に
対
し
て
サ
モ
ン
ズ
を
発
す
る
（
J
O
h
n
D
O
e
S
u
m
ヨ
O
n
S
）
こ
と
も
行
わ
 
 

れ
て
い
る
（
金
子
宏
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軌
務
調
査
」
日
税
研
論
集
九
巻
、
一
四
、
六
四
貢
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
一
）
）
。
な
お
、
 
 

S
u
m
m
O
n
S
に
つ
い
て
は
、
中
里
実
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
租
税
調
査
権
の
概
観
」
仁
一
楕
論
叢
九
四
巻
五
号
、
一
入
～
三
三
頁
に
詳
細
な
研
究
が
あ
 
 

る
。
 
 
 

金
子
宏
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
税
務
調
査
」
 
日
税
研
論
集
九
巻
三
三
頁
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
一
）
 
 
 

J
．
C
．
「
H
u
i
s
k
a
m
p
 
e
t
 
a
－
．
L
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
一
↓
a
x
 
A
く
O
i
d
a
n
c
e
 
l
 
A
s
t
亡
d
y
b
y
t
h
e
R
O
t
t
e
r
d
a
m
H
n
s
t
i
t
u
t
e
 
f
O
r
F
i
s
c
a
l
S
t
亡
d
i
e
s
」
讐
∽
－
 
 

言
L
 
A
．
p
．
N
O
∽
 
 

三
四
一
 
 
 



三
四
二
 
 
 

（
3
6
）
 
H
亡
i
s
k
a
m
p
 
e
t
．
a
－
．
、
i
b
i
d
．
．
p
．
N
O
隕
 
 

（
3
7
）
 
H
u
i
s
k
a
m
p
 
e
t
．
a
－
．
L
b
i
d
．
－
p
．
N
O
∽
 
 

（
3
8
）
 
H
亡
i
s
k
P
ヨ
p
 
e
t
．
a
1
．
．
i
b
i
d
．
、
p
．
N
O
∽
 
 

（
3
9
）
 
s
h
a
ヨ
t
r
P
n
S
a
C
t
i
O
n
と
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
く
e
こ
O
r
m
の
相
違
は
、
s
h
a
m
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
が
、
実
際
に
行
わ
れ
た
あ
る
取
引
と
は
異
な
る
別
の
取
引
が
 
 
 

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
類
上
又
は
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
み
せ
か
け
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
諾
こ
O
r
m
は
、
あ
る
 
 
 

形
式
に
従
っ
て
生
じ
た
取
引
の
効
果
を
（
否
定
し
）
そ
の
取
引
に
内
在
す
る
経
済
的
事
実
に
一
致
す
る
結
果
を
課
税
上
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
 
 
 

す
る
見
解
が
あ
る
 
（
O
E
C
D
J
s
s
亡
e
S
 
i
n
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
－
↓
a
H
a
t
i
O
コ
N
。
」
∴
n
t
e
－
n
a
t
i
O
n
a
l
 
T
a
x
 
A
象
d
a
n
c
e
 
a
n
d
 
E
く
a
S
i
O
n
－
F
O
u
r
 
 
 

R
e
－
a
t
e
d
 
S
t
u
d
i
e
s
L
石
讐
－
p
．
∽
∽
）
。
 
 

（
讐
 
B
r
i
a
n
1
．
A
r
n
O
－
d
氏
は
、
米
国
の
司
法
上
の
理
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
（
A
－
n
O
声
i
b
i
d
・
－
p
・
〕
芭
。
 
 

∽
 
事
業
目
的
理
論
（
b
u
s
i
n
e
s
s
p
亡
r
p
O
S
e
d
O
C
t
O
r
i
n
e
）
 
 

独
立
の
商
業
上
又
ほ
事
業
上
の
目
的
を
有
さ
ず
、
租
税
回
避
の
目
的
で
行
わ
れ
た
取
引
を
租
税
上
否
認
す
る
も
の
を
い
う
。
 
 

∽
 
実
質
理
論
（
s
u
b
s
t
a
n
c
e
O
く
e
こ
O
r
m
d
O
C
t
O
r
i
n
e
）
 
 

適
正
な
課
税
取
扱
い
を
行
う
た
め
に
、
取
引
に
つ
い
て
、
経
済
的
実
質
（
e
c
O
n
O
m
i
c
－
e
a
－
i
t
y
）
に
従
っ
た
引
き
直
し
（
－
e
C
h
a
r
a
c
t
2
－
i
邑
を
 
 

行
う
こ
と
を
い
う
。
 
 

㈱
 
段
階
取
引
理
論
（
s
t
e
p
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
d
O
C
t
O
r
i
n
e
）
 
 

形
式
的
に
は
数
個
の
段
階
の
独
立
し
た
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
数
個
の
段
階
の
取
引
が
相
互
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
を
 
 

一
つ
の
取
引
と
み
る
も
の
を
い
う
。
 
 

（
製
 
本
件
判
決
は
、
租
税
法
律
の
解
釈
及
び
適
用
に
関
す
る
指
標
的
裁
判
令
で
あ
る
が
、
ま
た
、
こ
の
判
決
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
も
の
 
 
 

も
め
ず
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
判
決
の
法
理
に
閲
し
、
次
の
三
つ
の
側
面
か
ら
説
明
す
る
立
場
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
（
須
貝
修
一
「
米
国
判
例
 
 

に
あ
ら
わ
れ
た
実
質
主
義
㈲
」
税
法
学
一
七
八
号
一
貫
）
。
 
 

1
 
換
装
…
…
本
判
決
の
法
理
は
、
法
人
格
、
法
的
地
位
、
そ
の
効
果
が
そ
の
租
税
節
約
機
能
以
外
の
機
能
を
何
ら
果
た
さ
な
い
と
き
に
用
い
ら
 
 

れ
る
。
 
 
 



2
 
段
階
行
為
…
…
本
判
決
の
法
理
は
、
数
個
の
段
階
行
為
の
各
々
の
別
個
の
存
在
を
否
認
し
、
そ
の
終
局
的
な
結
果
に
基
づ
き
そ
の
取
引
全
 
 

体
を
判
断
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
 
 

3
 
経
済
的
現
実
性
を
欠
く
取
引
…
…
本
判
決
の
法
理
は
、
租
税
上
の
効
果
の
点
に
お
け
る
有
利
さ
だ
け
の
た
め
に
行
わ
れ
、
経
済
上
又
ほ
事
 
 

業
上
の
現
実
性
を
欠
く
取
引
を
否
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
 
 

（
讐
 
平
成
四
年
度
の
税
制
改
正
案
に
お
い
て
、
「
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
の
軽
課
税
国
指
定
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
原
則
二
五
％
未
満
 
 
 

の
税
負
担
と
な
る
国
が
対
象
と
さ
れ
る
」
旨
の
報
道
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 

（
4
3
）
 
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
小
沢
進
、
山
中
元
、
小
田
嶋
清
治
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
、
特
定
外
国
子
会
社
の
留
保
金
額
の
益
金
算
 
 
 

入
」
税
務
弘
報
三
七
巻
一
一
号
八
四
四
～
八
六
四
頁
に
詳
し
い
。
 
 

（
4
4
）
 
管
理
支
配
地
主
義
は
、
法
人
の
居
住
性
の
判
定
基
準
の
一
つ
で
あ
る
。
法
人
の
居
住
者
と
し
て
の
判
定
基
準
と
し
て
は
、
我
が
国
の
よ
う
に
本
店
 
 
 

所
在
地
主
義
（
米
国
等
の
採
用
す
る
準
拠
法
主
義
も
実
質
的
に
は
本
店
所
在
地
主
義
と
同
じ
）
を
採
る
国
と
英
国
の
よ
う
に
管
理
支
配
地
主
義
を
 
 
 

採
る
国
に
大
別
さ
れ
る
。
管
理
支
配
地
主
義
は
居
住
性
の
判
定
基
準
で
あ
る
こ
と
か
ら
管
理
支
配
地
基
準
と
も
よ
ば
れ
る
。
そ
の
意
義
は
、
本
店
の
 
 
 

所
在
地
と
い
う
よ
う
な
形
式
的
な
外
観
上
の
基
準
に
ょ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
実
質
的
に
法
人
の
事
業
が
実
際
に
管
理
・
支
配
さ
れ
て
い
る
場
所
 
 

（
例
え
ば
、
取
締
役
会
等
法
人
の
最
高
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
場
所
）
の
存
在
の
有
無
に
よ
り
居
住
性
を
判
定
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
管
 
 
 

理
支
配
地
主
義
を
採
る
法
制
の
下
で
は
、
国
内
に
事
業
の
管
理
・
支
配
の
場
所
を
有
す
る
法
人
を
居
住
者
と
し
て
扱
い
、
全
世
界
所
得
課
税
に
服
 
 
 

せ
し
め
る
。
一
方
、
国
外
に
事
業
の
管
理
・
支
配
の
場
所
を
有
す
る
法
人
を
非
居
住
者
と
し
て
扱
い
、
国
内
源
泉
所
得
の
み
に
対
し
て
課
税
す
る
と
 
 
 

い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
小
松
芳
明
「
租
税
条
約
の
研
究
（
新
版
）
」
二
≡
～
三
四
貢
及
び
小
松
芳
明
「
国
際
課
税
の
あ
り
方
」
八
一
～
八
五
貢
 
 

（
有
斐
閣
、
昭
六
二
）
）
。
 
 

英
国
は
、
F
i
n
a
コ
C
e
A
c
二
冨
0
0
で
本
店
所
在
地
主
義
（
英
国
で
設
立
さ
れ
た
法
人
ほ
す
べ
て
英
国
居
住
者
と
す
る
。
）
を
導
入
し
た
。
そ
の
結
 
 
 

果
、
管
理
支
配
調
査
主
義
と
本
店
所
在
地
主
義
の
二
本
立
て
で
居
住
性
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
な
ど
 
 
 

も
、
二
本
立
て
の
制
度
で
あ
る
 
（
小
松
・
前
掲
「
租
税
条
約
」
 
三
三
貢
）
。
 
 

（
4
5
）
 
高
橋
元
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
解
説
」
九
一
、
九
二
、
一
二
九
頁
（
清
文
社
、
昭
五
四
）
。
 
 
 



三
四
四
 
 

第
三
章
 
日
米
の
制
度
の
比
較
 
 
 

前
章
で
は
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
そ
の
執
行
確
保
の
制
度
に
つ
い
て
詳
細
に
み
た
。
本
章
の
目
的
ほ
、
日
本
の
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
そ
の
執
行
確
保
の
制
度
に
つ
い
て
米
国
の
そ
れ
ら
と
比
較
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
 
 

一
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
形
式
的
側
面
及
び
実
質
的
側
面
の
両
面
か
ら
そ
の
内
容
の
比
較
及
び
分
析
を
行
 
 

い
、
第
二
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
連
す
る
諸
制
度
等
（
国
外
情
報
の
収
集
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
罰
則
の
規
定
）
 
の
 
 

部
分
に
つ
い
て
比
較
・
分
析
を
行
う
。
本
章
で
の
問
題
意
識
は
、
両
制
度
と
も
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
と
し
て
一
般
的
に
ほ
認
 
 

識
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
米
国
の
制
度
が
対
象
取
引
限
定
方
式
、
日
本
の
制
度
が
対
象
地
域
・
法
人
限
定
方
式
と
全
く
異
な
る
方
式
を
各
々
 
 

採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
に
は
各
々
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
個
々
の
内
容
（
課
税
所
得
、
対
象
と
な
 
 

る
軽
課
税
国
等
の
範
囲
）
 
に
相
違
が
あ
る
が
こ
れ
ら
個
々
の
も
の
を
稔
合
的
に
み
た
と
き
に
実
質
的
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
と
考
 
 

え
ら
れ
る
の
か
又
は
な
い
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
第
二
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
両
輪
を
な
す
執
行
担
保
の
た
め
の
規
定
に
つ
い
て
、
米
国
が
強
力
か
つ
多
様
な
 
 

制
度
を
有
し
て
い
る
点
を
み
る
。
 
 

第
一
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
日
米
比
較
 
 

本
節
で
は
、
本
稿
の
主
要
目
的
で
あ
る
日
米
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
両
国
の
制
度
の
比
較
・
分
析
を
行
う
。
 
 
 

米
国
の
制
度
ほ
、
包
括
的
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
し
て
は
世
界
で
最
も
早
く
（
一
九
六
l
一
年
）
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
に
お
け
る
 
 
 



米
国
企
業
の
多
国
籍
的
展
開
を
背
景
に
幾
度
か
の
改
正
を
経
て
、
今
日
で
は
、
か
な
り
緻
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
前
章
に
 
 

お
い
て
詳
し
く
み
た
。
一
方
、
日
本
の
制
度
は
米
国
等
の
制
度
を
意
識
し
な
が
ら
立
法
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
米
国
の
制
度
の
導
入
 
 

時
の
背
景
、
基
本
的
考
え
方
等
の
比
較
・
分
析
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
制
度
の
主
要
項
目
に
つ
い
て
理
論
的
な
比
較
・
分
 
 

析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
制
度
の
背
景
・
目
的
・
仕
組
み
 
 

こ
こ
で
は
、
制
度
導
入
時
の
背
景
等
、
制
度
の
基
本
的
考
え
方
特
に
み
な
し
配
当
理
論
、
所
得
直
接
稼
得
理
論
と
い
っ
た
欧
米
に
お
い
 
 

て
主
張
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
理
論
と
の
比
較
・
分
析
を
行
う
。
 
 

1
 
米
国
の
制
度
 
 

m
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
立
法
の
背
景
 
 

（
1
）
 
 
米
国
の
制
度
は
一
九
六
二
年
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
特
別
教
書
に
お
け
る
勧
告
 
 
 

一
九
六
一
年
四
月
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
そ
の
特
別
教
書
に
お
い
て
、
①
先
進
国
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
特
権
及
び
②
す
べ
て
の
国
 
 
 

に
お
け
る
租
税
天
国
的
繰
延
べ
特
権
の
排
除
の
二
つ
を
勧
告
し
た
。
こ
の
勧
告
の
背
景
と
し
て
特
別
教
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
要
 
 
 

約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

川
 
勧
告
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
問
題
点
 
 

租
税
天
国
及
び
そ
の
他
の
課
税
繰
延
べ
特
権
に
よ
り
、
次
の
間
題
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

三
四
五
 
 
 



三
四
六
 
 

A
 
国
際
資
源
の
効
果
的
配
分
の
阻
害
 
 
 

B
 
国
際
収
支
の
悪
化
 
 
 

C
 
こ
う
し
た
特
権
が
な
い
な
ら
ば
米
国
に
投
資
さ
れ
た
は
ず
の
利
益
の
海
外
に
お
け
る
留
保
・
再
投
資
 
 
 

D
、
（
最
大
の
理
由
と
し
て
）
税
務
上
不
当
な
租
税
天
国
の
利
用
に
よ
り
脱
税
の
防
壁
と
し
て
役
立
っ
て
き
て
い
た
こ
と
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
認
識
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
当
時
の
米
国
税
法
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
仕
観
み
で
あ
っ
 
 
 

た
。
 
 

国
 
外
国
子
会
社
一
般
に
つ
い
て
 
 

外
国
子
会
社
を
通
じ
て
海
外
で
接
待
す
る
所
得
ほ
、
米
国
に
配
当
さ
れ
る
ま
で
米
国
の
租
税
に
服
さ
な
い
し
、
配
当
が
行
わ
 
 

れ
な
い
場
合
に
は
米
国
の
租
税
が
無
期
限
に
延
期
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
低
税
率
国
の
子
会
社
に
つ
い
て
 
 

米
国
よ
り
低
税
率
国
の
子
会
社
へ
の
廟
得
の
留
保
に
よ
り
米
国
の
租
税
が
延
期
さ
れ
る
（
問
題
は
、
資
本
の
内
外
投
資
の
中
 
 

立
性
－
つ
ま
り
、
米
国
内
で
の
み
活
動
す
る
会
社
に
利
用
で
き
な
い
租
税
上
の
特
権
を
、
低
税
率
で
子
会
社
形
態
で
活
動
す
る
 
 

米
国
企
業
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
ー
と
い
う
点
で
あ
る
）
。
 
 

M
 
勧
告
の
特
徴
 
 

勧
告
の
特
徴
と
し
て
次
の
．
点
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

A
 
規
制
措
置
の
対
象
に
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
だ
け
で
な
く
先
進
国
も
含
ま
れ
て
い
た
。
 
 
 

B
 
租
税
政
策
が
当
時
の
米
国
の
外
交
政
策
と
の
密
接
な
関
連
の
下
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
色
濃
く
打
出
さ
れ
て
い
る
勧
告
で
 
 
 



あ
る
こ
と
 
 

（
説
明
）
 
当
時
の
外
交
政
策
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
勧
告
の
中
に
次
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

因
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
の
戦
後
に
お
け
る
復
興
は
完
結
し
た
の
で
、
も
は
や
こ
れ
ら
の
国
々
に
租
税
上
の
誘
因
を
付
与
す
る
外
 
 

交
的
理
由
は
な
い
。
 
 
 

㈲
 
自
由
世
界
は
後
進
諸
国
経
済
の
発
展
を
援
助
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
見
地
か
ら
開
発
途
上
国
に
関
す
る
課
税
繰
延
べ
は
引
き
 
 

続
き
適
用
す
る
。
 
 

C
 
市
場
に
お
け
る
競
争
条
件
の
阻
害
に
も
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

こ
の
勧
告
（
特
権
の
排
除
）
 
に
よ
り
先
進
国
の
投
資
が
い
わ
ゆ
る
市
場
条
件
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
水
準
で
維
持
さ
れ
る
で
 
 
 

あ
ろ
う
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

立
法
当
時
の
租
税
回
避
の
パ
タ
ー
ン
 
 

（
2
）
 
 
 

当
時
の
租
税
回
避
（
又
は
タ
ッ
ク
ス
・
セ
イ
ビ
ン
グ
）
ほ
基
地
会
社
を
利
用
し
た
次
の
よ
う
な
取
引
の
形
で
主
に
行
わ
れ
て
い
た
 

A
 
外
国
子
会
社
の
株
式
所
有
 
 

B
 
外
国
の
関
連
者
等
に
対
す
る
権
利
等
の
許
諾
又
は
貸
付
 
 

C
 
外
国
と
の
間
の
輸
出
入
 
 

D
 
外
国
の
関
連
者
等
に
対
す
る
技
術
的
役
務
等
の
提
供
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
利
用
に
よ
る
米
国
の
税
率
（
五
二
％
）
と
進
出
先
国
と
の
税
率
と
の
差
額
相
当
額
の
タ
ッ
ク
ス
・
セ
イ
ビ
ン
グ
 
 

は
、
米
国
の
国
庫
か
ら
米
国
株
主
等
（
又
ほ
そ
の
外
国
基
地
会
社
）
 
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
を
行
っ
た
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
の
批
 
 

三
四
七
 
 
 



三
四
八
 
 

判
が
あ
っ
た
。
 
 

ハ
 
立
法
の
結
果
の
概
要
 
 
 

実
際
に
立
法
さ
れ
た
内
容
は
、
次
に
述
べ
る
特
徴
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
前
述
イ
の
大
統
領
の
勧
告
に
比
し
て
か
な
り
限
定
的
 
 
 

な
も
の
と
な
っ
た
。
 
 
 

目
 
先
進
国
の
子
会
社
等
は
実
質
的
な
対
象
か
ら
除
か
れ
、
事
実
上
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
子
会
社
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
 
 

な
っ
た
。
 
 

そ
の
理
由
ほ
、
他
の
先
進
国
へ
の
輸
出
を
刺
激
（
s
t
i
m
u
－
a
t
e
）
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
議
会
の
公
聴
会
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
議
 
 

会
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
他
の
先
進
国
に
お
け
る
米
国
企
業
と
他
の
先
進
国
企
業
と
の
競
争
条
件
に
配
慮
し
た
こ
と
 
 

（
3
）
 
 

に
よ
る
。
 
 
 

H
 
制
度
の
仕
組
み
は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
（
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
a
－
a
p
p
r
O
a
C
h
）
と
さ
れ
た
。
 
 

仕
組
み
自
体
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
法
人
を
対
象
と
す
る
租
税
管
轄
（
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
n
a
－
）
 
ア
プ
ロ
ー
チ
で
な
く
 
 

（
4
）
 
 

対
象
取
引
限
定
方
式
と
さ
れ
た
 
（
そ
の
結
果
、
制
度
上
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
以
外
の
子
会
社
等
も
対
象
と
さ
れ
た
）
。
 
 

偽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
目
的
及
び
仕
組
み
・
性
格
 
 

イ
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
目
的
 
 
 

M
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
直
接
の
目
的
 
 

（
5
）
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
目
的
ほ
、
第
一
に
、
課
税
繰
延
べ
の
防
止
 
（
t
O
 
p
r
e
く
e
n
t
 
t
a
舛
d
e
訂
r
邑
）
 
に
あ
る
 

こ
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
が
設
け
ら
れ
る
前
提
と
し
て
の
国
外
活
動
に
係
る
所
得
に
対
す
る
米
国
の
税
制
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
 
 
 



て
い
る
。
 
 
 

米
国
企
業
が
支
店
形
態
で
国
外
で
事
業
を
行
う
（
d
i
r
e
c
t
O
p
e
r
a
t
i
O
n
）
場
合
は
、
そ
の
国
外
所
得
は
所
得
稼
得
時
に
課
税
（
c
u
7
 
 

r
e
n
t
t
a
誓
t
i
O
n
）
が
行
わ
れ
る
。
米
国
企
業
が
外
国
子
会
社
形
態
で
国
外
で
事
業
を
行
う
場
合
は
、
当
該
外
国
子
会
社
等
の
米
国
内
 
 

源
泉
所
得
は
米
国
で
課
税
さ
れ
、
米
国
外
源
泉
所
得
は
米
国
内
事
業
に
実
質
的
に
関
連
す
る
も
の
以
外
は
課
税
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
 
 

ち
、
米
国
外
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
配
当
支
払
又
は
子
会
社
株
式
の
処
分
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
課
税
の
繰
延
べ
は
終
 
 

（
6
）
 
 

了
し
な
い
 

課
税
を
繰
延
べ
さ
れ
た
所
得
と
い
う
の
は
、
一
般
に
無
利
子
の
貸
付
（
i
n
t
e
r
e
s
t
・
f
r
e
e
－
O
a
n
）
に
よ
る
補
助
金
、
永
久
の
課
税
繰
延
 
 

べ
の
場
合
は
無
償
援
助
（
O
u
t
r
i
g
h
t
g
r
a
n
t
）
を
政
府
が
米
国
企
業
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
の
と
経
済
的
に
同
一
で
あ
る
。
こ
の
意
味
 
 

で
の
課
税
繰
延
べ
を
認
め
る
所
得
（
非
合
算
所
得
）
 
に
は
、
C
F
C
の
設
立
国
に
居
住
す
る
そ
の
関
連
者
と
の
取
引
が
あ
る
。
こ
れ
 
 

は
、
C
F
C
の
活
動
地
国
（
居
住
地
国
）
 
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
と
そ
の
C
F
C
と
の
競
争
に
米
国
の
税
が
中
立
的
で
あ
る
趣
旨
で
 
 

あ
る
。
一
方
、
こ
の
意
味
で
の
課
税
繰
延
べ
を
認
め
な
い
所
得
（
合
算
所
得
）
 
に
は
、
C
F
C
が
単
な
る
導
管
会
社
で
あ
る
と
か
又
 
 

は
競
争
が
第
三
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
、
例
え
ば
C
F
C
が
そ
の
親
会
社
か
ら
購
入
し
た
も
の
を
そ
れ
と
は
別
の
国
 
 

に
居
住
す
る
関
連
者
に
売
却
す
る
こ
と
等
に
よ
る
所
得
が
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
補
助
金
（
課
税
繰
延
べ
）
を
与
え
て
も
（
資
本
輸
 
 

（
7
）
 
 

入
の
）
 
の
中
立
性
を
確
保
せ
ん
と
す
る
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
合
算
課
税
を
行
う
理
由
で
あ
る
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
は
、
次
に
、
租
税
回
避
の
防
止
も
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
租
税
回
避
の
防
止
目
的
に
は
二
つ
の
内
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
ほ
米
国
の
租
税
の
回
避
の
防
止
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
外
国
の
租
税
の
回
避
の
防
止
で
あ
る
 

後
者
に
つ
い
て
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
米
国
の
法
人
が
製
造
業
を
営
む
西
独
法
人
を
支
配
し
て
お
り
、
こ
の
西
独
法
人
 
 

三
四
九
 
 
 



三
五
〇
 
 

が
そ
の
製
品
を
そ
の
子
会
社
で
あ
る
ス
イ
ス
法
人
を
通
じ
て
西
独
国
外
で
販
売
し
た
例
を
考
え
る
。
こ
の
例
で
は
、
回
避
さ
れ
た
租
 
 
 

税
は
西
独
の
租
税
で
あ
る
 
（
米
国
の
租
税
が
回
避
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
仮
に
西
独
法
人
が
そ
の
製
品
を
直
接
西
独
国
外
に
 
 
 

販
売
し
た
場
合
に
も
米
国
租
税
が
回
避
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
）
。
し
か
し
、
こ
の
例
で
は
ス
イ
ス
法
人
に
 
 

（
川
）
 
 
対
し
て
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
適
用
に
よ
り
米
国
の
租
税
が
課
さ
れ
る
。
 
 

M
 
サ
ブ
パ
ー
ー
F
の
根
拠
・
基
礎
と
な
る
政
策
目
的
 
 

（
1
1
）
 
 

米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ー
F
条
項
の
根
拠
又
は
そ
の
基
礎
と
な
る
政
策
は
資
本
輸
出
の
中
立
性
（
c
a
p
i
t
a
－
e
眉
O
r
t
 
n
e
u
t
邑
i
t
y
）
 
で
あ
 
 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
例
え
ば
、
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
関
す
る
議
会
の
説
明
で
は
、
特
定
 
 
 

の
経
済
目
的
（
租
税
上
の
利
益
）
 
の
追
求
の
た
め
の
米
国
の
者
に
よ
る
C
F
C
の
利
用
に
よ
る
利
益
を
排
除
し
て
米
国
内
投
資
と
米
 
 
 

国
外
投
資
と
を
同
一
の
条
件
（
e
諾
n
 
f
0
0
t
i
n
g
）
 
の
下
に
置
く
べ
き
で
あ
り
、
議
会
と
し
て
は
、
資
本
の
利
用
を
（
税
目
的
で
な
く
）
 
 

（
1
3
）
 
 
 

（
1
2
）
 
 

よ
り
効
率
的
に
す
る
見
地
か
ら
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
 
 

前
述
の
資
本
輸
出
中
立
性
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
こ
れ
と
対
立
す
る
考
え
方
で
あ
る
資
本
輸
入
中
立
性
 
（
c
a
p
i
t
a
〓
m
p
O
r
t
 
 
 

n
e
u
t
邑
i
t
y
）
が
ど
の
程
度
サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
関
す
る
根
拠
又
は
政
策
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
若
干
抽
象
的
で
は
 
 

（
1
5
）
 
 
 

あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
参
考
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
基
礎
と
な
る
ポ
リ
シ
ー
は
資
本
輸
出
の
中
 
 
 

立
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
ポ
リ
シ
ー
か
ら
乗
離
し
得
る
範
囲
の
程
度
は
、
資
本
輸
入
中
立
性
の
下
で
正
当
化
し
得
る
こ
と
と
な
る
最
小
 
 

（
1
6
）
 
 
 

限
の
政
策
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
」
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
仕
敵
み
・
性
格
 
 

的
 
仕
組
み
の
概
要
及
び
特
徴
 
 
 



米
国
の
制
度
で
は
、
日
本
、
西
独
等
と
同
様
に
合
算
課
税
方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
。
 
 

そ
の
基
本
的
仕
組
み
の
特
徴
は
、
米
国
株
主
等
と
一
定
の
資
本
関
係
を
有
す
る
外
国
法
人
（
所
在
地
国
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
）
 
 
 

の
所
得
の
う
ち
特
定
の
所
得
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
適
用
除
外
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
そ
の
米
国
株
主
等
の
持
分
に
応
じ
 
 
 

て
計
算
さ
れ
る
額
を
当
該
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
合
算
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
合
算
対
象
所
得
の
範
囲
に
曙
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
、
未
承
認
国
に
係
る
所
得
と
い
っ
た
政
治
的
 
 

（
1
7
）
 
 
 

色
合
い
の
強
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
 

H
 
仕
組
み
の
考
え
方
・
性
格
 
 
 

一
九
六
二
年
の
制
度
導
入
時
、
C
F
C
の
所
得
を
誰
に
課
税
す
る
か
 
（
C
F
C
か
米
国
株
主
等
か
）
 
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
仮
 
 
 

に
C
F
C
に
対
し
て
課
税
す
る
と
し
た
場
合
に
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
問
題
、
す
な
わ
ち
、
①
課
税
管
轄
権
の
問
題
（
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
n
a
－
 
 
 

p
r
O
b
－
e
m
s
）
及
び
②
租
税
条
約
上
の
義
務
の
問
題
、
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
外
国
同
族
持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
〓
九
三
七
年
導
 
 
 

入
）
 
の
手
法
と
同
様
に
、
そ
の
米
国
株
主
等
に
対
し
て
 
（
そ
の
持
分
割
合
相
当
額
を
）
 
み
な
し
配
当
の
分
配
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
 
 

（
1
8
）
 
 
 

課
税
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

（
1
9
）
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
、
誰
に
課
税
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
ほ
間
接
課
税
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
但
し
、
間
接
課
税
 
 

（
2
0
）
 
 
 

の
概
念
は
、
本
来
、
親
子
会
社
同
一
体
論
文
は
法
人
格
否
認
の
法
理
の
考
え
方
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
 
 
 

ら
C
F
C
の
存
在
を
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
否
定
し
て
い
な
い
米
国
の
制
度
の
下
で
は
、
本
来
の
意
味
で
の
間
接
課
税
と
は
い
え
 
 
 

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
1
）
 
 

ま
た
、
規
定
の
性
格
が
み
な
し
配
当
理
論
 
（
d
e
e
m
e
d
 
d
i
5
．
d
e
コ
d
s
 
t
h
e
O
r
y
）
 
に
よ
る
か
又
は
所
得
直
接
稼
得
理
論
（
i
n
c
O
m
e
 
 

三
五
一
 
 
 



三
五
二
 
 

e
a
r
n
e
d
d
i
r
e
c
t
O
r
y
t
h
e
O
r
y
）
に
よ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
導
入
時
の
経
緯
か
ら
み
る
と
基
本
的
に
前
者
に
よ
る
も
の
と
考
え
 
 

ら
れ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
 
 

但
し
、
こ
の
区
分
に
つ
い
て
も
、
本
制
度
の
個
々
の
規
定
を
み
て
い
く
と
必
ず
し
も
み
な
し
配
当
理
論
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
も
 
 
 

の
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
規
定
ご
と
に
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
（
そ
の
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
2
・
∽
・
 
 

ハ
・
M
・
【
表
】
み
な
し
配
当
理
論
と
所
得
直
接
稼
得
理
論
の
比
較
、
参
照
。
）
。
 
 

2
 
日
本
の
制
度
 
 

U
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
立
法
の
背
景
 
 
 

日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
括
法
六
六
の
六
～
六
六
の
九
）
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
法
律
と
し
て
成
立
し
た
。
 
 

（
2
3
）
 
成
立
に
至
っ
た
背
景
及
び
経
緯
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
日
本
経
済
の
国
際
化
の
進
展
（
直
接
投
資
の
累
計
額
は
昭
和
四
十
六
年
度
の
入
・
六
億
ド
ル
か
ら
昭
和
五
十
一
年
度
の
一
九
四
億
ド
 
 
 

ル
へ
増
加
）
。
 
 

ロ
 
国
際
取
引
絡
み
の
租
税
回
避
事
例
と
し
て
主
に
移
転
価
格
操
作
及
び
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ッ
パ
ニ
ー
（
例
‥
便
宜
置
籍
会
社
）
の
二
つ
の
 
 
 

パ
タ
ー
ン
の
利
用
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。
 
 
 

国
内
税
法
の
関
連
規
定
（
法
人
税
法
第
〓
条
、
二
二
条
、
一
三
二
条
等
）
は
こ
れ
ら
の
租
税
回
避
の
規
制
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
 
 

十
分
で
な
い
面
が
あ
っ
た
。
 
 
 

国
会
に
お
け
る
規
制
措
置
の
検
討
を
要
請
す
る
決
議
、
行
政
当
局
か
ら
の
規
定
整
備
の
要
請
、
税
制
調
査
会
の
立
法
の
た
め
の
答
申
 
 

が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
等
を
設
立
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
税
負
担
の
不
当
な
軽
減
を
図
る
事
 
 
 



例
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
例
が
税
負
担
の
公
平
の
見
地
か
ら
問
題
が
あ
り
、
立
法
措
置
を
講
ず
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
 
 

た
。
 
 
 

先
進
国
の
多
く
が
既
に
導
入
し
て
お
り
、
国
際
機
閑
も
規
制
の
導
入
を
勧
告
し
て
い
た
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
目
的
及
び
仕
観
み
・
性
格
 
 
 

制
度
の
目
的
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
目
的
は
、
軽
課
税
国
に
あ
る
子
会
社
等
で
日
本
の
国
内
の
株
主
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
 
 

（
2
4
）
 
そ
の
日
本
の
株
主
が
所
得
を
留
保
し
、
日
本
で
の
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 
 

制
度
の
基
本
的
考
え
方
及
び
根
拠
 
 

川
 
「
不
当
に
軽
減
す
る
」
 
の
基
準
 
 
 

前
述
イ
に
い
う
、
「
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
」
の
基
準
と
ほ
何
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
当
局
の
説
明
に
お
い
て
ほ
「
十
分
 
 

（
2
5
）
 
 
な
経
済
合
理
性
」
の
基
準
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
「
当
該
外
国
法
人
が
独
立
企
業
と
し
て
の
実
体
を
備
え
、
か
つ
、
そ
の
 
 

他
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ
き
十
分
な
経
済
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
等
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
適
 
 

（
2
6
）
 
 

用
し
な
い
。
」
（
傍
線
筆
者
）
と
い
っ
た
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
分
な
経
済
合
理
性
の
具
体
的
基
準
が
適
用
除
外
要
 
 

件
で
あ
る
。
 
 
 

不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
の
基
準
で
あ
る
「
経
済
合
理
性
」
に
閲
し
、
経
済
合
理
性
を
欠
く
場
合
に
お
け
る
子
会
社
等
が
、
本
制
度
 
 

の
対
象
と
な
り
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
ほ
、
経
済
合
理
性
基
準
を
満
た
さ
な
い
子
会
社
等
に
対
す
る
合
算
課
税
は
、
何
 
 

故
に
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
合
算
課
税
は
日
本
法
の
一
種
 
 

三
五
三
 
 
 



三
五
四
 
 

の
域
外
適
用
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
外
国
の
主
権
と
の
絡
み
で
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
の
前
提
と
し
 
 
 

て
、
現
行
税
法
の
基
本
的
仕
組
み
の
下
で
は
、
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
は
別
個
の
法
人
格
を
有
す
る
外
国
法
人
で
あ
り
、
 
 
 

外
国
法
人
の
日
本
国
外
源
泉
所
得
は
配
当
が
還
流
し
な
い
限
り
、
日
本
で
は
課
税
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
 
 
 

解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

回
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
外
国
主
権
 
 
 

外
国
の
主
権
と
の
問
題
は
、
形
式
的
レ
ベ
ル
で
議
論
す
る
と
、
我
が
国
の
課
税
権
の
及
ば
な
い
外
国
に
お
い
て
別
個
の
人
格
と
し
 
 
 

て
存
在
す
る
外
国
法
人
に
対
す
る
課
税
権
の
行
使
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
国
内
の
株
主
に
対
し
て
．
課
税
す
る
い
わ
ゆ
る
間
接
 
 
 

（
讐
 
 
 

（
2
7
）
 
 

課
税
的
な
考
え
方
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
外
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
に
対
し
て
課
税
す
る
と
い
う
直
接
課
税
的
な
考
え
 
 

（
2
9
）
 
 
 

方
の
場
合
は
あ
る
意
味
で
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
質
的
な
レ
ベ
ル
で
議
論
す
る
と
、
法
律
的
に
直
接
課
 
 
 

税
と
な
っ
て
い
る
か
ら
外
国
の
主
権
と
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
（
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
対
す
る
規
制
立
法
が
で
き
な
 
 
 

い
等
）
間
接
課
税
と
な
っ
て
い
る
か
ら
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う
よ
う
な
議
論
は
あ
ま
り
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
の
で
ほ
な
か
ろ
 
 
 

う
か
。
す
な
わ
ち
、
立
法
政
策
的
な
見
地
か
ら
み
れ
ば
目
前
の
問
題
は
、
実
際
に
生
じ
て
い
る
租
税
回
避
の
現
実
的
な
除
去
又
は
こ
 
 
 

れ
か
ら
起
こ
り
得
る
租
税
回
避
の
現
実
的
な
防
止
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
（
納
税
義
務
 
 
 

者
、
対
象
外
国
法
人
、
課
税
所
得
等
）
で
、
ど
の
よ
う
に
課
税
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
と
し
て
考
え
て
い
く
の
で
な
い
限
り
、
実
 
 
 

際
上
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
実
の
経
済
の
国
際
化
の
態
様
、
進
展
の
度
合
い
及
び
国
際
的
な
課
税
の
具
体
的
な
進
展
と
 
 

（
3
0
）
 
 
 

の
権
衡
（
国
際
的
に
こ
こ
ま
で
な
ら
課
税
し
て
よ
い
と
い
っ
た
国
際
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
問
題
）
と
の
兼
ね
合
い
で
考
え
て
い
く
必
 
 
 

要
が
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
日
本
の
制
度
導
入
時
（
昭
和
五
十
三
年
）
に
お
け
る
状
況
を
み
て
み
る
と
、
先
進
主
要
諸
外
国
で
は
国
 
 
 



内
の
特
定
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
特
定
の
外
国
法
人
の
特
定
所
得
に
つ
い
て
課
税
す
る
と
い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
国
際
 
 
 

機
関
の
場
に
お
い
て
も
各
国
へ
の
導
入
勧
告
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
制
度
の
内
容
が
こ
の
よ
う
な
範
囲
内
の
も
の
で
あ
 
 
 

る
限
り
制
度
の
導
入
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

H
 
制
度
の
理
論
的
根
拠
 
 
 

次
に
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
ど
の
よ
う
な
課
税
を
行
う
の
か
と
い
う
制
度
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
課
税
の
土
台
と
な
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
3
1
）
 
 
 
t
っ
は
租
税
回
避
防
止
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
課
税
の
中
立
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
立
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
考
え
方
は
国
内
 
 
 

の
み
で
活
動
し
て
い
る
企
業
や
支
店
の
形
で
海
外
に
出
て
い
る
企
業
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
た
聖
子
会
社
 
 
 

等
の
事
業
活
動
の
内
容
に
か
か
わ
り
な
く
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
所
在
の
す
べ
て
の
子
会
社
等
の
留
保
所
得
に
つ
い
て
課
税
し
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
結
果
的
に
日
本
企
業
の
海
外
で
の
活
動
の
実
態
を
無
視
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
 
 

（
3
1
）
 
 
 

問
題
が
あ
っ
た
 

一
方
、
租
税
回
避
論
の
考
え
方
は
、
①
異
常
又
は
不
自
然
な
行
為
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
②
通
常
の
行
為
形
式
を
と
っ
た
と
 
 
 

き
と
同
様
の
経
済
目
的
を
達
成
し
っ
つ
、
③
我
が
国
法
人
税
等
の
負
担
を
不
当
に
軽
減
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
異
常
 
 
 

な
行
為
形
式
を
否
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
下
で
は
、
必
ず
し
も
中
立
論
に
お
け
る
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
わ
 
 
 

け
で
は
な
く
、
ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
と
い
う
実
態
に
対
す
る
実
質
的
公
平
の
確
保
と
い
う
公
平
論
の
観
点
か
ら
も
 
 
 

是
認
し
得
る
。
さ
ら
に
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
に
よ
り
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
さ
せ
る
結
果
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
そ
の
 
 
 

行
為
計
算
を
否
認
で
き
る
と
い
う
国
内
税
法
上
の
規
定
が
既
に
存
在
し
て
お
り
こ
う
し
た
規
定
も
背
景
に
意
識
さ
れ
た
上
で
こ
の
よ
 
 

三
五
五
 
 
 



三
五
六
 
 

う
な
租
税
回
避
論
の
考
え
方
に
立
っ
た
立
法
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
租
税
回
避
論
に
立
つ
日
本
の
制
度
に
お
け
 
 
 

る
資
本
輸
入
中
立
性
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
少
な
く
と
も
制
度
が
適
用
と
な
る
法
人
す
な
わ
ち
実
体
の
な
い
法
人
へ
の
配
 
 

（
3
2
）
 
 
 

慮
は
必
要
な
し
と
み
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
t
方
、
現
地
で
事
業
を
行
う
こ
と
に
．
つ
き
十
分
な
経
済
的
合
理
性
を
有
す
る
も
の
 
 
 

に
つ
い
て
は
適
用
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
真
正
な
事
業
に
対
す
る
国
際
競
争
力
維
持
（
資
本
輸
入
中
立
性
）
 
へ
の
 
 

（
3
2
）
 
 
 

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
 

制
度
の
基
本
的
仕
組
み
・
性
格
 
 

M
 
仕
観
み
の
概
要
及
び
特
徴
 
 
 

日
本
の
制
度
は
、
米
国
、
西
独
等
と
同
様
に
合
算
課
税
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
仕
阻
み
の
特
徴
は
、
軽
課
税
国
を
 
 
 

指
定
し
、
こ
の
よ
う
な
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
日
本
の
株
主
と
一
定
の
資
本
関
係
に
あ
る
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
業
種
 
 
 

別
に
定
め
ら
れ
た
適
用
除
外
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
が
現
地
で
留
保
す
る
所
得
に
つ
い
て
、
国
内
の
株
主
の
持
分
に
応
じ
て
計
算
 
 
 

さ
れ
る
額
を
収
益
の
額
と
み
な
し
て
国
内
の
株
主
の
所
得
に
合
算
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 

何
 
仕
組
み
の
考
え
方
・
性
格
 
 

（
3
3
）
 
 
 

本
制
度
は
法
律
的
に
は
、
合
算
所
得
を
内
国
法
人
の
収
益
の
額
と
み
な
し
て
益
金
の
額
に
算
入
す
る
と
親
定
し
た
。
こ
れ
は
、
株
 
 
 

主
た
る
内
国
法
人
に
係
る
合
算
所
得
が
、
通
常
で
あ
れ
ば
当
該
内
国
法
人
に
対
す
る
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
 
 
 

あ
り
、
株
主
ほ
そ
れ
だ
け
の
支
配
力
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
会
社
等
が
配
当
を
全
く
あ
る
い
は
わ
ず
か
し
か
行
わ
ず
、
 
 

（
3
4
）
 
 
 

留
保
所
得
を
蓄
積
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
税
の
回
避
を
推
認
し
得
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
こ
の
制
度
は
、
子
会
社
等
の
法
人
格
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
そ
の
留
保
所
得
が
実
質
的
 
 
 



（
3
4
）
 
に
帰
属
す
る
着
で
あ
る
日
本
の
株
主
に
課
税
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
3
5
）
 
 
 

以
上
の
点
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
制
度
は
、
課
税
対
象
者
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
は
間
接
課
税
を
採
っ
た
も
の
と
い
え
 
 

る
。
但
し
、
間
接
課
税
の
概
念
は
、
本
来
、
親
子
会
社
同
一
体
論
文
は
法
人
格
否
認
の
法
理
の
考
え
方
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
し
 
 

（
3
6
）
 
 

て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
本
来
の
意
味
で
の
間
接
課
税
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
 
 

ぅ
の
は
、
日
本
の
立
法
に
お
い
て
は
子
会
社
等
の
法
人
格
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
閲
 
 

し
、
日
本
の
制
度
が
子
会
社
等
の
法
人
格
を
否
認
し
て
い
な
い
も
の
と
み
る
場
合
に
は
、
親
会
社
（
内
国
法
人
）
に
対
し
て
合
算
所
 
 

得
を
課
税
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
立
法
自
体
か
ら
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
 
 

い
も
の
の
、
経
済
的
合
理
性
の
有
無
を
課
税
非
課
税
の
判
断
基
準
と
す
る
立
法
趣
旨
に
照
ら
し
、
所
得
の
帰
属
関
係
を
是
正
す
る
と
 
 

（
3
7
）
 
 

み
る
考
え
方
が
あ
る
（
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
）
。
な
お
、
本
制
度
の
立
法
時
の
説
明
か
ら
推
察
す
る
場
合
も
、
株
主
た
る
内
国
法
 
 

人
を
留
保
所
得
の
実
質
附
帰
属
者
と
み
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所
得
の
帰
属
関
係
を
是
正
す
る
も
の
と
の
考
え
方
が
妥
当
の
よ
う
に
 
 

（
3
8
）
 
 

思
わ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
は
、
み
な
し
配
当
理
論
及
び
所
得
直
接
稼
得
理
論
の
両
者
（
後
掲
【
表
】
み
な
し
配
当
理
 
 

論
と
所
得
直
接
稼
得
理
論
の
比
較
、
参
照
）
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
我
が
国
の
制
度
が
実
体
な
き
子
会
社
等
（
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
 
 

パ
ニ
ー
）
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
後
者
の
理
論
に
結
果
的
、
実
質
的
に
類
似
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
 
 

の
点
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
の
個
々
の
規
定
を
み
て
い
く
と
必
ず
し
も
所
得
直
接
接
待
理
論
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
も
み
ら
れ
 
 

る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
規
定
毎
の
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
 
 

分
析
を
試
み
る
 
（
後
述
Ⅰ
以
下
参
照
）
。
 
 

三
五
七
 
 
 



三
五
入
 
 

な
お
、
「
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
」
と
み
な
し
配
当
理
論
対
所
得
直
接
接
待
理
論
に
い
う
「
所
得
直
接
稼
得
理
論
」
と
の
関
係
は
 
 

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
前
者
は
日
本
の
制
度
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
日
本
の
制
度
に
い
う
C
F
C
が
主
 
 

と
し
て
実
体
の
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
来
的
に
国
内
株
主
に
帰
属
す
る
も
の
と
の
考
え
方
を
採
る
も
の
の
よ
 
 

う
に
思
わ
れ
、
日
本
の
制
度
で
は
支
店
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
考
え
方
は
直
接
的
に
は
出
て
来
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
 
 

《
ノ
O
 
 
 t

方
、
後
者
は
対
象
取
引
限
定
方
式
を
採
る
国
の
制
度
す
な
わ
ち
C
F
C
の
実
体
の
有
無
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
 
 

・
イ
ン
カ
ム
（
第
四
章
（
注
2
）
参
照
）
を
課
税
す
る
と
い
う
制
度
を
基
礎
と
し
て
出
て
来
た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
 
 

度
実
体
の
あ
る
も
の
の
認
識
が
可
能
な
の
で
、
支
店
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
介
し
て
造
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
理
論
の
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
異
な
る
と
い
う
点
で
は
比
較
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
点
は
あ
る
も
の
の
、
国
内
 
 

の
株
主
へ
の
帰
属
の
態
様
の
面
に
お
い
て
は
、
み
な
し
配
当
理
論
の
考
え
方
と
一
線
を
画
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
 
 

と
も
に
軌
を
一
に
す
る
面
も
あ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 



【表】みなし配当理論と所得直接稼得理論の比較  

日米の制度の各個別項目の各々の理論への該当性   

みなし配当理論  所得直接稼得理論  

該当の  
有無  個  別  項  目  

該当の  
有無  

米  日   米日  

内国株主への配  合 算 所 得   内国法人が直接  
当とみなす   接待したものと  

みなす（外国支  
店アナロジー）  

外国子会社等の存在  
存在する   ○  ①形式的存在   存在する  ○   
存在する   ○  ② 実質的存在  △   

内国株主の所得  ○  ○  CFCの損失の取扱い   内国株主の所得  
と相殺しない  

i 

の 

中 立  関連会社損失   

…還準急竺‡  と相殺する  

中 立   

二重課税の排除  
益金不算入  

注 lコ  

）  （》合算時  

間接外国税額控  1）控除の方法  間接外国税額控  
除  注  除  

ノヽ  

法人のみ   ○   2）控除を受ける老  控除される内国  
株主のすべて  

する   ○  株主の取得価額の調整   しない（但し株    ○  
（C下■C株売却との関連）   売却時に二重課   

税を調整する）  

増額する   ○  （1）合算時  増額しない  ○   
減額する   ○  （2）配当時   減額Lない  ○   

タックス・へイブン税制の重複適  
用の場合の外国税額控除  

間接外国税額控  ○      （》合算された者   直接外国税額控    △   
除で救済  除で救済  
（疑義あり）  △   （診 租税条約上の相互協議  可能  △   

（注イ） 純粋な意味でのみなし配当理論及び所得直接稼得理論をあげた。  
（注ロ） △は必ずしも明確でないものの意味である。  

（注ハ） 米国の制度は外国税額が下位の子会社尊から親会社（内国法人）に向かって  
順次帰属するとの法形式せとる。また、内国歳入法上の間接外国税額控除虹乗  
るとの法形式をとるため、曾孫会社までの外国税額に限る控除となっている。   
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六
〇
 
 

Ⅰ
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
 
 
 

1
 
対
象
と
な
る
者
の
種
類
（
範
囲
）
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
被
支
配
外
国
会
社
を
内
国
歳
入
法
上
の
外
国
法
人
（
f
O
r
e
i
g
n
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
ロ
）
で
あ
る
旨
規
定
し
（
I
R
C
九
五
一
 
 

局
m
）
、
我
が
国
の
制
度
で
も
特
定
外
国
子
会
社
等
を
法
人
税
法
上
の
外
国
法
人
で
あ
る
旨
規
定
（
措
堅
ハ
六
の
六
②
一
）
し
て
お
り
、
両
 
 

制
度
と
も
そ
の
範
囲
を
外
国
法
人
と
す
る
点
で
基
本
的
に
同
様
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 

イ
 
米
国
の
制
度
 
 
 

米
国
の
制
度
で
対
象
と
さ
れ
る
外
国
法
人
は
、
内
国
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
り
（
七
七
〇
一
い
㈲
）
、
法
人
（
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
）
に
は
、
 
 
 

社
団
（
a
s
s
。
C
i
a
t
i
。
n
）
、
j
O
i
n
T
s
t
。
C
k
c
O
m
p
a
n
y
及
び
保
険
会
社
（
i
ロ
S
u
r
a
n
n
e
n
O
m
p
a
n
y
）
が
含
ま
れ
る
（
七
七
〇
一
い
㈲
）
。
 
 
 

a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
 
（
R
e
g
．
∽
芦
ヨ
O
T
N
）
に
次
の
説
明
が
あ
る
。
 
 
 

a
s
s
O
C
i
a
t
i
。
n
の
一
般
的
な
意
義
ほ
、
一
口
に
い
え
ば
人
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
定
義
で
は
、
法
人
格
 
 
 

を
有
す
る
通
常
の
意
味
で
の
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
又
は
信
託
と
い
っ
た
団
体
と
の
境
界
が
ど
う
な
る
か
甚
だ
不
明
確
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
閲
し
、
米
国
で
ほ
次
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
あ
る
鼠
織
を
法
人
と
そ
れ
以
外
の
例
え
ば
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
と
い
っ
た
団
体
と
の
ど
ち
ら
か
に
区
分
す
る
際
の
よ
 
 
 

る
べ
き
基
準
、
す
な
わ
ち
、
法
人
と
し
て
持
つ
べ
き
性
質
（
c
O
r
p
O
r
a
t
e
C
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
‥
以
下
「
法
人
と
し
て
の
特
質
」
い
う
。
）
に
 
 
 



つ
い
て
、
主
な
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
六
つ
の
要
素
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

a
 
メ
ン
バ
ー
の
存
在
（
a
s
s
O
C
i
a
t
e
s
）
 
 
 

b
 
事
業
及
び
利
益
分
配
の
目
的
（
a
n
O
b
j
e
c
t
i
諾
）
 
 
 

C
 
継
続
性
（
c
O
ロ
t
i
ロ
u
i
t
y
O
〓
i
f
e
）
 
 
 

d
 
経
営
の
集
中
（
c
e
n
t
邑
i
N
a
t
i
O
n
O
f
m
a
コ
a
g
e
m
e
n
t
）
 
 
 

e
 
法
人
の
財
産
に
限
定
さ
れ
た
責
任
（
－
i
m
i
t
e
d
－
i
a
b
i
－
i
t
y
）
 
 
 

f
 
持
分
の
自
由
な
譲
渡
性
（
f
r
e
e
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
i
－
i
t
y
）
 
 
 

次
に
、
a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
と
は
、
基
本
的
に
は
、
前
述
の
法
人
と
し
て
の
特
質
の
有
無
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
人
と
し
て
の
 
 

特
質
を
有
す
る
の
か
否
か
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
個
別
の
事
情
に
よ
る
し
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
よ
り
抽
象
的
 
 

な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
魁
織
に
閲
し
前
述
の
法
人
と
し
て
の
特
質
の
各
々
に
つ
い
て
判
断
し
た
結
果
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
又
は
 
 

信
託
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
法
人
に
近
い
と
み
ら
れ
る
と
き
に
は
a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
に
該
当
す
る
と
の
考
え
方
が
課
税
上
と
ら
れ
 
 

て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
R
e
g
．
∽
∽
O
T
∃
O
T
N
（
莫
－
）
）
。
 
 
 

日
本
の
制
度
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
外
国
法
人
は
内
国
法
人
以
外
の
法
人
を
い
い
、
内
国
法
人
と
は
、
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
 
 

法
人
を
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
法
人
に
ほ
、
商
法
上
の
会
社
、
民
法
上
の
社
団
・
財
団
、
特
別
法
に
基
づ
く
公
共
法
人
等
 
 

が
含
ま
れ
、
人
格
の
な
い
社
団
等
で
も
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
は
法
人
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

比
 
較
 
 

三
六
一
 
 
 



三
六
二
 
 

外
国
法
人
の
定
義
規
定
の
仕
組
み
は
、
両
国
と
も
に
内
国
法
人
以
外
の
も
の
を
い
う
と
規
定
し
、
そ
の
場
合
の
法
人
の
内
容
は
基
本
 
 
 

的
に
両
国
と
も
国
内
の
諸
々
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
両
国
の
種
々
の
国
内
法
（
特
別
の
法
人
、
信
託
等
の
根
拠
法
た
る
米
国
各
州
の
法
令
及
び
特
別
の
法
人
、
財
団
・
社
団
の
 
 
 

根
拠
法
た
る
日
本
の
特
別
法
又
は
民
法
等
）
が
異
な
る
限
り
は
厳
密
な
比
較
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
国
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
 
 
 

内
の
諸
制
度
を
反
映
し
た
（
又
は
形
式
上
限
定
さ
れ
た
）
「
法
人
」
の
定
義
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
外
国
の
異
な
る
諸
制
度
の
下
に
 
 
 

設
立
さ
れ
た
外
国
の
種
々
の
制
度
に
い
う
外
国
法
人
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
都
度
各
々
の
国
内
法
の
基
準
に
よ
り
個
別
的
に
判
断
さ
 
 

（
3
9
）
 
 
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ま
こ
こ
で
一
般
的
に
両
国
の
制
度
の
広
狭
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 
 

2
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
に
対
す
る
支
配
の
判
定
基
準
（
具
体
的
支
配
基
準
）
 
 

U
 
形
式
的
比
較
 
 

イ
 
原
 
則
 
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
（
以
下
、
文
脈
に
よ
り
別
に
判
断
で
き
る
場
合
を
除
き
、
米
国
の
制
度
に
い
う
被
支
配
外
国
会
社
及
び
我
が
 
 
 

国
の
制
度
に
い
う
特
定
外
国
子
会
社
等
の
双
方
を
指
す
用
語
と
し
て
便
宜
上
「
C
F
C
」
を
使
用
す
る
。
）
に
対
す
る
出
資
割
合
の
基
準
 
 

（
4
0
）
 
 

（
t
h
r
e
s
h
h
O
－
d
）
 
は
、
両
制
度
と
も
直
接
・
間
接
所
有
「
五
〇
％
超
」
と
し
て
い
る
点
で
同
様
で
あ
る
。
 
 

但
し
、
次
の
点
が
異
な
る
。
 
 
 

川
 
五
〇
％
超
の
割
合
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
の
範
囲
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
株
主
を
念
頭
に
置
い
て
五
〇
％
超
の
判
定
を
行
う
 
 
 

べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
制
度
で
は
基
本
的
に
一
〇
％
以
上
所
有
株
主
の
み
で
こ
れ
を
判
定
す
る
の
に
対
し
、
我
が
国
の
制
度
 
 
 

で
は
個
々
の
株
主
の
株
式
所
有
割
合
を
問
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
す
な
わ
ち
そ
の
C
F
C
の
株
式
を
有
す
る
個
々
の
居
住
者
 
 
 



及
び
内
国
法
人
の
所
有
割
合
に
つ
い
て
そ
の
多
寡
を
問
わ
ず
合
計
し
た
上
で
五
〇
％
超
か
否
か
を
判
定
す
る
。
）
点
が
異
な
る
。
な
 
 
 

お
、
日
本
の
制
度
で
は
、
国
外
に
居
住
す
る
親
族
等
に
そ
の
株
式
等
を
分
散
保
有
さ
れ
る
こ
と
の
懸
念
か
ら
当
該
居
住
者
の
親
族
、
 
 
 

使
用
人
等
に
当
た
る
者
で
国
外
に
居
住
す
る
者
（
非
居
住
者
）
の
有
す
る
直
接
・
間
接
所
有
持
分
も
五
〇
％
超
の
判
定
上
考
慮
さ
れ
 
 
 

る
。
 
 

H
 
五
〇
％
超
で
あ
る
か
ど
う
か
を
算
定
す
る
際
、
日
本
の
制
度
で
は
、
直
接
・
間
接
所
有
の
株
式
に
つ
き
掛
け
算
方
式
に
よ
る
の
に
 
 
 

対
し
、
米
国
の
制
度
で
は
、
直
接
・
間
接
所
有
要
件
に
つ
い
て
は
掛
け
算
方
式
を
と
る
上
に
み
な
し
所
有
要
件
の
計
算
上
、
パ
ー
ト
 
 
 

ナ
ー
シ
ッ
プ
、
法
人
等
が
他
の
法
人
の
株
式
の
五
〇
％
超
を
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
と
き
は
当
該
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
法
人
等
 
 
 

が
当
該
他
の
法
人
の
株
式
の
す
べ
て
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
等
を
通
じ
て
広
い
範
囲
の
C
F
C
が
対
象
と
な
る
仕
組
 
 
 

み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
米
国
の
制
度
が
広
い
と
の
考
え
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

別
段
の
定
め
 
 
 

保
険
所
得
に
係
る
支
配
基
準
の
引
下
げ
に
係
る
規
定
は
、
米
国
の
制
度
の
特
有
な
も
の
で
あ
り
我
が
国
の
制
度
に
は
な
い
。
つ
ま
 
 

り
、
米
国
の
制
度
で
ほ
、
保
険
所
得
一
般
に
閲
し
、
保
険
料
等
の
総
収
入
に
占
め
る
保
険
（
再
保
険
を
含
む
）
又
は
年
金
に
係
る
保
険
 
 

料
収
入
の
割
合
が
七
五
％
起
と
な
る
と
き
は
、
前
述
の
具
体
的
支
配
基
準
で
あ
る
「
五
〇
％
超
」
に
代
わ
り
、
直
接
・
間
接
所
有
要
件
 
 

及
び
み
な
し
所
有
要
件
を
適
用
後
の
 
「
二
五
％
超
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
保
険
所
得
だ
け
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
C
F
C
の
範
囲
は
我
が
国
よ
り
も
広
い
。
ま
た
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
 
 

ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
対
す
る
課
税
取
扱
い
に
閲
し
、
C
F
C
に
対
す
る
具
体
的
支
配
基
準
は
、
同
様
に
、
直
接
・
間
接
所
有
要
件
及
び
 
 

み
な
し
所
有
要
件
を
適
用
後
の
 
「
二
五
％
超
」
 
の
基
準
が
前
述
の
具
体
的
支
配
基
準
（
五
〇
％
超
）
 
に
代
わ
っ
て
適
用
さ
れ
、
さ
ら
 
 

三
六
三
 
 
 



三
六
四
 
 

に
、
「
二
五
％
以
上
」
の
割
合
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
米
国
株
主
等
の
一
般
的
定
義
に
い
う
一
〇
％
以
上
の
 
 
 

所
有
の
要
件
を
は
ず
し
て
、
外
国
法
人
の
株
式
を
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
米
国
の
者
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
株
式
所
有
割
合
を
問
 
 
 

わ
な
い
点
で
我
が
国
の
制
度
と
同
様
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

切
 
実
質
的
比
較
 
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
に
該
当
す
る
か
否
か
の
形
式
上
の
判
定
基
準
は
、
前
述
∽
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
五
〇
％
超
」
で
あ
る
か
否
か
に
 
 

よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
は
、
株
式
所
有
割
合
が
形
式
上
あ
る
い
は
名
目
上
は
満
足
さ
れ
て
い
な
い
が
実
質
的
に
 
 

経
営
権
を
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
し
た
場
合
に
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
か
と
い
っ
 
 

た
問
題
が
あ
る
。
 
 

イ
 
米
国
で
の
取
扱
い
 
 

（
4
1
）
 
 

米
国
の
制
度
で
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
 
（
R
e
g
．
∽
】
．
誤
」
⊥
（
b
）
）
。
 
 
 

川
 
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
の
意
義
 
 

A
 
原
 
則
 
 

米
国
株
主
等
に
つ
い
て
具
体
的
支
配
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
具
体
的
個
別
事
情
 
 

（
a
－
〓
h
e
 
f
a
n
t
s
 
a
n
d
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
）
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
。
 
 

B
 
み
な
し
規
定
 
 

次
の
よ
う
な
事
情
に
あ
る
場
合
に
は
、
前
述
の
原
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
株
主
等
は
具
体
的
支
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
 
 

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 
 



因
 
米
国
株
主
等
が
取
締
役
会
に
相
当
す
る
も
の
の
過
半
数
を
選
出
、
指
名
す
る
等
の
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
 
 

㈲
 
米
国
株
主
等
に
よ
り
選
出
、
指
名
等
を
さ
れ
る
取
締
役
の
数
が
ち
ょ
う
ど
半
数
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
 
 

・
ボ
ー
ド
を
握
る
老
の
選
出
権
限
等
を
当
該
米
国
株
主
等
が
有
し
て
い
る
こ
と
 
 

㈹
 
米
国
株
主
等
に
よ
り
選
出
、
指
名
等
を
さ
れ
る
者
に
よ
り
、
取
締
役
会
が
行
う
よ
う
な
職
務
が
通
常
遂
行
さ
れ
る
こ
と
 
 

回
 
議
決
権
を
形
式
上
他
の
者
へ
移
転
し
て
い
る
等
の
場
合
の
取
扱
い
 
 
 

A
 
概
 
要
 
 

米
国
株
主
等
が
実
質
上
の
議
決
権
を
有
し
な
が
ら
、
形
式
上
の
み
こ
れ
を
移
転
し
て
い
る
と
い
っ
た
取
極
 
（
a
r
r
a
n
g
e
m
e
ロ
t
）
 
 

が
あ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
議
決
権
あ
り
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

一
方
、
単
に
議
決
権
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
議
決
権
あ
り
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

B
 
具
体
例
 
 

何
 
次
の
よ
う
な
合
意
（
a
g
r
e
e
m
e
ロ
t
）
が
存
在
し
て
い
る
場
合
（
そ
の
合
意
が
明
示
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
問
わ
な
い
。
）
に
 
 

は
、
議
決
権
の
形
式
上
の
所
有
（
n
O
m
i
n
巴
O
W
n
e
r
S
h
i
p
）
と
い
う
事
実
は
否
認
さ
れ
る
。
 
 

a
 
い
ず
れ
か
の
株
主
は
議
決
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
又
は
い
ず
れ
か
の
株
主
は
限
定
的
な
議
決
権
の
み
を
行
使
す
る
こ
と
 
 

b
 
過
半
数
を
有
す
る
株
主
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
が
、
五
〇
％
以
下
を
所
有
す
る
株
主
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
 
 

る
こ
と
 
 

㈲
 
外
国
法
人
が
発
行
す
る
二
種
類
以
上
の
株
式
の
う
ち
米
国
株
主
等
が
あ
る
一
種
類
以
上
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
 
 

い
て
、
他
の
種
類
の
株
式
に
係
る
議
決
権
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

三
六
五
 
 
 



三
六
六
 
 

a
 
そ
の
議
決
権
が
行
便
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
使
は
誰
の
た
め
で
あ
る
か
を
基
準
に
判
定
さ
れ
、
そ
の
行
使
を
受
け
る
 
 

人
が
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

b
 
そ
の
議
決
権
が
行
任
さ
れ
な
い
場
合
は
、
次
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
議
決
権
ほ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 

い
 
当
該
他
の
種
類
の
株
式
の
議
決
権
の
割
合
が
、
法
人
の
利
益
に
対
す
る
持
分
割
合
よ
り
実
質
的
に
大
き
い
と
き
 
 

㈲
 
当
該
他
種
類
の
株
式
の
株
主
が
そ
の
議
決
権
を
独
立
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
な
い
又
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
行
使
し
 
 

な
か
っ
た
事
実
が
あ
る
こ
と
 
 

H
 
そ
の
外
国
法
人
に
つ
き
C
F
C
と
判
定
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
取
極
が
存
在
す
る
こ
と
 
 

ロ
 
日
本
で
の
取
扱
い
 
 
 

前
述
イ
の
米
国
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
実
質
的
な
判
定
基
準
を
定
め
て
い
る
。
一
方
、
日
本
に
は
、
米
国
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
 
 
 

シ
ョ
ン
の
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
を
公
表
し
た
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
日
本
で
の
具
体
的
取
扱
い
は
議
論
で
き
な
い
。
 
 
 

我
が
国
の
制
度
で
は
「
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
の
総
数
又
は
合
計
額
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
ら
、
こ
の
文
言
の
解
 
 
 

釈
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
述
イ
の
取
扱
い
の
中
に
は
、
我
が
国
の
税
務
運
営
上
は
個
別
事
案
に
即
し
た
事
実
認
定
を
行
 
 
 

う
上
で
個
別
に
考
慮
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
も
あ
る
よ
シ
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
個
別
判
断
に
お
け
る
考
慮
い
か
ん
に
よ
っ
て
 
 

（
彪
）
 
 
 

は
、
日
米
の
取
扱
い
の
開
き
に
実
質
的
に
大
き
な
相
違
が
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
 

3
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
所
在
地
国
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
合
算
所
得
を
有
す
る
外
国
法
人
で
あ
れ
ば
全
世
界
に
所
在
す
る
法
人
が
本
制
度
の
対
象
と
な
る
。
従
っ
て
、
対
象
 
 
 



と
な
る
外
国
法
人
（
C
F
C
）
が
ど
の
よ
う
な
外
国
に
所
在
す
る
か
に
よ
っ
て
制
度
の
適
用
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
政
府
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
軽
課
税
国
（
平
成
二
年
六
月
二
十
日
現
在
四
一
か
国
）
所
在
す
る
外
国
法
人
に
 
 

（
4
3
）
 
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
 
 

切
 
実
質
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
外
国
基
地
会
社
所
得
等
に
閲
し
、
C
F
C
の
所
得
に
対
す
る
課
税
が
米
国
の
税
率
の
九
〇
％
超
で
行
わ
れ
て
い
る
 
 

（
仙
）
 
 

こ
と
を
納
税
者
が
証
明
し
た
と
き
は
課
税
さ
れ
な
い
（
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
）
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
か
ら
実
質
的
 
 

に
は
高
率
課
税
国
所
在
の
法
人
に
ほ
、
制
度
の
適
用
が
な
い
。
従
っ
て
、
米
国
の
制
度
も
主
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
所
在
の
法
 
 

（
4
5
）
 
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
日
米
の
制
度
に
そ
れ
程
の
開
き
は
な
く
な
っ
て
こ
よ
う
。
 
 

Ⅲ
 
対
象
と
な
る
内
国
法
人
・
居
住
者
（
納
税
義
務
者
）
 
 
 

1
 
納
税
義
務
者
の
種
類
（
態
様
の
範
囲
）
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
対
象
と
な
る
居
住
者
・
内
国
法
人
を
米
国
株
主
等
（
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
s
h
a
r
e
h
。
－
d
e
r
）
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
定
 
 

義
に
は
、
合
衆
国
の
市
民
又
は
居
住
者
、
内
国
法
人
、
阿
国
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
又
は
信
託
（
外
国
遺
産
及
び
外
国
信
託
を
除
 
 

く
。
）
が
含
ま
れ
る
。
 
 
 

我
が
国
の
制
度
で
は
、
居
住
者
及
び
内
国
法
人
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
米
国
の
方
が
納
税
義
務
者
の
範
囲
は
広
い
規
定
 
 

振
り
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

三
六
七
 
 
 



三
六
八
 
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 

我
が
国
に
は
、
例
え
ば
米
国
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
 
（
注
＝
R
e
g
．
∽
O
T
ヨ
O
T
∽
）
に
比
較
し
得
る
制
度
が
直
接
的
に
存
在
す
る
 
 

わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
両
制
度
の
比
較
を
単
純
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
が
国
の
制
度
の
下
に
お
い
て
仮
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
 
 

プ
が
納
税
義
務
者
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
で
は
、
我
が
国
の
組
合
に
対
す
る
課
税
取
扱
い
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

な
る
 
（
法
規
通
一
四
－
一
－
一
～
三
）
 
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
実
質
的
に
は
米
国
の
制
度
と
の
相
違
は
基
本
的
に
は
な
い
と
の
考
え
方
も
 
 

あ
り
得
る
。
 
 

2
 
納
税
義
務
者
の
株
式
所
有
割
合
（
具
体
的
所
有
基
準
）
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 

（
4
6
）
 
 
 

両
制
度
と
も
に
、
t
 
O
％
以
上
の
株
式
等
を
所
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
具
体
的
所
有
基
準
自
体
に
つ
い
て
は
同
様
 
 

の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

但
し
、
両
制
度
に
ほ
次
の
よ
う
な
規
定
振
り
の
相
違
が
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
米
国
の
制
度
で
は
、
「
米
国
株
主
等
」
 
の
範
囲
に
つ
い
て
、
み
な
し
所
有
要
件
を
用
い
て
直
接
・
間
接
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
 
 

し
、
結
果
的
に
納
税
義
務
者
の
範
囲
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
一
の
法
人
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
二
以
上
の
法
人
同
士
の
間
の
 
 

関
係
（
兄
弟
姉
妹
関
係
）
 
に
あ
る
二
つ
の
法
人
が
C
F
C
と
の
間
で
そ
の
C
F
C
の
納
税
義
務
者
と
い
う
関
係
に
立
つ
こ
と
を
規
定
し
て
 
 

お
り
、
こ
の
規
定
に
よ
り
C
F
C
の
具
体
的
支
配
基
準
（
五
〇
％
超
、
二
五
％
超
又
は
二
五
％
以
上
）
 
の
判
定
の
基
準
の
基
礎
と
し
た
 
 

り
、
帳
簿
・
書
頬
等
の
備
付
け
義
務
の
対
象
と
す
る
と
い
っ
た
こ
と
の
効
果
を
も
生
ぜ
し
め
る
規
定
振
り
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
一
人
又
は
一
法
人
で
一
〇
％
以
上
の
株
式
所
有
と
な
る
場
合
の
ほ
か
に
、
一
の
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
つ
 
 
 



き
一
〇
％
以
上
の
株
式
所
有
割
合
と
な
る
場
合
も
納
税
義
務
者
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
法
人
等
 
 

に
つ
い
て
は
、
各
々
の
法
人
の
株
式
所
有
割
合
が
一
〇
％
未
満
と
な
る
場
合
に
お
い
て
も
納
税
義
務
者
と
な
る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 

前
述
1
及
び
2
・
∽
で
は
 
「
納
税
義
務
者
」
 
の
用
語
を
単
に
両
制
度
の
対
象
と
な
る
内
国
法
人
・
居
住
者
の
意
味
で
使
用
し
て
き
た
 
 

（
従
っ
て
、
前
述
1
及
び
2
∴
U
に
い
う
納
税
義
務
者
に
は
結
果
と
し
て
合
算
課
税
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
つ
ま
り
「
広
義
の
納
税
 
 

義
務
者
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
）
が
、
こ
れ
を
合
算
課
税
を
実
際
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
老
と
定
義
し
直
し
た
場
合
に
は
、
前
述
の
納
税
義
 
 

務
者
の
範
囲
は
、
さ
ら
に
狭
い
範
囲
の
者
（
狭
義
の
納
税
義
務
者
）
が
対
象
と
な
る
 
（
但
し
、
そ
の
範
囲
が
狭
く
な
る
の
は
米
国
の
制
度
 
 

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
）
。
 
 
 

つ
ま
り
、
米
国
の
制
度
の
場
合
、
対
象
と
な
る
者
を
米
国
株
主
等
と
定
義
し
、
こ
れ
に
は
じ
直
接
・
間
接
所
有
要
件
、
及
び
∽
み
な
し
 
 

所
有
要
件
、
の
二
つ
を
通
じ
た
広
範
囲
の
老
が
含
ま
れ
る
が
、
実
際
の
合
算
課
税
に
当
た
っ
て
は
、
課
税
額
の
算
定
上
∽
の
直
接
・
間
接
 
 

所
有
に
係
る
額
を
課
税
す
る
と
い
う
法
律
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
一
〇
％
以
上
の
直
接
・
間
接
所
有
要
件
に
該
当
 
 

す
る
者
の
み
が
こ
こ
に
い
う
狭
義
の
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
前
述
∽
の
納
税
義
務
者
が
そ
の
ま
ま
合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
納
税
義
務
者
と
な
る
。
 
 
 

以
上
の
狭
義
の
納
税
義
務
者
の
レ
ベ
ル
す
な
わ
ち
実
質
的
に
納
税
義
務
を
負
う
老
の
範
囲
と
い
う
観
点
か
ら
両
制
度
を
比
較
す
る
と
次
 
 

の
よ
う
に
な
る
（
次
表
の
□
が
合
算
課
税
を
受
け
る
納
税
義
務
者
）
。
 
 
 



前
掲
の
蓑
か
ら
、
実
際
に
課
税
を
受
け
る
者
の
範
囲
自
体
か
ら
み
る
と
基
本
的
に
日
本
の
制
度
の
方
が
広
く
取
り
込
ん
で
い
る
と
の
見
 
 
 

直接・間接所有要件  
みなし所有要件  

（10％以上所有）   

3 21  
（間 

（直  

（当（当（当  二所  
第按   

第該第該第該  
二所   

二株二法二個  
章有  章有  

第   
米  

章主華人華人  
第等第等第へ  
二かこか二妻  

南  
Ⅲ  

面   
Ⅲ   国  

1  ）  1   ）  節ら節ら節、            Ⅲ法Ⅲ株Ⅲ子 2人2主2、  の  

（3）等（2）等（1）親 ）へ）∵ベ）  

等  
ののの  制  

帰帰持  
属属 

分  を   度  

帰   
属  

3 2 1一  
○  

同便妻％  
（間  
二所  

（直   
二所  

族用、未  章有  章有  
閑人子満 、  日  

係 で  竺  第  
会  親 も  
社  そ納  

／＼  

Ⅰ  
／＼   

Ⅰ  本  
の税  1  1  

他義  
（2）  

（1）  の  

親者  
族  制  

度  

同族株主グループ  居住者・内国法人  

直接・間接所有株主等（10％以上所有）  

【
表
】
 
狭
義
の
納
税
義
務
者
の
範
困
（
太
線
枠
内
）
 
 

三
七
〇
 
 



方
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
の
制
度
に
お
け
る
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
対
す
る
課
税
上
一
 
 

〇
％
未
満
所
有
者
も
納
税
義
務
者
と
さ
れ
る
こ
と
及
び
み
な
し
所
有
要
件
に
よ
り
C
F
C
に
該
当
す
る
老
の
範
囲
を
よ
り
広
く
定
義
し
て
 
 

い
る
こ
と
と
の
関
係
で
 
（
後
述
Ⅳ
・
2
参
照
）
、
結
論
と
し
て
は
そ
の
範
囲
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 
 

Ⅳ
 
株
式
所
有
要
件
 
 

前
述
Ⅰ
及
び
Ⅲ
で
は
、
国
内
の
居
住
者
・
内
国
法
人
等
が
C
F
C
の
株
式
を
何
％
所
有
す
る
と
き
に
外
国
法
人
が
C
F
C
に
該
当
し
 
 

（
前
述
Ⅰ
）
、
又
は
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
か
（
前
述
Ⅲ
）
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
こ
に
い
う
所
有
の
概
念
は
、
米
国
の
制
度
に
お
い
て
 
 

は
∽
直
接
・
間
接
所
有
及
び
似
み
な
し
所
有
で
あ
り
、
日
本
の
制
度
に
お
い
て
は
直
接
・
間
接
所
有
で
あ
り
、
日
米
の
制
度
に
は
少
な
く
 
 

と
も
形
式
上
の
相
違
が
あ
る
。
 
 
 

前
述
Ⅰ
及
び
Ⅲ
で
は
そ
の
説
明
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
株
式
所
有
の
概
念
に
も
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
ほ
、
こ
れ
ら
の
概
 
 

念
の
内
容
、
効
果
及
び
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
日
米
の
相
違
に
焦
点
を
あ
て
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

よ
り
具
体
的
に
は
、
株
式
所
有
要
件
と
対
象
と
な
る
外
国
法
人
及
び
国
内
の
納
税
義
務
者
と
の
関
係
は
、
次
の
【
表
】
の
よ
う
に
な
っ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
次
の
【
蓑
】
の
傍
線
付
き
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
米
国
の
制
度
に
お
け
る
直
接
・
間
接
所
有
及
び
み
 
 

な
し
所
有
、
日
本
の
制
度
に
お
け
る
直
接
・
間
接
所
有
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
・
分
析
す
る
。
 
 
 



広義の納税義務者  対象となる  
外国法人等  

（前述Ⅰ）  （前述Ⅰ）  

五  共   
○  ○   
％  
以  ％  通  
上  

上  21次  上  
の  の  の  

み直要  五  
○  な按件  ○  

し・で  

同  ％ 以  所間一  ％ 超  

上  有按○  の   米  
の  所％  判  
判  有以  定  国  

右  定  上  の  
の  の  基  の  
基  

礎 と  
所 有  制  
と  な  

な  な  る  度   
る  る  

の  
の  と  株  

株 主  
主  
をこ  

に  係  
係  る  

2  1  次  要  
で プ   件   
あ に 一 直 次   る  直 （ の  
る 属 ○ 接 の  ・ 有 件   
こ す ％l・l要  間 割 に   
と る 以 間 件  接 合 よ   

内 上 接 で  所 を り   日  
国 所 所 －  有 問 株   
法 有 有 ○  わ 主   本  
人 と  ％  な と   
・ な  以  い な  の  

る  ）     る  

住 一  
所  

制  
者の と  

度  

馳 と  

【
表
】
株
式
所
有
要
件
（
対
象
と
な
る
外
国
法
人
と
納
税
義
務
者
と
の
関
係
）
 
 

三
七
二
 
 



1
 
直
接
・
間
接
所
有
 
 

∽
 
直
接
所
有
 
 
 

直
接
所
有
に
つ
い
て
ほ
、
両
国
の
制
度
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
自
国
の
納
税
義
務
者
が
外
国
法
人
の
株
式
等
を
直
接
に
保
有
す
る
場
 
 

合
を
い
う
も
の
と
し
て
お
り
、
相
違
は
な
い
。
 
 

切
 
間
接
所
有
 
 
 

間
接
所
有
に
つ
い
て
も
、
両
国
の
制
度
と
も
に
、
自
国
内
の
納
税
義
務
者
と
当
該
外
国
法
人
（
C
F
C
）
と
の
間
の
資
本
関
係
に
一
以
 
 

上
の
外
国
法
人
が
介
在
す
る
ケ
ー
ス
 
（
外
国
法
人
を
通
じ
た
所
有
）
 
を
考
え
て
お
り
、
基
本
的
に
は
相
違
は
な
い
。
 
 

刷
 
直
接
・
間
接
所
有
の
効
果
 
 

イ
 
米
国
の
制
度
で
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
規
定
の
う
ち
、
外
国
税
額
控
除
の
規
定
の
一
部
及
び
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
の
規
定
の
t
 
 

三
七
三
 
 
 

狭義の納税義務者  
（課税される者）   

（前述Ⅰ）  

共  

通   

次   上   
・ の   の  

接 件   ○   
・ で   ％   
間 一   以   
接 ○   上   米  
所 ％   の   
有 以   判   国  

上   定   

所  の  有  基  と  礎   
の  

と   
制  

な  
る   な   度  

る   
と   

の  

株 主  
に  
係  

原   る  
則   
と  

要  

し  
件  

て  
同  
上  日  

本  

の  

制  

度  



三
七
四
 
 

部
等
を
除
く
す
べ
て
の
規
定
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
具
体
的
に
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
米
国
株
主
等
に
対
す
る
合
算
課
税
 
 
 

額
の
算
定
上
（
九
五
一
局
）
こ
れ
ら
の
概
念
が
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
米
国
株
主
等
の
定
義
上
こ
れ
ら
の
概
念
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
 
 
 

よ
り
、
米
国
株
主
等
へ
の
該
当
性
（
一
〇
％
以
上
）
 
の
有
無
及
び
外
国
法
人
の
C
F
C
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
 
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
 
 
 

こ
と
に
な
る
（
但
し
、
こ
れ
ら
の
該
当
性
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
後
述
の
み
な
し
所
有
も
合
わ
せ
て
判
定
さ
れ
る
）
。
 
 
 

な
お
、
外
国
法
人
、
外
国
パ
ー
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
外
国
信
託
又
は
外
国
遺
産
に
対
す
る
直
接
・
間
接
所
有
持
分
割
合
の
決
定
に
当
 
 
 

た
っ
て
は
、
個
別
事
業
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
実
（
f
a
c
t
s
a
n
d
n
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
）
を
勘
案
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
。
外
国
法
人
に
対
 
 
 

す
る
直
接
・
間
接
所
有
要
件
の
ル
ー
ル
を
特
定
の
条
項
に
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
条
項
の
目
的
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
 
 
 

て
い
る
（
R
e
g
」
－
誤
∞
⊥
（
c
）
（
N
）
）
。
例
え
ば
、
直
接
・
間
接
所
有
の
ル
ー
ル
を
合
算
課
税
額
の
算
定
上
（
九
五
一
い
）
用
い
る
と
き
は
、
 
 
 

当
該
者
の
当
該
外
国
法
人
の
所
得
に
対
す
る
持
分
割
合
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
ル
ー
ル
を
米
国
株
主
等
又
は
C
F
C
の
定
 
 
 

義
の
決
定
上
用
い
る
と
き
は
、
当
該
外
国
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
外
国
法
人
に
対
す
る
比
 
 
 

例
的
持
分
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 
（
R
e
g
．
－
、
∽
∽
∞
⊥
（
c
）
（
N
）
）
。
 
 

ロ
 
日
本
の
制
度
で
は
、
納
税
義
務
者
（
内
国
法
人
及
び
居
住
者
）
 
へ
の
該
当
性
（
一
〇
％
以
上
）
 
の
有
無
及
び
特
定
外
国
子
会
社
等
 
 
 

（
法
律
的
に
は
外
国
関
係
会
社
）
 
へ
の
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
 
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
。
 
 

2
 
み
な
し
所
有
 
 

川
 
形
式
的
比
較
 
 
 

こ
れ
ほ
、
形
式
的
に
み
れ
ば
、
日
本
の
制
度
に
は
原
則
的
に
な
い
制
度
で
あ
る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 



米
国
の
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
規
定
の
目
的
及
び
内
容
等
を
分
析
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
、
日
本
の
制
度
に
い
う
直
接
・
間
接
 
 

保
有
の
内
容
の
一
部
と
か
な
り
類
似
す
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

米
国
の
制
度
に
い
う
み
な
し
所
有
の
仕
組
み
は
、
一
口
に
い
え
ば
、
米
国
株
主
等
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
 
 

米
国
の
者
の
外
国
法
人
に
対
す
る
持
分
に
他
の
者
の
当
該
外
国
法
人
に
対
す
る
持
分
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
（
a
t
t
r
i
b
u
t
i
O
n
）
 
に
よ
っ
て
、
 
 

当
該
米
国
の
者
の
米
国
株
主
等
へ
の
該
当
性
及
び
C
F
C
該
当
性
を
判
定
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
持
分
の
帰
属
の
態
 
 

様
に
は
次
の
三
種
煩
が
あ
り
、
各
々
日
本
の
制
度
と
の
比
較
を
試
み
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
個
人
へ
の
帰
属
 
 
 

川
 
米
国
の
制
度
で
は
、
米
国
株
主
等
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
個
人
に
帰
属
さ
せ
る
持
分
は
、
次
の
者
に
限
定
さ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 
 

A
 
当
該
個
人
の
配
偶
者
 
 
 

－
○
竣
 
 

B
 
当
該
個
人
の
子
、
孫
及
び
親
 
 

【
図
解
】
 
R
e
g
」
．
誤
0
0
・
N
（
g
）
E
X
a
m
p
訂
（
望
 
 

芋
固
辞
＞
 
 

（
米
囲
8
碑
）
 
 

（
槻
）
 
G
 
 

（
淋
）
 
句
 
 

↓
 
 

り
竣
 
 
 

岩
竣
 
 

手
回
鮮
、
′
 
 

学
園
鮮
ゝ
 
 

P
 
 



三
七
六
 
 
 

（
結
論
）
 
工
に
関
し
、
F
も
G
も
と
も
に
米
国
株
主
等
に
該
当
す
る
。
 
 

（
説
明
）
 
 
 

1
 
F
は
直
接
・
間
接
に
一
〇
％
を
所
有
し
て
い
る
。
 
 

一
≒
こ
・
∴
〓
－
∵
二
こ
l
一
ニ
」
1
．
－
＝
二
1
．
ニ
ー
こ
二
‥
．
ニ
‥
－
こ
 
卜
．
．
∵
∴
／
∴
こ
∴
ヾ
け
ュ
＼
 
 
 

2
 
G
は
直
接
・
間
接
に
一
〇
％
を
所
有
し
て
い
る
。
 
 

i
‥
．
∵
．
＝
⊥
．
ハ
∴
‥
ニ
ー
＋
－
∵
∴
・
－
∴
、
l
こ
こ
∴
ヾ
一
。
－
し
 
こ
〓
－
∴
 
∴
■
∵
一
．
二
二
■
∵
－
・
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
み
な
し
所
有
要
件
と
い
っ
た
規
定
そ
の
も
の
ほ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
直
接
・
間
接
所
有
 
 
 

要
件
で
は
、
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
全
体
で
一
〇
％
以
上
の
所
有
と
な
る
と
き
は
、
当
該
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
法
人
（
外
国
 
 
 

法
人
を
除
く
）
及
び
個
人
（
居
住
者
及
び
非
居
住
者
の
い
ず
れ
を
む
含
む
）
の
直
接
・
間
接
所
有
割
合
が
一
〇
％
未
満
で
あ
っ
て
も
 
 
 

こ
れ
ら
の
法
人
（
内
国
法
人
）
及
び
個
人
（
非
今
居
住
者
を
除
く
）
は
合
算
課
税
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
 
 
 

同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
個
人
の
範
囲
は
次
の
A
～
E
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

A
 
親
族
（
次
の
者
を
い
う
。
）
 
 
 

囚
 
配
偶
者
 
 
 

㈲
 
六
親
等
内
血
族
 
 
 

㈹
 
三
親
等
内
の
姻
族
 
 
 

B
 
事
実
上
の
婚
姻
関
係
者
 
 
 



（
結
論
）
 
F
 
（
九
％
）
 
は
本
制
度
の
対
象
と
な
る
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
。
 
 

（
説
明
）
 
F
と
G
の
グ
ル
ー
プ
 
（
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
）
 
で
t
 
O
％
を
所
有
し
て
い
る
。
 
 

句
＝
∽
訳
 
 

G
＝
－
訳
 
（
∽
竣
×
N
O
竣
）
 
 

H
 
両
制
度
の
比
較
の
結
論
 
 
 

C
 
個
人
た
る
雇
用
者
の
使
用
人
 
 
 

D
 
A
～
C
以
外
の
着
で
、
個
人
か
ら
受
け
る
金
銭
等
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
者
 
 
 

E
 
A
～
D
に
掲
げ
る
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
 
 

【
図
解
】
 
 

軸
帝
軸
 
 

溶
叫
㊦
冠
諭
 
 

（
湖
〓
軸
）
 
H
 
 
 

万
国
群
＼
′
 
 

g
竣
 
 

半
周
辞
＞
 
 

J
 
 



三
七
八
 
 

米
国
の
制
度
よ
り
も
日
本
の
制
度
の
方
が
よ
り
広
く
関
連
者
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
 
（
前
述
A
、
B
及
び
C
の
各
々
に
つ
い
て
全
部
 
 
 

又
は
一
部
が
広
く
な
っ
て
い
る
）
、
よ
り
緻
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

株
主
等
へ
の
帰
属
 
 

M
 
米
国
の
制
度
で
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
、
法
人
（
但
し
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
〇
％
以
上
の
所
有
に
限
る
。
）
が
 
 
 

直
接
・
間
接
に
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
株
式
を
所
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
、
株
主
が
そ
の
持
分
割
 
 

．
合
に
応
じ
て
比
例
的
に
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
は
法
人
が
所
有
す
 
 
 

る
外
国
法
人
の
株
主
の
所
有
割
合
が
五
〇
％
起
と
な
る
と
き
は
、
当
該
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
は
法
人
ほ
当
該
外
国
 
 
 

法
人
の
株
主
を
一
〇
〇
％
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
〇
％
超
所
有
の
場
合
に
一
〇
〇
％
所
有
と
み
な
す
 
 
 

点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
五
〇
％
超
所
有
に
よ
り
外
国
法
人
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
権
を
実
際
に
有
す
る
ケ
ー
ス
 
 
 

に
つ
き
、
比
例
的
な
所
有
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
対
象
と
な
る
べ
き
納
税
義
務
者
及
び
C
F
C
の
対
象
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
 
 
 

（
掛
け
算
方
式
に
よ
る
計
算
で
一
〇
％
未
満
又
は
五
〇
％
以
下
と
な
る
）
 
こ
と
の
不
合
理
さ
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
 
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
株
主
等
へ
の
帰
属
と
な
っ
た
み
な
し
所
有
要
件
の
規
定
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
 
 
 

の
制
度
に
は
、
米
国
の
制
度
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
類
似
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
次
の
A
～
C
の
よ
う
な
取
扱
い
が
存
在
 
 
 

す
る
。
 
 
 

A
 
例
え
ば
、
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
 
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
外
国
法
人
の
株
式
を
所
有
す
 
 
 



る
他
の
外
国
法
人
の
 
（
当
該
C
F
C
に
対
す
る
）
所
有
割
合
は
米
国
の
制
度
と
同
様
に
比
例
的
（
掛
け
算
方
式
で
算
定
さ
れ
る
割
 
 

合
）
 
に
所
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

B
 
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
 
へ
の
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
を
判
定
す
る
基
礎
と
な
る
国
内
の
株
主
に
つ
い
て
は
当
該
国
内
 
 

株
主
の
株
式
所
有
割
合
の
多
寡
を
問
わ
ず
そ
の
判
定
の
基
礎
と
す
る
。
 
 
 

C
 
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
内
国
法
人
は
、
一
〇
％
未
満
所
有
で
あ
っ
て
も
納
税
義
務
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
、
従
っ
 
 

て
、
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
該
当
性
（
五
〇
％
起
）
 
の
判
定
の
基
礎
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

H
 
両
制
度
の
比
較
の
結
論
 
 
 
米
国
の
制
度
の
五
〇
％
超
所
有
の
場
合
の
一
〇
〇
％
所
有
の
み
な
し
規
定
（
前
述
川
）
 
及
び
日
本
の
制
度
に
い
う
同
族
株
主
グ
 
 
 

ル
ー
プ
の
規
定
等
（
前
述
回
B
及
び
C
）
 
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
と
す
る
考
え
方
は
、
株
式
 
 
 

の
分
散
保
有
に
よ
る
制
度
の
適
用
回
避
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
点
で
同
様
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
 
 
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

法
人
等
へ
の
帰
属
 
 

M
 
米
国
の
制
度
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
又
は
者
が
外
国
法
人
（
C
F
C
）
を
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
 
 
 

パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
又
は
老
が
各
々
有
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
は
法
人
（
当
該
法
人
の
株
式
の
五
〇
％
以
上
 
 
 

を
当
該
者
が
所
有
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）
が
、
当
該
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 

三
七
九
 
 
 



三
八
〇
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
法
人
等
へ
の
帰
属
に
係
る
定
め
ほ
形
式
上
は
も
ち
ろ
ん
実
質
的
に
も
な
い
。
但
し
、
米
国
の
前
述
M
の
制
度
 
 
 

が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
類
似
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
係
る
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
 
 
 

ち
、
米
国
の
制
度
で
は
、
例
え
ば
あ
る
法
人
（
被
支
配
法
人
）
が
他
の
法
人
（
支
配
法
人
）
 
に
よ
り
五
〇
％
以
上
の
所
有
を
受
け
て
 
 
 

い
る
と
き
に
、
当
該
被
支
配
法
人
が
当
該
支
配
法
人
に
係
る
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
所
有
者
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
外
国
法
 
 
 

人
の
C
F
C
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
及
び
当
該
被
支
配
法
人
の
米
国
株
主
等
該
当
性
〓
○
％
以
上
）
が
判
定
さ
れ
る
。
一
方
、
日
 
 
 

本
の
制
度
で
は
、
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
及
び
国
内
の
納
税
義
務
者
該
当
性
（
一
〇
％
以
上
）
 
の
 
 
 

判
定
上
、
①
国
内
の
個
人
（
非
居
住
者
を
も
含
め
る
点
米
国
の
制
度
と
は
異
な
る
。
）
及
び
内
国
法
人
の
持
株
割
合
を
問
わ
な
い
、
②
 
 
 

同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
居
住
者
及
び
内
国
法
人
に
つ
い
て
は
一
〇
％
未
満
の
株
式
所
有
割
合
の
者
も
含
め
る
、
と
い
っ
た
措
 
 
 

置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
 
 

い
 
両
制
度
の
比
較
の
結
論
 
 

両
制
度
の
規
定
の
内
容
に
係
る
実
質
的
相
違
ほ
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
、
こ
れ
を
両
制
度
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
分
 
 
 

散
保
有
に
よ
る
適
用
回
避
の
防
止
が
実
際
に
実
務
上
ど
の
程
度
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
か
の
レ
、
、
ヘ
ル
ま
で
広
げ
て
両
制
度
の
比
較
を
 
 
 

考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
（
実
務
上
の
実
際
の
適
用
例
に
係
る
数
字
が
把
撞
で
き
な
い
の
で
実
態
に
基
づ
く
判
断
は
で
き
な
い
 
 
 

も
の
の
）
 
同
一
の
目
的
に
対
し
て
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
あ
る
が
、
両
国
と
も
そ
れ
な
の
一
定
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
 
 
 

も
い
え
る
。
従
っ
て
、
一
方
に
制
度
が
あ
り
、
他
方
に
ほ
制
度
が
全
く
な
い
と
い
っ
た
程
の
開
き
ほ
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
 
 
 

れ
ら
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
両
国
の
異
な
る
現
状
に
適
合
さ
せ
る
意
味
か
ら
必
然
的
に
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
っ
た
こ
と
を
 
 
 

考
慮
す
る
な
ら
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
実
際
に
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
の
指
摘
等
は
、
日
 
 
 



米
両
国
に
お
い
て
未
だ
な
い
）
。
 
 

㈱
 
み
な
し
所
有
の
効
果
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
み
な
し
所
有
の
規
定
は
、
米
国
株
主
等
の
定
義
（
九
五
一
回
）
、
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
に
係
る
関
連
者
の
定
義
 
 

（
九
五
四
囲
㈱
）
、
米
国
資
産
へ
の
投
資
額
に
係
る
適
用
除
外
に
い
う
米
国
株
主
等
の
定
義
（
九
五
六
回
庸
）
及
び
C
F
C
の
定
義
（
九
五
 
 

七
）
上
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
所
有
の
規
定
を
考
慮
し
た
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
規
定
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

3
 
株
式
所
有
要
件
に
係
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
比
較
（
議
決
権
テ
ス
ー
及
び
価
額
テ
ス
ト
に
つ
い
て
）
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
具
体
的
支
配
基
準
及
び
具
体
的
所
有
基
準
に
お
い
て
五
〇
％
超
又
は
一
〇
％
以
上
か
否
か
の
判
定
を
何
に
つ
い
て
 
 

行
う
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
 
（
五
〇
％
超
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
後
述
∽
又
は
∽
、
一
〇
％
以
上
の
判
定
に
当
 
 

た
っ
て
は
後
述
∽
に
よ
る
）
。
 
 

∽
 
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
（
t
h
e
 
t
O
t
a
－
c
O
m
b
i
n
e
d
く
O
t
i
n
g
 
p
O
W
e
r
O
f
巴
】
c
－
a
s
s
e
s
O
f
s
t
O
C
k
e
n
t
i
t
－
e
d
t
O
く
O
t
e
）
（
議
決
権
テ
 
 

（
4
7
）
 
 

ス
ト
）
 
 

（
野
）
 
 

∽
 
株
式
の
価
額
（
t
h
e
t
O
t
a
－
く
a
－
亡
e
O
f
t
h
e
s
t
O
C
k
）
 
（
価
額
テ
ス
ト
）
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
本
制
度
導
入
以
来
長
い
間
議
決
権
テ
ス
ト
一
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
六
年
に
こ
れ
の
欠
陥
を
補
完
す
る
目
的
で
 
 

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
五
〇
％
超
文
は
一
〇
％
以
上
か
否
か
の
判
定
ほ
、
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
計
 
 

算
さ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
は
、
実
質
的
に
、
米
国
の
価
額
テ
ス
ト
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
議
決
権
テ
ス
ト
又
ほ
価
額
テ
 
 

三
八
一
 
 
 



三
入
二
 
 
 

ス
ト
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
基
準
の
み
に
よ
り
判
定
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
問
題
点
と
し
て
ほ
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 

イ
 
議
決
権
テ
ス
ト
の
み
の
場
合
 
 
 

議
決
権
の
所
有
は
五
〇
％
以
下
と
な
る
者
が
、
取
締
役
会
の
過
半
数
を
選
出
す
る
権
限
を
有
す
る
等
の
場
合
の
取
扱
い
 
 

ロ
 
価
額
テ
ス
ト
の
み
の
場
合
 
 
 

す
べ
て
の
種
類
の
株
式
の
価
額
の
五
〇
％
以
下
を
所
有
す
る
者
が
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
過
半
数
を
有
す
る
よ
う
な
場
合
の
取
扱
 
 
 

、
し
 
 
 

両
制
度
に
つ
い
て
形
式
的
比
較
を
す
る
と
米
国
の
制
度
の
方
が
よ
り
広
く
取
り
込
む
規
定
振
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
米
国
の
制
 
 

度
に
議
決
権
テ
ス
ト
に
係
る
実
務
上
の
取
扱
い
（
前
述
Ⅰ
・
2
・
拗
・
イ
参
照
）
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
の
取
扱
い
に
も
こ
れ
に
撰
す
 
 

る
取
扱
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
取
扱
い
如
何
に
も
よ
る
が
必
ず
し
も
そ
の
相
違
は
大
き
い
も
の
と
ほ
い
え
な
い
場
合
も
で
て
く
る
も
 
 

の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

Ⅴ
 
合
算
所
得
の
内
容
 
 
 

1
 
形
式
的
比
較
 
 
 

合
算
所
得
の
内
容
を
両
制
度
の
規
定
上
だ
け
か
ら
比
較
す
る
と
日
本
の
制
度
上
の
カ
バ
ー
範
困
の
方
が
広
い
。
と
い
う
の
は
、
米
国
の
 
 

制
度
に
お
け
る
合
算
所
得
の
種
類
は
次
の
∽
～
刷
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
日
本
の
制
度
に
お
け
る
そ
れ
は
C
F
C
の
所
得
 
 

の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
米
国
の
制
度
に
お
け
る
合
算
所
得
）
 
 
 



川
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
（
次
の
イ
～
ホ
の
五
つ
の
所
得
を
い
う
。
）
 
 
 

イ
 
保
険
所
得
 
 
 

口
 
外
国
基
地
会
社
所
得
（
次
の
川
～
何
の
五
つ
の
所
得
を
い
う
。
）
 
 

M
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
 
 

い
 
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
 
 

国
 
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
 
 
 

ハ
 
イ
ソ
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
イ
コ
ッ
一
所
得
 
 
 

二
 
賄
賂
等
 
 
 

ホ
 
米
国
の
未
承
認
国
に
係
る
所
得
 
 

∽
 
海
運
事
業
等
へ
の
投
資
の
減
少
額
 
 

㈱
 
米
国
資
産
へ
の
投
資
増
加
額
 
 

2
 
実
質
的
比
較
 
 
 

合
算
所
得
に
関
連
し
て
両
制
度
の
実
質
的
比
較
を
行
う
た
め
に
は
、
後
述
∽
及
び
∞
の
各
々
の
制
度
に
お
け
る
特
有
の
定
め
に
つ
い
て
 
 

考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
 
 

∽
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
特
徴
 
 

三
入
三
 
 
 



三
入
四
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
米
国
の
制
度
に
な
い
次
の
よ
う
な
定
め
が
あ
り
、
実
質
的
意
味
に
お
い
て
は
そ
の
合
算
所
得
の
範
囲
が
前
述
1
に
 
 

述
べ
た
形
式
的
意
味
で
の
範
囲
よ
り
も
狭
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
本
の
制
度
は
、
程
度
の
問
題
は
別
と
し
て
、
米
国
の
制
度
に
お
 
 

け
る
合
算
所
得
の
範
囲
に
近
づ
い
て
い
る
あ
る
い
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
よ
り
狭
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 
 

イ
 
軽
課
税
国
所
在
の
外
国
法
人
に
限
定
し
た
制
度
の
適
用
（
軽
課
税
国
指
定
制
度
）
 
 
 

M
 
概
 
要
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
日
本
の
居
住
者
及
び
内
国
法
人
等
に
よ
り
五
〇
％
超
を
所
有
さ
れ
る
外
国
法
人
（
外
国
関
係
会
社
）
が
、
大
 
 
 

蔵
大
臣
告
示
に
よ
る
指
定
を
さ
れ
た
国
又
ほ
地
域
（
軽
課
税
国
）
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
（
以
下
、
「
本
店
等
」
と
い
う
）
が
所
 
 
 

在
す
る
場
合
に
の
み
本
制
度
が
適
用
さ
れ
る
（
以
下
、
こ
の
制
度
を
「
軽
課
税
国
指
定
制
度
」
と
い
う
）
。
従
っ
て
、
外
国
関
係
会
社
 
 
 

の
本
店
等
が
軽
課
税
国
以
外
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
本
制
度
の
適
用
は
な
い
。
 
 
 

回
 
軽
課
税
国
の
指
定
基
準
 
 

（
亜
）
 
 

軽
課
税
国
と
し
て
指
定
さ
れ
る
の
は
、
実
効
税
率
が
二
五
％
未
満
と
な
る
国
又
は
地
域
で
あ
る
。
な
お
、
実
効
税
率
が
二
五
％
未
 
 
 

満
か
否
か
の
判
定
は
、
諸
外
国
の
実
効
税
率
の
把
握
に
は
困
難
が
伴
う
と
い
う
実
務
上
の
理
由
か
ら
、
本
則
税
率
に
よ
り
行
わ
れ
る
 
 
 

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
．
開
発
途
上
国
が
経
済
開
発
促
進
の
た
め
設
け
る
タ
少
ク
ス
・
イ
ン
セ
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
は
、
そ
 
 
 

の
減
免
の
性
格
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
お
け
る
税
の
減
免
の
性
格
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 

ま
た
、
税
率
二
五
％
未
満
の
基
準
は
画
一
的
・
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
指
定
 
 

（
4
9
）
 
 

か
ら
は
ず
す
と
の
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
 



A
 
租
税
条
約
締
結
国
は
、
t
一
重
課
税
の
排
除
と
い
う
目
的
を
有
す
る
租
税
条
約
の
性
格
等
を
考
慮
し
、
原
則
と
し
て
指
定
の
対
象
 
 

か
ら
除
く
。
 
 
 

B
 
そ
の
国
の
経
済
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
特
別
措
置
と
し
て
法
人
の
所
得
に
対
す
る
租
税
を
減
免
す
る
国
に
つ
い
て
は
指
定
の
 
 

対
象
か
ら
除
く
。
 
 
 

適
用
除
外
要
件
の
存
在
（
非
関
連
者
基
準
）
 
 

川
・
適
用
除
外
要
件
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
軽
課
税
国
に
本
店
等
が
所
在
す
る
法
人
で
あ
っ
て
も
、
次
の
四
つ
の
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
に
 
 
 

は
、
本
制
度
の
適
用
は
な
い
と
す
る
適
用
除
外
規
定
が
あ
る
。
 
 
 

A
 
持
株
会
社
、
特
許
権
等
保
有
会
社
又
は
航
空
枚
等
の
リ
ー
ス
会
社
で
な
い
こ
と
 
 
 

B
 
本
店
等
所
在
地
国
に
固
定
的
施
設
を
有
す
る
こ
と
 
（
実
体
基
準
）
 
 
 

C
 
本
店
等
所
在
地
国
で
管
理
支
配
を
自
ら
行
う
こ
と
 
（
管
理
支
配
基
準
）
 
 
 

D
 
非
関
連
者
基
準
及
び
所
在
地
国
基
準
 
 

囚
 
卸
売
、
銀
行
、
保
険
業
等
の
場
合
 
 

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
そ
の
本
店
所
在
地
国
で
行
っ
て
い
る
こ
と
 
（
所
在
地
国
基
準
）
 
 

㈱
 
因
以
外
の
業
種
の
場
合
 
 

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
そ
の
本
店
等
所
在
地
国
で
行
っ
て
い
る
こ
と
（
所
在
地
国
基
準
）
 
 
 

適
用
除
外
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
あ
っ
て
も
そ
の
地
に
所
在
す
る
こ
と
に
十
分
な
経
済
合
 
 

三
入
五
 
 
 



三
八
六
 
 

理
性
が
あ
る
場
合
に
ほ
本
制
度
を
適
用
し
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
制
度
の
目
的
、
す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
 
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
日
本
の
株
主
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
日
本
の
株
主
が
所
得
を
留
保
し
日
本
で
 
 
 

の
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
釆
て
い
る
。
つ
ま
り
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
子
 
 
 

会
社
で
あ
っ
て
旦
そ
こ
に
所
在
す
る
の
に
十
分
な
経
済
合
理
性
が
あ
れ
ば
日
本
の
税
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
 
 
 

は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
適
用
除
外
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
 
 

M
 
非
関
連
者
基
準
 
 
 

十
分
な
合
理
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
租
税
回
避
は
そ
も
そ
も
業
種
の
異
な
る
ご
と
に
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
 
 
 

こ
と
か
ら
、
前
述
M
A
～
D
の
よ
う
に
、
適
用
除
外
要
件
を
業
種
別
に
具
体
化
す
る
形
で
「
十
分
な
合
理
性
」
と
い
う
も
の
を
表
現
 
 
 

す
る
と
い
う
立
法
の
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
業
種
は
、
ま
ず
、
前
述
M
A
の
持
株
会
社
等
と
前
述
川
B
～
D
の
そ
れ
以
外
の
業
種
と
に
分
か
れ
る
。
前
述
M
A
 
 
 

の
持
株
会
社
等
の
事
業
は
日
本
に
本
店
を
置
く
こ
と
で
十
分
に
営
む
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
 
 
 

ブ
ン
に
本
店
を
移
し
た
場
合
に
は
合
理
性
な
し
と
し
て
常
に
本
制
度
の
適
用
が
あ
る
。
 
 
 

第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
各
々
の
業
種
に
つ
い
て
は
、
実
体
基
準
及
び
管
理
支
配
基
準
が
共
通
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
と
し
 
 
 

て
所
在
地
国
に
お
い
て
事
業
を
行
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
も
の
（
所
在
地
国
基
準
）
と
非
関
連
者
と
の
間
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
こ
 
 
 

と
を
要
求
さ
れ
る
も
の
（
非
関
連
者
基
準
）
と
が
あ
る
。
適
用
除
外
要
件
の
中
で
米
国
の
制
度
と
の
比
較
上
特
に
指
摘
す
べ
き
点
は
 
 
 

こ
の
非
関
連
者
基
準
で
あ
る
。
非
関
連
者
基
準
は
例
え
ば
、
卸
売
業
、
銀
行
業
に
つ
い
て
は
収
入
金
額
又
は
仕
入
金
額
の
い
ず
れ
か
 
 

一
方
に
つ
き
非
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
割
合
が
五
〇
％
起
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
適
用
除
外
と
さ
れ
、
そ
の
他
の
事
業
に
つ
小
て
 
 
 



は
収
入
金
額
に
つ
き
非
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
割
合
が
五
〇
％
起
と
な
っ
て
い
る
に
適
用
除
外
と
さ
れ
る
。
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
関
連
者
と
の
間
の
取
引
に
係
る
所
得
は
例
え
ば
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
の
場
合
の
よ
う
に
そ
の
す
べ
て
を
 
 
 

基
本
的
に
合
算
所
得
と
す
る
（
C
F
C
所
在
地
国
製
造
に
係
る
も
の
を
除
く
）
。
し
か
し
、
日
本
の
制
度
で
は
こ
の
非
関
連
者
基
準
 
 
 

は
、
例
え
ば
C
F
C
の
全
収
入
金
額
又
は
仕
入
金
額
の
い
ず
れ
か
一
方
の
す
べ
て
〓
0
0
％
）
が
関
連
者
と
の
取
引
か
ら
成
っ
て
 
 

お
り
か
つ
他
方
の
五
〇
％
未
満
が
関
連
者
と
の
取
引
か
ら
成
っ
て
い
る
場
合
に
は
制
度
自
体
が
当
該
C
F
C
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
 
 

い
こ
と
と
な
る
点
に
相
違
が
あ
る
。
 
 

∽
 
米
国
の
制
度
に
お
け
る
特
徴
 
 
 

米
国
の
制
度
は
、
次
の
イ
・
M
及
び
何
の
よ
う
な
定
め
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
質
的
意
味
に
お
い
て
は
、
 
 

そ
の
合
算
所
得
の
範
囲
と
日
本
の
制
度
に
お
け
る
そ
れ
と
の
閃
差
は
そ
れ
は
ど
大
き
く
ほ
な
い
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
 
 

イ
 
合
算
所
得
の
範
囲
が
日
本
の
制
度
に
お
け
る
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
と
す
る
見
方
の
根
拠
 
 
 

S
 
軽
課
税
国
以
外
の
国
を
含
む
全
世
界
に
所
在
す
る
法
人
へ
の
適
用
（
対
象
所
得
限
定
方
式
）
 
 

米
国
の
制
度
は
、
軽
課
税
国
指
定
制
度
で
は
な
い
。
米
国
の
制
度
に
お
い
て
合
算
対
象
と
な
る
C
F
C
は
、
日
本
の
制
度
に
い
う
 
 
 

軽
税
国
以
外
の
国
に
所
在
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
日
本
の
制
度
で
は
適
用
対
象
と
さ
れ
な
い
C
F
C
も
米
国
の
制
度
で
 
 

は
法
律
上
合
算
課
税
の
対
象
に
な
る
。
そ
の
合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
法
人
の
所
得
の
う
ち
合
算
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
内
国
歳
 
 
 

入
法
に
定
め
る
も
の
 
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
）
 
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
米
国
の
制
度
の
合
算
所
得
の
範
囲
 
 

は
広
い
。
 
 
 

M
 
主
要
な
所
得
の
合
算
所
得
へ
の
取
り
込
み
 
 

三
八
七
 
 
 



三
八
八
 
 

米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
は
、
C
F
C
の
所
得
の
う
ち
主
な
も
の
の
ほ
 
 

と
ん
ど
す
べ
て
を
合
算
す
べ
き
所
得
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
 
（
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
参
照
）
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
理
 
 

由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
お
よ
そ
外
国
法
人
の
塚
得
す
る
所
得
は
大
き
く
分
け
る
と
能
動
的
所
得
（
事
業
所
得
）
、
受
動
的
所
得
（
投
資
所
得
）
に
分
 
 

け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
こ
れ
ら
二
つ
に
含
め
ら
れ
る
）
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち
C
F
C
の
合
算
所
得
と
し
 
 

て
課
税
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
能
動
的
所
得
に
つ
い
て
は
、
能
動
的
所
得
の
う
ち
外
国
基
地
会
社
所
得
（
関
連
者
と
の
取
引
 
 

に
係
る
も
の
及
び
C
F
C
所
在
地
国
以
外
の
国
に
係
る
も
の
）
 
で
あ
り
受
動
的
所
得
に
つ
い
て
は
そ
の
は
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
 
（
キ
ャ
 
 

ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
は
各
合
算
所
得
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
受
動
的
所
得
又
は
能
動
的
所
得
と
さ
れ
て
 
 

（
5
0
）
 
 

い
る
。
）
。
合
算
所
得
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
能
動
的
所
得
の
う
ち
非
関
連
者
又
は
C
F
C
所
在
地
国
に
係
る
も
の
で
あ
る
 
 

（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
う
ち
合
算
所
得
に
係
わ
ら
な
い
も
の
は
合
算
所
得
と
さ
れ
な
い
）
。
従
っ
て
、
合
算
所
得
の
範
囲
は
、
か
 
 

な
り
広
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
 
（
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
さ
れ
る
C
F
C
が
稼
得
す
る
所
得
 
 

は
、
こ
れ
ら
合
算
所
得
と
さ
れ
て
い
る
種
類
の
も
の
に
実
際
上
は
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
慮
す
る
と
な
お
の
こ
 
 

と
首
肯
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
。
 
 
 

フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ソ
 
（
七
〇
％
ル
ー
ル
）
 
の
存
在
 
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
及
び
総
保
険
所
得
の
合
計
額
が
C
F
C
の
総
所
得
の
七
〇
％
起
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
総
所
得
の
全
額
が
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
又
は
保
険
所
待
と
さ
れ
る
 
（
す
な
わ
ち
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
合
算
所
得
に
該
当
し
な
い
も
の
も
合
算
所
得
 
 

に
含
ま
れ
る
）
。
 
 
 



以
上
こ
こ
で
Ⅴ
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
図
で
示
す
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
A
の
部
分
が
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
、
B
の
 
 

部
分
が
日
本
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
で
あ
る
。
な
お
、
米
国
の
制
度
に
い
う
フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
 
（
七
〇
％
ル
ー
ル
）
 
 

（
前
述
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
・
1
・
∽
・
イ
・
M
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
は
左
図
の
A
よ
り
も
 
 

拡
大
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
我
が
国
の
軽
課
税
国
指
定
制
度
が
、
将
来
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
左
図
B
の
 
 

範
囲
は
そ
の
分
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

【
図
】
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三
九
〇
 
 

米
国
の
合
算
所
得
の
具
体
的
範
囲
 
 
 

米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
各
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
得
の
一
部
が
適
用
除
外
と
な
る
規
定
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 
 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

前
述
イ
・
何
の
観
点
を
考
慮
に
入
れ
た
比
較
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
は
基
本
的
に
日
本
の
 
 

制
度
に
い
う
そ
れ
よ
り
も
狭
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
狭
さ
の
程
度
を
具
体
的
に
理
解
す
る
見
地
か
ら
、
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
 
 

の
各
々
の
範
囲
の
内
容
（
前
述
イ
の
【
図
】
に
い
う
A
の
部
分
の
内
容
）
に
つ
い
て
適
用
除
外
と
な
る
所
得
の
検
討
も
含
め
、
次
に
概
 
 

観
す
る
。
 
 

M
 
保
険
所
得
 
 
 

A
 
通
常
の
保
険
所
得
 
 

次
の
ロ
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
他
に
∽
デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
（
五
％
又
ほ
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
 
 
 

ル
）
及
び
∽
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
合
算
所
得
に
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
フ
ル
・
 
 
 

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ソ
（
七
〇
％
超
ル
ー
ル
）
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
下
記
□
の
部
分
（
合
算
所
得
と
さ
れ
な
い
部
分
）
が
す
べ
 
 

て
合
算
所
得
と
さ
れ
る
（
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
・
1
・
仏
参
照
）
。
 
 
 

【
図
－
】
 
通
常
の
保
険
所
得
の
範
囲
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米
過
8
冷
評
 
－
 
1
 
 
ー
ー
 
C
句
C
旦
翠
尉
 
－
↓
州
 
 
 

う
尊
…
習
霊
⊥
 
 
 

悪
品
評
 
 



B
 
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
所
得
（
関
連
者
保
険
所
得
）
 
 
 

次
の
国
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
（
次
の
【
図
2
】
は
前
掲
【
図
1
】
と
同
じ
も
の
）
。
 
 

【
図
2
】
 
関
連
者
保
険
所
得
 
 

伊伊墟諦○  
88き謬句  
（什R芦○  ぎ ゆ   
誤か国事望  村 瀬  ∽かか  ㌻ き【   

飴悶     p「Y吋蔀詰  洩 お   

≡什柚謬頂  吟 什   
u碧苛肇E  「沌  
）d帝什芋  

坤か湘・8  

I
 
－
 
米
国
8
幹
謬
 
－
 
1
 
 

I
I
 
C
句
C
8
望
斜
－
↓
仙
 
 

－
 
 
 

藍
品
評
 
 



1
 
支
配
・
被
支
配
の
関
係
 
 

開
＝
＝
』
 
 

（
注
）
 
株
式
所
有
要
件
は
、
直
接
・
間
接
に
五
〇
％
超
所
有
で
あ
る
 
（
九
五
入
が
適
用
さ
れ
る
）
。
 
 
 

（
5
1
）
 
右
の
【
図
2
】
に
い
う
関
連
者
と
は
次
の
者
（
下
線
付
き
の
部
分
）
を
い
う
。
 
 

J
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H
 
外
国
基
地
会
社
所
得
 
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
は
次
の
A
～
E
ま
で
の
五
つ
の
所
得
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
所
得
の
課
税
範
囲
の
内
容
は
次
に
図
示
す
 
 
 

る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
所
得
に
対
す
る
①
デ
・
、
・
‥
て
、
、
ス
・
ル
ー
ル
（
五
％
又
は
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
ル
）
、
②
高
率
 

課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
ル
ー
ル
（
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
に
対
し
て
は
適
用
が
な
い
）
、
及
び
③
フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
 
 
 

ジ
ョ
ソ
（
七
〇
％
ル
ー
ル
）
の
適
用
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
，
前
述
M
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
最
終
的
に
合
算
所
 
 
 

得
と
さ
れ
る
の
は
□
で
示
し
た
部
分
で
あ
る
。
 
 

三
九
三
 
 
 

（
参
考
）
 
日
本
の
制
度
の
適
用
除
外
要
件
の
う
ち
の
非
関
連
者
基
準
に
い
う
関
連
者
と
ほ
次
の
者
（
下
線
付
き
の
部
分
）
を
い
う
。
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【図】A 外国同族持株会社所得の課税範囲（954（c））  

配   当  
同一国除外   

銀行業者が受ける輸出金融利子  

利   子  

同一国除外  
サブパートF所得を減  

少させるもの   

賃貸料  
老の使用  

使用料  

能動的事業・非関連者から受領  

譲 渡 益  ディーラーとしての必要上ヘッジ取引から生ずるもの等  

年   金  

生産者等としてのヘッジ取引・能動的事業から生ずるもの・988にいう  

商品売買の ゲイン     外貨取引  

外 貨  
取 引   

利子類  
似取引  

（注）1 同一国除外とほ、原則として、当該CFCと同一国の関連者から受領した  
利子又は配当は適用除外となることをいう。  

2 同一国居住者の使用とは、原則として、CFCの居住地国における使用の  
対価として関連者から受ける賃貸料、使用料は適用除外となることをいう。   
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の
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配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
・
賃
貸
料
に
つ
い
て
非
関
連
者
及
び
関
連
者
と
の
取
引
の
観
点
等
か
ら
分
析
し
 
 

た
と
こ
ろ
を
図
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

【
図
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外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
の
う
ち
、
配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
・
賃
貸
料
に
つ
い
て
の
課
税
範
囲
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□
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【
図
】
B
 
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
 
 

野
師
甲
竺
慧
塁
写
）
・
B
戸
r
ノ
け
冠
渥
錬
吋
r
ノ
ア
 
 
 

かi鮮 暫  8  



【
図
】
D
 
外
国
基
地
冶
社
海
運
所
得
（
次
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
）
 
 

…
I
 
－
 
寮
監
・
諦
柑
添
亜
8
翫
抽
・
墟
毒
筆
・
謝
蛍
猷
亜
 
－
 
1
 
 
 

【
図
】
C
 
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
（
次
の
□
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
）
 
 

一
［
〓
〓
〓
］
 
 
 



【
図
】
E
 
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
（
次
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
）
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
 
 

次
の
□
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
 
 

【
図
】
 
 

ー
ヰ
ナ
チ
⊥
こ
忘
義
 
1
 
 
 

（
ゆ
頒
価
ぎ
か
伊
8
）
 
 

C
句
C
や
望
童
 
 

ー
米
圃
道
側
魂
油
坂
東
薩
1
 
 
 

望
布
 
 
 



囲
 
未
承
認
国
に
係
る
所
得
（
次
の
図
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
）
 
 
 

【
図
】
 
 

H
 
賄
賂
等
の
額
（
次
の
図
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
）
 
 
 

【
図
】
 
 

捧
認
知
朝
夕
囲
詳
J
汁
寄
苓
亜
 
 
 

冷
戦
如
亜
ノ
粗
野
J
汁
覇
串
亜
 
 



四
〇
〇
 
 

H
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
る
課
税
範
囲
の
拡
大
 
 

米
国
で
は
、
二
九
六
二
年
の
本
税
制
導
入
以
来
課
税
所
得
の
範
囲
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
一
九
入
六
年
の
改
正
で
は
次
 
 

（
5
2
）
 
 

の
よ
う
に
大
幅
な
課
税
所
得
の
範
囲
及
び
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
述
M
～
回
は
、
一
九
八
六
年
改
正
を
考
慮
に
 
 
 

入
れ
た
後
の
図
解
で
あ
る
。
 
 

1
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
（
次
の
所
得
に
も
拡
大
）
 
 

（
5
3
）
 
 
 

∽
 
銀
行
業
、
保
険
業
等
か
ら
生
ず
る
配
当
、
利
子
、
ゲ
イ
ン
 
 
 

∽
 
株
式
、
証
券
、
能
動
的
所
得
を
生
じ
な
い
財
産
の
売
却
益
 
 
 

㈲
 
外
国
通
貨
為
替
益
 
 
 

㈲
 
f
O
W
a
r
d
取
引
に
係
る
所
得
 
 
 

㈲
 
利
子
類
似
取
引
所
得
（
例
‥
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
・
フ
ィ
ー
）
 
 
 

㈲
 
支
払
者
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
を
減
少
さ
せ
な
い
も
の
 
 

2
 
保
険
所
得
 
 
 

∽
 
第
三
国
（
米
国
及
び
C
F
C
居
住
者
国
以
外
の
国
）
 
の
危
険
に
係
る
所
得
に
も
拡
大
 
 

（
5
4
）
 
 
 

切
 
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
の
課
税
範
囲
拡
大
 
 

イ
 
U
S
 
O
W
n
e
r
S
h
i
p
は
二
五
％
、
米
国
株
主
等
に
係
る
最
低
所
有
割
合
は
な
い
。
 
 

ロ
 
関
連
者
保
険
所
得
の
拡
大
 
 

3
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
 
 
 



（
5
5
）
 
 
 

∽
 
海
運
事
業
へ
の
投
資
に
係
る
適
用
除
外
の
廃
止
 
 
 

潮
 
宇
宙
、
海
底
、
南
極
で
接
待
さ
れ
る
所
得
へ
の
拡
大
 
 

4
 
適
用
除
外
範
囲
の
縮
小
 
 

（
5
6
）
 
 
 

デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
の
改
正
 
（
五
％
又
は
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
ル
の
導
入
）
 
 

5
 
損
失
の
控
除
等
に
係
る
制
限
 
 

（
5
7
）
 
 
 

∽
 
過
年
度
損
失
の
繰
越
控
除
を
一
定
の
所
得
項
目
別
控
除
に
制
限
 
 

（
5
7
）
 
 
 

∽
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
の
制
限
 
 
 

イ
 
C
F
C
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
が
買
収
し
た
外
国
法
人
の
損
失
を
買
収
後
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
廃
止
 
 

ロ
 
C
F
C
に
合
併
さ
れ
た
外
国
法
人
の
損
失
を
合
併
後
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
廃
止
 
 

Ⅵ
 
課
税
所
得
の
計
算
 
 

課
税
所
得
に
関
す
る
両
制
度
の
相
違
点
は
種
々
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
実
質
的
に
同
様
で
あ
る
よ
う
な
テ
ク
ニ
カ
ル
な
相
違
を
除
い
た
 
 

も
の
の
う
ち
主
な
も
の
を
述
べ
る
。
 
 

1
 
 課
税
所
得
の
計
算
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
は
米
国
税
法
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
日
本
の
制
度
で
は
、
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
は
 
 

現
地
税
法
又
は
日
本
の
税
法
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
法
人
所
得
税
は
両
制
度
と
も
に
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

四
〇
一
 
 
 



四
〇
二
 
 
 

2
 
同
一
年
度
の
所
得
間
の
損
益
通
算
 
 
 

両
国
の
制
度
と
も
こ
の
意
味
で
の
損
益
通
算
は
認
め
ら
れ
る
。
 
 

3
 
過
年
度
の
損
失
の
繰
越
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
限
定
的
（
所
得
の
種
瑛
別
）
 
に
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
将
来
の
繰
越
の
期
間
に
制
限
は
な
い
。
日
本
の
制
度
で
 
 

は
、
繰
越
期
間
は
五
年
で
あ
る
。
 
 

4
 
C
F
C
損
失
の
そ
の
国
内
株
主
の
所
得
か
ら
の
控
除
 
 

（
5
8
）
 
 
 

両
制
度
と
も
こ
の
控
除
は
認
め
ら
れ
な
い
 

5
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
同
一
の
チ
ュ
ー
ン
に
属
す
る
他
の
通
称
グ
ル
ー
プ
会
社
の
損
失
に
つ
い
て
限
定
的
（
所
得
の
種
類
別
）
に
認
め
ら
れ
 
 

る
。
日
本
に
は
こ
の
制
度
は
な
い
。
 
 

6
 
支
払
配
当
の
控
除
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
支
払
配
当
を
控
除
す
る
制
度
は
な
い
。
但
し
、
米
国
株
主
等
の
当
該
株
式
に
閲
し
他
の
株
主
に
対
し
 
 

て
支
払
わ
れ
た
配
当
の
控
除
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
支
払
配
当
は
控
除
さ
れ
る
。
但
し
、
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
及
び
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
に
 
 

支
払
わ
れ
た
場
合
に
は
配
当
の
全
額
が
控
除
さ
れ
な
い
。
 
 

7
 
合
算
基
準
日
 
 
 

合
算
対
象
所
得
に
乗
ず
る
直
接
・
間
接
の
株
式
所
得
割
合
は
、
米
国
の
制
度
で
は
、
当
該
外
国
法
人
が
C
F
C
に
該
当
し
て
い
た
期
間
 
 
 



の
末
日
現
在
の
も
の
、
日
本
の
制
度
で
は
、
当
該
C
F
C
の
事
業
年
度
末
日
現
在
の
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
C
F
C
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
国
内
の
株
主
が
当
該
C
F
C
の
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
他
の
第
三
者
に
売
却
し
た
場
 
 

合
、
米
国
の
制
度
で
は
当
該
国
内
株
主
に
対
し
て
 
（
所
有
期
間
に
応
じ
た
所
得
に
つ
い
て
）
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
よ
る
課
税
が
行
わ
れ
、
日
 
 

本
の
制
度
で
は
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
措
法
六
六
の
六
）
 
に
よ
る
課
税
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
点
に
相
 
 

違
が
出
て
く
る
。
 
 

Ⅶ
 
適
用
除
外
 
 

日
本
の
制
度
に
い
う
適
用
除
外
と
は
、
実
体
基
準
、
管
理
支
配
基
準
等
外
国
法
人
の
経
済
合
理
性
の
テ
ス
ト
す
な
わ
ち
対
象
法
人
限
定
 
 

方
式
の
適
用
の
前
提
と
な
る
基
準
を
い
う
。
こ
の
意
味
で
の
適
用
除
外
基
準
は
米
国
の
制
度
に
は
な
い
。
し
か
し
、
米
国
の
制
度
は
対
象
 
 

法
人
限
定
方
式
（
第
四
章
第
一
節
Ⅰ
参
照
）
で
は
な
く
対
象
所
得
限
定
方
式
（
又
は
対
象
取
引
限
定
方
式
）
（
第
四
章
第
一
節
Ⅰ
参
照
）
を
 
 

採
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
合
算
所
得
の
範
囲
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
基
準
（
又
は
課
税
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
る
所
得
を
 
 

判
定
す
る
た
め
の
基
準
）
が
あ
る
 
（
前
述
Ⅴ
・
2
・
吻
・
ロ
参
照
）
。
 
 

Ⅶ
 
二
重
課
税
の
排
除
 
 
 

1
 
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
課
税
の
排
除
 
 

山
 
形
式
的
比
較
 
 
 

こ
れ
は
、
C
F
C
の
所
得
を
合
算
し
た
後
で
、
C
F
C
が
配
当
を
行
っ
た
場
合
、
合
算
時
に
課
税
（
及
び
二
重
課
税
の
排
除
）
を
既
に
 
 

四
〇
三
 
 
 



四
〇
四
 
 
 

行
っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
上
、
ど
の
よ
う
に
二
重
課
税
の
排
除
を
行
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

法
律
上
の
形
式
を
比
較
す
る
と
、
両
制
度
は
、
特
に
後
述
イ
の
場
合
、
一
方
（
米
国
）
が
受
取
配
当
を
益
金
に
不
算
入
と
し
、
他
方
 
 

（
日
本
）
が
受
取
配
当
を
損
金
に
算
入
す
る
と
い
う
形
式
を
採
る
点
で
そ
の
法
律
形
式
を
異
に
す
る
。
 
 

イ
 
国
内
株
主
に
直
接
配
当
さ
れ
た
場
合
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
当
該
配
当
が
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
算
入
さ
れ
な
い
（
九
五
九
い
）
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
当
該
配
当
は
内
国
法
人
の
益
金
に
算
入
さ
れ
る
（
法
法
二
二
②
）
。
し
か
し
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
国
 
 
 

子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
金
額
が
、
課
税
済
配
当
等
の
額
を
限
度
と
し
て
当
該
内
国
法
人
の
損
金
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
二
重
課
 
 
 

税
が
排
除
さ
れ
る
（
後
述
2
・
拗
・
イ
・
何
参
照
）
。
 
 

ロ
 
他
の
C
F
C
に
配
当
さ
れ
た
場
合
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
当
該
配
当
が
米
国
株
主
等
に
対
す
る
当
該
他
の
C
F
C
に
係
る
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
適
用
上
総
所
得
に
算
入
さ
れ
 
 
 

な
い
 
（
九
五
九
回
）
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
内
国
法
人
に
対
す
る
当
該
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
措
法
六
六
の
六
の
適
用
上
、
当
該
配
当
が
当
該
配
 
 
 

当
を
受
領
し
た
当
該
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
の
未
処
分
所
得
の
金
額
の
計
算
上
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
 
 
 

る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 

両
制
度
と
も
配
当
に
相
当
す
る
金
額
を
益
金
と
し
な
い
制
度
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
規
定
の
も
つ
経
済
的
効
果
は
実
質
的
に
 
 

同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 



㈱
 
両
制
度
の
政
策
の
相
違
の
分
析
 
 
 

両
制
度
に
お
い
て
、
一
方
が
受
取
配
当
を
益
金
不
算
入
と
し
他
方
が
益
金
算
入
と
す
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
 
 

ろ
う
か
。
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
課
税
繰
延
べ
の
防
止
に
そ
の
目
的
の
重
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
算
時
に
課
税
を
行
う
こ
と
に
よ
り
課
税
の
目
的
 
 

が
達
成
さ
れ
課
税
関
係
は
一
切
終
了
し
た
も
の
と
み
る
の
で
、
後
に
配
当
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
「
切
影
響
を
及
ぼ
す
必
要
は
な
い
も
の
と
 
 

考
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
租
税
回
避
防
止
に
そ
の
目
的
の
重
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
算
時
に
課
税
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
、
 
 

租
税
回
避
の
治
癒
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
後
に
配
当
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
ま
た
別
個
の
受
領
 
 

法
人
で
あ
る
内
国
法
人
の
益
金
に
算
入
し
、
同
時
に
後
述
2
∞
の
所
要
の
調
整
を
行
う
と
い
う
仕
観
み
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
 
 

み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

2
 
外
国
税
額
控
除
 
 

∽
 
合
算
時
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
 
 
 

こ
れ
は
、
C
F
C
の
所
得
が
国
内
株
主
に
合
算
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
合
算
所
得
に
対
し
て
 
（
当
該
C
F
C
が
）
課
さ
れ
た
外
 
 

国
所
得
税
を
二
重
課
税
排
除
の
．
観
点
か
ら
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 

イ
 
形
式
的
比
較
 
 
 

日
 
米
国
の
制
度
に
お
け
る
法
的
仕
組
み
は
、
二
言
で
い
え
ば
、
内
国
歳
入
法
上
の
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
（
九
〇
二
）
 
に
乗
せ
 
 

て
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
算
所
得
を
C
F
C
か
ら
の
配
当
と
み
な
し
、
C
F
C
が
支
払
っ
た
 
 

四
〇
五
 
 
 



四
〇
六
 
 

外
国
所
得
税
を
米
国
株
主
等
が
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
内
国
歳
入
法
第
九
〇
二
条
（
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
）
が
適
用
さ
 
 
 

れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
外
国
税
額
控
除
に
お
い
て
は
、
曾
孫
会
社
に
該
当
す
る
C
F
C
が
支
払
っ
た
外
国
所
得
税
ま
で
が
対
象
と
 
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
個
人
で
あ
る
米
国
株
主
等
に
つ
い
て
は
、
法
人
と
し
て
の
課
税
（
九
六
二
）
を
選
択
し
た
者
に
つ
い
て
外
国
税
額
控
除
の
 
 
 

適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

何
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
法
的
仕
観
み
は
、
法
人
税
法
上
の
（
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
で
は
な
く
）
直
接
外
国
税
額
控
除
の
規
 
 
 

定
（
法
法
六
九
①
～
③
、
⑤
～
⑨
）
に
乗
せ
て
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
 
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
が
支
払
っ
た
外
国
法
人
税
を
当
該
内
国
法
人
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
の
額
と
み
な
し
て
法
人
税
法
六
九
条
の
 
 
 

関
連
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
外
国
税
額
控
除
に
お
い
て
は
、
合
算
課
税
さ
れ
た
特
定
外
国
子
会
社
等
の
す
べ
て
が
対
象
と
な
 
 
 

る
。
 
 
 

実
質
的
比
較
 
 
 

法
律
上
の
仕
組
み
ほ
異
な
る
が
、
両
制
度
と
も
外
国
税
額
控
除
を
認
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
効
果
に
基
本
的
な
相
違
は
な
 
 

い
。
従
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
基
本
的
に
同
様
の
取
扱
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
米
国
の
制
度
で
は
曾
孫
ま
で
、
日
本
の
制
 
 

度
で
は
理
論
的
に
は
無
限
に
C
F
C
を
対
象
と
す
る
点
が
異
な
る
。
日
本
の
制
度
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
は
そ
の
意
味
で
は
徹
底
し
 
 

た
も
の
と
い
え
る
。
 
 
 

両
制
度
の
相
違
の
分
析
 
 
 

両
制
度
は
、
米
国
の
場
合
は
、
既
存
の
間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
を
適
用
し
、
日
本
の
場
合
は
、
既
存
の
直
接
外
国
税
額
控
除
制
度
 
 
 



を
適
用
す
る
点
に
法
律
形
式
上
の
相
違
が
あ
る
。
 
 
 

両
者
の
相
違
す
る
ま
ず
第
一
の
理
由
（
こ
れ
は
二
重
課
税
の
実
質
的
排
除
の
確
保
を
図
る
点
か
ら
も
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
）
 
 
 

は
、
両
国
税
法
の
一
般
的
制
度
に
お
け
る
間
接
外
国
税
額
控
除
の
相
違
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
ほ
、
一
般
の
 
 
 

間
接
外
国
税
額
控
除
に
お
け
る
対
象
外
国
子
会
社
等
の
範
囲
が
、
米
国
の
制
度
で
は
曾
孫
会
社
（
t
h
i
r
d
 
t
i
e
r
）
ま
で
認
め
る
も
の
と
 
 
 

な
っ
て
い
る
が
日
本
の
制
度
で
は
外
国
子
会
社
（
f
i
r
s
t
t
i
e
r
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
日
本
の
場
合
、
C
F
C
と
 
 
 

し
て
合
算
さ
れ
る
外
国
法
人
が
外
国
子
会
社
の
み
で
な
く
無
限
に
広
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
の
間
接
外
国
税
額
控
除
 
 
 

制
度
に
そ
の
ま
ま
乗
せ
る
こ
と
は
、
二
重
課
税
の
排
除
を
適
正
に
行
う
観
点
か
ら
は
採
用
し
得
な
い
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
は
、
新
た
 
 
 

な
間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
を
採
用
す
る
か
、
又
は
、
現
行
日
本
の
制
度
の
よ
う
に
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
の
み
な
し
規
定
を
 
 
 

置
い
た
上
で
直
接
外
国
税
額
控
除
制
度
に
乗
せ
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ
る
中
で
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
日
本
の
制
度
で
は
、
直
接
外
国
税
額
控
除
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
 
 

（
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
同
時
に
両
者
の
相
違
す
る
理
由
の
第
二
点
目
の
理
由
と
も
な
ろ
う
。
）
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
制
度
は
 
 
 

基
本
的
に
み
な
し
配
当
理
論
に
よ
る
（
前
述
Ⅰ
・
1
・
∽
・
ロ
・
M
参
照
）
こ
と
か
ら
、
理
論
的
帰
結
と
し
て
国
内
法
上
の
間
接
外
国
 
 
 

税
額
控
除
に
乗
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
日
本
の
制
度
は
直
接
所
得
稼
得
理
論
又
は
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
に
よ
る
も
の
 
 
 

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
は
直
接
外
国
税
額
控
除
に
よ
る
こ
と
と
な
る
（
従
っ
て
、
立
法
技
術
的
 
 
 

に
は
い
っ
た
ん
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
段
階
を
経
る
。
）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

∽
 
配
当
時
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
 
 
 

こ
れ
は
、
合
算
課
税
さ
れ
た
所
得
が
そ
の
C
F
C
か
ら
納
税
義
務
者
た
る
国
内
の
株
主
に
分
配
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
C
F
C
が
納
付
 
 

四
〇
七
 
 
 



四
〇
八
 
 
 

し
た
外
国
所
得
税
に
つ
い
て
の
当
該
国
内
株
主
に
対
す
る
外
国
税
額
控
除
の
取
扱
い
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 

イ
 
形
式
的
比
較
 
 
 

日
 
米
国
の
制
度
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
米
国
株
主
等
は
外
国
税
額
控
除
を
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
合
算
時
に
す
べ
て
課
税
関
係
を
終
了
さ
せ
て
 
 
 

お
り
（
前
述
1
・
 

の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
合
算
時
に
米
国
株
主
等
が
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
外
 
 
 

国
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
間
接
外
国
税
額
控
除
の
適
用
に
当
た
っ
て
の
み
配
当
と
し
認
識
さ
れ
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
算
入
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
（
受
領
配
当
に
つ
い
て
、
株
主
た
る
内
国
法
人
の
益
金
に
算
入
さ
れ
る
と
と
も
に
）
法
人
税
法
本
則
（
法
法
六
 
 
 

九
④
）
 
の
間
接
外
国
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
合
算
時
及
び
配
当
受
取
時
の
二
重
課
税
の
排
除
を
行
う
 
 
 

観
点
か
ら
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
金
額
が
課
税
済
配
当
等
の
額
を
限
度
と
し
て
当
該
内
国
法
 
 
 

人
の
損
金
に
算
入
さ
れ
、
同
時
に
、
合
算
時
に
外
国
税
額
控
除
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
外
国
法
人
税
の
減
額
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
 
 

し
て
所
要
の
調
整
が
行
わ
れ
る
。
 
 

ロ
 
実
質
的
比
較
 
 
 

こ
こ
で
、
議
論
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
配
当
の
受
取
段
階
に
お
い
て
二
重
課
税
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
又
は
 
 
 

二
重
課
税
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
排
除
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 



米
国
の
制
度
で
は
益
金
不
算
入
に
よ
り
二
重
課
税
が
発
生
し
な
い
し
、
日
本
の
制
度
の
場
合
に
ほ
益
金
算
入
に
よ
る
t
壷
課
税
が
外
 
 
 

国
税
額
控
除
及
び
合
算
所
得
の
損
金
算
入
と
い
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
排
除
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
質
上
、
両
制
度
に
基
本
的
な
相
 
 
 

違
は
な
い
。
 
 

㈲
 
控
除
限
度
額
の
計
算
 
 

（
5
9
）
 
 
 

外
国
税
額
控
除
の
控
除
限
度
額
の
計
算
は
、
基
本
的
に
、
外
国
所
得
税
額
に
国
外
所
得
（
米
国
の
よ
う
に
分
離
限
度
額
方
式
を
採
用
す
 
 
 

る
場
合
に
は
、
国
外
所
得
の
う
ち
各
々
の
所
得
グ
ル
ー
プ
別
の
金
額
）
の
全
世
界
所
得
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
る
。
従
っ
 
 
 

て
、
あ
る
所
得
が
国
外
所
得
と
国
内
所
得
の
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
分
類
に
関
し
て
両
国
の
 
 
 

制
度
の
違
い
を
み
て
み
る
。
 
 

イ
 
比
較
の
概
要
 
 
 

川
 
合
算
時
の
取
扱
い
 
 

A
 
合
算
所
得
に
つ
い
て
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
か
ら
構
成
さ
れ
も
の
は
国
内
所
得
、
そ
れ
以
外
は
国
外
所
 
 

（
6
0
）
 
 
 

待
と
さ
れ
る
（
九
〇
四
伺
m
因
‖
、
∽
）
。
な
お
、
分
離
限
度
額
方
式
が
適
用
さ
れ
る
（
九
〇
四
囲
㈱
回
）
。
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
国
外
所
得
と
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
七
⑦
）
。
但
し
、
非
課
税
の
国
外
所
得
ほ
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
は
 
 

国
内
所
得
と
さ
れ
る
。
 
 

B
 
合
算
所
得
に
係
る
C
F
C
の
納
付
外
国
所
得
税
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
益
金
（
配
当
）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
（
七
入
）
。
配
当
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
に
相
当
す
る
部
分
の
額
が
 
 

四
〇
九
 
 
 



四
一
〇
 
 

国
内
所
得
、
そ
れ
以
外
は
国
外
所
得
と
さ
れ
る
（
九
〇
四
い
印
）
。
な
お
、
分
離
限
度
額
方
式
が
適
用
さ
れ
る
 
（
九
〇
四
囲
㈲
因
 
 

㈲
）
。
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
益
金
と
し
て
認
識
さ
れ
（
措
法
六
六
の
七
∽
）
、
国
外
所
得
と
さ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
⑧
）
。
 
 

H
 
配
当
時
の
取
扱
い
 
 
 

A
 
配
当
に
つ
い
て
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
益
金
不
算
入
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
配
当
時
の
取
扱
い
は
原
則
と
し
て
問
題
と
な
ら
な
い
。
 
 
 

例
外
的
に
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
受
取
配
当
と
し
て
の
認
識
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
後
述
M
・
B
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
 
 

る
。
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
配
当
は
国
外
所
得
と
さ
れ
る
。
但
し
、
非
課
税
の
配
当
は
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
が
国
内
所
得
と
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

B
 
課
税
済
留
保
金
額
に
つ
い
て
 
（
日
本
の
場
合
）
 
 
 

因
 
課
税
済
留
保
金
額
は
、
一
定
額
を
限
度
と
し
て
国
外
所
得
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
。
但
し
、
合
算
所
得
が
非
課
税
 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
ほ
、
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
が
国
内
所
得
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
 
 

⑬
）
。
 
 
 

㈱
 
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
税
の
減
額
に
閲
し
、
合
算
時
に
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
 
 

さ
れ
た
外
国
法
人
税
の
う
ち
課
税
済
留
保
金
額
の
損
金
算
入
に
当
た
り
減
額
き
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
額
は
、
国
外
所
得
に
 
 

係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
⑬
）
。
 
 
 



控
除
限
度
額
計
算
上
の
国
内
所
得
・
国
外
所
得
の
区
分
に
関
し
て
、
前
述
M
及
び
回
転
述
べ
た
ほ
か
に
、
米
国
の
制
度
に
は
、
次
 
 
 

の
よ
う
な
特
有
の
取
扱
い
が
あ
る
。
 
 

C
F
C
が
次
の
も
の
に
対
し
て
支
払
う
利
子
で
、
当
該
C
F
C
の
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
に
対
し
て
合
理
的
に
配
分
さ
れ
 
 
 

る
べ
き
も
の
に
相
当
す
る
金
額
ほ
、
米
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
 
（
九
〇
四
は
刷
）
。
 
 
 

A
 
そ
の
C
F
C
に
係
る
米
国
株
主
等
（
九
五
一
回
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
 
 
 

B
 
A
に
い
う
米
国
株
主
等
の
関
連
者
（
二
六
七
何
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
 
 
 

両
制
度
の
相
違
の
分
析
 
 

M
 
両
制
度
の
考
え
方
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
相
当
額
を
国
内
所
得
と
し
、
分
離
限
度
額
方
式
に
服
さ
せ
 
 
 

る
。
日
本
の
制
度
で
ほ
、
合
算
所
得
を
原
則
的
に
国
外
所
得
と
し
非
課
税
国
外
所
得
の
t
一
分
の
一
相
当
額
を
国
内
所
得
と
す
る
。
以
 
 
 

上
の
両
制
度
の
考
え
方
は
次
の
よ
う
に
異
な
る
。
 
 
 

A
 
米
国
の
制
度
 
 

米
国
の
制
度
は
、
t
般
的
に
、
米
国
内
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
が
外
国
の
租
税
に
よ
り
浸
食
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
 
 

（
飢
）
 
 
 

議
会
の
強
固
な
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
C
F
C
の
接
待
し
た
米
国
内
源
泉
所
得
が
形
式
的
に
は
外
国
法
人
た
 
 

る
C
F
C
の
所
得
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
規
定
の
趣
旨
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
控
除
限
度
額
計
算
上
も
 
 

国
内
所
得
し
て
扱
う
と
い
う
考
え
方
は
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
米
国
 
 

四
t
一
 
 
 

そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 
 



四
t
二
 
 
 

の
納
税
者
の
中
に
は
C
F
C
を
通
じ
て
米
国
内
源
泉
所
得
を
国
外
所
得
に
変
更
す
る
例
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
そ
 
 

の
ま
ま
国
外
所
得
と
し
て
扱
う
場
合
に
は
、
米
国
内
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
が
浸
食
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
外
所
得
の
控
除
 
 

限
度
額
が
不
当
に
増
加
し
、
控
除
す
べ
き
で
な
い
外
国
税
額
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
重
に
米
国
の
租
税
が
浸
食
さ
れ
る
 
 

（
6
2
）
 
 

か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
相
当
額
を
国
内
所
得
と
す
る
制
度
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

次
に
、
分
離
限
度
額
方
式
に
服
さ
せ
る
点
に
つ
い
て
ほ
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
背
景
に
存
在
す
る
。
ま
ず
、
一
括
限
度
額
方
 
 

式
の
下
で
は
、
外
国
税
率
の
平
均
化
（
a
c
r
O
S
S
C
r
e
d
i
t
i
n
g
O
f
t
a
発
S
又
は
a
諾
r
a
g
i
n
g
）
が
納
税
者
に
よ
り
行
わ
れ
易
い
。
外
国
 
 

税
率
の
平
均
化
と
は
、
高
税
率
の
国
外
所
得
と
低
税
率
の
国
外
所
得
を
同
時
に
稼
得
す
る
こ
と
に
よ
る
税
率
の
平
均
化
を
い
う
。
 
 

こ
れ
は
、
典
型
的
な
例
で
い
う
な
ら
ば
、
控
除
限
度
超
過
額
（
e
宍
e
S
S
f
O
r
e
i
g
n
t
a
舛
C
r
e
d
i
t
s
）
を
有
す
る
米
国
の
納
税
者
が
、
新
 
 

た
な
追
加
的
投
資
を
行
う
に
当
た
っ
て
米
国
内
へ
投
資
を
行
う
の
で
な
く
米
国
よ
り
も
低
税
率
の
外
国
へ
投
資
を
行
い
、
控
除
余
 
 

裕
枠
（
e
宍
e
S
S
C
r
e
d
i
t
s
）
の
創
出
及
び
こ
れ
の
限
度
超
過
額
へ
の
利
用
を
通
じ
て
結
果
的
に
当
該
国
外
投
資
か
ら
生
ず
る
所
得
に
 
 

対
す
る
米
国
の
租
税
の
減
少
を
生
じ
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
税
率
の
平
均
化
が
許
容
範
囲
（
ど
こ
 
 

（
6
3
）
 
 

ま
で
が
許
容
範
囲
で
あ
る
か
の
問
題
は
別
に
し
て
）
を
超
え
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
資
本
の
内
外
投
資
に
中
立
的
で
な
く
な
る
。
ま
 
 

た
、
税
率
の
平
均
化
を
許
す
よ
う
な
制
度
ほ
、
外
国
に
そ
の
国
の
税
率
を
引
下
げ
さ
せ
る
た
め
の
圧
力
自
体
を
弱
め
る
と
い
っ
た
 
 

意
図
し
な
い
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
税
率
の
平
均
化
が
行
わ
れ
る
前
提
に
は
、
低
税
率
負
担
の
国
外
所
得
と
高
税
率
負
担
の
国
外
所
得
の
存
在
が
あ
 
 

る
。
こ
の
存
在
を
前
提
に
、
①
低
税
率
の
国
外
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
の
確
保
、
と
同
時
に
、
②
低
税
率
の
国
外
所
得
以
外
 
 
 



の
国
外
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
の
適
正
な
排
除
、
を
も
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
た
の
が
t
九
八
六
年
租
税
改
革
法
の
 
 
 

下
に
お
け
る
分
離
限
度
額
方
式
の
改
正
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
改
正
の
審
議
の
過
程
で
大
統
領
実
に
お
い
て
国
別
限
度
額
方
式
に
 
 
 

改
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
議
会
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
は
米
国
政
府
 
 
 

も
一
括
限
度
額
方
式
の
難
点
を
克
服
す
べ
き
こ
と
及
び
望
ま
し
い
方
式
は
所
得
の
細
分
化
（
又
は
国
別
限
度
額
方
式
の
採
用
）
 
で
 
 
 

あ
る
と
考
え
て
い
た
点
日
本
の
改
正
の
考
え
方
の
方
向
と
一
致
す
る
。
結
果
的
に
、
一
括
限
度
額
方
式
は
議
会
に
よ
り
維
持
さ
れ
 
 
 

た
が
、
そ
の
改
正
内
容
は
、
一
括
限
度
額
方
式
の
枠
内
な
が
ら
も
分
離
限
度
額
方
式
の
内
容
を
拡
充
・
強
化
し
、
外
国
税
率
の
平
 
 
 

均
化
に
正
面
か
ら
取
り
覿
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
米
国
の
現
行
制
度
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 
 

か
。
 
 

B
 
日
本
の
制
度
 
 
 

外
国
税
額
控
除
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
一
括
限
度
額
方
式
を
採
用
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
括
限
度
額
方
式
の
下
で
ほ
外
国
税
率
の
平
均
化
す
な
わ
ち
「
我
が
国
の
実
効
税
率
を
超
え
る
高
率
で
課
さ
れ
た
外
 
 
 

国
税
に
つ
い
て
ま
で
我
が
国
で
は
控
除
さ
れ
う
る
た
め
、
…
…
中
略
…
…
企
業
が
控
除
枠
の
創
出
を
目
的
と
し
た
投
資
行
動
を
と
 
 

（
6
4
）
 
 
 

る
誘
因
と
な
る
」
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
改
正
で
現
行
の
外
国
税
額
控
除
制
度
に
そ
の
内
容
が
 
 
 

改
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
国
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、
日
米
両
国
と
も
程
度
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
直
面
す
る
問
 
 
 

題
の
内
容
に
お
い
て
も
政
府
等
に
よ
る
そ
の
意
識
が
存
在
し
て
い
た
点
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
採
ら
れ
 
 
 

た
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
考
え
方
は
互
い
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
は
前
述
A
に
述
べ
た
対
応
を
行
っ
た
に
対
し
、
日
本
は
、
 
 

（
6
5
）
 
 
 

「
控
除
限
度
額
の
管
理
の
簡
便
さ
と
い
う
現
行
制
度
（
筆
者
荘
‥
昭
和
六
十
二
年
度
以
前
の
外
国
税
額
控
除
制
度
）
 
の
利
点
に
配
 
 

四
一
三
 
 
 



四
一
四
 
 

（
6
6
）
 
 
 

慮
し
っ
つ
…
…
」
日
本
の
外
国
税
額
控
除
制
度
の
問
題
を
で
き
る
限
り
除
去
す
る
た
め
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
具
 
 
 

体
的
に
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
次
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
。
ま
ず
、
外
国
で
非
課
税
と
さ
れ
た
国
外
所
得
は
日
本
で
課
 
 
 

税
す
る
こ
と
と
し
て
も
二
重
課
税
は
発
生
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
国
外
所
得
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
さ
 
 

（
6
7
）
 
 
 

れ
た
。
但
し
、
軽
課
税
の
国
外
所
得
と
の
権
衡
上
、
非
課
税
国
外
所
得
の
二
分
の
一
相
当
額
を
国
外
所
得
か
ら
除
外
す
る
改
正
が
 
 

（
根
）
 
 
行
わ
れ
た
。
次
に
、
国
外
所
得
割
合
が
著
し
く
高
い
法
人
に
閲
し
、
本
社
機
能
の
貢
献
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
 
 

（
6
9
）
 
 
 

全
所
得
の
最
低
一
〇
％
を
国
外
所
得
と
す
る
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
税
率
の
平
均
化
（
日
本
の
い
わ
ゆ
る
控
除
限
 
 
 

度
額
の
被
此
流
用
の
問
題
）
に
対
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
高
率
外
国
税
額
の
外
国
税
額
控
除
の
対
象
か
ら
の
除
外
、
間
接
外
 
 
 

国
税
額
控
除
の
制
限
、
控
除
余
裕
額
及
び
控
除
限
度
超
過
額
の
繰
越
期
間
の
短
縮
（
五
年
か
ら
三
年
へ
）
と
い
っ
た
改
正
が
行
わ
 
 
 

れ
て
い
る
。
以
上
の
日
本
の
改
正
内
容
は
、
控
除
限
度
額
に
つ
い
て
正
面
か
ら
改
正
を
行
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
国
内
・
国
 
 

（
7
0
）
 
 
 

外
所
得
の
区
分
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
従
来
の
考
え
方
を
踏
襲
し
、
外
国
税
額
そ
の
も
の
に
つ
い
て
日
本
の
実
効
税
率
超
の
部
分
 
 
 

を
二
重
課
税
が
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
控
除
対
象
外
と
す
る
こ
と
に
よ
り
対
処
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
、
執
行
の
簡
便
 
 
 

性
に
も
大
き
な
配
慮
を
し
た
立
法
と
の
評
価
が
で
き
る
。
 
 
 

比
較
の
ま
と
め
 
 
 

ま
ず
、
米
国
の
制
度
で
は
、
合
算
所
得
の
基
礎
と
な
．
っ
た
C
F
C
の
所
得
（
C
F
C
か
ら
受
領
す
る
配
当
又
は
利
子
に
つ
い
て
は
米
 
 

国
内
源
泉
の
も
の
と
の
密
接
な
関
連
性
の
有
無
）
レ
ベ
ル
に
戻
っ
た
上
で
、
米
国
内
源
泉
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
テ
ス
ト
 
 

を
行
う
（
以
下
便
宜
「
米
国
内
源
泉
性
テ
ス
ト
」
と
い
う
J
。
 
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
両
制
度
は
異
な
る
。
な
お
、
日
本
の
制
度
に
は
、
非
課
税
国
外
 
 
 



所
得
の
二
分
の
一
相
当
額
を
国
内
所
得
と
す
る
制
度
が
あ
り
、
こ
の
制
度
の
経
済
的
効
果
ほ
米
国
の
制
度
に
い
う
分
離
限
度
額
方
式
に
 
 
 

類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
米
国
は
分
離
限
度
額
方
式
を
採
る
が
、
日
本
は
、
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
両
制
度
に
相
違
が
あ
る
。
 
 

Ⅸ
 
そ
の
他
の
比
較
 
 
 

1
 
C
F
C
株
式
の
出
資
価
額
の
調
整
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
、
合
算
時
に
内
国
法
人
等
の
株
式
の
帳
簿
価
額
を
合
算
す
べ
き
金
額
だ
け
増
額
し
、
配
当
時
に
そ
れ
 
 

に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
合
算
課
税
を
行
っ
た
場
合
、
配
当
は
ま
だ
合
算
課
税
を
受
け
た
者
（
米
国
株
主
等
）
に
送
 
 

金
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
経
済
実
質
的
に
み
れ
ば
、
米
国
株
主
等
が
合
算
額
の
出
資
を
C
F
C
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
 
 

も
で
き
る
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
出
資
価
額
の
調
整
は
、
C
F
C
株
式
の
売
却
に
よ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
計
算
に
お
 
 

い
て
実
質
的
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
こ
の
取
扱
い
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
実
体
な
き
法
人
の
租
税
回
避
防
止
を
目
的
と
す
る
制
度
．
の
趣
旨
、
 
 

（
7
1
）
 
 

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
の
日
本
の
法
人
税
法
一
般
の
考
え
方
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

2
 
個
人
に
よ
る
法
人
課
税
の
選
択
 
 
 

こ
の
定
め
は
米
国
の
制
度
に
の
み
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
選
択
す
る
効
果
は
外
国
税
額
の
控
除
に
あ
る
。
 
 

3
 
帳
簿
・
書
類
の
備
付
け
等
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
帳
簿
・
書
叛
の
備
付
け
等
に
関
す
る
一
般
規
定
に
加
え
て
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
だ
け
の
た
め
の
帳
簿
・
書
類
の
備
 
 

四
一
五
 
 
 



四
一
六
 
 
 

付
け
等
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
中
で
実
務
的
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
英
語
以
外
の
帳
簿
・
書
類
等
に
つ
い
て
は
正
確
な
英
語
訳
を
 
 

付
け
る
等
の
義
務
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
ほ
、
帳
簿
・
書
類
の
備
付
け
に
関
す
る
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
 
 

第
二
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
の
日
米
比
較
 
 

本
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
と
し
て
、
租
税
条
約
上
の
制
度
、
国
外
情
報
の
収
集
及
び
そ
 
 

の
担
保
の
た
め
の
罰
則
の
制
度
に
つ
い
て
日
米
の
相
違
を
み
る
。
 
 

Ⅰ
 
租
税
条
約
上
の
制
度
 
 

米
国
の
租
税
条
約
の
中
に
は
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
規
定
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
米
国
モ
デ
 
 

ル
租
税
条
約
と
い
う
形
で
公
表
さ
れ
て
お
り
、
特
に
最
近
締
結
さ
れ
た
米
・
独
租
税
条
約
（
一
九
入
九
年
八
月
署
名
）
に
は
か
な
り
進
ん
 
 

（
7
2
）
 
 

だ
規
定
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
 

日
本
が
締
結
し
た
租
税
条
約
に
は
、
米
国
の
租
税
条
約
に
お
け
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
た
も
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
。
 
 

Ⅱ
 
情
報
収
集
・
罰
則
等
に
係
る
制
度
 
 

米
国
の
制
度
は
、
日
本
の
制
度
に
比
較
し
て
広
範
か
つ
強
力
な
規
定
、
特
に
実
務
的
に
み
て
制
度
の
執
行
を
有
効
な
ら
し
め
る
種
々
の
 
 

規
定
が
一
般
的
制
度
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 



以
下
、
日
本
の
制
度
に
は
な
い
米
国
特
有
の
規
定
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
 
 

1
 
情
報
申
告
 
 

∽
 
申
告
す
る
内
容
の
中
に
関
連
者
を
含
む
広
範
な
者
と
の
取
引
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
納
税
義
務
者
（
一
〇
％
以
上
の
株
式
所
有
者
）
以
外
の
者
（
五
％
以
上
の
株
式
所
有
者
）
 
に
対
し
て
も
そ
の
 
 
 

所
有
株
式
等
の
詳
細
の
申
告
義
務
を
定
め
て
い
る
。
 
 

㈲
 
次
の
罰
則
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

A
一
事
業
年
度
に
つ
き
一
〇
〇
〇
ド
ル
 
（
最
高
二
四
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
）
 
 
 

B
 
外
国
税
額
控
除
額
の
減
額
 
 

2
 
株
式
取
得
等
に
係
る
情
報
申
告
 
 
 

原
則
と
し
て
五
％
以
上
の
株
式
所
有
者
に
対
し
て
株
式
取
得
の
詳
細
に
つ
い
て
の
申
告
義
務
が
あ
り
、
そ
の
中
告
を
怠
っ
た
と
き
は
一
 
 

〇
〇
〇
ド
ル
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
さ
れ
る
。
 
 

3
 
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
 
 
 

こ
れ
は
、
通
常
の
要
求
事
続
き
に
お
い
て
入
手
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
調
査
に
関
連
し
て
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
書
 
 

類
提
出
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
特
徴
を
有
す
る
。
 
 

m
 
国
外
資
料
の
入
手
の
た
め
の
特
別
の
規
定
で
あ
る
こ
と
 
 

（
7
3
）
 
 

偲
 
被
支
配
外
国
会
社
が
有
す
る
資
料
で
あ
る
か
そ
れ
以
外
の
外
国
法
人
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
規
定
で
あ
る
こ
と
 
 

潮
 
害
類
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
要
求
資
料
の
法
廷
で
の
提
出
の
裁
判
所
に
よ
る
禁
止
 
 

四
一
七
 
 
 



四
一
入
 
 
 

㈲
 
要
求
に
係
る
書
類
の
開
示
を
外
国
が
民
事
上
・
刑
事
上
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
禁
止
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
要
求
に
従
 
 

（
7
4
）
 
 
 

わ
な
く
て
よ
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
 
 

4
 
サ
モ
ン
ズ
 
 
 

こ
れ
は
、
調
査
の
必
要
上
一
定
の
者
に
対
し
財
務
長
官
ま
で
出
頭
し
、
帳
簿
等
を
提
出
し
証
言
等
を
行
う
義
務
を
負
わ
せ
、
こ
れ
ら
に
 
 

従
わ
な
い
場
合
に
は
、
財
務
長
官
に
よ
る
拘
引
の
申
請
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
又
は
一
年
以
下
の
禁
固
又
は
こ
れ
ら
の
 
 

併
科
と
い
っ
た
手
続
き
等
が
採
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 
 

5
 
故
意
に
よ
る
情
報
不
提
出
等
の
場
合
の
罰
則
 
 
 

こ
れ
は
、
無
申
告
、
帳
簿
の
備
付
け
・
提
出
が
な
い
等
の
場
合
、
他
の
罰
則
に
追
加
し
て
原
則
と
し
て
t
O
万
ド
ル
の
罰
金
、
一
年
以
 
 

下
の
懲
役
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
が
行
わ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 
 

第
三
節
 
日
米
の
制
度
の
比
較
の
ま
と
め
 
 

本
節
で
は
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
そ
の
も
の
及
び
そ
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
の
日
米
比
較
の
結
果
を
ま
と
め
る
 
 

観
点
か
ら
、
そ
の
結
果
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
日
米
の
制
度
を
対
照
す
る
形
で
外
観
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
係
る
主
要
相
違
点
 
 

前
述
第
二
節
の
分
析
の
結
果
か
ら
日
米
の
主
要
相
違
点
と
し
て
以
下
の
点
が
抽
出
で
き
る
。
 
 
 

合
算
所
得
、
軽
課
税
国
等
に
つ
い
て
個
別
的
に
日
米
比
較
を
行
う
と
、
そ
の
規
定
の
仕
方
等
に
は
、
次
の
【
表
】
の
よ
う
に
相
違
点
が
 
 
 



み
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
実
質
的
な
面
に
お
け
る
相
違
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
も
の
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

【
表
】
 
日
米
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
係
る
主
要
相
違
点
の
ま
と
め
 
 

】3】211… 基   親  基  制   制   
≡ 本  定  本  度   

茎 軽  室 閑 ≡ 対 ぎ 的  の  的  の   
度  
の   
冒   

至 国  ：の … な … み  … 課  室 連 室 象 宰 仕  性  仕  基    童 税  … 者 要 と j 組  格  敵  、礎   項  

（   な  
：：の     （     … 囲 老 妻 具  拠  理  る  

葺 体  と  哲   考  
葺 的  な  
≡ 狸  る  
… 達  琴  

え．         方  

（  
目  

P  

： ／・・・ヽ         室 各   ）  

要論  
聞   

宇）  

】 i 

l  

】  
…限   
… 定  】；ベ；   

資  租課   

；な  ト ≒ て ミ   
み  対  

≡ し  ；ナ ≧ の 室   
米  

】！外 璽   
配  引  出  避延  

の ベ   
… シ 宣 国 璽   

ツ 書 法 …   
… プ 弓 人 …  

当、  限  の     国         理  走  中  防 の        論  方  ユム  止防  
式  性   止   

（  
の 

室 含 羞  
…む！  9  従主  

制  

度   

l I 

i  

パ璽特室   
室 定 茎   

所  対  租   租   

童 の …   
税   

待  象  
税  

… 外；   

日  
接  域  避   避  

法  
の  

璽 法 …   
ツ！人 室   

本  

■  
琴  人  論   止  

論  限 定  （ 不  

方  当  
式  軽  

い 
（ 注  

減  
…在喜  の  

茎法…  防  
…人宰  
室の竜  

止 ）   



（
注
m
）
 
両
制
度
の
具
体
的
内
容
の
仕
組
み
方
の
問
題
と
し
て
、
適
用
除
外
要
件
に
お
い
て
資
本
輸
入
の
中
立
性
が
、
（
程
度
の
差
は
あ
る
が
）
 
 

配
慮
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（
注
∽
）
 
こ
れ
ら
の
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
第
t
節
Ⅰ
参
喝
 
 

Ⅱ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
の
主
要
相
違
点
 
 

前
述
第
二
節
の
分
析
の
結
果
か
ら
、
日
米
の
情
報
収
集
・
罰
則
等
及
び
租
税
条
約
に
係
る
日
米
の
主
要
相
違
点
と
し
て
、
次
の
【
表
】
 
 

に
掲
げ
る
点
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

国
外
資
料
の
提
出
義
務
及
び
そ
の
義
務
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
等
の
規
定
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
を
確
保
す
る
上
で
 
 

極
め
て
重
要
な
規
定
で
あ
る
が
、
米
国
の
制
度
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
に
ほ
こ
れ
が
実
質
上
な
い
の
に
等
し
い
と
い
え
る
。
 
 
 

7！   61 5】  4   
璽（2）（1）  

彗星控合重… 墓室  田 【コ 算   
価 … 除算課 弓   
額 璽 限所税 …   所 …  所       得 璽  得   
の … 度得の 至  の 邑  の   
調 音 額  排 …  計 …  範   
整 室 の  除 弓  算 至  園  

… 計  
算  

I l 

l  

調…米間 ≡損関…  特   

整 弓 国接  毒 矢連 …  定  す ≧ 内外  … の会；  の  る  源国  … 取社 ≡  所   

…  
；泉税  星 戻損 茎  得  
要 所額  … し失 星      の …   
弓 得控  … あ  
星 等除  至 り 控 茎  
室 を  除 室   
葺 国  あ 星  
… 内  り …  
璽 所  
邑 得    … と  

要 す  
≡る  

i I 

l  

調… 上直  
整 ≡ の接  
し 盲 取外  
な 盲 扱 国  
い  い税  

… な額  
；し控  

除   



■  
3 …  2；  1【  

（∋  ①  情   
特 至  情 ぎ  帳報   
別 室  株  通報 宰  簿収   
の …  式  常申 …  項  
調 要  取  
査 j  得  書等  
閑 室  等  申  
達 茎  に  

等  
の   

国 章  係  備   

外 要  る  
付   
け   目  

料 宣  告  
要 旨   
求 已  

（備サ  
な外を従資被調  罰五外罰関外申   例付ブ   
か国香わ料支査  則％国則連の告   ：けパ   
つが定なも配の  と以税と著者義  英義l   
た開  い対外た  し上額し等も務  語務ト  

米  

こ示  場象国め  ての控て と 中老  訳  F  と を  合 と 会の  一株除、の告の  の  だ   
国  

の禁  はな社特  ○主の最取義範  義  け    、  
理止   る 以別  ○等減高弓  囲  務  の   
由 し  法  外の  ○に額二内あが  付  た   の  
とて  廷  の書  ド申あ四容 り 広  け  め  ほい  に    ル  ）い  

外類  苦 り ○も   
なる  お   制  
等  の      国賓  の義  ○申  （  ）  特  ら こ  け  法求  罰務  ○告  納  別  な と  る  人手  金あ  ド義  税  規   

いが  証  が続  り  ル務  義   虔                                                                                                                                                                         定   

の あ  務   
に   

申  拠  有き         告  能  す   

し  力  る   
よ  

金  以   る   

親  親  裁親   親  罰規  申   般   
定  定  定定   
な  な  なな   

定  金定   
な  なな  義   

規  
定   日  

し  し  し し   し  し し  務   を  
者   
は  本  

納 税  
義  の  
務  
者  
の  
み   

制  

虚  

【
表
】
 
日
米
の
情
報
収
集
・
罰
則
等
及
び
租
税
条
約
に
係
る
主
要
相
違
点
の
ま
と
め
 
 

四
二
一
 
 
 



租【   6！ 51   4   

税租   弓 の   
回税   裁 盲 罰故 ≡  サ   
避条   判 ≧ 則意 …  モ   
防約   所 …  に …  ソ   
止 に 茎  よ 毒  ズ   

規   よ 室  る 星   
定   る 璽  情 宣  

資 量  報 …  
料 …  不 …  
掟 茎  提 璽  

出 雲  出 弓  
安 室  等 茎  
求i の 茎  

場 …  
A ；        【コ l  

ト   罰資  下原  ド従出   
リ   金料  の則  ルわ頭   

テ   下い帳   
イ  

を掟  懲 と  以な 
すを   

て  の場簿  
罰合等  

シ′  る 命      こ ず  金に提   
ヨ   と る   ○   
ツ   可 こ   万  一拘 

出         ’   

ピ   と   ド  年引証   
ン′   可   ／レ  以 さ 言   
グ  の  下れ の   
粂  罰  のた義   
項  傘  禁 り 務  

り  ○  

年  ○    以  ○   

な   規規   
し   定定  

な形  親      し式  定     的  な   な な  
に  し   し し  
は  
可  

（    （    （    （    〔  

4 3 2 1注  ）     ）     ）     ）     〕   

主
税
局
総
務
課
「
調
査
時
報
」
7
巻
六
号
（
昭
三
六
二
ハ
）
一
〇
頁
以
下
 
 
 

P
亡
g
h
H
e
ニ
a
w
e
u
．
↓
a
X
a
t
i
O
n
O
f
↓
r
a
n
s
n
a
t
i
O
コ
巴
↓
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
S
－
冨
ご
謡
0
0
】
p
・
N
畠
 
 
 

R
i
c
h
a
r
d
A
．
G
O
r
d
O
n
－
↓
P
米
H
e
く
e
n
S
a
n
d
T
h
e
i
r
U
s
e
 
b
y
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
T
a
X
p
a
y
e
r
S
－
A
n
O
く
e
r
く
i
e
w
」
冨
－
、
勺
・
㌫
 
 
 

G
O
r
d
O
P
 
i
b
i
d
．
．
p
．
会
 
 
 

な
お
、
米
国
の
制
度
に
ほ
、
外
国
に
お
い
て
米
国
の
（
最
高
）
税
率
の
九
〇
％
超
の
税
率
で
課
税
さ
れ
て
い
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
所
得
ほ
 
 

合
算
課
税
さ
れ
な
い
（
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
・
1
・
脚
・
イ
・
川
・
B
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
高
率
課
税
所
得
が
対
象
か
ら
除
外
 
 

さ
れ
る
（
す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
又
は
こ
れ
に
類
す
る
国
の
み
が
対
象
と
な
る
）
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
質
的
意
 
 

味
で
対
象
地
域
限
定
方
式
に
近
い
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 
 



（
5
）
 
l
a
m
i
e
S
．
M
a
r
t
i
n
a
n
d
A
．
d
a
l
e
W
i
l
s
O
n
．
N
O
t
e
S
－
ミ
c
O
m
p
a
r
a
t
i
く
e
A
n
a
官
y
s
。
f
s
y
s
t
e
ヨ
。
f
D
O
m
e
S
t
i
c
↓
a
火
a
t
i
O
n
O
f
C
O
n
t
r
0
1
1
e
d
 
 
 

F
O
r
e
i
g
n
C
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
S
“
二
－
軍
〓
隕
く
a
n
d
e
r
b
i
l
こ
O
u
r
邑
O
f
ゴ
a
n
s
n
a
t
i
O
n
巴
L
a
w
、
p
」
≡
及
び
小
松
芳
明
「
自
由
企
業
体
制
を
尊
重
す
る
 
 
 

税
法
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
号
（
一
九
九
〇
二
）
 
入
貢
 
 

（
6
）
 
J
O
i
n
t
C
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
X
a
t
i
O
n
、
G
e
n
e
邑
E
壱
－
a
n
a
t
i
O
n
 
O
ニ
h
e
 
T
a
X
 
R
e
f
O
r
m
 
A
c
t
。
＝
父
岩
（
H
・
R
・
∽
0
0
∽
∞
諾
↓
H
 
C
O
n
g
r
e
S
S
り
 
 
 

P
亡
b
－
i
c
r
a
w
冨
】
∽
－
皇
p
p
．
∽
の
N
・
∽
の
〕
－
M
a
r
t
i
n
a
n
d
宅
i
－
s
O
n
．
i
b
i
d
．
も
二
岳
 
 

（
7
）
 
B
a
r
r
y
B
r
a
c
e
w
e
－
T
M
i
－
n
e
s
s
J
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
】
↓
a
X
A
象
d
a
n
c
？
A
S
t
亡
d
y
b
y
t
h
e
R
O
t
t
e
－
d
a
m
H
n
s
t
i
t
u
t
e
f
O
－
F
i
s
c
a
l
S
t
亡
d
i
e
s
、
邑
・
B
‥
 
 
 

C
O
亡
n
t
r
y
R
e
p
O
r
t
S
こ
当
0
0
、
p
p
．
N
串
N
声
な
お
、
C
F
C
に
対
し
て
考
え
ら
れ
た
課
税
繰
延
べ
相
当
額
は
、
米
国
租
税
歳
出
予
算
（
t
h
e
U
S
T
P
H
 
 
 

E
召
e
n
d
ぎ
r
e
B
亡
d
g
e
t
）
の
中
の
租
税
歳
出
の
項
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
〓
九
七
八
年
租
税
歳
出
予
算
参
照
）
（
B
a
－
r
y
B
r
a
c
e
w
e
コ
M
i
l
n
e
s
s
・
 
 

i
b
i
d
．
．
p
．
N
畠
）
。
 
 

（
8
）
 
M
a
r
t
i
n
 
a
n
d
W
i
】
s
O
n
L
b
i
d
．
、
p
．
－
≡
 
 

（
9
）
 
B
r
i
a
n
J
．
A
r
n
O
声
↓
h
e
↓
a
X
註
O
n
O
f
n
O
n
t
r
O
－
1
e
d
F
O
r
e
i
g
コ
C
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
S
‥
A
n
：
n
t
2
r
n
P
t
i
O
n
a
l
C
O
m
p
P
－
i
s
O
n
二
－
∽
0
0
空
p
・
舎
○
 
 

（
1
0
）
 
A
r
n
O
－
d
－
i
b
i
d
．
も
．
巴
○
 
な
お
、
同
書
五
〇
五
～
五
〇
六
頁
に
は
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

「
米
国
の
こ
の
よ
う
な
サ
ブ
パ
ー
ー
F
条
項
の
適
用
に
対
し
て
は
次
の
二
つ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 

∽
 
ス
イ
ス
の
販
売
子
会
社
が
西
独
の
租
税
を
回
避
し
た
と
す
れ
ば
、
西
独
も
こ
れ
に
課
税
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
米
国
が
西
独
に
代
 
 

わ
っ
て
課
税
す
べ
き
で
は
な
い
。
 
 

吻
 
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
適
用
に
よ
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
重
複
適
用
（
西
独
は
A
u
s
s
e
n
s
t
e
u
2
－
g
e
S
e
t
N
を
適
用
）
と
い
 
 

う
事
態
が
生
ず
る
。
 
 

こ
の
重
複
適
用
に
ょ
る
二
重
課
税
の
排
除
を
定
め
る
国
は
、
西
独
と
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
国
で
も
租
税
条
約
が
あ
れ
ば
相
 
 

互
協
議
事
項
を
根
拠
に
二
重
課
税
を
排
除
す
る
途
が
あ
る
。
な
お
、
一
般
に
こ
の
種
の
二
重
課
税
の
排
除
に
は
次
の
よ
う
な
困
難
が
伴
う
。
 
 

M
 
第
一
次
的
課
税
権
（
p
r
i
m
a
r
y
r
i
g
h
t
t
O
t
a
邑
を
有
す
る
の
は
い
ず
れ
の
国
と
す
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
外
国
税
額
控
除
を
行
う
の
は
い
ず
 
 

れ
の
国
と
す
べ
き
か
（
問
題
の
C
F
C
の
直
接
の
親
会
社
に
第
一
次
的
課
税
権
を
認
め
、
子
会
社
等
か
ら
税
額
計
算
等
の
た
め
の
資
料
の
 
 

入
手
権
限
の
一
番
強
い
u
l
t
i
m
a
t
e
p
a
r
e
n
t
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
が
外
国
税
額
控
除
を
す
る
の
が
実
務
的
観
点
か
ら
も
適
当
と
思
わ
れ
る
。
）
。
 
 

四
二
三
 
 
 



四
二
四
 
 

M
 
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
外
国
税
を
課
し
た
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
お
け
る
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
の
範
囲
が
 
 

外
国
税
額
控
除
国
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
る
場
合
等
制
度
の
相
違
に
よ
り
生
ず
る
困
難
性
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
。
 
 

（
1
1
）
 
資
本
輸
出
の
中
立
性
と
は
、
国
内
の
納
税
義
務
者
が
国
内
投
資
を
す
る
場
合
と
国
外
投
資
を
す
る
場
合
の
い
ず
れ
か
一
方
を
他
方
に
比
し
て
不
 
 
 

利
（
d
i
s
c
O
亡
－
品
e
）
又
は
有
利
（
e
n
c
O
亡
r
a
g
e
）
に
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（
A
r
n
O
－
d
－
i
b
i
d
こ
p
一
会
0
0
）
。
 
 

（
1
2
）
 
l
O
i
n
t
 
n
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
x
a
t
i
O
n
．
i
b
i
d
．
も
．
∽
冨
 
 

（
ほ
）
 
戦
後
に
お
け
る
米
国
の
国
際
課
税
ル
ー
ル
が
、
米
国
の
強
い
経
済
力
を
背
景
に
資
本
輸
入
中
立
性
よ
り
も
資
本
輸
出
中
立
性
が
優
れ
た
も
の
と
 
 
 

さ
れ
て
い
た
こ
と
及
び
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
米
国
の
経
済
力
の
相
対
的
低
下
と
と
も
に
、
外
資
系
企
業
に
対
す
る
課
税
の
強
化
（
例
え
ば
、
一
 
 
 

九
八
九
年
の
支
店
利
子
税
の
実
施
及
び
報
告
義
務
の
強
化
等
）
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
資
本
輸
入
中
立
性
さ
え
も
軽
視
す
る
動
き
に
あ
る
点
に
つ
 
 
 

い
て
黒
田
束
彦
、
「
最
近
に
お
け
る
国
際
課
税
の
流
れ
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
〇
～
t
一
貫
参
照
。
な
お
、
国
際
課
税
の
理
 
 
 

念
と
し
て
探
究
さ
れ
て
い
る
の
は
「
資
本
輸
出
の
中
立
性
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
松
芳
明
「
最
近
に
お
け
る
米
国
の
在
米
外
国
企
業
 
 
 

課
税
の
強
化
と
租
税
条
約
と
の
抵
触
に
つ
い
て
」
亜
細
亜
法
学
二
六
巻
一
号
一
ニ
ー
～
一
二
二
頁
、
佐
藤
光
夫
「
「
貧
す
れ
ば
貧
す
」
に
倣
う
な
ー
 
 
 

一
国
際
課
税
の
原
理
 
－
 
」
国
際
税
務
t
二
巻
一
号
七
頁
参
照
。
 
 

（
1
4
）
 
資
本
輸
入
中
立
性
と
は
、
あ
る
一
つ
の
課
税
管
轄
権
の
中
で
競
争
を
し
て
い
る
納
税
者
同
士
は
同
一
の
税
負
担
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
 
 
 

え
方
で
あ
る
 
（
A
r
n
0
1
d
∵
b
i
d
．
．
p
．
会
豊
。
 
 

（
1
5
）
 
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
．
p
．
合
∽
。
な
お
、
外
国
企
業
か
ら
の
投
資
に
関
す
る
資
本
輸
入
中
立
性
の
確
保
の
考
え
方
は
、
国
際
租
税
条
約
に
も
み
ら
れ
る
 
 

（
O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
二
四
条
の
無
差
別
条
項
参
應
）
。
 
 

（
1
6
）
 
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
数
街
す
る
と
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
で
行
う
真
実
の
能
動
的
事
業
（
ホ
テ
ル
事
業
な
ど
）
に
課
税
す
る
こ
 
 
 

と
と
な
れ
ば
、
現
地
に
お
け
る
資
本
輸
入
中
立
性
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
資
本
輸
入
中
立
性
に
配
慮
し
て
、
こ
の
よ
う
な
能
動
的
 
 
 

事
業
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
適
用
除
外
と
す
る
の
で
あ
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
こ
p
．
監
3
。
 
 

（
1
7
）
一
九
七
六
年
に
イ
ン
々
∴
－
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
及
び
賄
賂
等
の
額
が
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
に
追
加
さ
れ
た
の
は
、
課
税
繰
延
べ
を
 
 
 

放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
制
度
自
体
が
連
邦
政
府
の
政
策
に
逆
行
す
る
形
で
財
政
補
助
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
 
（
B
r
a
c
？
 
 
 

去
e
l
T
M
i
h
e
s
s
∵
b
i
d
．
、
p
．
N
∽
ロ
）
。
 
 
 



（
1
8
）
 
H
e
ニ
a
w
e
u
－
i
b
i
d
．
．
p
．
N
巴
 
 

（
1
9
）
 
田
代
有
嗣
、
舌
牟
田
勲
「
海
外
子
会
社
の
法
律
と
税
務
」
 
二
八
八
～
二
八
九
貢
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
一
）
 
 

（
2
0
）
 
田
代
、
膏
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
九
六
～
二
九
七
頁
。
 
 

（
2
1
）
 
第
一
節
Ⅰ
・
2
末
尾
の
【
衰
】
参
腰
。
 
 

（
2
2
）
 
第
一
節
Ⅰ
・
2
末
尾
の
【
表
】
参
原
。
 
 

（
2
3
）
 
高
橋
元
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
解
説
」
 
八
一
頁
以
下
（
清
文
社
、
昭
五
十
四
）
 
 

（
2
4
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
貢
。
こ
の
他
に
、
本
税
制
の
目
的
に
関
連
し
て
、
日
本
企
業
の
正
常
な
営
業
活
動
又
は
国
際
市
場
に
 
 
 

お
け
る
競
争
力
を
阻
害
し
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
、
p
．
会
∞
及
び
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
一
二
 
 
 

九
頁
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
制
度
導
入
の
直
接
的
な
目
的
と
い
う
よ
り
は
、
制
度
を
仕
鼠
む
に
当
た
っ
て
そ
の
内
容
を
正
常
な
営
業
活
動
の
阻
害
 
 

に
な
ら
な
い
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
資
本
輸
入
中
立
性
あ
る
い
は
国
際
競
争
力
の
維
持
と
い
っ
た
面
の
配
慮
か
ら
生
ず
る
政
策
上
の
目
 
 
 

的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
次
元
の
異
な
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
2
5
）
 
高
橋
・
前
掲
荘
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
頁
 
 

（
2
6
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
二
九
貢
 
 

（
2
7
）
 
田
代
、
書
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
八
入
京
以
下
。
「
間
接
課
税
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
あ
る
子
会
社
 
 
 

の
特
定
の
所
得
を
親
会
社
の
所
得
に
合
算
し
て
課
税
す
る
も
の
」
（
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
「
海
外
子
会
社
」
二
∧
八
～
二
八
九
貢
）
で
あ
 
 
 

る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
レ
ベ
ル
の
議
論
を
す
る
な
ら
ば
、
外
国
の
子
会
社
等
に
対
す
る
課
税
で
は
な
く
、
本
国
の
親
会
社
に
対
す
る
課
税
と
み
る
考
 
 
 

え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

（
2
8
）
 
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
九
六
貢
以
下
。
「
直
接
課
税
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
外
国
に
本
店
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
 
 
 

も
、
そ
の
法
人
の
管
理
・
支
配
の
場
所
が
自
国
に
在
れ
ば
、
そ
の
法
人
を
内
国
法
人
と
し
て
取
扱
い
、
課
税
す
る
も
の
」
 
（
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
 
 
 

注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
八
入
～
二
八
九
貢
）
 
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
及
び
結
果
的
に
内
国
法
人
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
立
 
 
 

法
又
は
仕
組
み
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
外
国
の
子
会
社
等
に
対
す
る
課
税
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
2
9
）
 
も
っ
と
も
、
直
接
課
税
の
考
え
方
で
立
法
す
る
場
合
、
外
国
子
会
社
等
を
、
法
律
上
内
国
法
人
と
み
な
す
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
 
 

四
二
五
 
 
 



四
二
六
 
 

あ
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
本
文
（
本
章
、
第
一
節
Ⅰ
・
2
・
吻
ロ
M
）
に
述
べ
る
よ
う
に
「
現
実
の
経
済
の
国
際
化
の
態
 
 
 

様
…
…
」
等
と
の
兼
合
い
を
考
慮
し
た
結
果
、
制
度
の
内
容
が
合
理
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
立
法
ほ
是
認
さ
 
 
 

れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
3
0
）
 
各
国
が
等
し
く
国
際
化
し
て
い
る
今
日
で
は
、
国
家
主
権
の
存
在
を
強
調
し
租
税
高
権
の
名
の
下
に
独
自
の
課
税
権
を
行
使
す
る
と
い
っ
た
時
 
 
 

代
は
終
わ
り
、
課
税
面
で
の
国
際
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
 
（
協
調
）
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
き
て
い
る
（
小
松
芳
明
「
課
税
面
で
の
国
際
協
調
」
国
際
 
 
 

税
務
九
巻
八
号
九
頁
（
平
こ
。
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
も
基
本
的
に
例
外
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
3
1
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
頁
。
な
お
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
資
本
輸
出
中
立
性
を
ど
の
程
度
考
慮
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
税
制
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
所
在
の
も
の
で
か
つ
現
地
で
活
動
す
る
こ
と
に
つ
き
経
済
合
理
性
の
な
い
も
の
 
 
 

に
つ
い
て
の
み
合
算
課
税
を
行
う
と
い
う
限
定
的
側
面
に
着
目
す
る
立
場
か
ら
、
資
本
輸
出
中
立
性
の
考
え
方
を
否
定
し
た
も
の
と
み
る
見
方
が
 
 
 

あ
る
 
（
わ
⊇
○
－
d
、
i
b
i
d
．
、
p
．
N
詔
）
。
 
 

（
3
2
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
七
貢
。
 
 

（
3
3
）
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
の
株
主
が
居
住
者
の
場
合
は
、
雑
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
し
て
課
税
さ
れ
る
 
（
措
法
四
〇
の
四
①
）
。
 
 

（
3
4
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
三
頁
。
 
 

（
3
5
）
 
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
二
八
八
～
二
八
九
貫
。
 
 

（
3
6
）
 
田
代
、
書
牟
田
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
二
九
四
貫
。
 
 

（
3
7
）
 
小
松
芳
明
「
法
人
税
法
概
説
（
四
訂
版
）
」
 
二
一
入
頁
（
有
斐
閣
、
平
二
）
 
 

（
謂
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
三
頁
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
法
律
的
仕
組
み
と
し
て
ほ
、
本
税
制
が
、
実
質
所
得
者
課
税
の
原
則
（
法
 
 
 

法
一
一
条
）
と
異
な
り
特
定
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
帰
属
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
は
し
な
い
た
め
、
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
 
 
 

金
額
の
計
算
上
 
（
法
法
二
二
条
）
独
立
し
た
法
人
格
を
も
つ
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
う
ち
持
分
相
当
額
を
内
国
法
人
の
収
益
と
 
 

み
な
す
と
い
っ
た
手
法
を
採
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
9
）
 
日
米
租
税
条
約
は
、
「
合
衆
国
の
法
人
」
及
び
 
「
日
本
国
の
法
人
」
 
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
定
義
を
参
考
ま
で
に
み
て
み
る
 
 
 

と
、
例
え
ば
、
「
合
衆
国
の
法
△
と
は
、
「
合
衆
国
、
そ
の
州
も
し
く
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
財
制
由
劃
づ
 



た
法
人
又
は
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
で
合
衆
国
の
租
税
に
閲
し
合
衆
国
の
法
人
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
 
（
傍
線
 
 
 

筆
者
）
 
（
日
米
租
税
条
約
第
二
粂
∽
は
‖
）
。
こ
の
定
義
で
は
、
合
衆
国
の
法
人
の
範
囲
を
米
国
国
内
法
（
税
法
を
含
む
。
）
上
法
人
と
さ
れ
る
者
を
 
 

そ
の
ま
ま
 
「
合
衆
国
の
法
人
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
条
約
上
の
 
「
日
本
国
の
法
人
」
 
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
 

（
4
0
）
 
「
五
〇
％
超
」
と
さ
れ
た
理
由
は
、
日
本
の
制
度
に
お
け
る
説
明
と
し
て
は
、
本
制
度
が
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
外
国
法
人
に
対
す
る
資
本
関
係
 
 
 

を
通
じ
た
経
済
実
質
的
な
支
配
力
を
利
用
し
て
租
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
■
租
税
負
担
の
不
当
な
軽
減
 
 

の
意
図
を
推
定
す
る
に
足
る
基
準
と
し
て
外
国
法
人
の
発
行
済
株
式
の
過
半
を
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
場
合
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
 
 
 

ら
れ
た
こ
と
、
一
口
に
い
え
ば
、
五
〇
％
超
は
支
配
の
絶
対
的
要
件
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
諸
外
国
の
制
度
も
五
〇
％
超
の
基
 
 
 

準
を
採
用
し
て
お
り
、
我
が
国
の
場
合
、
商
法
に
お
い
て
他
の
会
社
に
対
し
て
五
〇
％
超
の
支
配
力
を
有
す
る
会
社
ほ
当
該
他
の
会
社
に
対
し
て
 
 
 

営
業
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
子
会
社
調
査
権
の
規
定
（
商
法
第
二
七
四
条
の
三
）
が
あ
る
 
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
 
 

九
四
貢
以
下
。
 
 

（
4
1
）
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
（
T
a
舛
R
e
f
O
e
m
A
c
t
O
〓
∽
∞
P
H
．
R
．
u
0
0
∽
0
0
．
岩
↓
H
C
O
n
g
r
e
S
S
り
P
u
b
－
i
c
L
P
W
写
虫
畠
の
議
会
に
お
け
る
審
議
 
 

の
過
程
で
、
下
院
よ
り
具
体
的
支
配
基
準
の
「
五
〇
％
超
」
を
「
五
〇
％
以
上
」
と
す
る
塞
が
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
式
上
五
〇
％
 
 

の
所
有
と
な
る
よ
う
な
事
案
に
対
す
る
対
応
は
、
現
行
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
∽
－
．
器
ご
（
且
の
規
定
に
ょ
り
適
切
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
 
 

て
、
結
局
こ
の
改
正
を
議
会
は
行
っ
て
い
な
い
 
（
l
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
T
a
誓
t
i
O
n
、
G
e
n
e
r
a
【
E
召
－
a
n
a
t
i
O
n
 
O
f
 
t
h
e
↓
a
X
 
R
e
f
O
r
m
 
A
c
t
 
O
f
 
 
 

－
∽
0
0
∽
－
p
p
．
冨
0
0
．
冨
豊
。
 
 

（
4
2
）
 
例
え
ば
、
日
本
法
人
A
と
米
国
法
人
B
（
と
も
に
非
関
連
者
）
と
が
ち
ょ
う
ど
五
〇
％
ず
つ
の
株
式
所
有
割
合
と
な
っ
て
い
る
法
人
二
社
（
Ⅹ
会
 
 
 

社
及
び
Y
会
社
）
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
に
設
立
し
、
・
Ⅹ
会
社
代
表
権
及
び
す
べ
て
の
意
思
決
定
権
を
B
が
有
す
る
と
い
っ
た
取
極
（
明
示
か
 
 
 

暗
黙
か
は
不
問
）
 
で
あ
る
よ
う
な
場
合
（
犬
飼
貴
博
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
活
用
の
実
際
」
一
六
二
貢
（
日
本
実
業
出
版
社
、
昭
六
十
二
年
）
、
 
 
 

事
実
の
認
定
の
問
題
と
し
て
こ
う
し
た
取
極
否
認
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
。
 
 

（
4
3
）
 
平
成
四
年
度
の
税
制
改
正
案
に
お
い
て
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
の
軽
課
税
国
指
定
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
旨
報
道
さ
れ
て
い
 
 
 

る
 
（
日
本
経
済
新
聞
平
成
三
年
十
二
月
六
日
）
。
仮
に
、
こ
の
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、
対
象
地
域
に
限
定
が
な
く
な
っ
た
こ
と
な
り
、
対
象
地
域
の
 
 
 

範
囲
（
但
し
租
税
負
担
率
の
問
題
を
除
く
）
 
に
限
り
、
形
式
的
に
は
米
国
の
制
度
と
同
様
と
な
る
。
 
 

四
t
一
七
 
 
 



四
二
八
 
 
 

（
4
4
）
 
こ
の
規
定
（
新
法
）
は
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
導
入
前
は
、
「
C
F
C
を
通
じ
た
所
得
の
稼
 
 
 

得
目
的
が
主
と
し
て
租
税
の
減
少
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
納
税
者
が
立
証
し
た
と
き
は
サ
ブ
パ
ー
ト
∴
∬
所
得
か
ら
除
外
す
る
」
旨
の
規
定
 
 

（
旧
法
）
と
な
っ
て
い
た
。
旧
法
に
代
わ
り
新
法
が
導
入
さ
れ
た
背
景
及
び
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

旧
法
に
は
明
確
な
基
準
が
な
く
、
執
行
困
難
な
親
定
も
存
在
し
て
お
り
（
例
え
ば
、
C
F
C
の
所
在
地
国
の
税
率
を
比
較
す
る
に
当
た
り
、
米
国
 
 
 

の
税
率
の
他
に
そ
の
他
の
第
三
国
の
税
率
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
と
な
っ
て
い
た
）
、
ま
た
、
s
u
b
j
e
c
t
i
く
e
t
e
S
t
を
採
用
し
て
い
た
こ
 
 
 

と
か
ら
納
税
者
と
の
間
で
紛
争
・
訴
訟
が
頻
発
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
適
用
の
よ
り
容
易
な
親
定
の
導
入
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
 
 

な
お
、
こ
の
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
は
、
資
本
輸
出
の
中
立
性
す
な
わ
ち
、
国
内
投
資
と
国
外
投
資
と
の
中
立
性
の
確
保
と
い
 
 
 

う
米
国
の
基
本
政
策
を
具
体
的
に
反
映
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
r
n
O
－
d
∵
b
i
d
．
、
p
p
．
∽
芦
∽
誤
参
照
。
 
 

（
4
5
）
 
外
国
で
米
国
税
率
（
最
高
税
率
三
四
％
）
の
九
〇
％
超
で
課
さ
れ
る
所
得
と
い
う
の
は
、
外
国
で
三
〇
・
六
％
（
麗
衰
×
讐
衰
＝
讐
忘
米
）
超
の
税
 
 
 

負
担
を
負
う
所
得
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
制
度
に
い
う
軽
課
税
国
は
二
五
％
未
満
の
国
を
対
象
と
し
て
お
り
、
米
国
の
制
度
（
三
〇
・
六
％
 
 
 

超
）
と
の
間
の
開
き
は
従
前
よ
り
も
縮
小
し
て
き
て
い
る
。
 
 

米
国
の
制
度
は
、
主
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
旨
、
導
入
時
（
一
九
六
二
年
）
に
議
会
 
 
 

で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
S
e
n
a
t
e
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
R
e
p
O
r
t
－
0
0
∃
H
 
C
O
n
g
．
－
N
d
 
S
e
s
s
．
S
．
R
e
p
．
N
〇
．
－
0
0
0
0
ー
（
－
浣
N
）
声
R
e
p
－
i
コ
t
e
d
 
i
n
 
J
a
c
O
b
 
 
 

R
P
b
k
i
n
 
a
n
d
 
M
P
r
k
 
H
∴
r
O
h
a
n
s
O
n
－
F
e
d
e
r
a
〓
n
c
O
m
e
－
G
i
f
t
 
a
n
d
 
E
s
t
P
t
e
 
T
a
H
a
t
i
O
n
－
く
○
－
．
↓
、
C
O
d
e
 
a
n
d
 
C
O
n
g
r
e
S
S
i
O
n
巴
R
e
p
O
r
t
S
】
 
 
 

（
－
冨
芦
（
N
e
w
y
O
r
k
‥
M
a
t
t
h
e
w
B
e
n
d
e
r
〓
】
0
0
S
e
－
e
a
f
）
も
．
ご
ー
N
≡
参
照
。
 
 

（
4
6
）
 
日
本
の
制
度
に
お
い
て
「
t
O
％
以
上
」
と
さ
れ
た
理
由
は
、
∽
一
〇
％
以
上
の
持
分
保
有
者
は
日
本
の
商
法
に
お
い
て
会
計
帳
簿
閲
覧
権
を
付
 
 
 

与
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
大
株
主
で
あ
り
（
商
二
九
三
条
の
六
）
、
外
国
法
人
の
経
営
に
対
し
て
十
分
な
影
響
を
与
え
う
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
考
 
 
 

え
ら
れ
る
こ
と
、
∽
制
度
の
適
用
回
避
を
図
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
意
図
を
推
認
し
う
る
に
足
る
下
限
が
一
〇
％
の
持
分
で
あ
ろ
 
 
 

う
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
㈲
現
実
に
課
税
対
象
と
な
り
そ
う
な
子
会
社
等
は
我
が
国
の
単
独
の
株
主
に
よ
り
一
〇
〇
％
近
く
の
持
分
を
保
有
さ
れ
 
 
 

て
い
る
よ
う
な
も
の
が
多
い
と
い
う
実
態
が
勘
案
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
㈲
個
々
の
株
主
の
持
分
を
一
〇
％
未
満
と
し
分
散
保
有
に
よ
る
納
税
 
 
 

義
務
回
避
の
可
能
性
に
対
し
て
は
同
族
持
株
グ
ル
ー
プ
全
体
で
一
〇
％
以
上
の
持
分
を
有
す
る
場
合
に
は
こ
の
一
〇
％
基
準
を
撤
廃
し
て
持
分
の
 
 
 

大
き
さ
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
本
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
九
 
 
 



四
頁
以
下
。
）
。
 
 

（
4
7
）
 
五
〇
％
超
判
定
上
の
価
額
テ
ス
ト
は
、
t
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
の
背
景
に
は
、
米
国
の
納
税
者
 
 
 

に
よ
る
次
の
よ
う
な
操
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
l
O
i
n
t
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
O
n
 
T
a
欝
t
i
O
ロ
ー
G
e
n
e
r
a
－
E
召
－
a
n
a
t
i
O
n
 
 
 

O
f
t
h
e
↓
a
H
R
e
f
O
r
m
A
c
t
O
＝
∽
0
0
の
も
一
∽
∞
∞
）
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
納
税
者
が
外
国
法
人
の
議
決
権
の
な
い
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
り
実
 
 
 

質
的
に
株
式
の
価
額
の
五
〇
％
超
を
所
有
し
て
い
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
に
つ
い
て
は
五
〇
％
以
下
の
所
有
と
い
う
形
式
を
創
 
 
 

出
す
る
こ
と
に
よ
り
本
制
度
の
適
用
回
避
を
因
る
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
、
保
険
会
社
に
 
 
 

係
る
二
五
％
基
準
（
九
五
七
回
）
及
び
外
国
同
族
持
株
会
社
に
係
る
五
〇
％
超
基
準
も
議
決
権
テ
ス
ト
及
び
価
額
テ
ス
ト
双
方
に
よ
り
判
定
さ
れ
 
 

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
4
8
）
 
法
律
上
、
軽
課
税
国
と
は
「
本
邦
に
お
け
る
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
に
比
し
て
法
人
の
す
べ
て
の
所
得
又
は
特
定
の
所
得
 
 
 

に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
が
著
し
く
低
い
国
又
は
地
域
と
し
て
す
べ
て
の
所
得
又
ほ
特
定
の
所
得
の
区
分
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
国
又
ほ
地
 
 
 

域
」
と
さ
れ
て
い
る
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
九
七
～
九
入
貢
）
。
「
我
が
国
に
お
け
る
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
に
対
し
 
 
 

て
ほ
、
資
本
金
一
億
円
超
の
法
人
で
課
税
所
得
が
年
七
〇
〇
万
円
超
の
も
の
が
平
均
配
当
性
向
を
三
〇
％
と
し
た
場
合
、
法
人
税
、
事
業
税
、
道
府
 
 
 

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
実
効
税
率
が
約
四
九
・
四
六
％
と
な
る
と
い
う
こ
と
及
び
我
が
国
税
法
の
中
に
「
著
し
く
低
い
」
を
五
〇
％
未
満
と
 
 
 

解
す
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
我
が
国
の
実
効
税
率
を
約
五
〇
％
と
す
れ
ば
、
外
国
の
法
人
税
等
に
相
当
す
る
実
効
税
 
 
 

率
が
二
五
％
未
満
の
国
又
は
地
域
が
軽
課
税
国
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
 
 

な
お
、
平
成
四
年
度
税
制
改
正
案
に
お
い
て
は
軽
課
税
国
は
定
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
旨
の
報
道
が
行
わ
れ
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
平
成
三
年
 
 
 

十
二
月
六
日
）
。
 
 

（
4
9
）
 
高
橋
・
前
掲
荘
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
八
、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
。
 
 

（
5
0
）
 
C
F
C
合
算
す
べ
き
所
得
を
大
雑
把
に
類
型
化
す
る
と
、
利
子
、
一
般
配
当
、
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の
よ
う
な
受
動
的
投
資
所
得
（
p
a
s
s
i
く
e
 
 
 

i
n
く
2
S
t
m
e
n
二
n
c
O
ヨ
e
）
、
能
動
的
事
業
所
得
（
P
C
t
i
く
e
b
亡
S
i
n
e
e
i
n
c
O
m
e
）
及
び
外
国
基
地
会
社
所
得
（
b
a
s
e
c
O
m
p
a
n
y
i
n
c
O
m
e
）
に
分
け
ら
れ
 
 
 

る
。
先
進
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
お
い
て
は
、
能
動
的
事
業
所
得
は
、
通
常
は
、
合
算
対
象
所
得
と
は
さ
れ
な
い
。
A
r
n
0
1
d
－
 
 
 

i
b
i
d
．
、
p
．
定
隕
参
照
。
 
 

四
二
九
 
 
 



四
三
〇
 
 
 

（
5
1
）
 
米
国
の
制
度
に
ほ
、
関
連
者
か
ら
受
領
す
る
所
得
を
合
算
所
得
と
す
る
旨
規
定
す
る
例
が
多
い
。
従
っ
て
、
あ
る
者
が
関
連
者
の
範
囲
に
含
ま
れ
 
 
 

る
か
否
か
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
t
九
八
六
年
改
正
前
は
、
C
F
C
に
支
配
さ
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
、
遺
産
は
関
連
者
に
含
ま
れ
て
 
 
 

い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
利
用
す
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
入
六
年
改
正
で
こ
れ
ら
の
者
が
関
連
者
の
範
囲
に
含
め
ら
 
 
 

れ
た
（
l
O
i
n
t
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
O
n
T
a
琵
t
i
O
n
こ
b
i
d
・
、
p
・
謡
豊
。
 
 

（
5
2
）
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
で
は
、
課
税
繰
延
べ
の
防
止
に
よ
り
内
外
投
資
の
中
立
性
を
確
保
し
資
本
の
効
率
的
利
用
を
図
る
と
の
従
来
の
基
本
 
 
 

ポ
リ
シ
ー
の
下
、
具
体
的
に
は
、
現
行
法
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
定
め
る
適
用
除
外
規
定
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
た
め
い
く
つ
か
の
所
得
に
つ
い
 
 
 

て
米
国
の
課
税
が
繰
延
べ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
の
認
識
を
踏
ま
え
て
所
得
の
拡
大
の
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
J
O
i
n
t
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
O
n
 
 
 

↓
a
六
a
t
i
呂
－
i
b
i
d
．
．
p
p
．
冨
丹
宗
∽
参
照
。
 
 

（
5
3
）
一
九
八
六
年
の
改
正
前
に
は
合
算
所
得
の
範
田
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
例
え
ば
次
の
よ
う
な
所
得
を
各
々
次
の
理
由
か
ら
、
合
算
所
得
の
範
 
 
 

囲
に
含
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
二
〇
i
n
t
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
。
n
T
a
邑
i
。
n
∵
b
i
d
・
、
p
p
・
実
の
一
軍
参
喝
 
 

1
 
銀
行
業
着
で
あ
る
非
関
連
者
か
ら
受
領
し
た
配
当
、
利
子
、
ゲ
イ
ン
 
 

（
理
由
）
 
貸
付
行
為
に
係
る
所
得
は
、
そ
の
資
金
の
源
泉
、
使
用
等
の
場
所
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
も
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
等
を
設
 
 

立
し
て
そ
こ
で
記
帳
の
み
を
行
う
こ
と
に
ょ
り
当
該
子
会
社
等
の
所
得
と
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
 
 

2
 
同
一
国
内
の
関
連
者
か
ら
受
領
し
た
利
子
・
配
当
 
 

（
理
由
）
 
闇
二
国
に
所
在
す
る
A
が
B
（
A
及
び
B
は
関
連
者
）
に
利
子
を
支
払
う
と
、
A
の
所
得
が
利
子
相
当
額
だ
け
減
少
し
、
受
領
者
B
 
 

に
対
し
て
は
、
同
一
国
除
外
（
t
h
e
s
a
ヨ
e
C
O
u
n
t
r
y
i
n
t
e
r
2
S
t
e
宍
e
p
t
i
O
n
）
に
基
づ
き
課
税
が
行
わ
れ
な
い
。
 
 

3
 
保
険
会
社
の
準
備
金
等
の
投
資
に
係
る
所
得
 
 

（
理
由
）
 
米
国
の
銀
行
、
保
険
会
社
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
お
け
る
設
立
が
増
え
て
い
る
事
実
は
、
こ
れ
の
利
用
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
、
 
 

外
国
税
額
控
除
シ
ス
テ
ム
の
濫
用
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
 
 

（
5
4
）
一
九
八
六
年
改
正
で
、
C
F
C
の
所
得
（
受
取
保
険
料
）
に
係
る
被
保
険
者
が
当
該
C
F
C
の
米
国
株
主
等
（
株
式
所
有
割
合
は
一
％
で
も
よ
 
 
 

い
）
で
あ
る
か
又
は
当
該
米
国
株
主
等
の
関
連
者
で
あ
る
と
き
に
関
連
者
保
険
所
待
と
さ
れ
た
（
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ソ
パ
 
 
 

ニ
ー
に
対
す
る
課
税
）
。
従
っ
て
、
下
図
の
【
例
1
】
の
ケ
ー
ス
で
は
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
Ⅹ
に
対
す
る
課
税
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
下
図
の
【
例
 
 
 



2
】
の
ケ
ー
ス
 
（
Ⅹ
を
解
散
し
新
た
に
Y
社
、
Z
社
を
設
立
し
、
c
r
O
S
S
・
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
r
r
a
n
g
ヨ
e
n
t
を
行
う
（
ケ
ー
ス
）
で
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
 
 

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
 
（
l
O
i
n
t
 
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
欝
t
i
O
ロ
ー
i
b
i
d
．
－
p
p
．
冨
－
、
冨
N
）
。
 
 
 

【
彗
－
】
 
 

・
米
Ⅲ
8
秘
中
沖
∽
∽
＞
（
益
回
芦
u
［
冠
掛
 
 

軸
、
普
J
－
∽
∽
＞
什
伊
司
湘
錬
）
 
 （

米
囲
）
－
…
・
…
・
…
 
 

（
米
国
8
軸
 
 

A
－
 
 

弓 ＝ ＝ ■■ 旧  

）   ‖    凹 （つ P ・－ロ   u 凹 （   
・
A
8
仲
澤
湘
琳
芦
米
頂
㊦
錬
8
 
 
 

諦
浮
8
瀬
野
 
 
 

i
く
e
函
 
 
 

旬
＋
ヾ
“
∵
メ
・
〉
⊥
∵
≠
ヾ
）
 
 



（
警
 
廃
止
の
理
由
ほ
、
一
九
八
六
年
改
正
前
の
適
用
除
外
措
置
が
米
国
に
ょ
る
f
O
r
e
i
g
n
f
－
品
S
h
i
p
p
i
n
g
O
p
e
r
a
t
i
O
n
へ
の
投
資
を
促
進
し
た
こ
と
の
 
 
 

認
識
の
下
に
、
議
会
が
、
他
国
の
海
運
活
動
へ
米
国
か
ら
投
資
す
る
こ
と
が
十
分
に
米
国
の
利
益
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
 
 
 

に
あ
る
（
J
O
i
n
t
 
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
H
a
t
i
O
n
∵
b
i
d
．
、
勺
．
当
○
）
。
 
 

（
5
6
）
一
九
八
六
年
改
正
前
の
デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
（
旧
法
）
は
、
外
国
法
人
の
総
所
得
（
g
－
O
S
S
i
n
c
。
m
2
）
に
占
め
る
外
国
基
地
会
社
所
得
（
保
 
 
 

険
所
得
を
含
む
）
の
割
合
が
一
〇
％
未
満
の
場
合
に
は
、
そ
の
外
国
基
地
会
社
所
得
と
し
て
の
認
識
は
一
切
行
わ
れ
ず
、
従
っ
て
、
課
税
は
行
わ
れ
 
 
 

な
か
っ
た
。
旧
法
の
下
で
は
、
一
〇
％
未
満
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
外
国
基
地
会
社
所
得
の
金
額
が
い
く
ら
大
き
く
と
も
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
弊
 
 
 

害
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
改
正
後
は
、
一
〇
％
の
基
準
が
引
下
げ
ら
れ
、
ま
た
、
一
〇
〇
万
ド
ル
と
い
う
絶
 
 
 

・
A
－
、
A
N
＼
‥
A
－
0
0
（
－
∞
＞
）
 
 

【
彗
N
】
 
剖
翫
【
望
こ
芦
哲
r
ノ
バ
．
拘
禁
賛
辞
「
Y
什
N
呼
蛍
「
（
鞘
牲
「
、
 
 

c
r
O
S
S
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
吋
寄
葦
ヰ
か
望
 
 
 

A
－
∽
．
A
N
P
…
A
∽
∽
（
－
↓
＞
）
 
 

米   
1因  

8  

Ⅰ王  琵聖  

埼   埴  

N一…－∴ L－－－－－－－ ペ  
（
b
“
こ
∴
メ
・
～
1
「
ヽ
ヾ
）
 
 

・
Y
昂
－
↓
＞
8
諦
謬
村
瀬
謬
 
 

・
N
芦
－
0
0
＞
8
浄
罪
吋
藻
琴
 
 



対
額
基
準
が
設
け
ら
れ
、
結
局
、
五
％
又
は
一
〇
〇
万
ド
ル
未
満
の
場
合
に
の
み
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
 
（
l
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
 
 

↓
a
x
a
t
i
O
n
．
i
b
i
d
．
．
p
．
g
0
0
）
。
絶
対
額
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
旧
法
の
下
で
多
額
の
外
国
基
地
会
社
所
得
に
つ
い
て
非
課
税
を
受
け
て
い
 
 
 

た
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
、
改
正
以
後
は
、
一
〇
〇
万
ド
ル
未
満
の
外
国
基
地
会
社
所
得
を
多
数
の
C
F
C
に
分
散
さ
せ
る
道
し
か
非
課
税
の
恩
 
 
 

典
を
受
け
る
道
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
も
多
数
の
C
F
C
に
分
散
さ
せ
る
た
め
に
要
す
る
コ
ス
ト
と
の
兼
ね
合
い
を
考
慮
す
る
と
 
 
 

実
質
的
に
抜
け
道
は
塞
が
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
（
G
e
r
a
－
d
↓
．
B
a
H
 
e
t
c
．
－
H
O
W
 
U
．
S
．
S
h
a
r
e
h
O
－
d
e
r
s
 
O
f
 
a
 
C
F
C
 
a
r
e
 
 
 

↓
a
莞
d
 
a
f
t
e
r
↓
R
A
－
∞
の
．
↓
h
e
J
O
u
r
n
巴
O
f
↓
a
粥
a
t
i
O
n
J
u
n
e
－
莞
ヨ
p
．
∽
∽
の
）
。
 
 

（
5
7
）
一
九
八
六
年
改
正
で
そ
れ
以
前
（
旧
法
）
の
規
定
に
こ
の
二
つ
の
制
限
が
加
え
ら
れ
た
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
旧
法
上
の
過
年
度
損
失
控
 
 
 

除
制
限
（
胃
C
u
m
u
－
a
t
e
d
 
d
e
f
i
c
i
t
 
r
u
－
e
）
及
び
関
連
会
社
損
失
の
控
除
（
c
h
a
i
n
d
e
詳
i
t
r
u
－
e
）
の
下
で
ほ
、
過
年
度
の
非
サ
ブ
パ
ー
ト
F
損
失
の
 
 
 

控
除
は
こ
の
損
失
の
属
す
る
所
得
の
種
類
と
異
な
る
種
炉
の
黒
字
所
得
か
ら
の
控
除
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
 
 

（
J
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
X
P
t
i
O
n
こ
b
i
d
．
．
p
p
．
当
－
～
讐
〕
）
。
 
 

∽
 
過
年
度
損
失
控
除
制
度
の
下
で
は
、
例
え
ば
、
納
税
者
が
動
産
を
（
赤
字
の
）
 
C
F
C
に
移
転
さ
せ
て
そ
れ
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
 
 

（
米
国
の
）
租
税
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
 
 

∽
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
制
度
の
下
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
 
 

イ
 
米
国
法
人
が
赤
字
の
外
国
法
人
を
買
収
し
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
を
シ
ェ
ル
タ
ー
（
s
h
e
l
t
e
r
）
す
る
（
但
し
、
I
R
S
が
内
国
歳
入
法
二
 
 

六
九
条
に
基
づ
き
租
税
回
避
目
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
ケ
ー
ス
は
課
税
と
な
る
）
。
 
 

ロ
 
本
制
度
ほ
、
国
外
支
店
損
失
に
係
る
ゲ
イ
ン
に
対
す
る
課
税
の
規
定
（
設
立
当
初
は
赤
字
と
な
る
国
外
支
店
を
、
黒
字
転
換
暗
か
ら
子
会
 
 

社
に
す
る
こ
と
へ
の
対
処
の
た
め
の
裁
定
。
内
国
歳
入
法
三
六
七
い
㈱
囲
参
照
）
と
整
合
性
が
な
い
。
つ
ま
り
、
本
制
度
の
下
で
は
、
他
の
 
 

外
国
法
人
の
赤
字
を
使
っ
て
C
ア
C
が
課
税
繰
延
べ
を
す
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
。
 
 

ハ
 
次
の
例
の
よ
う
に
、
同
一
の
損
失
が
二
度
利
用
さ
れ
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
。
 
 
 



（
結
論
）
 
 

第
一
年
目
…
…
…
…
…
合
算
所
得
○
 
 

第
二
年
目
…
…
…
…
…
Ⅹ
の
A
に
対
す
る
出
資
が
内
国
歳
入
法
一
六
五
は
に
基
づ
き
w
O
r
t
h
－
e
s
s
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
と
し
て
Ⅹ
の
課
税
所
得
を
減
 
 

少
さ
せ
る
。
な
お
、
赤
字
の
C
F
C
に
対
す
る
資
金
援
助
を
行
い
、
後
で
そ
の
債
権
を
w
r
i
t
e
 
O
f
f
す
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
も
前
述
と
同
様
の
租
税
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
。
 
 

（
讐
 
日
本
の
制
度
は
、
連
結
納
税
制
度
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
は
全
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
親
会
社
と
子
会
社
等
と
の
損
益
通
算
ほ
認
め
ら
れ
 
 
 

て
い
な
い
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
九
三
貢
）
。
こ
れ
は
、
日
本
の
制
度
が
結
局
は
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
租
 
 
 

税
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
適
用
さ
れ
る
も
の
と
の
考
え
方
が
政
策
上
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
国
際
税
務
一
〇
巻
三
号
四
 
 
 

九
～
五
〇
頁
）
。
 
 

（
5
9
）
 
分
離
限
度
額
方
式
（
a
s
e
p
P
r
a
t
e
－
i
ヨ
i
t
a
t
i
O
n
m
e
t
h
O
d
）
と
は
、
国
外
所
得
を
複
数
の
所
得
グ
ル
㌧
フ
（
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
已
2
g
O
－
y
）
に
分
類
し
て
 
 
 

こ
れ
ら
の
各
々
の
所
得
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
控
除
限
度
額
の
計
算
及
び
外
国
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
一
般
に
、
国
際
的
な
二
重
課
税
の
排
 
 
 

除
方
式
に
は
、
外
国
所
得
免
除
方
式
（
f
O
r
e
i
g
n
i
n
c
O
m
e
e
莞
m
p
t
i
O
n
m
e
t
h
O
d
）
と
外
国
税
額
控
除
方
式
（
f
O
r
e
i
g
n
t
a
X
C
r
e
d
i
t
m
2
t
h
O
d
）
と
 
 
 

が
あ
り
、
後
者
の
方
式
に
は
、
一
括
限
度
額
方
式
（
a
n
O
く
e
r
a
】
〓
i
m
i
t
P
t
i
O
n
）
、
国
別
限
度
額
方
式
（
a
p
e
r
c
O
u
旨
y
－
i
m
i
t
註
O
n
）
、
所
得
項
目
別
 
 
 

米
圃
8
軸
 
 

置
営
琵
埼
－
0
0
 
 

旬
＋
ヾ
“
∵
y
・
〉
⊥
∵
≠
ヾ
A
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訪
沖
D
－
0
0
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望
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限
度
額
方
式
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
日
本
の
現
行
法
人
税
法
は
基
本
的
に
一
括
限
度
額
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
米
国
の
分
離
限
度
額
方
式
は
一
括
限
 
 
 

度
額
方
式
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
九
つ
の
所
得
グ
ル
ト
フ
ご
と
に
限
度
額
を
計
算
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
I
R
C
九
〇
 
 
 

四
川
）
。
米
国
の
制
度
で
は
所
得
項
目
の
細
分
化
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
所
得
項
目
限
度
額
方
式
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
み
る
こ
と
も
 
 

可
能
で
あ
る
。
 
 

1
 
受
動
所
得
（
p
a
s
s
i
く
e
 
i
コ
C
O
ヨ
e
）
 
 

2
 
高
率
源
泉
徴
収
利
子
（
h
i
g
h
w
i
t
h
訂
d
i
n
g
t
a
H
i
n
t
e
r
e
s
t
）
 
 

3
 
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
所
得
（
f
i
n
a
n
c
i
a
l
s
e
r
5
．
C
e
 
i
n
c
O
m
e
）
 
 

4
 
海
運
所
得
（
s
h
i
p
p
i
n
g
 
i
n
c
O
ヨ
e
）
 
 

5
 
配
当
（
d
i
ま
d
e
n
d
s
）
（
但
し
、
原
則
と
し
て
O
F
C
を
除
く
外
国
法
人
の
う
ち
間
接
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
か
ら
配
当
を
受
領
 
 

す
る
外
国
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）
 
 

6
 
D
I
S
C
等
か
ら
の
配
当
（
d
i
ま
d
e
n
d
s
 
f
r
O
m
 
D
H
S
C
）
 
 

7
 
外
国
貿
易
所
得
 
 

8
 
F
S
C
等
か
ら
の
分
配
 
 

9
 
そ
の
他
の
所
得
（
上
記
1
～
8
以
外
の
所
得
）
 
 

（
6
0
）
 
国
内
法
（
内
国
歳
入
法
）
で
所
得
の
源
泉
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
米
国
が
締
結
し
た
租
税
条
約
上
の
源
泉
規
定
と
の
抵
触
が
生
ず
る
場
合
に
 
 
 

は
、
原
則
と
し
て
租
税
条
約
上
の
源
泉
規
定
が
優
先
す
る
。
す
な
わ
ち
、
C
F
C
か
ら
取
得
し
た
所
得
で
I
R
C
九
〇
四
は
に
よ
り
米
国
内
源
泉
所
 
 
 

得
と
さ
れ
る
額
は
、
そ
れ
が
租
税
条
約
の
規
定
に
よ
り
米
国
外
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
場
合
に
は
米
国
の
納
税
者
が
租
税
条
約
の
定
め
を
適
用
す
る
 
 
 

こ
と
の
選
択
（
I
R
C
九
〇
四
は
㈹
に
定
め
る
利
益
の
選
択
）
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
租
税
条
約
の
定
め
が
適
用
さ
れ
る
（
I
R
C
九
〇
四
は
 
 

㈹
）
。
 
 

（
6
1
）
 
米
国
の
議
会
の
考
え
方
を
敷
節
し
て
説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
外
国
税
額
控
除
は
、
国
外
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
す
な
わ
ち
国
外
 
 
 

所
得
が
生
じ
た
外
国
に
お
け
る
課
税
と
当
該
国
外
所
得
に
対
す
る
居
住
地
国
で
の
全
世
界
所
得
課
税
（
w
O
r
l
d
w
i
d
e
i
n
c
O
m
e
 
t
a
H
a
t
i
O
n
）
 
に
よ
る
 
 
 

二
重
課
税
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
に
例
を
と
っ
て
具
体
的
に
い
え
ば
、
米
国
の
納
税
者
の
国
外
所
得
に
対
し
て
課
す
 
 

四
三
五
 
 
 



（
6
6
）
 
 

（
6
7
）
 
 

（
6
8
）
 
 

（
6
9
）
 
 

（
7
0
）
 
 

四
三
六
 
 
 

こ
と
と
な
る
米
国
の
租
税
と
当
該
国
外
所
得
に
対
し
て
外
国
が
課
し
た
外
国
の
租
税
と
を
相
殺
す
る
の
が
外
国
税
額
控
除
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
。
 
 

従
っ
て
、
外
国
の
租
税
が
米
国
内
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
外
国
税
額
控
除
制
度
が
機
能
す
る
よ
う
な
こ
と
が
 
 

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
J
O
i
n
t
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
誓
t
i
O
n
、
G
e
完
r
a
l
E
x
p
－
a
n
a
t
i
O
n
O
f
t
h
e
R
e
詔
n
u
e
P
r
O
く
i
s
i
O
n
S
O
f
 
t
h
2
T
a
X
E
q
u
i
t
y
a
n
d
 
 

F
i
s
c
a
－
R
e
s
p
O
n
S
i
b
i
－
i
t
y
A
c
t
O
〓
冨
N
（
H
．
R
．
畠
芦
讐
T
H
C
O
n
g
r
e
S
S
”
P
u
b
－
i
c
r
a
w
芋
N
h
至
も
・
冨
 
 
 

C
O
ヨ
m
e
r
C
e
n
－
e
a
r
i
n
g
H
O
u
S
e
、
I
n
c
一
－
E
眉
－
a
n
a
t
i
O
コ
O
f
T
a
X
R
e
f
O
r
m
A
c
t
O
＝
冨
－
】
p
」
の
∽
 
 
 

l
O
i
n
t
C
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
X
a
t
i
O
n
、
G
e
n
e
邑
E
召
l
a
n
a
t
i
O
n
O
f
t
h
e
T
a
H
R
2
f
O
－
m
A
c
t
O
f
－
冨
の
ー
p
p
・
0
0
巴
・
0
0
の
N
 
 

な
お
、
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
米
国
の
税
率
が
外
国
の
そ
れ
に
比
し
て
さ
ら
に
相
対
的
に
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
に
お
 
 

け
る
米
国
の
納
税
者
に
よ
る
控
除
余
裕
枠
の
創
出
行
動
例
え
ば
低
税
率
の
外
国
に
対
し
て
容
易
に
移
転
が
可
能
な
動
産
の
国
外
移
転
に
ょ
る
低
税
 
 

率
国
外
所
得
の
稼
得
行
動
が
加
速
さ
れ
る
可
能
性
を
議
会
は
示
唆
し
て
い
る
。
l
。
i
n
t
C
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
H
註
O
n
こ
b
i
d
・
も
・
0
0
の
N
参
照
。
 
 
 

税
制
調
査
会
、
「
税
制
の
抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
昭
六
十
一
）
六
〇
貢
。
 
 
 

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
改
正
の
基
礎
に
あ
る
の
ほ
、
国
際
的
二
重
課
税
の
排
除
は
本
来
所
得
項
目
別
限
度
額
方
式
の
よ
う
に
個
々
の
所
得
ご
と
 
 

に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
点
米
国
の
考
え
方
と
軌
を
一
に
す
る
。
し
か
し
、
所
得
項
目
別
限
度
破
方
式
は
国
外
源
泉
所
得
及
び
 
 

費
用
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
対
応
計
算
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
執
行
・
納
税
上
の
負
担
が
重
大
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
中
尾
武
彦
「
外
 
 

国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
国
税
庁
「
昭
和
六
十
三
年
改
正
税
法
の
す
べ
て
」
三
八
八
貢
。
 
 
 

税
制
調
査
会
「
税
制
の
抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
昭
六
十
一
）
六
九
頁
。
 
 
 

中
尾
・
前
掲
注
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
三
八
八
頁
 
 
 

中
尾
・
前
掲
注
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
三
八
八
真
 
 
 

申
尾
こ
別
掲
注
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
 
三
九
〇
頁
 
 
 

現
行
の
所
得
の
内
外
区
分
ル
ー
ル
の
下
で
は
、
例
え
ば
従
業
員
の
比
率
が
国
内
と
国
外
で
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
％
な
の
に
所
得
の
す
べ
て
て
を
国
外
 
 

で
得
た
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
企
業
の
内
外
活
動
の
実
態
か
ら
み
て
必
ず
し
も
妥
当
と
思
わ
れ
な
い
結
果
が
生
じ
て
い
る
と
の
 
 

指
摘
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
控
除
限
度
額
が
算
出
法
人
税
に
等
し
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
外
国
税
額
控
除
後
の
我
が
国
へ
の
納
付
税
額
が
全
く
な
 
 

い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
中
尾
・
前
掲
荘
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
皮
の
改
正
」
三
八
六
～
三
入
七
貢
。
 
 
 



高
橋
こ
別
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
一
七
九
頁
。
 
 

一
九
入
九
年
八
月
署
名
の
米
・
独
租
税
条
約
の
ト
∴
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
同
条
約
第
t
一
入
粂
）
 
 
 

1
 
条
約
適
用
対
象
者
の
制
限
 
 

次
の
者
（
個
人
を
除
く
）
 
に
は
、
原
則
と
し
て
条
約
上
の
恩
典
を
与
え
な
い
。
 
 
 

m
 
投
資
又
は
投
資
の
管
理
を
行
う
も
の
（
銀
行
業
及
び
保
険
業
者
を
除
く
）
（
b
u
s
i
コ
e
S
S
C
O
n
n
e
C
t
i
O
n
t
e
S
t
）
 
 
 

∽
 
非
上
場
法
人
（
p
亡
b
－
i
c
 
t
r
P
d
i
n
g
t
e
s
t
）
 
 
 

刷
 
非
居
住
者
に
五
〇
％
超
を
支
配
さ
れ
て
い
る
（
O
W
n
e
r
S
h
i
p
t
e
s
t
）
者
（
但
し
、
そ
の
総
所
得
の
五
〇
％
超
が
条
約
の
恩
典
を
受
け
ら
れ
 
 

な
い
者
に
対
す
る
債
務
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
て
い
る
（
b
a
s
e
i
r
O
S
i
O
n
t
e
S
t
）
場
合
に
限
る
）
 
 
 

2
 
権
限
の
あ
る
当
局
の
裁
量
 
 

源
泉
地
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
前
述
1
の
者
に
対
し
て
条
約
の
恩
典
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

な
お
、
一
九
九
一
年
±
一
月
十
九
日
に
署
名
さ
れ
た
米
・
バ
ル
バ
ド
ス
租
税
条
約
懐
正
議
定
書
（
こ
の
議
定
書
は
、
一
九
八
四
年
の
米
・
バ
ル
バ
 
 

ド
ス
租
税
条
約
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
）
に
も
、
米
・
独
租
税
条
約
の
1
∴
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
に
類
似
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
 
 

て
お
り
（
T
a
X
N
O
t
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
L
邑
」
、
N
O
」
0
0
．
U
．
S
．
S
i
n
g
s
A
m
e
n
d
i
コ
g
P
r
O
t
O
C
0
1
t
O
謬
r
b
a
d
O
S
T
a
舛
T
－
邑
y
、
p
・
会
－
）
、
近
年
に
お
 
 

け
る
米
国
の
租
税
条
約
締
結
の
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
の
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
採
用
を
実
践
し
て
き
て
い
る
。
 
 
 

C
C
H
S
t
a
n
d
a
r
d
F
e
d
e
邑
T
P
舛
R
e
p
O
r
t
e
r
こ
∽
∞
∽
－
く
O
L
↓
、
p
．
巴
○
】
A
 
 
 

相
手
国
の
法
律
に
ょ
り
I
R
S
へ
の
資
料
提
出
が
で
き
な
か
っ
た
旨
の
納
税
者
の
主
張
が
裁
判
所
に
ょ
り
退
け
ら
れ
た
最
初
の
租
税
裁
判
所
の
 
 

判
決
と
し
て
「
F
－
y
i
n
g
↓
i
恥
e
r
社
対
I
R
S
、
一
九
八
三
二
ハ
二
三
」
が
あ
る
（
国
際
税
務
九
巻
一
〇
号
六
貢
）
。
 
 
 



四
三
八
 
 

第
四
章
 
日
本
の
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
 
 
 

こ
こ
で
ま
ず
、
米
国
は
対
象
取
引
限
定
方
式
、
日
本
の
制
度
は
、
基
本
的
に
、
対
象
地
域
限
定
方
式
（
及
び
対
象
法
人
限
定
方
式
の
併
 
 

用
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
純
粋
な
意
味
で
の
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
限
定
方
式
に
つ
い
て
各
々
の
本
来
 
 

の
長
所
、
短
所
及
び
相
違
点
を
分
析
し
、
対
象
地
域
限
定
方
式
（
及
び
対
象
法
人
限
定
方
式
）
と
し
て
の
日
本
の
制
度
の
長
所
及
び
短
所
 
 

を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
式
の
主
要
相
違
点
は
、
現
在
日
本
の
制
度
に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
点
と
基
本
 
 

的
に
符
合
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ
の
指
摘
の
妥
当
性
の
分
析
を
行
う
。
こ
 
 

の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
制
度
が
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
の
租
税
回
温
を
防
止
し
ょ
う
と
す
る
租
税
回
避
論
に
立
っ
て
立
法
さ
れ
て
 
 

い
る
が
、
こ
の
考
え
方
が
今
日
で
も
根
拠
・
妥
当
性
を
も
ち
得
る
の
か
に
つ
い
て
も
若
干
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

な
お
、
国
外
情
報
の
収
集
、
罰
則
等
の
制
度
は
、
タ
ッ
ク
ス
ニ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
の
観
点
か
ら
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
 
 

り
、
税
制
と
執
行
確
保
の
二
つ
の
制
度
は
い
わ
ば
、
串
の
両
輪
と
も
い
う
べ
き
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
日
 
 

米
の
制
度
上
の
開
き
は
か
な
り
大
き
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
分
析
し
、
問
題
点
の
指
摘
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

第
一
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
の
検
討
 
 

本
節
で
は
、
ま
ず
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
対
象
取
引
限
定
方
式
、
対
象
地
域
限
定
方
式
、
対
象
法
人
限
 
 

定
方
式
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
対
比
較
に
よ
る
長
所
・
短
所
を
み
る
。
次
に
、
我
が
国
の
制
度
に
対
す
る
問
題
点
指
摘
 
 

の
妥
当
性
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
、
制
度
の
改
正
の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
 
 
 



Ⅰ
 
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
た
日
本
の
制
度
の
特
徴
 
 
 

1
 
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
限
定
方
式
の
考
え
方
・
内
容
 
 
 

米
国
の
制
度
は
基
本
的
に
対
象
取
引
限
定
方
式
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
制
度
は
基
本
的
に
対
象
地
域
限
定
方
式
及
び
対
象
法
 
 

人
限
定
方
式
に
従
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
各
々
の
特
徴
を
把
捉
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
対
象
取
引
限
定
方
式
並
 
 

び
に
対
象
地
域
限
定
方
式
及
び
対
象
法
人
限
定
方
式
の
各
々
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
理
解
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
に
こ
れ
ら
 
 

の
二
ち
の
基
本
的
考
え
方
及
び
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
（
後
述
【
表
】
対
象
取
引
限
定
方
式
と
対
象
地
域
限
定
方
式
の
比
較
（
付
‥
日
米
 
 

比
較
）
参
照
）
。
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
三
つ
の
方
式
の
い
ず
れ
も
、
そ
の
目
的
と
し
て
は
、
①
国
内
源
泉
所
得
の
転
換
を
図
り
C
F
C
に
こ
れ
を
留
保
す
る
こ
 
 

と
に
よ
る
国
内
の
租
税
の
回
避
の
防
止
、
及
び
②
国
際
市
場
に
お
け
る
国
内
の
納
税
者
の
真
実
の
事
業
活
動
の
競
争
力
を
阻
害
し
な
い
こ
 
 

と
。
と
い
う
よ
う
な
点
が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
々
の
方
式
を
採
用
す
る
場
合
の
基
本
と
な
る
政
策
は
、
資
本
輸
出
の
中
立
性
と
資
 
 

本
輸
入
の
中
立
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
度
合
い
に
よ
っ
て
個
々
の
制
度
に
違
い
が
出
て
く
る
も
 
 

（
1
）
 
 

の
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

U
 
対
象
取
引
限
定
方
式
 
 
 

対
象
取
引
限
定
方
式
（
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
a
－
a
p
p
r
O
a
C
h
）
と
は
、
C
F
C
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
居
住
者
で
あ
る
か
又
は
高
税
率
国
の
 
 

居
住
者
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
C
F
C
が
行
う
特
定
の
定
義
さ
れ
た
取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
の
各
々
の
性
質
に
着
目
し
て
課
税
 
 

す
べ
き
所
得
を
決
定
し
、
こ
れ
を
当
該
C
F
C
の
国
内
株
主
に
課
税
す
る
方
式
を
い
う
。
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
国
に
は
、
米
国
、
カ
ナ
 
 

四
三
九
 
 
 



四
四
〇
 
 

（
2
）
 
 

ダ
等
が
あ
る
 

こ
の
方
式
本
来
の
対
象
外
国
法
人
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
を
有
す
る
す
べ
て
の
外
国
法
人
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
所
得
は
特
 
 

に
定
義
さ
れ
た
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
の
み
に
限
定
さ
れ
、
さ
ら
に
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
に
該
当
し
た
も
の
で
も
一
定
基
準
 
 

以
上
の
税
負
担
を
負
っ
て
い
る
も
の
は
適
用
除
外
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
方
式
の
下
で
は
、
非
課
税
と
な
る
所
得
が
例
外
と
し
て
 
 

（
3
）
 
 

で
は
な
く
本
質
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
 

∽
 
対
象
地
域
限
定
方
式
 
 
 

対
象
地
域
限
定
方
式
（
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
n
a
p
p
r
O
a
C
h
）
と
は
、
広
範
で
か
つ
一
般
的
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
定
義
に
 
 

つ
い
て
の
指
針
を
納
税
者
及
び
税
務
当
局
に
対
し
て
与
え
る
趣
旨
か
ら
、
税
務
当
局
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
リ
ス
ト
又
は
非
タ
ッ
 
 

ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
リ
ス
ー
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
 
（
当
該
リ
ス
ト
が
法
令
と
し
て
出
さ
れ
る
か
、
単
な
る
公
表
と
し
て
出
さ
れ
る
 
 

（
4
）
 
 

か
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
）
。
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
国
に
は
仏
、
西
独
、
日
本
、
英
国
等
が
あ
る
 

こ
の
方
武
本
釆
の
対
象
外
国
法
人
は
、
原
則
と
し
て
、
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
国
・
地
域
で
設
立
さ
れ
た
外
国
法
人
に
限
定
さ
 
 

（
5
）
 
 

れ
、
合
算
所
得
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象
外
国
法
人
の
す
べ
て
の
所
得
で
あ
る
 

㈲
 
対
象
法
人
限
定
方
式
 
 
 

対
象
法
人
限
定
方
式
（
e
n
t
i
t
y
a
p
p
r
O
a
C
h
）
 
の
下
で
は
、
外
国
法
人
に
つ
い
て
、
①
税
負
担
、
②
接
待
所
得
の
性
質
、
③
事
業
活
動
の
 
 

内
容
、
④
そ
の
外
国
法
人
の
企
業
実
態
と
し
て
の
存
在
の
程
度
。
等
に
閲
し
定
め
ら
れ
る
一
定
基
準
に
基
づ
く
判
定
を
行
い
、
い
わ
ば
テ
 
 

（
6
）
 
 

イ
ン
テ
ッ
ー
な
外
国
法
人
（
C
F
C
に
該
当
し
課
税
さ
れ
る
者
）
 
で
あ
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
。
C
F
C
の
国
内
株
主
に
対
し
て
帰
属
 
 

す
べ
き
所
得
の
範
囲
は
、
当
該
C
F
C
の
す
べ
て
の
所
得
で
あ
り
、
一
方
、
C
F
C
に
該
当
し
な
い
外
国
法
人
ほ
そ
の
所
得
の
す
べ
が
非
 
 
 



課
税
と
さ
れ
る
。
こ
の
方
式
に
お
い
て
は
、
C
F
C
の
接
待
す
る
各
々
の
所
得
の
性
格
は
制
度
自
体
の
適
用
の
有
無
を
決
定
す
る
上
で
の
 
 

（
6
）
 
 

t
つ
の
要
素
と
し
て
機
能
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
対
象
法
人
限
定
方
式
を
採
用
す
る
国
に
は
、
日
本
の
は
か
に
、
仏
、
英
国
等
が
あ
る
 

対
象
法
人
限
定
方
式
は
、
前
述
①
～
④
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
き
課
税
の
対
象
と
な
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
 
 

日
本
の
制
度
に
い
う
適
用
除
外
要
件
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
方
式
は
、
実
際
上
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ソ
で
設
立
さ
れ
 
 

た
外
国
法
人
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る
と
い
う
意
味
で
は
、
前
述
∽
の
対
象
地
域
限
定
方
式
と
実
質
的
に
類
似
す
る
も
の
と
見
る
 
 

こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
質
上
の
話
は
さ
て
お
き
、
用
語
の
本
来
の
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
、
対
象
地
域
限
 
 

定
方
式
は
、
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
∴
イ
ブ
ン
に
進
出
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
の
に
対
し
、
対
象
法
人
限
定
方
式
 
 

は
、
い
わ
ゆ
る
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
と
い
う
人
格
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
、
本
質
的
に
全
く
異
な
る
も
 
 

の
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
対
象
法
人
限
定
方
式
は
、
法
人
に
着
目
し
そ
の
法
人
（
C
F
C
）
の
す
べ
て
の
所
得
に
課
税
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
こ
と
 
 

か
ら
、
人
格
で
は
な
く
所
得
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
）
に
着
目
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
対
象
取
引
方
式
と
も
異
な
る
、
た
だ
 
 

ば
、
日
本
の
制
度
の
適
用
除
外
要
件
を
満
た
さ
な
い
法
人
）
を
決
定
し
、
次
に
、
②
こ
の
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
の
所
得
の
う
ち
課
税
す
 
べ
き
所
得
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
 

し
、
実
際
に
は
、
各
々
の
本
来
の
姿
が
純
粋
な
形
で
制
度
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
こ
と
か
ら
、
両
方
式
の
適
用
範
囲
が
ほ
ぼ
同
 
 

様
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
対
象
法
人
限
定
方
式
の
仕
組
み
を
、
ま
ず
、
①
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
（
例
え
 
 
 

・
イ
ン
カ
ム
）
を
決
定
す
る
。
と
い
っ
た
二
段
階
シ
ス
テ
ム
と
し
、
他
方
、
対
象
取
引
限
定
方
式
の
仕
組
み
 
 

を
、
ま
ず
、
①
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
を
決
定
し
、
次
に
、
②
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
課
税
す
べ
き
法
 
 

人
を
決
定
す
る
（
逆
に
い
え
ば
、
適
用
除
外
と
す
べ
き
法
人
を
除
外
す
る
）
と
い
っ
た
二
段
階
シ
ス
テ
ム
を
採
用
（
二
以
上
の
方
式
併
 
 

四
四
一
 
 
 



四
四
二
 
 

（
7
）
 
 

用
）
す
る
場
合
に
は
、
両
者
の
課
税
範
囲
は
は
ぼ
同
様
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
 

な
お
、
対
象
取
引
限
定
方
式
、
対
象
地
域
限
定
方
式
及
び
対
象
法
人
限
定
方
式
、
対
象
所
得
限
定
方
式
 
（
t
a
i
n
t
e
d
 
i
n
c
O
m
e
 
 

a
p
p
r
O
a
C
h
‥
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
所
得
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
い
う
。
）
の
諸
概
念
に
ほ
、
各
々
実
質
上
及
び
形
式
上
の
相
違
が
あ
る
が
、
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
採
用
す
る
国
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
の
み
を
純
粋
な
形
で
採
用
し
て
い
る
と
い
う
国
は
 
 

少
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
の
現
行
法
制
で
は
、
対
象
地
域
限
定
方
式
及
び
対
象
法
人
限
定
方
式
の
併
用
に
よ
り
適
用
対
象
を
絞
り
込
ん
で
 
 

い
る
（
平
成
四
年
度
か
ら
対
象
法
人
限
定
方
式
の
み
と
な
る
予
定
）
。
米
国
に
し
て
も
、
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
（
九
五
 
 

四
㈲
㈲
）
 
の
採
用
は
対
象
取
引
限
定
方
式
に
対
象
地
域
限
定
方
式
的
手
法
を
実
質
的
に
取
り
入
れ
た
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
 
 

で
き
る
し
、
ま
た
、
フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ソ
に
係
る
七
〇
％
超
ル
ー
ル
 
（
九
五
四
㈲
㈲
（
B
）
）
の
採
用
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
 
 

カ
ム
だ
け
で
な
く
C
F
C
の
全
所
得
に
課
税
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
象
取
引
限
定
方
式
に
対
象
法
人
限
定
方
式
を
部
分
的
に
 
 

（
8
）
 
 

取
り
入
れ
た
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
 

㈲
 
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
限
定
方
式
の
長
所
 
 
 

対
象
取
引
限
定
方
式
と
対
象
地
域
限
定
方
式
の
相
違
は
、
対
象
と
な
る
軽
課
税
国
の
範
囲
及
び
対
象
と
な
る
合
算
所
得
の
範
囲
に
お
い
 
 

て
顕
著
に
現
れ
る
。
 
 
 

各
々
の
方
式
を
比
較
し
た
場
合
の
相
対
的
な
意
味
で
の
長
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
対
象
取
引
限
定
方
式
の
長
所
 
 
 

M
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
を
指
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
対
象
と
な
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
を
も
れ
な
く
カ
バ
ー
し
得
 
 

る
。
 
 
 



何
 
課
税
す
べ
き
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
所
得
を
も
れ
な
く
取
り
込
み
得
る
こ
と
か
ら
緻
密
な
制
度
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
（
な
お
、
こ
れ
 
 

は
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
所
得
は
す
べ
て
課
税
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
前
提
の
立
っ
た
場
合
に
い
え
る
長
所
で
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
 
 
 

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
あ
る
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
自
体
が
政
策
上
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
外
国
法
人
の
み
を
課
税
す
 
 

る
こ
と
で
制
度
の
目
的
を
十
分
達
し
た
と
考
え
て
い
る
場
合
に
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
で
ほ
な
い
外
国
法
人
の
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
は
所
得
 
 

が
非
課
税
と
な
っ
て
も
何
ら
問
題
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）
 
 

（
9
）
 
 
 

H
 
納
税
者
が
積
極
的
に
 
（
a
g
g
r
e
s
s
i
く
e
）
 
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ソ
グ
を
行
う
よ
う
な
国
に
あ
っ
て
は
そ
の
採
用
が
適
し
て
い
る
 

ロ
 
対
象
地
域
限
定
方
式
の
長
所
 
 
 

川
 
軽
課
税
国
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
及
び
各
所
得
ご
と
の
所
得
計
算
・
税
額
計
算
が
不
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
納
税
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
 
 

ア
ン
ス
・
コ
ス
ト
が
少
な
く
て
済
む
。
ま
た
、
対
象
国
の
範
囲
が
狭
い
こ
と
か
ら
課
税
の
た
め
の
情
報
収
集
な
ど
の
面
に
お
い
て
税
 
 

（
1
0
）
 
 

務
当
局
の
行
政
コ
ス
ト
が
少
な
く
て
済
む
。
 
 
 

H
 
税
の
問
題
は
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
ケ
ー
ス
が
覆
い
。
納
税
者
の
不
注
意
や
通
常
採
ら
れ
る
形
の
も
の
と
異
な
る
取
引
を
行
う
こ
と
に
 
 

よ
り
生
じ
る
で
あ
ろ
う
問
題
を
回
避
す
る
見
地
か
ら
行
う
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
、
こ
の
方
式
に
お
け
る
非
指
定
国
に
関
す
 
 

る
限
り
は
、
不
要
と
な
る
。
従
っ
て
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
納
税
者
が
横
極
的
な
（
a
g
g
r
e
s
s
i
諾
）
 
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
行
 
 

（
1
0
）
 
 

う
よ
う
な
国
以
外
の
国
で
の
採
用
に
適
し
て
い
る
 

叫
洞
内
 
 
 

H
 
税
務
当
局
に
と
っ
て
は
、
調
査
の
た
め
の
人
的
資
源
等
を
 
（
租
税
回
避
が
行
わ
れ
易
い
）
指
定
国
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

㈲
 
対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
限
定
方
式
の
欠
点
 
 
 

各
々
の
方
式
を
比
較
し
た
場
合
の
相
対
的
な
欠
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

四
四
三
 
 
 



四
四
四
 
 
 

イ
 
対
象
取
引
限
定
方
式
の
欠
点
 
 
 

M
 
納
税
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ス
ト
及
び
税
務
当
局
の
行
政
コ
ス
ト
・
事
務
負
担
が
大
き
い
 
（
前
述
㈲
、
ロ
、
川
、
日
参
 
 

照
）
。
 
 
 

H
 
納
税
者
は
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ソ
グ
が
必
要
と
な
る
。
 
 
 

H
 
租
税
回
避
を
目
的
と
し
な
い
外
国
法
人
の
 
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
）
所
得
に
も
課
税
が
行
わ
れ
る
 
（
な
お
、
こ
れ
は
、
制
度
の
目
的
 
 
 

が
租
税
回
避
防
止
で
は
な
く
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
所
得
に
つ
い
て
ほ
す
べ
て
課
税
す
る
と
の
考
え
方
に
立
つ
場
合
に
は
欠
点
と
は
い
え
 
 

な
く
な
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
）
。
 
 

ロ
 
対
象
地
域
限
定
方
式
の
欠
点
 
 
 

M
 
外
国
の
税
制
の
改
正
に
よ
る
指
定
も
れ
の
可
能
性
が
常
に
存
在
す
る
。
従
っ
て
、
当
局
に
よ
る
指
定
国
の
定
期
的
見
直
し
が
必
要
 
 

と
な
る
。
 
 
 

回
 
非
指
定
国
で
設
立
さ
れ
た
C
F
C
の
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
が
常
に
非
課
税
と
な
る
 
（
な
お
、
こ
れ
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
 
 
 

所
得
に
つ
い
て
は
す
べ
て
課
税
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
に
い
え
る
欠
点
で
あ
る
）
。
 
 
 

H
 
あ
る
国
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
と
し
て
指
定
し
ょ
う
と
す
る
場
合
、
指
定
を
行
う
国
と
指
定
を
受
け
た
国
と
の
関
係
に
悪
影
 
 

（
1
2
）
 
 

響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
 
 
 

H
 
納
税
者
が
積
極
的
な
（
a
g
g
r
e
s
s
i
く
e
）
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ソ
グ
を
行
う
よ
う
な
国
で
の
採
用
は
適
当
で
な
い
。
 
 

㈲
 
対
象
地
域
限
定
方
式
・
対
象
法
人
限
定
方
式
と
し
て
の
日
本
の
制
度
の
問
題
点
及
び
特
徴
 
 
 

日
本
の
制
度
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
立
法
す
る
場
合
の
基
本
的
方
式
と
し
て
の
対
象
地
域
限
定
方
式
に
基
本
的
に
依
拠
し
 
 
 



て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
後
掲
【
表
】
対
象
取
引
限
定
方
式
と
対
象
地
域
限
定
方
式
の
比
較
・
参
照
。
従
っ
て
、
日
本
の
制
度
も
 
 

前
述
㈲
、
ロ
に
い
う
川
指
定
国
の
範
囲
の
妥
当
性
、
H
非
指
定
国
の
C
F
C
の
テ
 

の
問
題
点
を
基
本
的
に
は
ら
む
も
の
と
い
え
る
（
た
だ
し
、
前
述
㈲
、
ロ
は
あ
く
ま
で
も
対
象
取
引
限
定
方
式
と
の
比
較
で
み
た
相
対
的
 
 

な
意
味
で
の
問
題
点
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）
。
 
 
 

な
お
、
日
本
の
制
度
は
、
対
象
地
域
限
定
方
式
に
加
え
対
象
法
人
限
定
方
式
を
併
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
拘
 
 

束
力
を
も
つ
大
蔵
大
臣
告
示
に
よ
り
対
象
と
な
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
（
軽
課
税
国
）
 
を
指
定
（
軽
課
税
国
指
定
制
度
）
 
し
た
上
 
 

で
、
さ
ら
に
適
用
除
外
と
な
る
外
国
法
人
を
除
外
し
、
残
っ
た
外
国
法
人
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
 
に
つ
い
て
そ
の
全
所
得
に
対
し
て
合
 
 

算
課
税
を
行
う
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 
 

Ⅰ
 
日
本
の
制
度
に
対
L
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
及
び
そ
の
妥
当
性
の
分
析
 
 

こ
こ
で
は
、
日
本
の
制
度
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
の
妥
当
性
の
分
析
を
行
う
。
こ
の
分
析
を
行
う
た
め
に
は
、
日
本
の
制
 
 

度
が
ど
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
に
、
何
を
目
的
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
課
税
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
、
す
な
わ
 
 

ち
、
制
度
の
具
体
的
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
ま
ず
正
確
に
認
識
し
、
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
制
度
の
具
体
的
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
た
 
 

な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
段
階
で
は
、
こ
の
具
体
的
タ
ー
グ
ッ
ー
の
基
と
な
る
考
え
方
又
は
制
度
の
目
的
 
（
租
税
回
避
論
…
第
三
章
第
一
節
Ⅰ
 
 

2
）
 
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
基
本
的
な
考
え
方
及
び
個
々
の
問
題
点
の
 
 

個
別
的
妥
当
性
に
つ
い
て
、
制
度
の
目
的
・
基
本
的
考
え
方
に
則
っ
て
検
討
し
、
最
後
に
日
本
の
現
行
制
度
を
変
更
す
る
必
要
性
の
有
無
 
 

に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
。
 
 

四
四
五
 
 
 



四
四
六
 
 
 

1
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
具
体
的
タ
ー
ゲ
ッ
ト
 
 
 

主
要
諸
外
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
、
と
く
に
、
対
象
取
引
限
定
方
式
を
採
用
す
る
国
の
制
度
で
は
、
C
F
C
に
つ
い
て
「
テ
 
 

ィ
ソ
テ
ツ
ト
で
な
い
C
F
C
」
と
「
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
C
F
C
」
と
い
っ
た
色
分
け
を
基
本
的
に
は
し
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
制
度
で
 
 

は
、
前
章
で
も
み
て
き
た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
諸
点
を
理
由
と
し
て
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
C
F
C
を
対
象
と
す
る
（
し
か
も
タ
ッ
ク
ス
・
 
 

（
1
3
）
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
も
の
だ
け
を
対
象
と
す
る
。
）
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
以
下
に
お
い
て
傍
線
筆
者
）
。
 
 

（
1
4
）
 
 

m
 
日
本
の
制
度
の
考
え
方
の
根
拠
は
租
税
回
避
論
で
あ
り
（
中
立
論
の
立
場
は
基
本
的
に
と
ら
れ
て
い
な
い
）
、
ま
た
、
そ
の
目
的
も
租
 
 

税
回
避
の
防
止
（
税
負
担
の
不
当
軽
減
の
防
止
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
「
税
負
担
の
不
当
軽
減
」
、
「
租
税
回
避
」
、
「
ペ
ー
 
 

パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
」
、
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
」
と
い
っ
た
悪
文
は
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
イ
メ
ー
ジ
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
た
考
え
 
 

方
が
制
度
導
入
の
た
め
の
答
申
、
決
議
等
に
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

∽
 
ク
ー
グ
ッ
ー
を
所
得
又
は
政
人
の
い
ず
れ
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
「
十
分
な
経
済
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
子
会
社
等
は
適
用
 
 

除
外
と
す
る
こ
と
」
等
と
し
て
園
刃
（
C
F
C
）
に
剰
則
し
た
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
に
所
在
す
る
法
人
の
み
に
限
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
名
目
上
の
子
会
社
、
い
 
 

わ
ゆ
る
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
を
設
立
し
て
実
質
的
に
は
国
内
の
親
会
社
が
そ
の
事
業
の
一
部
と
し
て
行
っ
て
い
る
活
動
を
行
わ
せ
れ
 
 

ば
、
我
が
国
で
の
課
税
を
免
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
…
…
」
と
い
っ
た
事
例
が
念
頭
に
意
識
さ
れ
て
お
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
対
 
 

象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

（
1
5
）
 
 
 

し
か
も
、
日
本
の
制
度
の
立
法
に
当
た
っ
て
ほ
、
執
行
の
簡
便
性
へ
の
配
慮
か
ら
「
簡
明
な
措
置
」
 
の
導
入
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
 
 

お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
所
得
の
種
類
毎
に
課
税
す
る
の
で
は
な
く
「
法
人
」
 
の
所
得
全
体
に
課
税
し
、
軽
課
税
国
を
指
定
す
る
と
 
 
 



す
な
わ
ち
、
結
論
的
に
い
え
ば
日
本
の
制
度
は
、
そ
の
ク
ー
グ
ッ
ー
と
し
て
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
（
租
税
回
避
を
行
う
悪
の
法
人
）
 
 

を
基
本
的
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
度
の
内
容
に
即
し
て
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
適
用
除
外
要
 
 

件
が
実
体
の
な
い
法
人
の
み
を
対
象
と
し
て
課
税
す
る
と
い
う
仕
観
み
と
な
っ
て
い
る
点
に
具
体
的
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
閲
し
、
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
「
租
税
回
避
の
防
止
」
「
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
へ
の
対
処
」
と
い
っ
た
意
識
が
な
い
 
 

わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
の
制
度
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
を
真
正
面
か
ら
対
象
と
す
る
と
い
う
面
が
色
濃
く
出
さ
れ
 
 

て
い
る
点
で
米
国
の
制
度
と
は
異
な
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
課
税
繰
延
べ
制
度
 
 

か
ら
生
ず
る
問
題
へ
の
対
処
策
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
（
対
処
策
の
中
身
す
な
わ
ち
課
税
の
対
象
が
ど
の
よ
う
な
内
容
か
の
点
を
別
と
 
 

す
れ
ば
）
と
も
に
同
じ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
日
米
の
租
税
制
度
一
般
の
基
本
構
造
は
、
と
も
 
 

に
、
外
国
法
人
の
国
外
源
泉
所
得
に
内
国
税
の
課
税
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
本
構
造
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
 
 

絡
み
の
租
税
回
避
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
対
処
策
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
両
制
度
と
も
同
様
（
及
び
同
様
の
税
法
上
の
背
景
を
有
し
て
 
 

い
た
）
 
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

2
 
日
本
の
制
度
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
の
租
税
回
避
論
の
妥
当
性
 
 
 

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
前
述
1
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
 
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
）
 
に
対
し
て
徹
頭
徹
尾
租
税
回
避
の
考
え
方
で
ア
プ
ロ
ー
 
 

チ
す
る
こ
と
と
し
て
き
た
日
本
の
制
度
が
現
在
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
実
態
を
踏
ま
え
て
当
面
こ
の
考
え
方
で
よ
い
の
か
あ
る
 
 

い
は
租
税
回
避
論
に
代
わ
っ
て
米
国
の
制
度
の
よ
う
な
配
当
課
税
の
繰
延
防
止
的
な
考
え
方
が
必
要
な
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
は
基
本
的
に
立
法
政
策
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
る
限
り
は
、
①
現
実
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
 
 

四
四
七
 
 
 

い
っ
た
手
法
に
な
っ
た
こ
と
も
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
C
F
C
を
対
象
と
し
た
背
景
に
あ
る
。
 
 



四
四
八
 
 
 

ソ
利
用
の
実
態
、
②
日
本
の
租
税
制
度
全
体
に
占
め
る
本
制
度
の
位
置
付
け
及
び
関
連
性
、
③
執
行
可
能
性
と
の
関
連
性
、
④
こ
の
制
度
 
 

に
関
す
る
納
税
者
等
の
意
識
・
考
え
方
、
⑤
諸
外
国
の
税
制
と
の
調
和
、
⑥
日
本
の
経
済
政
策
等
と
の
兼
ね
合
い
等
々
総
合
的
な
検
討
を
 
 

行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
次
に
①
～
⑥
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
み
た
い
。
 
 

m
 
現
実
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
の
実
態
（
前
述
①
）
 
に
つ
い
て
 
 
 

こ
の
点
に
関
し
て
ほ
、
現
行
制
度
に
実
際
上
の
問
題
が
あ
る
の
か
否
か
及
び
、
あ
る
と
し
た
場
合
に
そ
の
間
題
は
ど
の
程
度
の
も
の
な
 
 

の
か
と
い
っ
た
点
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
租
税
回
避
論
に
代
わ
る
理
論
的
土
台
を
今
す
 
 

ぐ
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
明
確
な
形
で
の
問
題
事
例
の
指
摘
は
な
い
。
 
 

∽
 
本
制
度
の
租
税
制
度
全
体
に
お
け
る
位
置
付
け
（
前
述
②
）
に
つ
い
て
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
我
が
国
の
租
税
法
全
体
の
中
の
国
際
課
税
に
関
す
る
租
税
制
度
に
目
を
向
け
る
と
、
非
居
住
者
・
外
国
 
 

法
人
課
税
は
と
り
あ
え
ず
考
慮
の
外
に
置
く
と
し
で
、
昭
和
五
十
三
年
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
導
入
、
昭
和
六
十
年
の
同
税
制
の
 
 

改
正
、
昭
和
六
十
一
年
の
移
転
価
格
税
制
導
入
、
昭
和
六
十
三
年
の
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
及
び
そ
れ
に
伴
う
本
税
制
改
正
並
び
に
 
 

軽
課
税
国
の
追
加
指
定
等
を
通
じ
着
実
な
進
展
を
見
せ
て
き
て
い
る
。
進
展
の
理
由
と
し
て
は
、
「
関
連
企
業
間
取
引
を
通
ず
る
国
際
的
 
 

（
1
6
）
 
 

な
所
得
移
転
に
実
効
的
に
対
処
す
る
こ
と
」
を
直
接
の
目
的
と
す
る
移
転
価
格
税
制
導
入
の
背
景
に
は
、
法
人
税
法
（
二
二
条
、
三
七
条
 
 

（
1
7
）
 
 

等
）
 
の
規
定
が
こ
う
し
た
所
得
の
国
際
移
転
に
十
分
対
処
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
子
会
社
等
へ
の
所
 
 

得
移
転
に
対
し
て
も
機
能
す
る
面
を
有
す
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
も
こ
う
し
た
所
得
移
転
に
対
処
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
 
 

（
1
8
）
 
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
限
界
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

イ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
あ
る
子
会
社
等
が
独
立
企
業
と
し
て
の
実
体
を
備
え
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
ほ
合
算
課
税
の
 
 
 



対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。
 
 

ロ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
子
会
社
等
の
留
保
所
得
は
、
子
会
社
等
の
事
業
年
度
終
了
後
二
か
 
 
 

月
を
経
過
し
た
日
を
含
む
内
国
法
人
の
事
業
年
度
の
所
得
に
合
算
さ
れ
る
た
め
、
課
税
ま
で
に
時
間
的
ず
れ
が
あ
る
こ
と
 
 

ハ
 
そ
の
合
算
所
得
が
外
国
税
額
控
除
の
適
用
上
国
外
所
得
と
な
る
こ
と
 
 

こ
 
合
算
さ
れ
る
金
額
は
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
■
ぅ
ち
持
分
対
応
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
移
転
さ
れ
た
所
得
を
完
全
に
取
り
戻
す
こ
と
 
 
 

は
で
き
な
い
こ
と
 
 
 

す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
移
転
価
格
税
制
と
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
問
題
も
含
め
関
連
企
業
間
の
 
 

所
得
移
転
払
対
し
、
相
互
に
補
完
し
合
う
い
わ
ば
革
の
両
輪
と
し
て
我
が
国
の
国
際
課
税
制
度
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
 
 

な
お
、
え
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
 
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
利
用
や
移
転
価
格
操
作
に
よ
る
租
税
回
避
等
に
対
処
す
る
た
め
の
規
制
 
 

（
2
0
）
 
 

（
1
9
）
 
 

措
置
の
検
討
」
 
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
背
景
に
導
入
さ
れ
、
ま
さ
に
租
税
回
避
行
為
に
対
処
す
る
た
め
に
租
税
回
避
の
否
認
規
定
と
し
て
 
 

導
入
さ
れ
た
の
に
対
し
ヾ
移
転
価
格
税
制
は
、
移
転
価
格
が
脱
税
や
租
税
回
避
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
租
税
回
避
の
意
図
を
 
 

（
2
1
）
 
 

も
っ
て
悉
意
的
な
価
格
設
定
を
行
っ
た
否
か
は
問
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
租
税
回
避
目
的
以
外
の
も
の
も
対
象
と
し
て
い
 
 

る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
結
論
と
し
て
い
え
ば
、
制
度
的
に
は
少
な
く
と
も
移
転
価
格
税
制
の
導
入
に
よ
り
、
両
制
度
相
補
う
形
で
租
税
回
避
等
に
 
 

対
処
し
得
る
も
の
と
し
て
我
が
国
の
租
税
制
度
の
中
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
残
る
の
ほ
こ
う
し
た
制
度
 
 

の
執
行
及
び
海
外
資
料
の
収
集
等
の
執
行
確
保
に
係
る
関
連
制
度
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
議
論
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
第
二
 
 

節
参
照
。
）
。
 
 

四
四
九
 
 
 



四
五
〇
 
 
 

㈱
 
執
行
可
能
性
（
前
述
③
）
 
に
つ
い
て
 
 
 

こ
こ
に
い
う
執
行
可
能
性
と
は
、
主
と
し
て
執
行
の
簡
便
性
の
意
味
で
あ
る
。
 
 
 

租
税
制
度
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
も
含
め
一
般
に
、
個
々
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
が
納
税
者
及
び
当
局
に
対
し
過
重
な
負
 
 

担
を
負
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
な
ど
に
よ
り
、
執
行
上
土
フ
ブ
ル
が
起
こ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
適
切
と
は
い
え
な
い
。
我
が
国
の
 
 

租
税
制
度
の
う
ち
少
な
く
と
も
国
際
課
税
に
係
る
分
野
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
外
国
税
額
控
除
制
度
に
し
ろ
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
 
 

（
2
2
）
 
 

に
し
ろ
執
行
簡
便
性
す
な
わ
ち
執
行
可
能
性
に
一
つ
の
重
点
を
置
く
も
の
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
執
行
簡
便
性
に
重
 
 

点
を
置
く
余
り
租
税
回
避
的
行
為
の
防
止
が
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
租
税
回
避
論
の
立
場
に
立
つ
本
税
制
の
見
直
し
の
必
要
 
 

性
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
問
題
の
指
摘
は
特
に
は
な
い
も
の
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

㈲
 
制
度
に
対
す
る
納
税
者
の
考
え
方
（
前
述
④
）
 
に
つ
い
て
 
 
 

制
度
に
対
す
る
国
民
（
納
税
者
）
の
意
識
、
考
え
方
、
批
判
と
い
っ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
 
 

厳
密
に
応
え
る
立
場
か
ら
は
、
納
税
者
の
意
識
に
つ
い
て
の
調
査
と
い
っ
た
も
の
の
実
施
等
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
取
り
立
て
て
こ
の
制
度
に
対
す
る
批
判
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
い
よ
 
 

う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

㈲
 
諸
外
国
の
税
制
と
の
調
和
（
前
述
⑤
）
 
に
つ
い
て
 
 
 

世
界
経
済
の
相
互
浸
透
が
こ
れ
だ
け
進
展
し
た
今
日
で
は
、
あ
る
国
が
他
の
国
に
比
し
あ
ま
り
に
も
異
な
る
制
度
を
有
す
る
こ
と
は
資
 
 

（
2
3
）
 
 

本
の
流
れ
を
歪
め
る
要
田
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
各
国
の
税
制
に
関
す
る
あ
る
程
度
の
調
和
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
 



我
が
国
の
制
度
で
は
、
そ
の
導
入
当
時
、
我
が
国
と
は
全
く
異
な
る
対
象
取
引
限
定
方
式
を
採
る
米
国
の
制
度
が
存
在
し
て
い
た
に
も
 
 

か
か
わ
ら
ず
、
対
象
地
域
限
定
方
式
を
採
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
の
考
え
方
が
大
き
く
異
な
り
、
従
っ
 
 

て
、
軽
課
税
国
、
適
用
除
外
要
件
等
我
が
国
独
自
の
制
度
も
確
か
に
存
在
は
す
る
も
の
の
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
個
々
の
内
容
を
総
合
的
に
 
 

比
較
す
る
と
必
ず
し
も
大
き
な
相
違
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
第
三
章
で
み
た
。
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
諸
外
国
の
税
制
と
の
 
 

調
和
を
念
頭
に
置
な
が
ら
も
、
我
が
国
の
実
情
を
も
考
慮
し
た
立
法
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
 
 

（
2
4
）
 
う
か
。
 
 
 

要
は
、
制
度
の
目
的
と
そ
の
国
の
個
別
的
実
情
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
た
立
法
が
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
も
の
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

㈲
 
経
済
政
策
等
と
の
兼
ね
合
い
 
（
前
述
⑥
）
 
に
つ
い
て
 
 
 

国
際
課
税
に
関
す
る
制
度
が
我
が
国
の
経
済
政
策
等
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
の
困
難
性
は
、
 
 

そ
の
関
連
性
が
体
系
的
・
理
論
的
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
仮
に
、
あ
る
程
度
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
 
 

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
例
え
ば
本
制
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
制
度
の
直
接
の
目
的
に
関
連
し
て
中
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
と
か
真
正
 
 

な
事
業
活
動
を
阻
害
し
な
い
こ
と
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
議
論
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
租
税
回
避
と
経
 
 

済
政
策
と
い
っ
た
テ
ー
マ
ほ
、
基
本
的
に
、
実
証
的
分
野
で
困
難
性
が
伴
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
議
論
が
 
 

こ
の
程
度
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
制
度
の
執
行
が
あ
る
程
度
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
中
立
性
の
確
保
と
か
真
 
 

正
な
事
業
活
動
を
阻
害
し
な
い
こ
と
と
い
っ
た
抽
象
的
な
議
論
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
は
不
都
合
ほ
な
い
と
い
っ
た
考
え
方
 
 

も
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、
領
け
な
い
こ
と
も
な
い
と
考
え
る
。
 
 

四
五
一
 
 
 



四
五
二
 
 

租
税
回
避
は
資
本
の
流
れ
を
歪
め
得
る
。
本
制
度
は
資
本
の
流
れ
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
防
止
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
 
 

ぅ
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
直
接
投
資
に
関
す
る
政
府
公
表
の
数
字
か
ら
は
、
本
制
度
が
異
常
な
資
本
の
流
れ
を
許
す
も
の
と
の
懐
向
 
 

（
2
5
）
 
 

ほ
特
に
出
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

前
述
∽
～
㈲
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
現
行
の
租
税
回
避
論
の
採
用
の
妥
当
性
は
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
は
是
認
さ
れ
る
と
考
え
て
 
 

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
制
度
の
抜
本
的
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 
 

3
 
日
本
の
制
度
に
対
す
る
問
題
点
指
摘
の
妥
当
性
の
分
析
 
 

じ
 
日
本
の
制
度
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
具
体
的
問
題
点
 
 

（
2
6
）
 
 
 

日
本
の
制
度
に
対
し
て
現
在
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
日
米
の
制
度
の
相
 
 

違
点
の
問
題
点
と
も
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
後
述
∽
以
下
で
詳
し
く
検
討
す
る
。
 
 

イ
 
対
象
地
域
限
定
方
式
に
関
す
る
問
題
 
 

（
2
7
）
 
 
 

三
 
現
行
制
度
に
は
、
①
軽
課
税
国
の
定
義
と
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ワ
イ
ト
・
リ
ス
ト
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
②
リ
ス
ト
に
法
的
拘
 
 
 

束
力
が
あ
る
こ
と
、
の
二
点
か
ら
、
①
対
象
国
が
限
定
さ
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
、
②
適
用
除
外
に
よ
り
さ
ら
に
無
力
な
も
の
と
な
 
 

る
こ
と
、
の
二
つ
の
弊
害
が
あ
る
。
 
 
 

M
 
①
公
平
性
及
び
中
立
性
を
確
保
す
る
、
②
制
度
を
技
術
的
に
も
精
巧
な
も
の
と
す
る
、
及
び
③
租
税
条
約
の
基
地
会
社
に
よ
る
濫
 
 
 

用
へ
の
対
応
を
可
能
に
す
る
、
と
い
っ
た
点
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
対
象
取
引
限
定
方
式
に
制
度
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

H
 
対
象
地
城
阪
定
方
式
を
前
提
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ワ
イ
ト
・
グ
レ
イ
・
リ
ス
ト
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
 
 
 

現
行
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ワ
イ
ト
・
リ
ス
ト
を
維
持
す
る
場
合
に
は
早
急
に
指
定
国
の
見
直
し
を
行
う
及
び
も
っ
と
機
動
性
を
も
た
せ
 
 
 



た
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

適
用
除
外
に
関
す
る
問
題
 
 

M
 
特
定
の
所
得
の
適
用
除
外
の
必
要
性
の
問
題
 
 
 

現
行
制
度
の
下
で
は
、
①
利
子
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
う
ち
内
国
税
の
課
税
の
繰
延
べ
が
正
当
化
で
き
る
も
の
も
課
税
 
 
 

と
な
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
適
用
除
外
の
レ
ベ
ル
で
対
象
所
得
限
定
方
式
に
着
目
し
た
特
別
規
定
を
入
れ
て
課
 
 
 

税
繰
延
べ
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

H
 
適
用
除
外
の
一
般
的
規
定
と
し
て
の
動
機
基
準
の
必
要
性
の
問
題
 
 
 

現
行
制
度
に
、
前
述
川
で
述
べ
た
よ
う
な
「
良
い
」
課
税
繰
延
べ
を
制
限
し
又
ほ
硬
直
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
 
 

（
2
8
）
 
 
あ
る
と
す
れ
ば
、
納
税
者
に
と
っ
て
の
最
後
の
切
り
札
と
し
て
の
動
枚
基
準
を
適
用
除
外
基
準
の
中
に
t
般
規
定
と
し
て
入
れ
る
こ
 
 
 

と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

日
 
管
理
支
配
基
準
及
び
非
関
連
者
基
準
の
強
化
の
問
題
 
 
 

現
行
制
度
の
管
理
支
配
基
準
及
び
非
関
連
者
基
準
（
総
収
入
の
五
〇
％
超
基
準
）
は
、
多
国
籍
企
業
等
に
よ
り
容
易
に
回
避
す
る
 
 
 

こ
と
が
可
能
な
の
で
、
よ
り
実
質
的
な
判
断
要
件
の
検
討
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
。
 
 
 

特
に
、
非
関
連
者
基
準
に
い
う
五
〇
％
超
基
準
に
は
、
受
動
的
投
資
所
得
を
五
〇
％
未
満
の
範
囲
内
で
課
税
繰
延
べ
を
認
め
る
こ
 
 
 

と
に
な
る
弊
害
が
あ
る
か
ら
、
対
象
所
得
限
定
方
式
の
採
用
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
他
の
問
題
 
 

次
の
よ
う
な
点
の
検
討
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

四
五
三
 
 
 



四
五
四
 
 

川
 
株
式
所
有
要
件
に
つ
い
て
 
 

現
行
制
度
上
株
式
の
間
接
所
有
要
件
は
掛
け
算
方
式
に
よ
っ
て
い
る
が
、
支
配
の
実
質
に
着
目
す
れ
ば
英
国
の
制
度
の
よ
う
な
五
 
 

（
2
9
）
 
 

○
％
超
所
有
の
場
合
に
お
け
る
全
額
み
な
し
所
有
ル
ー
ル
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

何
 
棟
式
の
処
分
に
つ
い
て
 
 

現
行
制
度
の
下
で
は
、
C
F
C
に
係
る
国
内
の
株
主
が
そ
の
C
F
C
株
式
を
売
却
し
た
場
合
の
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
 
 

か
ら
、
そ
の
救
済
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

日
 
夕
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
重
複
適
用
に
つ
い
て
 
 

C
F
C
が
諸
外
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
適
用
を
二
回
以
上
受
け
た
場
合
の
二
重
課
税
に
対
す
る
救
済
措
置
を
講
ず
る
 
 

べ
き
で
あ
る
。
 
 

∽
 
指
摘
の
根
拠
と
な
る
基
本
的
考
え
方
の
妥
当
性
 
 

イ
 
基
本
的
考
え
方
の
位
置
付
け
 
 
 

日
本
の
制
度
に
対
す
る
指
摘
の
根
拠
と
な
る
考
え
方
は
、
や
は
り
課
税
の
公
平
、
中
立
と
い
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

公
平
と
い
う
場
合
に
は
、
納
税
者
間
の
公
平
及
び
国
家
間
の
公
平
と
い
っ
た
概
念
の
双
方
に
つ
い
て
考
慮
を
払
う
こ
と
に
な
る
。
納
税
 
 

（
3
0
）
 
著
聞
の
公
平
ほ
、
所
得
の
源
泉
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
公
平
に
扱
う
と
い
う
の
が
そ
の
基
本
的
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
本
制
度
 
 

の
適
用
の
対
象
と
な
る
納
税
者
と
そ
う
で
な
い
納
税
者
と
の
間
の
取
扱
い
の
差
を
説
明
し
に
く
い
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
間
 
 

の
公
平
の
概
念
は
、
基
本
的
に
は
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
を
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
原
則
と
し
て
源
泉
地
国
で
 
 

の
課
税
が
な
い
 
（
あ
る
い
は
課
税
が
著
し
く
僅
少
で
あ
る
）
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
の
問
題
を
扱
う
の
に
実
際
上
適
切
な
考
え
方
と
 
 
 



い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
概
念
は
未
だ
国
際
的
に
確
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
つ
ま
り
基
準
が
不
明
確
 
 

（
卸
）
 
確
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
 
 
 

中
立
性
の
概
念
は
、
基
本
的
に
は
、
企
業
活
動
へ
の
中
立
性
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
概
念
は
資
本
輸
出
中
立
性
 
 

と
資
本
輸
入
中
立
性
と
に
分
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
資
本
輸
出
中
立
性
の
立
場
に
立
つ
場
合
に
は
、
主
要
先
進
国
が
一
般
的
に
 
 

そ
の
税
制
の
基
本
構
造
と
し
て
有
す
る
課
税
繰
延
べ
制
度
（
第
〓
早
第
四
節
参
照
。
）
を
一
般
的
に
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
、
資
本
輸
入
中
 
 

立
性
の
立
場
に
立
つ
場
合
に
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
導
入
を
否
定
す
る
考
え
方
に
立
つ
こ
と
に
も
な
る
。
現
段
階
に
お
け
る
 
 

実
際
の
立
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
政
策
に
応
じ
て
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
た
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
 
 

れ
る
。
ま
た
、
課
税
の
中
立
論
と
い
っ
た
考
え
方
に
立
つ
場
合
に
は
、
国
内
の
み
で
活
動
す
る
企
業
、
外
国
支
店
を
通
じ
て
活
動
す
る
企
 
 

業
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
お
い
て
真
実
の
事
業
活
動
を
行
う
法
人
等
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
に
 
 

く
い
面
が
で
て
く
る
。
 
 
 

結
局
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
は
、
租
税
上
の
あ
る
制
度
（
例
え
ば
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
）
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
一
定
の
バ
ラ
ン
 
 

ス
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
考
慮
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
の
考
え
方
を
ど
の
程
度
重
視
し
て
ど
の
よ
う
に
仕
組
 
 

む
か
は
、
ま
さ
に
そ
の
仕
組
も
う
と
し
て
い
る
制
度
固
有
の
直
接
の
目
的
・
考
え
方
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
 
 

通
常
は
ど
れ
か
一
つ
の
概
念
で
説
明
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

ロ
 
問
題
点
指
摘
の
根
拠
（
制
度
の
目
的
・
考
え
方
）
 
 
 

問
題
点
指
摘
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
、
あ
り
得
べ
き
制
度
の
直
接
の
目
的
及
び
そ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
 
（
一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
前
述
イ
の
と
お
り
、
制
度
の
根
拠
・
目
的
 
 

四
五
五
 
 
 



四
五
六
 
 
 

及
び
考
え
方
は
一
貫
し
て
租
税
回
避
論
及
び
租
税
回
避
の
防
止
と
し
て
仕
阻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
 
 

法
人
で
あ
る
）
。
 
 
 

日
本
の
制
度
に
対
す
る
指
摘
の
内
容
ほ
、
一
部
を
除
き
、
基
本
的
に
は
対
象
取
引
限
定
方
式
の
立
場
に
立
つ
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
 
 

あ
る
い
は
、
逆
に
、
こ
の
指
摘
そ
の
も
の
は
、
租
税
回
避
論
の
立
場
（
又
は
こ
れ
と
は
別
の
理
論
）
に
立
っ
た
上
で
対
象
取
引
限
定
方
式
 
 

に
よ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
の
一
部
が
課
税
 
 

に
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
又
は
他
の
主
要
国
の
制
度
（
対
象
取
引
限
定
方
式
）
と
の
比
較
上
課
税
対
象
範
囲
が
狭
い
こ
と
を
理
由
 
 

（
3
1
）
 
 

と
し
て
、
対
象
取
引
限
定
方
式
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
相
対
論
の
議
論
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
制
度
の
 
 

根
拠
と
な
る
考
え
方
と
し
て
何
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

㈱
 
個
々
の
指
摘
の
妥
当
性
の
個
別
的
検
討
 
 
 

前
述
2
で
は
、
日
本
の
制
度
が
実
態
面
等
か
ら
み
て
、
租
税
回
避
論
に
立
つ
こ
と
で
当
面
問
題
が
な
い
こ
と
を
一
応
の
結
論
と
し
た
。
 
 

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
租
税
回
避
論
の
立
場
に
立
つ
場
合
に
現
行
制
度
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
項
目
が
あ
る
か
ど
う
 
 

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
た
だ
単
に
租
税
回
避
論
に
立
っ
て
制
度
の
仕
組
み
を
考
え
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
仕
組
み
に
は
種
々
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
 
 

り
得
る
。
広
く
い
え
ば
、
対
象
地
域
限
定
方
式
の
み
で
な
く
対
象
取
引
限
定
方
式
の
双
方
を
含
み
得
る
。
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
は
前
述
 
 

の
よ
う
に
そ
の
国
の
政
策
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
で
は
、
日
本
固
有
の
背
景
、
事
情
に
基
づ
き
立
法
化
さ
れ
た
日
本
の
制
度
の
租
税
 
 

回
避
論
を
前
提
と
し
た
検
討
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
検
討
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
現
行
制
度
の
仕
組
み
の
一
部
が
制
度
本
来
の
目
的
 
 

・
趣
旨
（
租
税
回
避
防
止
）
を
超
え
る
よ
う
な
利
用
例
が
現
実
に
存
在
す
る
か
否
か
又
は
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
で
 
 
 



（
3
2
）
 
あ
る
。
 
 
 

以
下
の
検
討
は
日
本
の
制
度
が
租
税
回
避
論
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
検
 
 

討
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
の
制
度
に
お
い
て
対
象
地
域
限
定
方
式
・
対
象
法
人
限
定
方
式
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
、
①
租
税
回
避
防
止
目
 
 

（
3
3
）
 
 

的
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
を
対
象
と
す
る
こ
と
）
、
の
ほ
か
に
、
②
立
証
責
任
等
の
限
界
に
起
因
す
る
執
行
可
能
性
又
は
執
行
簡
便
性
 
 

（
3
4
）
 
 

の
考
慮
が
政
策
的
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

イ
 
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
問
題
 
 
 

（
対
象
取
引
限
定
方
式
の
採
用
の
問
題
）
 
 
 

対
象
取
引
限
定
方
式
は
、
①
公
平
、
中
立
性
の
確
保
、
②
技
術
的
に
精
巧
及
び
③
会
社
に
よ
る
条
約
濫
用
防
止
、
の
観
点
か
ら
良
い
と
 
 

の
指
摘
で
あ
る
。
 
 
 

対
象
取
引
限
定
方
式
及
び
対
象
地
域
限
定
方
式
の
各
々
の
長
所
、
欠
点
に
つ
い
て
ほ
前
述
し
た
（
前
述
Ⅰ
・
1
・
㈲
・
⑤
）
。
従
っ
て
、
 
 

こ
れ
ら
①
～
③
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
基
本
的
に
は
前
述
の
対
象
取
引
限
定
方
式
の
欠
点
及
び
対
象
地
域
限
定
方
 
 

式
の
長
所
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
る
と
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
こ
こ
で
は
、
租
税
回
避
論
に
立
つ
制
度
を
前
提
に
議
論
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
租
税
回
避
論
の
下
で
対
象
取
引
限
定
方
式
を
採
 
 

用
す
る
こ
と
が
妥
当
か
否
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
対
象
取
引
限
定
方
式
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
日
本
の
制
度
で
対
象
と
さ
れ
て
 
 

い
る
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
よ
り
も
広
範
囲
の
C
F
C
を
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
租
税
回
避
論
の
下
で
こ
う
し
た
制
度
を
仕
組
む
こ
 
 

と
は
可
酪
で
な
い
と
ま
で
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
で
な
い
法
人
を
も
取
り
込
む
こ
と
及
び
簡
素
な
制
度
の
 
 

放
棄
に
も
つ
な
が
り
得
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
現
時
点
で
政
策
上
採
用
が
可
能
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
納
税
者
一
般
の
納
得
を
得
ら
 
 

四
五
七
 
 
 



四
五
入
 
 
 

れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
困
難
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

①
の
公
平
、
中
立
性
の
確
保
と
い
う
考
え
方
の
下
で
仕
組
ま
れ
る
制
度
と
租
税
回
避
論
の
下
で
仕
阻
ま
れ
る
制
度
と
は
、
本
来
は
、
基
 
 

本
的
に
異
な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
 
（
前
述
∽
イ
参
照
。
）
 
（
な
お
、
今
こ
こ
で
は
、
租
税
回
避
論
を
前
提
と
し
た
こ
と
か
ら
、
①
 
 

に
基
づ
く
制
度
の
採
用
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
前
提
と
の
間
で
矛
盾
が
生
ず
る
。
）
。
 
 
 

②
の
問
題
は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
す
な
わ
ち
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
で
な
い
法
人
の
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
所
得
へ
の
課
税
が
妥
当
祝
さ
れ
る
世
 
 

界
で
は
規
定
振
り
が
技
術
的
に
緻
密
と
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
宿
命
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
問
題
は
、
立
証
責
任
等
に
係
る
 
 

限
界
に
起
因
す
る
執
行
可
能
性
又
は
執
行
簡
便
性
と
の
兼
ね
合
い
で
、
対
象
取
引
限
定
方
式
又
は
対
象
地
域
限
定
方
式
（
又
は
対
象
法
人
 
 

限
定
方
式
）
 
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

③
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
、
指
定
国
の
範
囲
が
妥
当
な
と
こ
ろ
ま
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
と
条
約
の
内
容
の
妥
当
性
の
 
 

問
題
に
も
関
連
す
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
結
局
、
租
税
回
避
目
的
と
執
行
可
能
性
及
び
執
行
簡
便
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
因
っ
て
い
く
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
る
 
 

べ
き
問
題
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
対
象
取
引
限
定
方
式
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ど
の
問
題
事
例
の
指
摘
は
特
に
は
行
わ
れ
 
 

て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

ロ
 
リ
ス
ト
の
限
定
性
及
び
告
示
の
機
動
性
の
問
題
 
 
 

M
 
リ
ス
ト
の
限
定
性
の
問
題
 
 

こ
れ
は
、
我
が
国
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ワ
イ
ト
・
リ
ス
ト
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
限
 
 

定
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
 
 
 



こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
は
何
か
が
ま
ず
明
確
に
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
 
 

制
度
に
お
け
る
運
用
は
外
国
の
本
則
税
率
が
二
五
％
（
我
が
国
に
お
け
る
実
効
税
率
の
約
半
分
）
未
満
で
あ
る
国
ま
た
は
地
域
を
原
 
 

（
3
5
）
 
 

則
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
二
五
％
未
満
の
国
・
地
域
と
定
義
し
て
検
討
を
行
う
。
 
 
 

日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
で
は
、
現
在
四
一
の
国
又
は
地
域
が
軽
課
税
国
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
 
 

指
定
済
の
四
一
か
国
・
地
域
の
は
か
に
日
本
の
制
度
上
指
定
す
べ
き
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
 
 
 

指
定
四
一
か
国
・
地
域
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
国
・
地
域
に
 
 

は
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
島
、
コ
コ
ス
諸
島
、
ク
リ
ス
マ
ス
島
、
ト
ン
ガ
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ミ
ネ
ル
バ
、
ト
ゥ
ヴ
ァ
ル
、
キ
 
 

リ
バ
ス
、
北
朝
鮮
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
イ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
 
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
カ
ソ
ピ
オ
ー
ネ
、
フ
ェ
ロ
ー
諸
島
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
ス
バ
ル
バ
ル
島
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
イ
ス
 
 

（
3
6
）
 
 

ラ
エ
ル
、
レ
バ
ノ
ン
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ハ
イ
チ
な
ど
が
あ
る
 

こ
れ
ら
の
国
・
地
域
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

囚
 
そ
の
後
の
税
制
変
更
に
よ
り
一
般
税
率
が
二
五
％
以
上
と
な
っ
た
国
・
地
域
 
 

ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
島
、
コ
コ
ス
諸
島
、
ク
リ
ス
マ
ス
島
、
カ
ソ
ピ
オ
ー
ネ
、
フ
ェ
ロ
ー
諸
島
、
ト
ン
ガ
、
ト
ゥ
ヴ
ァ
ル
、
キ
リ
バ
 
 
 

ス
、
ア
ン
ゴ
ラ
 
 

0
0
 
物
理
的
理
由
等
に
よ
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
機
能
を
有
し
な
い
国
・
地
域
 
 

ミ
ネ
ル
バ
、
ス
バ
ル
バ
ル
島
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
 
 

㈹
 
政
情
不
安
等
に
よ
り
利
用
さ
れ
得
な
い
国
・
地
域
 
 

四
五
九
 
 
 



四
六
〇
 
 

ハ
イ
チ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
北
朝
鮮
 
 

囲
 
製
造
業
等
特
定
の
経
済
開
発
促
進
目
的
の
も
の
等
に
限
定
し
た
優
遇
措
置
を
有
す
る
国
・
地
域
 
 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
レ
バ
ノ
ン
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
ギ
リ
シ
ャ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
イ
 
 
 

シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
 
 

（
3
7
）
 
 

0
0
 
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
で
一
定
の
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
国
 
 

オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
 
 
 

前
述
因
～
0
0
の
う
ち
、
囚
及
び
㈲
は
こ
こ
に
い
う
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
で
は
な
い
こ
と
か
ら
指
定
の
必
要
性
の
問
題
は
最
初
か
 
 

ら
生
じ
な
い
国
・
地
域
で
あ
る
。
㈹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
が
考
え
に
く
い
国
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
激
変
す
る
国
際
情
勢
に
鑑
 
 

み
た
場
合
に
は
、
将
来
的
に
も
利
用
し
に
く
い
か
否
か
に
つ
い
て
こ
こ
で
に
わ
か
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
㈲
に
つ
い
て
は
、
 
 

一
般
税
率
ほ
そ
も
そ
も
二
五
％
以
上
で
あ
り
一
定
の
優
遇
措
置
は
、
お
お
む
ね
経
済
開
発
促
進
の
た
め
の
タ
ッ
ク
ス
・
ホ
リ
デ
ィ
が
 
 

多
く
、
ま
た
、
仮
に
指
定
し
た
と
し
て
も
現
地
で
実
態
を
有
す
る
法
人
の
み
が
優
遇
措
置
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
か
ら
我
が
国
の
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

0
0
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
の
我
が
国
の
税
制
の
改
正
で
一
定
の
対
処
を
行
っ
て
い
る
国
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
世
上
一
般
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
い
わ
れ
て
い
る
国
・
地
域
は
我
が
国
の
現
行
タ
ッ
ク
ス
・
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
は
、
基
本
的
に
は
告
示
の
必
要
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
、
我
が
国
 
 

の
制
度
上
は
現
行
の
指
定
国
は
ほ
ぼ
も
れ
は
な
い
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
諸
外
国
特
に
西
ド
イ
ツ
 
 

（
3
9
）
 
 

（
3
8
）
 
 

（
三
一
か
国
を
例
示
）
、
フ
ラ
ン
ス
（
四
〇
か
国
を
例
示
）
と
比
較
し
て
も
、
日
本
の
指
定
国
数
四
一
か
国
が
必
ず
し
も
限
定
的
と
は
 
 
 



（
4
0
）
 
 
 

思
わ
れ
な
い
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
現
行
の
指
定
基
準
で
あ
る
「
税
率
二
五
％
未
満
」
 
の
適
否
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
 
 
 

て
は
、
こ
の
指
定
基
準
以
外
に
、
我
が
国
の
税
制
と
し
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
か
に
合
理
的
な
基
準
を
見
出
し
難
い
と
考
え
ら
れ
る
 
 
 

こ
と
（
第
三
章
（
注
4
8
）
参
照
）
、
世
界
的
に
共
通
の
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
各
国
と
も
そ
の
国
の
税
制
の
考
え
方
に
応
じ
た
基
 
 

（
3
8
）
 
 
 

準
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
先
進
国
の
税
率
も
近
年
は
か
な
り
引
下
げ
ら
れ
て
き
て
お
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
と
の
差
が
な
く
な
 
 
 

り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
現
行
の
二
五
％
基
準
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
例
の
指
摘
は
特
に
な
い
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
政
策
的
に
も
こ
 
 

（
4
1
）
 
 
 

の
 
「
税
率
二
五
％
未
満
」
基
準
の
変
更
（
引
上
げ
）
は
現
在
の
と
こ
ろ
必
要
と
は
考
え
ら
れ
な
い
 

回
 
告
示
の
機
動
性
の
問
題
 
 
 

指
摘
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
他
の
諸
外
国
の
制
度
と
比
較
し
た
場
合
、
現
行
の
告
示
方
式
は
相
対
的
に
機
動
性
を
欠
く
と
い
う
 
 

（
3
9
）
 
 
 

点
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
告
示
を
随
時
見
直
す
こ
と
に
よ
り
は
ぼ
解
決
し
得
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
未
然
防
止
を
図
る
 
 
 

と
の
考
え
方
か
ら
い
え
ば
、
外
国
が
税
制
改
正
に
よ
り
高
税
率
固
か
ら
い
つ
低
税
率
国
に
変
わ
る
か
十
分
に
事
前
に
把
握
で
き
な
い
 
 
 

場
合
も
全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
諸
外
国
の
制
度
と
比
較
し
た
場
合
に
ほ
、
日
本
の
制
度
 
 
 

が
相
対
的
に
劣
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
日
本
の
制
度
か
ら
軽
課
税
国
指
定
制
度
を
廃
止
（
リ
 
 
 

ス
ト
の
廃
止
）
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
に
は
合
理
的
理
由
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
仮
に
軽
課
税
国
指
定
制
度
を
廃
 
 
 

止
（
あ
る
い
ほ
グ
レ
イ
リ
ス
ト
を
導
入
）
す
る
場
合
に
問
題
と
な
り
う
る
点
を
あ
え
て
あ
げ
る
と
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
が
考
え
 
 
 

ら
れ
る
。
ま
ず
、
リ
ス
ト
は
明
確
性
の
見
地
か
ら
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
リ
ス
ト
の
廃
止
に
よ
り
こ
の
明
確
性
が
確
保
で
き
 
 
 

な
く
な
る
こ
と
、
従
っ
て
、
納
税
者
の
予
測
可
能
性
に
資
す
る
見
地
か
ら
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
リ
ス
ー
の
廃
止
は
、
実
 
 
 

務
上
、
納
税
者
及
び
税
務
当
局
に
過
大
な
負
担
を
負
わ
し
め
る
危
険
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
税
制
に
お
け
る
執
行
簡
便
性
の
考
慮
 
 

四
六
一
 
 
 



四
六
二
 
 

と
対
立
す
る
面
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
点
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
は
そ
の
全
体
が
執
行
簡
便
性
で
貫
か
れ
て
お
り
、
要
は
租
税
回
避
目
的
と
執
行
簡
便
性
の
追
及
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
 
 
 

題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
立
法
政
策
上
は
、
究
極
の
目
的
で
あ
る
本
税
制
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
つ
ま
り
悪
の
法
人
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
 
 
 

人
）
に
課
税
す
る
こ
と
が
実
質
的
に
確
保
さ
れ
る
点
を
第
t
義
的
に
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

適
用
除
外
に
関
す
る
問
題
 
 

川
 
特
定
の
所
得
の
適
用
除
外
の
必
要
性
の
問
題
 
 
 

租
税
回
避
論
の
下
で
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
法
人
）
に
で
は
な
く
、
所
得
に
着
目
す
る
考
え
方
に
立
つ
場
合
に
は
、
原
則
の
問
題
と
し
 
 
 

て
、
課
税
繰
延
べ
を
認
め
る
べ
き
所
得
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、
租
税
回
避
論
の
下
で
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
着
目
す
 
 
 

る
立
場
か
ら
は
、
原
則
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
所
得
を
適
用
除
外
と
す
る
の
は
例
外
的
に
政
策
上
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
限
 
 

（
4
2
）
 
 
 

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
に
お
け
る
持
株
会
社
、
国
際
金
融
会
社
に
対
す
る
措
置
の
よ
う
な
も
の
を
日
 
 

（
4
3
）
 
 
本
の
制
度
に
導
入
す
る
か
否
か
は
、
今
後
、
我
が
国
の
経
済
政
策
等
と
の
兼
ね
合
い
も
含
め
て
検
討
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
あ
る
。
 
 

M
一
般
的
規
定
と
し
て
の
動
枚
基
準
の
必
要
性
の
問
題
 
 
 

動
機
基
準
に
は
、
立
証
の
問
題
が
常
に
議
論
と
な
る
。
納
税
者
と
税
務
当
局
と
が
こ
の
問
題
で
争
う
機
会
が
多
く
な
る
よ
う
で
あ
 
 
 

れ
ば
、
実
務
上
は
執
行
簡
便
性
の
問
題
と
の
関
連
で
両
者
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
状
況
が
作
り
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
 
 
 

点
に
閲
し
、
米
国
の
制
度
で
は
、
動
機
基
準
の
存
在
に
よ
り
納
税
者
と
当
局
と
の
争
い
が
頻
発
し
か
つ
事
案
の
解
決
に
困
難
性
を
も
 
 

（
3
3
）
 
 
 

（
亜
）
 
 

た
ら
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
基
準
に
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
立
証
責
任
に
関
す
る
日
本
の
司
法
上
の
取
扱
い
の
現
状
か
ら
み
 
 
 

て
、
そ
の
採
用
が
適
当
か
と
い
う
問
題
も
あ
ろ
う
。
結
局
、
こ
の
基
準
を
導
入
し
な
い
と
困
る
よ
う
な
状
況
が
現
に
存
在
す
る
と
い
 
 
 



う
指
摘
は
な
く
、
ま
た
、
日
本
の
制
度
が
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
中
で
こ
の
基
準
を
採
用
 
 
 

す
る
こ
と
の
必
要
性
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

日
 
管
理
支
配
基
準
及
び
非
関
連
者
基
準
の
強
化
の
問
題
 
 
 

A
 
管
理
支
配
基
準
に
つ
い
て
 
 

管
理
支
配
基
準
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
法
律
上
は
 
「
そ
の
事
業
の
管
理
、
 
 

支
配
を
自
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
跨
み
込
ん
で
 
「
管
理
、
支
配
」
と
は
何
か
に
つ
い
 
 

て
の
定
め
が
な
い
こ
と
が
納
税
者
に
よ
る
回
避
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
指
摘
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
 
 

（
亜
）
 
 
 
は
、
既
に
通
達
で
一
定
の
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
達
以
上
の
具
体
的
基
準
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
 
 

は
業
種
、
業
態
に
よ
り
必
然
的
に
異
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
今
後
の
事
例
の
積
み
重
ね
に
待
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
 
 

合
も
さ
ら
に
具
体
的
基
準
の
パ
タ
ー
ン
化
と
い
っ
た
可
能
性
は
、
こ
の
基
準
の
本
質
上
か
な
り
困
難
な
問
題
の
よ
う
に
も
思
わ
 
 

（
4
6
）
 
 

れ
る
。
 
 
 

B
 
非
関
連
者
基
準
に
つ
い
て
 
 

国
 
対
象
取
引
限
定
方
式
対
対
象
法
人
限
定
方
式
の
議
論
 
 

こ
の
基
準
は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
（
例
え
ば
米
国
の
制
度
）
 
の
下
で
は
、
非
関
連
者
と
の
取
引
が
課
税
所
得
の
範
囲
の
決
 
 

定
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
対
象
法
人
限
定
方
式
（
例
え
ば
、
日
本
の
制
度
）
 
の
下
で
は
、
課
税
対
象
法
 
 

人
の
決
定
上
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
を
二
つ
の
基
本
的
ナ
ブ
ロ
ー
チ
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
議
論
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
ま
ず
、
対
象
法
人
限
定
方
 
 

四
六
三
 
 
 



四
六
四
 
 

式
の
考
え
方
は
、
適
用
除
外
と
さ
れ
る
法
人
の
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
は
常
に
課
税
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
 
 
 

て
、
対
象
取
引
限
定
方
式
の
立
場
、
つ
ま
り
、
関
連
者
と
の
間
の
取
引
か
ら
生
じ
た
所
得
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
）
は
 
 
 

基
本
的
に
、
す
べ
て
合
算
対
象
所
得
に
取
り
込
む
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
制
度
に
い
う
非
関
連
者
基
準
 
 
 

に
よ
り
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
の
五
〇
％
が
合
算
対
象
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
が
問
題
点
と
し
て
 
 
 

指
摘
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
を
是
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
制
度
の
目
的
 
 
 

は
、
国
外
支
店
た
よ
る
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
の
課
税
繰
延
べ
防
止
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
外
国
に
子
会
社
等
を
設
け
る
 
 
 

こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
租
税
回
避
の
防
止
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
外
国
子
会
社
等
が
そ
の
法
人
全
体
と
し
て
租
税
回
避
目
的
の
も
 
 
 

の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
判
断
の
一
要
素
と
し
て
関
連
者
と
の
取
引
の
程
度
が
問
題
と
さ
れ
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
関
連
者
と
の
取
引
の
程
度
を
判
断
し
、
そ
の
結
果
、
そ
の
程
度
が
制
度
の
適
用
を
除
外
す
る
た
め
の
 
 
 

要
件
に
合
致
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
外
国
法
人
に
対
す
る
制
度
の
適
用
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
残
さ
れ
た
問
題
 
 
 

は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
と
の
比
較
に
よ
る
問
題
の
指
摘
で
は
な
く
、
対
象
法
人
限
定
方
式
の
制
度
自
体
の
中
味
の
問
題
と
し
 
 
 

て
の
個
々
の
適
用
除
外
要
件
（
こ
こ
で
い
え
ば
五
〇
％
超
基
準
）
の
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
対
象
法
人
限
定
方
式
自
体
の
問
題
と
し
て
の
非
関
連
者
基
準
及
び
そ
の
妥
当
性
 
 
 

a
 
適
用
除
外
基
準
が
設
け
ら
れ
た
目
的
・
理
由
 
 

非
関
連
者
基
準
は
、
我
が
国
の
制
度
に
お
け
る
適
用
除
外
要
件
（
4
要
件
5
種
類
の
基
準
）
の
う
ち
の
一
つ
の
基
準
で
あ
 
 
 

る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
適
用
除
外
要
件
が
定
め
ら
れ
た
目
的
及
び
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
目
的
は
、
脛
課
税
国
1
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
ー
1
1
に
あ
る
子
会
社
 
 

等
で
我
が
国
株
主
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
我
が
国
株
主
が
所
得
を
留
保
し
、
我
が
国
で
の
税
負
担
を
不
当
に
軽
 
 

減
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
所
在
す
る
の
に
十
分
 
 

な
経
済
合
理
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
我
が
国
の
税
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
 
 

（
釘
）
 
 

れ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
十
分
な
経
済
合
理
性
が
あ
れ
ば
課
税
対
象
と
ほ
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
「
十
分
な
経
済
合
理
性
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
あ
り
得
べ
き
租
税
回
避
の
パ
タ
ー
ン
は
業
態
に
よ
っ
て
異
な
 
 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
十
分
な
経
済
合
理
性
」
を
業
種
に
即
し
て
具
体
化
す
る
と
い
う
政
策
及
び
立
法
手
法
に
 
 

（
4
8
）
 
 

よ
り
、
次
の
よ
う
に
、
適
用
除
外
と
な
る
四
要
件
が
定
め
ら
れ
た
。
 
 

【
表
】
 
適
用
除
外
要
件
 
 

次
の
m
～
仰
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
課
税
対
象
と
さ
れ
な
い
。
 
 

」二   株   
記   式   
以   保   

業  
の   
船    業   
種   舶  

等  
の  

種  
貸  
等   

し（（2）  

て事   

（持   

）有  記等  
の基  
事準  

業（  行（（3）   
う管  ほ上   
こ理管   常記   

適  
）配支   課事   

用  
自基   対を   

除  
う  

を（①   外  
行所  の   
う在所  要  
こ地在  な   

（4）  件  
）で  

事基  そ   と   
業準  の  

）   

他  
の     行者（（診   

う と主  基   
このと非  
と間し閑  
）でて遵  

取非者  
引開基  
を連準   



b
 
 

非
関
連
者
基
準
が
設
け
ら
れ
た
理
由
 
 
 

前
掲
の
【
表
】
の
㈲
の
①
に
 

C
の
本
店
所
在
地
国
に
お
い
て
資
本
投
下
を
行
い
、
そ
の
地
の
経
済
と
密
接
に
関
連
し
て
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
 
 

（
4
9
）
 
 

は
、
そ
の
地
に
所
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
経
済
的
合
理
性
が
推
認
し
得
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
前
掲
【
表
】
の
㈲
の
∽
に
い
う
非
関
連
者
基
準
は
、
そ
の
適
用
業
種
の
事
業
活
動
の
範
囲
が
必
然
的
に
国
際
に
な
 
 

ら
ざ
る
を
得
ず
、
従
っ
て
、
地
場
経
済
と
の
密
着
性
を
重
視
す
る
前
述
の
所
在
地
国
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
 
 

る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
利
用
し
た
租
税
回
避
は
関
連
者
取
引
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
が
事
 
 

例
で
あ
り
、
ま
た
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
お
い
て
も
関
係
者
取
引
が
課
税
要
件
の
重
要
な
構
成
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
 
 

で
、
こ
う
し
た
業
種
は
そ
の
事
業
を
専
ら
関
連
者
と
の
取
引
に
頻
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
に
所
在
し
 
 

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
税
以
外
の
経
済
的
合
理
性
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
関
連
者
以
外
の
者
 
 

（
5
0
）
 
 

と
の
取
引
の
多
寡
に
よ
っ
て
そ
の
地
に
い
る
経
済
的
合
理
性
を
判
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

（b）   （a）   

卸   製   
造   

銀   小   
行   

水   サ   
運   
業   ビ   
等   ス  

業  
等   

○   ○   

○   ○  

○   

○  



次
に
、
五
〇
％
超
基
準
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
業
種
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
引
が
主
と
し
て
非
関
連
者
と
の
間
で
 
 

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
こ
の
「
主
と
し
て
」
の
数
値
的
表
現
が
五
〇
％
超
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
例
 
 

（
5
1
）
 
 

は
税
法
の
中
に
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
 
 
 

五
〇
％
超
基
準
の
妥
当
性
 
 
 

次
に
、
指
摘
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
①
五
〇
％
基
準
の
引
上
げ
、
②
卸
売
・
銀
行
業
の
場
合
に
、
売
上
又
は
 
 

仕
入
の
い
ず
れ
か
一
方
に
つ
い
て
五
〇
％
超
が
非
関
連
者
と
の
取
引
で
あ
る
場
合
に
課
税
し
な
い
と
す
る
現
行
基
準
を
売
上
 
 

・
仕
入
の
双
方
に
つ
い
て
五
〇
％
超
基
準
と
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
そ
の
妥
当
性
を
み
て
み
る
。
 
 
 

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
何
％
に
引
き
上
げ
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
得
的
な
基
準
は
見
出
し
に
く
い
面
が
 
 

あ
る
。
極
端
な
話
と
し
て
売
上
又
は
仕
入
の
い
ず
れ
か
一
方
の
す
べ
て
（
一
〇
〇
％
）
は
非
関
連
者
と
の
取
引
で
あ
る
こ
と
 
 

と
い
っ
た
基
準
と
す
る
こ
と
も
理
論
上
は
あ
り
得
よ
う
が
、
実
際
の
卸
売
・
銀
行
業
等
の
取
引
の
実
態
を
考
慮
す
る
と
、
真
 
 

実
の
（
租
税
回
避
と
は
み
ら
れ
な
い
）
取
引
を
も
合
算
課
税
に
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
合
 
 

理
的
説
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
地
に
事
務
所
、
従
業
員
等
の
実
体
を
有
し
、
自
ら
管
理
支
配
を
行
う
法
人
の
真
 
 

実
の
事
業
遂
行
上
関
連
者
と
の
取
引
割
合
が
、
売
上
等
又
は
仕
入
等
の
い
ず
れ
か
一
方
が
五
〇
％
超
で
他
方
が
五
〇
％
未
満
 
 

の
と
き
に
こ
れ
を
課
税
に
取
り
込
む
た
め
の
合
理
的
説
明
が
政
策
上
可
能
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
 
 

よ
う
な
取
引
割
合
の
ケ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
真
実
の
事
業
と
い
っ
た
も
の
は
t
切
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
課
税
に
取
り
込
む
 
 

と
い
う
こ
と
も
政
策
上
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
に
お
け
る
我
が
国
企
業
の
取
引
実
態
を
考
慮
し
た
場
合
に
こ
の
よ
 
 

う
な
考
え
方
を
採
り
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
取
引
の
実
態
を
見
極
め
つ
つ
、
そ
の
中
で
政
策
的
に
ど
の
よ
う
に
考
 
 

四
六
七
 
 
 



四
六
八
 
 

え
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
 
 

次
に
、
②
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
例
え
ば
卸
売
業
の
場
合
の
売
上
及
び
仕
入
、
銀
行
業
の
場
合
の
貸
付
及
び
借
入
の
双
方
 
 

と
も
に
こ
れ
ら
の
業
種
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
る
程
度
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

ま
た
、
次
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
本
質
的
な
活
動
に
対
し
て
、
売
上
等
又
は
仕
入
等
の
い
ず
れ
か
一
方
に
つ
い
 
 

て
、
五
〇
％
超
が
非
関
連
者
と
の
取
引
で
、
他
方
に
つ
い
て
五
〇
％
超
が
関
連
者
と
の
取
引
で
あ
る
と
き
に
、
こ
れ
に
対
し
 
 

て
課
税
し
な
い
と
す
る
の
が
よ
い
の
か
、
課
税
す
る
と
す
る
の
が
よ
い
の
か
と
い
っ
た
政
策
選
択
の
問
題
で
あ
る
が
、
関
連
 
 

会
社
を
設
け
て
真
実
の
事
業
を
行
う
も
の
も
課
税
に
取
り
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
批
判
に
ど
う
 
 

答
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
前
述
①
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
得
る
。
 
 

H
 
適
用
除
外
に
よ
る
制
度
の
無
力
性
の
問
題
 
 

こ
れ
は
、
①
日
本
の
リ
ス
ト
に
対
象
国
の
指
定
も
れ
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
②
指
定
国
所
在
の
対
象
法
人
で
あ
っ
て
も
適
 
 
 

用
除
外
要
件
（
例
え
ば
前
述
H
の
要
件
）
 
に
基
づ
き
適
用
除
外
と
な
る
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
の
適
用
を
受
け
る
べ
 
 
 

き
法
人
が
さ
ら
に
抜
け
落
ち
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

①
に
つ
い
て
は
、
前
述
ロ
で
現
状
に
お
い
て
は
実
際
上
の
問
題
と
し
て
基
本
的
に
指
定
漏
れ
の
な
い
こ
と
等
（
な
お
、
告
示
の
機
 
 
 

動
性
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
現
行
制
度
に
ほ
問
題
が
あ
る
）
を
み
た
。
②
に
つ
い
て
ほ
、
基
本
的
に
租
税
回
避
防
止
目
的
及
び
資
 
 
 

本
輸
入
中
立
性
へ
の
配
慮
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
考
慮
す
べ
き
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
コ
メ
ン
ト
す
れ
ば
、
日
本
の
制
度
は
 
 
 

そ
の
ね
ら
い
が
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
 
（
対
象
法
人
限
定
方
式
）
 
の
た
め
、
適
 
 
 

用
除
外
要
件
で
 
（
対
象
取
引
限
定
方
式
と
比
較
し
た
場
合
特
に
）
実
体
の
あ
る
法
人
を
除
外
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
 
 
 



ニ
 
そ
の
他
の
問
題
 
 

M
 
株
式
所
有
要
件
に
つ
い
て
 
 

外
国
法
人
が
本
制
度
の
対
象
と
な
る
か
否
か
の
具
体
的
支
配
基
準
の
算
定
方
法
は
、
必
ず
し
も
掛
け
算
方
式
、
全
額
み
な
し
所
有
 
 
 

方
式
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
全
額
み
な
し
所
有
方
式
も
考
慮
の
対
象
に
 
 
 

な
り
得
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
こ
の
ル
ー
ル
を
利
用
し
た
回
避
事
例
の
量
及
び
程
度
い
か
ん
と
の
関
係
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
 
 

（
5
2
）
 
 

あ
ろ
う
 

何
 
棟
式
の
処
分
に
つ
い
て
 
 

C
F
C
の
留
保
所
得
を
合
算
課
税
し
た
後
、
配
当
が
未
分
配
の
状
況
の
下
に
お
い
て
売
却
さ
れ
た
C
F
C
株
式
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
 
 
 

ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
の
二
重
課
税
を
我
が
国
の
制
度
が
排
除
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
理
由
（
租
税
特
別
措
置
法
六
六
の
－
一
六
）
 
 
 

は
、
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

A
 
t
般
に
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
法
人
の
収
益
と
す
る
理
由
は
、
資
産
が
法
人
の
所
有
を
離
れ
る
際
に
、
そ
の
資
産
価
値
が
 
 
 

譲
渡
対
価
の
形
で
警
化
す
る
。
と
に
あ
畠
（
昭
五
十
四
⊥
⊥
丁
十
二
東
京
地
裁
五
十
二
（
行
り
）
三
二
四
、
三
五
五
）
（
甑
、
 
 

法
人
税
法
上
、
こ
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
す
べ
て
が
留
保
利
益
か
ら
成
る
も
の
と
は
み
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

B
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
よ
る
合
算
課
税
ほ
、
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
租
税
回
避
を
行
う
悪
の
法
人
）
に
対
し
て
行
 
 

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
法
人
に
は
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
二
重
課
税
が
生
ず
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
妥
当
し
な
い
と
の
考
 
 

え
も
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
二
重
課
税
を
救
済
す
る
と
い
う
考
え
方
も
成
立
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

C
 
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
が
売
却
を
予
定
し
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
実
際
上
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
及
び
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
 
 

四
六
九
 
 
 



四
七
〇
 
 

（
5
3
）
 
 
 

－
を
手
離
す
際
に
は
売
却
で
は
な
く
解
散
と
い
っ
た
形
が
は
と
ん
ど
考
え
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
制
度
が
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
（
前
述
B
、
C
）
及
び
法
人
税
法
全
体
の
 
 

考
え
方
に
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
（
前
述
A
）
の
二
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
取
得
価
額
の
調
整
を
少
な
く
と
も
今
す
ぐ
導
 
 

入
す
る
こ
と
は
困
難
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
我
が
国
税
制
全
般
の
考
え
方
の
変
更
に
待
つ
と
い
っ
た
問
題
と
し
て
考
え
て
い
く
 
 

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
重
複
適
用
に
つ
い
て
 
 
 

こ
の
問
題
は
、
今
後
に
お
け
る
世
界
経
済
の
相
互
浸
透
化
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
現
実
の
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
際
に
 
 

は
、
国
内
法
上
、
条
約
上
の
手
当
て
の
必
要
性
、
関
係
国
と
の
相
互
協
議
に
よ
る
解
決
と
い
っ
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
但
 
 

し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
日
本
の
制
度
が
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
の
租
税
回
避
の
防
止
を
制
裁
的
に
行
う
も
の
と
の
位
置
付
け
を
 
 

（
5
4
）
 
 

し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
対
応
振
り
と
な
る
の
か
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
合
算
課
税
を
受
け
た
内
国
法
人
の
外
国
子
 
 

会
社
に
つ
い
て
の
間
接
外
国
税
額
控
除
に
よ
る
二
重
課
税
排
除
は
現
行
制
度
の
下
で
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
法
法
六
 
 

（
5
5
）
 
 

九
④
）
。
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㈲
 
日
本
の
制
度
に
対
す
る
問
題
点
指
摘
の
妥
当
性
の
分
析
の
結
論
 
 
 

日
本
の
制
度
に
対
す
る
問
題
点
の
指
摘
は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
に
立
っ
て
行
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
が
、
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
そ
の
執
行
に
豊
か
な
経
験
の
あ
る
米
国
の
採
用
す
る
対
象
取
引
限
定
方
式
の
立
場
か
ら
行
う
こ
と
は
非
 
 

常
に
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
指
摘
の
目
的
は
制
度
改
正
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
従
っ
て
、
そ
の
改
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
立
法
政
策
的
な
面
か
ら
の
検
討
、
す
な
わ
ち
、
①
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
 
 

②
ど
の
よ
う
な
問
題
を
、
③
ど
の
よ
う
な
方
法
で
解
決
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
 
 

れ
ら
の
点
に
閲
し
、
問
題
点
指
摘
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
問
題
点
の
指
摘
は
さ
て
お
き
、
本
来
、
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
 
 

考
え
て
い
く
べ
き
か
（
前
述
①
）
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
段
階
を
経
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
 
 

我
が
国
の
制
度
は
租
税
回
避
論
の
思
想
で
立
法
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
方
法
は
、
現
在
の
租
税
 
 

回
避
論
は
妥
当
か
否
か
、
妥
当
で
な
い
な
ら
ば
こ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
思
想
で
新
税
制
を
導
入
す
べ
き
か
と
い
う
も
の
に
な
る
。
 
 
 

租
税
回
避
論
が
、
現
在
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
日
本
の
経
済
政
策
等
と
の
関
係
、
納
税
者
の
意
識
、
諸
外
国
の
税
制
と
の
調
 
 

和
、
執
行
可
能
性
と
い
っ
た
点
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
判
断
を
行
う
上
で
最
も
重
視
す
べ
き
こ
と
は
、
租
税
回
避
 
 

の
防
止
を
目
的
と
す
る
本
制
度
が
納
税
者
に
よ
る
租
税
回
避
行
為
に
有
効
で
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
示
す
実
際
の
利
用
例
の
存
在
の
有
無
 
 

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
制
度
の
改
正
を
要
す
る
よ
う
な
回
避
事
例
は
な
い
と
い
っ
て
 
 

よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
税
制
と
外
国
の
税
制
と
の
調
和
に
つ
い
て
も
、
第
三
章
で
比
較
・
分
析
し
た
よ
う
に
我
が
国
ほ
、
基
 
 

本
的
に
、
米
国
と
比
較
し
得
る
制
度
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
結
論
と
し
て
は
、
ま
ず
、
現
行
の
我
が
国
タ
ッ
ク
 
 
 



ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
、
抜
本
的
に
改
め
る
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
は
必
要
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

次
に
、
現
行
の
制
度
は
基
本
的
に
維
持
し
っ
つ
も
、
一
部
マ
イ
ナ
ー
な
手
直
し
が
必
要
と
な
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
指
 
 

摘
の
諸
点
の
う
ち
、
軽
課
税
国
指
定
制
度
に
係
る
告
示
の
槙
動
性
の
欠
如
の
指
摘
は
合
理
的
で
あ
り
、
評
価
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
 
 

る
。
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
内
税
制
度
の
基
本
と
の
絡
み
等
の
問
題
も
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
特
段
の
手
直
し
は
必
要
な
い
と
み
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

Ⅲ
 
ま
と
め
 
 

日
米
両
制
度
は
、
米
国
の
制
度
が
対
象
取
引
限
定
方
式
、
日
本
の
制
度
が
、
対
象
地
域
限
定
方
式
及
び
対
象
法
人
限
定
方
式
と
そ
れ
ぞ
 
 

れ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
考
え
方
自
体
は
大
き
く
異
な
る
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
個
々
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
、
課
税
所
得
に
つ
い
て
、
米
国
の
制
度
で
は
限
定
的
で
、
日
本
 
 

の
制
度
で
は
す
べ
て
の
所
得
と
し
て
い
る
こ
と
、
軽
課
税
国
に
つ
い
て
、
日
本
の
制
度
で
は
指
定
し
た
国
の
み
対
象
と
な
り
、
米
国
の
制
 
 

度
で
は
す
べ
て
の
国
が
対
象
と
な
る
こ
と
、
適
用
対
象
法
人
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
制
度
で
は
限
定
が
な
く
、
日
本
の
制
度
で
は
限
定
が
 
 

あ
る
こ
と
等
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
総
合
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
 
 

ほ
ど
に
大
き
な
開
き
が
両
制
度
の
間
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
結
論
と
し
て
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

日
本
の
現
行
制
度
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
ー
部
麟
み
込
ん
で
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
一
部
を
除
き
、
現
行
制
度
を
今
す
ぐ
改
正
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
問
題
は
な
い
こ
と
を
結
論
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
結
局
は
、
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
な
法
人
の
租
税
回
避
を
防
止
す
 
 

る
と
の
日
本
の
制
度
の
固
有
の
目
的
を
ベ
ー
ス
に
、
こ
れ
が
現
実
の
問
題
と
し
て
ど
の
程
度
浸
食
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
実
際
上
の
適
用
 
 

四
七
五
 
 
 



四
七
六
 
 
 

回
避
の
現
状
の
分
析
の
問
題
と
関
わ
っ
て
来
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
意
味
で
、
今
後
と
も
事
例
の
集
積
及
び
分
析
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
 
 

必
要
と
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

第
二
節
 
制
度
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
 
 

本
節
で
は
、
ま
ず
、
租
税
条
約
上
の
租
税
回
避
防
止
規
定
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
進
む
べ
き
方
向
に
何
ら
か
の
指
針
を
与
え
る
と
思
わ
 
 

れ
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
条
項
の
導
入
の
必
要
性
を
概
括
的
に
見
る
（
後
述
Ⅰ
）
。
次
に
、
前
章
で
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
 
 

の
執
行
確
保
の
制
度
に
つ
い
て
行
っ
た
比
較
・
分
析
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
に
お
け
る
国
外
資
料
提
出
義
務
及
び
そ
の
義
務
違
反
に
対
す
 
 

る
罰
則
に
関
す
る
問
題
点
及
び
対
応
策
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
後
述
Ⅰ
）
。
こ
の
考
察
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
税
務
当
局
が
抱
え
る
訴
 
 

訟
上
の
陸
路
と
も
い
う
べ
き
立
証
責
任
に
つ
い
て
、
個
別
規
定
の
導
入
の
積
み
重
ね
に
よ
り
納
税
者
と
税
務
当
局
が
対
等
の
立
場
で
訴
訟
 
 

の
審
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
考
察
し
て
み
る
 
（
後
述
Ⅲ
）
。
 
 
 

な
お
、
我
が
国
の
国
外
資
料
収
集
制
度
の
在
り
方
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
米
国
の
制
度
が
最
も
参
考
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

し
か
し
、
最
近
に
お
け
る
米
国
の
国
外
資
料
収
集
制
度
の
改
正
強
化
の
動
き
は
、
必
ず
し
も
国
際
協
調
と
い
っ
た
面
に
配
意
し
た
も
の
と
 
 

な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
面
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
内
税
法
の
国
際
化
に
は
国
際
協
調
と
い
っ
た
配
慮
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
今
 
 

日
、
米
国
の
最
近
の
改
正
の
動
き
は
逆
の
意
味
で
我
が
国
が
学
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
も
若
干
の
考
察
を
 
 

加
え
る
 
（
後
述
Ⅰ
、
3
）
。
 
 
 



Ⅰ
 
租
税
条
約
上
の
制
度
の
問
題
点
 
 

米
国
が
最
近
締
結
し
た
租
税
条
約
に
は
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
規
定
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
米
国
政
府
は
、
条
約
 
 

の
濫
用
の
現
状
に
鑑
み
、
今
後
締
結
す
る
租
税
条
約
に
ほ
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
入
れ
て
い
く
と
の
ポ
リ
シ
ー
を
採
っ
て
 
 

い
る
。
こ
の
ポ
リ
シ
ー
の
背
景
に
は
、
米
国
の
租
税
条
約
が
特
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
で
濫
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
特
別
の
事
情
 
 

が
あ
り
、
日
本
と
は
若
干
背
景
を
異
に
す
る
面
も
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
日
本
企
業
の
．
海
外
進
出
が
大
き
く
進
展
し
て
い
る
今
日
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
だ
け
の
問
題
と
し
 
 

て
で
な
く
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
ほ
な
い
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
及
び
先
進
国
の
双
方
が
絡
ん
だ
租
税
回
避
行
為
に
対
す
る
防
止
措
 
 

置
の
導
入
が
必
要
と
さ
れ
る
時
期
に
釆
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
、
一
九
八
九
年
署
名
の
米
・
独
租
税
条
約
の
 
 

ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
条
項
に
は
、
日
本
が
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
執
行
上
の
問
題
点
の
有
無
の
検
討
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
 
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
の
、
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
同
条
約
の
日
本
に
と
っ
て
の
採
用
可
能
 
 

性
の
分
析
ま
で
ほ
行
わ
な
い
。
■
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
の
問
題
は
、
特
に
、
先
進
国
共
通
の
関
心
事
で
あ
り
、
ま
た
、
租
税
条
約
 
 

の
世
界
で
の
各
租
税
条
約
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ソ
及
び
各
国
の
国
内
法
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ソ
が
実
現
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
 
 

新
た
な
租
税
回
避
の
機
会
の
創
出
の
危
険
が
常
に
つ
き
ま
と
う
分
野
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
早
急
な
研
究
が
待
た
れ
る
分
野
で
あ
 
 

る
。
 
 
 



Ⅰ
 
情
報
収
集
及
び
罰
則
等
に
関
す
る
問
題
点
 
 
 

1
 
日
米
の
制
度
上
の
相
違
 
 
 

情
報
収
集
及
び
罰
則
の
領
域
で
は
、
日
米
の
制
度
は
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
は
、
基
本
的
に
国
外
の
世
界
が
対
象
で
あ
る
。
こ
の
税
制
が
適
正
に
執
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
局
に
 
 

と
っ
て
は
、
ま
ず
第
一
に
ど
の
よ
う
な
国
外
資
料
を
ど
の
程
度
入
手
で
き
る
か
と
い
う
入
手
範
囲
の
問
題
、
次
に
そ
の
よ
う
な
資
料
の
入
 
 

手
が
実
際
上
ど
の
よ
う
に
担
保
し
得
る
の
か
と
い
う
入
手
可
能
性
の
担
保
の
問
題
の
二
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
最
終
 
 

的
に
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
等
の
租
税
回
避
防
止
規
定
の
有
効
性
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
情
報
収
集
等
の
制
度
は
タ
ッ
 
 

ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
自
体
の
重
要
性
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
 
 
 

第
一
の
入
手
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
①
資
料
の
提
出
義
務
者
の
範
囲
が
広
範
で
あ
る
こ
と
、
②
提
出
資
料
の
範
囲
が
広
い
こ
と
 
 

（
調
査
に
当
た
っ
て
の
国
外
資
料
入
手
の
た
め
の
特
別
規
定
も
有
し
て
い
る
。
）
、
の
二
点
で
、
米
国
は
い
ず
れ
も
制
度
的
に
日
本
よ
り
優
 
 

（
5
6
）
 
 

れ
た
も
の
を
有
し
て
い
る
 
（
第
三
章
第
三
節
Ⅰ
参
照
）
。
 
 
 

第
二
の
入
手
可
能
性
の
担
保
の
問
題
に
つ
い
て
、
米
国
の
制
度
は
次
の
点
で
い
ず
れ
も
日
本
の
制
度
よ
り
広
範
で
強
力
な
も
の
と
な
っ
 
 

て
い
る
 
（
第
三
章
第
三
節
Ⅰ
参
照
）
。
 
 
 

ま
ず
第
一
に
、
入
手
の
手
段
が
き
め
紳
か
く
い
く
つ
か
の
段
階
ご
と
に
規
定
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
般
的
な
情
 
 

報
提
供
規
定
の
他
に
、
株
式
取
得
に
係
る
情
報
提
出
の
た
め
の
特
別
規
定
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
通
常
の
資
料
提
出
要
求
に
従
わ
な
い
 
 

場
合
に
次
の
担
保
の
た
め
の
手
段
を
用
意
し
て
い
る
点
（
例
え
ば
、
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
、
サ
モ
ン
ズ
あ
る
い
ほ
次
に
述
べ
 
 
 



る
罰
則
等
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

第
二
に
、
入
手
の
担
保
手
段
が
強
力
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
情
報
提
出
の
た
め
の
各
々
の
規
定
ご
と
に
必
ず
罰
則
が
 
 

定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
①
金
銭
に
よ
る
高
額
（
故
意
に
よ
る
不
提
出
の
場
合
は
十
万
ド
ル
）
の
罰
金
、
②
禁
固
に
処
す
、
③
 
 

外
国
税
額
控
除
の
減
額
、
又
は
④
提
出
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
け
る
法
廷
で
の
新
た
な
証
拠
提
出
の
禁
止
、
等
多
岐
に
亘
っ
て
い
 
 

る
。
日
本
の
制
度
に
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
な
い
。
 
 

2
 
国
外
資
料
提
出
義
務
・
罰
則
規
定
の
必
要
性
 
 
 

国
外
資
料
の
提
出
義
務
の
強
化
及
び
こ
れ
を
履
行
し
な
い
場
合
の
罰
則
の
規
定
の
導
入
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
必
要
で
あ
る
。
 
 

∽
 
国
外
資
料
の
提
出
義
務
規
定
の
強
化
の
必
要
性
 
 
 

次
の
理
由
か
ら
、
そ
の
拡
大
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

イ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
の
事
案
は
、
そ
の
取
引
が
専
ら
国
外
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
国
外
資
料
を
当
局
が
入
手
し
 
 
 

得
な
い
場
合
に
は
、
子
会
社
・
孫
会
社
等
の
把
握
が
不
可
能
で
あ
る
等
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
い
ば
 
 
 

か
り
か
、
課
税
の
公
平
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
一
般
納
税
者
の
納
税
思
想
に
悪
影
響
を
与
え
る
ほ
か
、
租
税
収
入
の
減
少
、
資
本
 
 
 

の
流
れ
を
歪
め
る
と
い
っ
た
弊
害
も
起
こ
り
得
る
。
 
 

ロ
 
国
外
資
料
の
提
出
義
務
規
定
が
国
内
法
に
な
い
場
合
に
お
け
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
の
事
案
に
関
す
る
国
外
資
料
の
入
手
手
 
 
 

段
と
し
て
、
租
税
条
約
に
基
づ
く
情
報
交
換
規
定
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
が
、
我
が
国
と
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
と
の
間
の
租
税
条
 
 
 

約
は
は
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
等
か
ら
、
結
局
、
国
内
法
上
の
手
当
て
を
す
る
以
外
に
直
接
的
に
有
効
な
手
段
は
な
い
。
 
 

ハ
 
租
税
条
約
に
基
づ
く
情
報
交
換
は
、
そ
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
相
互
主
義
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
 
 

四
七
九
 
 
 



四
入
○
 
 
 

従
っ
て
、
例
え
ば
、
日
米
租
税
条
約
に
例
を
と
る
と
、
米
国
か
ら
日
本
へ
の
情
報
提
供
は
、
整
備
さ
れ
た
猟
国
国
内
法
に
基
づ
き
十
 
 
 

分
に
行
わ
れ
る
が
、
日
本
か
ら
米
国
へ
の
情
報
提
供
は
、
日
本
の
国
内
法
の
未
整
備
に
よ
り
十
分
に
行
わ
れ
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
 
 
 

ず
る
こ
と
は
、
情
報
交
換
に
閲
し
、
米
国
政
府
の
日
本
政
府
に
対
す
る
信
頼
を
失
う
ば
か
り
か
、
日
米
租
税
条
約
の
情
報
交
換
規
定
の
 
 
 

運
用
及
び
活
用
一
般
に
つ
い
て
ま
で
悪
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
。
 
 

∽
 
資
料
提
出
義
務
の
執
行
を
担
保
す
る
た
め
の
罰
則
等
の
必
要
性
 
 
 

日
本
の
制
度
の
よ
う
に
、
罰
則
等
の
間
接
強
制
等
の
規
定
が
実
質
的
に
な
い
場
合
に
は
、
納
税
者
か
ら
の
資
料
提
出
が
行
わ
れ
な
い
場
 
 
 

合
が
あ
り
得
、
そ
の
場
合
に
は
、
実
効
あ
る
制
度
の
運
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
前
述
∽
の
問
題
が
生
ず
る
。
 
 

一
般
に
、
租
税
制
度
は
そ
の
国
の
種
々
の
背
景
、
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
事
情
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、
国
に
よ
っ
て
あ
る
程
 
 

度
の
相
違
が
存
在
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
議
論
し
て
い
る
情
報
収
集
及
び
罰
則
に
係
る
制
度
も
国
内
課
 
 

税
制
虔
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
と
あ
る
程
度
の
統
一
性
は
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
含
む
国
際
課
税
 
 

の
分
野
は
国
外
情
報
の
入
手
が
当
局
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
国
際
課
税
の
分
野
は
、
質
問
検
査
権
、
課
税
管
轄
権
の
制
限
と
 
 

い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
国
内
課
税
と
は
自
ず
と
異
な
る
規
定
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
租
税
回
避
と
い
う
分
野
の
 
 

親
制
を
目
的
と
す
る
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
場
合
は
、
な
お
さ
ら
こ
う
し
た
規
定
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
 
 

て
、
日
本
の
国
内
法
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
法
的
効
力
を
有
す
る
定
め
が
早
急
に
整
備
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
 
 

る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
納
税
者
保
護
の
立
場
か
ら
は
、
あ
ま
り
に
過
重
な
負
担
を
負
わ
し
め
る
制
度
と
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
 
 

な
ろ
う
。
要
は
、
納
税
者
保
護
の
観
点
と
公
平
確
保
の
た
め
の
租
税
回
避
防
止
の
実
効
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 
 
 



る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
米
の
制
度
を
比
較
す
る
と
、
一
方
（
米
国
）
 
は
制
度
（
し
か
も
か
な
り
強
力
な
制
度
）
 
を
有
し
、
他
方
 
（
日
 
 

本
）
 
は
実
質
的
に
全
く
有
し
て
い
な
い
に
等
し
い
現
状
を
み
る
と
、
国
際
間
の
経
済
の
相
互
交
流
が
こ
れ
は
ど
進
展
し
、
そ
れ
に
伴
い
取
 
 

（
5
7
）
 
 

引
も
複
雑
・
高
度
化
し
て
い
る
今
日
で
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

3
 
サ
モ
ン
ズ
等
の
域
外
適
用
と
国
家
主
権
及
び
我
が
国
の
資
料
収
集
制
度
 
 
 

内
国
歳
入
法
七
六
〇
二
条
以
下
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
サ
モ
ン
ズ
は
、
納
税
義
務
者
の
事
業
に
関
連
す
る
記
録
等
の
占
有
等
を
し
て
い
る
 
 

（
5
8
）
 
者
で
あ
れ
ば
米
国
内
に
居
住
し
て
い
る
者
だ
け
で
な
く
米
国
外
に
居
住
し
て
い
る
者
に
対
し
て
も
発
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
 
 
 

サ
モ
ン
ズ
が
国
外
の
者
に
対
す
る
適
用
を
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
、
ト
ヨ
タ
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
米
国
内
国
歳
入
庁
が
、
移
 
 

転
価
格
調
査
の
必
要
上
、
ト
ヨ
タ
 
（
米
国
ト
ヨ
タ
の
親
会
社
‥
日
本
法
人
）
 
に
対
す
る
製
造
コ
ス
ト
等
の
情
報
に
つ
い
て
の
文
書
提
出
命
 
 

令
を
強
制
的
に
履
行
せ
し
め
る
た
め
裁
判
手
続
き
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
ト
ヨ
タ
ほ
提
出
命
令
の
履
行
を
拒
否
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
ト
 
 

（
5
8
）
 
 

ヨ
タ
に
対
す
る
召
喚
状
を
強
制
す
る
管
轄
権
が
あ
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
、
司
法
的
手
段
に
よ
り
税
法
の
域
外
適
用
 
 

（
5
7
）
 
 

（
e
已
r
a
t
e
r
r
i
t
O
r
i
巴
a
p
p
許
a
t
i
O
n
）
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
外
の
資
料
を
収
集
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
 

（
5
9
）
 
 

一
般
的
に
、
人
、
資
本
、
モ
ノ
等
の
国
際
交
流
が
生
ず
る
と
、
国
内
法
の
域
外
適
用
の
問
題
が
生
じ
得
る
。
問
題
は
、
そ
の
適
用
範
囲
 
 

で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
適
用
は
、
国
際
的
承
認
が
得
ら
れ
る
合
理
性
の
あ
る
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
 
 

て
、
そ
の
適
用
範
囲
は
、
国
家
と
し
て
ど
こ
ま
で
自
国
法
を
も
っ
て
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
（
必
要
性
の
問
題
）
及
び
法
 
 

規
制
が
実
行
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
ほ
無
意
味
で
あ
る
か
ら
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
可
能
性
の
問
題
）
 
の
 
 

（
6
0
）
 
 

二
つ
に
よ
り
、
第
一
義
的
に
は
、
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
税
法
の
域
外
適
用
の
範
囲
も
基
本
的
に
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
と
な
る
も
 
 

の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
ト
ヨ
タ
事
件
で
ど
の
よ
う
な
資
料
の
要
求
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
巷
間
伝
え
ら
 
 

四
八
一
 
 
 



四
八
二
 
 

（
6
1
）
 
 

れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
販
売
価
格
等
の
営
業
秘
密
に
属
す
る
も
の
の
要
求
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
 

米
国
は
、
一
九
八
九
年
歳
入
調
整
法
で
、
外
資
系
米
国
法
人
等
に
対
す
る
資
料
提
出
義
務
を
強
化
す
る
規
定
（
六
〇
三
八
A
）
を
導
入
 
 

し
た
。
こ
の
規
定
（
第
二
章
第
四
節
Ⅳ
参
照
。
）
 
の
内
容
は
、
国
外
親
会
社
に
関
係
資
料
の
提
出
を
強
要
す
る
も
の
で
、
事
実
上
法
律
の
 
 

（
6
2
）
 
 

t
方
的
か
つ
不
合
理
な
域
外
適
用
の
問
題
を
惹
起
す
る
と
の
批
判
も
行
わ
れ
て
い
る
 

こ
の
よ
う
な
自
国
法
の
域
外
適
用
と
国
家
主
権
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
米
国
に
よ
る
近
年
に
お
け
る
サ
 
 

モ
ン
ズ
の
執
行
及
び
外
資
系
米
国
法
人
等
に
対
す
る
資
料
提
出
義
務
の
強
化
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
近
に
お
け
る
米
国
の
執
行
及
び
国
 
 

内
法
改
正
の
動
き
は
、
米
国
税
法
の
域
外
適
用
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
主
権
の
問
題
と
深
く
係
わ
る
も
の
が
多
い
。
こ
う
し
た
改
正
等
 
 

の
内
容
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
必
要
性
と
可
能
性
の
両
面
を
考
慮
し
た
国
際
的
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
合
理
性
を
有
し
た
も
の
で
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
は
、
最
近
の
改
正
等
の
動
き
か
ら
見
る
限
り
、
米
国
の
経
済
力
の
衰
退
を
背
景
と
し
て
、
 
 

（
6
2
）
 
 

国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
範
囲
を
超
え
る
も
の
を
国
内
法
と
し
て
導
入
す
る
等
の
態
度
を
と
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
が
国
と
 
 

し
て
も
、
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
は
、
他
の
先
進
国
等
と
共
同
し
て
是
正
等
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
こ
と
と
と
も
に
、
我
が
国
の
制
度
に
つ
い
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
ほ
、
我
が
国
は
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
範
囲
内
 
 

で
の
税
法
の
域
外
適
用
を
行
使
す
る
手
段
（
国
外
資
料
の
収
集
等
）
さ
え
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
 
 

章
第
二
節
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
制
度
は
、
資
料
提
出
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
提
出
資
料
及
び
提
出
義
務
者
の
範
囲
並
び
に
 
 

そ
の
担
保
の
た
め
の
手
段
が
極
端
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
の
国
際
課
税
に
関
す
る
租
税
制
度
も
、
戦
後
今
日
に
至
 
 

（
6
3
）
 
 

る
ま
で
に
国
際
化
が
順
次
進
め
ら
れ
て
釆
た
 
（
国
内
法
の
国
際
化
）
。
こ
う
し
た
国
内
税
法
の
国
際
化
は
、
今
後
新
た
な
事
態
の
展
開
に
 
 

（
6
3
）
 
 

呼
応
し
て
一
段
と
充
実
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
国
外
資
料
の
収
集
等
に
閲
す
 
 
 



る
我
が
国
の
制
度
を
見
る
と
き
、
や
は
り
、
そ
の
整
備
の
遅
れ
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
前
述
し
た
米
国
に
お
け
る
最
近
 
 

の
資
料
提
出
義
務
強
化
規
定
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
（
国
際
協
調
と
い
っ
た
点
に
配
慮
 
 

（
6
3
）
 
 

し
た
上
で
）
国
外
資
料
に
関
す
る
収
集
制
度
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
是
非
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
、
個
別
 
 

規
定
の
導
入
と
い
っ
た
形
で
一
つ
一
つ
着
実
に
対
処
を
因
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
現
は
十
分
に
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 

か
。
 
 

Ⅲ
 
立
証
責
任
の
転
換
 
 

我
が
国
の
移
転
価
格
税
制
で
は
、
税
務
署
長
が
一
定
の
要
件
を
満
た
す
推
定
課
税
を
行
っ
た
場
合
、
納
税
者
は
、
自
己
の
主
張
す
る
価
 
 

格
が
独
立
企
業
間
価
格
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
当
局
の
算
定
し
た
価
格
が
独
立
企
業
間
価
格
と
な
る
と
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
 
 

る
（
措
法
六
十
六
の
五
の
⑥
）
。
こ
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
移
転
価
格
税
制
の
執
行
の
難
し
さ
は
、
比
較
可
能
な
取
引
又
は
利
益
率
を
見
つ
け
る
こ
と
に
あ
り
、
訴
訟
の
段
階
で
も
基
 
 

本
的
に
こ
う
し
た
点
が
問
題
と
さ
れ
る
。
当
局
が
処
分
の
基
礎
と
し
た
取
引
価
格
又
は
利
益
率
が
、
納
税
者
に
よ
る
攻
撃
に
一
方
的
に
さ
 
 

ら
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
税
制
の
適
性
な
執
行
ひ
い
て
は
課
税
の
公
平
が
保
た
れ
な
い
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
そ
こ
で
、
少
な
く
 
 

と
も
、
当
局
の
算
定
に
係
る
価
格
の
合
理
性
と
納
税
者
の
設
定
に
係
る
価
格
の
合
理
性
が
同
一
の
土
俵
の
う
え
で
審
理
さ
れ
る
た
め
に
 
 

は
、
当
局
の
行
っ
た
処
分
に
合
理
性
を
推
定
し
、
争
う
こ
と
が
最
も
フ
ィ
ー
ジ
ブ
ル
な
解
決
策
と
い
え
る
。
 
 

一
方
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
絡
み
の
課
税
事
案
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
係
る
租
税
回
避
が
あ
っ
た
と
し
て
も
通
常
は
、
青
色
申
告
承
認
の
取
消
を
行
っ
て
推
計
課
税
を
 
 

四
入
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四
八
四
 
 
 

行
う
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
推
計
課
税
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
課
税
処
分
に
係
る
争
訟
の
段
階
で
 
 

（
6
4
）
 
 

納
税
者
側
か
ら
こ
れ
に
反
す
る
資
料
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
新
た
な
資
料
に
基
づ
く
納
税
者
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
 
 

な
れ
ば
、
納
税
者
は
自
己
に
有
利
な
時
期
に
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
調
査
時
で
は
な
く
後
の
争
 
 

訟
の
段
階
で
資
料
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
調
査
非
強
力
の
納
税
者
が
増
加
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
が
遅
延
し
た
り
と
い
っ
 
 

た
弊
害
も
生
じ
得
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
増
え
る
と
す
れ
ば
、
当
局
に
と
っ
て
は
立
証
の
負
担
の
増
加
を
招
く
と
と
も
に
、
訴
訟
維
持
 
 

が
困
難
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
対
処
す
る
に
は
、
納
税
者
か
ら
資
料
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
局
が
 
 

行
っ
た
課
税
処
分
に
適
法
性
の
推
定
を
与
え
、
納
税
者
が
こ
れ
を
争
う
場
合
に
は
、
納
税
者
側
に
課
税
処
分
の
違
法
性
を
証
明
す
る
義
務
 
 

が
あ
る
旨
の
規
定
を
導
入
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
6
5
）
 
 
 

我
が
国
の
場
合
、
現
在
の
と
こ
ろ
税
制
一
般
に
つ
い
て
立
証
責
任
の
転
換
を
図
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
租
税
 
 

特
別
措
置
法
六
十
六
条
の
五
第
六
項
の
よ
う
な
推
定
課
税
の
規
定
を
各
個
別
規
定
に
導
入
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
在
り
得
べ
き
対
処
 
 

策
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
課
税
の
分
野
は
、
課
税
に
必
要
と
な
る
資
 
 

料
が
通
常
は
海
外
に
存
在
す
る
こ
と
及
び
質
問
検
査
権
も
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
し
か
行
使
で
き
な
い
こ
と
等
の
執
行
上
の
困
難
が
伴
う
分
 
 

野
で
あ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
こ
う
し
た
推
定
課
税
の
よ
う
な
規
定
の
導
入
に
よ
り
、
少
し
つ
つ
立
証
責
任
の
転
換
を
図
る
努
力
を
続
け
、
納
税
者
と
当
局
 
 

と
が
争
訟
の
場
に
お
い
て
、
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ソ
グ
の
立
場
で
審
理
に
臨
め
る
よ
う
な
制
度
面
の
整
備
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
 
 

た
合
理
的
な
制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
て
初
め
て
、
制
度
の
適
正
な
執
行
が
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 



Ⅳ
 
ま
と
め
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
自
体
は
、
米
国
の
制
度
に
比
較
し
得
る
も
の
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
執
行
を
確
保
す
る
周
辺
の
制
 
 

度
と
し
て
の
情
報
収
集
、
罰
則
等
に
つ
い
て
は
、
前
述
Ⅰ
及
び
Ⅲ
で
見
た
よ
う
に
、
米
国
の
制
度
に
比
較
し
甚
だ
心
も
と
な
い
と
い
う
の
 
 

が
日
本
の
制
度
の
現
状
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
租
税
条
約
に
つ
い
て
は
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
 
 

の
導
入
を
検
討
す
る
時
期
に
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

結
局
、
タ
ッ
ク
ス
∴
イ
ブ
ン
に
係
る
課
税
問
題
に
閲
し
、
制
度
面
に
お
け
る
最
大
の
問
題
と
し
て
指
摘
す
べ
き
点
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
税
制
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
執
行
を
担
保
す
る
た
め
に
必
要
な
規
定
が
、
我
が
国
の
場
合
は
全
く
不
備
で
あ
る
 
 

（
6
6
）
 
 

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
制
度
面
で
の
整
備
が
可
能
な
限
り
早
急
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
場
合
、
具
体
 
 

的
に
は
、
当
面
、
次
の
よ
う
な
整
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

∽
 
次
の
よ
う
な
国
外
資
料
の
提
出
義
務
の
範
囲
の
拡
大
 
 
 

イ
 
海
外
取
引
の
内
容
 
 
 

口
 
株
式
取
得
、
不
動
産
取
得
の
内
容
 
 

切
 
提
出
義
務
違
反
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
罰
則
等
の
導
入
 
 
 

イ
 
罰
金
を
課
す
る
 
 
 

ロ
 
法
廷
等
で
の
証
拠
能
力
の
否
定
 
 
 

ハ
 
特
定
の
要
件
の
下
に
、
納
税
者
に
立
証
責
任
を
転
換
す
る
（
推
定
課
税
の
導
入
）
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四
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（
6
7
）
 
 
 

な
お
、
国
外
資
料
の
入
手
に
関
し
て
は
、
こ
の
は
か
に
、
租
税
条
約
の
情
報
交
換
規
定
の
充
実
及
び
そ
の
多
様
な
活
用
、
情
報
交
換
に
 
 

（
6
8
）
 
 

関
す
る
行
政
上
の
取
極
等
の
個
別
的
締
結
と
い
っ
た
方
法
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
閲
し
特
に
協
調
し
 
 

て
お
き
た
い
の
は
、
国
内
法
を
あ
る
程
度
諸
外
国
並
み
に
整
備
し
て
お
か
な
い
と
租
税
条
約
を
通
じ
た
情
報
交
換
の
レ
ベ
ル
で
外
国
と
共
 
 

通
の
地
盤
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
情
報
交
換
規
定
が
十
分
に
機
能
し
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
こ
 
 

（
6
9
）
 
 

と
に
よ
り
我
が
国
を
含
め
国
際
的
に
租
税
回
避
の
防
止
の
確
保
が
困
難
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
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O
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O
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会
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A
r
n
0
1
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－
i
b
i
d
．
、
p
」
‥
芦
監
∽
。
な
お
、
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
巴
a
p
p
r
O
a
C
h
は
、
汚
い
 
（
t
a
i
n
t
e
d
）
所
得
だ
け
を
取
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
、
s
h
O
p
p
i
n
g
 
 

a
p
p
r
O
発
h
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
O
E
C
D
L
n
t
e
r
n
a
t
i
O
冨
－
↓
a
舛
A
く
O
i
d
P
n
C
e
a
n
d
E
く
a
S
i
O
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L
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、
p
．
∽
〕
）
。
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
巴
a
p
p
r
O
a
C
h
の
 
 

和
訳
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
「
対
象
取
引
限
定
方
式
」
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
必
要
と
さ
れ
る
税
 
 

法
上
の
構
造
的
要
因
と
し
て
、
ま
ず
、
課
税
繰
延
べ
制
度
が
あ
り
、
こ
れ
を
一
般
的
に
廃
止
す
る
こ
と
は
困
難
な
現
状
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
特
に
租
 
 

税
回
避
防
止
目
的
か
ら
、
課
税
対
象
を
特
定
の
取
引
又
は
t
巴
n
t
e
d
i
n
c
O
ヨ
e
に
限
定
を
す
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
「
対
 
 

象
取
引
限
定
方
式
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
様
の
趣
旨
で
、
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
 
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
コ
a
p
p
r
O
a
C
h
を
 
「
対
象
地
域
限
定
方
式
」
、
 
 

e
n
t
i
t
y
a
p
p
r
O
a
C
h
又
は
e
x
e
m
p
t
i
O
n
ぢ
p
r
O
a
C
h
を
「
対
象
法
人
限
定
方
式
」
と
し
た
。
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の
 
 
 

A
r
コ
○
声
i
b
i
d
．
．
p
．
監
の
 
 
 

A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
、
p
．
葺
三
岳
 
 
 

A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
も
．
定
∽
対
象
法
人
限
定
方
式
（
e
n
t
i
t
y
a
p
p
r
O
a
C
h
）
は
、
適
格
法
人
除
外
方
式
（
e
諾
m
p
t
i
O
n
a
p
p
r
O
a
C
h
）
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
 
 

あ
る
（
O
E
C
D
∵
b
i
d
．
．
p
．
〕
∽
）
。
適
格
法
人
除
外
方
式
と
は
、
特
定
の
適
用
除
外
要
件
を
満
た
す
法
人
は
、
仮
に
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
し
て
 
 
 



（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

M
珊
爪
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
8
）
 
 

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
所
得
の
全
額
に
つ
き
非
課
税
（
す
な
わ
ち
全
く
課
税
さ
れ
な
い
。
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
O
E
C
D
．
i
b
i
d
．
．
p
．
∽
∽
）
。
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
一
九
七
五
年
ま
で
最
低
限
配
当
制
度
（
C
F
C
が
一
定
の
配
当
を
行
う
場
合
に
は
、
租
税
回
避
の
目
的
で
当
該
C
F
C
が
使
 
 

わ
れ
た
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
当
該
C
F
C
を
適
用
除
外
と
す
る
も
の
）
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
 
 

を
採
用
す
る
米
国
の
制
度
が
、
部
分
的
に
対
象
法
人
限
定
方
式
を
取
り
入
れ
て
い
た
一
つ
の
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
．
p
．
宜
g
）
。
 
 
 

A
r
コ
○
】
d
L
b
i
d
．
、
p
料
巴
 
 
 

A
r
n
O
】
d
．
i
b
i
d
．
－
p
．
た
岩
 
 
 

A
r
n
O
－
d
、
i
b
i
d
．
．
p
．
監
∞
 
 
 

A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
、
p
．
監
N
 
 
 

高
橋
元
（
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
解
説
」
 
八
二
、
入
三
、
九
二
、
九
三
貢
（
清
文
社
、
昭
五
十
四
）
 
 
 

高
橋
こ
別
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
頁
 
 
 

高
橋
こ
則
掲
江
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
一
、
一
三
大
貫
 
 
 

な
お
、
日
本
の
税
制
は
全
般
的
に
執
行
可
能
性
に
重
点
を
置
い
た
簡
明
な
措
置
の
規
定
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
具
体
例
を
う
げ
る
と
、
 
 

①
指
定
国
ア
プ
ロ
ー
チ
に
し
た
こ
と
（
軽
課
税
国
の
指
定
）
、
②
対
象
法
人
限
定
方
式
に
し
た
こ
と
（
全
所
得
を
課
税
、
従
っ
て
外
国
税
額
控
除
も
 
 

所
得
項
目
別
に
は
行
わ
な
い
。
）
、
③
課
税
所
得
の
計
算
に
現
地
法
令
準
拠
を
認
め
た
こ
と
、
④
内
国
法
人
の
帰
属
事
業
年
度
を
C
F
C
の
年
度
終
 
 

了
以
後
2
か
月
と
し
た
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

荒
巻
健
二
 
「
移
転
価
格
税
制
の
創
設
」
昭
和
六
十
一
年
改
正
税
法
の
す
べ
て
一
九
三
～
一
九
四
頁
（
国
税
庁
）
 
 
 

荒
巻
・
前
掲
牲
（
1
6
）
 
「
移
転
価
格
税
制
」
一
九
三
頁
 
 
 

荒
巻
・
前
掲
注
（
1
6
）
 
「
移
転
価
格
税
制
」
一
九
三
頁
 
 
 

荒
巻
・
前
掲
注
（
1
6
）
 
「
移
転
価
格
税
制
」
一
九
二
頁
 
 
 

高
橋
こ
別
掲
注
（
1
3
）
九
三
文
及
び
本
稿
第
三
章
第
一
節
Ⅰ
、
二
、
∽
、
ロ
、
日
参
鷹
 
 
 

荒
巻
こ
別
掲
注
（
1
6
）
 
「
移
転
価
格
税
制
」
一
九
四
貢
 
 
 

税
制
調
査
会
「
税
制
改
革
に
つ
い
て
の
中
間
答
申
」
昭
和
六
十
三
年
四
月
二
十
八
日
及
び
高
橋
・
前
掲
注
（
1
3
）
九
一
貫
参
照
 
 

四
八
七
 
 
 



四
八
八
 
 
 

（
2
3
）
 
O
E
C
D
L
b
i
d
．
．
p
p
．
〓
－
－
N
 
 

（
2
4
）
 
同
じ
く
所
得
の
国
外
移
転
に
対
処
す
る
と
の
目
的
を
有
す
る
移
転
価
格
税
制
忙
お
い
て
も
、
諸
外
国
の
税
制
と
の
調
和
す
な
わ
ち
国
際
的
な
課
 
 
 

税
ル
ー
ル
に
基
づ
い
た
税
制
上
の
規
定
の
準
備
を
図
る
必
要
性
と
い
っ
た
も
の
の
認
識
が
あ
っ
た
（
荒
巻
・
前
掲
注
（
1
6
）
「
移
転
価
格
税
制
」
一
 
 

九
t
一
貫
）
。
 
 

（
2
5
）
 
大
蔵
省
「
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
け
る
対
外
及
び
対
内
直
接
投
資
届
出
実
績
」
（
平
成
元
年
五
月
三
十
日
発
表
資
料
）
。
最
近
二
年
間
（
昭
和
六
十
 
 

二
、
六
十
三
年
）
に
お
け
る
直
接
投
資
総
額
の
こ
れ
ま
で
（
昭
和
t
一
十
六
年
～
六
十
三
年
）
の
直
接
投
資
総
額
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
、
①
タ
ッ
 
 

ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
十
一
か
国
（
パ
ナ
マ
、
香
港
、
ケ
イ
マ
ン
等
十
一
か
国
を
い
う
。
第
一
章
、
第
二
節
、
Ⅰ
、
2
、
m
参
照
。
）
を
除
い
た
全
世
界
 
 
 

に
係
る
も
の
、
と
②
こ
れ
ら
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
一
一
か
国
に
係
る
も
の
、
と
を
み
て
み
る
と
、
前
者
の
①
が
四
二
・
九
％
、
後
者
の
②
が
四
三
 
 
 

・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
最
近
t
一
年
間
に
関
す
る
限
り
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
直
接
投
資
が
そ
れ
以
外
の
地
域
よ
り
も
急
増
し
て
い
る
と
は
 
 

い
え
な
い
 
（
な
お
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
を
個
別
に
見
て
い
く
と
、
ケ
イ
マ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ー
ジ
ン
諸
島
と
い
っ
た
国
に
対
す
る
投
資
は
、
業
 
 
 

種
別
に
見
る
と
、
金
融
・
保
険
業
の
投
資
比
率
が
そ
の
他
の
業
種
よ
り
も
高
い
。
）
 
（
第
〓
早
、
第
二
節
・
Ⅰ
・
2
・
日
参
照
。
）
。
 
 

（
2
6
）
 
村
井
正
 
「
国
際
的
租
税
回
避
の
法
政
策
的
研
究
」
 
四
九
～
五
一
貫
（
比
較
法
研
究
セ
ン
タ
ー
、
昭
六
十
三
）
 
 

（
2
7
）
 
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ワ
イ
ー
・
リ
ス
ト
（
b
【
a
c
k
＼
w
h
i
t
e
－
i
s
t
）
と
は
、
指
定
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
は
、
軽
課
税
を
受
け
て
い
る
か
否
か
に
か
か
 
 

わ
ら
ず
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
従
っ
て
、
指
定
国
以
外
の
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
 
 

は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
適
用
を
一
切
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
の
は
、
米
、
英
、
西
独
、
仏
、
加
、
日
本
の
主
要
 
 

六
か
国
の
中
で
は
日
本
だ
け
で
あ
る
 
（
A
r
n
O
－
d
∵
b
i
d
．
－
p
ゝ
∽
〕
）
。
 
 

（
2
8
）
 
動
枚
基
準
と
は
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
O
t
i
く
e
e
莞
ヨ
p
r
i
O
n
の
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
の
適
用
除
外
要
件
に
 
 
 

該
当
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
問
題
の
法
人
及
び
取
引
の
存
在
が
主
と
し
て
租
税
回
避
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
ほ
 
（
㌻
冠
要
件
の
 
 

下
で
）
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
制
度
を
導
入
し
て
い
る
国
（
例
え
ば
、
英
国
等
）
が
あ
る
が
、
動
機
基
準
と
は
、
 
 

こ
の
よ
う
な
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ソ
税
制
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
た
め
の
基
準
を
い
う
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
も
．
∽
∽
○
。
 
 

（
2
9
）
 
英
国
．
の
制
度
に
い
う
「
全
額
み
な
し
所
有
ル
ー
ル
」
と
は
、
対
象
と
な
る
外
国
法
人
（
C
F
C
）
の
決
定
に
当
た
り
、
例
え
ば
内
国
法
人
の
外
国
 
 
 

子
会
社
A
が
外
国
法
人
B
の
株
式
の
五
〇
％
超
を
所
有
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、
当
該
内
国
法
人
は
B
の
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
 
 
 



ル
ー
ル
を
い
う
。
な
お
、
英
国
の
制
度
の
下
で
も
実
際
の
合
算
所
得
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
掛
け
算
方
式
を
採
用
す
る
 
（
A
r
n
0
1
d
】
i
b
i
d
・
】
p
・
㌣
 
 
 

－
∽
）
。
 
 

（
3
0
）
 
村
井
こ
別
掲
注
（
2
6
）
 
「
国
際
的
租
税
回
避
」
 
二
一
～
二
二
頁
 
 

（
3
1
）
 
他
の
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
日
本
の
そ
れ
と
が
あ
ま
り
に
異
な
る
場
合
に
は
、
税
に
よ
る
人
、
物
、
資
本
の
移
動
に
い
び
つ
な
 
 
 

結
果
（
中
立
性
の
欠
如
）
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
各
国
の
税
制
は
一
致
（
h
P
r
ヨ
O
n
i
置
－
i
O
n
）
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
 
 

は
あ
る
程
度
首
肯
し
得
る
。
 
 

（
3
2
）
 
昭
和
六
十
年
に
、
日
本
の
制
度
の
適
用
回
避
を
図
る
次
の
よ
う
な
例
の
回
避
防
止
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
 
 

（
問
題
点
）
 
 
 

1
 
配
当
課
税
減
免
制
度
を
有
す
る
国
の
子
会
社
に
軽
課
税
国
の
孫
会
社
が
配
当
し
た
場
合
に
お
け
る
子
会
社
の
所
得
に
対
す
る
合
算
課
税
の
不
 
 

適
用
と
子
会
社
に
対
し
て
は
そ
も
そ
も
制
度
の
適
用
が
な
い
こ
と
等
の
利
用
 
 
 

2
 
管
理
支
配
地
主
義
を
と
る
非
軽
課
税
国
に
本
店
等
を
有
し
か
つ
軽
課
税
国
に
実
質
管
理
地
を
有
す
る
法
人
に
つ
い
て
、
そ
の
本
店
所
在
地
で
 
 

の
課
税
が
な
く
本
制
度
の
適
用
も
な
い
こ
と
の
利
用
 
 

な
お
、
2
に
閲
し
管
理
支
配
地
主
義
の
み
を
採
用
す
る
高
税
率
国
に
本
店
を
有
し
、
日
本
に
あ
る
支
店
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
に
ほ
、
日
本
 
 
 

支
店
に
対
し
て
は
、
日
本
の
一
般
の
国
内
税
法
に
よ
り
そ
の
支
店
の
国
内
源
泉
所
得
の
み
に
つ
き
外
国
法
人
と
し
て
の
課
税
が
行
わ
れ
る
 
（
小
松
 
 
 

芳
明
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
見
直
し
」
国
際
税
務
五
巻
二
号
九
頁
）
、
小
松
芳
明
「
法
人
税
法
概
説
」
九
頁
、
（
有
斐
閣
、
平
二
）
）
。
 
 

（
3
3
）
 
我
が
国
の
場
合
、
税
務
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
は
、
一
般
的
に
課
税
庁
側
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
米
国
の
場
合
は
、
一
般
的
に
は
納
 
 
 

税
者
側
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
水
島
正
時
「
米
国
に
お
け
る
税
務
訴
訟
と
立
法
責
任
」
租
税
研
究
四
一
七
号
七
三
～
七
四
頁
参
照
。
 
 

（
3
4
）
 
高
橋
・
前
掲
荘
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
一
貫
 
 

（
3
5
）
 
高
橋
こ
別
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
 
入
貢
 
 

（
3
6
）
 
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
M
a
r
s
h
a
u
 
j
．
L
a
n
g
e
r
、
H
O
W
 
t
O
 
U
s
e
 
F
O
r
e
i
g
n
↓
a
H
 
H
a
諸
事
】
讐
∽
、
W
a
－
t
e
r
 
H
・
D
i
a
m
O
n
d
 
e
t
c
・
－
↓
a
火
 
 
 

H
a
く
e
n
S
O
f
t
h
e
W
O
r
l
d
こ
冨
－
、
犬
飼
貴
博
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
活
用
の
実
際
」
四
八
～
六
四
頁
（
日
本
実
業
出
版
社
、
昭
六
十
二
）
、
富
岡
 
 
 

幸
雄
「
マ
ル
サ
の
博
士
大
い
に
怒
る
」
一
二
五
～
二
二
八
、
二
一
四
～
二
t
六
頁
（
ネ
ス
コ
、
昭
六
十
二
）
 
 

四
入
九
 
 
 



四
九
〇
 
 
 

（
3
7
）
 
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
受
取
配
当
が
免
除
又
は
減
免
さ
れ
る
国
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
（
t
0
0
％
免
税
）
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
等
（
九
五
％
 
 
 

免
税
）
が
あ
る
。
 
 

（
3
8
）
 
西
独
は
、
実
効
税
率
三
〇
％
未
満
の
国
・
地
域
を
軽
課
税
国
と
定
義
し
通
達
で
三
十
一
か
国
を
例
示
し
て
い
る
。
 
 

フ
ラ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
税
率
の
三
分
の
二
未
満
の
負
担
と
な
る
国
・
地
域
四
十
か
国
を
通
達
で
例
示
し
て
い
る
。
 
 

イ
ギ
リ
ス
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
、
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
な
い
国
・
地
域
を
二
種
類
（
無
条
件
で
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
 
 
 

適
用
さ
れ
な
い
国
・
地
域
及
び
条
件
付
き
で
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
適
用
さ
れ
な
い
国
の
t
一
種
煩
）
に
分
け
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
原
則
 
 
 

的
に
こ
れ
ら
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
以
外
の
国
・
地
域
が
軽
課
税
国
に
該
当
す
る
。
な
お
、
米
国
は
軽
課
税
国
の
指
定
を
行
わ
な
い
 
（
た
だ
 
 
 

し
、
米
国
税
率
の
九
〇
％
超
の
税
率
で
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
適
 
 

用
さ
れ
な
い
。
）
。
 
 

（
3
9
）
 
昭
和
六
十
三
年
十
t
一
月
に
は
、
新
た
に
九
か
国
追
加
さ
れ
、
合
計
四
十
t
か
国
が
現
在
告
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
海
外
進
出
企
業
総
覧
」
 
（
東
 
 
 

洋
経
済
新
報
社
一
九
九
〇
年
版
）
に
ょ
れ
ば
、
既
に
日
本
の
大
蔵
大
臣
告
示
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
以
外
の
低
税
率
国
に
 
 
 

進
出
し
て
い
る
企
業
の
数
は
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
低
税
率
国
に
進
出
し
て
い
て
も
真
正
な
事
業
活
動
を
行
う
法
人
は
日
本
の
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
で
は
対
象
と
し
な
い
こ
と
に
注
意
）
。
 
 

（
4
0
）
 
対
象
と
な
る
タ
ッ
ク
ス
・
ベ
イ
ブ
ソ
国
の
範
囲
に
関
し
、
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
と
我
が
国
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
例
示
で
、
後
者
が
限
定
 
 
 

列
挙
（
大
蔵
大
臣
告
示
）
で
あ
る
こ
と
等
も
あ
り
、
理
論
上
の
話
と
し
て
厳
密
な
言
い
方
を
す
る
と
、
我
が
国
の
指
定
国
（
四
十
一
か
国
）
の
範
囲
 
 

の
方
が
よ
り
限
定
的
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
4
1
）
 
近
年
、
オ
フ
シ
ョ
ア
金
融
市
場
が
各
国
に
相
次
い
で
設
立
さ
れ
る
動
き
に
あ
る
。
オ
フ
シ
ョ
ア
金
融
市
場
へ
の
進
出
が
直
ち
に
租
税
回
避
行
為
 
 

に
繋
が
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
今
後
に
お
け
る
こ
れ
ら
オ
フ
シ
ョ
ア
金
融
市
場
に
お
け
る
活
動
の
条
件
、
実
体
等
如
何
 
 

に
よ
っ
て
は
将
来
に
お
け
る
対
処
の
検
討
が
必
要
と
な
る
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。
 
 

（
4
2
）
 
英
国
の
制
度
で
は
、
持
株
会
社
が
次
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
適
用
除
外
と
さ
れ
る
。
 
 

1
 
C
甘
C
の
居
住
地
国
に
事
業
用
施
設
を
有
す
る
こ
と
 
 

2
 
C
F
C
の
居
住
地
国
で
事
業
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
 
 
 



（
4
7
）
 
 

（
4
8
）
 
 

（
4
9
）
 
 

（
5
0
）
 
 

（
5
1
）
 
 

（
5
2
）
 
 

（
4
3
）
 
 

（
4
4
）
 
 

（
4
5
）
 
 

（
4
6
）
 
 

3
 
当
該
C
F
C
の
居
住
地
国
の
居
住
者
で
あ
る
他
の
C
F
C
（
持
株
会
社
、
持
株
会
社
の
管
理
会
社
）
で
免
税
事
業
に
従
事
す
る
着
か
ら
直
接
受
 
 
 

領
す
る
所
得
が
当
該
C
F
C
の
総
所
得
の
九
〇
％
以
上
と
な
る
こ
と
。
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
銀
行
業
老
が
受
け
取
る
輸
出
金
融
利
子
が
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

一
九
八
六
年
に
、
動
機
基
準
は
、
い
わ
ゆ
る
s
u
b
j
e
c
t
i
く
e
 
t
e
S
t
か
ら
O
b
j
e
c
t
i
く
e
 
t
e
S
t
に
変
更
さ
れ
て
い
る
 
（
本
稿
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
、
1
、
 
 

∽
、
イ
、
M
、
B
 
「
高
率
課
税
所
得
」
参
照
）
。
 
 
 

租
税
特
別
措
置
法
関
係
通
達
（
法
人
編
）
六
六
の
六
～
一
〇
 
 
 

管
理
支
配
基
準
に
閲
し
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
課
税
の
適
用
険
要
件
で
あ
る
「
管
理
支
配
基
準
」
を
充
足
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
 
 

て
、
東
京
地
裁
昭
和
六
十
一
年
（
行
り
）
第
一
五
一
号
・
法
人
税
更
正
処
分
等
取
消
請
求
事
件
・
平
成
二
年
九
月
十
九
日
判
決
参
照
。
こ
の
判
決
の
 
 

解
説
と
し
て
青
柳
達
郎
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
課
税
の
適
用
除
外
要
件
で
あ
る
「
管
理
支
配
基
準
」
を
充
足
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
税
経
 
 

通
信
、
一
九
九
一
年
五
月
号
、
一
九
一
～
一
九
九
貢
参
照
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
事
実
に
関
す
る
裁
決
と
し
て
、
国
税
不
服
審
判
所
昭
和
六
十
一
・
七
・
三
裁
決
、
裁
決
事
例
集
塑
二
二
 
（
昭
和
六
十
一
年
分
・
第
 
 

二
）
、
二
九
二
頁
参
照
。
 
 
 

高
橋
こ
肌
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
貢
 
 
 

高
橋
∴
前
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
五
頁
 
 
 

高
橋
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
三
t
ニ
頁
 
 
 

高
橋
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
三
三
～
二
二
四
貢
 
 
 

高
橋
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
六
貢
、
な
お
、
「
主
と
し
て
」
 
の
表
現
が
税
法
上
使
用
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
法
令
二
二
 
 

③
一
、
法
令
一
四
t
一
の
3
②
等
が
あ
る
。
 
 

一
方
、
一
〇
％
の
具
体
的
所
有
基
準
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
独
立
の
第
三
者
（
非
関
係
者
）
同
士
が
十
一
人
（
社
）
 
 

で
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
会
社
設
立
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
（
犬
飼
貴
博
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
活
用
の
実
際
」
一
六
三
～
一
六
五
貢
（
日
本
実
 
 

業
社
、
昭
六
十
二
）
に
対
し
て
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
一
〇
％
の
具
体
的
所
有
基
準
を
見
直
す
べ
き
か
（
村
井
こ
別
掲
注
（
2
6
）
五
〇
貢
）
否
 
 

か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
所
有
を
（
租
税
回
避
防
止
を
目
的
と
す
る
）
日
本
の
制
度
上
課
税
す
べ
き
も
の
と
み
る
か
否
か
の
政
策
の
問
題
 
 

四
九
一
 
 
 



（
5
3
）
 
 

（
5
4
）
 
 

（
5
5
）
 
 

（
5
6
）
 
 

（
5
7
）
 
 

（
5
8
）
 
 

（
5
9
）
 
 

（
6
0
）
 
 

（
6
1
）
 
 

（
6
2
）
 
 

四
九
二
 
 
 

で
あ
る
（
な
お
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
十
一
人
の
全
部
又
は
一
部
の
者
の
間
に
存
在
す
る
特
別
の
取
決
め
に
対
す
る
事
実
認
定
に
よ
 
 

り
、
十
一
人
の
う
ち
一
以
上
の
者
の
所
有
割
合
が
一
〇
％
以
上
と
さ
れ
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
）
。
な
お
、
累
帯
債
務
国
向
け
の
共
同
買
 
 

入
会
社
（
フ
ァ
ク
タ
リ
ソ
グ
会
社
）
を
邦
銀
が
十
二
行
で
ケ
イ
マ
ン
に
設
立
し
た
例
も
あ
る
（
日
本
経
済
新
聞
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
五
日
）
。
 
 
 

高
橋
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
七
九
頁
 
 
 

高
橋
・
前
掲
荘
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
入
〇
頁
 
 

高
橋
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
七
九
～
一
入
〇
真
 
 

一
九
入
九
年
十
二
月
に
米
国
議
会
で
成
立
し
た
一
九
九
〇
年
度
包
括
予
算
調
整
法
（
原
則
と
し
て
一
九
九
〇
年
七
月
十
一
日
以
降
開
始
の
事
業
 
 

年
度
か
ら
適
用
）
に
は
、
例
え
ば
、
外
資
系
企
業
の
外
国
親
会
社
等
か
ら
販
売
、
製
造
等
に
関
す
る
資
料
を
内
国
歳
入
庁
の
要
請
に
応
じ
て
提
出
す
 
 

べ
き
義
務
を
定
め
る
規
定
が
入
っ
て
い
る
（
こ
の
規
定
の
具
体
的
細
目
は
一
九
九
一
年
六
月
十
四
日
施
行
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
定
め
ら
れ
て
 
 

い
る
）
。
し
か
し
、
国
外
資
料
が
必
要
だ
か
ら
と
し
て
国
際
的
に
共
通
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
あ
ま
り
に
も
突
出
し
た
取
扱
い
と
な
る
よ
 
 

う
で
あ
れ
ば
外
国
企
業
へ
の
過
重
負
担
あ
る
い
は
租
税
条
約
の
関
連
規
定
違
背
と
い
っ
た
深
刻
な
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
 
（
五
味
雄
 
 

治
「
米
国
の
企
業
課
税
強
化
1
国
際
税
金
摩
擦
の
恐
れ
」
日
本
経
済
新
聞
平
成
t
一
年
三
月
十
七
日
朝
刊
二
十
六
面
）
。
 
 
 

小
松
芳
明
「
海
外
の
課
税
関
係
資
料
の
収
集
」
国
際
税
務
九
巻
五
号
七
貢
 
 
 

U
．
S
．
A
．
く
T
O
y
O
t
a
－
0
0
∽
－
－
U
S
T
C
器
O
N
 
 
 

田
代
有
嗣
、
書
牟
田
勲
「
海
外
子
会
社
の
法
律
と
税
務
」
三
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
一
）
 
 
 

田
代
、
膏
牟
田
・
前
掲
注
（
5
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
四
真
 
 
 

申
豊
実
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
租
税
調
査
権
の
概
観
」
一
橋
論
叢
九
四
巻
五
号
一
入
真
 
 

一
九
八
九
年
に
強
化
さ
れ
た
外
資
系
米
国
法
人
等
に
対
す
る
資
料
提
出
義
務
に
定
め
る
よ
う
な
資
料
費
求
は
、
本
来
租
税
条
約
の
情
報
交
換
条
 
 

項
に
基
づ
い
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
は
じ
め
か
ら
租
税
条
約
上
の
相
互
強
力
に
期
待
し
ょ
う
と
し
な
い
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
国
際
法
秩
 
 

序
を
乱
す
も
の
で
あ
り
、
租
税
条
約
上
の
無
差
別
条
項
そ
の
他
の
条
項
に
衝
突
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
小
松
芳
明
「
課
税
面
で
の
国
際
協
 
 

調
」
東
京
税
理
士
会
第
四
〇
〇
号
（
一
九
九
〇
年
五
月
十
一
日
号
）
 
二
三
頁
）
。
な
お
、
内
国
歳
入
法
六
〇
三
人
A
条
の
域
外
適
用
の
問
題
に
つ
い
 
 

て
、
小
松
芳
明
「
最
近
に
お
け
る
米
国
の
在
米
外
国
企
業
課
税
の
強
化
と
租
税
条
約
と
の
抵
触
に
つ
い
て
」
亜
細
亜
法
学
二
六
巻
一
号
t
一
四
～
一
 
 
 



一
五
貢
参
照
。
 
 

（
6
3
）
 
国
際
課
税
原
則
に
つ
い
て
の
認
識
と
そ
の
国
内
税
法
へ
の
導
入
は
「
国
内
税
法
の
国
際
化
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
我
が
国
に
つ
い
て
い
え
 
 
 

ば
、
戦
後
今
日
ま
で
に
お
い
て
、
租
税
条
約
の
締
結
等
を
通
じ
て
摸
索
し
探
究
さ
れ
、
や
が
て
確
立
さ
れ
た
国
際
課
税
の
原
則
が
国
内
税
法
に
導
入
 
 
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
内
税
法
の
国
際
化
が
進
め
ら
れ
て
来
て
い
る
 
（
小
松
・
前
掲
注
（
6
2
）
 
「
国
際
協
調
」
一
三
貢
）
。
 
 

（
6
4
）
 
現
行
の
不
服
申
立
て
又
ほ
訴
訟
の
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
争
訟
の
段
階
で
納
税
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
は
、
時
政
に
遅
れ
た
攻
撃
防
 
 
 

御
方
法
（
民
事
訴
訟
法
第
〓
二
九
条
の
要
件
を
満
た
す
も
の
）
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
提
出
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
 
 
 

な
い
。
課
税
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
納
税
者
は
遅
滞
な
く
証
拠
の
提
出
（
異
な
る
事
実
の
具
体
的
主
張
及
び
証
明
す
べ
き
証
拠
の
申
出
）
 
 
 

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
時
機
に
遅
れ
て
提
出
し
た
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
 
 
 

る
（
国
税
通
則
法
第
〓
六
条
）
。
な
お
、
時
機
に
遅
れ
た
主
張
の
立
証
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
最
近
の
裁
判
例
と
し
て
、
神
戸
地
裁
平
成
三
年
二
 
 

月
二
十
五
日
判
決
が
あ
る
。
 
 

（
6
5
）
一
般
的
な
立
証
責
任
を
納
税
者
に
課
す
こ
と
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
入
年
十
一
月
の
税
制
調
査
会
の
中
期
答
申
で
は
、
立
 
 
 

証
責
任
の
制
度
化
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
あ
る
か
ら
、
「
…
…
現
段
階
に
お
い
て
一
般
的
な
立
証
責
任
を
納
税
者
に
課
す
こ
と
は
見
送
り
、
判
例
 
 
 

等
の
今
後
の
展
開
に
ま
つ
こ
と
と
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。
（
注
略
）
今
後
の
具
体
的
な
訴
訟
の
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
で
 
 
 

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
」
旨
述
べ
て
い
る
 
（
昭
和
五
十
入
年
十
一
月
、
税
制
調
査
会
中
期
答
申
「
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
 
 
 

申
」
㈲
立
証
責
任
そ
の
他
の
訴
訟
手
続
関
係
参
照
）
。
 
 

（
6
6
）
 
海
外
課
税
関
係
資
料
の
必
要
性
、
罰
則
等
の
必
要
性
等
に
つ
き
、
小
松
芳
明
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
再
吟
味
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
〇
 
 

号
一
一
貫
参
照
。
 
 

（
6
7
）
 
米
国
が
締
結
し
た
租
税
条
約
（
米
・
加
租
税
条
約
第
二
七
条
、
米
・
独
租
税
条
約
第
二
六
条
等
）
に
ほ
、
要
語
さ
れ
た
情
報
が
被
要
請
国
の
課
税
 
 
 

上
不
必
要
で
あ
っ
て
も
提
供
す
る
こ
と
、
被
要
請
国
の
課
税
に
係
る
も
の
と
し
て
収
集
す
る
こ
と
、
収
集
情
報
も
証
言
付
き
の
も
の
に
す
る
こ
と
 
 
 

等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
米
国
の
最
近
三
年
間
に
お
け
る
情
報
交
換
の
件
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
 
（
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a
コ
ー
e
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G
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S
h
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w
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n
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声
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－
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（
闘
）
 
小
松
芳
明
「
海
外
課
税
関
係
資
料
の
収
集
」
国
際
税
務
九
巻
五
号
七
頁
。
な
お
、
米
国
は
、
近
年
、
通
常
の
租
税
条
約
と
は
別
に
、
主
に
カ
リ
ブ
 
 
 

海
諸
国
等
と
の
間
で
租
税
情
報
交
換
協
定
（
↓
a
X
I
コ
f
O
r
m
a
t
i
O
n
E
x
c
h
a
n
g
e
A
g
r
e
e
m
e
n
t
．
以
下
、
〝
T
I
E
A
″
と
い
う
。
）
を
締
結
し
て
き
て
い
 
 
 

る
。
T
I
E
A
は
、
カ
リ
ブ
海
経
済
復
興
法
（
t
h
e
 
C
P
r
i
b
b
e
P
n
 
B
a
s
i
n
E
c
O
n
O
m
i
c
R
e
c
O
詔
r
y
A
c
t
 
O
f
－
∽
0
0
u
）
 
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
内
容
 
 
 

の
T
I
E
A
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
き
、
相
手
国
と
の
間
で
合
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
T
I
E
A
が
締
結
さ
れ
る
こ
 
 
 

と
に
よ
り
、
米
国
当
局
に
と
っ
て
は
相
手
国
か
ら
租
税
情
報
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
一
方
、
米
国
の
納
税
者
に
と
っ
て
ほ
こ
れ
 
 
 

ら
の
相
手
国
に
お
い
て
開
催
す
る
会
議
費
用
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
（
従
っ
て
、
当
該
相
手
国
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
 
 
 

会
議
の
開
催
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
）
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
十
月
現
在
、
米
国
が
T
I
E
A
を
締
結
済
の
国
は
次
の
 
 
 

一
二
か
国
で
あ
り
、
他
に
も
い
く
つ
か
の
国
と
交
渉
中
で
あ
る
（
D
a
i
－
y
↓
a
粥
R
e
p
O
r
t
．
】
○
－
－
0
0
－
芦
芦
N
O
N
．
p
p
．
G
－
－
G
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）
。
 
 

（
米
国
の
T
I
E
A
締
結
相
手
国
）
 
 

バ
ル
バ
ド
ス
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
グ
レ
ナ
ダ
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
、
メ
キ
シ
 
 

コ
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
 
 

（
6
9
）
 
つ
い
最
近
カ
ナ
ダ
は
所
得
税
法
を
改
正
し
て
、
国
外
情
報
（
訂
r
e
i
g
n
－
b
a
s
e
d
i
n
f
O
r
m
a
t
i
O
n
O
r
d
O
C
u
ヨ
e
n
t
S
）
の
提
出
命
令
権
限
を
カ
ナ
ダ
内
 
 
 

国
歳
入
庁
（
R
e
く
e
n
u
e
C
a
n
a
d
a
）
に
与
え
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

国
外
情
報
と
は
、
カ
ナ
ダ
国
外
に
所
在
す
る
情
報
で
所
得
税
法
に
関
連
す
る
も
の
と
広
く
定
義
さ
れ
て
い
る
。
要
求
の
あ
っ
た
国
外
情
報
ほ
原
 
 
 

則
と
し
て
九
〇
日
以
内
に
繰
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
罰
金
、
禁
固
、
事
後
の
訴
訟
に
お
け
る
提
出
禁
止
と
い
っ
 
 
 

年   
九 九 九   
ノ＼ 八 八   
度  ノ＼ 七 六  

米  
国  
か  
ら  
の   

八 九 －  要   
四 ニ セ  静  

ーこ  
係  
る  
も  
の   

米  
国  
が  

五 三 三     要   
八 五 二  箭  
○ 六 二  を  

受  
け  
た  
も  
の  



お
わ
り
に
 
 

本
稿
で
は
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
情
報
収
集
、
罰
則
並
び
に
租
税
条
約
の
制
度
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
詳
細
に
 
 

か
つ
具
体
的
な
比
較
・
分
析
を
試
み
た
。
 
 
 

ま
ず
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
日
米
比
較
の
結
論
は
、
そ
の
適
用
範
囲
等
を
個
別
的
に
比
較
す
る
と
相
違
は
あ
る
が
、
総
合
的
 
 

に
判
断
す
る
と
両
制
度
に
実
質
上
そ
れ
は
ど
大
き
な
差
異
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
応
の
結
論
を
得
た
。
 
 
 

次
に
、
情
報
収
集
、
罰
則
等
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
制
度
に
は
、
広
範
な
国
外
資
料
の
捷
出
義
務
規
定
及
び
強
力
か
つ
多
様
な
 
 

罰
則
規
定
が
あ
る
が
、
我
が
国
に
は
、
こ
れ
が
実
質
上
な
い
の
に
等
し
い
と
の
結
論
を
得
た
。
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
へ
の
企
業
進
出
が
 
 

増
加
し
て
い
る
こ
と
、
先
進
主
要
国
も
国
際
課
税
の
分
野
で
こ
う
し
た
面
の
整
備
を
図
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
我
が
国
も
、
 
 

こ
う
し
た
制
度
面
で
の
整
備
を
、
可
能
な
限
り
早
急
に
行
う
こ
と
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
国
外
資
料
の
収
 
 

集
面
に
つ
い
て
は
、
株
式
取
得
・
不
動
産
取
得
資
料
等
も
提
出
義
務
の
範
囲
に
取
り
込
み
、
提
出
義
務
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
、
資
 

料
提
出
義
務
に
応
じ
な
い
場
合
の
対
策
と
し
て
、
罰
則
、
推
定
課
税
規
定
の
導
入
、
争
訟
段
階
で
初
め
て
出
さ
れ
た
資
料
の
証
拠
能
力
の
 
 

四
九
五
 
 
 

た
制
裁
が
課
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
所
得
税
法
の
改
正
の
意
義
は
、
こ
れ
に
よ
り
カ
ナ
ダ
国
内
法
が
米
国
の
国
内
法
並
み
の
内
容
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
今
後
の
米
国
・
カ
ナ
 
 

ダ
租
税
条
約
上
の
情
報
交
換
に
基
づ
く
執
行
が
双
方
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
あ
ろ
う
（
l
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四
九
六
 
 
 

否
定
と
い
っ
た
多
様
な
措
置
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
租
税
条
約
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
も
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
導
入
の
た
め
の
検
討
を
行
う
時
期
に
釆
て
い
る
も
 
 

の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

本
稿
の
対
象
と
し
た
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
ス
ブ
ソ
税
制
、
租
税
回
避
と
い
う
分
野
は
、
特
に
米
国
の
制
度
と
比
較
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
米
 
 

国
に
お
け
る
裁
判
例
の
詳
細
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
国
際
課
税
一
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
租
税
条
約
と
 
 

の
関
連
に
つ
い
て
も
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
七
の
研
究
ほ
、
本
稿
に
お
い
て
 
 

は
必
ず
し
も
十
分
に
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
、
こ
う
し
た
点
も
含
め
て
、
更
に
掘
り
下
げ
た
研
究
を
行
っ
て
行
き
た
い
と
 
 

考
え
て
い
る
。
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